
 

 

 

 

 

 

添 付 書 類  

M
O
X
①
 
添
(
1
)
-
0
0
0
1
 
G
 



ⅰ 

目    次 

添付書類(1) 加工施設の事業変更許可申請書との整合性に関する説明書  

添付書類(2) 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書  

添付書類(3) 加工施設の技術基準への適合性に関する説明書  

 設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理 

添付Ⅱ 放射線による被ばくの防止に関する説明書  

添付Ⅲ 加工施設の耐震性に関する説明書  

添付Ⅳ 強度に関する説明書  

添付Ⅴ その他の説明書  

Ⅴ-1 説明書  

Ⅴ-2 加工施設に関する図面 

 

 

M
O
X
①
 
添
(
1
)
-
0
0
0
2
 
G
 



 

 

 

 

 

 

（１） 加工施設の事業変更許可

申請書との整合性に関す

る説明書  M
O
X
①
 
添
(
1
)
-
0
0
0
4
 
G
 



ⅰ 

目    次                  

 

（１）－１ 加工施設の事業変更許可申請書「本文 (三号)」との整合性 

（１）－２ 加工施設の事業変更許可申請書「本文 (七号)」との整合性 

MO
X①

 
添
(1
)-
00
0
5 

G 



 

 

 

 

 

 

（１）－１ 

 加工施設の事業変更許可申請書

「本文（三号）」との整合性 

 

 

 

 

 

M
O
X
①
 
添
(
1
)
-
0
0
0
6
 
G
 



i 

目    次                  

(1)  概要 ···································································· 1 

(2)  基本方針 ································································ 1 

(3)  説明書の構成 ···························································· 1 

(4)  加工施設の事業変更許可との整合性 ········································ 2 

三． 加工施設の位置，構造及び設備並びに加工の方法 ···························· 3 

イ． 加工施設の位置 ························································ 3 

(イ) 敷地の面積及び形状 ···················································· 3 

(ロ) 敷地内における主要な加工施設の位置 ····································· 6 

ロ. 加工施設の一般構造 ····················································· 7 

(イ) 核燃料物質の臨界防止に関する構造······································· 7 

(ロ) 放射線の遮蔽に関する構造 ············································· 12 

(ハ) 核燃料物質の閉じ込めに関する構造······································ 13 

(ニ) 火災及び爆発の防止に関する構造 ······································· 17 

(ホ) 耐震構造 ····························································· 68 

(ヘ) 耐津波構造 ··························································· 83 

(ト) その他の主要な構造 ··················································· 84 

(１) 安全機能を有する施設 ················································ 84 

①外部からの衝撃による損傷の防止 ········································· 84 

②加工施設への人の不法な侵入等の防止 ····································· 90 

③溢水による損傷の防止 ··················································· 92 

④誤操作の防止 ··························································· 95 

⑤安全避難通路等 ························································· 96 

⑥安全機能を有する施設 ··················································· 97 

⑦設計基準事故の拡大の防止 ··············································· 99 

⑧核燃料物質の貯蔵施設  ········································· （後次回） 

⑨廃棄施設 ······················································· （後次回） 

⑩放射線管理施設 ················································· （後次回） 

⑪監視設備 ······················································· （後次回）  

⑫非常用電源設備 ················································· （後次回） 

⑬通信連絡設備 ··················································· （後次回） 

(２)重大事故等対処施設 ···················································· 103 

①重大事故等の拡大の防止等 ·············································· 104 

②重大事故等対処設備 ···················································· 104 

③臨界事故の拡大を防止するための設備 ····························· （後次回） 

④閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 ························ （後次回） 

⑤工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 ················ （後次回） 

⑥重大事故等への対処に必要となる水の供給設備 ······················ （後次回） 

⑦電源設備 ······················································· （後次回） 

⑧緊急時対策所 ··················································· （後次回） 

ハ. 加工設備本体の構造及び設備 ············································· 142 

MO
X①

 
添
(1
)-
00
0
7 

G 



ii 

(イ)化学処理施設 ·························································· 142 

(ロ)濃縮施設 ······························································ 142 

(ハ)成形施設 ······························································ 142 

(ニ)被覆施設 ······················································· （後次回） 

(ホ)組立施設 ······················································· （後次回） 

ニ．核燃料物質の貯蔵施設の構造及び設備 ······························ （後次回） 

ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備····························· （後次回） 

ヘ．放射線管理施設の構造及び設備 ···································· （後次回） 

ト．その他加工設備の附属施設の構造及び設備 ·································· 164 

(イ)非常用設備の種類 ······················································ 164 

(１)火災防護設備 ························································· 164 

(２)照明設備 ····························································· 167 

(３)所内電源設備(電気設備) ········································ （後次回） 

(４)補機駆動用燃料補給設備 ········································ （後次回） 

(５)拡散抑制設備 ·················································· （後次回） 

(６)水供給設備 ···················································· （後次回） 

(７)緊急時対策所 ·················································· （後次回） 

(８)通信連絡設備 ·················································· （後次回） 

(ロ)核燃料物質の検査設備及び計量設備の種類 ·························· （後次回） 

(ハ)主要な実験設備の種類 ··········································· （後次回） 

(ニ)その他の主要な事項 ···················································· 168 

(１)溢水防護設備 ························································· 168 

(２)冷却水設備 ···················································· （後次回） 

(３)給排水衛生設備 ················································ （後次回） 

(４)空調用冷水設備 ················································ （後次回） 

(５)空調用蒸気設備 ················································ （後次回） 

(６)燃料油供給設備 ················································ （後次回） 

(７)窒素循環用冷却水設備 ·········································· （後次回） 

(８)窒素ガス設備 ·················································· （後次回） 

(９)水素・アルゴン混合ガス設備 ···································· （後次回） 

(10)アルゴンガス設備 ·············································· （後次回） 

(11)水素ガス設備 ·················································· （後次回） 

(12)非管理区域換気空調設備 ········································ （後次回） 

(13)荷役設備 ······················································ （後次回） 

(14)選別・保管設備 ················································ （後次回） 

  

MO
X①

 
添
(1
)-
00
0
8 

G 



1 

(1)  概要 

本資料は，核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「法」とい

う。）第 16 条第 1 項の許可を受けたところによる設計及び工事の計画であることが，法第

16 条の 2 第 3 項第 1 号で認可基準として規定されており，当該基準に適合することを説明

するものである。 

  

(2)  基本方針 

設計及び工事の計画が加工事業変更許可申請書（以下「事業変更許可申請書」という。）

の基本方針に従った詳細設計であることを，事業変更許可申請書との整合性により示す。 

事業変更許可申請書との整合性は，事業変更許可申請書「本文（三号）」と設計及び工事

計画のうち「基本設計方針」及び「機器等の仕様に関する記載事項（以下「仕様表」とい

う。）」について示すとともに，事業変更許可申請書「本文（六号）」に記載する解析条件

についても整合性を示す。 

また，事業変更許可申請書「添付書類五」のうち，「本文（三号）」に係る詳細設計を記

載している箇所については，事業変更許可申請書「本文（三号）」の関連情報として記載す

る。 

なお，事業変更許可申請書の基本方針に記載がなく，設計及び工事の計画において詳細設

計を行う場合は，事業変更許可申請書に抵触するものではないため，本資料には記載しない。 

 

(3)  説明書の構成 

a. 説明書の構成は比較表形式とし，左欄から「事業変更許可申請書（本文）」，「事業変

更許可申請書（添付書類五）」，「設工認申請書」，「整合性」及び「備考」を記載す

る。 

b. 説明書の記載順は，事業変更許可申請書「本文（三号）」に記載する順とする。なお、

「本文（六号）」については、「本文（三号）」内の該当箇所に挿入する。 

c. 事業変更許可申請書と設計及び工事の計画の記載が同等の箇所には，実線のアンダーラ

インで明示する。記載等が異なる場合には破線のアンダーラインを引くとともに，設計

及び工事の計画が事業変更許可申請書と整合していることを明示する。 

d. 事業変更許可申請書「本文（六号）」との整合性に関する補足説明は一重枠囲みにより

記載する。事業変更許可申請書「本文（三号）」との整合性に関する補足説明は原則と

して「整合性欄」欄に記載するが、欄内に記載しきれないものについては別途、二重枠

囲みにより記載する。 

e. 事業変更許可申請書「添付書類五」については，上記（３）において設計及び工事の計

画にアンダーラインを引いた箇所について，同等の記載箇所には実線，記載箇所が異な

る箇所には破線のアンダーラインを引いて明示する。 
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(4)  加工施設の事業変更許可との整合性 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
三．加工施設の位置，構造及び設備並びに加工の方法 

イ．加工施設の位置 

(イ) 敷地の面積及び形状 

ＭＯＸ燃料加工施設を設置する敷地は，青森県上北

郡六ヶ所村に位置し，標高60ｍ前後の弥栄平と呼ばれ

る台地にあり，北東部が尾駮沼に面している。 

敷地内の地質は，新第三紀層及びこれを覆う第四紀

層からなっている。 

敷地に近い主な都市は，三沢市（南約30km），むつ

市（北北西約40km），十和田市（南南西約40km），八

戸市（南南東約50km）及び青森市（西南西約50km）で

ある。 

敷地の形状は，北東部を一部欠き，西側が緩い円弧

状の長方形に近い部分と，その南東端から東に向かう

帯状の部分からなり，帯状の部分は途中で二股に分か

れている。総面積は，帯状の部分約30万ｍ2を含めて約

390万ｍ2である。 

 

 

 

 

 

 

安全機能を有する施設のうち，地震の発生によって

生ずるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放

射線による公衆への影響の程度が特に大きい施設（以

下「耐震重要施設」という。）及びそれらを支持する

建物・構築物は，その供用中に大きな影響を及ぼすお

それがある地震動（以下「基準地震動」という。）に

よる地震力が作用した場合においても，接地圧に対す

る十分な支持性能を有する地盤に設置する。 

また，上記に加え，基準地震動による地震力が作用

することによって弱面上のずれが発生しないことも含

め，基準地震動による地震力に対する支持性能を有す

る地盤に設置する。(1)-① 

 

 

 

耐震重要施設以外の安全機能を有する施設について

は，耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震

力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な

支持性能を有する地盤に設置する。(1)-② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５) 地震による損傷の防止 

ＭＯＸ燃料加工施設の耐震設計は，事業許可基準規

則に適合するように，「イ．(ロ) (５)① 安全機能を

有する施設の耐震設計」に基づき設計する。 

①  安全機能を有する施設の耐震設計 

ｃ．基礎地盤の支持性能 

(ａ) 安全機能を有する施設は，耐震設計上の重要度に

応じた地震力が作用した場合においても当該安全機能

を有する施設を十分に支持することができる地盤に設

置する。(1)-① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設共通(基本設計方針)  

第1章 共通項目 

2．地盤 

安全機能を有する施設のうち，地震の発生によって

生じるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放

射線による公衆への影響の程度が特に大きい施設(以

下「耐震重要施設」という。)及びそれらを支持する

建物・構築物，若しくは重大事故等対処施設のうち，

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設は，その供用中に大きな影響を及ぼすお

それがある地震動(以下「基準地震動」という。)によ

る地震力が作用した場合においても，接地圧に対する

十分な支持性能を有する地盤に設置する。 

また，上記に加え，基準地震動による地震力が作用

することによって弱面上のずれが発生しないことも含

め，基準地震動による地震力に対する支持性能を有す

る地盤に設置する。(1)-① 

 

安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設以外の

安全機能を有する施設については，耐震重要度分類の

各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合，若

しくは，重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重

大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設については，代替する機

能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度

分類のクラスに適用される地震力が作用した場合にお

いても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に

設置する。(1)-② 

 

事業変更許可申請書

（本文）第三号におい

て、設工認申請書の内

容は、以下のとおり整

合している。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた「加工施設の

位置」及び「敷地の面

積及び形状」は、本設

工認の対象外である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(1)-① は、事

業変更許可申請書（本

文）の(1)-①と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

設工認の(1)-②は、事

業変更許可申請書（本

文）の(1)-②と同義で

あり整合している。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
 

耐震重要施設は，地震発生に伴う地殻変動によって

生ずる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う

建物・構築物間の不等沈下，液状化及び揺すり込み沈

下といった周辺地盤の変状により，その安全機能が損

なわれるおそれがない地盤に設置する。(1)-③ 

 

 

 

 

 

 

耐震重要施設は，将来活動する可能性のある断層等

の露頭がない地盤に設置する。(1)-④ 

 

 

 

 

耐震重要施設は，基準地震動による地震力によって

生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して，その安全機

能が損なわれるおそれがない地盤に設置する。(1)-⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物

は，基準地震動による地震力が作用した場合において

も，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設

置する。 

また，上記に加え，基準地震動による地震力が作用

することによって弱面上のずれが発生しないことも含

め，基準地震動による地震力に対する支持性能を有す

る地盤に設置する。(1)-⑥ 

 

 

 

常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物

は，地震発生に伴う地殻変動によって生ずる支持地盤

の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間

の不等沈下，液状化及び揺すり込み沈下といった周辺

地盤の変状により，重大事故に至るおそれのある事故

（設計基準事故を除く。）又は重大事故（以下「重大

事故等」という。）に対処するために必要な機能が損

なわれるおそれがない地盤に設置する。(1)-⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 重大事故等対処施設の耐震設計 

ａ．重大事故等対処施設の耐震設計の基本方針 

(ｅ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重

大事故等対処施設については，基準地震動による地震

力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な

支持力を有する地盤に設置する。(1)-⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設，若し

くは常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物

は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤

の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間

の不等沈下，液状化及び揺すり込み沈下の周辺地盤の

変状により，その安全機能，若しくは重大事故に至る

おそれのある事故（設計基準事故を除く。）又は重大

事故（以下「重大事故等」という。）に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれがない地盤に設置す

る。(1)-③ 

 

安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設，若し

くは常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物

は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地

盤に設置する。(1)-④ 

 

 

                        

 

 

 

施設共通(基本設計方針)  

第 1 章 共通項目 

2．地盤 

安全機能を有する施設のうち，地震の発生によって

生じるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放

射線による公衆への影響の程度が特に大きい施設(以

下「耐震重要施設」という。)及びそれらを支持する

建物・構築物，若しくは重大事故等対処施設のうち，

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設は，その供用中に大きな影響を及ぼすお

それがある地震動(以下「基準地震動」という。)によ

る地震力が作用した場合においても，接地圧に対する

十分な支持性能を有する地盤に設置する。 

また，上記に加え，基準地震動による地震力が作用

することによって弱面上のずれが発生しないことも含

め，基準地震動による地震力に対する支持性能を有す

る地盤に設置する。(1)-⑥ 

 

安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設，若し

くは常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物

は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤

の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間

の不等沈下，液状化及び揺すり込み沈下の周辺地盤の

変状により，その安全機能，若しくは重大事故に至る

おそれのある事故（設計基準事故を除く。）又は重大

事故（以下「重大事故等」という。）に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれがない地盤に設置す

る。(1)-⑦ 

 

設工認の(1)-③は、当

該要求事項が事業変更

許可を受けた地盤に設

置することを記載して

おり整合している。 

 

 

 

 

 

 

設工認の(1)-④は、当

該要求事項が事業変更

許可を受けた地盤に設

置することを記載して

おり整合している。 

 

変更許可申請書（本

文）の(1)-⑤は変更許

可申請書（本文）の

「ロ.(ホ)耐震構造」に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(1)-⑥は、事

業変更許可申請書（添

付書類六）の(1)-⑥と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認の(1)-⑦は、事

業変更許可申請書（本

文及び添付書類六）の

(1)-⑦と同義であり整

合している。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
 

常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物

は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地

盤に設置する。(1)-⑧ 

 

 

 

常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物

は，基準地震動による地震力によって生ずるおそれが

ある斜面の崩壊に対して，重大事故等に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれがない地盤に設置す

る。(1)-⑨ 

 

敷地付近概要図を第１図に示す。 

また，加工施設一般配置概要図を第２図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設，若し

くは常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物

は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地

盤に設置する。(1)-⑧ 

 

 

                        

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

設工認の(1)-⑧は、事

業変更許可申請書（添

付書類六）の(1)-⑧と

同義であり整合してい

る。 

 

変更許可申請書（本

文）の(1)-⑨は変更許

可申請書（本文）の

「ロ.(ホ)耐震構造」に

示す。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた「加工施設の

位置」は、本設工認の

対象外である。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
(ロ) 敷地内における主要な加工施設の位置 

MOX燃料加工施設は，標高約50ｍから約55ｍ及び海岸

からの距離約4km から約5km の地点に位置している。 

MOX燃料加工施設の主要な建物は，燃料加工建屋並び

に再処理施設を共用する緊急時対策建屋，第1保管庫・

貯水所及び第2保管庫・貯水所である。 

燃料加工建屋は，敷地の西側部分を標高約55ｍに整

地造成して，設置する。 

敷地中央から南西寄りに燃料加工建屋を設置し，そ

の北東側に緊急時対策建屋及び第1保管庫・貯水所を，

東側に第2保管庫・貯水所を設置する。 

上記の他に，MOX燃料加工施設には，エネルギー管理

建屋，再処理施設と共用するMOX燃料加工施設の貯蔵容

器搬送用洞道及び再処理施設を共用する第2低レベル廃

棄物貯蔵建屋の第2低レベル廃棄物貯蔵系，低レベル廃

液処理建屋，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用

安全冷却水系冷却塔A，B，第1非常用ディーゼル発電機

の重油タンクがある。 

また，重大事故等の対処において再処理施設を共用

する使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，開閉所，制御建

屋，非常用電源建屋，低レベル廃棄物処理建屋，ユー

ティリティ建屋及び第2ユーティリティ建屋がある。 

燃料加工建屋は，地下階において，その北側に隣接

する形で設置される再処理施設のウラン・プルトニウ

ム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵容器搬送用洞道を介して

接続する。 

再処理施設の海洋放出管は，低レベル廃液処理建屋

から導かれ，概ね運搬専用道路に沿い，汀線部から沖

合約3km まで敷設する。 

加工施設一般配置概要図を第 2図に示す。 

ロ．施設配置 

(イ) 概要 

MOX 燃料加工施設の主要な建物は，燃料加工建

屋，緊急時対策建屋，第 1 保管庫・貯水所及び第 2

保管庫・貯水所である。 

MOX 燃料加工施設の敷地内配置図を添 5第 33 図に

示す。 

燃料加工建屋は，施設周辺の斜面の崩壊等の影響

を受けないように敷地西側部分を標高約 55ｍに整地

造成して，設置する。 

敷地中央から南西寄りに燃料加工建屋を設置し，

その北東側に再処理施設の緊急時対策建屋及び第 1

保管庫・貯水所を，東側に再処理施設の第 2保管

庫・貯水所を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更許可申請書(本文)

において許可を受けた

「敷地内における主要

な加工施設の位置」

は，本設工認の対象外

である。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
(イ) 核燃料物質の臨界防止に関する構造 

 

 

(１) 臨界防止に関する基本的な考え方 

ＭＯＸ燃料加工施設は，臨界安全性を高めるため，主

要な工程を乾式で構成する設計とする。 

①安全機能を有する施設は，ロ(イ)(1)-①以下の核燃

料物質の臨界防止に係る基本的な設計方針に従い，通

常時に予想される機械若しくは器具の単一の故障若し

くはその誤作動又は運転員の単一の誤操作を想定した

場合においても，核燃料物質が臨界に達するおそれが

ない設計とする。 

 ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う核燃料物質は，プル

トニウム富化度 60％以下，プルトニウム中のプルトニ

ウム－240 含有率 17％以上及びウラン中のウラン－235

含有率 1.6％以下のＭＯＸ，ウラン中のウラン－235 含

有率５％以下の濃縮ウラン，天然ウラン，劣化ウラン

並びに標準試料及び分析試料であり，このうちＭＯ

Ｘ，濃縮ウラン，標準試料及び分析試料を取り扱う設

備・機器について臨界管理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

② ロ(イ)(1)-②核燃料物質の取扱い上の一つの単位

を単一ユニットとし，これに，核的制限値（臨界管理

を行う体系の未臨界確保のために設定する値）を設定

することにより臨界を防止する。 

 

ａ．核燃料物質を収納する単一ユニットとしての設

備・機器のうち，その形状寸法を制限し得るものにつ

いては，その形状寸法について適切な核的制限値を設

ける。 

 

 

 

ｂ．形状寸法管理が困難な設備・機器及び単一ユニッ

 

 

 

(１) 核燃料物質の臨界防止 

① 基本的な考え方 

ＭＯＸ燃料加工施設は，臨界安全性を高めるため，主

要な工程を乾式で構成する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界安全設計においては，工程を核燃料物質取扱い上

の一つの単位となる単一ユニットに分割し，各単一ユ

ニットに含まれる核燃料物質及びその他の物質の種

類，量，物理的・化学的形態等を考慮し，十分な安全

裕度を見込んだモデルで臨界評価を行い，単一ユニッ

トの核的制限値を設定し，これを維持することにより

臨界を防止する。 

また，単一ユニット間の中性子相互干渉の及ぶ範囲を

複数ユニットとし，単一ユニット間の距離，減速効

果，中性子吸収材の有無等を考慮し，十分な安全裕度

を見込んだモデルで臨界評価を行い，単一ユニット相

互間における間隔を維持すること等により臨界を防止

する。 

 

② 単一ユニットの臨界安全 

ａ．単一ユニットの臨界安全の考え方 

単一ユニットについては，技術的にみて想定されるい

かなる場合でも臨界を防止するために，形状寸法，質

量，減速材，同位体組成，プルトニウム富化度等の制

限及び中性子吸収材の使用の有無並びにこれらの組合

せによって核的に制限することにより臨界を防止する

対策を講ずる。 

(ａ) 核燃料物質を収納する，単一ユニットとしての設

備・機器のうち，その形状寸法を制限し得るものにつ

いては，その形状寸法について適切な核的制限値を設

ける。 

なお，混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体を取り扱

う工程では，混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体によ

る体数管理とする。 

施設共通（基本設計方針） 

１．核燃料物質の臨界防止 

１．１核燃料物質の臨界防止に関する設計 

ＭＯＸ燃料加工施設は，臨界安全性を高めるため，主

要な工程を乾式で構成する設計とする。 

ロ(イ)(1)-①安全機能を有する施設は，核燃料物質の

取扱い上の一つの単位となる単一ユニットにおいて，

通常時に予想される機械又は器具の単一の故障若しく

はその誤作動又は運転員の単一の誤操作を想定した場

合においても，核燃料物質が臨界に達するおそれがな

い設計とする。 

 

ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う核燃料物質は，プルト

ニウム富化度 60％以下，プルトニウム中のプルトニウ

ム－240 含有率 17％以上及びウラン中のウラン－235

含有率 1.6％以下のＭＯＸ，ウラン中のウラン－235 含

有率５％以下の濃縮ウラン，天然ウラン，劣化ウラン

並びに標準試料及び分析試料であり，このうちＭＯ

Ｘ，濃縮ウラン，標準試料及び分析試料を取り扱う設

備・機器について臨界管理を行う。 

臨界安全設計においては，工程を核燃料物質取扱い上

の一つの単位となる単一ユニットに分割し，各単一ユ

ニットに含まれる核燃料物質及びその他の物質の種

類，量，物理的・化学的形態等を考慮し，十分な安全

裕度を見込んだモデルで臨界評価を行い，単一ユニッ

トの核的制限値を設定し，これを維持することにより

臨界を防止する。 

また，単一ユニット間の中性子相互干渉の及ぶ範囲を

複数ユニットとし，単一ユニット間の距離，減速効

果，中性子吸収材の有無等を考慮し，十分な安全裕度

を見込んだモデルで臨界評価を行い，単一ユニット相

互間における間隔を維持すること等により臨界を防止

する。 

 

（１）単一ユニットの臨界安全設計 

ａ．単一ユニットの臨界安全の考え方 

ロ(イ)(1)-②単一ユニットについては，技術的にみて

想定されるいかなる場合でも臨界を防止するために，

形状寸法，質量，減速材，同位体組成，プルトニウム

富化度等の制限及び中性子吸収材の使用の有無並びに

これらの組合せによって核的に制限することにより臨

界を防止する対策を講ずる。 

(ａ) 核燃料物質を収納する，単一ユニットとしての設

備・機器のうち，その形状寸法を制限し得るものにつ

いては，その形状寸法について適切な核的制限値を設

ける。 

なお，混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体を取り扱

う工程では，混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体によ

る体数管理とする。 

設工認申請書の ロ

(イ)(1)-①は、変更許

可申請書（本文）のロ

(イ)(1)-①と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書のロ

(イ)(1)-②は、変更許

可申請書（本文）のロ

(イ)(1)-②と同義であ

り整合している。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
トとしてのグローブボックスについては，取り扱う核

燃料物質自体の質量について適切な核的制限値を設け

る。この場合，誤操作等を考慮しても工程内の核燃料

物質が上記の核的制限値を超えないよう，信頼性の高

いインターロックにより，核的制限値以下であること

が確認されなければ次の工程に進めない設計とする。 

 

 

 

ｃ．核燃料物質の収納を考慮していない設備・機器の

うち，核燃料物質が入るおそれのある設備・機器につ

いても上記ａ．又はｂ．を満足するように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．核的制限値を設定するに当たっては，取り扱う核

燃料物質のプルトニウム富化度，同位体組成，密度，

幾何学的形状，減速条件，中性子吸収材を考慮し，最

も厳しい結果を与えるよう，中性子の減速，吸収及び

反射の各条件を仮定し，かつ，測定又は計算による誤

差，誤操作等を考慮して裕度を見込む。 

 

 

 

ｅ．核的制限値を設定するに当たって，参考とする文

献は，公表された信頼度の十分高いものとし，また，

使用する臨界計算コードは，実験値との対比がなさ

(ｂ) 形状寸法管理が困難な設備・機器及び単一ユニッ

トとしてのグローブボックスについては，取り扱う核

燃料物質自体のＰｕ＊質量について適切な核的制限値

を設ける。この場合，誤操作等を考慮しても工程内の

核燃料物質が上記の制限値を超えないよう，信頼性の

高いインターロックにより，核的制限値以下であるこ

とが確認されなければ次の工程に進めない設計とす

る。 

なお，ウラン燃料棒を取り扱う工程では，本数管理

とする。 

(ｃ) 核燃料物質の収納を考慮していない設備・機器の

うち，核燃料物質が入るおそれのある設備・機器につ

いても上記(ａ)又は(ｂ)を満足するように設計する。 

なお，ＭＯＸ燃料加工施設では，核燃料物質の収納

を考慮していない設備・機器には核燃料物質が入るお

それはない。 

なお，起こるとは考えられない独立した二つ以上の異

常が同時に起こらない限り臨界に達しないように設計

及び維持・管理を行う。 

ｂ． 単一ユニットの設定 

以下に示す取扱い上の一つの単位を単一ユニットとす

る。 

(ａ) 粉末及びペレットを取り扱う工程では，質量管

理を基本とし，単一ユニットは設備・機器を収納する

グローブボックス，焼結炉等に設定する。 

(ｂ) 燃料棒，貯蔵マガジン及び組立マガジンを取り

扱う工程では，形状寸法管理を基本とし，単一ユニッ

トは設備・機器に設定する。 

(ｃ) 混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体を取り扱う

工程では，体数管理とし，単一ユニットは設備・機器

に設定する。 

(ｄ) ウラン燃料棒を取り扱う工程では，本数管理と

し，単一ユニットは設備・機器に設定する。 

(ｅ) 少量の溶液を取り扱う分析設備では，質量管理

とし，単一ユニットは設備・機器を収納するグローブ

ボックスに設定する。 

 

ｃ． 核的制限値の設定 

(ａ) 核的制限値を設定するに当たっては，取り扱う

核燃料物質中のプルトニウム富化度，同位体組成，密

度，幾何学的形状，減速条件，中性子吸収材の有無を

考慮し，最も厳しい結果を与えるよう，中性子の減

速，吸収及び反射の各条件を仮定し，かつ，測定又は

計算による誤差，誤操作等を考慮して裕度を見込む。 

 

（中略） 

 

(ｂ) 核的制限値を設定するに当たって，参考とする

文献は，公表された信頼度の十分高いものとし，ま

た，使用する臨界計算コードは，実験値との対比がな

(ｂ) 形状寸法管理が困難な設備・機器及び単一ユニッ

トとしてのグローブボックスについては，取り扱う核

燃料物質自体のＰｕ＊質量について適切な核的制限値

を設ける。この場合，誤操作等を考慮しても工程内の

核燃料物質が上記の制限値を超えないよう，信頼性の

高いインターロックにより，核的制限値以下であるこ

とが確認されなければ次の工程に進めない設計とす

る。 

なお，ウラン燃料棒を取り扱う工程では，本数管理

とする。 

(ｃ) 核燃料物質の収納を考慮していない設備・機器の

うち，核燃料物質が入るおそれのある設備・機器につ

いても上記(ａ)又は(ｂ)を満足するように設計する。 

なお，ＭＯＸ燃料加工施設では，核燃料物質の収納

を考慮していない設備・機器には核燃料物質が入るお

それはない。 

なお，起こるとは考えられない独立した二つ以上の異

常が同時に起こらない限り臨界に達しないように設計

及び維持・管理を行う。 

ｂ． 単一ユニットの設定 

以下に示す取扱い上の一つの単位を単一ユニットとす

る。 

(ａ) 粉末及びペレットを取り扱う工程では，質量管

理を基本とし，単一ユニットは設備・機器を収納する

グローブボックス，焼結炉等に設定する。 

(ｂ) 燃料棒，貯蔵マガジン及び組立マガジンを取り

扱う工程では，形状寸法管理を基本とし，単一ユニッ

トは設備・機器に設定する。 

(ｃ) 混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体を取り扱う

工程では，体数管理とし，単一ユニットは設備・機器

に設定する。 

(ｄ) ウラン燃料棒を取り扱う工程では，本数管理と

し，単一ユニットは設備・機器に設定する。 

(ｅ) 少量の溶液を取り扱う分析設備では，質量管理

とし，単一ユニットは設備・機器を収納するグローブ

ボックスに設定する。 

 

ｃ． 核的制限値の設定 

核的制限値を設定するに当たっては，取り扱う核燃料

物質のプルトニウム富化度，同位体組成，密度，幾何

学的形状，減速条件，中性子吸収材を考慮し，最も厳

しい結果を与えるよう，中性子の減速，吸収及び反射

の各条件を仮定し，かつ，測定又は計算による誤差，

誤操作等を考慮して裕度を見込む。 

 

 

 

(ａ) 核的制限値を設定するに当たって，参考とする

文献は，公表された信頼度の十分高いものとし，ま

た，使用する臨界計算コードは，実験値との対比がな
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
れ，信頼度の十分高いことが立証されたものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ロ(イ)(1)-③二つ以上の単一ユニットが存在する

複数ユニットについては，核的に安全な配置としたユ

ニット相互間における間隔を維持することにより，最

も厳しい状態においても臨界に達しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．核的に安全な配置を定めるに当たっては，最も厳

しい結果を与えるよう，中性子の減速，吸収及び反射

の各条件を仮定し，かつ，測定又は計算による誤差，

誤操作等を考慮して裕度を見込む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

され，信頼度の十分高いことが立証されたものとす

る。 

ⅰ．評価に当たっては，臨界ベンチマーク実験の解析

によりその信頼性が確認され，ＭＯＸに対する推定臨

界下限中性子実効増倍率が 0.97 と検証されている計算

コードシステム SCALE-4 の KENO-V.a コード及び

ENDF/B-Ⅳライブラリを用いて計算する。 

 

（中略） 

 

 

ⅲ 核的制限値は，臨界計算コードにより中性子実効

増倍率を計算し，未臨界（統計誤差として標準偏差の

３倍を考慮した中性子実効増倍率が 0.95 以下）となる

値を設定する。 

 

（中略） 

 

③ 複数ユニットの臨界安全 

複数ユニットについては，技術的にみて想定されるい

かなる場合でも臨界を防止するために，単一ユニット

相互の間隔の維持，単一ユニット相互間における中性

子吸収材の使用並びにこれらの組合せにより臨界を防

止する設計とする。 

なお，起こるとは考えられない独立した二つ以上の異

常が同時に起こらない限り臨界に達しないように設計

及び維持・管理を行う。 

ａ． 複数ユニットの設定 

単一ユニット相互間は，十分な厚さのコンクリート等

の設置又は単一ユニット相互間の距離を確保すること

により，核的に安全な配置とする。 

 

 

 

ｂ．複数ユニットにおける核的に安全な措置 

(ａ) 核的に安全な配置を定めるに当たっては，最も

厳しい結果を与えるよう，中性子の減速，吸収及び反

射の各条件を仮定し，かつ，測定又は計算による誤

差，誤操作等を考慮して裕度を見込む。 

(ｂ) 核的に安全な配置を定めるに当たって，参考と

する文献は，公表された信頼度の十分高いものとし，

また，使用する臨界計算コードは，実験値との対比が

なされ，信頼度の十分高いことが立証されたものとす

る。 

ⅰ．評価に当たっては，臨界ベンチマーク実験の解析

によりその信頼性が確認され，ＭＯＸに対する推定臨

界下限中性子実効増倍率が 0.97 と検証されている計算

コードシステム SCALE-4 の KENO-V.a コード及び

ENDF/B-Ⅳライブラリを用いて計算する。 

(ｃ) 単一ユニット間は，臨界計算コードにより中性

され，信頼度の十分高いことが立証されたものとす

る。 

① 評価に当たっては，臨界ベンチマーク実験の解析

によりその信頼性が確認され，ＭＯＸに対する推定臨

界下限中性子実効増倍率が 0.97 と検証されている計算

コードシステム SCALE-4 の KENO-V.a コード及び

ENDF/B-Ⅳライブラリを用いて計算する。 

 

 

 

 

② 核的制限値は，臨界計算コードにより中性子実効

増倍率を計算し，未臨界（統計誤差として標準偏差の

３倍を考慮した中性子実効増倍率が 0.95 以下）となる

値を設定するとともに未臨界が確保されることを評価

する。 

 

 

（２）複数ユニットの臨界安全設計 

ロ(イ)(1)-③複数ユニットについては，技術的にみて

想定されるいかなる場合でも臨界を防止するために，

単一ユニット相互の間隔の維持，単一ユニット相互間

における中性子吸収材の使用並びにこれらの組合せに

より臨界を防止する設計とする。 

なお，起こるとは考えられない独立した二つ以上の異

常が同時に起こらない限り臨界に達しないように設計

及び維持・管理を行う。 

ａ． 複数ユニットの設定 

単一ユニット相互間は，十分な厚さのコンクリート等

の設置又は単一ユニット相互間の距離を確保すること

により，核的に安全な配置とする。ロ(イ)(1)-③複数

ユニット評価の申請時に，単一ユニット間に，中性子

相互作用を無視できるコンクリート層が存在する場

合，核的に隔離されていることを示す。 

ｂ．複数ユニットにおける核的に安全な措置 

(ａ) 核的に安全な配置を定めるに当たっては，最も

厳しい結果を与えるよう，中性子の減速，吸収及び反

射の各条件を仮定し，かつ，測定又は計算による誤

差，誤操作等を考慮して裕度を見込む。 

(ｂ) 核的に安全な配置を定めるに当たって，参考と

する文献は，公表された信頼度の十分高いものとし，

また，使用する臨界計算コードは，実験値との対比が

なされ，信頼度の十分高いことが立証されたものとす

る。 

① 評価に当たっては，臨界ベンチマーク実験の解析

によりその信頼性が確認され，ＭＯＸに対する推定臨

界下限中性子実効増倍率が 0.97 と検証されている計算

コードシステム SCALE-4 の KENO-V.a コード及び

ENDF/B-Ⅳライブラリを用いて計算する。 

(ｃ) 単一ユニット間は，臨界計算コードにより中性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書のロ

(イ)(1)-③は、変更許

可申請書（本文）のロ

(イ)(1)-③と同義であ

り整合している。ま

た，変更許可申請書

（本文）の核的に安全

な配置について複数ユ

ニット評価時にコンク

リートにより中性子相

互作用を無視できる記

載しており整合してい

る。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
 

 

 

 

ｂ．核燃料物質を収納する設備・機器の設置に当たっ

ては，通常時に作用している荷重に対して発生する変

形が過大とならないように構造強度を持つ構造材を用

いて固定する。なお，固定することが困難な設備・機

器の場合は，設備・機器の周囲にユニット相互間の間

隔を維持するための剛構造物を取り付ける又は設計

上，移動範囲を制限する。 

 

ｃ．核燃料物質を不連続的に取り扱う（バッチ処理）

施設においては，核燃料物質を次の工程に移動させよ

うとしても，核燃料物質を受け入れる工程が核的制限

値を満足する状態にならなければ，移動することがで

きない設計とする。 

ｄ．核燃料物質を搬送するための動力の供給が停止し

た場合，核燃料物質の落下及び脱落を防止する機構に

より，搬送中の核燃料物質を安全に保持する設計とす

る。 

 

④ 核的制限値の維持及び管理については，起こると

は考えられない独立した二つ以上の異常が同時に起こ

らない限り臨界に達しないように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子実効増倍率を計算し，未臨界（統計誤差として標準

偏差の３倍を考慮した中性子実効増倍率が 0.95 以

下。）となるように配置する。 

 

(ｄ) 核燃料物質を収納する設備・機器の設置に当た

っては，通常時に作用している荷重に対して発生する

変形が過大とならないように構造強度を持つ構造材を

用いて固定することにより，これを維持及び管理す

る。なお，ＭＯＸ粉末を取り扱う容器のように固定す

ることが困難な設備・機器の場合は，設備・機器の周

囲にユニット相互間の間隔を維持するための剛構造物

を取り付ける又は設計上，移動範囲を制限する。 

(ｅ) 核燃料物質を不連続的に取り扱う（バッチ処

理）施設においては，核燃料物質を次の工程に移動さ

せようとしても，核燃料物質を受け入れる工程が核的

制限値を満足する状態にならなければ，移動すること

ができない設計とする。 

(ｆ) 核燃料物質を搬送するための動力の供給が停止

した場合，核燃料物質の落下及び脱落を防止する機構

により，搬送中の核燃料物質を安全に保持する設計と

する。 

 

（中略） 

 

 

④ 核的制限値の維持及び管理 

ＭＯＸ燃料加工施設では，Ｐｕ＊質量，本数，体数，

平板厚さ又は段数で設定した核的制限値に基づき臨界

管理を行う。また，プルトニウム富化度，含水率等に

ついては，核的制限値の設定条件以下であることを確

認する。 

ａ． 形状寸法管理 

形状寸法管理は，核燃料物質を取り扱う設備・機器の

構造又は機構により核的制限値を維持する設計とす

る。形状寸法管理のうち，混合酸化物貯蔵容器及び燃

料集合体を体数で管理する単一ユニットは，体数管理

に分類する。また，核燃料物質を取り扱う容器は，通

常の取扱条件において容易に変形しない構造材を用い

る設計とする。 

(ａ) 混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体は，工程内

の取扱いにおいて核燃料物質量に変化がない。このた

め，混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体を体数で管理

する単一ユニットにおいては，構成する設備・機器が

構造的に核的制限値以下の体数でなければ取り扱えな

い設計とする。 

(ｂ) 燃料棒を取り扱う工程において形状寸法管理を

行う単一ユニットは，単一ユニットの入口に核的制限

値以内に制限するためのゲートを設置するとともに，

燃料棒を平板厚さに対する核的制限値以内で取り扱う

ように設計する。 

子実効増倍率を計算し，未臨界（統計誤差として標準

偏差の３倍を考慮した中性子実効増倍率が 0.95 以

下。）となるように配置するとともに未臨界が確保さ

れることを評価する。 

(ｄ) 核燃料物質を収納する設備・機器の設置に当た

っては，通常時に作用している荷重に対して発生する

変形が過大とならないように構造強度を持つ構造材を

用いて固定することにより，これを維持及び管理す

る。なお，ＭＯＸ粉末を取り扱う容器のように固定す

ることが困難な設備・機器の場合は，設備・機器の周

囲にユニット相互間の間隔を維持するための剛構造物

を取り付ける又は設計上，移動範囲を制限する。 

(ｅ) 核燃料物質を不連続的に取り扱う（バッチ処

理）施設においては，核燃料物質を次の工程に移動さ

せようとしても，核燃料物質を受け入れる工程が核的

制限値を満足する状態にならなければ，移動すること

ができない設計とする。 

(ｆ) 核燃料物質を搬送するための動力の供給が停止

した場合，核燃料物質の落下及び脱落を防止する機構

により，搬送中の核燃料物質を安全に保持する設計と

する。 

 

（３）核的制限値の維持及び管理 

核的制限値の維持及び管理については，起こるとは考

えられない独立した二つ以上の異常が同時に起こらな

い限り臨界に達しないように設計する。 

ＭＯＸ燃料加工施設では，Ｐｕ＊質量，本数，体数，

平板厚さ又は段数で設定した核的制限値に基づき臨界

管理を行う。また，プルトニウム富化度，含水率等に

ついては，核的制限値の設定条件以下であることを確

認する。 

ａ． 形状寸法管理 

形状寸法管理は，核燃料物質を取り扱う設備・機器の

構造又は機構により核的制限値を維持する設計とす

る。形状寸法管理のうち，混合酸化物貯蔵容器及び燃

料集合体を体数で管理する単一ユニットは，体数管理

に分類する。また，核燃料物質を取り扱う容器は，通

常の取扱条件において容易に変形しない構造材を用い

る設計とする。 

(ａ) 混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体は，工程内

の取扱いにおいて核燃料物質量に変化がない。このた

め，混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体を体数で管理

する単一ユニットにおいては，構成する設備・機器が

構造的に核的制限値以下の体数でなければ取り扱えな

い設計とする。 

(ｂ) 燃料棒を取り扱う工程において形状寸法管理を

行う単一ユニットは，単一ユニットの入口に核的制限

値以内に制限するためのゲートを設置するとともに，

燃料棒を平板厚さに対する核的制限値以内で取り扱う

ように設計する。 
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⑤ ＭＯＸ燃料加工施設には，臨界事故を防止するた

めに必要な設備を設ける設計とする。 

ａ．設備の容量，形状及び配置並びに核燃料物質の

取扱方法から，ＭＯＸ燃料加工施設で臨界が発生す

ることは想定されないが，深層防護の観点及び従事

者の退避等のため，万一に備えて，臨界が発生した

場合にも臨界の発生を検知することができる設計と

する。 

 

(ｃ) 貯蔵マガジン及び組立マガジンを取り扱う工程

において形状寸法管理を行う単一ユニットは，貯蔵マ

ガジン及び組立マガジンを積み重ねて取り扱うことの

ない機構とする。 

 

（中略） 

 

ｂ． 質量管理 

質量管理は，臨界管理用計算機，運転管理用計算機等

を用いて行い，各単一ユニットの核燃料物質の在庫量

を常時把握するとともに，核燃料物質を搬送する容器

を識別し，それにより搬送する核燃料物質の質量，形

態等を把握することにより行う。質量管理のうち，ウ

ラン燃料棒を本数で管理する単一ユニットは，本数管

理に分類する。搬送装置を用いた単一ユニットへの核

燃料物質の搬送においては，核的制限値以下であるこ

とが確認されなければ搬入が許可されないインターロ

ックを有する誤搬入防止機構を設ける設計とし，誤搬

入防止機構は，秤量器，ＩＤ番号読取機，運転管理用

計算機，臨界管理用計算機，誤搬入防止機構（シャッ

タ）等から構成する。また，混合機への添加剤の投入

については，核的制限値以下であることが確認されな

ければ投入が許可されないインターロックを有する誤

投入防止機構を設ける設計とし，誤投入防止機構は，

秤量器，ＩＤ番号読取機，運転管理用計算機，臨界管

理用計算機及び誤投入防止機構（添加剤受入バルブ）

又は誤投入防止機構（添加剤投入バルブ）から構成す

る。 

（中略） 

 

ｃ． 核的制限値設定条件の確認 

各単一ユニットの臨界管理においては，核的制限値だ

けでなく，管理を必要とするプルトニウム富化度等の

核的制限値設定条件についても質量管理と同様に確認

を行う。この確認においては，質量管理と容器等の識

別の組合せにより，プルトニウム富化度が設定条件以

下であること等を確認する。 

 

（中略） 

 

 

(ｃ) 貯蔵マガジン及び組立マガジンを取り扱う工程

において形状寸法管理を行う単一ユニットは，貯蔵マ

ガジン及び組立マガジンを積み重ねて取り扱うことの

ない機構とする。 

 

 

 

ｂ． 質量管理 

質量管理は，臨界管理用計算機，運転管理用計算機等

を用いて行い，各単一ユニットの核燃料物質の在庫量

を常時把握するとともに，核燃料物質を搬送する容器

を識別し，それにより搬送する核燃料物質の質量，形

態等を把握することにより行う。質量管理のうち，ウ

ラン燃料棒を本数で管理する単一ユニットは，本数管

理に分類する。搬送装置を用いた単一ユニットへの核

燃料物質の搬送においては，核的制限値以下であるこ

とが確認されなければ搬入が許可されないインターロ

ックを有する誤搬入防止機構を設ける設計とし，誤搬

入防止機構は，秤量器，ＩＤ番号読取機，運転管理用

計算機，臨界管理用計算機，誤搬入防止機構（シャッ

タ）等から構成する。また，混合機への添加剤の投入

については，核的制限値以下であることが確認されな

ければ投入が許可されないインターロックを有する誤

投入防止機構を設ける設計とし，誤投入防止機構は，

秤量器，ＩＤ番号読取機，運転管理用計算機，臨界管

理用計算機及び誤投入防止機構（添加剤受入バルブ）

又は誤投入防止機構（添加剤投入バルブ）から構成す

る。 

 

 

ｃ． 核的制限値設定条件の確認 

各単一ユニットの臨界管理においては，核的制限値だ

けでなく，管理を必要とするプルトニウム富化度等の

核的制限値設定条件についても質量管理と同様に確認

を行う。この確認においては，質量管理と容器等の識

別の組合せにより，プルトニウム富化度が設定条件以

下であること等を確認する。 

 

（４）臨界事故を防止するために必要な設備 

ＭＯＸ燃料加工施設には，臨界事故を防止するために

必要な設備を設ける設計とする。 

ａ．設備の容量，形状及び配置並びに核燃料物質の

取扱方法から，ＭＯＸ燃料加工施設で臨界が発生す

ることは想定されないが，深層防護の観点及び従事

者の退避等のため，万一に備えて，臨界が発生した

場合にも臨界の発生を検知することができる設計と

する。 
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(ロ) 放射線の遮蔽に関する構造 

 

周辺監視区域外の線量及び従事者の線量が，「核原

料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の

規定に基づく線量限度等を定める告示」（以下「線量

告示」という。）に定められた線量限度を超えないこ

とはもとより，公衆の線量及び従事者が立ち入る場所

における線量を合理的に達成できる限り低くするた

め，以下の遮蔽等の対策を講ずる。 

 

 

 

 

(１) 平常時の直接線及びスカイシャイン線による工場

等周辺の線量が十分に低減できるよう，遮蔽その他

適切な措置を講じた設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 管理区域その他ＭＯＸ燃料加工施設内の人が立ち

入る場所における外部被ばく及び内部被ばくによる

線量を低減できるよう，遮蔽その他適切な措置を講

じた設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 遮蔽その他適切な措置としては，従事者の作業性等

を考慮し，遮蔽及び機器を配置する設計とするとと

もに，遠隔操作を可能とし，放射性物質の漏えい防

止対策及び換気を行うことにより，所要の放射線防

護上の措置を講ずる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

② 従事者の立入時間等を考慮し，遮蔽設計の基準とな

る線量率を設定するとともに，管理区域を線量率に

 

 

(２) 放射線遮蔽 

① 基本的な考え方 

ＭＯＸ燃料加工施設の遮蔽設計は，周辺監視区

域外の線量及び従事者の線量が，「核原料物質又

は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定

に基づく線量限度等を定める告示」（以下「線量

告示」という。）で定められた線量限度を超えな

いようにするとともに，公衆の線量及び従事者の

立入場所における線量が，合理的に達成できる限

り低くなるようにすることを基本とする。 

このため，遮蔽設計として以下の対策を講ず

る。 

 

ａ．安全機能を有する施設は，通常時においてＭ

ＯＸ燃料加工施設からの直接線及びスカイシャ

イン線による周辺監視区域外の線量が，線量告

示で定められた線量限度を超えないようにする

とともに，合理的に達成できる限り低くなるよ

う遮蔽その他適切な措置を講ずる。 

 

 

 

 

 

ｂ．安全機能を有する施設は，ＭＯＸ燃料加工施

設内における放射線障害を防止する必要がある

場合には，管理区域その他ＭＯＸ燃料加工施設

内の人が立ち入る場所における線量を低減でき

るよう，遮蔽その他適切な措置を講ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．ＭＯＸ燃料加工施設において，従事者が立ち

入る場所については，従事者の立入時間等を考

7. 遮蔽 

7.1   遮蔽設計の基本方針 

 

 

(1)  安全機能を有する施設は、周辺監視区域外の線

量及び放射線業務従事者の線量が，「核原料物質

又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規

定に基づく線量限度等を定める告示」に定められ

た線量限度を超えないことはもとより，公衆の線

量及び放射線業務従事者が立ち入る場所における

線量を合理的に達成できる限り低くする設計とす

る。 

 

 

 

(1)  安全機能を有する施設は，放射線業務従事者の

放射線障害を防止するために必要な遮蔽等を適切

に設置すること，核燃料物質を取り扱う設備を地

下階に設置すること及びMOX燃料加工施設から周辺

監視区域境界までの距離を確保することにより，

通常時においてMOX燃料加工施設からの直接線及び

スカイシャイン線による工場等周辺の線量を合理

的に達成できる限り低減し，周辺監視区域外にお

ける線源量限度に比べ十分に下回るような遮蔽設

計とする。  

 

(2)  MOX燃料加工施設内における外部放射線による放

射線障害を防止する必要がある場所には，通常時

の放射線業務従事者の被ばく線量が適切な作業管

理とあいまって「核原料物質又は核燃料物質の製

錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度

等を定める告示」を満足できる遮蔽設計とする。 

 

<中略> 

 

施設共通(基本設計方針) 

第 1 章 共通項目 

4.1   閉じ込め 

グローブボックス等は，グローブボックス排気設

備により負圧に維持し，工程室は工程室排気設備，

燃料加工建屋は建屋排気設備により，燃料加工建

屋，工程室，グローブボックス等の順に負圧を低く

することで，核燃料物質等の漏えいの拡大を防止す

る設計とする。 

 

 

施設共通(基本設計方針) 

第 1 章 共通項目 

7.1   遮蔽設計の基本方針 

(3)  放射線業務従事者の立入時間等を考慮し，遮蔽

設計の基準となる線量率を設定するとともに，管

理区域を線量率に応じて適切に区分し，区分ごと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の「直接線及びス

カイシャイン線の線量の

低減」は，変更許可申請

書（本文）を具体的に記

載しており整合してい

る。 

 

 

 

 

 

設工認の「遮蔽設計」

は，変更許可申請書（本

文）を具体的に記載して

おり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の「閉じ込めの設

計」は，変更許可申請書

(本文)を詳細に記載して

おり整合している。 
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応じて適切に区分し，区分ごとの基準線量率を満足

する設計とする。 

 

 

 

 

③ 放射線を遮蔽するための壁，床，天井に開口部又は

貫通部があるものに対しては，遮蔽設計の基準とな

る線量率を満足するよう，必要に応じ，放射線漏え

い防止措置を講ずる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 遮蔽材は，主としてコンクリートを用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

慮して，遮蔽設計の基準となる線量率を適切に

設定するとともに，管理区域を線量率に応じて

適切に区分し，これを満足するように遮蔽設備

を設ける。 

 

 

ｄ．建屋壁遮蔽に開口部又は貫通部がある場合

で，開口部又は貫通部により遮蔽設計の基準と

なる線量率を超えるおそれのある場合には，以

下に示すような放射線の漏えいを防止するため

の措置を講じ，遮蔽設計の基準となる線量率を

満足する設計とする。 

 

(ａ) 建屋壁遮蔽を貫通する搬送路，ダクト，配

管については，開口部及び貫通部が線源を直

接見通さないような場所に設置する。 

 

(ｂ) 建屋壁遮蔽の開口部及び貫通部には，遮蔽

扉，遮蔽蓋又は補助遮蔽を設置する措置を講

ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の基準線量率を満足するよう遮蔽設備を設ける設

計とし，基準線量率を満足できる遮蔽設計である

ことの妥当性を確認する。 

遮蔽設備は，建屋壁遮蔽，遮蔽扉，遮蔽蓋，グ

ローブボックス遮蔽，補助遮蔽から構成する。 

 

(4)  当該遮蔽設備に開口部又は貫通部がある場合

で，開口部又は貫通部により遮蔽設計の基準とな

る線量率を超えるおそれのある場合には，以下に

示すような放射線の漏えいを防止するための措置

を講じ，遮蔽設計の基準となる線量率を満足する

設計とする。 

 

a. 当該遮蔽設備を貫通する搬送路，ダクト，配

管については，開口部及び貫通部が線源を直接

見通さないような場所に設置する。 

 

b. 当該遮蔽設備の開口部及び貫通部には，遮蔽

扉，遮蔽蓋又は補助遮蔽を設置する措置を講ず

る。 

 

 

 

 

【成形施設】(仕様表) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の「遮蔽設備の開

口部，貫通部の考慮」

は，変更許可申請書(本

文)を具体的に記載してお

り整合している。 
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⑤ 遮蔽設計に当たっては，遮蔽計算に用いる線源，遮

蔽体の形状及び材質，計算誤差等を考慮し，十分な

安全裕度を見込む。また，遮蔽計算においては，許

認可において使用実績があり，信頼性のある計算コ

ードを使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 設計基準事故に対処するための機器を設計基準事

故の発生を感知し，自動的に起動する設計とするこ

とにより，運転員の操作を期待しなくても必要な安

全上の機能が確保される設計とする。また，設計基

準事故時においても，過度な放射線被ばくを受けな

いよう遮蔽機能を確保することで中央監視室，制御

第１室及び制御第４室において施設状態の監視等に

必要な操作を行うことが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

ｅ．遮蔽設計に当たっては，設備・機器の核燃料

物質の取扱量，核燃料物質中のプルトニウム富

化度，核分裂生成物の含有率並びに子孫核種の

寄与も考慮したプルトニウム及びウランの仕様

を遮蔽設計上厳しい条件で設定するとともに，

遮蔽体の形状及び材質を考慮し，十分な安全裕

度を見込んで評価を行う。また，遮蔽計算にお

いては，許認可において使用実績があり，信頼

性のある計算コードを用いる。 

 

 

 

ｆ．設計基準事故に対処するための機器を設計基

準事故の発生を感知し，自動的に起動する設計

とすることにより，運転員の操作を期待しなく

ても必要な安全上の機能が確保される設計とす

る。また，設計基準事故時においても，過度な

放射線被ばくを受けないよう遮蔽機能を確保す

ることで中央監視室，制御第１室及び制御第４

室において施設状態の監視等に必要な操作を行

うことが可能な設計とする。 

 

施設共通(基本設計方針) 

第 1 章 共通項目 

7.1   遮蔽設計の基本方針 

 

(5)  遮蔽設計に当たっては，遮蔽計算に用いる線

源，遮蔽体の形状及び材質，計算誤差等を考慮

し，十分な安全裕度を見込む。また，遮蔽計算に

おいては，許認可において使用実績があり，信頼

性のある計算コードを使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更許可申請書(本文)に

おいて許可を受けた「設

計基準事故に対処するた

めの機器」は，本設工認

の対象外である 
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 (ハ) 核燃料物質の閉じ込めに関する構造 

安全機能を有する施設は，以下のとおり，放射性物質

を限定された区域に適切に閉じ込める設計とする。 

(1) 核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物(以

下「核燃料物質等」という。)は，混合酸化物貯蔵容

器，燃料棒等に封入した状態で取り扱うか，MOX粉末，

グリーンペレット，ペレットについてはグローブボッ

クス又はグローブボックスと同等の閉じ込め機能を有

する焼結炉，スタック乾燥装置及び小規模焼結処理装

置(以下「グローブボックス等」という。)，ウラン粉

末は取扱量等に応じてグローブボックス又はオープン

ポートボックスで，放射性廃棄物のサンプリング試料

等はフードで取り扱う設計とする。 

 

 

(2) グローブボックス等は，グローブボックス排気設備

により負圧に維持し，オープンポートボックス及びフ

ードは，グローブボックス排気設備により開口部から

の空気流入風速を確保する設計とする。また，グロー

ブ1個が破損した場合でもグローブポートの開口部にお

ける空気流入風速を設定値以上に維持する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) MOX粉末を取り扱うグローブボックスは，以下の設計

を講じる。 

① 粉末容器の落下又は転倒により閉じ込め機能を損なわ

ないよう，内装機器の架台等による干渉や容器を取り

扱う機器とパネルの間の距離の確保により，落下又は

転倒した粉末容器が，グローブボックスのパネルに直

接衝突することがない設計とする。 

 

② グローブボックス内に粉末容器以外の重量物を取り扱

うクレーン等の機器及び当該グローブボックス外側近

傍に重量物を取り扱うクレーン等の機器を設置しない

ことにより，重量物の落下により閉じ込め機能に影響

を及ぼさない設計とする。 

 

 

 (3) 閉じ込めの機能 

安全機能を有する施設は，放射性物質を限定された区

域に適切に閉じ込めるために，系統，機器，グローブボ

ックス等に放射性物質を閉じ込める設計とする。 

 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ.グローブボックス 

(a) 構造 

グローブボックスは，ステンレス鋼製の本体を溶接及

びボルト締結により加工し，その操作面にグローブポー

トを有する透明なパネル等をガスケットを介して取り付

け，給気口及び排気口を除き密閉でき，漏れ率を日本産

業規格に基づく多量な放射性物質を取り扱うグローブボ

ックスの漏れ率と同等の 0.25vol%/h 以下にすることによ

り，核燃料物質等が漏えいしにくい構造とする。 

 

＜中略＞ 

 

 

 

 

施設共通(基本設計方針) 

第 1 章 共通項目 

4.1 閉じ込め 

安全機能を有する施設は，核燃料物質及び核燃料物質

によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)

を，系統，機器又は混合酸化物貯蔵容器，燃料棒等に封

入した状態で取り扱うか，MOX 粉末，グリーンペレット，

ペレットについてはグローブボックス又はグローブボッ

クスと同等の閉じ込め機能を有する焼結炉，スタック乾

燥装置及び小規模焼結処理装置(以下「グローブボックス

等」という。)，ウラン粉末は取扱量等に応じてグローブ

ボックス又はオープンポートボックスで，放射性廃棄物

のサンプリング試料等はフードで取り扱う設計とする。 

 

 

グローブボックス等は，グローブボックス排気設備に

より負圧に維持し，工程室は工程室排気設備，燃料加工

建屋は建屋排気設備により，燃料加工建屋，工程室，グ

ローブボックス等の順に負圧を低くすることで，核燃料

物質等の漏えいの拡大を防止する設計とする。 

オープンポートボックス及びフードは，グローブボッ

クス排気設備により開口部からの空気流入風速を確保す

る設計とする。 

グローブボックスは，給気口及び排気口を除き密閉で

きる設計とする。 

また，グローブ 1個が破損した場合でもグローブポー

トの開口部における空気流入風速を設定値以上に維持す

る設計とする。 

人手により少量の核燃料物質をグローブボックスから

搬出入する場合は，ビニルバッグに封入してバッグアウ

ト又はバッグインすることにより，核燃料物質の漏えい

を防止する設計とする。 

 

 

また，MOX 粉末を取り扱うグローブボックスは粉末容器

の落下又は転倒により閉じ込め機能を損なわないよう，

内装機器の架台等による干渉や容器を取り扱う機器とパ

ネルの間の距離の確保により，落下又は転倒した粉末容

器が，グローブボックスのパネルに直接衝突することが

ない設計とする。 

 

 

今回の申請対象外 

 

 

 

 

 

設工認の「核燃料物質等

の取扱方針」は，変更許

可申請書(本文)と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の「グローブボッ

クス等の設計方針」は，

変更許可申請書(本文)と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の「容器落下の考

慮」は，変更許可申請書

(本文)と同義であり整合

している。 

 

 

 

 

変更許可申請書(本文)に

おいて許可を受けた「重

量物の取扱い」は，本設

工認の対象外である 
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(4) 核燃料物質等が漏えいした場合においても，工程室

(非密封のMOXを取り扱う設備・機器を収納するグロー

ブボックス等を直接収納する部屋及び当該部屋から廊

下への汚染拡大防止を目的として設ける部屋並びにそ

れらの部屋を介してのみ出入りする部屋をいう。以下

同じ。)及び燃料加工建屋内に保持することができる設

計とする。 

 

 

(5) 工程室は工程室排気設備，燃料加工建屋は建屋排気

設備により，燃料加工建屋，工程室，グローブボック

ス等の順に負圧を低くすることで，核燃料物質等の漏

えいの拡大を防止する設計とする。 

 

 

 

 

(6) 核燃料物質等を限定された区域に適切に閉じ込める

ため，核燃料物質等の漏えいに対する措置等として，

以下の設計を講じる。 

 

① ロ(ﾊ)(6)-①核燃料物質等を取り扱う設備は，内包す

る物質の種類に応じて適切な腐食対策を講じるととも

に，ロ(ﾊ)(6)-②核燃料物質等の逆流により核燃料物質

等を拡散しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．安全設計 

(ロ) 安全機能を有する施設 

(1) 核燃料物質の臨界防止 

④ 核的制限値の維持及び管理 

a. 形状寸法管理 

形状寸法管理は，核燃料物質を取り扱う設備・機器の

構造又は機構により核的制限値を維持する設計とする。

形状寸法管理のうち，混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合

体を体数で管理する単一ユニットは，体数管理に分類す

る。また，核燃料物質を取り扱う容器は，通常の取扱条

件において容易に変形しない構造材を用いる設計とす

る。 

 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核燃料物質等が漏えいした場合においても，工程室(非

密封の MOX を取り扱う設備・機器を収納するグローブボ

ックス等を直接収納する部屋及び当該部屋から廊下への

汚染拡大防止を目的として設ける部屋並びにそれらの部

屋を介してのみ出入りする部屋をいう。以下同じ。)及び

燃料加工建屋内に保持し，核燃料物質を限定された区域

に閉じ込める設計とする。 

 

 

グローブボックス等は，グローブボックス排気設備に

より負圧に維持し，工程室は工程室排気設備，燃料加工

建屋は建屋排気設備により，燃料加工建屋，工程室，グ

ローブボックス等の順に負圧を低くすることで，核燃料

物質等の漏えいの拡大を防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

施設共通(基本設計方針) 

第 1 章 共通項目 

8.2.1 材料について 

ロ(ﾊ)(6)-①容器等に使用する材料は，その使用される

圧力，温度，荷重その他の使用条件に対して適切な機械

的強度及び化学的成分(使用中の応力その他の使用条件に

対する適切な耐食性を含む。)を有する材料を使用する設

計とする。 

 

 

施設共通(基本設計方針) 

第 1 章 共通項目 

4.1 閉じ込め 

ロ(ﾊ)(6)-②液体廃棄物又は分析済液を内包する容器又

は管に放射性物質を含まない液体を導く管を接続する場

合には，逆止弁，電磁弁又は調節弁を設置することによ

り，液体廃棄物又は分析済液が放射性物質を含まない液

体を導く管へ逆流することを防止する設計とする。 

 

液体廃棄物を内包する系統及び機器は，溶接，フランジ

又は継手で接続する構造により核燃料物質等が漏えいしに

くい設計とし，系統及び機器から廃液が漏えいした場合，

漏えい検知器により検知できる設計とするとともに，堰等

により漏えいの拡大を防止できる設計とする。 

また，放射性物質を含む液体を取り扱うグローブボッ

クスは，放射性物質を含む液体が漏えいした場合におい

てもグローブボックス底部を漏えい液受皿構造とするこ

とにより，グローブボックスに放射性物質を含む液体を

閉じ込める設計とし，放射性物質を含む液体がグローブ

ボックス外に漏えいしにくい構造とする。 

設工認の「工程室及び建

屋の設計方針」は，変更

許可申請書(本文)と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

 

設工認の「工程室及び建

屋の設計方針」は，変更

許可申請書(本文)と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ(ﾊ)(6)-① 

設工認の「材料及び構造

の設計」は，変更許可申

請書(本文)を詳細に記載

しており整合している。 

 

 

ロ(ﾊ)(6)-② 

設工認の「逆流防止の設

計」は，変更許可申請書

(本文)を詳細に記載して

おり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の該

当事項を再掲し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の該

当事項は「材料及

び構造」より引

用。 
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② 核燃料物質等による汚染のおそれのある部屋の床及び

壁の表面は，除染が容易で，腐食しにくい樹脂系塗料

等の材料によって仕上げる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ グローブボックス等内の気圧が設定値以上になった場

合は，警報を発する設計とするとともに，核燃料物質等

が漏えいした場合又はそのおそれがある場合に，建屋内

及び工程室内はダストモニタ，エアスニファ及び放射線

サーベイ機器により漏えいを検知し，堰等による核燃料

物質等の保持，排風機の切り替えによる負圧の維持，換

気設備等のユーティリティの停止を含まない加工工程の

うち任意の工程の停止(以下「工程停止」という。)，気

体廃棄物の廃棄設備の建屋排風機，工程室排風機，送風

機及び窒素循環ファン並びに非管理区域換気空調設備(以

下「送排風機」という。)を停止する措置等により漏えい

の拡大を防止する設計とする。 

 

 

(7)グローブボックス排気設備，工程室排気設備及び建屋

排気設備は，以下の設計を講じる。 

① 排風機は予備機を設け，故障した場合には自動的に予

備機に切り替わる設計とする。 

 

⑧ 建物・構築物 

a. 構造 

(d) 放射性物質による汚染のおそれのある部屋の床及び

人が触れるおそれのある壁は，表面を腐食しにくい樹

脂系塗料等で平滑に仕上げ，除染が容易な設計とす

る。 

ⅰ．工程室の床，壁及び天井に対して樹脂系塗料等で平

滑に仕上げを行う。 

ⅱ．密封された核燃料物質等を取り扱う室並びに混合酸

化物貯蔵容器を受け入れる室及び保管する室につ

いては，床及び壁に対してのみ樹脂系塗料等で平滑

に仕上げを行う。 

ⅲ．上記ⅰ．及びⅱ．以外の管理区域は，床及び壁に対

して樹脂系塗料等で平滑に仕上げを行う。なお，壁

の樹脂系塗料等で平滑に仕上げを行う範囲は，人が

歩行するときに肩が当たらない高さ程度までとす

る。 

 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設

備・機器 

(a) 焼結炉 

焼結炉は，グローブボックスと同等の閉じ込め機能を確

保するため，炉体は溶接構造等とし，核燃料物質等が漏え

いしにくい構造とする。炉体の前部及び後部はグローブボ

ックスにフランジで接続する構造とする。また，グローブ

ボックス排風機の連続運転に加え，排ガス処理装置の補助

排風機の運転によって炉体内部を負圧に維持する設計とす

る。 

なお，排ガス処理装置の補助排風機には予備機を設け，

運転中の当該排風機が故障した場合は，自動的に予備機に

切り替わる設計とする。また，外部電源喪失時には非常用

所内電源設備から電力を自動的に供給する設計とする。 

 

＜中略＞ 

施設共通(基本設計方針) 

第 1 章 共通項目 

4.1 閉じ込め 

管理区域内の汚染のおそれのある部屋の床及び人が触

れるおそれのある壁の表面は，除染が容易で腐食し難い

材料で仕上げる設計とする。 

ⅰ．工程室の床，壁及び天井に対して樹脂系塗料等で

平滑に仕上げを行う。 

ⅱ．密封された核燃料物質等を取り扱う室並びに混合

酸化物貯蔵容器を受け入れる室及び保管する室に

ついては，床及び壁に対してのみ樹脂系塗料等で

平滑に仕上げを行う。 

ⅲ．上記ⅰ．及びⅱ．以外の管理区域は，床及び壁に

対して樹脂系塗料等で平滑に仕上げを行う。な

お，壁の樹脂系塗料等で平滑に仕上げを行う範囲

は，人が歩行するときに肩が当たらない高さ程度

までとする。 

液体状の核燃料物質等を取り扱う設備が設置される施

設(液体状の核燃料物質等の漏えいが拡大するおそれがあ

る部分に限る。)内部の床及び壁の表面は，除染が容易

で，腐食しにくい樹脂系塗料等の材料によって仕上げる

設計とする。 

 

 

施設共通(基本設計方針) 

第 1 章 共通項目 

8.4 警報設備等 

グローブボックス等内の気圧があらかじめ設定した値を

超えた場合に，警報を発する設計とする。 

 

 

 

 

今回の申請対象外 

 

 

 

施設共通(基本設計方針) 

第 1 章 共通項目 

8.4 警報設備等 

閉じ込める能力の維持のため，グローブボックス排気

設備の排風機，焼結炉排ガス処理装置の補助排風機及び

小規模焼結炉排ガス処理装置の補助排風機には予備機を

設け，故障した場合に，自動的に予備機に切り替わる設

計とする。 

 

今回の申請対象外 

 

設工認の「汚染の防止」

は，変更許可申請書(本

文)と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の「気圧に関する

警報」は，変更許可申請

書(本文)と同義であり整

合している。 

 

変更許可申請書(本文)に

おいて許可を受けた「換

気設備」は，本設工認の

対象外である 

 

 

 

 

設工認の「グローブボッ

クス排風機の予備機への

切替」は，変更許可申請

書(本文)を詳細に記載し

ており整合している。 

 

変更許可申請書(本文)に

おいて許可を受けた「換

気設備」は，本設工認の

対象外である。(工程室排

気設備，建屋排気設備) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の該

当事項は「警報設

備等」のより引

用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の該

当事項は「警報設

備等」のより引

用。 
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② 核燃料物質等の形態及び取扱量に応じた段数の高性能

エアフィルタを設ける設計とすることで，周辺環境に放

出される核燃料物質等の量を合理的に達成できる限り少

なくするとともに，設計基準事故時においても可能な限

り負圧維持，漏えい防止及び逆流防止の機能が確保され

る設計とし，公衆に対して著しい放射線被ばくのリスク

を与えないよう，事故に起因して環境に放出される核燃

料物質等の放出量を低減する設計とする。 

 

(c) 小規模焼結処理装置 

小規模焼結処理装置は，グローブボックスと同等の閉じ

込め機能を確保するため，炉体は溶接構造等とし，核燃料

物質等が漏えいしにくい構造とする。炉体の上部はグロー

ブボックスにフランジで接続する構造とする。 

また，グローブボックス排風機の連続運転に加え，小規

模焼結炉排ガス処理装置の補助排風機の運転によって炉体

内部を負圧に維持する設計とする。 

なお，小規模焼結炉排ガス処理装置の補助排風機には予

備機を設け，運転中の当該排風機が故障した場合は，自動

的に予備機に切り替わる設計とする。また，外部電源喪失

時には非常用所内電源設備から電力を自動的に供給する設

計とする。 

 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設共通(基本設計方針) 

第 1 章 共通項目 

4.1 閉じ込め 

工場等の外に排水を排出する排水路(湧水に係るもので

あって核燃料物質等により汚染するおそれがある管理区

域内に開口部がないものを除く。)の上に施設の床面が設

置されない設計とする。 

 

技術基準規則第 10 条第 1項第 2号にある「六ふっ化ウ

ランを取り扱う設備」は，MOX 燃料加工施設に設置しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更許可申請書(本文)に

おいて許可を受けた「換

気設備」は，本設工認の

対象外である。 
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(ニ) 火災及び爆発の防止に関する構造 

(１) 安全機能を有する施設の火災及び爆発の防止 

 

 

 

安全機能を有する施設は，火災又は爆発によりＭＯ

Ｘ燃料加工施設の安全性が損なわれないよう，

ロ.(ニ)(１)火災及び爆発の発生を防止し，早期に火災

発生を感知し消火を行い，かつ，火災及び爆発の影響

を軽減するために，以下の火災防護対策を講ずる設計

とする。 

 

① 基本事項 

ａ．安全上重要な施設 

ＭＯＸ燃料加工施設は，臨界防止，閉じ込め等の

安全機能が火災又は爆発によって損なわれないよ

う，適切な火災防護対策を講ずる設計とする。 

具体的には，安全機能を有する施設のうち，その

機能の喪失により公衆に対し過度の放射線被ばくを

及ぼすことのないよう，安全評価上その機能を期待

する構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点

から，ロ.(ニ)(１)①a.安全上重要な施設の安全機能

を有する構築物，系統及び機器（以下「安重機能を

有する機器等」という。）ロ.(ニ)(１)を抽出し，火

災及び爆発の発生防止，火災の感知及び消火並びに

火災及び爆発の影響軽減のそれぞれを考慮した火災

防護対策を講ずる設計とする。 

ｂ．放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築

物，系統及び機器 

安全機能を有する施設のうち，ＭＯＸ燃料加工施

設において火災又は爆発が発生した場合，放射性物

質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保するための構築

物，系統及び機器のうち，「ロ．(ニ)(１)①ａ．安

全上重要な施設」に示す安全上重要な施設を除いた

ものをロ.(ニ)(１)①a.「放射性物質貯蔵等の機器

等」ロ.(ニ)(１)として抽出し，火災及び爆発の発生

防止，火災の感知及び消火並びに火災及び爆発の影

響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講ずる

設計とする。 

 

ｃ．その他の安全機能を有する施設 

ロ.(ニ)(１)①c.「ロ．(ニ)(１)①ａ．安全上重要

な施設」及び「ロ．(ニ)(１)①ｂ．放射性物質の貯

蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機

器」以外の安全機能を有する施設を含めＭＯＸ燃料

加工施設は，消防法，建築基準法，都市計画法及び

日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応

じた火災防護対策を講ずる設計とする。 

 

ｄ．火災区域及び火災区画の設定 

火災1安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵

(４) 火災及び爆発に関する安全設計 

① 火災及び爆発に関する設計 

ａ．安全機能を有する施設に対する火災及び爆発の防

止に関する設計 

(ａ) 火災及び爆発の防止に関する設計方針 

安全機能を有する施設は，火災又は爆発によりＭＯ

Ｘ燃料加工施設の安全性が損なわれないよう，火災及

び爆発の発生を防止し，早期に火災発生を感知し消火

を行い，かつ，火災及び爆発の影響を軽減するため

に，火災防護対策を講ずる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

火災防護対策を講ずる対象としては，安全評価上そ

の機能を期待する構築物，系統及び機器を漏れなく抽

出する観点から，安全上重要な構築物，系統及び機器

を抽出することで，火災又は爆発により，臨界防止，

閉じ込め等の安全機能を損なわないよう対策を講ずる

設計とし，安全機能を有する施設のうち安全上重要な

施設に火災区域及び火災区画を設定した上で，火災及

び爆発の発生防止，火災の感知及び消火並びに火災及

び爆発の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策

を講ずることにより，安全機能を損なわない設計とす

る。 

 

 

 

 

また，放射性物質貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築

物，系統及び機器についても火災区域を設定した上

で，火災及び爆発の発生防止，火災の感知及び消火並

びに火災及び爆発の影響軽減のそれぞれを考慮した火

災防護対策を講ずることにより，安全機能を損なわな

い設計とする。 

 

 

 

 

 

 

その他の安全機能を有する施設を含めＭＯＸ燃料加

工施設は，消防法，建築基準法，都市計画法及び日本

電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火

災防護対策を講ずる設計とする。 

 

 

 

 

ⅳ．火災区域及び火災区画の設定 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機

施設共通(基本設計方針) 

第 2 章 個別項目 

7.1  火災防護設備の基本設計方針 

 

 

安全機能を有する施設は，火災又は爆発により

ＭＯＸ燃料加工施設の安全性が損なわれないよ

う，ロ.(ニ)(１)火災防護上重要な機器等を設置す

る火災区域及び火災区画に対して，火災防護対策

を講じる。 

＜中略＞ 

 

 

 

火災 1 火災防護上重要な機器等は，安全機能を

有する施設のうち，その機能の喪失により公衆に

対し過度の放射線被ばくを及ぼすことのないよ

う，安全評価上その機能を期待する安全上重要な

施設の構築物，系統及び機器(以下「安重機能を有

する機器等」という。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確

保するための構築物，系統及び機器のうち，安重

機能を有する機器等を除いたもの(以下「放射性物

質の貯蔵等の機器等」という。)とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ニ)(１)①c.その他の施設については，消防

法，建築基準法，都市計画法及び日本電気協会電

気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護

対策を行う必要な手順等について保安規定に定め

る。 

 

 

 

 

火災 1 火災防護上重要な機器等及び重大事故等

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ロ.(ニ)(１)は，事業変

更許可申請書(本文)の

ロ.(ニ)(１)と同義であ

り，整合している。 

 

 

 

 

設工認申請書における

ロ.(ニ)(１)①a.は，事

業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(１)①a.

と同義であり，整合し

ている。 

以下，同じものは火災 1

とし省略する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ロ.(ニ)(１)①c.は，事

業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(１)①c.

と同義であり，整合し

ている。 
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等の機器等を収納する燃料加工建屋に，耐火壁によ

って囲われた火災区域を設定する。 

 

 

 

燃料加工建屋の火災区域は，火災1「ロ．(ニ)(１)

①ａ．安全上重要な施設」及び「ロ．(ニ)(１)①

ｂ．放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構

築物，系統及び機器」において選定する機器等の配

置も考慮して設定する。 

 

火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火災1安重機

能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等を

設置する火災区域は，ロ.(ニ)(１)①d.-1３時間以上

の耐火能力を有する耐火壁（耐火隔壁，耐火シー

ル，防火扉，延焼防止ダンパ等），天井及び床（以

下「耐火壁」という。）により隣接する他の火災区

域と分離する。 

 

 

 

 

 

屋外の安全上重要な施設を設置する区域について

は，周囲からの延焼防止のために火災区域を設定す

る。 

 

火災区画は，燃料加工建屋内で設定した火災区域

を，耐火壁，離隔距離及び系統分離状況に応じて細

分化して設定する。 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設における火災防護対策に当た

っては，米国の「放射性物質取扱施設の火災防護に

関する基準」(以下「NFPA801」という。)を参考にＭ

ＯＸ燃料加工施設の特徴を踏まえた火災防護対策を

講ずる設計とする。 

また，具体的な対策については「実用発電用原子

炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」及

び「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」を参

考として火災防護対策を講ずる設計とする。 

 

ｅ．火災防護上の系統分離対策 

ＭＯＸ燃料加工施設の特徴(取り扱う放射性物質は

固体の核燃料物質であり，運転時の異常な過渡変化

を生じる工程もないこと等)を踏まえ，火災時におい

てもグローブボックス内を負圧に維持し，排気経路

以外からの放射性物質の放出を防止するために以下

器等を収納する燃料加工建屋に，耐火壁（耐火隔壁，

耐火シール，防火扉，防火ダンパ等），天井及び床

（以下「耐火壁」という。）によって囲われた火災区

域を設定する。 

 

建屋の火災区域は，「イ．(ロ)(４)①ａ．(ａ)ⅰ．

安全上重要な施設」及び「イ．(ロ)(４)①ａ．(ａ)

ⅱ．放射性物質貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築

物，系統及び機器」において選定する機器等の配置も

考慮して火災区域を設定する。 

 

燃料加工建屋内のうち，火災及び爆発の影響軽減対

策が必要な安重機能を有する機器等及び放射性物質貯

蔵等の機器等を設置する火災区域は，３時間以上の耐

火能力を有する耐火壁として，３時間耐火に設計上必

要な 150mm 以上の壁厚を有するコンクリート壁や火災

耐久試験により３時間以上の耐火能力を有することを

確認した耐火壁により隣接する他の火災区域と分離す

る。 

 

 

 

 

屋外の安全上重要な施設を設置する区域について

は，周囲からの延焼防止のために火災区域を設定す

る。 

 

火災区画は，燃料加工建屋内で設定した火災区域

を，耐火壁，離隔距離及び系統分離状況に応じて細分

化して設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅴ．火災防護上の系統分離対策 

ＭＯＸ燃料加工施設の特徴(取り扱う放射性物質は固

体の核燃料物質であり，運転時に異常な過渡変化を生

じる工程もないこと等)を踏まえ，火災時においてもグ

ローブボックス内を負圧に維持し，排気経路以外から

の放射性物質の放出を防止するための以下の設備につ

対処施設を収納する建屋に，耐火壁によって囲わ

れた火災区域を設定する。 

 

 

 

建屋の火災区域は，火災 1 火災防護上重要な機

器等において選定する機器等の配置も考慮して火

災区域を設定する。 

 

 

 

火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火災 1 火

災防護上重要な機器等を設置する火災区域は，

ロ.(ニ)(１)①d.-13 時間以上の耐火能力を有する

耐火壁(耐火隔壁，耐火シール，防火扉，延焼防止

ダンパ等）として，3時間耐火に設計上必要な

150mm 以上の壁厚を有するコンクリート壁や火災

耐久試験により 3時間以上の耐火能力を有する耐

火壁，天井及び床により隣接する他の火災区域と

分離するとともに，ファンネルには，他の火災区

域又は火災区画からの煙の流入防止を目的とし

て，煙等流入防止装置を設置する設計とする。 

 

屋外の火災防護上重要な機器等及び重大事故等

対処施設を設置する区域については，周囲からの

延焼防止のために火災区域を設定する。 

 

火災区画は，建屋内及び建屋外で設定した火災

区域を，耐火壁，離隔距離及び系統分離状況に応

じて細分化して設定し，建屋内及び屋外で設定し

た火災区域を重大事故等対処施設と設計基準事故

に対処するための設備の配置等を考慮して，耐火

壁又は離隔距離に応じて細分化して設定する。 

 

 

火災区域又は火災区画における火災防護対策に

当たっては，米国の「放射性物質取扱施設の火災

防護に関する基準」(以下「NFPA801」という。)を

参考にＭＯＸ燃料加工施設の特徴を踏まえた火災

防護対策を講ずる設計とする。 

具体的な対策については「実用発電用原子炉及

びその附属施設の火災防護に係る審査基準(以下

「火災防護審査基準」という。)」及び「原子力発

電所の内部火災影響評価ガイド」以下「内部火災

影響評価ガイド」という。)を参考としてＭＯＸ燃

料加工施設の特徴(取り扱う放射性物質は固体の核

燃料物質であり，運転時に異常な過渡変化を生じ

る工程もないこと等)を踏まえた火災防護対策を講

ずる設計とし，火災時においてもグローブボック

ス内を負圧に維持し，排気経路以外からの放射性

物質の放出を防止するための以下の設備について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ロ.(ニ)(１)①d.-1 は，

事業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(１)①d.-

1 を具体的に記載したも

のであり整合してい

る。 
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の設備について火災防護上の系統分離対策を講ずる

設計とする。 

(ａ) グローブボックス排風機 

(ｂ) 上記機能の維持に必要な支援機能である非常用所

内電源設備 

 

ｆ．火災防護計画 

ロ.(ニ)(１)①f.-1ＭＯＸ燃料加工施設全体を対象

とした火災防護対策を実施するため，火災防護計画

を策定する。火災防護計画には，計画を遂行するた

めの体制，責任の所在，責任者の権限，体制の運営

管理，必要な要員の確保，教育訓練及び火災防護対

策を実施するために必要な手順等について定めると

ともに，火災1安重機能を有する機器等及び放射性物

質貯蔵等の機器等を火災及び爆発から防護するた

め，火災及び爆発の発生防止，火災の早期感知及び

消火並びに火災及び爆発の影響軽減の３つの深層防

護の概念に基づく火災防護対策について定める。 

 

重大事故等対処施設については，火災及び爆発の

発生防止，火災の早期感知及び消火を行うことにつ

いて定める。 

 

その他の施設については，消防法，建築基準法，

都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に

基づき設備に応じた火災防護対策を行うことについ

て定める。 

 

敷地及び敷地周辺で想定される自然現象並びに人

為事象による火災及び爆発（以下「外部火災」とい

う。）については，安全機能を有する施設を外部火

災から防護するための運用等について定める。 

 

 

 

② 火災及び爆発の発生防止 

ａ．ＭＯＸ燃料加工施設内の火災及び爆発の発生防止

ＭＯＸ燃料加工施設の火災及び爆発の発生を防止す

るため，ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う化学薬品等

のうち，可燃性物質若しくは熱的に不安定な物質を

使用する系統及び機器に対する着火源の排除，異常

な温度上昇の防止対策，可燃性物質の漏えい防止対

策，空気の混入防止対策を講ずる設計とするととも

に，熱的制限値を設ける設計とする。 

 

 

 

ロ.(ニ)(１)②a.-1また，上記に加え発火性物質又

は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設

置する火災区域又は火災区画に対する火災及び爆発

の発生防止対策を講ずるとともに， 

いて火災防護上の系統分離対策を講ずる設計とする。 

(ⅰ) グローブボックス排風機 

(ⅱ) 上記機能の維持に必要な支援機能である非常用

所内電源設備 

 

 

ⅵ．火災防護計画 

ＭＯＸ燃料加工施設全体を対象とした火災防護対策を

実施するため，火災防護計画を策定する。火災防護計

画には，計画を遂行するための体制，責任の所在，責

任者の権限，体制の運営管理，必要な要員の確保，教

育訓練及び火災防護対策を実施するために必要な手順

等について定めるとともに，安重機能を有する機器等

及び放射性物質貯蔵等の機器等については，火災及び

爆発の発生防止，火災の早期感知及び消火並びに，火

災及び爆発の影響軽減の３つの深層防護の概念に基づ

き，必要な火災防護対策を行うことについて定める。 

 

 

重大事故等対処施設については，火災及び爆発の発生

防止，火災の早期感知及び消火を行うことについて定

める。 

 

その他の施設については，消防法，建築基準法，都市

計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき

設備に応じた火災防護対策を行うことについて定め

る。 

 

外部火災については，安全機能を有する施設を外部火

災から防護するための運用等について定める。 

 

 

 

 

 

(ｂ) 火災及び爆発の発生防止 

ⅰ．施設特有の火災及び爆発の発生防止 

ＭＯＸ燃料加工施設の火災及び爆発の発生防止につい

ては，ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う化学薬品等のう

ち，可燃性物質若しくは熱的に不安定な物質を使用す

る系統及び機器に対する着火源の排除，異常な温度上

昇の防止対策，可燃性物質の漏えい防止対策，空気の

混入防止対策を講ずる設計とするとともに，熱的制限

値を設ける設計とする。 

 

 

ⅱ．ＭＯＸ燃料加工施設の火災及び爆発の発生防止 

ＭＯＸ燃料加工施設の火災及び爆発の発生防止につい

ては，発火性物質又は引火性物質を内包する設備及び

これらの設備を設置する火災区域又は火災区画に対す

る火災及び爆発の発生防止対策を講ずるとともに， 

火災防護上の系統分離対策を講ずる設計とする。 

(1) グローブボックス排風機 

(2) 上記機能の維持に必要な支援機能である非常

用所内電源設備 

 

 

火災 1 火災防護上重要な機器等ロ.(ニ)(１)①

f.-1 を火災及び爆発から防護するため，火災及び

爆発の発生防止，火災の早期感知及び消火並び火

災及び爆発の影響軽減の 3つの深層防護の概念に

基づく火災防護対策を行うために必要な手順等に

ついて保安規定に定める。 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設は，火災及び爆発の発生防

止，火災の早期感知及び消火を行うために必要な

手順等について保安規定に定める。 

 

その他の施設については，消防法，建築基準

法，都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・

指針に基づき設備に応じた火災防護対策を行う必

要な手順等について保安規定に定める。 

 

敷地及び敷地周辺で想定される自然現象並びに

人為事象による火災及び爆発(以下「外部火災」と

いう。)については，安全機能を有する施設を外部

火災から防護するために必要な手順等について保

安規定に定める。 

 

7.1.1  火災及び爆発の発生防止 

(1) 施設特有の火災及び爆発の発生防止 

火災及び爆発の発生を防止するため，ＭＯＸ燃

料加工施設で取り扱う化学薬品等のうち可燃性物

質若しくは熱的に不安定な物質を使用する系統及

び機器に対する着火源の排除，異常な温度上昇の

防止対策，可燃性物質の漏えい防止対策，空気の

混入防止対策を講ずる設計とするとともに，熱的

制限値を設ける設計とする。 

 

 

(2) ＭＯＸ燃料加工施設の火災及び爆発の発生防止 

ロ.(ニ)(１)②a.-1 火災及び爆発の発生防止に

おける発火性物質又は引火性物質に対する火災及

び爆発の発生防止対策は，火災区域又は火災区画

に設置する「潤滑油」，「燃料油」に加え，ＭＯ

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ロ.(ニ)(１)①f.-1 は，

事業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(１)①f.-

1 を具体的に記載したも

のであり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ロ.(ニ)(１)②a.-1 は，

事業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(１)②a.-
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ロ.(ニ)(１)②a.-2可燃性の蒸気又は可燃性の微粉

に対する対策， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可燃性の蒸気又は可燃性の微粉に対する対策， 

 

 

 

 

 

Ｘ燃料加工施設で取り扱う物質として，「水素」

及び上記に含まれない「分析試薬」を対象とす

る。 

 

ロ.(ニ)(１)②a.-1 分析試薬については，少量

ではあるが可燃性試薬及び引火性試薬を含む多種

類の分析試薬を取り扱うため，保管及び取扱いに

係る火災及び爆発の発生防止対策を講ずる。 

 

ロ.(ニ)(１)②a.-1 潤滑油，燃料油を内包する

設備(以下「油内包設備」という。)は，溶接構造

又はシール構造により漏えい防止対策を講ずる設

計とするとともに，オイルパン又は堰を設置し，

漏えいした潤滑油又は燃料油が拡大することを防

止する設計とする。 

 

ロ.(ニ)(１)②a.-1 油内包設備を設置する火災

区域又は火災区画は、機械換気又は自然換気を行

う設計とする。 

 

ロ.(ニ)(１)②a.-1 水素を内包する設備(以下

「可燃性ガス内包設備」という。)は，溶接構造等

により可燃性ガスの漏えいを防止する設計とす

る。 

 

ロ.(ニ)(１)②a.-1 油内包設備の火災及び爆発

により，火災及び爆発の影響を受けるおそれのあ

る火災防護上重要な機器等の安全機能及び重大事

故等に対処するために必要な機能を損なわないよ

う耐火壁，隔壁の設置又は離隔による配置上の考

慮を行う設計とする。 

 

ロ.(ニ)(１)②a.-1 可燃性ガス内包設備の火災

及び爆発により，火災及び爆発の影響を受けるお

それのある火災防護上重要な機器等の安全機能及

び重大事故等に対処するために必要な機能を損な

わないよう耐火壁，隔壁の設置又は離隔による配

置上の考慮を行う設計とする。 

 

＜中略＞ 

ロ.(ニ)(１)②a.-1 火災区域に設置する発火性

物質又は引火性物質を貯蔵する機器は，運転に必

要な量に留めて貯蔵する設計とする。 

 

＜中略＞ 

ロ.(ニ)(１)②a.-2 火災区域における現場作業

において有機溶剤を使用する場合は必要量以上持

ち込まない運用とするとともに，可燃性の蒸気が

滞留するおそれがある場合は，使用する作業場所

において，換気，通風又は拡散の措置を行うとと

もに，建屋の送風機及び排風機による機械換気に

1 を具体的に記載したも

のであり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ロ.(ニ)(１)②a.-2 は，

事業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(１)②a.-

2 を具体的に記載したも

のであり整合してい
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ロ.(ニ)(１)②a.-3発火源に対する対策， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ニ)(１)②a.-4水素に対する換気， 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ニ)(１)②a.-5漏えい検出対策及び 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発火源に対する対策， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水素に対する換気及び 

 

 

 

 

 

 

 

 

漏えい検出対策， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より滞留を防止する設計とする。 

 

ロ.(ニ)(１)②a.-2 燃料棒解体設備の燃料棒解

体装置の切断機は，燃料棒の切断時にジルカロイ

粉末が発生しないよう，燃料棒（被覆管端栓部）

は押切機構の切断機(パイプカッタ)を用いて切断

し，ペレットを抜き取った後の燃料棒（被覆管

部）は押切機構の切断機(鉄筋カッタ)を用いて切

断を行う設計とする。 

 

ロ.(ニ)(１)②a.-3 火災及び爆発の発生防止の

ため，発火源への対策として火花の発生を伴う設

備は，発生する火花が発火源となることがないよ

う装置内雰囲気をヘリウムガスに置換した後に溶

接，押切機構の切断機(パイプカッタ)の使用及び

周辺に可燃性物質を保管しないこととする。 

また，高温となる設備は，高温部を断熱材又は

耐火材で覆うこと又は冷却することにより，可燃

性物質との接触及び運転中は温度の監視を行うと

ともに温度制御機器により温度制御を行うことに

より可燃性物質の不要な加熱を防止する設計とす

る。 

焼結炉等の冷水ポンプは予備機を設ける設計と

し，当該ポンプの故障を検視した場合には，予備

機が起動する設計とするとともに，冷却水流量が

低下した場合においても，冷却水流量低による加

熱停止回路により，ヒータ電源を自動で遮断し加

熱を停止する設計とする。 

なお，雰囲気ガスを加湿する場合を含め，焼結

炉等の炉内に水が入らない設計とする。 

 

 

ロ.(ニ)(１)②a.-4 可燃性ガス内包設備を設置

する火災区域又は火災区画は、機械換気又は自然

換気を行う設計とする。 

焼結炉等は工程室内に設置するが，排ガス処理

装置を介して，グローブボックス排気設備のグロ

ーブボックス排風機による機械換気を行う設計と

することで，万一の工程室内への漏えいに対して

も，ガスが滞留しない設計とする。 

 

ロ.(ニ)(１)②a.-5 水素・アルゴン混合ガスを

内包する焼結炉等に水素・アルゴン混合ガスを供

給し，高温状態でグリーンペレットを焼結するこ

とから，これらの系統及び機器を設置する工程室

に水素ガス漏えい検知器を設置し，中央監視室及

び制御第 1室並びに制御第 4室（以下「中央監視

室等」という。）に警報を発する設計とする。 

蓄電池室の上部に水素ガス漏えい検知器を設置

し，水素の燃焼限界濃度である 4vol%の 4 分の 1

以下で中央監視室に警報を発する設計とする。 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ロ.(ニ)(１)②a.-3 は，

事業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(１)②a.-

3 を具体的に記載したも

のであり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ロ.(ニ)(１)②a.-4 は，

事業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(１)②a.-

4 を具体的に記載したも

のであり整合してい

る。 

 

 

設工認申請書における

ロ.(ニ)(１)②a.-5 は，

事業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(１)②a.-

5 を具体的に記載したも

のであり整合してい

る。 
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ロ.(ニ)(１)②a.-6接地対策， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ニ)(１)②a.-7電気系統の過電流による過熱及

び焼損の防止対策等を講ずる設計とする。 

 

 

 

 

 

ｂ．不燃性材料又は難燃性材料の使用 

ＭＯＸ燃料加工施設の建物は，耐火構造又は不燃性

材料で造られたものとするとともに，必要に応じて

防火壁の設置その他の適切な防火措置を講ずる設計

とする。 

火災1安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等

の機器等のうち，ロ.(ニ)(１)②b.-1主要な構造材，

ケーブル，換気設備のフィルタ，保温材，建屋内装

材及び遮蔽材は，可能な限り不燃性材料又は難燃性

材料を使用する設計とし，不燃性材料又は難燃性材

料の使用が技術上困難な場合は，不燃性材料又は難

燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代

替材料」という。）を使用する設計とする。 

また，代替材料の使用が技術上困難な場合は，当

該機器等における火災に起因して，他の機器等にお

いて火災及び爆発が発生することを防止するための

 

接地対策， 

 

 

 

 

 

 

 

 

空気の混入防止対策並びに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気系統の過電流による過熱及び焼損の防止対策等を

講ずる設計とする。 

 

 

 

 

 

ⅲ．不燃性材料又は難燃性材料の使用 

 

 

 

 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器

等並びに遮蔽材は，可能な限り不燃性材料又は難燃性

材料を使用する設計とし，不燃性材料又は難燃性材料

の使用が技術上困難な場合は，不燃性材料又は難燃性

材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替材

料」という。）を使用する設計とする。 

また，構築物，系統及び機器の機能を確保するために

代替材料の使用が技術上困難な場合は，当該系統及び

機器における火災に起因して，他の安重機能を有する

機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等において火災が

発生することを防止するための措置を講ずる設計とす

 

ロ.(ニ)(１)②a.-6 また，水素・アルゴン混合

ガスを取り扱う系統及び機器のうち，漏電により

着火源となるおそれのある機器及び静電気の発生

のおそれのある機器は接地を施す設計とする。 

 

 

 

 

 

焼結炉等，水素・アルゴン混合ガスを使用する

機器の接続部は，溶接構造又はフランジ構造によ

り空気が混入することを防止する設計とする。 

また，水素・アルゴン混合ガスを受け入れる配

管には，逆止弁を設置し，配管が破断した場合に

空気が焼結炉等内に混入することを防止する設計

とする。 

焼結時の焼結炉内への空気の混入を監視するた

め酸素濃度計を設置し，空気の混入が検出された

場合にはヒータ電源を自動で遮断し不活性のアル

ゴンガスで掃気するとともに，中央監視室及び制

御第１室に警報を発する設計とする。 

また，焼結時の小規模焼結処理装置内への空気

の混入を監視するため酸素濃度計を設置し，空気

の混入が検出された場合にはヒータ電源を自動で

遮断し不活性のアルゴンガスで掃気するととも

に，中央監視室等に警報を発する設計とする。 

 

ロ.(ニ)(１)②a.-7 過電流による過熱及び焼損

による火災及び爆発の発生防止のため，電気設備

は，機器の損壊，故障及びその他の異常を検知し

た場合には，遮断器により故障箇所を隔離するこ

とにより，故障の影響を局所化できるとともに，

他の安全機能への影響を限定できる設計とする。 

 

(3) 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

ＭＯＸ燃料加工施設の建物は，耐火構造又は不

燃性材料で造られたものとするとともに，必要に

応じて防火壁の設置その他の適切な防火措置を講

ずる設計とする。 

火災 1 火災防護上重要な機器等及び重大事故等

対処施設の機器等は，可能な限り不燃性材料又は

難燃性材料を使用する設計とし，不燃性材料又は

難燃性材料の使用が技術上困難な場合は，不燃性

材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するも

の(以下「代替材料」という。)を使用する設計も

しくは，代替材料の使用が技術上困難な場合は，

当該機器等及び重大事故等対処施設における火災

に起因して，他の機器等及び重大事故等対処施設

において火災及び爆発が発生することを防止する

ための措置を講ずる設計とする。 

 

設工認申請書における

ロ.(ニ)(１)②a.-6 は，

事業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(１)②a.-

6 を具体的に記載したも

のであり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ロ.(ニ)(１)②a.-7 は，

事業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(１)②a.-

7 を具体的に記載したも

のであり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ロ.(ニ)(１)②b.-1 は，

事業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(１)②b.-

1 を具体的に記載したも

のであり整合してい

る。 
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措置を講ずる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

 

(ⅰ) 主要な構造材に対する不燃性材料又は難燃性材

料の使用 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器

等のうち，機器，配管，ダクト，ケーブルトレイ，電

線管及び盤の筐体並びにこれらの支持構造物の主要な

構造材は，火災及び爆発の発生防止を考慮し，金属材

料又はコンクリートを使用する設計とする。 

 

＜中略＞ 

ただし，配管等のパッキン類は，その機能を確保する

ために必要な代替材料の使用が技術上困難であるが，

金属で覆われた狭隘部に設置し直接火炎に晒されるこ

となく，火災による安全機能への影響は限定的である

こと,また，他の安重機能を有する機器等及び放射性物

質貯蔵等の機器等に延焼するおそれがないことから，

不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設

計とする。 

また，金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油

並びに金属に覆われた機器内部のケーブルは，発火し

た場合でも他の安全機能を有する施設に延焼しないこ

とから，不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使

用する設計とする。 

 

＜中略＞ 

なお，焼結炉等の炉体及び閉じ込めの境界を構成する

部材は，耐熱性を有する材料を使用する設計とする。 

 

 

(ⅳ) 換気設備のフィルタに対する不燃性材料及び難

燃性材料の使用 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器

等のうち，換気設備のフィルタの主要な構造材は，不

燃性材料又は「JACA No.11A（空気清浄装置用ろ材燃焼

性試験方法指針（公益社団法人日本空気清浄協

会））」により難燃性を満足する難燃性材料を使用す

る設計とする。 

 

(ⅴ) 保温材に対する不燃性材料の使用 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器

等に対する保温材は，ロックウール，グラスウール，

けい酸カルシウム等，平成 12 年建設省告示第 1400 号

に定められたもの又は建築基準法で不燃性材料として

定められたものを使用する設計とする。 

 

(ⅵ) 建屋内装材に対する不燃性材料の使用 

建屋内装材は，建築基準法に基づく不燃性材料若しく

はこれと同等の性能を有することを試験により確認し

た材料又は消防法に基づく防炎物品又はこれと同等の

性能を有することを試験により確認した材料を使用す

 

 

 

 

ロ.(ニ)(１)②b.-1 火災防護上重要な機器等及

び重大事故等対処施設を構成する機器等のうち，

機器，配管，ダクト，ケーブルトレイ，電線管及

び盤の筐体並びにこれらの支持構造物の主要な構

造材は，火災及び爆発の発生防止を考慮し，金属

材料又はコンクリートを使用する設計とする。 

 

ロ.(ニ)(１)②b.-1 ただし，配管等のパッキン

類は，その機能を確保するために必要な代替材料

の使用が技術上困難であるが，金属で覆われた狭

隘部に設置し直接火炎に晒されることのない設計

とする。 

 

 

ロ.(ニ)(１)②b.-1 また，金属に覆われたポン

プ及び弁の駆動部の潤滑油並びに金属に覆われた

機器内部のケーブルは，発火した場合でも他の火

災防護上重要な機器等に延焼しないことから，不

燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する

設計とする。 

 

ロ.(ニ)(１)②b.-1 焼結炉等の炉体及び閉じ込

めの境界を構成する部材は，耐熱性を有する材料

を使用する設計とする。 

 

 

 

 

ロ.(ニ)(１)②b.-1 火災防護上重要な機器等及

び重大事故等対処施設のうち，換気設備のフィル

タは，「JACA No.11A(空気清浄装置用ろ材燃焼性

試験方法指針(公益社団法人日本空気清浄協会))」

により難燃性を満足する難燃性材料又は不燃性材

料を使用する設計とする。 

 

 

ロ.(ニ)(１)②b.-1 火災防護上重要な機器等及

び重大事故等対処施設に対する保温材は，平成 12

年建設省告示第 1400 号に定められたもの又は建築

基準法で不燃性材料として定められたものを使用

する設計とする。 

 

ロ.(ニ)(１)②b.-1 建屋内装材は，建築基準法

に基づく不燃性材料若しくはこれと同等の性能を

有することを試験により確認した材料又は消防法

に基づく防炎物品若しくはこれと同等の性能を有

することを試験により確認した材料を使用する設
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放射性物質を内包するグローブボックス等のう

ち，閉じ込め機能を喪失することでＭＯＸ燃料加工

施設の安全性を損なうおそれのあるものについて

は，不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とす

る。 

 

火災1安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵

等の機器等に使用するケーブルには，実証試験によ

り延焼性及び自己消火性を確認したケーブルを使用

する設計とする。 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の

機器等に使用するケーブルのうち，機器等の性能上

の理由からやむを得ず実証試験により延焼性及び自

己消火性が確認できないケーブルは，難燃ケーブル

を使用した場合と同等以上の難燃性能があることを

実証試験により確認した上で使用する設計とし，当

該ケーブルの火災に起因して他の火災1安重機能を有

する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等において

火災が発生することを防止するための措置を講ずる

設計とする。 

 

 

 

 

建屋内の変圧器及び遮断器は，絶縁油等の可燃性

物質を内包していないものを使用する設計とする。 

 

 

 

 

ｃ．落雷，地震等の自然現象による火災の発生防止  

ロ.(ニ)(１)②c.-1ＭＯＸ燃料加工施設において，

設計上の考慮を必要とする自然現象は，地震，津

波，落雷，風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，

積雪，火山の影響（降下火砕物によるフィルタの目

詰まり），生物学的事象，森林火災及び塩害であ

る設計とする。 

ただし，塗装は当該場所における環境条件を考慮した

ものとする。管理区域の床及び壁は，耐汚染性，除染

性，耐摩耗性等を考慮し，原則として腰高さまでエポ

キシ樹脂系塗料等のコーティング剤により塗装する設

計とする。 

 

＜中略＞ 

(ⅶ) 遮蔽材に対する不燃性材料又は難燃性材料の使

用 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器

等に使用する遮蔽材は，可能な限り不燃性材料又は難

燃性材料を使用する設計とする。 

 

＜中略＞ 

核燃料物質を非密封で取り扱う機器を収納するグロー

ブボックス等は，不燃性材料又は難燃性材料を使用す

る設計とする。 

 

 

(ⅲ) 難燃ケーブルの使用 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器

等並びに安重機能を有する機器等のうちグローブボッ

クス内に使用するケーブルには，実証試験により延焼

性（米国電気電子工学学会規格 IEEE383-1974 又は

IEEE1202-1991 垂直トレイ燃焼試験）及び自己消火性

（UL1581（Fourth Edition）1080 VW-1 UL 垂直燃焼試

験）を確認したケーブルを使用する設計とする。 

ただし，機器の性能上の理由から実証試験にて延焼性

及び自己消火性を確認できないケーブルは，難燃ケー

ブルと同等以上の性能を有する材料を使用する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 変圧器及び遮断器に対する絶縁油の内包 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器

等のうち，燃料加工建屋内に設置する変圧器及び遮断

器は絶縁油を内包しない乾式を使用する設計とする。 

 

 

ⅳ．落雷，地震等の自然現象による火災及び爆発の発

生防止 

ＭＯＸ燃料加工施設において，設計上の考慮を必要と

する自然現象は，地震，津波，落雷，風（台風），竜

巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の影響（降下火砕

物によるフィルタの目詰まり），生物学的事象，森林

火災及び塩害である。 

計とする。 

ただし，塗装は当該場所における環境条件を考

慮したものとする。管理区域の床は，耐汚染性，

除染性，耐摩耗性等を考慮し，難燃性能を確認し

たコーティング剤を不燃性材料であるコンクリー

ト表面に塗布する設計とする。 

 

 

 

 

ロ.(ニ)(１)②b.-1 火災防護上重要な機器等に

使用する遮蔽材は，可能な限り不燃性材料又は難

燃性材料を使用する設計とする。 

 

 

核燃料物質を非密封で取り扱う機器を収納する

グローブボックス等は，不燃性材料又は難燃性材

料を使用する設計とする。 

 

 

 

火災 1 火災防護上重要な機器等及び重大事故等

対処施設に使用するケーブルには，実証試験によ

り延焼性(米国電気電子工学学会規格 IEEE383-

1974 又は IEEE1202-1991 垂直トレイ燃焼試験）及

び自己消火性(UL1581(Fourth Edition)1080 VW-1 

UL 垂直燃焼試験)を確認したケーブルを使用する

設計とする。 

ただし，機器等の性能上の理由から実証試験に

より延焼性及び自己消火性が確認できないケーブ

ルをやむを得ず使用する場合には，難燃ケーブル

を使用した場合と同等以上の難燃性能があること

を実証試験により確認した上で使用する設計とす

るか，金属製の筐体等に収納，延焼防止材により

保護，専用の電線管に敷設等の措置を講ずること

により，他の火災 1 火災防護上重要な機器等及び

重大事故等対処施設に対処するための設備におい

て火災及び爆発が発生することを防止する設計と

する。 

 

火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施

設の機器等のうち，建屋内に設置する変圧器及び

遮断器は絶縁油を内包しない乾式を使用する設計

とする。 

 

(4) 自然現象による火災及び爆発の発生防止 

ロ.(ニ)(１)②c.-1 自然現象として，地震，津

波，落雷，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，

積雪，火山の影響(降下火砕物によるフィルタの目

詰まり等)，生物学的事象，森林火災及び塩害を考

慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ロ.(ニ)(１)②c.-1 は，

事業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(１)②c.-

1 と同義であり整合して
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る。 

 

これらの自然現象のうち，ＭＯＸ燃料加工施設で

火災及び爆発を発生させるおそれのある落雷及び地

震について，これらの現象によって火災及び爆発が

発生しないように，以下のとおり火災防護対策を講

ずる設計とする。 

 

 

(ａ) 落雷による火災及び爆発の発生を防止するため，

建築基準法及び消防法に基づき避雷設備を設置する

設計とする。 

 

 

 

 

(ｂ) 火災1安重機能を有する機器等及び放射性物質貯

蔵等の機器等は，ロ.(ニ)(１)②c.-2耐震重要度分類

に応じた地震力が作用した場合においても支持する

ことができる地盤に設置し，自らの破壊又は倒壊に

よる火災及び爆発の発生を防止する設計とするとと

もに，事業許可基準規則第七条に示す要求を満足す

るよう，「事業許可基準規則の解釈」に従い耐震設

計を行う設計とする。 

 

 

③ 火災の感知，消火 

ロ.(ニ)(１)③-1火災の感知及び消火は，火災1安

重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器

等に対して，早期の火災感知及び消火を行うための

火災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

ロ.(ニ)(１)③-2火災感知設備及び消火設備は，

「ロ．(ニ)(１)②ｃ．落雷，地震等の自然現象によ

る火災の発生防止」で抽出した自然現象に対して，

火災感知及び消火の機能，性能が維持できる設計と

する。 

 

火災感知設備及び消火設備については，火災区域

及び火災区画に設置した火災1安重機能を有する機器

等及び放射性物質貯蔵等の機器等が地震による火災

を想定する場合においては耐震重要度分類に応じ

て，機能を維持できる設計とする。 

 

 

 

ロ.(ニ)(１)③-3また，消火設備は，破損，誤作動

 

 

したがって，ＭＯＸ燃料加工施設で火災及び爆発を発

生させるおそれのある自然現象として，落雷及び地震

を選定し，これらの自然現象によって火災及び爆発が

発生しないように，以下のとおり火災防護対策を講ず

る設計とする。 

 

(ⅰ) 落雷による火災及び爆発の発生防止 

落雷による火災及び爆発の発生を防止するため，「原

子力発電所の耐雷指針」（JEAG4608），建築基準法及

び消防法に基づき，日本産業規格に準拠した避雷設備

を設置する設計とする。 

 

＜中略＞ 

(ⅱ) 地震による火災及び爆発の発生防止 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器

等は，耐震設計上の重要度に応じて以下に示すＳ，Ｂ

及びＣの３クラス（以下「耐震重要度分類」とい

う。）に応じた地震力が作用した場合においても支持

することができる地盤に設置し，自らの破壊又は倒壊

による火災及び爆発の発生を防止する。 

耐震については事業許可基準規則第七条に示す要求を

満足するよう，「事業許可基準規則の解釈」に従い耐

震設計を行う設計とする。 

 

(ｃ) 火災の感知，消火 

火災の感知及び消火については，火災 1 安重機能を有

する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等に対して，

早期の火災感知及び消火を行うための火災感知設備及

び消火設備を設置する設計とする。 

また，グローブボックス内に対しても，早期に火災感

知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を

設置する設計とする。 

 

 

このうち，火災感知設備及び消火設備が，地震等の自

然現象に対して，火災感知及び消火の機能，性能が維

持され，かつ，安重機能を有する機器等及び放射性物

質貯蔵等の耐震重要度分類に応じて，機能を維持でき

る設計とすることを「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅲ．自

然現象の考慮」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，消火設備は，破損，誤動作又は誤操作が起きた

 

 

 

これらの自然現象のうち，火災及び爆発を発生

させるおそれのある落雷，地震，竜巻(風(台風)を

含む。)及び森林火災について，これらの現象によ

って火災及び爆発が発生しないように，以下のと

おり火災防護対策を講ずる設計とする。 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設において火災及び爆発を発

生させるおそれのある自然現象のうち落雷による

火災及び爆発の発生を防止するため，建築基準法

及び消防法に基づき避雷設備を設置する設計とす

る。 

 

 

火災 1 火災防護上重要な機器等は，

ロ.(ニ)(１)②c.-2 耐震重要度分類に応じた地震

力が作用した場合においても支持することができ

る地盤に設置し，耐震設計を行うことで自らの破

壊又は倒壊による火災及び爆発の発生を防止する

設計とする。 

 

 

 

7.1.2  火災の感知，消火 

ロ.(ニ)(１)③-1 火災の感知及び消火は，火

災 1 火災防護上重要な機器等及び重大事故等対

処施設に対して，早期の火災感知及び消火を行

うための火災感知設備及び消火設備を設置する

設計とする。 

また，グローブボックス内に対しても，早期

に火災感知及び消火を行うための火災感知設備

及び消火設備を設置する設計とする。 

 

ロ.(ニ)(１)③-2火災感知設備及び消火設備

は，「7.1.1(4) 自然現象による火災及び爆発

の発生防止」で抽出した自然現象に対して，火

災感知及び消火の機能，性能が維持できる設計

とする。 

 

火災感知設備及び消火設備については，火災

区域及び火災区画に設置した火災 1 火災防護上

重要な機器等及び重大事故等対処施設が地震に

よる火災を想定する場合においては耐震重要度

分類に応じて，機能を維持できる設計とする。 

 

 

＜中略＞ 

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ロ.(ニ)(１)②c.-2 は，

事業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(１)②c.-

2 と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ロ.(ニ)(１)③-1 は，事

業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(１)③-1

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

設工認申請書における

ロ.(ニ)(１)③-2 は，事

業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(１)③-2

と同義であり整合して

いる。 
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又は誤操作が起きた場合のほか，火災感知設備の破

損，誤作動又は誤操作が起きたことにより消火設備

が作動した場合においても，火災1安全上重要な施設

の安全機能及び放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能

を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．火災感知設備 

ロ．(ニ)(１)③a.-1火災感知器は，環境条件や火

災の性質を考慮して型式を選定し，火災1安重機能を

有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等を設置

する火災区域又は火災区画に対して，固有の信号を

発する異なる種類を組み合わせて設置する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローブボックス内は，主要な工程で核燃料物質

を非密封で取り扱うという特徴があり，ＭＯＸ粉末

やレーザ光による誤作動や内装機器及び架台が障壁

場合においても，火災 1 安全上重要な施設の安全機能

を損なわない設計とすることを「イ．(ロ)(４)①ａ．

(ｃ)ⅳ．消火設備の破損，誤動作又は誤操作による安

全機能への影響」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ．火災感知設備 

火災感知設備は，安重機能を有する機器等及び放射性

物質貯蔵等の機器等を設置する火災区域及び火災区画

並びにグローブボックスの火災を早期に感知するため

に設置する設計とする。 

(ⅰ) 火災感知器の環境条件等の考慮及び多様化 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器

等を設置する火災区域又は火災区画並びにグローブボ

ックス内の火災感知器の型式は，放射線，取付面高

さ，温度，湿度，空気流等の環境条件及び予想される

火災の性質を考慮して選定する。 

また，火災を早期に感知するとともに，火災の発生場

所を特定するために，固有の信号を発する異なる種類

の火災感知器又は同等の機能を有する機器を組み合わ

せて設置する設計とする。 

火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異な

る種類の火災感知器は，原則，煙感知器（アナログ

式）及び熱感知器（アナログ式）を組み合わせて設置

し，耐酸性の火災感知器のようにその原理からアナロ

グ式にできない場合を除き，誤作動を防止するため平

常時の状態を監視し，急激な温度や煙の濃度の上昇を

把握することができるアナログ式を選定する。 

ただし，放射線の影響を考慮する場所に設置する火災

感知器については，非アナログ式とする。 

また，火災感知器は，誤作動防止を考慮した配置，周

囲温度を踏まえた熱感知器作動温度の設定等により，

誤作動を防止する設計とする。 

 

グローブボックス内の火災感知器は，主要な工程で核

燃料物質を非密封で取り扱うという特徴があり，ＭＯ

Ｘ粉末やレーザ光による誤作動や内装機器及び架台が

(2) 消火設備 

ロ.(ニ)(１)③-3 消火設備の破損，誤作動又は

誤操作が発生した場合のほか，火災感知設備の破

損，誤作動又は誤操作が起きたことにより消火設

備が作動した場合においても，火災 1 火災防護上

重要な機器等の安全機能を損なわないよう，安全

上重要な施設のグローブボックス内で発生する火

災に対しては，臨界管理の観点から，ガス系又は

粉末系の消火剤を使用する設計とし，グローブボ

ックス内への消火剤放出に伴う圧力上昇によるグ

ローブボックスの閉じ込め機能を損なわない設

計，非常用発電機は，二酸化炭素消火装置の破

損，誤作動又は誤操作により流出する二酸化炭素

の影響で，運転中の非常用発電機が給気不足を引

き起こさないように，外気より給気を行う設計，

電気絶縁性が大きい固定式のガス消火装置(不活性

ガス消火装置)を設置することにより，設備の破

損，誤作動又は誤操作により消火剤が放出されて

も，電気及び機械設備に影響を与えない設計とす

る。 

 

(1) 火災感知設備 

火災 1 火災防護上重要な機器等及び重大事故等

対処施設を設置する火災区域又は火災区画のロ．

(ニ)(１)③a.-1 火災感知器の型式は，放射線，取

付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境条件及び

予想される火災の性質を考慮して選定するととも

に，火災を早期に感知できるよう固有の信号を発

する異なる種類の火災感知器として，アナログ式

煙感知器及びアナログ式熱感知器を組み合わせて

設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．(ニ)(１)③a.-1 ただし，放射線の影響を考

慮する場所に設置する火災感知器については，非

アナログ式とする。 

 

 

 

グローブボックス内は，主要な工程で核燃料物

質を非密封で取り扱うという特徴があり，ＭＯＸ

設工認申請書における

ロ.(ニ)(１)③-3 は，事

業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(１)③-3

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ロ．(ニ)(１)③a.-1

は，事業変更許可申請

書(本文)のロ．

(ニ)(１)③a.-1 を具体

的に記載しており整合

している。 
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となることにより，煙感知器及び炎感知器並びにサ

ーモカメラでは火災を感知できないおそれがあるこ

とから，火災源の位置等を考慮した上で，早期感知

ができ，また，動作原理の異なる２種類の熱感知器

を組み合わせて設置する設計とする。 

 

 

 

ロ．(ニ)(１)③a.-2火災感知設備は，外部電源喪

失時においても火災の感知が可能なように電源を確

保し， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．(ニ)(１)③a.-3中央監視室で常時監視できる

設計とする 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．消火設備 

ロ．(ニ)(１)③b.-1ＭＯＸ燃料加工施設では，臨

界管理の観点から可能な限り水を排除する設計とす

る。また，ＭＯＸ燃料加工施設の火災1安重機能を有

する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等を設置す

る火災区域又は火災区画及びグローブボックス内

で，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により

消火活動が困難となるところには，固定式のガス消

火装置を設置して消火を行う設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障壁となることにより，煙感知器及び炎感知器並びに

サーモカメラでは火災を感知できないおそれや半導体

を有しているため，放射線影響による故障が考えられ

ることから，火災源の位置等を考慮した上で，早期感

知ができ，また，動作原理の異なる２種類の熱感知器

を組み合わせて設置する。 

 

(ⅲ) 火災感知設備の電源確保 

火災感知設備は，外部電源喪失時にも火災の感知が可

能となるよう,蓄電池を設け，火災感知の機能を失わな

いよう電源を確保する設計とする。 

また，安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等

の機器等を設置する火災区域及び火災区画並びに安全

上重要な施設のグローブボックス内の火災感知設備

は，非常用所内電源設備から給電する設計とする。 

 

 

 

 

(ⅳ) 受信機 

ロ．(ニ)(１)③a.-3 中央監視室に設置する受信機に火

災信号を表示するとともに警報を発することで，適切

に監視できる設計とする。 

また，受信機は，火災感知器の設置場所を１つずつ特

定できることにより，火災の発生場所を特定できる設

計とする。 

＜中略＞ 

 

 

ⅱ．消火設備 

消火設備は，「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅱ．(ⅰ) 火

災に対する二次的影響を考慮」から「イ．(ロ)(４)①

ａ．(ｃ)ⅱ．(xⅶ) 試験・検査」に示すとおり，安重

機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等を

設置する火災区域又は火災区画の火災を早期に消火で

きるように設置し，消火ガスについては全域放出方式

とする設計とする。 

工程室については，臨界管理の観点から，水による消

火を行わずガスによる消火を行う。その際，圧力上昇

を緩和するためのエリアを形成しグローブボックスを

経由して排気しながら消火ガスを放出することで，工

程室の圧力上昇に対してもグローブボックスの閉じ込

め機能を維持する設計とする。 

グローブボックスについては，臨界管理の観点から，

水による消火を行わずガスによる消火を行う。その

際，グローブボックス排風機により工程室に対するグ

ローブボックスの負圧を維持しながら消火ガスを放出

することで，グローブボックスの内圧上昇に対しても

グローブボックスの閉じ込め機能を維持する設計とす

る。 

 

粉末やレーザ光による誤作動や内装機器及び架台

が障壁となることにより，煙感知器及び炎感知器

並びにサーモカメラでは火災を感知できないおそ

れがあることから，火災源の位置等を考慮した上

で，早期感知ができ，また，動作原理の異なる 2

種類の熱感知器を組み合わせて設置する設計とす

る。 

＜中略＞ 

 

ロ．(ニ)(１)③a.-2 火災感知設備は，外部電源

喪失時にも火災の感知が可能となるよう,電源を確

保する設計とする。 

また，火災防護上重要な機器等及び重大事故等

対処施設を設置する火災区域又は火災区画並びに

安全上重要な施設のグローブボックス内の火災感

知設備は，非常用所内電源設備又は感知の対象と

する設備の耐震重要度分類及び重大事故等対処施

設の設備分類に応じて，各建屋の可搬型発電機

等，非常用母線又は運転予備用電源若しくは緊急

時対策建屋用発電機から給電する設計とする。 

 

ロ．(ニ)(１)③a.-3 火災感知設備は，中央監視

室に設置する受信機に火災信号を表示するととも

に警報を発することで，適切に監視できる設計及

び火災感知器の設置場所を 1つずつ特定できるこ

とにより，火災の発生場所を特定できる設計とす

る。 

＜中略＞ 

 

(2) 消火設備 

ロ．(ニ)(１)③b.-1工程室及びグローブボックス

については，臨界管理の観点からガスによる消火を

行う。また，火災の影響を受けるおそれのある火災

防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設置

する火災区域又は火災区画のうち，煙又は放射線の

影響により消火困難となる箇所(危険物の規制に関す

る政令に規定される著しく消火困難な製造所等に該

当する場所の多量の可燃性物質を取り扱う火災区域

又は火災区画)，可燃性物質を取り扱い構造上消火困

難となる火災区域又は火災区画(中央監視室等の床下

及び再処理施設と共用する緊急時対策建屋の対策本

部室の床下等)及び安全上重要な電気品室となる火災

区域又は火災区画については，自動又は現場での手

動操作による固定式消火設備を設置することによ

り，消火活動を可能とする設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ロ．(ニ)(１)③a.-2

は，事業変更許可申請

書(本文)のロ．

(ニ)(１)③a.-2 を具体

的に記載しており整合

している。 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ロ．(ニ)(１)③a.-3

は，事業変更許可申請

書(本文)のロ．

(ニ)(１)③a.-3 を具体

的に記載しており整合

している。 

 

 

設工認申請書における

ロ．(ニ)(１)③b.-1

は，事業変更許可申請

書(本文)のロ．

(ニ)(１)③b.-1 を具体

的に記載しており整合

している。 
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ロ．(ニ)(１)③b.-2固定式のガス消火装置は，作

動前に運転員が退出できるよう，警報を発する設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．(ニ)(１)③b.-3また，ＭＯＸ燃料加工施設の

火災防護上の系統分離対策を講じる設備を設置する

火災区域又は火災区画の消火に用いる消火装置は，

選択弁等の動的機器の故障によっても系統分離に応

じた独立性を備えた設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．(ニ)(１)③b.-4再処理施設及び廃棄物管理施

設と共用する消火水供給設備の消火用水供給系は，

２時間の 大放水量を確保するとともに， 

 

 

 

 

 

 

給水処理設備と兼用する場合は隔離弁を設置し消

火水供給を優先する設計とし， 

 

 

 

ロ．(ニ)(１)③b.-5水源及び消火ポンプは多重性

又は多様性を有する設計とする。 

 

 

 

(xⅴ) 窒素消火装置及び二酸化炭素消火装置の従事者

退避警報 

窒素消火装置及び二酸化炭素消火装置は，作動前に従

事者等が退出できるよう警報又は音声警報を吹鳴する

設計とする。 

また，二酸化炭素消火装置の作動に当たっては 20 秒以

上の時間遅れをもって消火ガスを放出する設計とす

る。 

 

 

 

(ⅶ) 系統分離に応じた独立性の考慮 

ＭＯＸ燃料加工施設の火災防護上の系統分離対策を講

じる設備を設置する火災区域又は火災区画の消火に用

いる設備は，消火設備の動的機器の単一故障によって

も，以下のとおり，系統分離に応じた独立性を備える

ものとする。 

同一区域に系統分離し設置する固定式のガス消火装置

は，消火設備の動的機器の故障によっても，系統分離

した設備に対する消火機能が同時に喪失することがな

いよう，動的機器である容器弁及び選択弁のうち，容

器弁（ボンベ含む）は必要数量に対し１以上多く設置

するとともに，選択弁は各ラインにそれぞれ設置する

ことにより同時に機能が喪失しない設計とする。 

なお，万一，系統上の選択弁の故障を想定しても，選

択弁を手動操作することにより，消火が可能な設計と

する。 

 

 

 

 

(ⅻ) 消火用水の 大放水量の確保 

水を使用する消火設備（屋内消火栓，屋外消火栓）の

必要水量を考慮し，水源は消防法施行令に基づくとと

もに，２時間の 大放水量（116ｍ3）を確保する設計

とする。 

 

 

 

 

(xⅲ) 水消火設備の優先供給 

消火用水は他の系統と兼用する場合には，他の系統か

ら隔離できる弁を設置し，遮断する措置により，消火

水供給を優先する設計とする。 

 

(ⅺ) 消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮 

再処理施設と共用する消火水供給設備の消火用水供給

水系の水源及び消火ポンプ系は，火災防護審査基準に

基づく消火活動時間２時間に対し十分な容量を有する

ろ過水貯槽及び消火用水貯槽を設置し，双方からの消

火水の供給を可能とすることで，多重性を有する設計

 

e. 消火設備の警報 

(b) 固定式のガス消火装置の退避警報 

ロ．(ニ)(１)③b.-2 窒素消火装置及び二酸

化炭素消火装置は，作動前に従事者等が退出

できるよう警報又は音声警報を吹鳴する設計

とする。 

また，二酸化炭素消火装置の作動に当たっ

ては 20 秒以上の時間遅れをもって消火ガスを

放出する設計とする。 

 

b. 消火設備の系統構成 

(b) 系統分離に応じた独立性 

ロ．(ニ)(１)③b.-3ＭＯＸ燃料加工施設の

火災防護上の系統分離対策を講じる設備を設

置する火災区域又は火災区画の消火に用いる

設備は，消火設備の動的機器の単一故障によ

り同時に機能を喪失しない設計とする。 

同一区域に系統分離し設置する固定式のガ

ス消火装置は，消火設備の動的機器の故障に

よっても，系統分離した設備に対する消火機

能が同時に喪失することがないよう，動的機

器である容器弁及び選択弁のうち，容器弁(ボ

ンベ含む)は必要数量に対し 1以上多く設置す

るとともに，選択弁は各ラインにそれぞれ設

置することにより同時に機能が喪失しない設

計とする。 

なお，万一，系統上の選択弁の故障を想定

しても，手動により選択弁を操作することに

より，消火が可能な設計とする。 

 

a. 消火設備の消火剤の容量 

ロ．(ニ)(１)③b.-4 消火用水供給系の水源

は、消防法施行令及び危険物の規制に関する規

則に基づくとともに，2時間の 大放水量(116

ｍ3)に対し十分な容量を有する設計とする。 

 

 

 

b. 消火設備の系統構成 

(c) 消火用水の優先供給 

消火用水は給水処理設備と兼用する場合に

隔離弁を設置し，消火用水の供給を優先でき

る設計とする。 

 

b. 消火設備の系統構成 

(a) 消火用水供給系の多重性又は多様性 

ロ．(ニ)(１)③b.-5 消火用水供給系の水源

として，ろ過水貯槽(再処理施設，廃棄物管理

施設と共用(以下同じ。))(約 2,500ｍ3)及び消

火用水貯槽(再処理施設，廃棄物管理施設と共

 

設工認申請書における

ロ．(ニ)(１)③b.-2

は，事業変更許可申請

書(本文)のロ．

(ニ)(１)③b.-2 と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ロ．(ニ)(１)③b.-3

は，事業変更許可申請

書(本文)のロ．

(ニ)(１)③b.-3 を具体

的に記載しており整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ロ．(ニ)(１)③b.-4

は，事業変更許可申請

書(本文)のロ．

(ニ)(１)③b.-4 を具体

的に記載しており整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ロ．(ニ)(１)③b.-5

は，事業変更許可申請

書(本文)のロ．

(ニ)(１)③b.-5 を具体
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ロ．(ニ)(１)③b.-6また，屋内及び屋外の消火範

囲を考慮し消火栓を配置するとともに， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．(ニ)(１)③b.-7移動式消火設備を配備する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．(ニ)(１)③b.-8消火設備の消火剤は，想定さ

れる火災の性質に応じた十分な容量を配備し， 

 

とする。 

また，消火ポンプは電動機駆動消火ポンプに加え，同

等の能力を有する異なる駆動方式であるディーゼル駆

動消火ポンプを設置することで，多様性を有する設計

とする。 

水源の容量については，ＭＯＸ燃料加工施設は，消防

法に基づき，消火活動に必要な水量を考慮するものと

し，その根拠は「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅱ．(ⅻ) 

消火用水の 大放水量の確保」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅲ) 消火栓の配置 

火災区域又は火災区画に設置する屋内消火栓及び屋外

消火栓は，火災区域の消火活動（安重機能を有する機

器等及び放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火災区

域を除く）に対処できるよう，消防法施行令第十一条

（屋内消火栓設備に関する基準）及び第十九条（屋外

消火栓設備に関する基準）に準拠し配置することによ

り，消火栓により消火を行う必要のあるすべての火災

区域又は火災区画（安重機能を有する機器等及び放射

性物質貯蔵等の機器等を設置する火災区域を除く）に

おける消火活動に対処できるように配置する設計とす

る。 

 

(ⅳ) 移動式消火設備の配備 

火災時の消火活動のため，「核燃料物質の加工の事業

に関する規則」第七条の四の三に基づき，消火ホース

等の資機材を備え付けている移動式消火設備として，

大型化学高所放水車を配備するとともに，故障時の措

置として消防ポンプ付水槽車を配備するものとする。 

また，航空機落下による化学火災（燃料火災）時の対

処のため化学粉末消防車を配備するものとする。 

 

 

(ⅱ) 想定される火災の性質に応じた消火剤容量 

消火設備は，可燃性物質の性状を踏まえ，想定される

火災の性質に応じた容量の消火剤を備える設計とす

る。 

用(以下同じ。))(約 900ｍ3)を設置し，双方か

らの消火用水の供給を可能とすることで，多

重性を有する設計とする。 

緊急時対策建屋の水源は，消火水槽（約

42.6m3），建屋近傍に防火水槽（約 40m3）を

設置し，双方からの消火用水の供給を可能と

することで多重性を有する設計とする。 

消火用水系の消火ポンプは，必要量を送水

可能な電動機駆動消火ポンプ(再処理施設，廃

棄物管理施設と共用(以下同じ。))に加え，同

等の能力を有する異なる駆動方式であるディ

ーゼル駆動消火ポンプ(再処理施設，廃棄物管

理施設と共用(以下同じ。))(定格流量 450ｍ3

／ｈ)を 1台ずつ設置することで，多様性を有

する設計とするとともに，消火配管内を加圧

状態に保持するため，機器の単一故障を想定

し，圧力調整用消火ポンプ(再処理施設，廃棄

物管理施設と共用(以下同じ。))を 2 基設ける

設計とする。 

また，緊急時対策建屋の消火ポンプは電動

駆動消火ポンプを 2台設置することで，多重

性を有する設計とする。 

 

 

d. 消火設備の配置上の考慮 

(c) 消火栓の配置 

ロ．(ニ)(１)③b.-6 火災区域又は火災区画

に設置する屋内消火栓及び屋外消火栓は，消

防法施行及び都市計画法施行令に準拠し配置

することにより，消火栓により消火を行う必

要のあるすべての火災区域又は火災区画にお

ける消火活動に対処できるように配置する設

計とする。 

 

 

 

 

g. その他 

(a) 移動式消火設備 

ロ．(ニ)(１)③b.-7 火災時の消火活動のた

め，消火ホース等の資機材を備え付けている

移動式消火設備として，大型化学高所放水車

を配備するとともに，故障時の措置として消

防ポンプ付水槽車を配備する設計とする。 

また，航空機落下による化学火災(燃料火

災)時の対処のため化学粉末消防車を配備する

設計とする。 

 

a. 消火設備の消火剤の容量 

ロ．(ニ)(１)③b.-8 消火設備は，想定される

火災の性質に応じた容量として，消防法施行規

的に記載しており整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ロ．(ニ)(１)③b.-6

は，事業変更許可申請

書(本文)のロ．

(ニ)(１)③b.-6 を具体

的に記載しており整合

している。 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ロ．(ニ)(１)③b.-7

は，事業変更許可申請

書(本文)のロ．

(ニ)(１)③b.-7 を具体

的に記載しており整合

している。 

 

 

 

設工認申請書における

ロ．(ニ)(１)③b.-8

は，事業変更許可申請
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ロ．(ニ)(１)③b.-9管理区域で放出した場合に，

管理区域外への流出を防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．(ニ)(１)③b.-10消火設備は，火災の火炎等に

よる直接的な影響，流出流体等による二次的影響を

受けず，火災1安重機能を有する機器等及び放射性物

質貯蔵等の機器等に悪影響を及ぼさないように設置

し， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．(ニ)(１)③b.-11外部電源喪失時の電源を確保

するとともに， 

 

 

 

 

 

＜中略＞ 

グローブボックス内の消火を行う不活性ガス消火装置

(グローブボックス消火装置)については，グローブボ

ックス排風機の運転を継続しながら消火を行うという

特徴を踏まえ，グローブボックスの給気量に対して

95%の消火ガスを放出するが，消火ガス放出開始から５

分で放出を完了できる設計とする。 

また，複数連結したグローブボックスについては，消

火ガスの放出単位を設定し，その放出単位の給気量の

合計値に対して 95%の消火ガスを放出するが，消火ガ

ス放出開始から５分で放出を完了できる設計とし，消

火剤容量は も大きな放出単位を消火できる量以上を

配備する設計とする。 

 

 

 

(xⅳ) 管理区域内からの放出消火剤の流出防止 

管理区域内で放出した消火水は，管理区域外への流出

を防止するため，管理区域と管理区域外の境界に堰等

を設置するとともに，各室の排水系統から低レベル廃

液処理設備に回収し，処理する設計とする。 

 

また，管理区域においてガス系消火剤による消火を行

った場合においても，換気設備の排気フィルタにより

放射性物質を低減したのち，排気筒から放出する設計

とする。 

 

 

 

(ⅰ) 火災に対する二次的影響を考慮 

ＭＯＸ燃料加工施設内の消火設備のうち，屋内消火

栓，窒素消火装置，グローブボックス消火装置等を適

切に配置することにより，安重機能を有する機器等及

び放射性物質貯蔵等の機器等に火災の二次的影響が及

ばない設計とする。 

消火剤にガスを用いる場合は，電気絶縁性の高いガス

を採用することで，火災が発生している火災区域又は

火災区画からの火炎，熱による直接的な影響のみなら

ず，煙，流出流体，断線及び爆発等の二次的影響が安

重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

(ⅴ) 消火設備の電源確保 

消火設備のうち，再処理施設及び廃棄物管理施設と共

用する消火水供給設備の消火用水供給系の電動機駆動

消火ポンプは運転予備用母線から受電する設計とする

が，ディーゼル駆動消火ポンプは，外部電源喪失時で

もディーゼル機関を起動できるように，専用の蓄電池

により電源を確保する設計とする。 

また，安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等

則に基づき算出した消火剤容量を配備する。 

 

ただし，グローブボックス内の消火を行う不

活性ガス消火装置(グローブボックス消火装置)

については，グローブボックスの給気量に対し

て 95%の消火ガスを放出するとともに，消火ガ

ス放出開始から５分で放出を完了できる設計と

する。 

また，複数連結したグローブボックスについ

ては，消火ガスの放出単位を設定し，その放出

単位の給気量の合計値に対して 95%の消火ガス

を放出するとともに，消火ガス放出開始から 5

分で放出を完了できる設計とし，消火剤容量は

も大きな放出単位を消火できる量以上を配備

する。 

 

d. 消火設備の配置上の考慮 

(b) 管理区域からの放出消火剤の流出防止 

ロ．(ニ)(１)③b.-9 管理区域内で放出した

消火水は，管理区域外への流出を防止するた

め，管理区域と管理区域外の境界に堰等を設

置するとともに，各室の排水系統から低レベ

ル廃液処理設備に回収し，処理する設計とす

る。 

また，管理区域においてガス系消火剤によ

る消火を行った場合においても，換気設備の

フィルタ等により放射性物質を低減したの

ち，排気筒から放出する設計とする。 

 

d. 消火設備の配置上の考慮 

(a) 火災による二次的影響の考慮 

ロ．(ニ)(１)③b.-10 屋内消火栓，窒素消

火装置，グローブボックス消火装置等を適切

に配置することにより，火災防護上重要な機

器等及び重大事故等対処施設に火災の二次的

影響が及ばない設計とする。 

消火剤にガスを用いる場合は，電気絶縁性

の高いガスを採用することで，火災が発生し

ている火災区域又は火災区画からの火炎，熱

による直接的な影響のみならず，煙，流出流

体，断線及び爆発等の二次的影響が火災防護

上重要な機器等及び重大事故等対処施設に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

 

c. 消火設備の電源確保 

ロ．(ニ)(１)③b.-11 消火用水供給系の電動

機駆動消火ポンプは運転予備用母線から受電す

る設計とし，ディーゼル駆動消火ポンプは，デ

ィーゼル機関を起動できるように，専用の蓄電

池により外部電源喪失時においても電源を確保

する設計とする。 

書(本文)のロ．

(ニ)(１)③b.-8 を具体

的に記載しており整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ロ．(ニ)(１)③b.-9

は，事業変更許可申請

書(本文)のロ．

(ニ)(１)③b.-9 を具体

的に記載しており整合

している。 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ロ．(ニ)(１)③b.-10

は，事業変更許可申請

書(本文)のロ．

(ニ)(１)③b.-10 を具体

的に記載しており整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ロ．(ニ)(１)③b.-11

は，事業変更許可申請

書(本文)のロ．

(ニ)(１)③b.-11 を具体

的に記載しており整合

している。 
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ロ．(ニ)(１)③b.-12中央監視室に故障警報を発す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，煙の二次的影響が安全機能を有する構築

物，系統及び機器に悪影響を及ぼす場合は，延焼防

止ダンパを設ける設計とする。 

 

 

 

ロ．(ニ)(１)③b.-13消火設備を設置した場所への

移動及び操作を行うため，蓄電池を内蔵する照明器

具を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

④ 火災及び爆発の影響軽減 

ロ．(ニ)(１)④-1火災及び爆発の影響軽減につい

ては，火災1安全機能を有する施設の重要度に応じ，

それらを設置する火災区域又は火災区画及び隣接す

る火災区域又は火災区画における火災及び爆発によ

る影響を軽減するため，以下の対策を講ずる設計と

する。 

 

 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の

機器等を設置する火災区域は，他の火災区域と隣接

する場合は，３時間以上の耐火能力を火災耐久試験

により確認した耐火壁によって他の火災区域と分離

する。 

 

の機器等を設置する火災区域又は火災区画の消火活動

が困難な箇所に設置する窒素消火装置及び二酸化炭素

消火装置並びにグローブボックス消火装置(不活性ガス

消火装置)は，外部電源喪失時においても消火が可能と

なるよう，非常用所内電源設備から給電するとともに

蓄電池を設ける設計とする。 

 

 

 

 

(ⅵ) 消火設備の故障警報 

固定式のガス消火装置は，電源断等の故障警報を中央

監視室に吹鳴する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

(ⅰ) 火災に対する二次的影響を考慮 

＜中略＞ 

また，煙の二次的影響が安重機能を有する機器等に悪

影響を及ぼす場合は，延焼防止ダンパを設ける設計と

する。 

 

 

(ⅹ) 消火活動のための電源を内蔵した照明器具 

安重機能を有する機器等又は放射性物質貯蔵等の機器

等を設置する火災区域及び火災区画の消火設備の現場

盤操作等に必要な照明器具として，移動経路及び消火

設備の現場盤周辺に，現場への移動時間約５分から 10

分及び消防法の消火継続時間 20 分を考慮し，１時間以

上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具を設置する設計

とする。 

 

(ｄ) 火災及び爆発の影響軽減 

ⅰ．火災及び爆発の影響軽減 

ＭＯＸ燃料加工施設の安重機能を有する機器等及び放

射性物質貯蔵等の機器等を設置する火災区域又は火災

区画内の火災及び爆発並びに隣接する火災区域又は火

災区画の火災及び爆発による影響に対し，以下に記す

火災及び爆発の影響軽減のための対策を講ずる設計と

する。 

 

(ⅰ) 安全上重要な施設の火災区域の分離 

ＭＯＸ燃料加工施設の安重機能を有する機器等を設置

する火災区域は，他の火災区域と隣接する場合は３時

間以上の耐火能力を火災耐久試験により確認された耐

火壁によって他の区域と分離する設計とする。 

 

 

また，火災防護上重要な機器等及び重大事故

等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の

消火活動が困難な箇所に設置する窒素消火装置

及び二酸化炭素消火装置並びにグローブボック

ス消火装置(不活性ガス消火装置)のうち作動に

電源が必要となるものは，外部電源喪失時にお

いても消火が可能となるよう，非常用所内電源

設備から給電するとともに蓄電池を設ける設計

とする。 

 

e. 消火設備の警報 

(a) 消火設備の故障警報 

ロ．(ニ)(１)③b.-12 固定式のガス消火装

置は，電源断等の故障警報を中央監視室に吹

鳴する設計とする。 

 

 

 

d. 消火設備の配置上の考慮 

(a) 火災による二次的影響の考慮 

＜中略＞ 

また、煙の二次的影響が火災防護上重要な

機器等及び重大事故等対処施設に悪影響を及

ぼす場合は，延焼防止ダンパを設ける設計と

する。 

 

g. その他 

(b) 消火用の照明器具 

火災防護上重要な機器等を設置する火災区域及

び火災区画のロ．(ニ)(１)③b.-13 消火設備の現

場盤操作等に必要な照明器具として，移動経路及

び消火設備の現場盤周辺に，1時間以上の容量の

蓄電池を内蔵する照明器具を設置する設計とす

る。 

 

 

 

7.1  火災防護設備の基本設計方針 

火災 1 火災防護上重要な機器等ロ．(ニ)(１)④

-1 を収納する建屋に，耐火壁によって囲われた火

災区域を設定する。建屋の火災区域は火災防護上

重要な機器等において選定する機器等の配置も考

慮して火災区域を設定する。 

 

 

 

火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火災 1 火災防護

上重要な機器等を設置する火災区域は，３時間以上の

耐火能力を有する耐火壁(耐火隔壁，耐火シール，防火

扉，延焼防止ダンパ等)として，3時間耐火に設計上必

要な 150mm 以上の壁厚を有するコンクリート壁や火災

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ロ．(ニ)(１)③b.-12

は，事業変更許可申請

書(本文)のロ．

(ニ)(１)③b.-12 を具体

的に記載しており整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ロ．(ニ)(１)③b.-13

は，事業変更許可申請

書(本文)のロ．

(ニ)(１)③b.-13 を具体

的に記載しており整合

している。 

 

 

設工認申請書における

ロ．(ニ)(１)④-1 は，

事業変更許可申請書(本

文)のロ．(ニ)(１)④-1

と同義あり整合してい

る。 
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ロ．(ニ)(１)④-2また，ＭＯＸ燃料加工施設にお

ける火災防護上の系統分離対策を講じる設備である

グローブボックス排気設備のグローブボックス排風

機及びグローブボックス排風機の機能維持に必要な

範囲の非常用所内電源設備において，互いに相違す

る系列間の機器及びケーブル並びにこれらの近傍に

敷設されるその他のケーブルは，「３時間以上の耐

火能力を有する隔壁等で分離された設計」，「互い

に相違する系列間の水平距離が６ｍ以上あり，か

つ，火災感知設備及び自動消火設備を設置する設

計」又は「１時間の耐火能力を有する隔壁等で互い

の系列間を分離し，かつ，火災感知設備及び自動消

火設備を設置する設計」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．(ニ)(１)④-3ただし，火災の影響軽減のため

の措置を講ずる設計と同等の設計として，中央監視

室の制御盤に関しては，不燃性筐体による系統別の

分離対策，高感度煙感知器の設置，常駐する運転員

による消火活動等により，上記設計と同等な設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 火災防護上の系統分離対策 

ＭＯＸ燃料加工施設における安全上重要な施設の中で

も，火災防護上の系統分離対策が必要な機器及び当該

機器を駆動又は制御するケーブルに対し，以下のいず

れかの系統分離対策を講ずる設計とする。 

 

 

 

 

 

(ⅱ)-１ ３時間以上の耐火能力を有する隔壁等による

分離 

系統分離し配置している火災防護上の系統分離対策を

講じる安重機能を有する機器等は，火災耐久試験によ

り３時間以上の耐火能力を確認した，耐火壁で系統間

を分離する設計とする。 

 

(ⅱ)-２ 水平距離６ｍ以上の離隔距離の確保，火災感

知設備及び自動消火設備の設置による分離 

互いに相違する系列の火災防護上の系統分離対策を講

じる設備は，水平距離間には仮置きするものを含め可

燃性物質が存在しないようにし，系列間を６ｍ以上の

離隔距離により分離する設計とし，かつ，火災感知設

備及び自動消火設備を設置することで系統間を分離す

る設計とする。 

 

(ⅱ)-３ １時間耐火隔壁による分離，火災感知設備及

び自動消火設備の設置による分離 

互いに相違する系列の火災防護上の系統分離対策を講

じる設備を１時間の耐火能力を有する隔壁で分離し，

かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置すること

で系統間を分離する設計とする。 

 

 

 

(ⅲ) 中央監視室に対する火災及び爆発の影響軽減 

中央監視室は上記と同等の保安水準を確保する対策と

して，以下のとおり火災及び爆発の影響軽減対策を講

ずる。 

中央監視室に設置する火災防護上の系統分離対策を講

じる制御盤及びそのケーブルについては，以下に示す

分離対策，制御盤内への火災感知器の設置及び運転員

による消火活動を実施する設計とする。 

(ⅲ)-１ 制御盤の分離 

耐久試験により 3時間以上の耐火能力を有する耐火

壁，天井及び床により隣接する他の火災区域と分離す

るとともに，ファンネルには，他の火災区域又は火災

区画からの煙の流入防止を目的として，煙等流入防止

装置を設置する設計とする。 

 

7.1.3  火災及び爆発の影響軽減 

(1) 火災及び爆発の影響軽減対策 

a. 火災防護上の系統分離対策 

ロ．(ニ)(１)④-2ＭＯＸ燃料加工施設におけ

る火災防護上の系統分離対策を講じる設備であ

る核燃料物質の閉じ込め機能を有するグローブ

ボックス排風機及びその機能の維持に必要な支

援機能である非常用所内電源設備については，

互いに相違する系列間の機器及びケーブル並び

にこれらの近傍に敷設されるその他のケーブル

に対する系統分離対策として，以下の設計を講

ずる 

(a) 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等によ

る分離 

系統分離し配置している火災防護上の系統

分離対策を講じる安重機能を有する機器等

は，火災耐久試験により 3時間以上の耐火能

力を確認した，耐火壁で系統間を分離する設

計とする。 

(b) 水平距離 6ｍ以上の離隔距離の確保，火災

感知設備及び自動消火設備の設置による分離 

互いに相違する系列の火災防護上の系統分

離対策を講じる設備は，水平距離間には仮置

きするものを含め可燃性物質が存在しないよ

うにし，系列間を 6ｍ以上の離隔距離により

分離する設計とし，かつ，火災感知設備及び

自動消火設備を設置することで系統間を分離

する設計とする。 

(c) 1 時間耐火隔壁による分離，火災感知設備

及び自動消火設備の設置による分離 

互いに相違する系列の火災防護上の系統分

離対策を講じる設備を 1時間の耐火能力を有

する隔壁で分離し，かつ，火災感知設備及び

自動消火設備を設置することで系統間を分離

する設計とする。 

 

b. 中央監視室の火災及び爆発の影響軽減 

(a) 中央監視室制御盤内の火災影響軽減対策 

ロ．(ニ)(１)④-3 中央監視室に設置する火

災防護上の系統分離対策を講じる制御盤及び

そのケーブルについては，火災及び爆発の影

響軽減のための措置を講ずる設計と同等の設

計として，中央監視室の制御盤に関しては，

「異なる系統の制御盤を系統別に個別の不燃

性の筐体で造る盤とすることで分離（盤の筐

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ロ．(ニ)(１)④-2 は，

事業変更許可申請書(本

文)のロ．(ニ)(１)④-2

を具体的に記載してお

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ロ．(ニ)(１)④-3 は，

事業変更許可申請書(本

文)のロ．(ニ)(１)④-3

を具体的に記載してお

り整合している。 
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ロ．(ニ)(１)④-4中央監視室の床下のケーブルに

関しては，「３時間以上の耐火能力を有する隔壁等

で分離された設計」，「互いに相違する系列間の水

平距離が６ｍ以上あり，かつ，火災感知設備及び自

動消火設備を設置する設計」又は「１時間の耐火能

力を有する隔壁等で互いの系列間を分離し，かつ，

火災感知設備及び自動消火設備を設置する設計」と

する。 

 

 

 

なお，ＭＯＸ燃料加工施設では爆発の発生は想定

されないが，万一，爆発が発生した場合の影響軽減

対策として，焼結炉及び小規模焼結処理装置（以下

「焼結炉等」という。）における爆発の発生を検知

し，検知後は排気経路に設置したダンパを閉止する

設計とする。 

 

⑤ 火災影響評価 

設備等の設置状況を踏まえた可燃性物質の量等を

基に，想定されるＭＯＸ燃料加工施設内の火災又は

爆発によって，安全上重要な施設の安全機能を維持

できることを，火災影響評価にて確認する。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設内の火災又は爆発によ

って，設計基準事故が発生する場合は，それらに対

処するために必要な機器の単一故障を考慮しても事

象が収束できる設計とし，火災影響評価にて確認す

る。 

 

 

 

 

⑥ その他 

ロ．(ニ)(１)⑥「ロ．(ニ)(１)② 火災及び爆発の

中央監視室においては，異なる系統の制御盤を系統別

に個別の不燃性の筐体で造る盤とすることで分離す

る。盤の筐体は 1.5mm 以上の鉄板で構成することによ

り，１時間以上の耐火能力を有する設計とする。 

(ⅲ)-２ 制御盤内の火災感知器 

中央監視室には異なる原理の火災感知器を設置すると

ともに，万一の制御盤内における火災を想定した場

合，可能な限り速やかに火災の感知及び消火を行い，

安全機能への影響を防止できるよう高感度煙感知器を

設置する設計とする。 

(ⅲ)-３ 制御盤内の消火活動 

制御盤内において，高感度煙感知器又は中央監視室内

の火災感知器により火災を感知した場合，運転員は，

制御盤周辺に設置する消火器を用いて早期に消火を行

う。 

 

(ⅲ)-４ 中央監視室床下の影響軽減対策 

中央監視室の床下に関しては，「３時間以上の耐火能

力を有する隔壁等で分離された設計」，「互いに相違

する系列間の水平距離が６ｍ以上あり，かつ，火災感

知設備及び自動消火設備を設置する設計」，又は「１

時間の耐火能力を有する隔壁等で互いの系列間を分離

し，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置する

設計」とする。中央監視室床下に自動消火設備を設置

する場合には，当該室には運転員が駐在することを考

慮し，人体に影響を与えない窒素ガスを使用する設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ．火災影響評価 

ＭＯＸ燃料加工施設の特徴を踏まえ，各火災区域又は

火災区画における安全上重要な施設への火災防護対策

について内部火災影響評価ガイド及び事業許可基準規

則の解釈を参考に，ＭＯＸ燃料加工施設における火災

又は爆発が発生した場合においても安全上重要な施設

の安全機能を損なわないこと及び内部火災により設計

基準事故が発生する場合は，それらに対処するために

必要な機器の単一故障を考慮しても事象が収集できる

ことについて確認する。 

 

体は 1.5mm 以上の鉄板で 1時間以上の耐火能

力を有する）」，「制御盤内に高感度煙感知

器を設置」，「常駐する運転員による消火器

を用いた早期の消火活動」により，上記設計

と同等な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 中央監視室床下の影響軽減対策 

ロ．(ニ)(１)④-4 中央監視室の床下に関し

ては，「3時間以上の耐火能力を有する隔壁

等で分離された設計」，「互いに相違する系

列間の水平距離が 6ｍ以上あり，かつ，火災

感知設備及び自動消火設備を設置する設

計」，又は「1時間の耐火能力を有する隔壁

等で互いの系列間を分離し，かつ，火災感知

設備及び自動消火設備を設置する設計」とす

る。 

＜中略＞ 

f. 焼結炉等に対する爆発の影響軽減対策 

ＭＯＸ燃料加工施設では爆発の発生は想定さ

れないが，万一，爆発が発生した場合の影響軽

減対策として，焼結炉等における爆発の発生を

検知し，検知後は排気経路に設置したダンパを

閉止する設計とする。 

 

 

(2) 火災影響評価 

火災区域又は火災区画における設備等の設置状

況を踏まえた可燃性物質の量等を基に，想定され

るＭＯＸ燃料加工施設内の火災又は爆発によっ

て，安全上重要な施設の安全機能が損なわれない

ことを，「内部火災影響評価ガイド」に基づき，

火災影響評価にて確認する。 

また，火災又は爆発によって設計基準事故が発

生する場合は，それらに対処するために必要な機

器の単一故障を考慮しても異常状態を収束できる

設計とし，「内部火災影響評価ガイド」に基づ

き，火災影響評価にて確認する。 

 

7.1.3  火災及び爆発の影響軽減 

(1) 火災及び爆発の影響軽減対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ロ．(ニ)(１)④-4 は，

事業変更許可申請書(本

文)のロ．(ニ)(１)④-4

を具体的に記載してお

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書における
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発生防止」から「ロ．(ニ)(１)⑤ 火災影響評価」の

ほか，安全機能を有する施設のそれぞれの特徴を考

慮した火災防護対策を講ずる設計とする。 

 

ロ．(ニ)(１)⑥ 

c. 換気設備に対する火災及び爆発の影響軽減対

策 

火災区域境界を貫通する換気ダクトには防火

ダンパ及び延焼防止ダンパを設置することで，

他の区域からの火災及び爆発の影響が及ばない

設計とする。 

ただし，放射性物質貯蔵等の機器等を設置す

る火災区域は，放射性物質による汚染のおそれ

のある区域を常時負圧にすることで閉じ込め機

能を維持する動的な閉じ込め設計とするため，

耐火壁を貫通するダクトについては，厚さ

1.5mm 以上の鋼板ダクトにより，3時間耐火境界

となるよう排気系統を形成する設計とする。 

 

d. 火災発生時の煙に対する火災及び爆発の影響

軽減対策 

運転員が駐在する中央監視室等の火災及び爆

発の発生時の煙を排気するため，換気設備によ

り発生した煙を排気するために，建築基準法に

基づく容量を確保する設計とする。 

 

e. 油タンクに対する火災及び爆発の影響軽減対

策 

火災区域又は火災区画に設置する油タンクの

うち，放射性物質を含まないＭＯＸ燃料加工施

設で使用する油脂類のタンクはベント管により

屋外へ排気する設計とする。 

 

ロ．(ニ)(１)⑥は，事

業変更許可申請書(本

文)のロ．(ニ)(１)⑥を

具体的に記載しており

整合している。 
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ロ．加工施設の一般構造 

(ニ) 火災及び爆発の防止に関する構造 

(２) 重大事故等対処施設の火災及び爆発の防止 

重大事故等対処施設は，火災又は爆発により重大

事故等に対処するために必要な機能が損なわれない

よう，ロ.(ニ)(２)-1火災及び爆発の発生を防止し，

早期に火災発生を感知し消火を行うために，火災防

護対策を講ずる設計とする。 

 

 

① 基本事項 

ａ．火災区域及び火災区画の設定 

ロ.(ニ)(２)①a.-1重大事故等対処施設を設置する

エリアについて，重大事故等対処施設と設計基準事

故に対処するための設備の配置を考慮して火災区域

及び火災区画を設定する。 

重大事故等対処施設は，火災又は爆発により重大

事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれ

がないよう，火災防護対策を講ずる設計とする。火

災防護対策を講ずる設計を行うに当たり，重大事故

等対処施設を設置する区域を火災区域及び火災区画

に設定する。 

 

火災区域は，３時間以上の耐火能力を有する耐火

壁により隣接する他の火災区域と分離する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ニ)(２)①a.-2屋外の重大事故等対処施設を設

置する区域については，他の区域と分離して火災防

護対策を実施するために，重大事故等対処施設と設

計基準事故に対処するための設備の配置を考慮して

周囲からの延焼防止のために火災区域を設定する。 

 

 

火災区画は，建屋内及び屋外で設定した火災区域

を，重大事故等対処施設と火災2設計基準事故に対処

するための設備の配置等を考慮して，耐火壁又は離

隔距離に応じて細分化して設定する。 

 

 

 

 

 

ｂ．重大事故等対処施設に対する火災及び爆発の防

止に関する設計 

(ａ) 火災及び爆発の防止に関する設計方針 

重大事故等対処施設は，火災又は爆発により重大事

故等に対処するために必要な機能が損なわれないよ

う，重大事故等対処施設を設置する区域を火災区域及

び火災区画に設定し，火災及び爆発の発生防止，火災

の感知及び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を

講ずる設計とする。 

 

＜中略＞ 

ⅰ．火災区域及び火災区画の設定 

重大事故等対処施設を設置するエリアについて，重

大事故等対処施設と設計基準事故に対処するための設

備の配置を考慮して火災区域及び火災区画を設定す

る。 

重大事故等対処施設は，火災又は爆発により重大事

故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがな

いよう，火災防護対策を講ずる設計とする。火災防護

対策を講ずる設計を行うに当たり，重大事故等対処施

設を設置する区域を火災区域及び火災区画に設定す

る。 

 

火災区域は，３時間以上の耐火能力を有する耐火壁

として，３時間耐火に設計上必要な 150mm 以上の壁厚

を有するコンクリート壁や火災耐久試験により３時間

以上の耐火能力を有することを確認した耐火壁により

隣接する他の火災区域と分離する。 

 

 

 

 

 

 

 

屋外の重大事故等対処施設を設置する区域について

は，他の区域と分離して火災防護対策を実施するため

に，重大事故等対処施設と設計基準事故に対処するた

めの設備の配置を考慮して周囲からの延焼防止のため

に火災区域を設定する。 

 

 

火災区画は，建屋内及び屋外で設定した火災区域を

重大事故等対処施設と設計基準事故に対処するための

設備の配置等を考慮して，耐火壁又は離隔距離に応じ

て細分化して設定する。 

 

 

 

 

 

7.1  火災防護設備の基本設計方針 

 

＜中略＞ 

重大事故等対処施設は，火災又は爆発により重

大事故に至るおそれがある事故若しくは重大事故

(以下「重大事故等」という。)重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれないよう，

ロ.(ニ)(２)-1 重大事故等対処施設を設置する火

災区域及び火災区画に対して，火災防護対策を講

ずる。 

 

＜中略＞ 

ロ.(ニ)(２)①a.-1 火災防護上重要な機器等及

び重大事故等対処施設を収納する建屋に，耐火壁

によって囲われた火災区域を設定する。建屋の火

災区域は，火災防護上重要な機器等において選定

する機器等の配置も考慮して火災区域を設定す

る。 

 

 

 

 

 

火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火災防護

上重要な機器等を設置する火災区域は，3時間以

上の耐火能力を有する耐火壁(耐火隔壁，耐火シー

ル，防火扉，延焼防止ダンパ等)として，3時間耐

火に設計上必要な 150mm 以上の壁厚を有するコン

クリート壁や火災耐久試験により 3時間以上の耐

火能力を有する耐火壁，天井及び床により隣接す

る他の火災区域と分離するとともに，ファンネル

には，他の火災区域又は火災区画からの煙の流入

防止を目的として，煙等流入防止装置を設置する

設計とする。 

 

ロ.(ニ)(２)①a.-2 屋外の火災防護上重要な機

器等及び重大事故等対処施設を設置する区域につ

いては，周囲からの延焼防止のために火災区域を

設定する。 

 

 

 

火災区画は，建屋内及び建屋外で設定した火災

区域を火災 2 火災防護上重要な機器等及び重大事

故等対処施設の配置等を考慮して，耐火壁，離隔

距離及び系統分離状況に応じて分割して設定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)-1 は、事業

変更許可申請書(本文)

のロ.(ニ)(２)-1 と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)①a.-1 は、

事業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(２)①a.-

1 と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)①a.-2 は、

事業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(２)①a.-

2 と同義であり整合して

いる。 

 

設工認申請書の火災 2

は、事業変更許可申請

書(本文)の火災 2 と同

義であり整合してい

る。 

以下同じものは火災 2

とし省略する。 
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ロ.(ニ)(２)①a.-3重大事故等対処施設のうち常設

のものに対して火災区域及び火災区画を設定する。 

重大事故等対処施設のうち常設のものに対して火

災区域及び火災区画を設定し，火災及び爆発の発生

防止並びに火災の感知及び消火のそれぞれを考慮し

た火災防護対策を講ずる設計とする。 

 

 

重大事故等対処設備のうち，動的機器の故障等の

機能喪失の要因となる事象（以下「内的事象」とい

う。）を要因とする重大事故等へ対処する常設重大

事故等対処設備は，関連する工程を停止することに

より重大事故に至らずその機能を必要としないた

め，消防法，建築基準法，都市計画法及び日本電気

協会電気技術規程・指針に基づき設備等に応じた火

災防護対策を講ずる設計とする。 

 

 

 

なお，重大事故等対処施設のうち，可搬型のもの

に対する火災防護対策については，火災防護計画に

定めて実施する。 

 

ｂ．火災防護計画 

ロ.(ニ)(２)①b.火災防護計画は，「ロ．(ニ)(１)

①ｆ．火災防護計画」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 火災及び爆発の発生防止 

ＭＯＸ燃料加工施設の火災及び爆発の発生を防止

するため，ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う化学薬品

等のうち，可燃性物質若しくは熱的に不安定な物質

を使用する系統及び機器に対する着火源の排除，異

常な温度上昇の防止対策，可燃性物質の漏えい防止

対策，空気の混入防止対策を講ずる設計とするとと

もに，熱的制限値を設ける設計とする。 

 

 

また，ロ.(ニ)(２)②-1上記に加え発火性物質又は

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備のうち，外部からの影響を

受ける事象（以下「外的事象」という。）以外の動的

機器の故障，及び静的機器の損傷等（以下「内的事

象」という。）を要因とする重大事故等へ対処する常

設重大事故等対処設備であり，必要に応じて関連する

工程を停止することにより重大事故に至らずその機能

を必要としないものについては，消防法，建築基準

法，都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針

に基づき設備等に応じた火災防護対策を講ずる設計と

する。 

 

なお，重大事故等対処施設のうち，可搬型のもの(以

下「可搬型重大事故等対処設備」という。)に対する火

災防護対策については，火災防護計画に定める。 

＜中略＞ 

ⅱ．火災防護計画 

火災防護計画は，「イ．(ロ)(４)①ａ．(ａ)ⅵ．火

災防護計画」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 重大事故等対処施設に対する火災及び爆発の

発生防止 

ⅰ．施設特有の火災及び爆発の発生防止 

重大事故等対処施設の火災及び爆発の発生防止につ

いては，ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う化学薬品等の

うち，可燃性物質若しくは熱的に不安定な物質を使用

する系統及び機器に対する着火源の排除，異常な温度

上昇の防止対策，可燃性物質の漏えい防止対策，空気

の混入防止対策を講ずる設計とするとともに，熱的制

限値を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

ⅱ．重大事故等対処施設の火災及び爆発の発生防止 

重大事故等対処施設の火災及び爆発の発生防止につ

ロ.(ニ)(２)①a.-3 重大事故等対処施設は，火

災又は爆発により重大事故に至るおそれがある事

故若しくは重大事故(以下「重大事故等」とい

う。)重大事故等に対処するために必要な機能が損

なわれないよう，重大事故等対処施設を設置する

火災区域及び火災区画に対して，火災防護対策を

講ずる。 

 

なお，火災防護上重要な機器等以外の安全機能

を有する施設を含めたＭＯＸ燃料加工施設及び重

大事故等対処設備のうち，内的事象を要因とする

重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備

は，関連する工程を停止することにより重大事故

に至らずその機能を必要としないため，消防法，

建築基準法，都市計画法及び日本電気協会電気技

術規程・指針に基づき設備等に応じた火災防護対

策を講ずる設計とする。 

 

 

重大事故等対処設備のうち，可搬型のものに対

する火災防護対策については，保安規定に定めて

実施する。 

 

 

ロ.(ニ)(２)①b.重大事故等対処施設は，火災及

び爆発の発生防止，火災の早期感知及び消火を行

うために必要な手順等について保安規定に定め

る。 

その他の施設については，消防法，建築基準

法，都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・

指針に基づき設備に応じた火災防護対策を講じる

ことを保安規定に定める。 

敷地及び敷地周辺で想定される自然現象並びに

人為事象による火災及び爆発（以下「外部火災」

という。）については，安全機能を有する施設を

外部火災から防護するための運用等について保安

規定に定める。 

 

7.1.1 火災及び爆発の発生防止 

(1) 施設特有の火災及び爆発の発生防止 

火災及び爆発の発生を防止するため，ＭＯＸ燃

料加工施設で取り扱う化学薬品等のうち可燃性物

質若しくは熱的に不安定な物質を使用する系統及

び機器に対する着火源の排除，異常な温度上昇の

防止対策，可燃性物質の漏えい防止対策，空気の

混入防止対策を講ずる設計とするとともに，熱的

制限値を設ける設計とする。 
 

(2) ＭＯＸ燃料加工施設の火災及び爆発の発生防止 

ロ.(ニ)(２)②-1 火災及び爆発の発生防止にお

ける発火性物質又は引火性物質に対する火災及び

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)①a.-3 は、

事業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(２)①a.-

3 と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)①b.は、事

業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(２)①a.

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)②-1 は、事
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引火性物質を内包する設備に対する火災及び爆発の

発生防止対策を講ずるとともに， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ニ)(２)②-2可燃性の蒸気又は可燃性の微粉に

対する対策， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いては，発火性物質又は引火性物質を内包する設備及

びこれらの設備を設置する火災区域又は火災区画に対

する火災及び爆発の発生防止対策を講ずるとともに， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可燃性の蒸気又は可燃性の微粉に対する対策， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

爆発の発生防止対策は，火災区域又は火災区画に

設置する「潤滑油」，「燃料油」に加え，ＭＯＸ

燃料加工施設で取り扱う物質として，「水素」及

び上記に含まれない「分析試薬」を対象とする。 

分析試薬については，少量ではあるが可燃性試

薬及び引火性試薬を含む多種類の分析試薬を取り

扱うため，保管及び取扱いに係る火災及び爆発の

発生防止対策を講ずる。 

潤滑油，燃料油を内包する設備(以下「油内包設

備」という。)は，溶接構造又はシール構造により

漏えい防止対策を講ずる設計とするとともに，オ

イルパン又は堰を設置し，漏えいした潤滑油又は

燃料油が拡大することを防止する設計とする。 

油内包設備の火災及び爆発により，火災及び爆

発の影響を受けるおそれのある火災防護上重要な

機器等の安全機能及び重大事故等に対処するため

に必要な機能を損なわないよう耐火壁，隔壁の設

置又は離隔による配置上の考慮を行う設計とす

る。 

油内包設備を設置する火災区域又は火災区画

は、機械換気又は自然換気を行う設計とする。 

火災区域に設置する発火性物質又は引火性物質

を貯蔵する機器は，運転に必要な量に留めて貯蔵

する設計とする。 

水素を内包する設備(以下「可燃性ガス内包設

備」という。)は，溶接構造等により可燃性ガスの

漏えいを防止する設計とする。 

 

ロ.(ニ)(２)②-2 可燃性ガス内包設備の火災及

び爆発により，火災及び爆発の影響を受けるおそ

れのある火災防護上重要な機器等の安全機能及び

重大事故等に対処するために必要な機能を損なわ

ないよう耐火壁，隔壁の設置又は離隔による配置

上の考慮を行う設計とする。 

＜中略＞ 

ロ.(ニ)(２)②-2 火災区域における現場作業に

おいて有機溶剤を使用する場合は必要量以上持ち

込まない運用とするとともに，可燃性の蒸気が滞

留するおそれがある場合は，使用する作業場所に

おいて，換気，通風又は拡散の措置を行うととも

に，建屋の送風機及び排風機による機械換気によ

り滞留を防止する設計とする。 

ロ.(ニ)(２)②-2 燃料棒解体設備の燃料棒解体

装置の切断機は，燃料棒の切断時にジルカロイ粉

末が発生しないよう，燃料棒(被覆管端栓部)は押

切機構の切断機(パイプカッタ)を用いて切断し，

ペレットを抜き取った後の燃料棒(被覆管部)は押

切機構の切断機(鉄筋カッタ)を用いて切断を行う

設計とする。 

 

 

業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(２)②-1

を具体的に記載してお

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)②-2 は、事

業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(２)②-2

を具体的に記載してお

り整合している。 
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ロ.(ニ)(２)②-3発火源に対する対策， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ニ)(２)②-4水素に対する換気， 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ニ)(２)②-5漏えい検出対策及び 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ニ)(２)②-6接地対策， 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ニ)(２)②-7電気系統の過電流による過熱及び

焼損の防止対策等を講ずる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．不燃性材料又は難燃性材料の使用 

ＭＯＸ燃料加工施設の建物は，耐火構造又は不燃

性材料で造られたものとするとともに，必要に応じ

て防火壁の設置その他の適切な防火措置を講ずる設

計とする。 

発火源に対する対策， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水素に対する換気及び 

 

 

 

 

 

 

 

 

漏えい検出対策， 

 

 

 

 

 

 

接地対策， 

 

 

 

 

 

 

空気の混入防止対策並びに電気系統の過電流による過

熱及び焼損の防止対策等を講ずる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災及び爆発の発生防止のため，ロ.(ニ)(２)②

-3 発火源への対策として火花の発生を伴う設備

は，発生する火花が発火源となることがないよう

装置内雰囲気をヘリウムガスに置換した後に溶

接，押切機構の切断機(パイプカッタ)の使用及び

周辺に可燃性物質を保管しないこととする。 

また，高温となる設備は，高温部を断熱材又は

耐火材で覆うこと又は冷却することにより，可燃

性物質との接触及び運転中は温度の監視を行うと

ともに温度制御機器により温度制御を行うことに

より可燃性物質の不要な加熱を防止する設計とす

る。 

 

ロ.(ニ)(２)②-4 可燃性ガス内包設備を設置す

る火災区域又は火災区画は、機械換気又は自然換

気を行う設計とする。 

このうち，蓄電池を設置する火災区域は，機械

換気を行うことにより，水素濃度を燃焼限界濃度

以下とするよう設計するとともに，蓄電池室への

可燃性物質の持ち込み管理を行う。 

 

＜中略＞ 

ロ.(ニ)(２)②-5 蓄電池室の上部に水素ガス漏

えい検知器を設置し，水素の燃焼限界濃度である

4vol%の 4 分の 1以下で中央監視室に警報を発する

設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

ロ.(ニ)(２)②-6 水素・アルゴン混合ガスを取

り扱う系統及び機器のうち，漏電により着火源と

なるおそれのある機器及び静電気の発生のおそれ

のある機器は接地を施す設計とする。 

 

 

＜中略＞ 

過電流による過熱及び焼損による火災及び爆発

の発生防止のため，電気設備は，機器の損壊，故

障及びその他の異常を検知した場合には，遮断器

により故障箇所を隔離することにより，故障の影

響を局所化できるとともに，他の安全機能への影

響を限定できる設計とする。 

電気室は，電源供給のみに使用することを保安

規定に定め，管理する。 

 

(3) 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

ＭＯＸ燃料加工施設の建物は，耐火構造又は不

燃性材料で造られたものとするとともに，必要に

応じて防火壁の設置その他の適切な防火措置を講

ずる設計とする。 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)②-3 は、事

業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(２)②-3

を具体的に記載してお

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)②-4 は、事

業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(２)②-4

を具体的に記載してお

り整合している。 

 

 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)②-5 は、事

業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(２)②-5

を具体的に記載してお

り整合している。 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)②-6 は、事

業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(２)②-6

を具体的に記載してお

り整合している。 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)②-7 は、事

業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(２)②-7

を具体的に記載してお

り整合している。 
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重大事故等対処施設の機器等のうち，

ロ.(ニ)(２)a.-1主要な構造材，ケーブル，換気設備

のフィルタ，保温材，建屋内装材及び遮蔽材は，可

能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計

とし，不燃性材料又は難燃性材料の使用が技術上困

難な場合は，代替材料を使用する設計とする。 

また，代替材料の使用が技術上困難な場合は，当

該重大事故等対処施設における火災及び爆発に起因

して，他の重大事故等対処施設の火災及び爆発が発

生することを防止するための措置を講ずる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ．不燃性材料又は難燃性材料の使用 

重大事故等対処施設は，可能な限り不燃性材料又は

難燃性材料を使用する設計とし，不燃性材料又は難燃

性材料の使用が技術上困難な場合は，代替材料を使用

する設計とする。 

また，構築物，系統及び機器の機能を確保するため

に代替材料の使用が技術上困難な場合は，当該系統及

び機器における火災に起因して，他の重大事故等対処

施設において火災が発生することを防止するための措

置を講ずる設計とする。 

＜中略＞ 

(ⅰ) 主要な構造材に対する不燃性材料 

重大事故等対処施設を構成する機器等のうち，機

器，配管，ダクト，ケーブルトレイ，電線管及び盤の

筐体並びにこれらの支持構造物の主要な構造材は，火

災及び爆発の発生防止を考慮し，金属材料又はコンク

リートを使用する設計とする。 

 

＜中略＞ 

ただし，配管等のパッキン類は，その機能を確保す

るために必要な代替材料の使用が技術上困難である

が，金属で覆われた狭隘部に設置し直接火炎にさらさ

れることはなく，火災による安全機能への影響は限定

的であること,また，他の重大事故等対処施設に延焼す

るおそれがないことから，不燃性材料又は難燃性材料

ではない材料を使用可能な設計とする。 

また，金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑

油，並びに金属に覆われた機器内部のケーブルは，発

火した場合でも他の重大事故等対処施設に延焼しない

ことから，不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を

使用可能な設計とする。 

 

＜中略＞ 

なお，焼結炉等の炉体及び閉じ込めの境界を構成す

る部材は，耐熱性を有する材料を使用する設計とす

る。 

＜中略＞ 

(ⅳ) 換気フィルタに対する不燃性材料及び難燃性

材料の使用 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｂ)ⅲ．(ⅳ) 換気設備のフ

ィルタに対する不燃性材料及び難燃性材料の使用」の

基本方針を適用する。 

 

 

 

(ⅴ) 保温材に対する不燃性材料の使用 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｂ)ⅲ．(ⅴ) 保温材に対す

る不燃性材料の使用」の基本方針を適用する。 

 

 

 

火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施

設の機器等は，可能な限り不燃性材料又は難燃性

材料を使用する設計とし，不燃性材料又は難燃性

材料の使用が技術上困難な場合は，不燃性材料又

は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの(以下

「代替材料」という。)を使用する設計もしくは，

代替材料の使用が技術上困難な場合は，当該機器

等及び重大事故等対処施設における火災に起因し

て，他の機器等及び重大事故等対処施設において

火災及び爆発が発生することを防止するための措

置を講ずる設計とする。 

 

火災防護上重要な機器等及びロ.(ニ)(２)a.-1

重大事故等対処施設を構成する機器等のうち，機

器，配管，ダクト，ケーブルトレイ，電線管及び

盤の筐体並びにこれらの支持構造物の主要な構造

材は，火災及び爆発の発生防止を考慮し，金属材

料又はコンクリートを使用する設計とする。 

＜中略＞ 

ロ.(ニ)(２)a.-1 ただし，配管等のパッキン類

は，その機能を確保するために必要な代替材料の

使用が技術上困難であるが，金属で覆われた狭隘

部に設置し直接火炎に晒されることのない設計と

する。 

 

 

ロ.(ニ)(２)a.-1 また，金属に覆われたポンプ

及び弁の駆動部の潤滑油並びに金属に覆われた機

器内部のケーブルは，発火した場合でも他の火災

防護上重要な機器等に延焼しないことから，不燃

性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設

計とする。 

ロ.(ニ)(２)a.焼結炉等の炉体及び閉じ込めの境

界を構成する部材は，耐熱性を有する材料を使用

する設計とする。 

 

＜中略＞ 

火災防護上重要な機器等及びロ.(ニ)(２)a.-1

重大事故等対処施設のうち，換気設備のフィルタ

は，「JACA No.11A（空気清浄装置用ろ材燃焼性試

験方法指針（公益社団法人日本空気清浄協

会））」により難燃性を満足する難燃性材料又は

不燃性材料を使用する設計とする。 

 

＜中略＞ 

火災防護上重要な機器等及びロ.(ニ)(２)a.-1

重大事故等対処施設に対する保温材は，平成 12 年

建設省告示第 1400 号に定められたもの又は建築基

準法で不燃性材料として定められたものを使用す

る設計とする。 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)a.-1 は、事

業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(２)a.-1

を具体的に記載してお

り整合している。 
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放射性物質を内包するグローブボックス等のう

ち，閉じ込め機能を喪失することでＭＯＸ燃料加工

施設の安全性を損なうおそれのあるものについて

は，不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とす

る。 

 

重大事故等対処施設に使用するケーブルには，実

証試験により延焼性及び自己消火性を確認したケー

ブルを使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設に使用するケーブルのうち，

機器等の性能上の理由からやむを得ず実証試験によ

り延焼性及び自己消火性が確認できないケーブル

は，金属製の筐体等に収納する，延焼防止材により

保護する，専用の電線管に敷設する等の措置を講ず

ることにより，他の重大事故等対処施設及び設計基

準事故に対処するための設備において火災及び爆発

が発生することを防止する設計とする。 

 

 

 

(ⅵ) 建屋内装材に対する不燃性材料の使用 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｂ)ⅲ．(ⅵ) 建屋内装材に

対する不燃性材料の使用」の基本方針を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅶ) 遮蔽材に対する不燃性材料又は難燃性材料の

使用 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｂ)ⅲ．(ⅶ) 遮蔽材に対す

る不燃性材料又は難燃性材料の使用」の基本方針を適

用する。 

 

 

 

核燃料物質を非密封で取り扱う機器を収納するグロ

ーブボックス等は，不燃性材料又は難燃性材料を使用

する設計とする。 

 

 

(ⅲ) 難燃ケーブルの使用 

重大事故等対処施設及び安重機能を有する機器等の

うちグローブボックス内に使用するケーブルは，実証

試験により延焼性（米国電気電子工学学会規格

IEEE383-1974 又は IEEE1202-1991 垂直トレイ燃焼試

験）及び自己消火性（UL1581（Fourth Edition）1080 

VW-1 UL 垂直燃焼試験）を確認したケーブルを使用す

る設計とする。 

 

ただし，機器の性能上の理由から実証試験にて延焼

性及び自己消火性を確認できないケーブルは，難燃ケ

ーブルと同等以上の性能を有する材料を使用する設計

とする。 

具体的には，ケーブルに対し，金属製の筐体等に収

納，延焼防止材により保護，専用の電線管に敷設等の

措置を講ずることにより，他の重大事故等対処施設及

び設計基準事故に対処するための設備において火災及

び爆発が発生することを防止する設計とする。 

 

 

ロ.(ニ)(２)a.-1 建屋内装材は，建築基準法に

基づく不燃性材料若しくはこれと同等の性能を有

することを試験により確認した材料又は消防法に

基づく防炎物品若しくはこれと同等の性能を有す

ることを試験により確認した材料を使用する設計

とする。 

ロ.(ニ)(２)a.-1 ただし，塗装は当該場所にお

ける環境条件を考慮したものとする。管理区域の

床は，耐汚染性，除染性，耐摩耗性等を考慮し，

難燃性能を確認したコーティング剤を不燃性材料

であるコンクリート表面に塗布する設計とする。 

ロ.(ニ)(２)a.-1 また，中央監視室等及び緊急

時対策建屋の対策本部室のカーペットは，消防法

に基づく防炎物品又はこれと同等の性能を有する

ことを試験により確認した材料を使用する設計と

する。 

 

＜中略＞ 

火災防護上重要な機器等及びロ.(ニ)(２)a.-1

重大事故等対処施設に使用する遮蔽材は，可能な

限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計と

する。 

なお，可燃性の遮蔽材を使用する場合は，不燃

性材料又は難燃性材料で覆う設計とする。 

 

＜中略＞ 

核燃料物質を非密封で取り扱う機器を収納する

グローブボックス等は，不燃性材料又は難燃性材

料を使用する設計とする。 

 

 

 

火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施

設に使用するケーブルには，実証試験により延焼

性（米国電気電子工学学会規格 IEEE383-1974 又は

IEEE1202-1991 垂直トレイ燃焼試験）及び自己消

火性（UL1581（Fourth Edition）1080 VW-1 UL 垂

直燃焼試験）を確認したケーブルを使用する設計

とする。 

 

ただし，機器等の性能上の理由から実証試験に

より延焼性及び自己消火性が確認できないケーブ

ルをやむを得ず使用する場合は，難燃ケーブルを

使用した場合と同等以上の難燃性能があることを

実証試験により確認した上で使用するか，金属製

の筐体等に収納，延焼防止材により保護，専用の

電線管に敷設等の措置を講ずることにより，他の

重大事故等対処施設及び設計基準事故に対処する

ための設備において火災及び爆発が発生すること

を防止する設計とする。 
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ロ.(ニ)(２)a.-2建屋内の変圧器及び遮断器は，絶

縁油等の可燃性物質を内包していないものを使用す

る設計とする。 

 

 

 

 

ｂ．落雷，地震等の自然現象による火災及び爆発の発

生防止 

ロ.(ニ)(２)b.-1重大事故時にＭＯＸ燃料加工施設

の敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等

対処施設への影響度，事象進展速度や事象進展に対

する時間余裕の観点から，重大事故時に重大事故等

対処施設に影響を与えるおそれがある事象として，

地震，津波，落雷，風（台風），竜巻，凍結，高

温，降水，積雪，火山の影響，生物学的事象，森林

火災及び塩害である。 

 

これらの自然現象のうち，ＭＯＸ燃料加工施設で

火災及び爆発を発生させるおそれのある落雷，地

震，竜巻（風（台風）を含む。）について，これら

の現象によって火災及び爆発が発生しないように，

以下のとおり火災防護対策を講ずる設計とする。 

 

 

 

落雷による火災及び爆発の発生を防止するため，

建築基準法及び消防法に基づき避雷設備を設置する

設計とする。 

 

 

 

各構築物に設置する避雷設備は，接地系と連接す

ることにより，接地抵抗の低減及び雷撃に伴う接地

系の電位分布の平坦化を図る設計とする。 

 

 

 

ロ.(ニ)(２)b.-2重大事故等対処施設は，耐震設計

上の重要度分類に応じた地震力が作用した場合にお

いても支持することができる地盤に設置し，自らの

破壊又は倒壊による火災及び爆発の発生を防止する

設計とするとともに，事業許可基準規則第二十五条

に示す要求を満足するよう，「事業許可基準規則の

解釈」に従い耐震設計を行う設計とする。 

 

 

 

竜巻（風（台風）を含む。）について，重大事故

等対処施設は，重大事故時の竜巻（風（台風）を含

＜中略＞ 

(ⅱ) 変圧器及び遮断器に対する絶縁油の内包 

重大事故等対処施設のうち，建屋内に設置する変圧

器及び遮断器は絶縁油を内包しない乾式を使用する設

計とする。 

 

 

 

ⅳ．落雷，地震等の自然現象による火災及び爆発の

発生防止 

重大事故時におけるＭＯＸ燃料加工施設の敷地及び

その周辺での発生の可能性，重大事故等対処施設への

影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の

観点から，重大事故時に重大事故等対処施設に影響を

与えるおそれがある事象として，地震，津波，落雷，

風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の

影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。 

 

＜中略＞ 

したがって，ＭＯＸ燃料加工施設で火災及び爆発を

発生させるおそれのある自然現象として，落雷，地

震，竜巻（風（台風）含む。）及び森林火災につい

て，これらの自然現象によって火災及び爆発が発生し

ないように，以下のとおり火災防護対策を講ずる設計

とする。 

 

(ⅰ) 落雷による火災及び爆発の発生防止 

落雷による火災及び爆発の発生を防止するため，

「原子力発電所の耐雷指針」（JEAG4608），建築基準

法及び消防法に基づき，日本産業規格に準拠した避雷

設備を設置する設計とする。 

 

 

各々の防護対象施設に設置する避雷設備は，接地系

と連接することにより，接地抵抗の低減及び雷撃に伴

う接地系の電位分布の平坦化を図る設計とする。 

＜中略＞ 

 

(ⅱ) 地震による火災及び爆発の発生防止 

ロ.(ニ)(２)b.-2 重大事故等対処施設は，耐震設計

上の重要度分類に応じた地震力が作用した場合におい

ても支持することができる地盤に設置し，自らの破壊

又は倒壊による火災及び爆発の発生を防止する。 

耐震については事業許可基準規則の第二十五条に示

す要求を満足するよう，事業許可基準規則の解釈に従

い耐震設計を行う設計とする。 

 

(ⅲ) 竜巻（風（台風）を含む。）による火災及び

爆発の発生防止 

重大事故等対処施設は，重大事故時の竜巻（風（台

風）を含む。）の影響により火災及び爆発が発生する

 

火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施

設の機器等のうち，ロ.(ニ)(２)a.-2 建屋内に設

置する変圧器及び遮断器は絶縁油を内包しない乾

式を使用する設計とする。 

 

 

 

(4) 自然現象による火災及び爆発の発生防止 

ロ.(ニ)(２)b.-1 自然現象として，地震，津

波，落雷，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，

積雪，火山の影響(降下火砕物によるフィルタの目

詰まり等)，生物学的事象，森林火災及び塩害を考

慮する。 

 

 

 

 

これらの自然現象のうち，火災及び爆発を発生

させるおそれのある落雷，地震，竜巻(風(台風)を

含む。)及び森林火災について，これらの現象によ

って火災及び爆発が発生しないように，以下のと

おり火災防護対策を講ずる設計とする。 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設において火災及び爆発を発

生させるおそれのある自然現象のうち落雷による

火災及び爆発の発生を防止するため，建築基準法

及び消防法に基づき避雷設備を設置する設計とす

る。 

 

各構築物に設置する避雷設備は，接地系と連接

することにより，接地抵抗の低減及び雷撃に伴う

構内接地系の電位分布の平坦化を図る設計とす

る。 

 

 

ロ.(ニ)(２)b.-2 重大事故等対処施設は，重大

事故等対処施設の設備分類に応じた地震力が作用

した場合においても支持することができる地盤に

設置し，耐震設計を行うことで自らの破壊又は倒

壊による火災及び爆発の発生を防止する設計とす

る。 

 

 

 

 

重大事故等対処施設は，重大事故等時の竜巻(風

(台風)を含む。)の影響により火災及び爆発が発生

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)a.-2 は、事

業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(２)a.-2

と同義であり整合して

いる。 

 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)b.-1 は、事

業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(２)b.-1

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)b.-2 は、事

業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(２)b.-2

と同義であり整合して

いる。 
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む。）の影響により火災及び爆発が発生することが

ないように，竜巻防護対策を行う設計とする。 

 

なお，森林火災については，防火帯により，重大

事故等対処施設の火災及び爆発の発生防止を講ずる

設計とする。 

 

③ 火災の感知，消火 

ａ．早期の火災感知及び消火 

火災の感知及び消火は，重大事故等対処施設に対

する火災の影響を限定し，早期の火災感知及び消火

を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する

設計とする。 

 

 

 

火災感知設備及び消火設備はロ.(ニ)(２)③a.-2

「ロ．(ニ)(２)②ｂ．落雷，地震等の自然現象によ

る火災及び爆発の発生防止」で抽出した自然現象に

対して，火災感知及び消火の機能，性能が維持でき

る設計とする。 

 

 

 

火災感知設備及び消火設備は，火災区域及び火災

区画に設置した重大事故等対処施設が地震による火

災を想定する場合においてはロ.(ニ)(２)③a.-3耐震

設計上の重要度分類に応じて機能を維持できる設計

とする。 

 

 

ロ.(ニ)(２)③a.-4また，消火設備は，破損，誤作

動又は誤操作が起きた場合のほか，火災感知設備の

破損，誤作動又は誤操作が起きたことにより消火設

備が作動した場合においても，重大事故等に対処す

るために必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ことがないように，竜巻防護対策を行う設計とする。 

 

(ⅳ) 森林火災による火災及び爆発の発生防止 

森林火災については，防火帯により，重大事故等対

処施設の火災及び爆発の発生防止を講ずる設計とす

る。 

 

 

(ｃ) 火災の感知，消火 

火災の感知及び消火については，重大事故等対処施

設に対して，早期の火災感知及び消火を行うための火

災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。 

また，グローブボックス内に対しても，早期に火災

感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備

を設置する設計とする。 

 

具体的な設計を「イ．(ロ)(４)①ｂ．(ｃ)ⅰ.火災感

知設備」から「イ．(ロ)(４)①ｂ．(ｃ)ⅳ.消火設備の

破損，誤動作又は誤操作による重大事故等対処施設へ

の影響」に示す。 

 

 

 

 

このうち，火災感知設備及び消火設備が，地震等の

自然現象に対して，火災感知及び消火の機能，性能が

維持され，かつ，重大事故等対処施設の耐震重要度分

類に応じて，機能を維持できる設計とすることを

「イ．(ロ)(４)①ｂ．(ｃ)ⅲ.自然現象の考慮」に示

す。 

 

また，消火設備は，破損，誤動作又は誤操作が起き

た場合においても，重大事故等対処施設の安全機能を

損なわない設計とすることを「イ．(ロ)(４)①ｂ．

(ｃ)ⅳ.消火設備の破損，誤動作又は誤操作による重大

事故等対処施設への影響」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

することがないように，竜巻防護対策を行う設計

とする。 

 

森林火災については，防火帯により，重大事故

等対処施設の火災及び爆発の発生防止を講ずる設

計とする。 

 

7.1.2  火災の感知，消火 

火災の感知及び消火は，火災防護上重要な機

器等及び重大事故等対処施設に対して，早期の

火災感知及び消火を行うための火災感知設備及

び消火設備を設置する設計とする。 

また，グローブボックス内に対しても，早期

に火災感知及び消火を行うための火災感知設備

及び消火設備を設置する設計とする。 

 

火災感知設備及び消火設備は，ロ.(ニ)(２)③

a.-2「7.1.1(4) 自然現象による火災及び爆発

の発生防止」で抽出した自然現象に対して，火

災感知及び消火の機能，性能が維持できる設計

とする。 

 

 

火災感知設備及び消火設備については，火災

区域及び火災区画に設置した火災防護上重要な

機器等の耐震重要度分類及び重大事故等対処施

設のロ.(ニ)(２)③a.-3 設備区分に応じて，機

能を維持できる設計とする。 

 

(2) 消火設備 

ロ.(ニ)(２)③a.-4 消火設備の破損，誤作動又

は誤操作が発生した場合のほか，火災感知設備の

破損，誤作動又は誤操作が起きたことにより消火

設備が作動した場合においても，火災防護上重要

な機器等の安全機能を損なわないよう，安全上重

要な施設のグローブボックス内で発生する火災に

対しては，臨界管理の観点から，ガス系又は粉末

系の消火剤を使用する設計とし，グローブボック

ス内への消火剤放出に伴う圧力上昇によるグロー

ブボックスの閉じ込め機能を損なわない設計，非

常用発電機は，二酸化炭素消火装置の破損，誤作

動又は誤操作により流出する二酸化炭素の影響

で，運転中の非常用発電機が給気不足を引き起こ

さないように，外気より給気を行う設計，電気絶

縁性が大きい固定式のガス消火装置(不活性ガス消

火装置)を設置することにより，設備の破損，誤作

動又は誤操作により消火剤が放出されても，電気

及び機械設備に影響を与えない設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)③a.-1 は、

事業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(２)③a.-

1 を具体的に記載してお

り整合している。 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)③a.-2 は、

事業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(２)③a.-

2 と同義であり整合して

いる。 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)③a.-3 は、

事業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(２)③a.-

3 と同義であり整合して

いる。 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)③a.-4 は、

事業変更許可申請書(本

文)のロ.(ニ)(２)③a.-

4 を具体的に記載してお

り整合している。 
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(ａ) 火災感知設備 

ロ.(ニ)(２)③a.(a)-1火災感知器は，環境条件や

火災の性質を考慮して型式を選定し，重大事故等対

処施設を設置する火災区域又は火災区画に対して，

固有の信号を発する異なる種類の火災感知器を組み

合わせて設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローブボックス内は，主要な工程で核燃料物質

を非密封で取り扱うという特徴があり，ＭＯＸ粉末

やレーザ光による誤作動や内装機器及び架台が障壁

となることにより，煙感知器及び炎感知器並びにサ

ーモカメラでは火災を感知できないおそれがあるこ

とから，火災源の位置等を考慮した上で，早期感知

ができ，また，動作原理の異なる２種類の熱感知器

を組み合わせて設置する設計とする。 

 

 

 

ロ.(ニ)(２)③a.(a)-1火災感知設備は，外部電源

喪失時においても火災の感知が可能なように電源を

確保し， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ニ)(２)③a.(a)-2中央監視室で常時監視でき

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ．火災感知設備 

火災感知設備は，重大事故等対処施設を設置する火

災区域及び火災区画並びにグローブボックスの火災を

早期に感知するために設置する設計とする。 

(ⅰ) 火災感知設備の環境条件等の考慮及び多様化 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅰ．(ⅰ) 火災感知設備

の環境条件等の考慮及び多様化」の基本方針を適用す

る。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅲ) 火災感知設備の電源確保 

火災感知設備は，外部電源喪失時にも火災の感知が

可能となるよう，蓄電池を設け，火災感知の機能を失

わないよう電源を確保する設計とする。 

また，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は

火災区画及び安全上重要な施設のグローブボックス内

の火災感知設備は，非常用所内電源設備又は感知の対

象とする設備の耐震設計上の重要度分類に応じて，各

建屋の可搬型発電機等，非常用母線又は運転予備用電

源若しくは緊急時対策建屋用発電機から給電する設計

とする。 

 

(ⅳ) 受信機 

中央監視室に設置する受信機に火災信号を表示する

とともに警報を発することで，適切に監視できる設計

とする。 

また，受信機は，火災感知器の設置場所を１つずつ

特定できることにより，火災の発生場所を特定できる

設計とする。 

 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

(1) 火災感知設備 

火災防護上重要な機器等及びロ.(ニ)(２)③

a.(a)-1 重大事故等対処施設を設置する火災区域

又は火災区画の火災感知器の型式は，放射線，取

付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境条件及び

予想される火災の性質を考慮して選定するととも

に，火災を早期に感知できるよう固有の信号を発

する異なる種類の火災感知器として，アナログ式

煙感知器及びアナログ式熱感知器を組み合わせて

設置する設計とする。ただし，放射線の影響を考

慮する場所に設置する火災感知器については，非

アナログ式とする。 

 

グローブボックス内は，主要な工程で核燃料物

質を非密封で取り扱うという特徴があり，ＭＯＸ

粉末やレーザ光による誤作動や内装機器及び架台

が障壁となることにより，煙感知器及び炎感知器

並びにサーモカメラでは火災を感知できないおそ

れがあることから，火災源の位置等を考慮した上

で，早期感知ができ，また，動作原理の異なる 2

種類の熱感知器を組み合わせて設置する設計とす

る。 

＜中略＞ 

 

ロ.(ニ)(２)③a.(a)-1 火災感知設備は，外部電

源喪失時にも火災の感知が可能となるよう,電源を

確保する設計とする。 

また，火災防護上重要な機器等及び重大事故等

対処施設を設置する火災区域又は火災区画並びに

安全上重要な施設のグローブボックス内の火災感

知設備は，非常用所内電源設備又は感知の対象と

する設備の耐震重要度分類及び重大事故等対処施

設の設備分類に応じて，各建屋の可搬型発電機

等，非常用母線又は運転予備用電源若しくは緊急

時対策建屋用発電機から給電する設計とする。 

 

 

ロ.(ニ)(２)③a.(a)-2 火災感知設備は，中央監

視室に設置する受信機に火災信号を表示するとと

もに警報を発することで，適切に監視できる設計

及び火災感知器の設置場所を 1つずつ特定できる

ことにより，火災の発生場所を特定できる設計と

する。 

 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)③a.(a)-1

は、事業変更許可申請

書(本文)のロ.(ニ)(２)

③a.(a)-1 を具体的に記

載しており整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)③a.(a)-1

は、事業変更許可申請

書(本文)のロ.(ニ)(２)

③a.(a)-1 を具体的に記

載しており整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)③a.(a)-2

は、事業変更許可申請

書(本文)のロ.(ニ)(２)

③a.(a)-2 を具体的に記

載しており整合してい

る。 
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(ｂ) 消火設備 

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-1ＭＯＸ燃料加工施設では，

臨界管理の観点から可能な限り水を排除する設計と

する。また，ＭＯＸ燃料加工施設の重大事故等対処

施設を設置する火災区域又は火災区画及びグローブ

ボックス内で，火災発生時の煙の充満又は放射線の

影響により消火活動が困難となるところには，固定

式のガス消火装置を設置して消火を行う設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-2固定式のガス消火装置は，

作動前に運転員が退出できるよう，警報を発する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-3再処理施設及び廃棄物管理

施設と共用する消火水供給設備の消火用水供給系

は，２時間の 大放水量を確保するとともに， 

 

 

 

 

 

 

給水処理設備と兼用する場合は隔離弁を設置し消

火用水供給を優先する設計とし， 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ．消火設備 

消火設備は，「イ．(ロ)(４)①ｂ．(ｃ)ⅱ．(ⅰ) 

火災に対する二次的影響を考慮」から「イ．(ロ)(４)

①ｂ．(ｃ)ⅱ．(xⅴ) 試験・検査」に示すとおり，重

大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の

火災を早期に消火できるように設置し，消火ガスにつ

いては全域放出方式とする設計とする。 

工程室については，臨界管理の観点から，水による

消火を行わずガスによる消火を行う。その際，圧力上

昇を緩和するためのエリアを形成しグローブボックス

を経由して排気しながら消火ガスを放出することで，

工程室の圧力上昇に対してもグローブボックスの閉じ

込め機能を維持する設計とする。 

グローブボックスについては，臨界管理の観点か

ら，水による消火を行わずガスによる消火を行う。そ

の際，グローブボックス排風機により工程室に対する

グローブボックスの負圧を維持しながら消火ガスを放

出することで，グローブボックスの内圧上昇に対して

もグローブボックスの閉じ込め機能を維持する設計と

する。 

 

(ⅹⅲ) 窒素消火装置及び二酸化炭素消火装置の従

事者退避警報 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅱ．(ⅹⅴ) 窒素消火装

置及び二酸化炭素消火装置の従事者退避警報」の基本

方針を適用する。 

 

 

 

 

 

(ⅹ) 消火用水の 大放水量の確保 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅱ．(ⅻ) 消火用水の

大放水量の確保」の基本方針を適用する。 

 

 

 

 

 

 

(ⅺ) 水消火設備の優先供給 

消火用水は他の系統と共用する場合には，他の系統

から隔離できる弁を設置し，遮断する措置により，消

火用水の供給を優先する設計とする。 

また，緊急時対策建屋の消火用水供給系の消火水槽

は他の系統と兼用しない設計とすることから，消火用

水の供給を優先する。 

 

 

 

 

(2) 消火設備 

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-1 工程室及びグローブボッ

クスについては，臨界管理の観点からガスによる

消火を行う。また，火災の影響を受けるおそれの

ある火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処

施設を設置する火災区域又は火災区画のうち，煙

又は放射線の影響により消火困難となる箇所(危険

物の規制に関する政令に規定される著しく消火困

難な製造所等に該当する場所の多量の可燃性物質

を取り扱う火災区域又は火災区画)，可燃性物質を

取り扱い構造上消火困難となる火災区域又は火災

区画(中央監視室等の床下及び再処理施設と共用す

る緊急時対策建屋の対策本部室の床下等)及び安全

上重要な電気品室となる火災区域又は火災区画に

ついては，自動又は現場での手動操作による固定

式消火設備を設置することにより，消火活動を可

能とする設計とする。 

 

 

 

 

e. 消火設備の警報 

(b) 固定式のガス消火装置の退避警報 

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-2 窒素消火装置及び二

酸化炭素消火装置は，作動前に従事者等が退

出できるよう警報又は音声警報を吹鳴する設

計とする。 

また，二酸化炭素消火装置の作動に当たっ

ては 20 秒以上の時間遅れをもって消火ガスを

放出する設計とする。 

 

a. 消火設備の消火剤の容量 

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-3 消火用水供給系の水源

は、消防法施行令及び危険物の規制に関する規

則に基づくとともに，2時間の 大放水量(116

ｍ3）に対し十分な容量を有する設計とする。 

 

 

 

b. 消火設備の系統構成 

(c) 消火用水の優先供給 

消火用水は給水処理設備と兼用する場合に

隔離弁を設置し，消火用水の供給を優先でき

る設計とする。 

また，緊急時対策建屋の消火用水供給系の

消火水槽は他の系統と兼用しない設計とする

ことから，消火用水の供給を優先する。 

 

 

 

 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-1

は、事業変更許可申請

書(本文)のロ.(ニ)(２)

③a.(b)-1 を具体的に記

載しており整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-2

は、事業変更許可申請

書(本文)のロ.(ニ)(２)

③a.(b)-3 と同義であり

整合している。 

 

 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-3

は、事業変更許可申請

書(本文)のロ.(ニ)(２)

③a.(b)-3 を具体的に記

載しており整合してい

る。 
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ロ.(ニ)(２)③a.(b)-4水源及び消火ポンプは多重

性又は多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-5また，屋内及び屋外の消火

範囲を考慮し消火栓を配置するとともに， 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-6移動式消火設備を配備する

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅸ) 消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮 

再処理施設と共用する消火水供給設備の消火用水供

給水系の水源及び消火ポンプ系は，火災防護審査基準

に基づく消火活動時間２時間に対し十分な容量を有す

るろ過水貯槽及び消火用水貯槽を設置し，双方からの

消火用水の供給を可能とすることで，多重性を有する

設計とする。 

また，消火ポンプは電動機駆動消火ポンプに加え，

同等の能力を有する異なる駆動方式であるディーゼル

駆動消火ポンプを設置することで，多様性を有する設

計とする。 

再処理施設と共用する緊急時対策建屋の消火用水供

給系の水源及び消火ポンプ系は，同建屋に消火水槽，

建屋近傍に防火水槽を設置し，双方からの消火用水の

供給を可能とすることで多重性を有する設計とする。

また，消火ポンプは電動駆動消火ポンプを２基設置す

ることで，多重性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅲ) 消火栓の配置 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅱ．(ⅲ) 消火栓の配

置」の基本方針を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅳ) 移動式消火設備の配備 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅱ．(ⅳ) 移動式消火設備

の配備」の基本方針を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 消火設備の系統構成 

(a) 消火用水供給系の多重性又は多様性 

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-4 消火用水供給系の水

源として，ろ過水貯槽(再処理施設，廃棄物管

理施設と共用(以下同じ。))(約 2,500ｍ3)及び

消火用水貯槽(再処理施設，廃棄物管理施設と

共用(以下同じ。))(約 900ｍ3)を設置し，双方

からの消火用水の供給を可能とすることで，

多重性を有する設計とする。 

緊急時対策建屋の水源は，消火水槽（約

42.6m3），建屋近傍に防火水槽（約 40m3）を

設置し，双方からの消火用水の供給を可能と

することで多重性を有する設計とする。 

消火用水系の消火ポンプは，必要量を送水

可能な電動機駆動消火ポンプ(再処理施設，廃

棄物管理施設と共用(以下同じ。))に加え，同

等の能力を有する異なる駆動方式であるディ

ーゼル駆動消火ポンプ(再処理施設，廃棄物管

理施設と共用(以下同じ。))(定格流量 450ｍ3

／ｈ)を 1台ずつ設置することで，多様性を有

する設計とするとともに，消火配管内を加圧

状態に保持するため，機器の単一故障を想定

し，圧力調整用消火ポンプ(再処理施設，廃棄

物管理施設と共用(以下同じ。))を 2 基設ける

設計とする。 

また，緊急時対策建屋の消火ポンプは電動

駆動消火ポンプを 2台設置することで，多重

性を有する設計とする。 

 

d. 消火設備の配置上の考慮 

(c) 消火栓の配置 

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-5 火災区域又は火災区

画に設置する屋内消火栓及び屋外消火栓は，

消防法施行及び都市計画法施行令に準拠し配

置することにより，消火栓により消火を行う

必要のあるすべての火災区域又は火災区画に

おける消火活動に対処できるように配置する

設計とする。 

 

g. その他 

(a) 移動式消火設備 

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-6 火災時の消火活動の

ため，消火ホース等の資機材を備え付けてい

る移動式消火設備として，大型化学高所放水

車を配備するとともに，故障時の措置として

消防ポンプ付水槽車を配備する設計とする。 

また，航空機落下による化学火災（燃料火

災）時の対処のため化学粉末消防車を配備す

る設計とする。 

 

 

 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-4

は、事業変更許可申請

書(本文)のロ.(ニ)(２)

③a.(b)-4 を具体的に記

載しており整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-5

は、事業変更許可申請

書(本文)のロ.(ニ)(２)

③a.(b)-5 を具体的に記

載しており整合してい

る。 

 

 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-6

は、事業変更許可申請

書(本文)のロ.(ニ)(２)

③a.(b)-6 を具体的に記

載しており整合してい

る。 
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ロ.(ニ)(２)③a.(b)-7消火設備の消火剤は，想定

される火災の性質に応じた十分な容量を配備し， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-8管理区域で放出された場合

に，管理区域外への流出を防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-9消火設備は，火災の火炎等

による直接的な影響，流出流体等による二次的影響

を受けず，重大事故等対処施設に悪影響を及ぼさな

いように設置し， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-10外部電源喪失時の電源確保

を図るとともに， 

 

 

(ⅱ) 想定される火災の性質に応じた消火剤容量 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅱ．(ⅱ) 想定される火

災の性質に応じた消火剤容量」の基本方針を適用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅻ) 管理区域内からの放出消火剤の流出防止 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅱ．(ⅹⅳ) 管理区域内

からの放出消火剤の流出防止」の基本方針を適用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅰ) 火災に対する二次的影響を考慮 

ＭＯＸ燃料加工施設内の消火設備のうち，屋内消火

栓，窒素消火装置，グローブボックス消火装置等を適

切に配置することにより，重大事故等対処施設に火災

の二次的影響が及ばない設計とする。 

 

消火剤にガスを用いる場合は，電気絶縁性の高いガ

スを採用することで，火災が発生している火災区域又

は火災区画からの火災の火炎，熱による直接的な影響

のみならず，煙，流出流体，断線及び爆発等の二次的

影響が重大事故等対処施設に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

 

 

(ⅴ) 消火設備の電源確保 

消火設備のうち，再処理施設及び廃棄物管理施設と

共用するロ.(ニ)(２)③a.(b)-10 消火水供給設備の消

火用水供給系の電動機駆動消火ポンプは運転予備用母

線から受電する設計とするが，ディーゼル駆動消火ポ

a. 消火設備の消火剤の容量 

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-7 消火設備は，想定され

る火災の性質に応じた容量として，消防法施行

規則に基づき算出した消火剤容量を配備する。 

ただし，グローブボックス内の消火を行う不

活性ガス消火装置(グローブボックス消火装置)

については，グローブボックスの給気量に対し

て 95%の消火ガスを放出するとともに，消火ガ

ス放出開始から 5分で放出を完了できる設計と

する。 

また，複数連結したグローブボックスについ

ては，消火ガスの放出単位を設定し，その放出

単位の給気量の合計値に対して 95%の消火ガス

を放出するとともに，消火ガス放出開始から 5

分で放出を完了できる設計とし，消火剤容量は

も大きな放出単位を消火できる量以上を配備

する。 

 

d. 消火設備の配置上の考慮 

(b) 管理区域からの放出消火剤の流出防止 

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-8 管理区域内で放出し

た消火水は，管理区域外への流出を防止する

ため，管理区域と管理区域外の境界に堰等を

設置するとともに，各室の排水系統から低レ

ベル廃液処理設備に回収し，処理する設計と

する。 

また，管理区域においてガス系消火剤によ

る消火を行った場合においても，換気設備の

フィルタ等により放射性物質を低減したの

ち，排気筒から放出する設計とする。 

 

d. 消火設備の配置上の考慮 

(a) 火災による二次的影響の考慮 

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-9 屋内消火栓，窒素消

火装置，グローブボックス消火装置等を適切

に配置することにより，火災防護上重要な機

器等及び重大事故等対処施設に火災の二次的

影響が及ばない設計とする。 

消火剤にガスを用いる場合は，電気絶縁性

の高いガスを採用することで，火災が発生し

ている火災区域又は火災区画からの火炎，熱

による直接的な影響のみならず，煙，流出流

体，断線及び爆発等の二次的影響が火災防護

上重要な機器等及び重大事故等対処施設に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

 

c. 消火設備の電源確保 

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-10 消火用水供給系の電

動機駆動消火ポンプは運転予備用母線から受電

する設計とし，ディーゼル駆動消火ポンプは，

ディーゼル機関を起動できるように，専用の蓄

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-7

は、事業変更許可申請

書(本文)のロ.(ニ)(２)

③a.(b)-7 を具体的に記

載しており整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-8

は、事業変更許可申請

書(本文)のロ.(ニ)(２)

③a.(b)-8 を具体的に記

載しており整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-9

は、事業変更許可申請

書(本文)のロ.(ニ)(２)

③a.(b)-9 を具体的に記

載しており整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-10

は、事業変更許可申請

書(本文)のロ.(ニ)(２)
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ロ.(ニ)(２)③a.(b)-11中央監視室に故障警報を発

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，煙の二次的影響が重大事故等対処施設に悪

影響を及ぼす場合は，延焼防止ダンパを設ける設計

とする。 

 

 

 

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-12消火設備を設置した場所へ

の移動及び操作を行うため，蓄電池を内蔵する照明

器具を設置する設計とする。 

 

 

 

 

④ その他 

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-13「ロ．(ニ)(２)② 火災及

び爆発の発生防止」から「ロ．(ニ)(２)③ 火災の感

知，消火」のほか，重大事故等対処施設のそれぞれ

の特徴を考慮した火災防護対策を講ずる設計とす

る。 

ンプは，外部電源喪失時でもディーゼル機関を起動で

きるように，専用の蓄電池により電源を確保する設計

とする。 

また，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は

火災区画の消火活動が困難な箇所に設置する窒素消火

装置及び二酸化炭素消火装置並びにグローブボックス

消火装置は，外部電源喪失時においても消火が可能と

なるよう，非常用所内電源設備から給電するととも

に，蓄電池を設ける設計とする。 

 

 

 

 

(ⅵ) 消火設備の故障警報 

固定式のガス消火装置は，電源断等の故障警報を中

央監視室に吹鳴する設計とする。 

再処理施設と共用する緊急時対策建屋に設置する消

火設備の故障警報は緊急時対策建屋の建屋管理室にお

いて吹鳴する設計とする。 

 

 

 

 

＜中略＞ 

また，煙の二次的影響が重大事故等対処施設に悪影

響を及ぼす場合は，延焼防止ダンパを設ける設計とす

る。 

 

 

(ⅷ) 消火活動のための電源を内蔵した照明器具 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅱ．(ⅹ) 消火活動のた

めの電源を内蔵した照明器具」の基本方針を適用す

る。 

 

 

 

 

 

(ⅹⅳ) 他施設との共用 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅱ．(ⅹⅵ) 他施設との

共用」の基本方針を適用する。 

 

電池により外部電源喪失時においても電源を確

保する設計とする。 

また，火災防護上重要な機器等及び重大事故

等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の

消火活動が困難な箇所に設置する窒素消火装置

及び二酸化炭素消火装置並びにグローブボック

ス消火装置(不活性ガス消火装置)のうち作動に

電源が必要となるものは，外部電源喪失時にお

いても消火が可能となるよう，非常用所内電源

設備から給電するとともに蓄電池を設ける設計

とする。 

 

e. 消火設備の警報 

(a) 消火設備の故障警報 

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-11 固定式のガス消火

装置は，電源断等の故障警報を中央監視室に

吹鳴する設計とする。 

 

 

 

 

d. 消火設備の配置上の考慮 

(a) 火災による二次的影響の考慮 

＜中略＞ 

また、煙の二次的影響が火災防護上重要な

機器等及び重大事故等対処施設に悪影響を及

ぼす場合は，延焼防止ダンパを設ける設計と

する。 

g. その他 

(b) 消火用の照明器具 

火災防護上重要な機器等を設置する火災区

域及び火災区画のロ.(ニ)(２)③a.(b)-12 消

火設備の現場盤操作等に必要な照明器具とし

て，移動経路及び消火設備の現場盤周辺に，1

時間以上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具

を設置する設計とする。 

 

 

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-13 

7.1.1  火災及び爆発の発生防止 

(2) ＭＯＸ燃料加工施設の火災及び爆発の発生防止 

発火性物質又は引火性物質の有機溶媒等を内包

する設備の漏えいにより，環境条件が爆発性雰囲

気となるおそれのある機器を設置する室の電気接

点を有する機器は，防爆構造とする設計とする。 

重油貯槽，軽油貯槽について，電気接点を有す

る機器は，防爆構造とする設計とする。 

＜中略＞ 

7.1.2  火災の感知，消火 

＜中略＞ 

(1) 火災感知設備 

③a.(b)-10 を具体的に

記載しており整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-11

は、事業変更許可申請

書(本文)のロ.(ニ)(２)

③a.(b)-11 を具体的に

記載しており整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-12

は、事業変更許可申請

書(本文)のロ.(ニ)(２)

③a.(b)-12 を具体的に

記載しており整合して

いる。 

 

設工認申請書の

ロ.(ニ)(２)③a.(b)-13

は、事業変更許可申請

書(本文)のロ.(ニ)(２)

③a.(b)-13 を具体的に

記載しており整合して

いる。 
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地下タンクピット室上部の点検用マンホール上

部の配管室(ピット部)内に設置する火災感知設備

及び屋外の火災感知設備は，火災感知器の予備を

確保し，風水害の影響を受けた場合は，早期に火

災感知器の取替えを行うことにより，当該設備の

機能及び性能を復旧する設計とする。 
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(ホ) 耐震構造 

 

 

(ホ)ＭＯＸ燃料加工施設は，次の方針に基づき耐震

設計を行い，事業許可基準規則に適合するように設計

する。 

 

 

(１) 安全機能を有する施設の耐震設計 

 

① (ホ)(１)①安全機能を有する施設は，地震力に対し

て十分に耐えることができる構造とする。 

 

② (ホ)(１)②安全機能を有する施設は，地震の発生

によって生ずるおそれがある安全機能を有する施設

の安全機能の喪失及びそれに続く放射線による公衆

への影響の観点から，耐震設計上の重要度をＳクラ

ス，Ｂクラス及びＣクラスに分類し，それぞれの重

要度に応じた地震力に十分に耐えることができるよ

うに設計する。 

 

 

 

 

 

 

Ｓクラスの施設：自ら放射性物質を内蔵している施

設，当該施設に直接関係しており

その機能喪失により放射性物質を

外部に放散する可能性のある施

設，放射性物質を外部に放散する

可能性のある事態を防止するため

に必要な施設及び放射性物質が外

部に放散される事故発生の際に外

部に放散される放射性物質による

影響を低減させるために必要とな

る施設であって，環境への影響が

大きいもの。 

 

Ｂクラスの施設：安全機能を有する施設のうち，機

能喪失した場合の影響がＳクラス

に属する施設と比べ小さい施設。 

 

 

Ｃクラスの施設：Ｓクラスに属する施設及びＢクラ

スに属する施設以外の一般産業施

設又は公共施設と同等の安全性が

要求される施設。 

 

 

 

 

 

(５) 地震による損傷の防止 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設の耐震設計は，事業許可基準規則

に適合するように，「イ．(ロ) (５)① 安全機能を有す

る施設の耐震設計」に基づき設計する。 

 

 

① 安全機能を有する施設の耐震設計 

ａ．安全機能を有する施設の耐震設計の基本方針 

(ａ) 安全機能を有する施設は，地震力に十分に耐

えることができるように設計する。 

 

(ｂ) 安全機能を有する施設は，地震により発生す

るおそれがある安全機能の喪失及びそれに続く

放射線による公衆への影響を防止する観点か

ら，耐震重要度に応じてＳクラス，Ｂクラス及

びＣクラスに分類し，それぞれの耐震重要度に

応じた地震力に十分に耐えることができるよう

に設計する。 

＜中略＞ 

 

 

ｂ．耐震設計上の重要度分類 

＜中略＞ 

 

ⅰ．Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設

に直接関係しておりその機能喪失により放射性物

質を外部に放散する可能性のある施設，放射性物

質を外部に放散する可能性のある事態を防止する

ために必要な施設及び放射性物質が外部に放散さ

れる事故発生の際に外部に放散される放射性物質

による影響を低減させるために必要となる施設で

あって，環境への影響が大きいもの。 

 

 

 

 

ⅱ．Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場

合の影響がＳクラスに属する施設と比べ小さい施

設。 

 

ⅲ．Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施

設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全

性が要求される施設。 

＜中略＞ 

 

 

（基本設計方針)［共通項目］ 

3. 自然現象 

3.1 地震による損傷の防止 

3.1.1 安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の

耐震設計 

(ホ)ＭＯＸ燃料加工施設の耐震設計が，「加工施設

の技術基準に関する規則」第 6条及び第 27 条（地震に

よる損傷の防止)に適合するように，以下の項目に基づ

き設計することとし，構造強度評価，波及的影響評

価，水平 2方向影響評価，機能維持評価を行う。 

 

(1) 耐震設計の基本方針 

a.  (ホ)(１)①安全機能を有する施設は，地震力に

十分耐えることができる設計とし，(ホ)(１)②具

体的には，地震により発生するおそれがある安全

機能の喪失及びそれに続く放射線による公衆への

影響を防止する観点から，施設の安全機能が喪失

した場合の影響の相対的な程度（以下「耐震重要

度」という。)に応じた地震力に十分耐えることが

できるように設計する。 

＜中略＞ 

 

 

(2) 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設

の設備分類 

a. 耐震設計上の重要度分類 

＜中略＞ 

 

(a) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施

設に直接関係しておりその機能喪失により放射

性物質を外部に放散する可能性のある施設，放

射性物質を外部に放散する可能性のある事態を

防止するために必要な施設及び放射性物質が外

部に放散される事故発生の際に外部に放散され

る放射性物質による影響を低減させるために必

要となる施設であって，環境への影響が大きい

もの。 

 

 

 

(b) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した

場合の影響がＳクラスに属する施設と比べ小さ

い施設。 

 

(c) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する

施設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の

安全性が要求される施設。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ホ)は，変更許

可申請書（本文)の(ホ)

を具体的に記載しており

整合している。 

 

 

 

設工認の(ホ)(１)①は，

変更許可申請書（本文)の

(ホ)(１)①と同義であり

整合している。 

 

設工認の(ホ)(１)②は，

変更許可申請書（本文)の

(ホ)(１)②と同義であり

整合している。 
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③ 安全機能を有する施設は，耐震設計上の重要度に

応じた地震力が作用した場合においても当該安全機

能を有する施設を十分に支持することができる地盤

に設置する。 

 

 

 

 

 

④ (ホ)(１)④Ｓクラスの施設は，基準地震動による

地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれが

ないように設計する。 

 

 

⑤ (ホ)(１)⑤基準地震動は， 新の科学的・技術的

知見を踏まえ，敷地及び敷地周辺の地質・地質構

造，地盤構造並びに地震活動性等の地震学及び地震

工学的見地から想定することが適切なものを選定す

ることとし，敷地ごとに震源を特定して策定する地

震動及び震源を特定せず策定する地震動について，

敷地の解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向

の地震動としてそれぞれ策定する。策定した基準地

震動の応答スペクトルを第３図に，加速度時刻歴波

形を第４図に示す。解放基盤表面は，敷地地下で著

しい高低差がなく，ほぼ水平で相当な拡がりを有

し，著しい風化を受けていない岩盤でＳ波速度がお

おむね 0.7km/s 以上となる標高－70ｍとする。 

 

 

 

 

 

 

また，弾性設計用地震動を以下のとおり設定する

方針とする。 

ａ．地震動設定の条件 

基準地震動との応答スペクトルの比率は，工学

的判断として以下を考慮し，Ss-Ｂ１からＢ５，

Ss-Ｃ１からＣ４に対して 0.5，Ss-Ａに対して

0.52 と設定する。 

(ａ) 基準地震動との応答スペクトルの比率は，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設の安全機能限界と弾性限界に

対する入力荷重の比率に対応し，その値は 0.5

程度である。 

(ｂ) 再処理施設と共用する施設に，基準地震動及

び弾性設計用地震動を適用して耐震設計を行う

ものがあるため，設計に一貫性をとることを考

慮し，基準地震動との応答スペクトルの比率は

再処理施設と同様に設定する。 

 

 

 

ｃ．基礎地盤の支持性能 

(ａ) 安全機能を有する施設は，耐震設計上の重要

度に応じた地震力が作用した場合においても当

該安全機能を有する施設を十分に支持すること

ができる地盤に設置する。 

＜中略＞ 

 

① 安全機能を有する施設の耐震設計 

ａ．安全機能を有する施設の耐震設計の基本方針 

＜中略＞ 

(ｃ) Ｓクラスの安全機能を有する施設は，基準地

震動による地震力に対してその安全機能が損な

われるおそれがないように設計する。 

＜中略＞ 

 

ⅰ．入力地震動 

地質調査の結果によれば，重要なＭＯＸ燃料加

工施設の設置位置周辺は，新第三紀の鷹架層が十

分な拡がりを持って存在することが確認されてい

る。 

解放基盤表面は，この新第三紀の鷹架層のＳ波

速度が 0.7kｍ/s 以上を有する標高約－70ｍの位置

に想定することとする。 

基準地震動は，解放基盤表面で定義する。 

＜中略＞ 

また，必要に応じ敷地における観測記録による

検証や 新の科学的・技術的知見を踏まえ設定す

る。 

＜中略＞ 

 

ｄ．地震力の算定方法 

＜中略＞ 

(ｂ) 動的地震力 

＜中略＞ 

弾性設計用地震動は，基準地震動との応答スペ

クトルの比率の値が，目安として 0.5 を下回らな

いよう基準地震動に係数を乗じて設定する。 

ここで，基準地震動に乗じる係数は，工学的判

断として，ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能限界と

弾性限界に対する入力荷重の比率に対応する値と

する。 

再処理施設の弾性設計用地震動については，

「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針(昭

和 56 年 7 月 20 日原子力安全委員会決定，平成 13

年３月 29 日一部改訂)」に基づく基準地震動 S1 が

設計上果たしてきた役割を一部担うものであるこ

ととされていることから，応答スペクトルに基づ

く地震動評価による基準地震動 Ss－Ａに乗ずる係

数は，平成４年 12月 24日付け４安（核規）第 844

号をもって事業の指定を受け，その後，平成９年

７月29日付け９安（核規）第468号，平成14年４

月18日付け平成14･04･03原第 13号，平成17年９

月 29 日付け平成 17･09･13 原第５号及び平成 23 年

２月 14 日付け平成 22･02･19 原第 11 号で変更の許

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 耐震設計の基本方針 

＜中略＞ 

b.  (ホ)(１)④Ｓクラスの安全機能を有する施設

は，その供用中に大きな影響を及ぼすおそれがあ

る地震動（以下「基準地震動」という。)による地

震力に対してその安全機能が損なわれるおそれが

ないように設計する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更許可申請書（本文)

「イ．(イ) 敷地の面積及

び形状」に示す。 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ホ)(１)④は，

変更許可申請書（本文)の

(ホ)(１)④と同義であり

整合している。 

 

変更許可申請書（本文)に

おいて許可を受けた「基

準地震動」の策定及び

「弾性設計用地震動」の

設定は，本設工認の対象

外である。なお，設工認

に適用する基準地震動及

び弾性設計用地震動は，

変更許可申請書（本文)の

(ホ)(１)⑤を用いており

整合している。基準地震

動及び弾性設計用地震動

の応答スペクトル及び時

刻歴波形等については，

添付書類「Ⅲ-1-1-1 基

準地震動 Ss 及び弾性設計

用地震動 Sd の概要」に記

載している。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可を受けた再処理事業指定申請書の基準地震動 S1

（以下「再処理施設の基準地震動 S1」という。）

の応答スペクトルを下回らないよう配慮した値と

している。 

ＭＯＸ燃料加工施設が再処理施設と共用する施

設に，基準地震動を適用して耐震設計を行う緊急

時対策建屋に設置する緊急時対策所及び弾性設計

用地震動に２分の１を乗じたものを適用して耐震

設計を行う洞道搬送台車があるため，弾性設計用

地震動と基準地震動との応答スペクトルの比率は

再処理施設と同様に設定する。 

具体的には，工学的判断により，敷地ごとに震

源を特定して策定する地震動のうち基準地震動 Ss

－Ｂ１からＢ５及び震源を特定せず策定する地震

動のうち基準地震動 Ss－Ｃ１からＣ４に対して係

数 0.5 を乗じた地震動，敷地ごとに震源を特定し

て策定する地震動のうち基準地震動 Ss－Ａに対し

ては，再処理施設の基準地震動 S1 の応答スペクト

ルを下回らないよう，再処理施設と同様に係数

0.52 を乗じた地震動を弾性設計用地震動として設

定する。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
⑥ 地震応答解析による地震力及び静的地震力の算定

方針 

ａ．地震応答解析による地震力 

(ホ)(１)⑥ａ．以下のとおり，地震応答解析

による地震力を算定する方針とする。 

(ａ) Ｓクラスの施設の地震力の算定方針 

基準地震動及び弾性設計用地震動から定まる入

力地震動を用いて，水平２方向及び鉛直方向につ

いて適切に組み合わせて算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

(ホ)(１)⑥ａ．(ａ)なお，建物・構築物と地盤

との相互作用，埋込み効果及び周辺地盤の非線形

性について必要に応じて考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) Ｂクラスの施設の地震力の算定方針 

(ホ)(１)⑥ａ．(ｂ)Ｂクラスの施設のうち共振の

おそれのある施設の影響検討に当たっては，弾性

設計用地震動に２分の１を乗じたものから定まる

入力地震動を用いることとし，加えてＳクラスと

同様に，水平２方向及び鉛直方向について適切に

組み合わせ，地震力を算定する。 

 

 

 

(ｃ) 入力地震動の設定方針 

(ホ)(１)⑥ａ．(ｃ)建物・構築物の地震応答解析

における入力地震動について，解放基盤表面から

の地震波の伝播特性を考慮し，必要に応じて，地

盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮す

る。 

 

 

 

(ｄ) 地震応答解析方法 

 

(ホ)(１)⑥ａ．(ｄ)地震応答解析方法につい

て，対象施設の形状，構造特性，振動特性等を踏

ｄ．地震力の算定方法 

＜中略＞ 

(ｂ) 動的地震力 

 

Ｓクラスの施設の設計に適用する動的地震力

は，基準地震動及び弾性設計用地震動から定める

入力地震動を入力として，建物・構築物の三次元

応答性状及びそれによる機器・配管系への影響を

考慮し，水平２方向及び鉛直方向について適切に

組み合わせて算定する。 

＜中略＞ 

 

ⅱ．動的解析法 

(ⅰ) 建物・構築物 

＜中略＞ 

動的解析には，建物・構築物と地盤との相互作

用及び埋込み効果を考慮するものとし，解析モデ

ルの地盤のばね定数は，基礎版の平面形状，地盤

の剛性等を考慮して定める。地盤の剛性等につい

ては，必要に応じて地盤の非線形応答を考慮する

こととし，地盤のひずみに応じた地盤物性値に基

づくものとする。設計用地盤定数は，原則とし

て，弾性波試験によるものを用いる。 

＜中略＞ 

 

 

(ｂ) 動的地震力 

＜中略＞ 

 

 

Ｂクラスの施設のうち支持構造物の振動と共振

のおそれのあるものについては，上記Ｓクラスの

施設に適用する弾性設計用地震動に２分の１を乗

じたものから定める入力地震動を入力として，建

物・構築物の三次元応答性状及びそれによる機

器・配管系への影響を考慮し，水平２方向及び鉛

直方向について適切に組み合わせて算定する。 

＜中略＞ 

 

(ｂ) 動的地震力 

ⅰ．入力地震動 

＜中略＞ 

建物・構築物の地震応答解析における入力地震

動については，解放基盤表面からの地震波の伝播

特性を考慮して作成したものとするとともに，必

要に応じて地盤の非線形応答を考慮することと

し，地盤のひずみに応じた地盤物性値を用いて作

成する。 

＜中略＞ 

 

ⅱ．動的解析法 

(ⅰ) 建物・構築物 

動的解析に当たっては，対象施設の形状，構造

特性，振動特性等を踏まえ，地震応答解析手法の

(3) 地震力の算定方法 

＜中略＞ 

b. 動的地震力 

 

(ホ)(１)⑥ａ．Ｓクラスの施設の設計に適用す

る動的地震力は，基準地震動及び弾性設計用地震

動から定める入力地震動を入力として，建物・構

築物の三次元応答性状及びそれによる機器・配管

系への影響を考慮し，水平２方向及び鉛直方向に

ついて適切に組み合わせて算定する。 

＜中略＞ 

 

(b) 動的解析法 

イ. 建物・構築物 

＜中略＞ 

(ホ)(１)⑥ａ．(ａ)動的解析には，建物・構築

物と地盤の相互作用及び埋込み効果を考慮するも

のとし，解析モデルの地盤のばね定数は，基礎版

の平面形状，地盤の剛性等を考慮して定める。地

盤の剛性等については，必要に応じて地盤の非線

形応答を考慮することとし，地盤のひずみに応じ

た地盤物性値に基づくものとする。設計用地盤定

数は，原則として，弾性波試験によるものを用い

る。 

＜中略＞ 

 

b. 動的地震力 

＜中略＞ 

 

 

(ホ)(１)⑥ａ．(ｂ)Ｂクラスの施設のうち支持

構造物の振動と共振のおそれのある施設について

は，上記Ｓクラスの施設に適用する弾性設計用地

震動に２分の１を乗じたものから定める入力地震

動を入力として，建物・構築物の三次元応答性状

及びそれによる機器・配管系への影響を考慮し，

水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わ

せて算定する。 

＜中略＞ 

b. 動的地震力 

(a) 入力地震動 

(ホ)(１)⑥ａ．(ｃ)建物・構築物の地震応答

解析モデルに対する入力地震動は，解放基盤表

面からの地震波の伝播特性を適切に考慮して作

成したものとするとともに，必要に応じて地盤

の非線形応答を考慮することとし，地盤のひず

みに応じた地盤物性値を用いて作成する。 

 

 

(b) 動的解析法 

イ. 建物・構築物 

(ホ)(１)⑥ａ．(ｄ)動的解析に当たって

は，対象施設の形状，構造特性，振動特性等

 

 

 

設工認の(ホ)(１)⑥ａ．

は，変更許可申請書（本

文)の(ホ)(１)⑥ａ．を

具体的に記載しており整

合している。 

 

 

 

 

 

 

設工認の 

(ホ)(１)⑥ａ．(ａ)は，

変更許可申請書（本文)の

(ホ)(１)⑥ａ．(ａ)を具

体的に記載しており整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の 

(ホ)(１)⑥ａ．(ｂ)は，

変更許可申請書（本文)の

(ホ)(１)⑥ａ．(ｂ)を具

体的に記載しており整合

している。 

 

 

 

 

 

設工認の 

(ホ)(１)⑥ａ．(ｃ)は，

変更許可申請書（本文)の

(ホ)(１)⑥ａ．(ｃ)を具

体的に記載しており整合

している。 

 

設工認の 

(ホ)(１)⑥ａ．(ｄ)は，

変更許可申請書（本文)の

(ホ)(１)⑥ａ．(ｄ)を具

体的に記載しており整合

している。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
まえ，解析手法の適用性及び適用限界を考慮のう

え，解析方法を選定するとともに，調査に基づく

解析条件を設定する。また，対象施設の形状，構

造特性等を踏まえたモデル化を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．静的地震力 

(ホ)(１)⑥ｂ．以下のとおり，静的地震力を算

定する方針とする。 

 

 

 

(ａ) 建物・構築物の水平地震力 

(ホ)(１)⑥ｂ．(ａ)-1 水平地震力は，地震層せ

ん断力係数に，施設の耐震重要度に応じた係数

（Ｓクラスは 3.0，Ｂクラスは 1.5及びＣクラスは

1.0）を乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じて算

定する。 

 

 

(ホ)(１)⑥ｂ．(ａ)-2 ここで，地震層せん断力

係数は，標準せん断力係数を 0.2 以上とし，建

物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮して

求められる値とする。 

 

 

 

 

 

適用性及び適用限界等を考慮のうえ，適切な解析

法を選定するとともに，建物・構築物に応じて十

分な調査に基づく適切な解析条件を設定する。動

的解析は，原則として，時刻歴応答解析法を用い

て求めるものとする。 

 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・

構築物の剛性はそれらの形状，構造特性，振動特

性，減衰特性を十分考慮して評価し，集中質点系

に置換した解析モデルを設定する。 

＜中略＞ 

 

(ⅱ) 機器・配管系 

機器については，その形状を考慮して，１質点

系又は多質点系モデルに置換し，設計用床応答曲

線を用いた応答スペクトル・モーダル解析法又は

時刻歴応答解析法により応答を求める。 

配管系については，適切なモデルを作成し，設

計用床応答曲線を用いた応答スペクトル・モーダ

ル解析法により応答を求める。 

なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床

面の 大床応答加速度の 1.2 倍の加速度を静的に

作用させて地震力を算定する。 

動的解析に用いる減衰定数は，既往の振動実

験，地震観測の調査結果等を考慮して適切な値を

定める。 

 

 

 

ｄ．地震力の算定方法 

＜中略＞ 

(ａ) 静的地震力 

静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラ

スの施設に適用することとし，それぞれ耐震重要

度分類に応じて以下の地震層せん断力係数及び震

度に基づき算定する。 

＜中略＞ 

 

 ⅰ．建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数 Ci に，次に

示す施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じ，

さらに当該層以上の重量を乗じて算定するものと

する。 

Ｓクラス 3.0 

Ｂクラス 1.5 

Ｃクラス 1.0 

ここで，地震層せん断力係数 Ci は，標準せん断

力係数 Co を 0.2 以上とし，建物・構築物の振動特

性及び地盤の種類，地震層せん断力の係数の高さ

方向の分布係数，地震地域係数を考慮して求めら

れる値とする。 

 

 

 

を踏まえ，地震応答解析手法の適用性及び適

用限界等を考慮のうえ，適切な解析法を選定

するとともに，建物・構築物に応じて十分な

調査に基づく適切な解析条件を設定する。動

的解析は，原則として，時刻歴応答解析法を

用いて求めるものとする。 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建

物・構築物の剛性はそれらの形状，構造特

性，振動特性，減衰特性を十分考慮して評価

し，集中質点系に置換した解析モデルを設定

する。 

＜中略＞ 

 

ロ. 機器・配管系 

機器については，その形状を考慮して，１

質点系又は多質点系モデルに置換し，設計用

床応答曲線を用いた応答スペクトル・モーダ

ル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を

求める。 

配管系については，適切なモデルを作成

し，設計用床応答曲線を用いた応答スペクト

ル・モーダル解析法により応答を求める。 

なお，剛性の高い機器・配管系は，その設

置床面の 大床応答加速度の 1.2 倍の加速度

を静的に作用させて地震力を算定する。 

動的解析に用いる減衰定数は，既往の振動

実験，地震観測の調査結果等を考慮して適切

な値を定める。 

＜中略＞ 

(3) 地震力の算定方法 

＜中略＞ 

a. 静的地震力 

(ホ)(１)⑥ｂ．静的地震力は，Ｓクラス，Ｂク

ラス及びＣクラスの施設に適用することとし，そ

れぞれの耐震重要度に応じて以下の地震層せん断

力係数及び震度に基づき算定する。 

＜中略＞ 

 

(a) 建物・構築物 

(ホ)(１)⑥ｂ．(ａ)-1 水平地震力は，地震層

せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要度

に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の重量

を乗じて算定するものとする。 

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0 

(ホ)(１)⑥ｂ．(ａ)-2 ここで，地震層せん断

力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ０を 0.2 以上

とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種

類，地震層せん断力の係数の高さ方向の分布係

数，地震地域係数を考慮して求められる値とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ホ)(１)⑥ｂ．

は，変更許可申請書（本

文)の(ホ)(１)⑥ｂ．を

具体的に記載しており整

合している。 

 

設工認の 

(ホ)(１)⑥ｂ．(ａ)-1

は，変更許可申請書（本

文)の 

(ホ)(１)⑥ｂ．(ａ)-1 と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認の 

(ホ)(１)⑥ｂ．(ａ)-2

は，変更許可申請書（本

文)の 

(ホ)(１)⑥ｂ．(ａ)-2 を

具体的に記載しており整

合している。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
(ｂ) 建物・構築物の保有水平耐力 

(ホ)(１)⑥ｂ．(ｂ)保有水平耐力は，必要保有

水平耐力を上回るものとし，必要保有水平耐力

は，地震層せん断力係数に乗じる係数を1.0，標準

せん断力係数を 1.0 以上として算定する。 

 

 

 

(ｃ) 機器・配管系の地震力 

(ホ)(１)⑥ｂ．(ｃ)機器・配管系の地震力は，

建物・構築物で算定した地震層せん断力係数にＭ

ＯＸ燃料加工施設の耐震重要度に応じた係数を乗

じたものを水平震度と見なし，その水平震度と建

物・構築物の鉛直震度をそれぞれ 20％増しとして

算定する。 

 

 

 

 

(ｄ) 鉛直地震力 

(ホ)(１)⑥ｂ．(ｄ)Ｓクラスの施設について

は，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向

の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は，

震度 0.3 以上を基準とし，建物・構築物の振動特

性，地盤の種類等を考慮し，高さ方向に一定とし

て求めた鉛直震度より算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｅ) 標準せん断力係数の割増し係数 

(ホ)(１)⑥ｂ．(ｅ)標準せん断力係数の割増し

係数については，耐震性向上の観点から，一般産

業施設及び公共施設の耐震基準との関係を考慮し

て設定する。 

 

⑦ 荷重の組合せと許容限界の設定方針 

ａ．建物・構築物 

(ホ)(１)⑦ａ．以下のとおり，建物・構築物の

荷重の組合せ及び許容限界を設定する。 

 

 

(ａ) 荷重の組合せ 

(ホ)(１)⑦ａ．(ａ)通常時に作用している荷

重，積雪荷重及び風荷重と地震力を組み合わせ

る。 

 

 

 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地

震層せん断力係数 Ci に乗じる施設の耐震重要度分

類に応じた係数は，耐震重要度分類の各クラスと

もに 1.0 とし，その際に用いる標準せん断力係数

Co は 1.0 以上とする。 

＜中略＞ 

 

ⅱ．機器・配管系 

耐震重要度分類の各クラスの地震力は，上記

ⅰ．に示す地震層せん断力係数 Ci に施設の耐震重

要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度と

し，当該水平震度及び上記ⅰ．の鉛直震度をそれ

ぞれ 20％増しとした震度より求めるものとする。 

＜中略＞ 

 

(ａ) 静的地震力 

＜中略＞ 

ⅰ．建物・構築物 

＜中略＞ 

Ｓクラスの建物・構築物については，水平地震

力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作

用するものとする。鉛直地震力は，震度 0.3 以上

を基準とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の

種類を考慮して求めた鉛直震度より算定するもの

とする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とす

る。 

ⅱ．機器・配管系 

＜中略＞ 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直

地震力は同時に不利な方向の組合せで作用するも

のとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に対して

一定とする。 

 

上記ⅰ．及びⅱ．の標準せん断力係数 Co 等の割

増し係数については，耐震性向上の観点から，一

般産業施設及び公共施設の耐震基準との関係を考

慮して設定する。 

 

 

ｅ．荷重の組合せと許容限界 

安全機能を有する施設に適用する荷重の組合せ

と許容限界は，以下によるものとする。 

＜中略＞ 

 

 

(ｃ) 荷重の組合せ 

＜中略＞ 

ⅰ．建物・構築物 

Ｓクラスの建物・構築物について，基準地震動

による地震力と組み合せる荷重は，通常時に作用

している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水

圧），積雪荷重及び風荷重とする。Ｓクラス，Ｂ

クラス及びＣクラス施設を有する建物・構築物に

(ホ)(１)⑥ｂ．(ｂ)また，必要保有水平耐力

の算定においては，地震層せん断力係数Ｃｉに乗

じる施設の耐震重要度に応じた係数は，耐震重

要度の各クラスともに 1.0 とし，その際に用い

る標準せん断力係数Ｃ０は 1.0 以上とする。 

＜中略＞ 

 

(b) 機器・配管系 

(ホ)(１)⑥ｂ．(ｃ)耐震重要度の各クラスの

地震力は，上記(a)に示す地震層せん断力係数Ｃ

ｉに施設の耐震重要度に応じた係数を乗じたもの

を水平震度とし，当該水平震度及び上記(a)の鉛

直震度をそれぞれ 20％増しとした震度より求め

るものとする。 

＜中略＞ 

 

(a) 建物・構築物 

 

(ホ)(１)⑥ｂ．(ｄ)Ｓクラスの建物・構築物

については，水平地震力と鉛直地震力は同時に

不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛

直地震力は，震度 0.3 以上を基準とし，建物・

構築物の振動特性及び地盤の種類を考慮して求

めた鉛直震度より算定するものとする。ただ

し，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

(b) 機器・配管系 

＜中略＞ 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛

直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用す

るものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に

一定とする。 

 

(ホ)(１)⑥ｂ．(ｅ)上記(a)及び(b)の標準せ

ん断力係数Ｃ０等の割増し係数については，耐震

性向上の観点から，一般産業施設及び公共施設

の耐震基準との関係を考慮して設定する。 

 

 

(4) 荷重の組合せと許容限界 

(ホ)(１)⑦ａ．安全機能を有する施設に適用する

荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとす

る。 

＜中略＞ 

 

c. 荷重の組合せ 

＜中略＞ 

(a) 建物・構築物 

(ホ)(１)⑦ａ．(ａ)Ｓクラスの建物・構築物

について，基準地震動による地震力と組み合わ

せる荷重は，通常時に作用している荷重（固定

荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，積雪荷重及び

風荷重とする。Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラ

設工認の 

(ホ)(１)⑥ｂ．(ｂ)は，

変更許可申請書（本文)の

(ホ)(１)⑥ｂ．(ｂ)を具

体的に記載しており整合

している。 

 

設工認の 

(ホ)(１)⑥ｂ．(ｃ)は，

変更許可申請書（本文)の

(ホ)(１)⑥ｂ．(ｃ)と同

義であり整合している。 

 

 

 

 

 

設工認の 

(ホ)(１)⑥ｂ．(ｄ)は，

変更許可申請書（本文)の

(ホ)(１)⑥ｂ．(ｄ)を具

体的に記載しており整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の 

(ホ)(１)⑥ｂ．(ｅ)は，

変更許可申請書（本文)の

(ホ)(１)⑥ｂ．(ｅ)と同

義であり整合している。 

 

設工認の(ホ)(１)⑦ａ．

は，変更許可申請書（本

文)の(ホ)(１)⑦ａ．と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認の 

(ホ)(１)⑦ａ．(ａ)は，

変更許可申請書（本文)の

(ホ)(１)⑦ａ．(ａ)を具

体的に記載しており整合

している。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 許容限界 

(ホ)(１)⑦ａ．(ｂ)-1Ｓクラスの建物・構築物

について，基準地震動による地震力との組合せに

おいては，建物・構築物全体としての変形能力

（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形

に対して十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせ

ん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひず

み・応力等に対し妥当な安全余裕を有することと

する。なお，終局耐力は，建物・構築物に対する

荷重又は応力が漸次増大し，その変形又はひずみ

が著しく増加するに至る限界の 大荷重負荷とす

る。 

 

 

 

 

 

 

(ホ)(１)⑦ａ．(ｂ)-2Ｓクラス，Ｂクラス及び

Ｃクラスの施設を有する建物・構築物について，

基準地震動以外の地震動による地震力又は静的地

震力との組合せにおいては，地震力に対しておお

むね弾性状態に留まるように，発生する応力に対

して，建築基準法等の安全上適切と認められる規

格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

ｂ．機器・配管系 

(ホ)(１)⑦ｂ．以下のとおり，機器・配管系の

荷重の組合せ及び許容限界を設定する。 

 

 

(ａ) 荷重の組合せ 

(ホ)(１)⑦ｂ．(ａ)通常時に作用している荷重

及び設計基準事故時に生ずる荷重と地震力を組み

合わせる。 

 

 

ついて，基準地震動以外の地震動による地震力又

は静的地震力と組み合わせる荷重は，通常時に作

用している荷重，積雪荷重及び風荷重とする。こ

の際，通常時に作用している荷重のうち，土圧及

び水圧について，基準地震動による地震力又は弾

性設計用地震動による地震力と組み合わせる場合

は，当該地震時の土圧及び水圧とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

(ｄ) 許容限界 

＜中略＞ 

ⅰ．建物・構築物 

(ⅰ) Ｓクラスの建物・構築物 

(ⅰ)-１ 基準地震動による地震力との組合せに対す

る許容限界 

建物・構築物全体としての変形能力（耐震壁の

せん断ひずみ等）が終局耐力時の変形に対して十

分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひず

み・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等

に対して，妥当な安全余裕を持たせることとす

る。 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷

重を漸次増大していくとき，その変形又はひずみ

が著しく増加するに至る限界の 大耐力とし，既

往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。 

 

 

 

 

(ⅰ)-２ 弾性設計用地震動による地震力又は静的地

震力との組合せに対する許容限界 

Ｓクラスの建物・構築物については，地震力に

対しておおむね弾性状態に留まるように，発生す

る応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認

められる規格及び基準による許容応力度を許容限

界とする。 

(ⅱ) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物 

上記(ⅰ)の(ⅰ)-２による許容応力度を許容限界

とする。 

＜中略＞ 

 

 

ｅ．荷重の組合せと許容限界 

安全機能を有する施設に適用する荷重の組合せ

と許容限界は，以下によるものとする。 

＜中略＞ 

 

(ｃ) 荷重の組合せ 

＜中略＞ 

ⅱ．機器・配管系 

Ｓクラスの機器・配管系について，基準地震動

による地震力，弾性設計用地震動による地震力又

ス施設を有する建物・構築物について，基準地

震動以外の地震動による地震力又は静的地震力

と組み合わせる荷重は，通常時に作用している

荷重，積雪荷重及び風荷重とする。この際，通

常時に作用している荷重のうち，土圧及び水圧

について，基準地震動による地震力又は弾性設

計用地震動による地震力と組み合わせる場合

は，当該地震時の土圧及び水圧とする。 

＜中略＞ 

 

 

d. 許容限界 

＜中略＞ 

(a) 建物・構築物 

イ.  (ホ)(１)⑦ａ．(ｂ)-1Ｓクラスの建物・

構築物 

(イ) 基準地震動による地震力との組合せに対

する許容限界 

建物・構築物全体としての変形能力（耐

震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変

形に対して十分な余裕を有し，部材・部位

ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時

のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な

安全余裕を持たせることとする。 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対

する荷重を漸次増大していくとき，その変

形又はひずみが著しく増加するに至る限界

の 大耐力とし，既往の実験式等に基づき

適切に定めるものとする。 

(ロ)  (ホ)(１)⑦ａ．(ｂ)-2 弾性設計用地震

動による地震力又は静的地震力との組合せ

に対する許容限界 

Ｓクラスの建物・構築物については，地

震力に対しておおむね弾性状態に留まるよ

うに，発生する応力に対して，建築基準法

等の安全上適切と認められる規格及び基準

による許容応力度を許容限界とする。 

ロ. Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物 

上記イ.(ロ)による許容応力度を許容限界

とする。 

＜中略＞ 

 

(4) 荷重の組合せと許容限界 

(ホ)(１)⑦ｂ．安全機能を有する施設に適用する

荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとす

る。 

＜中略＞ 

c. 荷重の組合せ 

＜中略＞ 

(b) 機器・配管系 

(ホ)(１)⑦ｂ．(ａ)Ｓクラスの機器・配管系

について，基準地震動による地震力，弾性設計

用地震動による地震力又は静的地震力と組み合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の 

(ホ)(１)⑦ａ．(ｂ)-1

は，変更許可申請書（本

文)の 

(ホ)(１)⑦ａ．(ｂ)-1 を

具体的に記載しており整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の 

(ホ)(１)⑦ａ．(ｂ)-2

は，変更許可申請書（本

文)の 

(ホ)(１)⑦ａ．(ｂ)-2 を

具体的に記載しており整

合している。 

 

 

 

 

 

設工認の(ホ)(１)⑦ｂ．

は，変更許可申請書（本

文)の(ホ)(１)⑦ｂ．と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認の 

(ホ)(１)⑦ｂ．(ａ)は，

変更許可申請書（本文)の

(ホ)(１)⑦ｂ．(ａ)を具

体的に記載しており整合

している。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 許容限界 

(ホ)(１)⑦ｂ．(ｂ)-1Ｓクラスの機器・配管系

について，基準地震動による地震力との組合せに

おいては，破断延性限界に十分な余裕を有し，そ

の施設に要求される機能に影響を及ぼすことがな

いものとする。なお，地震時又は地震後の機器・

配管系の動的機能要求については，実証試験等に

より確認されている機能維持加速度等を許容限界

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

(ホ)(１)⑦ｂ．(ｂ)-2Ｓクラス，Ｂクラス及び

Ｃクラスの機器・配管系について，基準地震動以

外の地震動による地震力又は静的地震力との組合

せによる影響評価においては，応答が全体的にお

おむね弾性状態に留まることを許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は静的地震力と組み合せる荷重は，通常時に作用

している荷重及び設計基準事故時に生ずる荷重と

する。Ｂクラスの機器・配管系について，共振影

響検討用の地震動による地震力又は静的地震力と

組み合わせる荷重は，通常時に作用している荷重

とする。Ｃクラスの機器・配管系について，静的

地震力と組み合わせる荷重は，通常時に作用して

いる荷重とする。なお，屋外に設置される施設に

ついては，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風

荷重を組み合わせる。 

 

 

 

 

(ｄ) 許容限界 

＜中略＞ 

ⅱ．機器・配管系 

(ⅰ) Ｓクラスの機器・配管系 

(ⅰ)-１ 基準地震動による地震力との組合せに対す

る許容限界 

塑性域に達するひずみが生ずる場合であって

も，その量が小さなレベルに留まって破断延性限

界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を

及ぼすことがない限度に応力，荷重を制限する値

を許容限界とする。なお，地震時又は地震後の機

器・配管系の動的機能要求については，実証試験

等により確認されている機能維持加速度等を許容

限界とする。 

 

 

 

(ⅰ)-２ 弾性設計用地震動による地震力又は静的地

震力との組合せに対する許容限界 

発生する応力に対して，応答が全体的におおむ

ね弾性状態に留まるように，降伏応力又はこれと

同等の安全性を有する応力を許容限界とする。 

 

(ⅱ) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系 

上記(ⅰ)の(ⅰ)-２ による応力を許容限界とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わせる荷重は，通常時に作用している荷重及び

設計基準事故時に生じる荷重とする。 

Ｂクラスの機器・配管系について，共振影響

検討用の地震動による地震力又は静的地震力と

組み合わせる荷重は，通常時に作用している荷

重とする。 

Ｃクラスの機器・配管系について，静的地震

力と組み合わせる荷重は，通常時に作用してい

る荷重とする。 

なお，屋外に設置される施設については，建

物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み

合わせる。 

＜中略＞ 

 

d. 許容限界 

＜中略＞ 

 (b) 機器・配管系 

イ.  (ホ)(１)⑦ｂ．(ｂ)-1Ｓクラスの機器・

配管系 

(イ) 基準地震動による地震力との組合せに対

する許容限界 

塑性域に達するひずみが生じる場合であ

っても，その量が小さなレベルに留まって

破断延性限界に十分な余裕を有し，その施

設の機能に影響を及ぼすことがない限度に

応力，荷重を制限する値を許容限界とす

る。なお，地震時又は地震後の機器・配管

系の動的機能要求については，実証試験等

により確認されている機能維持加速度等を

許容限界とする。 

(ロ)  (ホ)(１)⑦ｂ．(ｂ)-2 弾性設計用地震

動による地震力又は静的地震力との組合せ

に対する許容限界 

発生する応力に対して，応答が全体的に

おおむね弾性状態に留まるように，降伏応

力又はこれと同等の安全性を有する応力を

許容限界とする。 

ロ. Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系 

上記イ．(ロ)による応力を許容限界とす

る。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の 

(ホ)(１)⑦ｂ．(ｂ)-1

は，変更許可申請書（本

文)の 

(ホ)(１)⑦ｂ．(ｂ)-1 を

具体的に記載しており整

合している。 

 

 

 

 

 

 

設工認の 

(ホ)(１)⑦ｂ．(ｂ)-2

は，変更許可申請書（本

文)の 

(ホ)(１)⑦ｂ．(ｂ)-2 を

具体的に記載しており整

合している。 
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⑧ 波及的影響に係る設計方針 

 

(ホ)(１)⑧耐震重要施設は，以下のとおり，耐震

重要度分類の下位のクラスに属する施設の波及的影

響によって，その安全機能を損なわないように設計

する。 

 

 

ａ．(ホ)(１)⑧ａ．敷地全体を網羅した調査及び検

討の内容を含めて，以下に示す４つの観点につい

て，波及的影響の評価に係る事象選定を行う。 

 

 

 

 

(ａ) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する

相対変位又は不等沈下による影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 耐震重要施設と下位のクラスの施設との接続

部における相互影響 

 

 

 

 

 

(ｃ) 建屋内における下位のクラスの施設の損傷，

転倒，落下による耐震重要施設への影響 

 

 

 

 

 

(ｄ) 建屋外における下位のクラスの施設の損傷，

転倒，落下による耐震重要施設への影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 波及的影響 

 

耐震重要施設は，耐震重要度分類の下位のクラ

スに属する施設の波及的影響によって，その安全

機能が損なわれないものとする。 

 

 

評価に当たっては，以下の４つの観点をもと

に，敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い，各観

点より選定した事象に対して波及的影響の評価を

行い，波及的影響を考慮すべき施設を抽出し，耐

震重要施設の安全機能への影響がないことを確認

する。 

＜中略＞ 

 

ⅰ．設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相

対変位又は不等沈下による影響 

(ⅰ) 相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力

による下位のクラスの施設と耐震重要施設の相対

変位により，耐震重要施設の安全機能へ影響がな

いことを確認する。 

 

(ⅱ) 不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力

に対して不等沈下により，耐震重要施設の安全機

能へ影響がないことを確認する。 

 

 

ⅱ．耐震重要施設と下位のクラスの施設との接続部

における相互影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力

に対して，耐震重要施設に接続する下位のクラス

の施設の損傷により，耐震重要施設の安全機能へ

影響がないことを確認する。 

 

ⅲ．建屋内における下位のクラスの施設の損傷，転

倒，落下による耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力

に対して，建屋内の下位クラス施設の損傷，転倒

及び落下により，耐震重要施設の安全機能へ影響

がないことを確認する。 

 

ⅳ．建屋外における下位のクラスの施設の損傷，転

倒，落下による耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力

に対して，建屋外の下位のクラスの施設の損傷，

転倒及び落下により，耐震重要施設の安全機能へ

影響がないことを確認する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

(5) 設計における留意事項 

＜中略＞ 

c. 波及的影響に対する考慮 

(a) 耐震重要施設に対する波及的影響の考慮 

(ホ)(１)⑧耐震重要施設は，耐震重要度の下

位のクラスに属する施設（以下「下位クラス施

設」という。)の波及的影響によって，その安全

機能が損なわれないものとする。 

 

(ホ)(１)⑧ａ．評価に当たっては，以下の４

つの観点をもとに，敷地全体を俯瞰した調査・

検討を行い，各観点より選定した事象に対して

波及的影響の評価を行い，波及的影響を考慮す

べき施設を抽出し，耐震重要施設の安全機能へ

の影響がないことを確認する。 

＜中略＞ 

 

イ. 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因す

る相対変位又は不等沈下による影響 

(イ) 相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又

は地震力による下位クラス施設と耐震重

要施設の相対変位により，耐震重要施設

の安全機能へ影響がないことを確認す

る。 

(ロ) 不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又

は地震力に対して不等沈下により，耐震

重要施設の安全機能へ影響がないことを

確認する。 

 

ロ. 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部

における相互影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地

震力に対して，耐震重要施設に接続する下位

クラス施設の損傷により，耐震重要施設の安

全機能へ影響がないことを確認する。 

 

ハ. 建屋内における下位クラス施設の損傷，転

倒及び落下による耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地

震力に対して，建屋内の下位クラス施設の損

傷，転倒及び落下により，耐震重要施設の安

全機能へ影響がないことを確認する。 

 

二. 建屋外における下位クラス施設の損傷，転

倒及び落下による耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地

震力に対して，建屋外の下位クラス施設の損

傷，転倒及び落下により，耐震重要施設の安

全機能へ影響がないことを確認する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

設工認の(ホ)(１)⑧は，

変更許可申請書（本文)の

(ホ)(１)⑧と同義であり

整合している。 

 

設工認の(ホ)(１)⑧ａ．

は，変更許可申請書（本

文)の(ホ)(１)⑧ａ．を

具体的に記載しており整

合している。 
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ｂ．(ホ)(１)⑧ｂ．各観点より選定した事象に対し

て波及的影響の評価を行い，波及的影響を考慮す

べき施設を抽出する。 

 

ｃ．波及的影響の評価に当たっては，耐震重要施設

の設計に用いる地震動又は地震力を適用する。 

 

 

ｄ．(ホ)(１)⑧ｄ．これら４つの観点以外に追加す

べきものがないかを，原子力施設の地震被害情報

をもとに確認し，新たな検討事項が抽出された場

合には，その観点を追加する。 

 

 

 

⑨ 耐震重要施設の周辺斜面は，基準地震動による地

震力に対して，耐震重要施設に影響を及ぼすような

崩壊を起こすおそれがないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 波及的影響 

 

＜中略＞ 

各観点より選定した事象に対して波及的影響の

評価を行い，波及的影響を考慮すべき施設を抽出

し，耐震重要施設の安全機能への影響がないこと

を確認する。 

波及的影響の評価に当たっては，耐震重要施設

の設計に用いる地震動又は地震力を適用する。 

＜中略＞ 

 

なお，原子力施設の地震被害情報をもとに，４

つの観点以外に検討すべき事項がないか確認し，

新たな検討事項が抽出された場合には，その観点

を追加する。 

＜中略＞ 

 

 

ｇ．耐震重要施設の周辺斜面 

耐震重要施設の周辺斜面は，基準地震動による

地震力に対して，耐震重要施設に影響を及ぼすよ

うな崩壊を起こすおそれがないものとする。 

＜中略＞ 

 

c. 波及的影響に対する考慮 

(a) 耐震重要施設に対する波及的影響の考慮 

＜中略＞ 

(ホ)(１)⑧ｂ．各観点より選定した事象に対し

て波及的影響の評価を行い，波及的影響を考慮す

べき施設を抽出し，耐震重要施設の安全機能への

影響がないことを確認する。 

波及的影響の評価に当たっては，耐震重要施設

の設計に用いる地震動又は地震力を適用する。 

＜中略＞ 

 

(ホ)(１)⑧ｄ．なお，原子力施設の地震被害情

報をもとに，４つの観点以外に検討すべき事項が

ないか確認し，新たな検討事項が抽出された場合

には，その観点を追加する。 

＜中略＞ 

 

(6) 周辺斜面 

a. 耐震重要施設 

耐震重要施設の周辺斜面は，基準地震動による

地震力に対して，耐震重要施設に影響を及ぼすよ

うな崩壊を起こすおそれがないものとする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

設工認の(ホ)(１)⑧ｂ．

は，変更許可申請書（本

文)の(ホ)(１)⑧ｂ．を

具体的に記載しており整

合している。 

 

 

 

設工認の(ホ)(１)⑧ｄ．

は，変更許可申請書（本

文)の(ホ)(１)⑧ｄ．と

同義であり整合してい

る。 
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(２) 重大事故等対処施設の耐震設計 

 

(ホ) (２)重大事故等対処施設について，安全機

能を有する施設の耐震設計における動的地震力又

は静的地震力に対する設計方針を踏襲し，重大事

故等対処施設の構造上の特徴，重大事故等時にお

ける運転状態及び重大事故等の状態で施設に作用

する荷重等を考慮し，適用する地震力に対して重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれ

るおそれがないことを目的として，以下の項目に

従って耐震設計を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① (ホ) (２)①重大事故等対処施設について，施設

の各設備が有する重大事故等に対処するために必

要な機能及び設置状態を踏まえて，以下の設備分

類に応じて設計する。 

 

ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，耐震重要

施設に属する設計基準事故に対処するための設

備が有する機能を代替するもの。 

ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設

重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，上記ａ．

以外のもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② (ホ) (２)②-1 常設耐震重要重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築

物については，通常時に作用している荷重，重大

事故等時に生ずる荷重，積雪荷重及び風荷重と地

震力を組み合わせる。 

 

 

 

 

 

(５) 地震による損傷の防止 

＜中略＞ 

② 重大事故等対処施設の耐震設計 

ａ．重大事故等対処施設の耐震設計の基本方針 

重大事故等対処施設については，安全機能を

有する施設の耐震設計における動的地震力又は

静的地震力に対する設計方針を踏襲し，重大事

故等対処施設の構造上の特徴，重大事故等の状

態で施設に作用する荷重等を考慮し，適用する

地震力に対して重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれるおそれがないことを目的

として，以下のとおり耐震設計を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ａ) 重大事故等対処施設について，施設の各設

備が有する重大事故等に対処するために必要

な機能及び設置状態を踏まえて，以下の設備

分類に応じて設計する。 

 

ⅰ．常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，耐震重

要施設に属する設計基準事故に対処するため

の設備が有する機能を代替するもの。 

ⅱ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常

設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，上記

ⅰ．以外のもの。 

＜中略＞ 

 

 

 

ｄ．荷重の組合せと許容限界 

＜中略＞  

(ｃ) 荷重の組合せ 

＜中略＞ 

 

ⅰ．建物・構築物 

(ⅰ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設の建物・構築物

については，通常時に作用している荷重

（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），

積雪荷重及び風荷重と基準地震動による地

震力を組み合わせる。 

（基本設計方針）［共通項目］ 

3. 自然現象 

3.1 地震による損傷の防止 

3.1.1 安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の

耐震設計 

＜中略＞ 

(1)  耐震設計の基本方針 

＜中略＞ 

(ホ) (２)重大事故に至るおそれがある事故（設計基

準事故を除く。）又は重大事故（以下「重大事故等」

という。）に対処するための機能を有する施設(以下

「重大事故等対処施設」という。)については，安全機

能を有する施設の耐震設計における動的地震力又は静

的地震力に対する設計方針を踏襲し，重大事故等対処

施設の構造上の特徴，重大事故等時における運転状態

及び重大事故等の状態で施設に作用する荷重等を考慮

し，適用する地震力に対して重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれがないことを目的

として，重大事故等対処施設の各設備における設備分

類に応じた地震力に十分耐えることができるように設

計する。 

＜中略＞ 

(2) 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処設備

の設備分類 

＜中略＞ 

b. 重大事故等対処設備の設備分類 

(ホ) (２)①重大事故等対処設備について，各設

備が有する重大事故等に対処するために必要な機

能及び設置状態を踏まえ，常設重大事故等対処設

備を以下のとおりに分類する。 

(a) 常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，安全機能

を有する施設のうち，地震の発生によって生ず

るおそれがあるその安全機能の喪失に起因す

る，放射線による公衆への影響の程度が特に大

きい施設（以下「耐震重要施設」という。）に

属する安全機能を有する施設が有する機能を代

替するもの。 

(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設

重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，上記(a)以

外のもの。 

＜中略＞ 

(4) 荷重の組合せと許容限界 

＜中略＞ 

c. 荷重の組合せ 

＜中略＞ 

(c) 重大事故等対処施設 

イ. 建物・構築物 

(ホ) (２)②-1 通常時に作用している荷重

(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪

荷重，風荷重の他、以下の施設の状態に応じ

た荷重を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ホ) (２)は，

変更許可申請書(本文）の

(ホ) (２)と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ホ) (２)①

は，変更許可申請書(本

文）の(ホ) (２)①と同

義であり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ホ) (２)②-1

は，変更許可申請書(本

文）の(ホ) (２)②-1 を

具体的に記載しており整

合している。 
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(ホ) (２)②-2 機器・配管系については，通常

時に作用している荷重，設計基準事故時に生ずる

荷重及び重大事故等時に生ずる荷重と地震力を組

み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設の建物・構築物

については，通常時に作用している荷重

（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），

積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態

で施設に作用する荷重のうち，地震によっ

て引き起こされるおそれがある事象によっ

て作用する荷重と基準地震動による地震力

を組み合わせる。 

(ⅲ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設の建物・構築物

については，通常時に作用している荷重

（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），

積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態

で施設に作用する荷重のうち，地震によっ

て引き起こされるおそれがない事象による

荷重は，その事故事象の発生確率，継続時

間及び地震動の年超過確率の関係を踏ま

え，適切な地震力（基準地震動又は弾性設

計用地震動による地震力）と組み合わせ

る。この組合せについては，事故事象の発

生確率，継続時間及び地震動の年超過確率

の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の

上設定する。なお，継続時間については対

策の成立性も考慮した上で設定する。 

 

＜中略＞ 

 

ⅱ．機器・配管系 

(ⅰ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設の機器・配管系

については，通常時に作用している荷重と

基準地震動による地震力を組み合せる。 

(ⅱ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設の機器・配管系

については，通常時に作用している荷重，

設計基準事故時の状態及び重大事故等時の

状態で施設に作用している荷重のうち，地

震によって引き起こされるおそれがある事

象によって作用する荷重と基準地震動によ

る地震力を組み合わせる。重大事故等が地

震によって引き起こされるおそれがある事

象であるかについては，安全機能を有する

施設の耐震設計の考え方に基づき設定す

る。 

(ⅲ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設の機器・配管系

については，通常時に作用している荷重，

設計基準事故時の状態及び重大事故等時の

状態で施設に作用している荷重のうち，地

震によって引き起こされるおそれがない事

象による荷重は，その事故事象の発生確

率，継続時間及び地震動の年超過確率の関

係を踏まえ，適切な地震力（基準地震動又

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設 

ⅰ. 基準地震動による地震力 

ⅱ. 重大事故等時の状態で施設に作用する

荷重のうち，地震によって引き起こされ

るおそれがある事象によって作用する荷

重と基準地震動による地震力 

ⅲ. 重大事故等時の状態で施設に作用する

荷重のうち，地震によって引き起こされ

るおそれがない事象による荷重と，その

事故事象の発生確率，継続時間及び地震

動の年超過確率の関係を踏まえた適切な

地震力(基準地震動又は弾性設計用地震動

による地震力） 

この組み合わせについては，事故事象

の発生確率，継続時間及び地震動の年超

過確率の積等を考慮し，工学的，総合的

に勘案の上設定する。なお，継続時間に

ついては対策の成立性も考慮した上で設

定する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ. 機器・配管系 

(ホ) (２)②-2 通常時に作用している荷重

の他，以下の施設の状態に応じた荷重を考慮

する。 

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設 

ⅰ. 基準地震動による地震力。 

ⅱ. 設計基準事故時の状態及び重大事故等

時の状態で施設に作用する荷重のうち，

地震によって引き起こされるおそれがあ

る事象によって作用する荷重と基準地震

動による地震力。 

ⅲ. 設計基準事故時の状態及び重大事故等

時の状態で施設に作用する荷重のうち，

地震によって引き起こされるおそれがな

い事象による荷重と，その事故事象の発

生確率，継続時間及び地震動の年超過確

率の関係を踏まえた適切な地震力(基準地

震動又は弾性設計用地震動による地震

力）。 

この組み合わせにおいては，事故事象

の発生確率，継続時間及び地震動の年超

過確率の積等を考慮し，工学的，総合的

に勘案の上設定する。なお，継続時間に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ホ) (２)②-2

は，変更許可申請書(本

文）の(ホ) (２)②-2 を

具体的に記載しており整

合している。 
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③ 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される

重大事故等対処施設は，基準地震動による地震力

に対して，重大事故等に対処するために必要な機

能が損なわれるおそれがないように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

(ホ) (２)③-1 建物・構築物については，構造

物全体としての変形能力（耐震壁のせん断ひずみ

等）が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有

し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終

局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対し妥当な安

全余裕を有するように設計する。 

 

 

(ホ) (２)③-2 機器・配管系については，その

施設に要求される機能を保持するように設計し，

塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，

その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に

十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に

影響を及ぼさないように設計する。 

 

 

 

 

④ (ホ) (２)④-1 常設耐震重要重大事故等対処設

備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重

大事故等対処施設は，代替する機能を有する安全

機能を有する施設が属する耐震重要度分類のクラ

スに適用される地震力に十分に耐えることができ

るように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

は弾性設計用地震動による地震力）と組み

合わせる。この組合せについては，事故事

象の発生確率，継続時間及び地震動の年超

過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に

勘案の上設定する。なお，継続時間につい

ては対策の成立性も考慮した上で設定す

る。 

＜中略＞ 

 

ａ．重大事故等対処施設の耐震設計の基本方針 

＜中略＞ 

(ｂ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置さ

れる重大事故等対処施設は，基準地震動によ

る地震力に対して重大事故等に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれがないよう

に設計する。 

＜中略＞ 

 

(ｄ) 許容限界 

＜中略＞ 

 

 

ⅰ．建物・構築物 

(ⅰ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設の建物・構築物

は，「イ．(ロ )(５ )①ｅ． (ｄ )ⅰ．

(ⅰ)(ⅰ)-1 基準地震動による地震力との

組合せに対する許容限界」を適用する。 

＜中略＞ 

 

ⅱ．機器・配管系 

(ⅰ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設の機器・配管系

は ， 「 イ ． ( ロ )( ５ ) ① ｅ ． ( ｄ ⅱ ．

(ⅰ)(ⅰ)-1 基準地震動による地震力との

組合せに対する許容限界」を適用する。 

＜中略＞ 

 

ａ．重大事故等対処施設の耐震設計の基本方針 

＜中略＞ 

(ｃ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常

設重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設は，代替する機能を有する安全機

能を有する施設が属する耐震重要度分類のク

ラスに適用される地震力に対し十分に耐える

ことができるように設計する。 

 ＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

ついては対策の成立性も考慮した上で設

定する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  耐震設計の基本方針 

＜中略＞ 

d. 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される

重大事故等対処施設は，基準地震動による地震力

に対して重大事故等に対処するために必要な機能

が損なわれるおそれがないように設計する。 

＜中略＞ 

 

 

d. 許容限界 

＜中略＞ 

(c) 重大事故等対処施設 

＜中略＞ 

イ. 建物・構築物 

(イ) (ホ) (２)③-1 常設耐震重要重大事故等

対処設備が設置される重大事故等対処施

設 

上記(a)イ.(イ)による終局耐力時のせ

ん断ひずみ・応力等を許容限界とする。 

＜中略＞ 

 

ロ. 機器・配管系 

(イ) (ホ) (２)③-2 常設耐震重要重大事故等

対処設備が設置される重大事故等対処施

設 

上記(b)イ.(イ)による応力，荷重を許

容限界とする。 

＜中略＞ 

 

(1)  耐震設計の基本方針 

＜中略＞ 

e. (ホ) (２)④-1 常設耐震重要重大事故等対処設

備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重

大事故等対処施設は，代替する機能を有する安全

機能を有する施設が属する耐震重要度に適用され

る地震力に十分耐えることができるように設計す

る。 

 ＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ホ) (２)③-1

は，変更許可申請書(本

文）の(ホ) (２)③-1 を

具体的に記載しており整

合している。 

 

 

 

設工認の(ホ) (２)③-2

は，変更許可申請書(本

文）の(ホ) (２)③-2 を

具体的に記載しており整

合している。 

 

 

 

 

設工認の(ホ) (２)④-1

は，変更許可申請書(本

文）の(ホ) (２)④-1 と

同義であり整合してい

る。 
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(ホ) (２)④-2 なお，Ｂクラス施設の機能を代

替する常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常

設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設のうち，共振のおそれのある施設について

は，弾性設計用地震動に２分の１を乗じた地震動

によりその影響についての検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ホ) (２)④-3 建物・構築物及び機器・配管系

ともに，静的地震力に対しておおむね弾性状態に

留まる範囲で耐えられるように設計する。建物・

構築物については，発生する応力に対して，建築

基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準

による許容応力度を許容限界とする。機器・配管

系については，発生する応力に対して，応答が全

体的におおむね弾性状態に留まるように設計す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ホ) (２)④-4 また，代替する安全機能を有す

る施設がない常設重大事故等対処設備は，安全機

能を有する施設の耐震設計における耐震重要度の

分類方針に基づき，重大事故等対処時の使用条件

を踏まえて，当該設備の機能喪失により放射線に

よる公衆への影響の程度に応じて分類し，その地

震力に対し十分に耐えることができるように設計

する。 

 

 

ｃ．地震力の算定方法 

＜中略＞ 

(ｂ) 動的地震力 

 ＜中略＞ 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常

設重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設のうち，Ｂクラス施設の機能を代

替する施設であって共振のおそれのある施設

については，「イ．(ロ)(５)①ｄ．(ｂ) 動

的地震力」に示す共振のおそれのあるＢクラ

ス施設に適用する地震力を適用する。 

 ＜中略＞ 

 

 

 

 

(ｄ) 許容限界 

 ＜中略＞ 

 

 

ⅰ．建物・構築物 

 ＜中略＞ 

(ⅱ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の

常設重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設の建物・構築物は，「イ．

(ロ)(５)①ｅ．(ｄ)ⅰ．(ⅱ) Ｂクラス及

びＣクラス施設の建物・構築物」を適用す

る。 

＜中略＞ 

 

 

ⅱ．機器・配管系 

＜中略＞ 

(ⅱ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の

常設重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設の機器・配管系は，「イ．

(ロ)(５)①ｅ．(ｄ)ⅱ．(ⅱ) Ｂクラス及

びＣクラスの機器・配管系」を適用する。 

＜中略＞ 

 

ａ．重大事故等対処施設の耐震設計の基本方針 

＜中略＞ 

(ｃ)  ＜中略＞ 

また，代替する安全機能を有する施設がな

い常設重大事故等対処設備は，安全機能を有

する施設の耐震設計における耐震重要度の分

類方針に基づき，重大事故等対処時の使用条

件を踏まえて，当該設備の機能喪失により放

射線による公衆への影響の程度に応じて分類

し，その地震力に対し十分に耐えることがで

きるように設計する。 

＜中略＞ 

 

 

(3) 地震力の算定方法 

 ＜中略＞ 

b. 動的地震力 

 ＜中略＞ 

(ホ) (２)④-2Ｂクラスの施設のうち支持構造物

の振動と共振のおそれのある施設については，上

記Ｓクラスの施設に適用する弾性設計用地震動に

２分の１を乗じたものから定める入力地震動を入

力として，  

 ＜中略＞ 

また，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の

常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設のうち，Ｂクラスに属する施設の安全機

能を代替する施設については，代替する施設の属

する耐震重要度に応じた地震力を適用する。 

＜中略＞ 

d. 許容限界 

 ＜中略＞ 

(c) 重大事故等対処施設 

＜中略＞ 

イ. 建物・構築物 

 ＜中略＞ 

(ロ)  (ホ) (２)④-3 常設耐震重要重大事故

等対処設備以外の常設重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施設 

上記(a)ロ.による許容応力度を許容限

界とする。 

 ＜中略＞ 

 

 

 

ロ. 機器・配管系 

 ＜中略＞ 

(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外

の常設重大事故等対処設備が設置される

重大事故等対処施設 

ⅰ. 上記(b)ロ.による応力を許容限界

とする。 

＜中略＞ 

 

(1)  耐震設計の基本方針 

＜中略＞ 

e. ＜中略＞ 

(ホ) (２)④-4 また，代替する安全機能を有す

る施設がない常設重大事故等対処設備は，安全機

能を有する施設の耐震設計における耐震重要度の

分類方針に基づき，重大事故等対処時の使用条件

を踏まえて，当該設備の機能喪失により放射線に

よる公衆への影響の程度に応じて分類し，その地

震力に対し十分に耐えることができるように設計

する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

設工認の(ホ) (２)④-2

は，変更許可申請書(本

文）の(ホ) (２)④-2 と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ホ) (２)④-3

は，変更許可申請書(本

文）の(ホ) (２)④-3 を

具体的に記載しており整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ホ) (２)④-4

は，変更許可申請書(本

文）の(ホ) (２)④-4 を

具体的に記載しており整

合している。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
 

 

 

⑤ (ホ) (２)⑤重大事故等対処施設に適用する動的

地震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切

に組み合わせて算定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される

重大事故等対処施設の周辺斜面は，基準地震動に

よる地震力に対して，重大事故等の対処に必要な

機能へ影響を及ぼすような崩壊を起こすおそれが

ないものとする。 

 

 

 

 

 

 

⑦ 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される

重大事故等対処施設は，Ｂクラス及びＣクラスの

施設，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常

設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設並びに可搬型重大事故等対処設備の波及的

影響によって，その重大事故等に対処するために

必要な機能を損なわれるおそれがないように設計

する。 

 

 

 

 

 

 

 

(ｄ) 重大事故等対処施設に適用する動的地震力

は，水平２方向及び鉛直方向について適切に

組み合わせて算定するものとする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｆ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置さ

れる重大事故等対処施設の周辺斜面は，基準

地震動による地震力に対して，重大事故等の

対処に必要な機能へ影響を及ぼすような崩壊

を起こすおそれがないものとする。 

 

 

 

 

 

 

(ｇ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置さ

れる重大事故等対処施設は，Ｂクラス及びＣ

クラスの施設，常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対処設備が設置さ

れる重大事故等対処施設並びに可搬型重大事

故等対処設備の波及的影響によって，重大事

故等に対処するために必要な機能が損なわれ

るおそれがないように設計する。 

 

 

 

 

 

 

(3) 地震力の算定方法 

＜中略＞ 

b. 動的地震力 

(ホ) (２)⑤Ｓクラスの施設の設計に適用する動

的地震力は，基準地震動及び弾性設計用地震動か

ら定める入力地震動を入力として，建物・構築物

の三次元応答性状及びそれによる機器・配管系へ

の影響を考慮し，水平２方向及び鉛直方向につい

て適切に組み合わせて算定する。 

＜中略＞ 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される

重大事故等対処施設については，基準地震動によ

る地震力を適用する。 

＜中略＞ 

 

(6) 周辺斜面 

＜中略＞ 

b. 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される

重大事故等対処施設 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される

重大事故等対処施設の周辺斜面は，基準地震動に

よる地震力に対して，重大事故等に対処するため

に必要な機能に影響を及ぼすような崩壊を起こす

おそれがないものとする。 

＜中略＞ 

 

c. 波及的影響に対する考慮 

＜中略＞ 

(b) 重大事故等対処施設に対する波及的影響の考

慮 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置され

る重大事故等対処施設は，耐震重要度Ｂクラス

及びＣクラスに属する施設，常設耐震重要重大

事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設，可搬型重大

事故等対処設備の波及的影響によって，重大事

故等に対処するために必要な機能が損なわれる

おそれがないように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(ホ) (２)⑤

は，変更許可申請書(本

文）の(ホ) (２)⑤と同

義であり整合している。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
(ヘ) 耐津波構造 

設計上考慮する津波から防護する施設は，事業

許可基準規則等に基づき安全機能を有する施設の

うち耐震重要施設及び重大事故等対処施設とし，

これらの施設に大きな影響を及ぼすおそれがある

津波に対して必要な機能が損なわれないものとす

る。 

耐震重要施設，重大事故等対処施設のうち常設

重大事故等対処設備を設置する敷地及び可搬型重

大事故等対処設備を保管する敷地は，標高約 50ｍ

から約 55ｍ及び海岸からの距離約４km から約５

km の地点に位置しており，断層のすべり量が既往

知見を大きく上回る波源を想定した場合でも，よ

り厳しい評価となるように設定した標高 40ｍの敷

地高さへ津波が到達する可能性はなく，また，汀

線部から沖合約３km まで敷設する海洋放出管から

建屋への逆流に関しては，海洋放出管に関連する

建屋が標高約 55ｍの敷地に設置されることから津

波が流入するおそれはない。したがって，(へ)津

波によって，耐震重要施設の安全機能及び重大事

故等対処施設の重大事故等に対処するために必要

な機能が損なわれるおそれはないことから，津波

防護施設等を設ける必要はない。 

 

 (６) 津波による損傷の防止 

設計上考慮する津波から防護する施設は，事業

許可基準規則等に基づき安全機能を有する施設の

うち耐震重要施設及び重大事故等対処施設とし，

これらの施設に大きな影響を及ぼすおそれがある

津波に対して必要な機能が損なわれないものとす

る。 

耐震重要施設，重大事故等対処施設のうち常設

重大事故等対処設備を設置する敷地及び可搬型重

大事故等対処設備を保管する敷地は，標高約 50ｍ

から約 55ｍ及び海岸からの距離約４km から約５km

の地点に位置しており，断層のすべり量が既往知

見を大きく上回る波源を想定した場合でも，より

厳しい評価となるように設定した標高 40m の敷地

高さへ津波が到達する可能性はなく，また，汀線

部から沖合約３km まで敷設する海洋放出管から建

屋への逆流に関しては，海洋放出管に関連する建

屋が標高約 55ｍの敷地に設置されることから津波

が流入するおそれはない。したがって，津波によ

って，耐震重要施設の安全機能及び重大事故等対

処施設の重大事故等に対処するために必要な機能

が損なわれるおそれはないことから，津波防護施

設等を新たに設ける必要はない。 

＜中略＞ 

 

(基本設計方針）［共通項目］ 

3.2 津波による損傷の防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(へ)津波によって，耐震重要施設の安全機能及び重大

事故等対処施設の重大事故等に対処するために必要な機

能が損なわれるおそれはないことから，津波防護施設等

は設置しない。 

＜中略＞ 

 

 

変更許可申請書(本文）に

おいて許可を受けた「津

波の到達可能性」は，本

設工認の対象外である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の(へ)は，変更許

可申請書(本文)の(へ)と

同義であり整合してい

る。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
(ト) その他の主要な構造 

(1) 安全機能を有する施設 

 

 

 

 

MOX燃料加工施設のうち，重大事故等対処施設を除い

たものを設計基準対象の施設とし，安全機能を有する

構築物，系統及び機器を，安全機能を有する施設とす

る。 

 

 

また，安全機能を有する施設のうち，その機能喪失

により，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれ

があるもの及び設計基準事故時に公衆又は従事者に及

ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，放射性

物質又は放射線が工場等外へ放出されることを抑制し

又は防止する構築物，系統及び機器から構成される施

設を，安全上重要な施設とする。 

 

 

適合のための設計方針 

第 1項について 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設のうち，安全機能を有する構築

物，系統及び機器を，安全機能を有する施設とし，そ

の安全機能の重要度に応じて，その機能を確保する設

計とする。 

 

 

安全機能を有する施設のうち，その機能の喪失によ

り，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあ

るもの及び設計基準事故時に公衆又は従事者に及ぼす

おそれがある放射線障害を防止するため，放射性物質

又は放射線が MOX 燃料加工施設を設置する工場等外へ

放出されることを抑制し又は防止する構築物，系統及

び機器から構成される施設を，安全上重要な施設とし

て設計する。 

Ⅰ-1 基本設計方針 

第 1章 共通項目 

8．設備に対する要求 

8.1 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

8.1.1 安全機能を有する施設,安全上重要な施設及び

重大事故等対処施設 

MOX 燃料加工施設のうち，重大事故等対処施設を

除いたものを設計基準対象の施設とし，安全機能を

有する構築物，系統及び機器を，安全機能を有する

施設とする。また，安全機能を有する施設は，その

安全機能の重要度に応じて，その機能を確保する設

計とする。 

安全機能を有する施設のうち，その機能喪失によ

り，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれが

あるもの及び設計基準事故時に公衆又は従事者に及

ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，放射

性物質又は放射線が MOX 燃料加工施設を設置する工

場等外へ放出されることを抑制し又は防止する構築

物，系統及び機器から構成される施設を，安全上重

要な施設とする。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
(ト) その他の主要な構造 

(１) 安全機能を有する施設 

① 外部からの衝撃による損傷の防止 

安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺の自

然環境を基に想定されるロ(ト)(1)①-①洪水，風（台

風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山

の影響，生物学的事象，森林火災等の自然現象（地震

及び津波を除く。）又は地震及び津波を含む組合せに

遭遇した場合において，自然現象そのものがもたらす

環境条件及びその結果としてロ(ト)(1)①-②ＭＯＸ燃料

加工施設で生じ得る環境条件においても安全機能を損

なわない設計とする。 

ロ(ト)(1)①-③なお，敷地内又はその周辺で想定さ

れる自然現象のうち，洪水及び地滑り並びに津波につ

いては，立地的要因により設計上考慮する必要はな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ(ト)(1)①-④上記に加え，安全上重要な施設は，

新の科学的技術的知見を踏まえ当該安全上重要な施

設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自

然現象により当該安全上重要な施設に作用する衝撃及

び設計基準事故時に生ずる応力を，それぞれの因果関

係及び時間的変化を考慮して適切に組み合わせた条件

においても，安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 (７) 外部からの衝撃による損傷の防止 

① その他外部からの衝撃に対する考慮 

＜中略＞ 

安全機能を有する施設は，ＭＯＸ燃料加工施

設が想定される自然現象（地震及び津波を除

く。）又は人為事象の影響を受ける場合におい

ても安全機能を損なわない方針とする。 

＜中略＞ 

ＭＯＸ燃料加工施設の設計において考慮する

自然現象の抽出及び抽出した自然現象に対する

安全設計について以下に示す。 

ａ．自然現象の抽出 

ＭＯＸ燃料加工施設の設計に当たっては，国

内外の基準や文献等(23)～(34)に基づき自然現象の

知見，情報を収集した上で，自然現象（地震及

び津波を除く。）を抽出し，さらに事業許可基

準規則の解釈第９条に示される洪水，風（台

風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑

り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の

自然現象を含め，それぞれの事象についてＭＯ

Ｘ燃料加工施設の設計上の考慮の要否を検討す

る。 

＜中略＞ 

検討の結果，設計上の考慮を必要とする事象

は，添５第 13 表に示す風（台風），竜巻，凍

結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生

物学的事象，森林火災及び塩害といった自然現

象とし，敷地及び周辺地域の過去の記録並びに

現地調査を参考にして，予想される も過酷と

考えられる条件を適切に考慮する。また，これ

らの自然現象ごとに，関連して発生する可能性

がある自然現象も含めて考慮する。 

＜中略＞ 

 

 

ｃ．異種の自然現象の重畳及び自然現象と設計基

準事故の組合せ 

＜中略＞ 

また，外部事象防護対象施設等に大きな影響

を及ぼすおそれがあると想定される自然現象に

より作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる

荷重を，それぞれの因果関係及び時間的変化を

考慮して，適切に組み合わせて設計する。外部

事象防護対象施設等に大きな影響を及ぼすおそ

れがあると想定される自然現象は「ａ．自然現

象の抽出」で抽出した自然現象に含まれる。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

第 1 章 

3.  自然現象 

3.3   外部からの衝撃による損傷の防止 

安全機能を有する施設は，外部からの衝撃のう

ち自然現象による損傷の防止において，敷地内又

はその周辺の自然環境を基に想定されるロ(ト)(1)

①-①，ロ(ト)(1)①-③風(台風)，竜巻，凍結，高

温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事

象，森林火災，塩害の自然現象(地震及び津波を除

く。)又は地震及び津波を含む組合せに遭遇した場

合において，自然現象そのものがもたらす環境条

件及びその結果としてロ(ト)(1)①-②MOX 燃料加

工施設で生じ得る環境条件において，その安全性

を損なうおそれがある場合は，防護措置，その

他，供用中における運転管理等の運用上の適切な

措置を講じる。 

 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2   設計基準事故時及び重大事故等時に生ずる荷

重との組合せ 

ロ(ト)(1)①-④科学的技術的知見を踏まえ，外

部事象防護対象施設に対して大きな影響を及ぼす

おそれがあると想定される自然現象（地震及び津

波を除く。）により作用する衝撃及び設計基準事

故時に生ずる応力を適切に組み合わせた条件にお

いても安全機能を損なわない設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

変更許可申請書（本

文）の「洪水」は，設

計上の考慮は不要とし

ている。 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①-①，ロ(ト)(1)①-③

は，変更許可申請書

（本文）のロ

(ト)(1)①-①、ロ

(ト)(1)①-③と同義で

あり整合している。 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①-②は，変更許可申請

書（本文）のロ

(ト)(1)①-②の内容を

含んでおり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書ロ

(ト)(1)①-④は，変更

許可申請書（本文）の

ロ(ト)(1)①-④と同義

であり整合している。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
また，安全機能を有する施設は，ロ(ト)(1)①-⑤敷

地内又はその周辺の状況を基に想定される飛来物（航

空機落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火

災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害ロ(ト)(1)①-

⑥等のうちＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損なわせる

原因となるおそれがある事象であって人為によるもの

（故意によるものを除く。）（以下「人為事象」とい

う。）に対して安全機能を損なわないロ(ト)(1)①-⑦

設計とする。 

なお，敷地内又はその周辺の状況を基に想定される

人為事象のうち，ダムの崩壊及び船舶の衝突について

は，立地的要因により設計上考慮する必要はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ(ト)(1)①-⑧自然現象及び人為事象の組合せにつ

いては，地震，風（台風），竜巻，凍結，降水，積

雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災等を

考慮する。これらの事象が単独で発生した場合の影響

と比較して，複数の事象が重畳することで影響が増長

される組合せを特定し，(ト)(1)①-⑨その組合せの影

響に対しても安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．人為事象の抽出 

ＭＯＸ燃料加工施設の設計において考慮する

人為事象の抽出及び抽出した人為事象に対する

安全設計について以下に示す。 

ＭＯＸ燃料加工施設の設計に当たっては，国

内外の基準や文献等に基づき人為事象の知見，

情報を収集した上で人為事象を抽出し，さらに

事業許可基準規則の解釈第９条に示される飛来

物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，近隣工

場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障

害等の人為事象を含め，それぞれの事象につい

てＭＯＸ燃料加工施設の設計上の考慮の要否を

検討する。設計上の考慮の要否の検討に当たっ

ては，ＭＯＸ燃料加工施設の立地，周辺環境及

び海外の文献における選定基準を踏まえ，発生

頻度が極低頻度と判断される事象，敷地周辺で

は起こり得ない事象，事象の進展が緩慢で対策

を講ずることができる事象，ＭＯＸ燃料加工施

設に影響を及ぼさない事象及び影響が他の事象

に包絡される事象を除外し，いずれにも該当し

ない事象をＭＯＸ燃料加工施設の安全性に影響

を与える可能性のある事象として選定する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

① その他外部からの衝撃に対する考慮 

＜中略＞ 

ｃ．異種の自然現象の重畳及び自然現象と設計基

準事故の組合せ 

抽出した安全機能を有する施設の安全機能に

影響を及ぼし得る自然現象（11 事象）に地震を

加えた計 12 事象について，各自然現象によって

関連して発生する可能性がある自然現象も考慮

し組合せを網羅的に検討する。この組合せがＭ

ＯＸ燃料加工施設に与える影響について，竜巻

と地震など同時に発生する可能性が極めて低い

組合せ，火山の影響（堆積荷重）と落雷（電気

的影響）などＭＯＸ燃料加工施設に及ぼす影響

モードが異なる組合せ及び竜巻と風（台風）な

ど一方の自然事象の評価に包絡される組合せを

除外し，いずれにも該当しないものをＭＯＸ燃

料加工施設の設計において想定する組合せとす

る。その結果，設計上考慮すべき自然現象の組

合せとして，積雪及び風（台風）,積雪及び竜

巻，積雪及び火山の影響（降灰），積雪及び地

震，風（台風）及び火山の影響（降灰）並びに

風（台風）及び地震の組合せが抽出され，それ

3.3   外部からの衝撃による損傷の防止 

＜中略＞ 

安全機能を有する施設は，外部からの衝撃のう

ち人為による損傷の防止において，ロ(ト)(1)①-

⑤敷地内又はその周辺において想定される航空機

の事故，爆発，近隣工場等の火災，危険物を搭載

した車両，有毒ガス，電磁的障害ロ(ト)(1)①-⑥

及び再処理事業所内における化学物質の漏えいに

より MOX 燃料加工施設の安全性を損なわせる原因

となるおそれがある事象であって人為によるもの

（故意によるものを除く。）（以下「人為事象」

という。）に対してその安全性を損なわない

(ト)(1)①-⑦よう，防護措置又は対象とする発生

源から一定の距離を置くことによる適切な措置を

講ずる。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3   外部からの衝撃による損傷の防止 

＜中略＞ 

自然現象及び人為事象の組合せについては，地

震，風(台風)，竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火

山の影響，生物学的事象，森林火災等を考慮し，ロ

(ト)(1)①-⑧積雪及び風（台風），積雪及び竜巻，

積雪及び火山の影響（降灰），積雪及び地震，風

（台風）及び火山の影響（降灰）並びに風（台風）

及び地震のロ(ト)(1)①-⑨組合せを，施設の形状，

配置に応じて考慮する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①-⑤は『加工施設の技

術基準に関する規則』

の用語による言い換え

であり，変更許可申請

書（本文）のロ(ト)(1)

①-⑤と同義であり整合

している。 

 

変更許可申請書（本

文）の「ダムの崩壊」

及び「船舶の衝突」

は，設計上の考慮は不

要としている。 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①-⑥は，変更許可申請

書（本文）のロ

(ト)(1)①-⑥を具体的

に記載しており整合し

ている。 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①-⑦は，変更許可申請

書（本文）のロ

(ト)(1)①-⑦の内容を

含んでおり整合してい

る。 

 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①-⑧は，変更許可申請

書（本文）のロ

(ト)(1)①-⑧を具体的

に記載しており整合し

ている。 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①-⑨は，変更許可申請

書（本文）のロ

(ト)(1)①-⑨の内容を

含んでおり整合してい

る。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ(ト)(1)①-⑩ここで，想定される自然現象に対し

ては，安全機能を有する施設が安全機能を損なわない

ために必要な措置を含める。 

ロ(ト)(1)①-⑪また，人為事象に対しては，安全機

能を有する施設が安全機能を損なわないために必要な

重大事故等対処設備への措置を含める。想定される自

然現象及び人為事象の発生により，ＭＯＸ燃料加工施

設に重大な影響を及ぼすおそれがあると判断した場合

は，工程停止，送排風機の停止等，ＭＯＸ燃料加工施

設への影響を軽減するための措置を講ずるようロ

(ト)(1)①-⑫手順を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．竜巻 

ロ(ト)(1)①a-①安全機能を有する施設は，想定され

る竜巻が発生した場合においても，作用する設計荷重

に対してその安全機能を損なわない設計とする。 

ロ(ト)(1)①a-②竜巻に対する防護設計を行うための

設計竜巻の 大風速は100ｍ/s とし，設計荷重は，設

計竜巻による風圧力による荷重，気圧差による荷重及

び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた設計竜巻荷重並び

に安全機能を有する施設に通常時に作用している荷

重，運転時荷重及びその他竜巻以外の自然現象による

荷重等を適切に組み合わせたものとして設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

らの組合せに対して安全機能を有する施設の安

全機能が損なわれない設計とする。このうち，

積雪及び風（台風）の組合せの影響について

は，積雪及び竜巻の組合せの影響に包絡され

る。重畳を想定する自然現象の組合せの検討結

果を添５第 14 表に示す。なお，津波について

は，津波が敷地高さに到達しないことを確認し

たことから，組合せの検討から除く。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3   外部からの衝撃による損傷の防止 

＜中略＞ 

ロ(ト)(1)①-⑩、ロ(ト)(1)①-⑪また，想定さ

れる自然現象（地震及び津波を除く。）及び人為

事象に対する防護措置には，安全機能を有する施

設が安全機能を損なわないよう，必要な安全機能

を有する施設以外の施設又は設備等（重大事故等

対処設備を含む。）への措置を含める。 

また，想定される自然現象及び人為事象の発生

により，MOX 燃料加工施設に重大な影響を及ぼす

おそれがあると判断した場合に備え，工程停止，

送排風機の停止等，MOX 燃料加工施設への影響を

軽減するための措置を講ずる手順を整備するよう

保安規定に定める。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  自然現象 

  a. 竜巻 

ロ(ト)(1)①a-①安全機能を有する施設は，想定され

る竜巻( 大風速 100m/s)が発生した場合において，作

用する設計荷重(竜巻)を設定し，設計荷重(竜巻)に対

して影響評価を行い，必要に応じ対策を行うことによ

り，安全機能を損なわない設計とする。 

＜中略＞ 

 (a) 影響評価における荷重の設定 

ロ(ト)(1)①a-②構造健全性等の評価においては，

設計竜巻による風圧力による荷重，気圧差による荷重

及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた設計竜巻荷重並

びに安全機能を有する施設に通常時に作用している荷

重，運転時荷重及びその他竜巻以外の自然現象による

荷重等を適切に組み合わせた設計荷重(竜巻)を設定す

る。 

 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①-⑩及びロ(ト)(1)①-

⑪は，変更許可申請書

（本文）のロ(ト)(1)①

-⑩及びロ(ト)(1)①-⑪

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①-⑫は，変更許可申請

書（本文）のロ

(ト)(1)①-⑫と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①a-①は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①a-①を具体的

に記載しており整合し

ている。 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①a-②は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①a-②の内容を

記載しており整合して

いる。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
ロ(ト)(1)①a-③安全機能を有する施設の安全機能を

損なわないようにするため，安全機能を有する施設に

影響を及ぼす飛来物の発生防止対策として，飛来物と

なる可能性のあるもののうち，運動エネルギ及び貫通

力の大きさを踏まえ，ロ(ト)(1)①a-④設計上考慮すべ

き飛来物（以下「設計飛来物」という。）を設定す

る。ロ(ト)(1)①a-③飛来物となり得る資機材及び車両

のうち，衝突時に与える運動エネルギ又は貫通力が設

計飛来物によるものより大きくなるものについては，

固定，固縛，建屋収納，退避又は撤去を実施する。 

 

 

 

 

 

 

また，再処理事業所外から飛来するおそれがあり，

かつ，再処理事業所内からの飛来物による衝撃荷重を

上回ると想定されるものがある場合は，設計飛来物と

しての考慮の要否を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜巻に対する防護設計においては，ロ(ト)(1)①a-⑥

機械的強度を有する建物により保護すること等によ

り，安全機能を有する施設が安全機能を損なわない設

計とすること，若しくはロ(ト)(1)①a-⑦竜巻による損

傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理を行うこと又はそれ

らを適切に組み合わせることにより，ロ(ト)(1)①a-⑧

その安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７) 外部からの衝撃による損傷の防止 

＜中略＞ 

② 竜巻防護に関する設計 

＜中略＞ 

ｃ．設計荷重（竜巻）の設定 

 ＜中略＞  

(ｂ) 設計飛来物の設定 

＜中略＞ 

また，再処理事業所外から飛来するおそれが

あり，かつ，再処理事業所内からの飛来物によ

る衝撃荷重を上回ると想定されるものとしてむ

つ小川原ウィンドファームの風力発電施設のブ

レードがある。むつ小川原ウィンドファームの

風力発電施設から設計対処施設までの距離及び

設計竜巻によるブレードの飛来距離を考慮する

と，ブレードが設計対処施設まで到達するおそ

れはないことから，ブレードは設計飛来物とし

て考慮しない。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飛来物の衝撃荷重としては，飛来物となる可能性の

あるもののうち，運動エネルギ及び貫通力の大きさを

踏まえ，ロ(ト)(1)①a-④鋼製材(長さ 4.2m×幅 0.3m×

奥行き 0.2m，質量 135kg， 大水平速度 51m/s， 大

鉛直速度 34m/s)を設計飛来物として設定する。 

なお，ロ(ト)(1)①a-③設計飛来物よりも運動エネル

ギ又は貫通力が大きくなる資機材及び重大事故等対処

設備は設置状況を踏まえ，固定，固縛又は建屋収納を

実施すること，並びに車両については，周辺防護区域

内への入構を管理及び停車又は走行している場所に応

じて固縛するか又は飛来対策区域外の退避場所へ退避

することにより，飛来物とならないよう措置を講ずる

手順を整備することを保安規定に定めるため，設計飛

来物が衝突する場合の荷重としては考慮しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 竜巻に対する影響評価及び竜巻防護対策 

竜巻に対する防護設計においては，ロ

(ト)(1)①a-⑥設計荷重(竜巻)に対して，安全機能

を損なわないよう，機械的強度を有する建物によ

り防護する設計とすることを基本とする。 

＜中略＞ 

収納する重大事故等対処設備の機能を損なうお

それがある場合には，防護措置その他適切な措置

を講ずる。ロ(ト)(1)①a-⑦内的事象を要因とする

重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施

設と兼用する常設重大事故等対処設備は，当該設

備の機能が損なわれる場合，代替設備により必要

な機能を確保すること，安全上支障のない期間で

修理の対応を行うこと又はこれらを適切に組み合

わせることにより，ロ(ト)(1)①a-⑧その機能を確

保する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

c. 外部火災 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①a-④は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①a-④を具体的

に記載しており整合し

ている。 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①a-③は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①a-③と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

変更許可申請書（本

文）の「再処理事業所

外から飛来するおそれ

のある飛来物」は，設

計上の考慮は不要とし

ている。 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①a-⑥は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①a-⑥と同義で

あり整合している。 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①a-⑦は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①a-⑦を具体的

に記載しており整合し

ている。 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①a-⑧は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①a-⑧と同義で

あり整合している。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
ｂ．外部火災 

ロ(ト)(1)①b-①安全機能を有する施設は，想定され

る外部火災において， も厳しい火災が発生した場合

においても，その安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

ロ(ト)(1)①b-②，ロ(ト)(1)①b-③外部火災として

は，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」を参

考として，森林火災，近隣の工場，石油コンビナート

等特別防災区域，危険物貯蔵所及び高圧ガス貯蔵施設

（以下「近隣の産業施設」という。）の火災及び爆発

並びに航空機墜落による火災を対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然現象として想定される森林火災については，ロ

(ト)(1)①b-④敷地への延焼防止を目的として，ＭＯＸ

燃料加工施設の敷地周辺の植生を確認し，作成した植

生データ及び敷地の気象条件等を基に解析によって求

めた 大火線強度（9128kＷ/ｍ）から算出される防火

帯（幅25ｍ以上）を敷地内に設ける。 

防火帯は延焼防止機能を損なわない設計とし，ロ

(ト)(1)①b-⑤防火帯内には原則として可燃物となるも

のは設置しない。 

防火帯に可燃物を含む機器等を設置する場合には，

延焼防止機能を損なわないよう必要 小限とするとと

もに，不燃性シートで覆う等の対策を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 外部火災防護に関する設計 

ａ．外部火災に関する設計方針 

＜中略＞ 

安全機能を有する施設は，外部火災の影響を

受ける場合においてもその安全機能を確保する

ために，防火帯の設置，離隔距離の確保，建屋

による防護等により，外部火災に対して安全機

能を損なわない設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

ここでの外部火災としては，「原子力発電所の外

部火災影響評価ガイド」（平成 25 年６月 19 日 原

規技発第 13061912 号 原子力規制委員会決定）

（以下「外部火災ガイド」という。）を参考とし

て，森林火災，近隣の産業施設の火災及び爆発並

びに航空機墜落による火災を対象とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．森林火災の想定 

＜中略＞ 

(ｇ) 防火帯幅の設定 

FARSITE による影響評価により算出される

大火線強度（9128kＷ/ｍ（発火点２））に対

し，外部火災ガイドを参考として，風上に樹木

がある場合の火線強度と 小防火帯の関係か

ら，必要とされる 小防火帯幅 24.9ｍを上回る

幅 25ｍ以上の防火帯を確保することにより，設

計対処施設への延焼を防止し，外部火災防護対

象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

＜中略＞ 

ｊ．手順等 

＜中略＞ 

(ａ) 防火帯の維持及び管理に係る手順並び

に防火帯に可燃物を含む機器等を設置する場合

には，延焼防止機能を損なわないよう必要 小

限とするとともに，不燃性シートで覆う等の対

策を実施する手順を整備する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

ロ(ト)(1)①b-①想定される外部火災において，

火災源を敷地内及び敷地外に設定し安全機能を有

する施設に係る温度や距離を算出し，それらによ

る影響評価を行い， も厳しい火災が発生した場

合においても，その安全機能を損なわない設計と

する。 

＜中略＞ 

(b) 敷地内の火災・爆発源に対する設計方針 

ロ(ト)(1)①b-②火災・爆発源として，森林火

災，敷地内に存在する屋外の危険物貯蔵施設及び

可燃性ガスボンベ(以下「危険物貯蔵施設等」とい

う。)の火災及び爆発，航空機墜落による火災，航

空機墜落による火災と危険物貯蔵施設等の火災及

び爆発との重畳を想定し，火災源からの外部火災

防護対象施設を収納する建屋への熱影響を評価す

る。 

＜中略＞ 

(c) 敷地外の火災・爆発源に対する設計方針 

ロ(ト)(1)①b-③敷地外での火災・爆発源に対し

て，離隔距離の確保等により，外部事象防護対象

施設の安全機能を損なわない設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

c. 外部火災 

＜中略＞ 

(a) 防火帯幅の設定に対する設計方針 

自然現象として想定される森林火災について

は，ロ(ト)(1)①b-④森林火災シミュレーション解

析コードを用いて算出される 大火線強度から算

出される防火帯(幅 25m 以上)を敷地内に設ける設

計とする。 

また，防火帯は延焼防止機能を損なわない設計

とし，ロ(ト)(1)①b-④防火帯に可燃物を含む機器

等を設置する場合には，必要 小限とするととも

に，不燃性シートで覆う等の対策を実施する手順

を整備することを保安規定に定める。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 再処理事業所敷地内の火災・爆発源に対する

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①b-①は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①b-①を具体的

に記載しており整合し

ている。 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①b-②およびロ

(ト)(1)①b-③は，変更

許可申請書（本文）の

ロ(ト)(1)①b-②，ロ

(ト)(1)①b-③と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①b-④は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①b-④と同義で

あり整合している。 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①b-⑤は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①b-⑤と同義で

あり整合している。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
ロ(ト)(1)①b-⑥また，森林火災からの輻射強度の影

響を考慮した場合においても，離隔距離の確保等によ

り，安全機能を有する施設の安全機能を損なわない設

計とする。 

ロ(ト)(1)①b-⑦、ロ(ト)(1)①b-⑧人為事象として

想定される近隣の産業施設の火災及び爆発，敷地内に

存在する屋外の危険物貯蔵施設及び可燃性ガスボンベ

の火災及び爆発の影響については，離隔距離の確保等

により，安全機能を有する施設の安全機能を損なわな

い設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

航空機墜落による火災については，ロ(ト)(1)①b-⑨

対象航空機が安全機能を有する施設を収納する建屋の

直近に墜落する火災を想定し，ロ(ト)(1)①b-⑩火炎か

らの輻射強度の影響により，建屋外壁の温度上昇を考

慮した場合においても，安全機能を有する施設の安全

機能を損なわない設計とすること，ロ(ト)(1)①b-⑪若

しくはその火災による損傷を考慮して代替設備により

必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で

修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせること

により，その安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部火災の二次的影響であるばい煙による影響につ

いては，換気設備等に適切な防護対策を講じること

で，安全機能を有する施設の安全機能を損なわない設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 外部火災防護に関する設計 

＜中略＞ 

ｅ．航空機墜落による火災 

＜中略＞ 

(ｄ) 航空機墜落地点の設定 

＜中略＞ 

ＭＯＸ燃料加工施設は再処理施設に隣接してい

ることから，再処理施設と同様に，航空機墜落地

点は，建屋外壁の設計対処施設への影響が厳しい

地点とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ｇ．二次的影響評価 

ばい煙及び有毒ガスによる影響については，外

部火災ガイドを参考として添５第 21 表の設備を対

象とし，ばい煙及び有毒ガスの侵入に対して，適

切な対策を講ずることで外部火災防護対象施設の

安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

設計方針 

＜中略＞ 

ロ(ト)(1)①b-⑥、ロ(ト)(1)①b-⑦火災源ごと

に輻射強度，燃焼継続時間等を求め，外部火災防

護対象施設を収納する建屋の外壁表面温度が許容

温度(200℃)となる危険距離を上回る離隔距離を確

保する設計，又は建屋表面温度を算出し，その温

度が許容温度を満足する設計とする。 

ロ(ト)(1)①b-⑧爆発源として，外部火災ガイド

を参考に危険限界距離を算出し，その危険限界距

離を上回る離隔距離を確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中略＞ 

航空機墜落による火災については，ロ

(ト)(1)①b-⑨MOX 燃料加工施設は，敷地内に放

射性物質を取り扱う建屋が多く，面的に広く分布

している再処理施設に建屋が隣接していることか

ら，航空機墜落地点は，再処理施設と同様に建屋

外壁の影響が厳しい地点で火災が起こることを想

定し，ロ(ト)(1)①b-⑩外壁及び建屋内の温度上

昇を求め評価する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) 二次的影響(ばい煙)に対する設計方針 

外部火災の二次的影響であるばい煙による影響

については，換気設備等に適切な防護対策を講じ

ることで，安全機能を有する施設の安全機能を損

なわない設計とする。 

＜中略＞ 

 

(f) 二次的影響(有毒ガス)に対する設計方針 

有毒ガスによる影響については，ロ(ト)(1)①b-

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①b-⑥、ロ(ト)(1)①b-

⑦は変更許可申請書

（本文）のロ(ト)(1)①

b-⑥、ロ(ト)(1)①b-⑦

と，「火災に対する考

慮」に関して同義であ

り，設工認申請書ロ

(ト)(1)①b-⑧は，変更

許可申請書（本文）の

ロ(ト)(1)①b-⑧と「爆

発に対する考慮」に関

して同義であり，整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書ロ

(ト)(1)①b-⑨は，変更

許可申請書（本文）の

ロ(ト) (1)①b-⑨を具

体的に記載しており整

合している。 

 

設工認申請書ロ

(ト)(1)①b-⑩は，変更

許可申請書（本文）の

ロ(ト)(1)①b-⑩と同義

であり整合している。 

 

変更許可申請書（本

文）のロ(ト)(1)①b-⑪

は、保安規定にて対応

する。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
また，有毒ガスによる影響については，ロ

(ト)(1)①b-⑫換気設備等のユーティリティの停止を含

まない全ての加工工程の停止（以下「全工程停止」と

いう。）の措置を講じた上で，施設の監視が適時実施

できるように，資機材を確保し手順を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．火山の影響 

ロ(ト)(1)①c-①，ロ(ト)(1)①c-③安全機能を有す

る施設は，ＭＯＸ燃料加工施設の運用期間中において

ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能に影響を及ぼし得る火

山事象として設定した層厚55cm，密度1.3g/cm3（湿潤

状態）の降下火砕物に対し，ロ(ト)(1)①c-②，ロ

(ト)(1)①c-④以下のような設計とすることにより，降

下火砕物による直接的影響に対して機能を維持するこ

と若しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備

により必要な機能を確保すること，安全上支障のない

期間で修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせ

ることにより，安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ａ) ロ(ト)(1)①c-⑤，ロ(ト)(1)①c-⑥構造物への静

的負荷に対して安全余裕を有する設計とすること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 火山事象に関する設計 

＜中略＞ 

火山の影響によりＭＯＸ燃料加工施設の安全性

を損なうことのない設計であることを評価するた

め，火山影響評価を行い，ＭＯＸ燃料加工施設の

安全機能を損なわないことを評価する。 

火山影響評価は，「原子力発電所の火山影響評

価ガイド」（平成 25 年６月 19 日 原規技発第

13061910 号 原子力規制委員会決定）（以下「火

山影響評価ガイド」という。）を参考に，火山影

響評価の基本フローに従い評価を行う。 

ａ．火山事象に関する設計方針 

安全機能を有する施設は，ＭＯＸ燃料加工施設

の運用期間中に想定される火山事象である降下火

砕物の影響を受ける場合においてもその安全機能

を確保するために，降下火砕物に対して安全機能

を損なわない設計とする。 

＜中略＞ 

上記に含まれない安全機能を有する施設につい

ては，降下火砕物に対して機能を維持すること若

しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備

により必要な機能を確保すること，安全上支障が

ない期間での修理を行うこと又はそれらを適切に

組み合わせることにより，その安全機能を損なわ

ない設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

ｄ．  設計対処施設に影響を与える可能性のある

影響因子  

(ａ) 直接的影響因子 

ⅰ．降下火砕物の堆積による荷重 

「降下火砕物の堆積による荷重」について考慮

すべき影響因子は，設計対処施設である燃料加工

建屋の上に堆積し静的な負荷を与える「構造物へ

の静的負荷」である 

＜中略＞ 

ｅ．設計対処施設の設計方針 

＜中略＞ 

⑫全工程停止の措置を講じた上で，施設の監視が

適時実施できるように，資機材を確保する手順を

整備することを保安規定に定める。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

(1)  自然現象 

＜中略＞ 

d. 火山 

安全機能を有する施設は，MOX 燃料加工施設の

運用期間中において MOX 燃料加工施設の安全機能

に影響を及ぼし得る火山事象として，ロ(ト)(1)①

c-①事業許可(変更許可)を受けた降下火砕物の特

性を設定し，ロ(ト)(1)①c-②その降下火砕物が発

生した場合においても，安全機能を損なわない設

計とする。 

＜中略＞ 

 

(a) 防護設計における降下火砕物の特性の設定 

ロ(ト)(1)①c-③設計に用いる降下火砕物は事業

許可(変更許可)を受けた層厚 55cm，密度

1.3g/cm3(湿潤状態)と設定する。 

 

 

(b) 降下火砕物に対する防護対策 

降下火砕物防護対象施設は，ロ(ト)(1)①c-④降

下火砕物による直接的影響及び間接的影響に対し

て，以下の適切な措置を講ずることで安全機能を損

なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

イ. 直接的影響に対する設計方針 

(イ)ロ(ト)(1)①c-⑤構造物への静的負荷 

降下火砕物に対する防護設計を行うために，降下

火砕物を湿潤状態とした場合における荷重，個々の

施設に通常時に作用している荷重，運転時荷重及び

火山と同時に発生し得る自然現象による荷重を組み

合わせた荷重(以下「設計荷重(火山)」という。)を

設定する。 

＜中略＞ 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①b-⑫は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①b-⑫と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①c-①およびロ(ト)(1)

①c-③は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①c-①，ロ

(ト)(1)①c-③と同義で

あり整合している。 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①c-②およびロ(ト)(1)

①c-④は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①c-②，ロ

(ト)(1)①c-④の内容を

含んでおり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①c-⑤およびロ(ト)(1)

①c-⑥は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①c-⑤，ロ

(ト)(1)①c-⑥の内容を

含んでおり整合してい

る。 
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(ｂ)構造物への粒子の衝突に対して影響を受けない設

計とすること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｃ)ロ(ト)(1)①c-⑦換気系，電気系及び計装制御系に

対する機械的影響（閉塞）に対して降下火砕物が侵

入し難い設計とすること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｄ) ロ(ト)(1)①c-⑧換気系，電気系及び計装制御系

に対する機械的影響（磨耗）に対して磨耗し難い設

計とすること 

 

 

 

 

 

 

(ａ) 直接的影響に対する設計方針 

ⅰ．構造物への静的負荷 

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である

燃料加工建屋は，設計荷重（火山）の影響によ

り，安全機能を損なわない設計とする。 

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，当

該施設に要求される機能に応じて適切な許容荷重

を設定し，設計荷重（火山）に対して安全余裕を

有することにより，構造健全性を失わず，安全機

能を損なわない設計とする。 

＜中略＞ 

 

ⅱ．構造物への粒子の衝突 

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋であ

る燃料加工建屋は，構造物への降下火砕物の粒

子の衝突の影響により，安全機能を損なわない

設計とする。 

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，

コンクリート構造物であるため，微小な鉱物結

晶であり，砂よりも硬度が低い特性を持つ降下

火砕物の衝突による影響は小さい。そのため，

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の構造

健全性を損なうことはない。 

なお，粒子の衝撃荷重による影響について

は，竜巻の設計飛来物の影響に包絡される。 

 

ⅲ．換気系，電気系及び計装制御系に対する機

械的影響（閉塞） 

建屋内に収納される降下火砕物防護対象施設

及び降下火砕物を含む空気の流路となる降下火

砕物防護対象施設は，降下火砕物を含む空気に

よる流路の閉塞の影響により，安全機能を損な

わない設計とする。 

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，

外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕物が

侵入し難い構造とする。 

＜中略＞ 

非常用所内電源設備は，外気取入口に防雪フ

ードを設け降下火砕物が侵入し難い構造とす

る。 

＜中略＞ 

 

ⅳ．換気系，電気系及び計装制御系に対する機

械的影響（磨耗） 

建屋内に収納される降下火砕物防護対象施設

及び降下火砕物を含む空気の流路となる降下火

砕物防護対象施設である非常用所内電源設備

は，降下火砕物による磨耗の影響により，安全

機能を損なわない設計とする。 

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，

外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕物が

燃料加工建屋は，ロ(ト)(1)①c-⑥当該施設に要

求される機能に応じて適切な許容荷重を設定し，設

計荷重(火山)に対して安全余裕を有することによ

り，構造健全性を失わず，安全機能を損なわない設

計とする。 

 

 

 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ)閉塞 

ⅰ． ロ(ト)(1)①c-⑦換気系，電気系及び計装制

御系に対する機械的影響(閉塞) 

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃

料加工建屋は，外気取入口に防雪フードを設け，降

下火砕物が侵入し難い構造とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ハ)摩耗 

ⅰ． ロ(ト)(1)①c-⑧換気系，電気系及び計装制

御系に対する機械的影響(摩耗) 

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃

料加工建屋は，外気取入口に防雪フードを設け，降

下火砕物が侵入し難い構造とし，磨耗し難い設計と

する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更許可申請書（本

文）の「粒子の衝突」

は，変更許可申請書

（添付書類五）で設計

上の考慮は不要として

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①b-⑦は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①b-⑦を具体的

に記載しており整合し

ている。 
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(ｅ) ロ(ト)(1)①c-⑨，ロ(ト)(1)①c-⑩構造物，換気

系，電気系及び計装制御系に対する化学的影響（腐

食）に対して短期での腐食が発生しない設計とする

こと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｆ) ロ(ト)(1)①c-⑪敷地周辺の大気汚染に対して，

全工程停止の措置を講じた上で，施設の監視が適時

実施できるように，資機材を確保し手順をロ(ト)(1)

①c-⑫整備すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｇ) ロ(ト)(1)①c-⑬電気系及び計装制御系の絶縁低

下に対して，換気設備は降下火砕物が侵入し難い設

計とすること 

 

 

 

 

 

 

 

 

侵入し難い構造とする。 

＜中略＞ 

非常用所内電源設備は，外気取入口に防雪フ

ードを設け降下火砕物が侵入し難い構造とす

る。 

＜中略＞ 

ⅴ．構造物，換気系，電気系及び計装制御系へ

の化学的影響（腐食） 

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋，建

屋に収納される降下火砕物防護対象施設，降下

火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護

対象施設は，降下火砕物に含まれる腐食性のあ

るガスによる化学的影響（腐食）により，安全

機能を損なわない設計とする。 

降下火砕物の特性として，金属腐食研究の結

果より，直ちに金属腐食を生じさせることはな

いが，降下火砕物を含む空気の流路となる降下

火砕物防護対象施設は，塗装又は腐食し難い金

属を用いることにより，安全機能を損なわない

設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

ⅵ．中央監視室等の大気汚染 

敷地周辺の大気汚染に対しては，全工程停止

及びグローブボックス排風機以外の送排風機を

停止し，ＭＯＸ燃料加工施設を安定な状態に移

行する措置を講じるとともに，施設の監視が適

時実施できるように，資機材を確保し手順を整

備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅶ．電気系及び計装制御系の絶縁低下 

電気系及び計装制御系のうち，外気から取り

入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有

する設備は，降下火砕物による絶縁低下の影響

により，安全機能を損なわない設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ニ)腐食 

ⅰ．ロ(ト)(1)①c-⑨構造物に対する化学的影響

(腐食) 

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃

料加工建屋は，耐食性のある材料を使用又は外壁塗

装及び屋上防水を実施することにより降下火砕物に

よる短期的な腐食が発生しない設計とする。 

＜中略＞ 

ⅱ．ロ(ト)(1)①c-⑩換気系，電気系及び計装制

御系への化学的影響(腐食) 

降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防

護対象施設である非常用所内電源設備の非常用発電

機の給気系のうちフィルタまでの範囲は防食処理等

の腐食防止対策として，腐食し難い金属を用いるこ

と又は塗装することにより腐食を防止する設計とす

る。 

 

 

(ホ)ロ(ト)(1)①c-⑪中央監視室等の大気汚染 

敷地周辺の大気汚染に対して，全工程停止及びグ

ローブボックス排風機以外の送排風機を停止し，

MOX 燃料加工施設を安定な状態に移行する措置を講

ずるとともに，施設の監視が適時実施できるよう

に，資機材を確保し手順をロ(ト)(1)①c-⑫整備す

ることを保安規定に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ヘ)ロ(ト)(1)①c-⑬絶縁低下 

降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収

納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋であ

る燃料加工建屋は，外気取入口に防雪フードを設

け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。また，降

下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護

対象施設である焼結設備，火災防護設備及び小規模

試験設備のうち空気を取り込む機構を有する制御

盤，監視盤及び非常用所内電源設備のうち空気を取

り込む機構を有する電気盤については，換気設備及

び非管理区域換気空調設備の給気系に，プレフィル

タ，除塩フィルタ及び高性能エアフィルタ若しくは

プレフィルタ及び除塩フィルタを設置し，建屋内部

 

 

 

 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①b-⑨およびロ(ト)(1)

①b-⑩は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①c-⑨，ロ

(ト)(1)①c-⑩を具体的

に記載しており整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①c-⑪は変更許可申請

書（本文）のロ(ト)(1)

①c-⑪の内容を記載し

ており整合している。 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①c-⑫は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①c-⑫を具体的

に記載しており，整合

している。 

 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①c-⑬は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①c-⑬と同義で

あり整合している。 
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(ｈ) ロ(ト)(1)①b-⑭，ロ(ト)(1)①b-⑮降下火砕物に

よる静的負荷や腐食等の影響に対して降下火砕物の

除去や外気取入口のフィルタの交換又は清掃並びに

換気設備の停止により安全機能を損なわない設計と

すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに，降下火砕物による間接的影響である７日

間の外部電源喪失及び敷地内外での交通の途絶によ

るアクセス制限事象に対し，ＭＯＸ燃料加工施設の

安全性を維持するために必要となる電源の供給が継

続できるようロ(ト)(1)①b-⑯にすることにより安全

機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．設計対処施設の設計方針 

＜中略＞ 

(ａ) 直接的影響に対する設計方針 

＜中略＞ 

ⅲ．換気系，電気系及び計装制御系に対する機

械的影響（閉塞） 

＜中略＞ 

さらに，降下火砕物がフィルタに付着した場

合でもフィルタの交換又は清掃が可能な構造と

することで，降下火砕物により閉塞しない設計

とする。 

＜中略＞ 

 

ⅳ．換気系，電気系及び計装制御系に対する機

械的影響（磨耗） 

＜中略＞ 

さらに，降下火砕物がフィルタに付着した場

合でもフィルタの交換又は清掃が可能な構造と

することで，降下火砕物により磨耗しない設計

とする。 

＜中略＞ 

 

(ｂ) 間接的影響に対する設計方針 

ⅰ．外部電源喪失 

再処理事業所外で生じる送電網への降下火砕

物の影響により長期的に外部電源が喪失した場

合に対し，非常用所内電源設備の非常用発電機

は予備機を設ける設計とし，外部電源喪失によ

り安全上重要な施設の安全機能を損なわない設

計とする。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設は，降下火砕物の

影響により外部電源が喪失し，外部からの支援

を期待できない場合においても，非常用発電機

の燃料を貯蔵する燃料タンクを設置する設計と

し，過度な放射線被ばくを及ぼすおそれのある

火災による閉じ込め機能の不全を防止するため

に必要な安全上重要な施設へ７日間の電力を供

給する措置を講ずる。 

ⅱ．アクセス制限 

敷地外で交通の途絶が発生した場合，安全上

重要な施設に電力を供給する非常用所内電源設

への降下火砕物の侵入を防止することにより，安全

機能を損なわない設計とする。 

＜中略＞ 

 

(1)  自然現象 

＜中略＞ 

d. 火山 

＜中略＞ 

(b) 降下火砕物に対する防護対策 

＜中略＞ 

イ. 直接的影響に対する設計方針 

＜中略＞ 

(ロ)閉塞 

ⅰ． 換気系，電気系及び計装制御系に対する機

械的影響(閉塞) 

＜中略＞ 

なお，ロ(ト)(1)①b-⑭非常用所内電源設備に対

する降下火砕物用フィルタの追加設置，フィルタ類

の交換又は清掃並びに換気設備の停止による降下火

砕物を適切に除去する手順を整備することを保安規

定に定める。 

＜中略＞ 

(ハ)摩耗 

ⅰ． 換気系，電気系及び計装制御系に対する機

械的影響(摩耗) 

＜中略＞ 

なお，ロ(ト)(1)①b-⑮非常用所内電源設備に対

する降下火砕物用フィルタの追加設置，フィルタ類

の交換又は清掃並びに換気設備の停止による降下火

砕物を適切に除去する手順を整備することを保安規

定に定める。 

＜中略＞ 

 

ロ. 間接的影響に対する設計方針 

降下火砕物による間接的影響である 7日間の外部

電源喪失及び敷地内外での交通の途絶によるアクセ

ス制限事象に対し，MOX 燃料加工施設の安全性を維

持するために必要となる電源の供給が継続できるよ

う，ロ(ト)(1)①b-⑯非常用発電機の燃料を貯蔵す

る燃料油貯蔵タンク，燃料油サービスタンク A及び

Bを設置する設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①b-⑭、ロ(ト)(1)①b-

⑮は，変更許可申請書

（本文）のロ(ト)(1)①

b-⑭，ロ(ト)(1)①b-⑮

を具体的に記載してお

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①b-⑯は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①b-⑯を具体的

に記載しており整合し

ている。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．竜巻，森林火災及び火山の影響以外の自然現象 

(ａ) 風（台風） 

ロ(ト)(1)①d-①，ロ(ト)(1)①d-②安全機能を有す

る施設は，風（台風）に対し，安全機能を有する施設

の安全機能を確保することロ(ト)(1)①d-③若しくは風

（台風）による損傷を考慮して代替設備により必要な

機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の

対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせること

で，その安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 凍結 

ロ(ト)(1)①d-④安全機能を有する施設は，凍結に対

し，安全機能を有する施設の安全機能を確保すること

ロ(ト)(1)①d-⑤若しくは凍結による損傷を考慮して代

替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障

のない期間で修理の対応を行うこと又はそれらを適切

に組み合わせることで，その安全機能を損なわない設

計とする。 

 

 

 

 

 
 

 

備の非常用発電機の燃料油の供給を受けられな

いが，非常用発電機の燃料を貯蔵する燃料タン

クを設置する設計とし，過度な放射線被ばくを

及ぼすおそれのある火災による閉じ込め機能の

不全を防止するために必要な安全上重要な施設

へ７日間の電力を供給する措置を講ずる。 

敷地内において交通の途絶が発生した場合で

も，安全上重要な施設の安全機能は燃料加工建

屋内で系統が接続されることにより，交通の途

絶の影響を受けない設計とし，ＭＯＸ燃料加工

施設の安全機能を損なわない設計とする。ま

た，敷地内の道路において降下火砕物が堆積し

た場合には，降灰後に除灰作業を実施し復旧す

ることを手順等に定める。 

 

 

 

(７) 外部からの衝撃による損傷の防止 

① その他外部からの衝撃に対する考慮 

＜中略＞ 

ｂ．竜巻，森林火災及び火山の影響以外の自然現象

に対する設計方針 

(ａ) 風（台風） 

＜中略＞ 

外部事象防護対象施設及びそれらを収納する建

屋（以下「外部事象防護対象施設等」という。）

の設計に当たっては，この観測値を基準とし，建

築基準法に基づき算出する風荷重に対して機械的

強度を有する設計とすることで安全機能を有する

施設の安全機能を損なわない設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

(ｂ) 凍結 

＜中略＞ 

外部事象防護対象施設等の設計に当たっては，

敷地内及び敷地周辺の観測値を適切に考慮するた

め，六ケ所地域気象観測所の観測値を参考にし，

屋外施設で凍結のおそれのあるものは保温等の凍

結防止対策を行うことにより，設計外気温－

15.7℃に対して安全機能を損なわない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a). 風(台風) 

ロ(ト)(1)①d-①外部事象防護対象施設等の設計

に当たっては，建築基準法に基づき算出する風荷重

に対して機械的強度を有する設計とすることで安全

機能を損なわない設計とする。 

ロ(ト)(1)①d-②重大事故等対処設備は，建屋内

への設置又は外部事象防護対象施設等と位置的分散

を図り設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

(b). 凍結 

ロ(ト)(1)①d-④外部事象防護対象施設等及び重

大事故等対処設備は，凍結のおそれのあるものに対

して保温等の凍結防止対策を行うことにより，設計

外気温に対して安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①d-①、ロ(ト)(1)①d-

②は，変更許可申請書

（本文）のロ(ト)(1)①

d-①，ロ(ト)(1)①d-②

と同義であり整合して

いる。 

 

変更許可申請書（本

文）のロ(ト)(1)①d-③

は、保安規定にて対応

する。 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①d-④は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①d-④を具体的

に記載しており整合し

ている。 

 

変更許可申請書（本

文）のロ(ト)(1)①d-⑤

は、保安規定にて対応

する。 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
(ｃ) 高温 

ロ(ト)(1)①d-⑥，ロ(ト)(1)①d-⑦安全機能を有す

る施設は，高温に対し，安全機能を有する施設の安全

機能を確保することロ(ト)(1)①d-⑧若しくは高温によ

る損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこ

と又はそれらを適切に組み合わせることで，その安全

機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

(ｄ) 降水 

ロ(ト)(1)①d-⑨，ロ(ト)(1)①d-⑩安全機能を有す

る施設は，降水による浸水に対し，安全機能を有する

施設の安全機能を確保することロ(ト)(1)①d-⑪若しく

は降水による損傷を考慮して代替設備により必要な機

能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対

応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせること

で，その安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

(ｅ) 積雪 

ロ(ト)(1)①d-⑫，ロ(ト)(1)①d-⑬安全機能を有す

る施設は，積雪による荷重及び閉塞に対し，安全機能

を有する施設の安全機能を確保すること若しくは積雪

による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確

保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行

うこと又はそれらを適切に組み合わせることで，その

安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｃ) 高温 

＜中略＞ 

貯蔵施設における崩壊熱除去の安全評価におい

て設計上考慮する外気温度については，これらの

観測値並びに敷地及び敷地周辺の観測値を適切に

考慮するため，六ケ所地域気象観測所の観測値を

参考にし，むつ特別地域気象観測所の夏季（６月

～９月）の外気温度の観測データから算出する超

過確率１％に相当する 29℃を設計外気温とし，崩

壊熱除去等の安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

(ｄ) 降水 

＜中略＞ 

外部事象防護対象施設等の設計に当たっては，

八戸特別地域気象観測所で観測された日 大１時

間降水量 67.0mm を想定して設計した排水溝及び敷

地内排水路によって敷地外へ排水するとともに，

建屋貫通部の止水処理をすること等により，雨水

が燃料加工建屋に浸入することを防止すること

で，安全機能を有する施設の安全機能を損なわな

い設計とする。 

 

 

 

 

 

(ｅ) 積雪 

＜中略＞ 

したがって，外部事象防護対象施設等の設計に

当たっては，六ケ所村統計書における 深積雪深

である 190cm を考慮し，積雪荷重に対して機械的

強度を有する設計とすることで安全機能を損なわ

ない設計とする。また，換気設備の給気系におい

ては防雪フードを設置し，降雪時に雪を取り込み

難い設計とするとともに，給気を加熱することに

より，雪の取り込みによる給気系の閉塞を防止

し，安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c). 高温 

ロ(ト)(1)①d-⑥貯蔵施設における崩壊熱除去の

安全評価において設計上考慮する外気温度について

は，設計外気温に対して崩壊熱除去等の安全機能を

損なわない設計とする。 

ロ(ト)(1)①d-⑦重大事故等対処設備は，設計外

気温に対して重大事故等に対処するために必要な機

能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

(d). 降水 

ロ(ト)(1)①d-⑨外部事象防護対象施設等及び建

屋内の重大事故等対処設備は，降水による浸水に対

して，排水溝及び敷地内排水路によって敷地外へ排

水するとともに，建屋貫通部の止水処理をすること

等により，雨水が当該建屋に浸入することを防止す

ることで，安全機能を有する施設の安全機能を損な

わない設計とする。 

ロ(ト)(1)①d-⑩屋外の重大事故等対処設備は，

排水溝及び敷地内排水路によって敷地外へ排水する

ことで，機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

(e). 積雪 

ロ(ト)(1)①d-⑫外部事象防護対象施設等は，六

ヶ所村統計書における 深積雪深である 190cm を

考慮し，積雪荷重に対して機械的強度を有する設計

とすることで安全機能を損なわない設計とする。ま

た，換気設備の給気系においては防雪フードを設置

し，降雪時に雪を取り込み難い設計とするととも

に，給気を加熱することにより，雪の取り込みによ

る給気系の閉塞を防止し，安全機能を損なわない設

計とする。 

ロ(ト)(1)①d-⑬重大事故等対処設備は，除雪に

より，積雪荷重に対してその必要な機能が損なわな

い設計とする。 

なお，除雪を適宜実施する手順を整備することを

保安規定に定める。 

 

 

 

 

 

①d-⑥およびロ(ト)(1)

①d-⑦は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①d-⑥，ロ

(ト)(1)①d-⑦と同義で

あり整合している。 

 

変更許可申請書（本

文）のロ(ト)(1)①d-⑧

は、保安規定にて対応

する。 

 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①d-⑨およびロ(ト)(1)

①d-⑩は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①d-⑨，ロ

(ト)(1)①d-⑩と同義で

あり整合している。 

 

変更許可申請書（本

文）のロ(ト)(1)①d-⑪

は、保安規定にて対応

する。 

 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①d-⑫およびロ(ト)(1)

①d-⑬は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①d-⑫，ロ

(ト)(1)①d-⑬と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
(ｆ) 生物学的事象 

ロ(ト)(1)①d-⑭，ロ(ト)(1)①d-⑮，ロ(ト)(1)①d-

⑯安全機能を有する施設は，生物学的事象として敷地

周辺の生物の生息状況の調査に基づいて鳥類，昆虫類

及び小動物のＭＯＸ燃料加工施設への侵入を防止又は

抑制することにより,安全機能を損なわない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｇ) 落雷 

ＭＯＸ燃料加工施設は，「原子力発電所の耐雷指

針」（ＪＥＡＧ4608），「建築基準法」及び「消防

法」に基づき，日本産業規格に準拠した避雷設備を設

置する設計とする。また，接地系と避雷設備を連接す

ることにより，接地抵抗の低減及び雷撃に伴う接地系

の電位分布の平坦化を考慮した設計とする。 

 

 

 

(ｈ) 塩害 

ロ(ト)(1)①d-⑰，ロ(ト)(1)①d-⑳一般に大気中の

塩分量は，平野部で海岸から200ｍ付近までは多く，数

百ｍの付近で激減する傾向がある。ＭＯＸ燃料加工施

設は海岸から約５km 離れており，塩害の影響は小さい

と考えられるが，換気設備及び非管理区域換気空調設

備の給気系への除塩フィルタの設置，ロ(ト)(1)①d-

⑱，ロ(ト)(1)①d-㉑外気を直接取り込む設備の防食処

理等の腐食防止対策並びにロ(ト)(1)①d-⑲，ロ

(ト)(1)①d-㉒受変電設備の碍子部分の絶縁性の維持対

策により,安全機能を有する施設が安全機能を損なわな

い設計とする。 

 

 

 

(ｆ) 生物学的事象 

生物学的事象としては，敷地周辺の生物の生息

状況の調査(37)(38)(62)に基づいて鳥類，昆虫類及び

小動物を生物学的事象で考慮する対象生物（以下

「対象生物」という。）に選定し，これらの生物

がＭＯＸ燃料加工施設へ侵入することを防止又は

抑制することにより，安全機能を損なわない設計

とする。 

換気設備，非管理区域換気空調設備及び非常用

所内電源設備の外気取入口には，対象生物の侵入

を防止又は抑制するための措置を施し，安全機能

を損なわない設計とする。 

具体的には，換気設備，非管理区域換気空調設

備及び非常用所内電源設備の外気取入口にはバー

ドスクリーン又はフィルタを設置することによ

り，鳥類及び昆虫類の侵入を防止又は抑制する設

計とする。 

受変電設備及び屋外に設置する盤類は，密封構

造，メッシュ構造，シール処理を施す構造又はこ

れらを組み合わせることにより，鳥類，昆虫類及

び小動物の侵入を防止又は抑制する設計とする。 

 

 

 

 

(ｇ) 落雷 

＜中略＞ 

落雷に対しては，「原子力発電所の耐雷指針」

（JEAG4608-2007），「建築基準法」及び「消防

法」に基づき，「日本産業規格」に準拠した避雷

設備を設置する設計とする。また，接地系及び避

雷設備を連接することにより，接地抵抗の低減及

び雷撃に伴う接地系の電位分布の平坦化を考慮し

た設計とする。 

＜中略＞ 

 

(ｈ) 塩害 

一般に大気中の塩分量は，平野部で海岸から

200ｍ付近までは多く，数百ｍの付近で激減する傾

向がある(39)。ＭＯＸ燃料加工施設は海岸から約５

km 離れており，塩害の影響は小さいと考えられる

が，換気設備及び非管理区域換気空調設備の給気

系には除塩フィルタを設置し，屋内の施設への塩

害の影響を防止する設計とする。外気を直接取り

込む非常用所内電源設備の非常用発電機の給気系

のうちフィルタまでの範囲は防食処理等の腐食防

止対策として，腐食し難い金属を用いること又は

塗装することにより腐食を防止する設計とする。

受変電設備については碍子部分の絶縁を保つため

に洗浄が行える設計とする。以上のことから，塩

害により安全機能を損なわない設計とする。 

 

(f). 生物学的事象 

ロ(ト)(1)①d-⑭安全機能を有する施設のうち，

換気設備，非管理区域換気空調設備及び非常用所内

電源設備の外気取入口は鳥類及び昆虫類の侵入を防

止又は抑制するため，バードスクリーン又はフィル

タを設置する。 

ロ(ト)(1)①d-⑮受変電設備及び屋外に設置する

盤類は，密封構造，メッシュ構造，シール処理を施

す構造又はこれらを組み合わせることにより，鳥類

及び昆虫類の侵入を防止又は抑制する設計とする。 

ロ(ト)(1)①d-⑯重大事故等対処設備は，生物学

的事象に対して，小動物の侵入を防止し，海生生物

に対して，侵入を防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g). 落雷 

MOX 燃料加工施設は，「原子力発電所の耐雷指

針」(ＪＥＡＧ4608-2007)，「建築基準法」及び

「消防法」に基づき，日本産業規格に準拠した避雷

設備を設置する設計とする。また，接地系と避雷設

備を連接することにより，接地抵抗の低減及び雷撃

に伴う接地系の電位分布の平坦化を考慮した設計と

する。 

＜中略＞ 

 

(h). 塩害 

ロ(ト)(1)①d-⑰外部事象防護対象施設及び重大

事故等対処設備を設置する建屋の換気設備及び非管

理区域換気空調設備の給気系への除塩フィルタの設

置，ロ(ト)(1)①d-⑱外気を直接取り込む設備の防

食処理等の腐食防止対策により,安全機能を有する

施設が安全機能を損なわない設計とする。また，ロ

(ト)(1)①d-⑲受変電設備については碍子部分の絶

縁を保つために洗浄が行える設計とすることで，受

変電設備の碍子部分の絶縁性の維持対策により,安

全機能を有する施設が安全機能を損なわない設計と

する。 

ロ(ト)(1)①d-⑳重大事故等対処設備を設置する

①d-⑭，ロ(ト)(1)①d-

⑮およびロ(ト)(1)①d-

⑯は，変更許可申請書

（本文）のロ(ト)(1)①

d-⑭，ロ(ト)(1)①d-

⑮，ロ(ト)(1)①d-⑯と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①d-⑰およびロ(ト)(1)

①d-⑳は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①d-⑰，ロ

(ト)(1)①d-⑳と同義で

あり整合している。 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①d-⑱およびロ(ト)(1)

①d-㉑は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①d-⑱，ロ

(ト)(1)①d-㉑と同義で

あり整合している。 
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ｅ．異種の自然現象の重畳及び自然現象と設計基準事

故の組合せ 

ロ(ト)(1)①e-①ＭＯＸ燃料加工施設の設計におい

て考慮する自然現象については，その特徴を考慮

し，必要に応じて異種の自然現象の重畳を想定し，

安全機能を有する施設の安全機能を損なわない設計

とする。ロ(ト)(1)①e-②また，安全上重要な施設

は， 新の科学的技術的知見を踏まえ，当該安全上

重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想

定される自然現象により当該安全上重要な施設に作

用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を，そ

れぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して適切に

組み合わせた条件においても，安全機能を損なわな

い設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７) 外部からの衝撃による損傷の防止 

① その他外部からの衝撃に対する考慮 

＜中略＞ 

ｃ．異種の自然現象の重畳及び自然現象と設計基準

事故の組合せ 

抽出した安全機能を有する施設の安全機能に

影響を及ぼし得る自然現象（11 事象）に地震を

加えた計 12 事象について，各自然現象によって

関連して発生する可能性がある自然現象も考慮

し組合せを網羅的に検討する。この組合せがＭ

ＯＸ燃料加工施設に与える影響について，竜巻

と地震など同時に発生する可能性が極めて低い

組合せ，火山の影響（堆積荷重）と落雷（電気

的影響）などＭＯＸ燃料加工施設に及ぼす影響

モードが異なる組合せ及び竜巻と風（台風）な

ど一方の自然事象の評価に包絡される組合せを

除外し，いずれにも該当しないものをＭＯＸ燃

料加工施設の設計において想定する組合せとす

る。その結果，設計上考慮すべき自然現象の組

合せとして，積雪及び風（台風）,積雪及び竜

巻，積雪及び火山の影響（降灰），積雪及び地

震，風（台風）及び火山の影響（降灰）並びに

風（台風）及び地震の組合せが抽出され，それ

らの組合せに対して安全機能を有する施設の安

全機能が損なわれない設計とする。このうち，

積雪及び風（台風）の組合せの影響について

は，積雪及び竜巻の組合せの影響に包絡され

る。重畳を想定する自然現象の組合せの検討結

果を添５第 14 表に示す。なお，津波について

は，津波が敷地高さに到達しないことを確認し

たことから，組合せの検討から除く。 

また，外部事象防護対象施設等に大きな影響

を及ぼすおそれがあると想定される自然現象に

より作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる

荷重を，それぞれの因果関係及び時間的変化を

考慮して，適切に組み合わせて設計する。外部

事象防護対象施設等に大きな影響を及ぼすおそ

れがあると想定される自然現象は「ａ．自然現

建屋の換気設備の建屋給気ユニットへのフィルタの

設置及びロ(ト)(1)①d-㉑屋外施設の塗装等による

腐食防止対策及びロ(ト)(1)①d-㉒受電開閉設備の

絶縁性の維持対策により，重大事故等対処設備が重

大事故等に対処するために必要な機能を損なわない

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 自然現象の組合せ 

ロ(ト)(1)①e-①安全機能を有する施設に影響を

与えるおそれのある自然現象(地震を含む)の組合せ

は，積雪及び風(台風)，積雪及び竜巻，積雪及び火

山の影響(降灰)，積雪及び地震，風(台風)及び火山

の影響(降灰)並びに風(台風)及び地震であり，それ

らの組合せに対して安全機能を有する施設の安全機

能を損なわない設計とする。このうち，積雪と風

(台風)の組合せの影響については，積雪と竜巻の組

合せの影響に包絡される。 

＜中略＞ 

 

 

第 1 章 

3.  自然現象 

3.3   外部からの衝撃による損傷の防止 

＜中略＞ 

3.3.2   設計基準事故時及び重大事故等時に生ずる荷

重との組合せ 

ロ(ト)(1)①e-②科学的技術的知見を踏まえ，外

部事象防護対象施設に対して大きな影響を及ぼす

おそれがあると想定される自然現象(地震及び津波

を除く。)により作用する衝撃及び設計基準事故時

に生ずる応力を適切に組み合わせた条件において

も安全機能を損なわない設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①d-⑲およびロ(ト)(1)

①d-㉒は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①d-⑲，ロ

(ト)(1)①d-㉒と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①e-①は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①e-①を具体的

に記載しており整合し

ている。 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①e-②は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①e-②と同義で

あり整合している。 
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ｆ．航空機落下 

ロ(ト)(1)①f-①ＭＯＸ燃料加工施設における主要

な建物は，仮に訓練飛行中の航空機が施設にロ

(ト)(1)①f-②墜落することを想定したときに，安全

確保上支障のない構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の防護設計を踏まえ，ロ(ト)(1)①f-③「実用

発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準に

ついて」等に基づき，ＭＯＸ燃料加工施設への航空

機落下確率を評価した結果，防護設計の要否判断基

準を超えないことロ(ト)(1)①f-④から，追加の防護

設計は必要ない。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｇ．航空機落下，爆発及び近隣工場等の火災以外の人

為による事象 

(ａ) 有毒ガス 

安全機能を有する施設は，ロ(ト)(1)①g-①再処理事

業所内及びその周辺で発生する有毒ガスに対してロ

(ト)(1)①g-②安全機能を損なわない設計とする。ＭＯ

Ｘ燃料加工施設は，想定される有毒ガスが発生した場

合にも，全工程停止ロ(ト)(1)①g-③の措置を講じた上

で，施設の監視が適時実施できるように，資機材を確

保し手順を整備する。 

 

 

象の抽出」で抽出した自然現象に含まれる。 

＜中略＞ 

 

 

 

⑤ 航空機落下 

ａ．防護設計の基本方針 

三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空機が施

設に墜落する可能性は極めて小さいが，墜落す

ることを想定したときに，公衆に対して過度の

放射線被ばくを及ぼすおそれのある施設を建

物・構築物で防護する等安全確保上支障のない

ようにする。この建物・構築物は航空機に対し

て貫通が防止でき，かつ，航空機による衝撃荷

重に対して健全性が確保できるように設計す

る。 

 

 

 

 

 

 

上記の防護設計を踏まえ，ＭＯＸ燃料加工施

設への航空機落下確率を評価し，追加の防護設

計の要否を確認する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７) 外部からの衝撃による損傷の防止 

① その他外部からの衝撃に対する考慮 

＜中略＞ 

安全機能を有する施設は，ＭＯＸ燃料加工施設が

想定される自然現象（地震及び津波を除く。）又は

人為事象の影響を受ける場合においても安全機能を

損なわない方針とする。 

＜中略＞ 

ｅ．航空機落下，爆発及び近隣工場等の火災以外の

人為による事象に対する設計方針 

(ａ) 有毒ガス 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

(3) 人為事象 

＜中略＞ 

d. 航空機落下 

(a)  基本的な方針 

想定される人為事象のうち，飛来物(航空機落下)

については，三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空

機が施設にロ(ト)(1)①f-②衝突することを想定し

たときに，ロ(ト)(1)①f-①一般公衆に対して著し

い放射線被ばくのリスクを与えるおそれのある施設

は，航空機に対して貫通が防止でき，かつ，航空機

による衝撃荷重に対して健全性が確保できる堅固な

建物・構築物で適切に保護する等，安全確保上支障

がないように設計する。 

 

 

 

 

 

 

上記の防護設計を踏まえ，ロ(ト)(1)①f-③MOX

燃料加工施設への航空機落下確率を評価した結果，

防護設計の要否を判断する基準を超えないことをロ

(ト)(1)①f-④評価して事業(変更)許可を受けてい

る。設工認申請時に，事業(変更)許可申請時から，

防護設計の要否を判断する基準を超えるような航空

路の変更がないことを確認していることから，安全

機能を有する施設に対して追加の防護措置その他適

切な措置を講ずる必要はない。 

＜中略＞ 
 

 

 

第 1 章 

3.  自然現象 

3.3   外部からの衝撃による損傷の防止 

＜中略＞ 

安全機能を有する施設は，外部からの衝撃のうち

人為による損傷の防止において，ロ(ト)(1)①g-①敷

地内又はその周辺において想定される航空機の事

故，爆発，近隣工場等の火災，危険物を搭載した車

両，有毒ガス，電磁的障害及び再処理事業所内にお

ける化学物質の漏えいにより MOX 燃料加工施設の安

全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であ

って人為によるもの(故意によるものを除く。)(以下

「人為事象」という。)に対してロ(ト)(1)①g-②そ

の安全性を損なわないよう，防護措置又は対象とす

 

 

 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①f-①は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①f-①を具体的

に記載しており整合し

ている。 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①f-②は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①f-②と同義で

あり整合している。 

 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①f-③は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①f-③の内容を

記載しており整合して

いる。 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①f-④は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①f-④を具体的

に記載しており整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①g-①は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①g-①と同義で

あり整合している。 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①g-②は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①g-②の内容を

含んでおり整合してい
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(ｂ) 電磁的障害 

安全上重要な施設の安全機能を維持するために必要

な計装制御系は，日本産業規格に基づいたノイズ対策

を行うとともに，電気的及び物理的な独立性を持たせ

ることにより，安全機能を損なわない設計とする。ロ

(ト)(1)①g-④安全上重要な施設以外の施設の機能を維

持するために必要な計装制御系については，その機能

の喪失を考慮して代替設備により必要な機能を確保す

ること，代替設備による機能の確保ができない場合は

当該機能を必要とする運転を停止すること，安全上支

障の生じない期間に修理を行うこと又はそれらを組み

合わせることにより，安全機能を損なわない設計とす

る。 

 

 

 

(ｃ) 再処理事業所内における化学物質の漏えい 

安全機能を有する施設は，想定される再処理事業所

内における化学物質の漏えいに対し，ロ(ト)(1)①g-⑤

安全機能を損なわない設計とする。ＭＯＸ燃料加工施

設は，想定される再処理事業所内における化学物質の

漏えいロ(ト)(1)①g-⑥が発生した場合にも，全工程停

止の措置を講じた上で，施設の監視が適時実施できる

ように，資機材を確保し手順を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方，六ケ所ウラン濃縮工場又は可動施設か

ら発生した有毒ガスが中央監視室等に到達する

おそれがある場合に，換気設備等のユーティリ

ティの停止を含まない全ての加工工程の停止

（以下「全工程停止」という。）及びグローブ

ボックス排風機以外の送排風機を停止し，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設を安定な状態に移行する措置を

講じるとともに，施設の監視が適時実施できる

ように，資機材を確保し手順を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 電磁的障害 

安全上重要な施設の安全機能を維持するため

に必要な計装制御系は，日本産業規格に基づい

たノイズ対策を行うとともに，電気的及び物理

的な独立性を持たせることにより，安全機能を

損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ｃ) 再処理事業所内における化学物質の漏えい 

＜中略＞ 

屋外で運搬又は受入れ時に漏えいが発生した

としても，化学物質を受け入れる再処理施設の

試薬建屋とＭＯＸ燃料加工施設は離隔距離を確

保することにより，化学物質がＭＯＸ燃料加工

施設へ直接被水することのない設計とする。 

一方，再処理事業所内における化学物質の漏

えいの影響が中央監視室等に及ぶおそれがある

場合に，全工程停止及びグローブボックス排風

機以外の送排風機を停止し，ＭＯＸ燃料加工施

設を安定な状態に移行する措置を講じるととも

に，施設の監視が適時実施できるように，資機

材を確保し手順を整備する。 

 

 

る発生源から一定の距離を置くことによる適切な措

置を講ずる。 

＜中略＞ 

(3) 人為事象 

a. 有毒ガス 

MOX 燃料加工施設は，想定される有毒ガスが発生

した場合にも，全工程停止及びグローブボックス排

風機以外の送排風機を停止し，ロ(ト)(1)①g-③MOX

燃料加工施設を安定な状態に移行する措置を講じる

とともに，施設の監視が適時実施できるように，資

機材を確保し手順を整備することを保安規定に定め

る。 

 

 

 

b. 電磁的障害 

安全上重要な施設の安全機能を維持するために必

要な計装制御系は，日本産業規格に基づいたノイズ

対策を行うとともに，電気的及び物理的な独立性を

持たせることにより，安全機能を損なわない設計と

する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 章 

3.  自然現象 

3.3   外部からの衝撃による損傷の防止 

＜中略＞ 

安全機能を有する施設は，外部からの衝撃のうち

人為による損傷の防止において，敷地内又はその周

辺において想定される航空機の事故，爆発，近隣工

場等の火災，危険物を搭載した車両，有毒ガス，電

磁的障害及び再処理事業所内における化学物質の漏

えいにより MOX 燃料加工施設の安全性を損なわせる

原因となるおそれがある事象であって人為によるも

の(故意によるものを除く。)(以下「人為事象」とい

う。)に対しロ(ト)(1)①g-⑤てその安全性を損なわ

ないよう，防護措置又は対象とする発生源から一定

の距離を置くことによる適切な措置を講ずる。 

＜中略＞ 

 

(3) 人為事象 

＜中略＞ 

c. 再処理事業所内における化学物質の漏えい 

想定される再処理事業所内における化学物質の漏

えいロ(ト)(1)①g-⑥について，人体への影響の観

る。 

 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①g-③は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①g-③を具体的

に記載しており整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

変更許可申請書（本

文）のロ(ト)(1)①g-④

は、保安規定にて対応

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①g-⑤は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①g-⑤の内容を

含んでおり整合してい

る。 

 

設工認申請書ロ(ト)(1)

①g-⑥は，変更許可申

請書（本文）のロ

(ト)(1)①g-⑥を具体的

に記載しており整合し

ている。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
 点から，中央監視室等の運転員に対する影響を想定

し，全工程停止及びグローブボックス排風機以外の

送排風機を停止し，MOX 燃料加工施設を安定な状態

に移行する措置を講じるとともに，施設の監視が適

時実施できるように，資機材を確保し手順を整備す

ることを保安規定に定める。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
② 加工施設への人の不法な侵入等の防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設への人の不法な侵入等並びに核

燃料物質等の不法な移動又は妨害破壊行為を核物質防

護対策として防止するため，区域の設定，人の容易な

侵入を防止できる柵，鉄筋コンクリート造りの壁等の

障壁による防護，巡視，監視，出入口での身分確認及

び施錠管理を行うことができる設計とする。 

 

核物質防護上の措置が必要な区域については，接近

管理及び出入管理を効果的に行うため，探知施設を設

け，警報，映像等を集中監視することができる設計と

するとともに，核物質防護措置に係る関係機関との通

信及び連絡を行うことができる設計とする。ロ②-① 

 

 

 

 

 

 

また，ＭＯＸ燃料加工施設に不正に爆発性又は易燃

性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件

を損傷するおそれがある物件の持込み（郵便物等によ

る敷地外からの爆発物又は有害物質の持込みを含

む。）を核物質防護対策として防止するため，持込み

点検を行うことができる設計とする。 

 

さらに，不正アクセス行為（サイバーテロを含

む。）を核物質防護対策として防止するため，ロ②-②

MOX燃料加工施設及び特定核燃料物質の防護のために必

要な設備又は装置の操作に係る情報システム（以下

「情報システム」という。）が電気通信回線を通じた

不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を受ける

ことがないように，当該情報システムに対する外部か

らの不正アクセスを遮断することができる設計とす

る。 

 

人の容易な侵入を防止できる柵等を他施設と共用す

る場合は，共用によってＭＯＸ燃料加工施設の安全性

を損なわない設計とする。 

(８) 加工施設への人の不法な侵入等の防止 

ＭＯＸ燃料加工施設への人の不法な侵入等を防止する

ため，以下の設計とする。 

また，人の容易な侵入を防止できる柵等を他施設と共

用する場合は，共用によってＭＯＸ燃料加工施設の安

全性を損なわない設計とする。 

① 安全設計 

(ａ) 加工施設への人の不法な侵入等の防止の設計方

針 

ＭＯＸ燃料加工施設への人の不法な侵入等並びに核燃

料物質等の不法な移動又は妨害破壊行為を核物質防護

対策として防止するため，区域の設定，人の容易な侵

入を防止できる柵，鉄筋コンクリート造りの壁等の障

壁による防護，巡視，監視，出入口での身分確認及び

施錠管理を行うことができる設計とする。 

 

核物質防護上の措置が必要な区域については，接近管

理及び出入管理を効果的に行うため，探知施設を設

け，警報，映像等を集中監視することができる設計と

するとともに，核物質防護措置に係る関係機関との通

信及び連絡を行うことができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

また，ＭＯＸ燃料加工施設に不正に爆発性又は易燃性

を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を

損傷するおそれがある物件の持込み（郵便物等による

敷地外からの爆発物又は有害物質の持込みを含む。）

を核物質防護対策として防止するため，持込み点検を

行うことができる設計とする。 

 

さらに，不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）

を核物質防護対策として防止するため，ＭＯＸ燃料加

工施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備

又は装置の操作に係る情報システム（以下「情報シス

テム」という。）が電気通信回線を通じた不正アクセ

ス行為（サイバーテロを含む。）を受けることがない

ように，当該情報システムに対する外部からの不正ア

クセスを遮断することができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

② 体制 

ＭＯＸ燃料加工施設への人の不法な侵入等を核物質防

護対策として防止するため，「原子炉等規制法」に基

 施設共通(基本設計方針) 

第１章 共通項目 

9．その他 

9．1 加工施設への人の不法な侵入等の防止 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設への人の不法な侵入並びに核燃料物

質等の不法な移動又は妨害破壊行為を核物質防護対策

として防止するため，区域の設定，人の容易な侵入を

防止できる柵，鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁に

よる防護，巡視，監視，出入口での身分確認及び施錠

管理を行うことができる設計とする。 

 

核物質防護上の措置が必要な区域については，接近管

理及び出入管理を効果的に行うため，探知施設を設

け，警報，映像等を集中監視することができる設計と

するとともに，核物質防護措置に係る関係機関との通

信及び連絡を行うことができる設計とする。ロ②-①

さらに，防護された区域内においても，施錠管理によ

り，MOX 燃料加工施設及び特定核燃料物質の防護のた

めに必要な設備又は装置の操作に係る情報システム

（以下「情報システム」という。）への不法な接近を

防止する設計とする。 

 

また，MOX 燃料加工施設に不正に爆発性又は易燃性を

有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損

傷するおそれがある物件の持込み（郵便物等による敷

地外からの爆発物及び有害物質の持込みを含む。）を

核物質防護対策として防止するため，持込み点検を行

うことができる設計とする。 

 

さらに，不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）

を核物質防護対策として防止するため，ロ②-②情報

システムが電気通信回線を通じた不正アクセス行為

（サイバーテロを含む。）を受けることがないよう

に，当該情報システムに対する外部からの不正アクセ

スを遮断することができる設計とする。 

 

 

 

 

人の容易な侵入を防止できる柵等を他施設と共用する

場合は，共用によってＭＯＸ燃料加工施設の安全性を

損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ②-①は，変

更許可申請書（本文）

のロ②-①を具体的に記

載しており整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ②-②は，変

更許可申請書（本文）

のロ②-②を具体的に記

載しており整合してい

る。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
づき核物質防護管理者を選任し，核物質防護管理者が

核物質防護に関する業務を統一的に管理する体制を整

備する。 

ＭＯＸ燃料加工施設への人の不法な侵入等が行われる

おそれがある場合又は行われた場合に備え，再処理事

業部長を本部長とする核物質防護に関する緊急時の対

応体制を整備する。 

核物質防護に関する緊急時の組織体制を添５第 30 図に

示す。 

③ 手順等 

ＭＯＸ燃料加工施設への人の不法な侵入等を核物質防

護対策として防止するため，接近管理，出入管理，持

込み点検，情報システムに対する外部からの不正アク

セス行為（サイバーテロを含む。）の遮断措置及び特

定核燃料物質が持ち出されていないことを確認するた

め以下を実施する。 

(ａ) 接近管理，出入管理，持込み点検，情報システ

ムに対する外部からの不正アクセス行為（サイバーテ

ロを含む。）の遮断措置及び敷地内の人による核燃料

物質等の不法な移動の防止を的確に実施するために，

あらかじめ手順を整備する。 

(ｂ) 設備の機能を維持するため，保守管理を実施す

るとともに，必要に応じ修理を行う。 

(ｃ) 接近管理，出入管理，持込み点検及び特定核燃

料物質が持ち出されていないことの確認を的確に実施

するために，警備員等に対し定期的に教育を実施す

る。 

(ｄ) 情報システムに対する外部からの不正アクセス

行為（サイバーテロを含む。）の遮断措置を的確に実

施するために，関係者に対し定期的に教育を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設への人の不法な侵入等を核物質防護

対策として防止するための区域の設定，接近管理，出

入管理，持込み点検，情報システムへの外部からの不

正アクセス行為（サイバーテロを含む。）の遮断措

置，特定核燃料物質が持ち出されていないことの確認

を行うための手順の整備，核物質防護上の体制の整

備，核物質防護対策に使用する資機材の管理及び警備

員等に対する教育の運用を核物質防護規定等に定め

る。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
 

 

 

③ 溢水による損傷の防止 

安全機能を有する施設は，ＭＯＸ燃料加工施設が溢

水の影響を受ける場合においても，その安全機能を確

保するために，溢水に対して安全機能を損なわない設

計とする。 

 

 

 

 

 

ここで，安全機能を有する施設のうち，ＭＯＸ燃料

加工施設内部で想定される溢水に対して，臨界防止，

閉じ込め等の安全機能を維持するために必要な設備

（以下「溢水防護対象設備」という。）として，安全

評価上機能を期待する安全上重要な機能を有する構築

物，系統及び機器を抽出し， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの設備が，没水，被水及び蒸気の影響を受け

て，その安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

そのために，溢水防護に係る設計時にＭＯＸ燃料加

工施設内において発生が想定される溢水の影響を評価

（以下「溢水評価」という。）する。 

 

 

 

 

 

(９) 溢水による損傷の防止 

① 溢水防護に関する設計方針 

事業許可基準規則の要求事項を踏まえ，安全

機能を有する施設は，ＭＯＸ燃料加工施設が溢

水の影響を受ける場合においても，その安全機

能を確保するために，溢水に対して安全機能を

損なわない方針とする。 

 

<中略> 

 

② 溢水防護対象設備を抽出するための方針 

溢水によってその安全機能が損なわれないこ

とを確認する必要がある施設を全ての安全機能

を有する構築物，系統及び機器とし，その上で

事業許可基準規則及びその解釈並びに内部溢水

ガイドで安全機能の重要度，溢水から防護すべ

き安全機能等が定められていることを踏まえ，

全ての安全機能を有する構築物，系統及び機器

の中から安全評価上機能を期待するものとし

て，安全上重要な機能を有する構築物，系統及

び機器を溢水防護対象設備として抽出する。 

 

 

<中略> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設共通（基本設計方針） 

第 1章 共通項目 

6. 加工施設内における溢水による損傷の防止 

6.1   溢水防護に関する基本設計方針 

安全機能を有する施設が，MOX 燃料加工施設内

における溢水が発生した場合においても，その安

全性を確保するために，溢水に対して安全機能を

損なわない方針とする。 

 

<中略> 

 

6.2   防護すべき設備の抽出 

溢水によってその安全機能が損なわれないこと

を確認する必要がある施設を全ての安全機能を有

する構築物，系統及び機器とし，その上で事業許

可基準規則及びその解釈並びに「原子力発電所の

内部溢水影響評価ガイド(平成 25 年 6 月 19 日原規

技発第 13061913 号原子力規制委員会決定)」(以下

「内部溢水ガイド」という。)で安全機能の重要

度，溢水から防護すべき安全機能等が定められて

いることを踏まえ，全ての安全機能を有する構築

物，系統及び機器の中から安全評価上機能を期待

するものとして，MOX 燃料加工施設内部で想定さ

れる溢水に対して，臨界防止，閉じ込め等の安全

機能を維持するために必要な設備を防護すべき設

備のうち溢水防護対象設備として，安全評価上機

能を期待する安全上重要な機能を有する構築物，

系統及び機器を抽出する。 
 

<中略> 

 

6.1   溢水防護に関する基本方針 

<中略> 

これらの機能を維持するために必要な設備(以下

「溢水防護対象設備」という。)が，発生を想定す

る没水，被水及び蒸気の影響を受けて，要求され

る安全機能を損なわない設計とする。 
 

<中略> 

6.1   溢水防護に関する基本方針 

<中略> 

そのために，溢水防護に係る設計時に MOX 燃料

加工施設内において発生が想定される溢水の影響

を評価(以下「溢水評価」という。)し，MOX 燃料

加工施設内における溢水が発生した場合において

も，安全評価上機能を期待する安全上重要な機能

を有する構築物，系統及び機器の機能を維持する

設計とする。 
<中略> 
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溢水評価では，溢水源として発生要因別に分類した

以下の溢水を主として想定する。また，溢水評価に当

たっては，溢水防護区画を設定し，溢水評価がより厳

しい結果を与えるように溢水経路を設定する。 

 

 

ａ．溢水の影響を評価するために想定する機器の破損

等により生ずる溢水 

 

 

ｂ．ＭＯＸ燃料加工施設内で生ずる異常状態（火災を

含む。）の拡大防止のために設置される系統からの

放水による溢水 

 

 

ｃ．地震に起因する機器の破損等により生ずる溢水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水評価に当たっては，溢水の影響を受けて，溢水

防護対象設備の安全機能を損なうおそれがある高さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 考慮すべき溢水事象 

ＭＯＸ燃料加工施設内において発生が想定さ

れる溢水は，内部溢水ガイドを参考に発生要因

別に分類した以下の事象を想定する。 

 

 

 

ａ．溢水の影響を評価するために想定する機器

の破損等により生ずる溢水（以下「想定破損

による溢水」という。） 

 

ｂ．ＭＯＸ燃料加工施設内で生ずる異常状態

（火災を含む。）の拡大防止のために設置さ

れる系統からの放水による溢水（以下「消火

水等の放水による溢水」という。） 

 

ｃ．地震に起因する機器の破損等により生ずる

溢水（以下「地震起因による溢水」とい

う。） 

ｄ．その他の要因（地下水の流入，地震以外の

自然現象，誤操作等）により生ずる溢水（以

下「その他の溢水」という。） 

<中略> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．没水の影響に対する設計方針 

<中略> 

・発生した溢水による水位が，溢水の影響を受け

て，溢水防護対象設備の安全機能を損なうおそれ

がある高さ（以下「機能喪失高さ」という。）を

上回らないこと。 

 

<中略> 

 

 

 

 

6.3   考慮すべき溢水事象 

溢水影響を評価するために，溢水評価では，溢

水源として発生要因別に分類した以下の溢水を主

として想定する。溢水源及び溢水量としては，発

生要因別に分類した以下の溢水を想定して評価す

ることとし，評価の条件については内部溢水ガイ

ドを参考とする。 
(1)  溢水の影響を評価するために想定する機器の破

損等により生ずる溢水（以下「想定破損による溢

水」という。） 

 

(2)  MOX燃料加工施設内で生ずる異常状態（火災を含

む。）の拡大防止のために設置される系統からの

放水による溢水（以下「消火水等の放水による溢

水」という。） 

 

(3)  地震に起因する機器の破損等により生ずる溢水

（以下「地震起因による溢水」という。） 

また，その他の要因による溢水として，地下水

の流入，地震以外の自然現象，誤操作等により生

ずる溢水(以下「その他の溢水」という。)の影響

も評価する。 
 

<中略> 

 

6.5   溢水防護区画及び溢水経路の設定 

<中略> 

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそ

れらの組合せによって他の区画と分離される区画

として設定し，溢水防護区画内外で発生を想定す

る溢水に対して，当該区画内の水位が最も高くな

るように，より厳しい結果を与える経路を設定す

る。 
 

<中略> 

 

6.6.1   没水の影響に対する評価及び防護設計方針 

発生を想定する溢水量，溢水防護区画及び溢

水経路から算出される溢水水位と防護すべき設

備が要求される機能を損なうおそれがある高さ

(以下「機能喪失高さ」という。)を比較し評価

する。 
防護すべき設備は，没水により要求される機

能を損なうおそれがない設計とする。 
 

<中略> 
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及び溢水防護区画を構成する壁，扉，堰，床段差等

の設置状況を踏まえ，評価条件を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水評価において，溢水影響を軽減するための壁，

扉，堰等の溢水防護設備については，必要により保守

点検等の運用を適切に実施することにより，溢水防護

対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

⑤ 溢水防護区画及び溢水経路を設定するための 

方針 

ａ．溢水防護区画の設定 

<中略> 

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又

はそれらの組合せによって他の区画と分離さ

れる区画として設定し，溢水防護区画を構成

する壁，扉，堰，床段差等については，現場

の設備等の設置状況を踏まえ，溢水の伝播に

対する評価条件を設定する。 
 

<中略> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5   溢水防護区画及び溢水経路の設定 

 

 

 

溢水影響を評価するために，溢水防護区画を構

成する壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏ま

え，溢水防護区画及び溢水経路を設定する。 
 

<中略> 

 

 

 

 

 

6.7   溢水防護上期待する溢水防護設備の構造強度設

計 

溢水防護区画及び溢水経路の設定並びに溢水評

価において期待する溢水防護設備の構造強度設計

は，以下のとおりとする。 

溢水防護設備が要求される機能を維持するた

め，計画的に保守管理，点検を実施するとともに

必要に応じ補修を実施する。 
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④ 誤操作の防止 

安全機能を有する施設は，運転員による誤操作を防

止するため，機器，弁等に対して系統による色分けや

銘板取り付け等による識別管理を行い，人間工学上の

諸因子，操作性及び保守点検を考慮した盤の配置を行

うとともに，計器表示，警報表示によりＭＯＸ燃料加

工施設の状態が正確かつ迅速に把握できる設計とす

る。ロ.(ト)（１）④-①また，設計基準事故の発生

後，ある時間までは，運転員の操作を期待しなくても

必要な安全上の機能が確保される設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 誤操作の防止 

① 安全機能を有する施設に対する誤操作の防止 

安全機能を有する施設は，運転員による誤操

作を防止するため，以下の措置を講ずる設計と

する。 

ａ．安全機能を有する施設のうち，中央監視室

及び制御第１室から制御第６室の監視制御盤

は，操作性，視認性及び人間工学的観点の諸

因子を考慮して，盤，操作器具，計器及び警

報表示器具の配置を行い，操作性及び視認性

に留意するとともに，加工施設の状態が正確

かつ迅速に把握できる設計とする。 

 

ｂ．安全機能を有する施設のうち，中央監視

室，制御第１室及び制御第４室に設置する安

全上重要な施設の監視制御盤は，安全上重要

な施設以外の監視制御盤と分離して配置す

る。 

 

ｃ．安全機能を有する施設のうち，中央監視室

及び制御室の監視制御盤は，施設ごと又は工

程ごとに分けて配置する。また，監視制御盤

の盤面器具は，関連する計器表示，警報表示

及び操作器具を集約して配置するとともに，

操作器具は，色，形状等の視覚的要素により

容易に識別できる設計とすることにより，誤

りを生じにくいよう留意した設計とし、簡潔

な手順によって容易に操作できる設計とす

る。 

 

ｄ．安全機能を有する施設のうち，中央監視室

及び制御室の監視制御盤は，警報の重要度ご

とに色分けを行うことにより，正確かつ迅速

に状況を把握できるよう留意した設計とす

る。 

 

ｅ．安全機能を有する施設の監視制御盤の計算

機画面には，設備構成を表示することによ

り，操作対象設備の運転状態が容易に識別で

きる設計とするとともに，ダブルアクション

（ポップアップ表示による操作の再確認）を

採用することにより，誤操作を防止する設計

Ⅰ-1 基本設計方針 

第 1章 共通項目 

8.設備に対する要求 

 8.1 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

 

<中略> 

 

8.1.7 操作性及び試験・検査性 

8.1.7.1 操作性の確保 

安全機能を有する施設は，運転員による誤操

作を防止するため，人間工学上の諸因子，操作

性及び保守点検を考慮した盤の配置を行うとと

もに，計器表示，警報表示によりＭＯＸ燃料加

工施設の状態を正常かつ迅速に把握できるよう

以下の措置を講ずる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

安全機能を有する施設のうち，中央監視室，

制御第１室及び制御第４室に設置する安全上重

要な施設の監視制御盤は，安全上重要な施設以

外の監視制御盤と分離して配置する。 

 

 

安全機能を有する施設のうち，中央監視室及

び制御室の監視制御盤は，施設ごと又は工程ご

とに分けて配置する。また，監視制御盤の盤面

器具は，関連する計器表示，警報表示及び操作

器具を集約して配置するとともに，操作器具

は，色，形状等の視覚的要素により容易に識別

できる設計とすることにより，誤りを生じにく

いよう留意した設計とし，簡潔な手順によって

容易に操作できる設計とする。 

 

 

安全機能を有する施設のうち，中央監視室及

び制御室の監視制御盤は，警報の重要度ごとに

色分けを行うことにより，正確かつ迅速に状況

を把握できるよう留意した設計とする。 

 

 

安全機能を有する施設の監視制御盤の計算機

画面には，設備構成を表示することにより，操

作対象設備の運転状態が容易に識別できる設計

とするとともに，ダブルアクション（ポップア

ップ表示による操作の再確認）を採用すること

により，誤操作を防止する設計とする。 

変更許可申請書（本文）

第三号において、設工認

の内容は、以下の通り整

合している。 

 

 

 

 

 

設工認の「操作性の確

保」は、変更許可申請書

（本文）の「誤操作の防

止」の内容と同義であり

整合している。 

 

 

ロ.(ト)（１）④-① 

変更許可申請書（本文）

の「設計基準事故時にお

ける安全上の機能確保」

は、保安規定にて対応す

る。 
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また，安全上重要な施設は，設計基準事故が発生し

た状況下（混乱した状態等）であっても，容易に操作

ができるよう，中央監視室，制御第１室及び制御第４

室の監視制御盤や現場の機器，弁等に対して，誤操作

を防止するための措置を講ずることにより，簡潔な手

順によって必要な操作が行える等の運転員に与える負

荷を少なくすることができる設計とする。 

とする。 

ｆ．安全機能を有する施設のうち，現場に設置

する機器，弁等は，系統による色分け，銘板

取り付けまたは機器の状態や操作禁止を示す

タグの取り付けによる識別により，誤りを生

じにくいよう留意した設計とし，簡潔な手順

によって容易に操作できる設計とする。 

ｇ．安全機能を有する施設のうち，中央監視

室，制御第１室及び制御第４室に設置する安

全上重要な施設の監視制御盤の操作器具は，

誤接触による誤操作を防止するため，誤操作

防止カバーを設置し，誤りを生じにくいよう

留意した設計とする。 

ｈ．設計基準事故の発生後，ある時間までは，

運転員の操作を期待しなくても必要な安全機

能が確保されるよう，時間余裕が少ない場合

においても，設計基準事故に対処するための

機器を設計基準事故の発生を感知し，自動的

に起動する設計とすることにより，設計基準

事故を速やかに収束させることが可能な設計

とする。 

② 安全上重要な施設に対する誤操作の防止 

安全上重要な施設は，容易に操作することが

できるようにするため，以下の措置を講ずる設

計とする。 

ａ．安全上重要な施設は，設計基準事故が発生

した状況下（混乱した状態等）においても，

安全機能を有する施設に対する誤操作の防止

に示す措置を講じた中央監視室，制御第１室

及び制御第４室の監視制御盤及び現場の機

器，弁等を使用し，簡素な手順によって容易

に操作できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

安全機能を有する施設のうち，中央監視室，

制御第１室及び制御第４室に設置する安全上重

要な施設の監視制御盤の操作器具は，誤接触に

よる誤操作を防止するため，誤操作防止カバー

を設置し，誤りを生じにくいよう留意した設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全上重要な施設は，設計基準事故が発生し

た状況下（混乱した状態等）であっても，容易

に操作ができるよう，中央監視室，制御第１室

及び制御第４室の監視制御盤や現場の機器，弁

等に対して，誤操作を防止するための措置を講

ずることにより，簡潔な手順によって必要な操

作が行える等の運転員に与える負荷を少なくす

ることができる設計とする。 
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⑤ 安全避難通路等 

ＭＯＸ燃料加工施設には，その位置を明確かつ恒久的に

表示することにより容易に識別できる安全避難通路及び

照明用の電源が喪失した場合においてもその機能を損な

わない照明設備の避難・誘導設備を設ける設計とする。

設計基準事故が発生した場合において，昼夜及び場所を

問わず，ＭＯＸ燃料加工施設内で事故対策のための作業

が可能となるよう，避難・誘導設備とは別に作業用の照

明を設ける設計とする。設計基準事故に対処するため

に，中央監視室，制御第１室及び制御第４室（以下「中

央監視室等」という。）には，作業用の照明として運転

保安灯を設ける設計とする。中央監視室の運転保安灯

は，外部からの電源が喪失した場合においてもその機能

を損なわないように，非常用所内電源設備の非常用母線

に接続し，非常用発電機又は非常用無停電電源装置から

電力を供給できる設計とし，制御第１室及び制御第４室

の運転保安灯は，非常用所内電源設備の非常用母線に接

続し，非常用発電機又は内蔵する蓄電池から電力を供給

できる設計とすることにより，外部からの電源が喪失し

た場合においても連続して点灯することが可能な設計と

する。また，現場作業の緊急性との関連において，ＬＥ

Ｄヘッドランプ及びＬＥＤ充電式ライト等（以下「可搬

型照明」という。）の準備に時間的猶予がある場合に

は，可搬型照明を活用する。これらの設計においては，

設計基準において想定する事故に対して，ＭＯＸ燃料加

工施設の安全機能が損なわれない（安全機能を有する施

設が安全機能を損なわない。）ために必要な重大事故等

対処施設，設備等への措置を含める。 

適合のための設計方針 

第１項第一号について 

ＭＯＸ燃料加工施設の建屋内には，安全避難通路を設

ける設計とする。また，安全避難通路には，必要に応じ

て，単純，明確，永続性のある標識並びに非常用照明及

び誘導灯を設け，その位置を明確かつ恒久的に表示する

ことにより容易に識別できる設計とする。 

 

基本設計方針 共通項目 

9.2 安全避難通路等 

MOX 燃料加工施設には，その位置を明確かつ恒久的に表

示することにより容易に識別できる安全避難通路及び照

明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない

避難用照明として，非常用所内電源設備の非常用発電機

又は灯具に内蔵した蓄電池により電力を供給できる誘導

灯及び非常用照明を設置し，安全に避難できる設計とす

る。 

設計基準事故が発生した場合において，昼夜及び場所

を問わず，MOX 燃料加工施設で事故対策のための作業が可

能となるよう，避難・誘導設備とは別に作業用の照明を

設ける設計とする。 

設計基準事故に対処するために，中央監視室，制御第 1

室及び制御第 4室(以下「中央監視室等」という。)に

は，作業用の照明として運転保安灯を設ける設計とす

る。 

中央監視室の運転保安灯は，外部からの電源が喪失し

た場合においてもその機能を損なわないように，非常用

所内電源設備の非常用母線に接続し，非常用発電機又は

非常用無停電電源装置から電力を供給できる設計とし，

制御第 1室及び制御第 4室の運転保安灯は，非常用所内

電源設備の非常用母線に接続し，非常用発電機又は内蔵

する蓄電池から電力を供給できる設計とすることによ

り，外部からの電源が喪失した場合においても連続して

点灯することが可能な設計とする。 

現場作業の緊急性との関連において，LED ヘッドランプ

及び LED 充電式ライト等(以下「可搬型照明」という。)

の準備に時間的猶予がある場合には，可搬型照明を活用

する。また，可搬型照明を配備することを保安規定に定

めて管理する。 

これらの作業用の照明により，設計基準事故等で作業

が必要となる場所及びそのアクセスルートの照明を確保

でき，昼夜及び場所を問わず，MOX 燃料加工施設で事故対

策のための作業が可能となる設計とする。 

なお，これらの設計においては，設計基準において想

定する事故に対して，MOX 燃料加工施設の安全機能が損な

われない(安全機能を有する施設が安全機能を損なわな

い。)ために必要な重大事故等対処施設，設備等への措置

を含める。 

設工認の記載は、変更許

可申請書（本文）と同義

であり整合している。 

 

下線部以外は今回の申請

対象範囲外のため、後次

回の申請時に整合性を示

す。 
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⑥ 安全機能を有する施設 

ロ.(ト)(1)⑥-①MOX 燃料加工施設のうち，安全機能を

有する構築物，系統及び機器を，安全機能を有する施

設とする。 

 

 

 

また，安全機能を有する施設のうち，その機能喪失に

より，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれが

あるもの及び設計基準事故時に公衆又は従事者に及ぼ

すおそれがある放射線障害を防止するため，放射性物

質又は放射線が MOX 燃料加工施設を設置する工場等外

へ放出されることを抑制し又は防止する構築物，系統

及び機器から構成される施設を，安全上重要な施設と

する。 

ロ.(ト)(1)⑥-②安全機能を有する施設は，その安全機

能の重要度に応じて，その機能が確保されたものとす

るとともに，以下の設計を満足するものとする。 

 

 

 

a．安全機能を有する施設は，通常時及び設計基準事故

時に想定される圧力，温度，湿度，放射線量等の全て

の環境条件において，その安全機能を発揮することが

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

MOX 燃料加工施設のうち，安全機能を有する構築

物，系統及び機器を，安全機能を有する施設とし，

その安全機能の重要度に応じて，その機能を確保す

る設計とする。 

 

 

安全機能を有する施設のうち，その機能の喪失に

より，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれ

があるもの及び設計基準事故時に公衆又は従事者に

及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，放

射性物質又は放射線が MOX 燃料加工施設を設置する

工場等外へ放出されることを抑制し又は防止する構

築物，系統及び機器から構成される施設を，安全上

重要な施設として設計する。 

 

 

 

 

 

第 2 項について 

安全機能を有する施設は，通常時及び設計基準事

故時に想定される圧力，温度，湿度，放射線量等全

ての環境条件において，その安全機能を発揮するこ

とができる設計とする。 

なお，設計基準事故の解析に当たっては，工程の

運転状態を考慮して解析条件を設定するとともに，

その間にさらされると考えられる圧力，温度，湿

度，線量等各種の環境条件について，事象が発生し

てから収束するまでの間の安全上重要な施設等の作

動状況及び当直（運転員）の操作を考慮する。ま

た，使用するモデル及び温度，圧力，流量その他の

加工施設の状態を示す事項は，評価の結果が，より

厳しい評価になるよう選定する。 

 

(ニ) その他の安全設計 

 (4) 環境条件に対する考慮 

安全機能を有する施設は，その安全機能の重要度

に応じて，通常時及び設計基準事故時における設備

の設置場所の環境条件の変化（圧力，温度，放射線

量及び湿度の変化）を考慮し，設備に期待される安

全機能が発揮できるものとする。なお，必要に応じ

て運転条件の調整，作業時間の制限等の手段によ

り，環境条件の変化に対応し，設備に期待される安

全機能が発揮できるものとする。 

Ⅰ-1 基本設計方針 

第 1章 共通項目 

8．設備に対する要求 

8.1 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

8.1.1 安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び

重大事故等対処施設 

ロ.(ト)(1)⑥-①MOX 燃料加工施設のうち，重大事故等

対処施設を除いたものを設計基準対象の施設とし，安

全機能を有する構築物，系統及び機器を，安全機能を

有する施設とする。ロ.(ト)(1)⑥-②また，安全機能を

有する施設は，その安全機能の重要度に応じて，その

機能を確保する設計とする。 

安全機能を有する施設のうち，その機能喪失により，

公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるも

の及び設計基準事故時に公衆又は従事者に及ぼすおそ

れがある放射線障害を防止するため，放射性物質又は

放射線が MOX 燃料加工施設を設置する工場等外へ放出

されることを抑制し又は防止する構築物，系統及び機

器から構成される施設を，安全上重要な施設とする。 

 

 

 

 

 

8.1.5 環境条件等 

安全機能を有する施設は，通常時及び設計基準事故時

に想定される圧力，温度，湿度，放射線量等の全ての

環境条件において，その安全機能を発揮することがで

きる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)(1)⑥-

①は，変更許可申請書

（本文）のロ.(ト)(1）

⑥-①と同義であり整合

している。 

 

設工認のロ.(ト)(１)⑥-

②は，変更許可申請書

（本文）のロ.(ト)(1)⑥

-②と同義であり整合し

ている。 
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b．安全機能を有する施設は，通常時において，当該施

設の安全機能を確保するための検査又は試験ができる

設計とするとともに安全機能を健全に維持するための

保守及び修理ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c．安全機能を有する施設は，MOX 燃料加工施設内にお

けるクレーンその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散

物（以下「内部発生飛散物」という。）によってその

安全機能を損なわない設計とする。 

安全機能を有する施設のうち，内部発生飛散物から防

護する施設としては，安全評価上その機能を期待する

構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，

安全上重要な構築物，系統及び機器を抽出し，内部発

生飛散物により臨界の防止，閉じ込め等の安全機能を

損なわないよう内部発生飛散物の発生を防止する

ロ.(ト)(１)⑥c.-①ことにより，安全機能を損なわな

い設計とする。 

その他の安全機能を有する施設については，内部発生

飛散物に対して機能を維持すること若しくは内部発生

飛散物による損傷を考慮して代替設備により必要な機

能を確保すること，安全上支障がない期間での修理を

行うこと又はそれらを適切に組み合わせることによ

り，その安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 項について 

安全機能を有する施設は，その安全機能の重要度

に応じて，検査又は試験並びに安全機能を維持する

ための保守及び修理ができる設計とする。 

また，適切な保守管理を行うことで，その安全機

能を損なわないよう手順を定める。 

 

(ニ) その他の安全設計 

(3) 検査及び試験を含む点検，修理，取替え及び改造

に対する考慮 

安全機能を有する施設は，設備に期待される安全機能

の健全性及び能力を維持し確認するため，安全機能の

重要度に応じ，ＭＯＸ燃料加工施設の運転中又は停止

中に，検査及び試験として行うものを含む点検がで

き，安全機能を健全に維持するための適切な検査及び

試験，修理（部品交換等の措置を含む。），取替え及

び改造ができる設計とする。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設の設備の安全機能を健全に

維持するため，保全（設備の修理，取替え及び改造並

びにそれらのための計画，点検及び状態監視）に関す

る手順を定める。 

 

 

第４項について 

安全機能を有する施設は，想定される内部発生飛

散物が発生した場合においても，その安全機能を損

なわない設計とする。 

 

安全機能を有する施設のうち，内部発生飛散物防

護対象設備としては，安全評価上その機能を期待す

る構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点か

ら，安全上重要な構築物，系統及び機器を抽出し，

内部発生飛散物によりその安全機能を損なわないよ

う内部発生飛散物の発生を防止することにより，安

全機能を損なわない設計とする。 

安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設に

ついては，内部発生飛散物に対して機能を維持する

こと若しくは内部発生飛散物による損傷を考慮して

代替設備により必要な機能を確保すること，安全上

支障がない期間での修理を行うこと又はそれらを適

切に組み合わせることにより，その安全機能を損な

わない設計とする。 

内部発生飛散物防護対象設備については，内部発

生飛散物防護対象設備と同室にある内部発生飛散物

の発生要因となる機器に対して，想定される内部発

生飛散物の発生要因ごとに以下のとおりその発生を

防止することにより，安全機能を損なわない設計と

する。 

a．爆発による飛散物の発生防止 

8.1.6 操作性及び試験・検査性 

(2) 試験・検査 

安全機能を有する施設は，通常時において，当該施設

の安全機能を確保するための検査又は試験ができる設

計とするとともに安全機能を健全に維持するための保

守及び修理ができる設計とする。また，適切な保守管

理を行うことで，その安全機能を損なわないよう手順

を保安規定に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3 悪影響防止等 

(1)  内部発生飛散物 

安全機能を有する施設は，加工施設内におけるクレー

ンその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物（以下

「内部発生飛散物」という。）によってその安全機能

を損なわない設計とする。 

安全機能を有する施設のうち，内部発生飛散物から防

護する施設としては，安全評価上その機能を期待する

構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，

安全上重要な構築物，系統及び機器を抽出し，内部発

生飛散物により臨界の防止，閉じ込め等の安全機能を

損なわないよう内部発生飛散物の発生を防止する

ロ.(ト)(１)⑥c.-①設計とする。 

その他の安全機能を有する施設については，内部発生

飛散物に対して機能を維持すること若しくは内部発生

飛散物による損傷を考慮して代替設備により必要な機

能を確保すること，安全上支障がない期間での修理を

行うこと又はそれらを適切に組み合わせることによ

り，その安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)(1)⑥

c.-①は，変更許可申請

書（本文）のロ.(ト)(1)

⑥c.-①と同義であり整

合している。 
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d．安全機能を有する施設のうち，再処理施設又は廃棄

物管理施設と共用するものは，共用によって MOX 燃料

加工施設の安全性を損なわない設計とする。 

また，安全機能を有する施設のうち，MOX 燃料加工施

設内で共用するものは，MOX 燃料加工施設内の共用に

より安全性を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 設計基準事故の拡大の防止 

安全機能を有する施設は，設計基準事故を選定し，解

析及び評価を実施することにより，設計基準事故時に

おいては，工場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさな

い設計とする。 

「イ．(ロ)(４) 火災及び爆発に関する安全設計」に示

すとおり，爆発の発生を防止する設計とする。 

b．重量物の落下による飛散物の発生防止 

内部発生飛散物防護対象設備と同室に設置する重量物

をつり上げて搬送するクレーンその他の搬送機器は，

つりワイヤ等の二重化及びつり荷の脱落防止機構によ

りつり荷が落下し難い構造とするとともに，逸走を防

止するための機構を設ける設計とし，重量物の落下に

よる飛散物の発生を防止できる設計とする。 

c．回転機器の損壊による飛散物の発生防止 

内部発生飛散物防護対象設備と同室に設置する回転機

器は，誘導電動機，ケーシング又は回転数を監視し，

回転数が上限を超えた場合は回転機器を停止する機構

を有することにより過回転を防止できる設計とし，回

転機器の過回転による回転羽根の損壊に伴う飛散物の

発生を防止できる設計とする。 

 

 

 

第 5 項について 

安全機能を有する施設は，他の原子力施設との共

用によって安全性を損なわない設計とする。また，

公衆への放射線被ばくを防止するための安全機能が

期待されている安全上重要な施設については，原則

として他の原子力施設と共用しない設計とする。 

安全機能を有する施設のうち，MOX 燃料加工施設

内で共用する非常用所内電源設備，グローブボック

ス排気設備等については，共用によって，MOX 燃料

加工施設の安全性を損なわない設計とする。 

 

 

 

⑭ 設計基準事故の拡大の防止 

（設計基準事故の拡大の防止） 

第十五条 安全機能を有する施設は、設計基準事故時に

おいて、工場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさない

ものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

安全機能を有する施設は，設計基準事故時におい

て，工場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさない設

計とする。 

このために，設計基準事故を選定し，解析及び評

価を行い，公衆に著しい放射線被ばくのリスクを与

えないこととして，敷地周辺の公衆の実効線量の評

価値が発生事故当たり 5mSv を超えないことを確認

する。 

設計基準事故の評価は，核燃料物質が存在する

MOX 燃料加工施設の各工程に，機器等の破損，故

障，誤動作あるいは運転員の誤操作によって放射性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3 悪影響防止等 

(2) 共用 

安全機能を有する施設のうち，再処理施設又は廃棄物

管理施設と共用するものは，共用によって MOX 燃料加

工施設の安全性を損なわない設計とする。また，公衆

への放射線被ばくを防止するための安全機能が期待さ

れている安全上重要な施設については，原則として他

の原子力施設と共用しない設計とする。 

安全機能を有する施設のうち，MOX 燃料加工施設内で

共用するものは，MOX 燃料加工施設内の共用により安

全性を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更許可申請書（本文）

において許可を受けた

「設計基準事故の拡大の

防止」は，本設工認の対

象外である。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
物質を外部に放出する可能性のある事象を想定し，

その発生の可能性との関連において，各種の安全設

計の妥当性を確認するという観点から「核燃料物質

による臨界」及び「閉じ込め機能の不全（火災及び

爆発並びに重量物落下を含む。）」を評価事象とし

て，設計基準事故を選定し評価する。 

また，設計基準事故の評価における放射性物質の

放出量等の計算については，技術的に妥当な解析モ

デル及びパラメータを採用するほか，以下の事項に

関し，十分に検討し，安全裕度のある妥当な条件を

設定する。 

a．放射性物質の形態，性状及び存在量 

b．放射線の種類及び線源強度 

c．閉じ込めの機能（高性能エアフィルタ等の除去系の

機能を除く。）の健全性 

d．排気系への移行率 

e．高性能エアフィルタ等の除去系の捕集効率 

f．遮蔽機能の健全性 

g．臨界の検出及び未臨界にするための措置 

 

 

 

 

M
OX
①

 
添
(1
)
-0
10
8
 
G 



  

    97 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 重大事故等対処施設（加工施設への人の不法な

侵入等の防止，安全避難通路等，監視測定設備及び通

信連絡を行うために必要な設備は(１) 安全機能を有

する施設に記載） 

ロ.(ト)（２）②-○55 MOX 燃料加工施設は，重大事故

に至るおそれがある事故が発生した場合において，重

大事故の発生を防止するために，また，重大事故が発

生した場合においても，重大事故の拡大を防止するた

め，及び工場等外への放射性物質の異常な水準の放出

を防止するために，必要な措置を講ずる設計とする。 

 

重大事故等対処設備は，想定する重大事故等の環境

条件を考慮した上で期待する機能が発揮できる設計と

する。また，重大事故等対処設備が機能を発揮するた

めに必要な系統(供給源から供給先まで，経路を含

む。)で構成する。 

 

重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求

される技術的要件(重大事故等に対処するために必要な

機能)を満たしつつ，同じ敷地内に設置する再処理施設

と共用することにより安全性が向上し，かつ，MOX 燃

料加工施設及び再処理施設に悪影響を及ぼさない場合

には共用できる設計とする。重大事故等対処設備を共

用する場合には，再処理施設の重大事故等への対処を

考慮した個数及び容量を確保する。また，同時に発生

する再処理施設の重大事故等による環境条件の影響に

ついて考慮する。 

 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大

事故等に対処するものと外部からの影響による機能喪

失の要因となる事象(以下「外的事象」という。)を要

因とする重大事故等に対処するものについて，常設の

ものと可搬型のものがあり，以下のとおり分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ハ) 重大事故等対処施設 

(１) 重大事故等対処設備に関する設計 

 

 

MOX 燃料加工施設は，重大事故に至るおそれがある

事故が発生した場合において，重大事故の発生を防止

するために，また，重大事故が発生した場合において

も，重大事故の拡大を防止するため，及び工場等外へ

の放射性物質の異常な水準の放出を防止するために，

必要な措置を講ずる設計とする。 

 

重大事故等対処設備は，想定する重大事故等の環境

条件を考慮した上で期待する機能が発揮できる設計と

する。また，重大事故等対処設備が機能を発揮するた

めに必要な系統(供給源から供給先まで，経路を含

む。)で構成する。 

 

重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求

される技術的要件(重大事故等に対処するために必要な

機能)を満たしつつ，同じ敷地内に設置する再処理施設

と共用することにより安全性が向上し，かつ，MOX 燃

料加工施設及び再処理施設に悪影響を及ぼさない場合

には共用できる設計とする。重大事故等対処設備を共

用する場合には，再処理施設の重大事故等への対処を

考慮した個数及び容量を確保する。また，同時に発生

する再処理施設の重大事故等による環境条件の影響に

ついて考慮する。 

 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大

事故等に対処するものと外的事象を要因とする重大事

故等に対処するものについて，それぞれに常設のもの

と可搬型のものがあり，以下のとおり分類する。 

 

 

施設共通(基本設計方針) 

第１章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.1   安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

8.1.1   安全機能を有する施設，安全上重要な施設及

び重大事故等対処設備 

MOX 燃料加工施設のうち，重大事故等対処施設を除

いたものを設計基準対象の施設とし，安全機能を有す

る構築物，系統及び機器を，安全機能を有する施設と

する。また，その安全機能の重要度に応じて，その機

能を確保する設計とする。 

安全機能を有する施設のうち，その機能喪失によ

り，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあ

るもの及び設計基準事故時に公衆又は従事者に及ぼす

おそれがある放射線障害を防止するため，放射性物質

又は放射線が MOX 燃料加工施設を設置する工場等外へ

放出されることを抑制し又は防止する構築物，系統及

び機器から構成される施設を，安全上重要な施設とす

る。 

 

 

ロ.(ト)（２）②-○55 MOX 燃料加工施設は，重大事故

に至るおそれがある事故が発生した場合において，重

大事故の発生を防止するために，また，重大事故が発

生した場合においても，重大事故の拡大を防止するた

め，及び工場等外への放射性物質の異常な水準の放出

を防止するために，必要な措置を講ずる設計とする。 

 

重大事故等対処設備は，想定する重大事故等の環境

条件を考慮した上で期待する機能が発揮できる設計と

する。また，重大事故等対処設備が機能を発揮するた

めに必要な系統(供給源から供給先まで，経路を含

む。)で構成する。 

 

重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求

される技術的要件(重大事故等に対処するために必要な

機能)を満たしつつ，同じ敷地内に設置する再処理施設

と共用することにより安全性が向上し，かつ，MOX 燃

料加工施設及び再処理施設に悪影響を及ぼさない場合

には共用できる設計とする。重大事故等対処設備を共

用する場合には，再処理施設の重大事故等への対処を

考慮した個数及び容量を確保する。また，同時に発生

する再処理施設の重大事故等による環境条件の影響に

ついて考慮する。 

 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大

事故等に対処するものと外的事象を要因とする重大事

故等に対処するものについて，それぞれに常設のもの

と可搬型のものがあり，以下のとおり分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-○55は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-○55及びロ.(ト)

（２）②-○56と同義で

あり整合している。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
 

常設重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備の

うち常設のものをいう。また，常設重大事故等対処設

備であって耐震重要施設に属する安全機能を有する施

設が有する機能を代替するものを「常設耐震重要重大

事故等対処設備」，常設重大事故等対処設備であって

常設耐震重要重大事故等対処設備以外のものを「常設

耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対

処設備」という。 

 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備

のうち可搬型のものをいう。 

 

 

 

また，主要な重大事故等対処設備の設置場所及び保

管場所を第 12 図に示す。 

 

 

 

 

 

① 重大事故等の拡大の防止等 

ロ.(ト)（２）②-○56 MOX 燃料加工施設は，重大事故

に至るおそれがある事故が発生した場合において，重

大事故の発生を防止するための措置を講ずる。また，

重大事故が発生した場合においても，当該重大事故の

拡大を防止し，工場等外への放射性物質の異常な水準

の放出を防止するために，重大事故等対処設備を設け

る。 

これらの設備については，当該設備が機能を発揮す

るために必要な系統を含む。 

 

 

 

 

 

② 重大事故等対処設備 

ａ．共通要因故障に対する考慮等  

(ａ) 共通要因故障に対する考慮 

ロ.(ト)（２）②-①重大事故等対処設備は，共通要

因の特性を踏まえた設計とする。共通要因としては，

重大事故等における条件，自然現象，人為事象及び周

辺機器等からの影響並びに「六．ロ．（ハ）（１）①

重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事

故の発生を仮定する機器の特定」に記載する設計基準

事故において想定した条件より厳しい条件を要因とし

た事象を考慮する。 

 

 

 

  

常設重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備の

うち常設のものをいう。また，常設重大事故等対処設

備であって耐震重要施設に属する安全機能を有する施

設が有する機能を代替するものを「常設耐震重要重大

事故等対処設備」，常設重大事故等対処設備であって

常設耐震重要重大事故等対処設備以外のものを「常設

耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対

処設備」という。 

 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備

のうち可搬型のものをいう。 

 

主要な重大事故等対処設備の設備分類を添５第 28 表

に示す。 

また，主要な重大事故等対処設備の設置場所及び保

管場所を添５第 32 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 共通要因故障に対する考慮等 

ａ．共通要因故障に対する考慮 

重大事故等対処設備は，共通要因の特性を踏まえた

設計とする。共通要因としては，重大事故等における

条件，自然現象，人為事象及び周辺機器等からの影響

並びに「添付書類七 ニ．（イ）重大事故の発生を仮

定する際の条件の設定及び重大事故の発生を仮定する

機器の特定」に記載する設計基準事故において想定し

た条件より厳しい条件を要因とした事象を考慮する。 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備の

うち常設のものをいう。また，常設重大事故等対処設

備であって耐震重要施設に属する安全機能を有する施

設が有する機能を代替するものを「常設耐震重要重大

事故等対処設備」，常設重大事故等対処設備であって

常設耐震重要重大事故等対処設備以外のものを「常設

耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対

処設備」という。 

 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備

のうち可搬型のものをいう。 

 

 

 

 

 

 

施設共通(基本設計方針)  

第１章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.1   安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

＜中略＞ 

ロ.(ト)（２）②-○55 MOX 燃料加工施設は，重大事故

に至るおそれがある事故が発生した場合において，重

大事故の発生を防止するために，また，重大事故が発

生した場合においても，重大事故の拡大を防止するた

め，及び工場等外への放射性物質の異常な水準の放出

を防止するために，必要な措置を講ずる設計とする。 

 

重大事故等対処設備は，想定する重大事故等の環境

条件を考慮した上で期待する機能が発揮できる設計と

する。また，重大事故等対処設備が機能を発揮するた

めに必要な系統(供給源から供給先まで，経路を含

む。)で構成する。 

 

＜中略＞ 

 

8.1.2   共通要因故障に対する考慮等 

(1)  共通要因故障に対する考慮 

ロ.(ト)（２）②-①重大事故等対処設備は，共通要

因として，重大事故等における条件，自然現象，人為

事象，周辺機器等からの影響及び安全機能を有する施

設の設計において想定した規模よりも大きい規模(以下

「設計基準事故において想定した条件より厳しい条

件」という。)の要因となる事象を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-○55は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-○55及びロ.(ト)

（２）②-○56と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-①は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-①と同義であり整

合している。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
ロ.(ト)（２）②-②共通要因のうち重大事故等にお

ける条件については，想定される重大事故等が発生し

た場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を

考慮する。 

 

 

共通要因のうち自然現象として，地震，津波，風(台

風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影

響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然現象による荷重の組合せについては，地震，風

(台風)，積雪及び火山の影響を考慮する。 

 

共通要因のうち人為事象として，航空機落下，有毒

ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障

害，近隣工場等の火災，爆発を選定する。故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムについては，可

搬型重大事故等対処設備による対策を講ずることとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-○57共通要因のうち周辺機器等から

の影響として，地震，溢水，火災による波及的影響及

び内部発生飛散物を考慮する。 

 

 

ロ.(ト)（２）②-○58共通要因のうち「六．ロ．

（ハ）（１）①重大事故の発生を仮定する際の条件の

設定及び重大事故の発生を仮定する機器の特定」に記

載する設計基準事故において想定した条件より厳しい

条件を要因とした外的事象の地震の影響を考慮する。 

 

ⅰ．常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，共通要因によって設計

共通要因のうち重大事故等における条件について

は，想定される重大事故等が発生した場合における温

度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮する。 

 

 

 

共通要因のうち自然現象については，地震，津波に

加え，敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わら

ず，国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水，風

(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，地滑

り，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害等

の事象を考慮する。その上で，これらの事象のうち，

敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処

設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時

間余裕の観点から，重大事故等対処設備に影響を与え

るおそれがある事象として，地震，津波，風(台風)，

竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，

生物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。 

 

自然現象による荷重の組合せについては，地震，風

(台風)，積雪及び火山の影響を考慮する。 

 

共通要因のうち人為事象については，国内外の文献

等から抽出し，さらに事業許可基準規則の解釈第９条

に示される飛来物(航空機落下)，有毒ガス，敷地内に

おける化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の

火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の衝突及び故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムを考慮する。そ

の上で，これらの事象のうち，敷地及びその周辺での

発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象

進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重

大事故等対処設備に影響を与えるおそれのある事象と

して，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物

質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災，爆発を

選定する。故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムについては，可搬型重大事故等対処設備による

対策を講ずることとする。 

 

共通要因のうち周辺機器等からの影響として地震，

溢水，火災による波及的影響及び内部発生飛散物を考

慮する。 

 

 

共通要因のうち「添付書類七 ニ．（イ）重大事故

の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発生

を仮定する機器の特定」に記載する設計基準事故にお

いて想定した条件より厳しい条件を要因とした外的事

象の地震の影響を考慮する。 

 

(ａ) 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，共通要因によって設計

ロ.(ト)（２）②-②重大事故等における条件とし

て，想定される重大事故等が発生した場合における温

度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮する。 

 

 

 

自然現象として，地震，津波，風(台風)，竜巻，凍

結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災及び塩害を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然現象による荷重の組合せについては，地震，風

(台風)，積雪及び火山の影響を考慮する。 

 

人為事象として，航空機落下，有毒ガス，敷地内に

おける化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の

火災，爆発を選定する。故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムについては，可搬型重大事故等対

処設備による対策を講ずることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-○57周辺機器等からの影響として，

地震，溢水，火災による波及的影響及び内部発生飛散

物を考慮する。 

 

 

ロ.(ト)（２）②-○58設計基準事故において想定した

条件より厳しい条件を要因とした外的事象の地震の影

響を考慮する。 

 

 

 

a．常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，共通要因によって設計

設工認のロ.(ト)

（２）②-②は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-②と同義であり整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-○57は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-○57と同義であり整

合している。 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-○58は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-○58と同義であり整

合している。 

 

 

M
OX
①
 
添

(1
)
-0

11
3 

G 



  

    100 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
基準事故に対処するための設備の安全機能と同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，内的事象を要

因とする重大事故等に対処するものと外的事象を要因

とする重大事故等に対処するものそれぞれに対して想

定される重大事故等が発生した場合における環境条件

に対して健全性を確保することにより，信頼性が十分

に高い設計とする。 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処す

る常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以

外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等

対処設備は，代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，

関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせ

ることにより，その機能を確保する設計とする。 

 

その他の常設重大事故等対処設備についても，可能

な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮した設計と

する。 

 

ロ.(ト)（２）②-○60なお，「六．ロ．（ハ）（２）

③重大事故が同時に又は連鎖して発生した場合の対

処」に示すとおり，MOX 燃料加工施設での重大事故

は，「核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失」のみで

あり，同時に又は連鎖して発生する可能性のない事故

の間での重大事故等対処設備の共用は行わない。 

 

重大事故等における条件に対して常設重大事故等対

処設備は，想定される重大事故等が発生した場合にお

ける温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，そ

の機能を確実に発揮できる設計とする。 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-③常設重大事故等対処設備は，

「イ．（イ）敷地の面積及び形状」に基づく地盤に設

置し，地震，津波及び火災に対して常設重大事故等対

処設備は，「ロ．（ホ）（２）重大事故等対処施設の

耐震設計」，「ロ．（ヘ）耐津波構造」及び「ロ．

（ニ）（２）重大事故等対処施設の火災及び爆発の防

止」に基づく設計とする。 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉙また，設計基準事故において想

定した条件より厳しい条件を要因とした外的事象の地

震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処する

ために重大事故等時に機能を期待する常設重大事故等

対処設備は，「ロ．（ト）（２）②ｅ．地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とする。 

基準事故に対処するための設備の安全機能と同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，内的事象を要

因とする重大事故等に対処するものと外的事象を要因

とする重大事故等に対処するものそれぞれに対して想

定される重大事故等が発生した場合における環境条件

に対して健全性を確保することにより，信頼性が十分

に高い設計とする。 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処す

る常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以

外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等

対処設備は，代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，

関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせ

ることにより，その機能を確保する設計とする。 

 

その他の常設重大事故等対処設備についても，可能

な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮した設計と

する。 

 

なお，「添付書類七 ホ．（ロ）（５）重大事故が

同時に又は連鎖した場合の対処」に示すとおり，MOX

燃料加工施設での重大事故は，「核燃料物質等を閉じ

込める機能の喪失」のみであり，同時に又は連鎖して

発生する可能性のない事故の間での重大事故等対処設

備の共用は行わない。 

 

重大事故等における条件に対して常設重大事故等対

処設備は，想定される重大事故等が発生した場合にお

ける温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，そ

の機能を確実に発揮できる設計とする。 

 

重大事故等における条件に対する健全性について

は，「イ.（ハ）（１）③環境条件等」に記載する。 

 

常設重大事故等対処設備は，「添付書類三 ロ．

（ヘ）基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」に基づく

地盤に設置し，地震，津波及び火災に対しては，

「イ．（ロ）（５）②重大事故等対処施設の耐震設

計」，「イ．（ロ）（６）津波による損傷の防止」及

び「イ．(ロ)（４）①ｂ．重大事故等対処施設に対す

る火災及び爆発の防止に関する設計」に基づく設計と

する。 

 

また，設計基準事故において想定した条件より厳し

い条件を要因とした外的事象の地震に対して，地震を

要因とする重大事故等に対処する常設重大事故等対処

設備は，「イ.（ハ）（１）⑤地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 

 

 

基準事故に対処するための設備の安全機能と同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，内的事象を要

因とする重大事故等に対処するものと外的事象を要因

とする重大事故等に対処するものそれぞれに対して想

定される重大事故等が発生した場合における環境条件

に対して健全性を確保することにより，信頼性が十分

に高い設計とする。 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処す

る常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以

外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等

対処設備は，代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，

関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせ

ることにより，その機能を確保する設計とする。 

 

その他の常設重大事故等対処設備についても，可能

な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮した設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等

が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及

び荷重を考慮し，その機能を確実に発揮できる設計と

する。 

 

健全性については，「8.1.5   環境条件等」に基づ

く設計とする。 

 

ロ.(ト)（２）②-③常設重大事故等対処設備は，

「2.  地盤」に基づく地盤に設置し，地震，津波及び

火災に対しては，「3.1   地震による損傷の防止」，

「3.2   津波による損傷の防止」及び「5.  火災等に

よる損傷の防止」に基づく設計とする。 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉙また，設計基準事故において想

定した条件より厳しい条件を要因とした外的事象の地

震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処する

ために重大事故等時に機能を期待する常設重大事故等

対処設備は，「3.1   地震による損傷の防止」に基づ

く設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-○60

は、変更許可申請書

（本文）で同時又は連

鎖的におこる事故はな

いと整理している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-③は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-③と同義であり整

合している。 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-㉙は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-㉙と同義であり整

合している。 
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また，溢水，火災に対して常設重大事故等対処設備

は，設計基準事故に対処するための設備の安全機能と

同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，健全

性を確保する設計とする。 

 

ロ.(ト)（２）②-④常設重大事故等対処設備は，風

(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山

の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落

下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電

磁的障害，近隣工場等の火災，爆発に対する健全性を

確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-⑤周辺機器等からの影響のうち内

部発生飛散物に対して，回転羽の損壊により飛散物を

発生させる回転機器について回転体の飛散を防止する

設計とし，常設重大事故等対処設備が機能を損なわな

い設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-⑥環境条件に対する健全性につい

ては，「ロ．(ト)(２)②ｃ．環境条件等」に記載す

る。 

 

 

 

ⅱ．可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって設

計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設

重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必

要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう内的事象を要因とする重大事故等に対処するもの

と外的事象を要因とする重大事故等に対処するものそ

れぞれに対して想定される重大事故等が発生した場合

地震，津波，火災に対する健全性については，「イ.

（ハ）（１）③環境条件等」に記載する。 

 

 

また，溢水，火災に対して常設重大事故等対処設備

は，設計基準事故に対処するための設備の安全機能と

同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，健全

性を確保する設計とする。 

 

常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍

結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地

内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場

等の火災，爆発に対する健全性については，「イ.

（ハ）（１）③環境条件等」に記載する。 

 

 

 

 

 

周辺機器等からの影響について，地震に対して常設

重大事故等対処設備は，当該設備周辺の機器等からの

波及的影響によって機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

また，当該設備周辺の資機材の落下，転倒による損

傷を考慮して，当該設備周辺の資機材の落下防止，転

倒防止，固縛の措置を行う。内部発生飛散物に対して

常設重大事故等対処設備は，当該設備周辺機器の回転

羽の損壊により飛散物を発生させる回転機器について

回転体の飛散を防止する設計とする。 

 

または，設計基準事故に対処するための設備の安全

機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，位置的分散を図る。 

 

内部発生飛散物に対する健全性については，「イ.

（ハ）（１）③環境条件等」に記載する。 

 

 

 

 

(ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって設

計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設

重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必

要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう内的事象を要因とする重大事故等に対処するもの

と外的事象を要因とする重大事故等に対処するものそ

れぞれに対して想定される重大事故等が発生した場合

地震，津波，火災に対して常設重大事故等対処設備

がその機能を確実に発揮するための設計方針について

は，「8.1.5   環境条件等」に基づく設計とする。 

 

溢水，火災に対して常設重大事故等対処設備は，設

計基準事故に対処するための設備の安全機能と同時に

その機能が損なわれるおそれがないよう，健全性を確

保する設計とする。 

 

ロ.(ト)（２）②-④風(台風)，竜巻，凍結，高温，

降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林

火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における

化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災，

爆発に対して，常設重大事故等対処設備は，設計基準

事故に対処するための設備と同時に機能が損なわれな

いように，設計基準事故に対処するための設備と位置

的分散を図るか，又は「8.1.5   環境条件等」に基づ

く設計とする。 

 

 

ロ.(ト)（２）②-⑤周辺機器等からの影響の内部発

生飛散物に対して，回転羽根の損壊により飛散物を発

生させる回転機器について回転体の飛散を防止する設

計とし，常設重大事故等対処設備が機能を損なわない

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

または，設計基準事故に対処するための設備の安全

機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，位置的分散を図る。 

 

ロ.(ト)（２）②-⑥内部発生飛散物に対して常設重

大事故等対処設備がその機能を確実に発揮するための

設計方針については、「8.1.5   環境条件等」に基づ

く設計とする。 

 

 

b．可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって設

計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設

重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必

要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう内的事象を要因とする重大事故等に対処するもの

と外的事象を要因とする重大事故等に対処するものそ

れぞれに対して想定される重大事故等が発生した場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-④は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-④と同義であり整

合している。 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-⑤は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-⑤と同義であり整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-⑥は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-⑥と同義であり整

合している。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
における環境条件に対して健全性を確保すること，位

置的分散を図ることにより信頼性が十分に高い設計と

する。その他の可搬型重大事故等対処設備について

も，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮し

た設計とする。 

 

ロ.( ト)（２）②-○60´なお，「六．ロ．（ハ）

（２）③重大事故が同時に又は連鎖して発生した場合

の対処」に示すとおり，MOX 燃料加工施設での重大事

故は，「核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失」のみ

であり，同時に又は連鎖して発生する可能性のない事

故の間での重大事故等対処設備の共用は行わない。 

 

可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，その他

の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズム，設計基準事故に対処するための設備及び

重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上

で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

る設計とする。 

 

重大事故等における条件に対して可搬型重大事故等

対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，

その機能を確実に発揮できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-⑦屋内に保管する可搬型重大事故

等対処設備は，「イ．（イ）敷地の面積及び形状」に

基づく地盤に設置された建屋等に位置的分散すること

により，設計基準事故に対処するための設備の安全機

能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処す

るために必要な機能と同時にその機能が損なわれるお

それがないように保管する設計とする。 

 

 

 

ロ.( ト)（２）②-⑧屋外に保管する可搬型重大事

故等対処設備は，転倒しないことを確認する，又は必

要により固縛等の措置をするとともに，「ロ．（ホ）

（２）重大事故等対処施設の耐震設計」の地震により

生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり込みに

よる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不

足，地中埋設構造物の損壊等により必要な機能を喪失

しない複数の保管場所に位置的分散することにより，

設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常

設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために

における環境条件に対して健全性を確保すること，位

置的分散を図ることにより信頼性が十分に高い設計と

する。その他の可搬型重大事故等対処設備について

も，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮し

た設計とする。 

 

なお，「添付書類七 ホ．（ロ）（５）重大事故が

同時に又は連鎖した場合の対処」に示すとおり，MOX

燃料加工施設での重大事故は，「核燃料物質等を閉じ

込める機能の喪失」のみであり，同時に又は連鎖して

発生する可能性のない事故の間での重大事故等対処設

備の共用は行わない。 

 

可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，その他

の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズム，設計基準事故に対処するための設備及び

重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上

で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

る設計とする。 

 

重大事故等における条件に対して可搬型重大事故等

対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，

その機能を確実に発揮できる設計とする。 

 

 

重大事故等時における条件に対する健全性について

は，「イ.（ハ）（１）③環境条件等」に記載する。 

 

 

 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，「添

付書類三 ロ．（ヘ）基礎地盤及び周辺斜面の安定性

評価」に基づく地盤に設置する燃料加工建屋，第１保

管庫・貯水所，第２保管庫・貯水所，緊急時対策建

屋，再処理施設の制御建屋及び洞道に位置的分散する

ことにより，設計基準事故に対処するための設備の安

全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対

処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれ

るおそれがないように保管する設計とする。 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，転倒

しないことを確認する，又は必要により固縛等の措置

をするとともに，「イ．（ロ）（５）②重大事故等対

処施設の耐震設計」の地震により生ずる敷地下斜面の

すべり，液状化又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜

及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構造物

の損壊等の影響を受けない複数の保管場所に位置的分

散することにより，設計基準事故に対処するための設

備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故

等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損

における環境条件に対して健全性を確保すること，位

置的分散を図ることにより信頼性が十分に高い設計と

する。その他の可搬型重大事故等対処設備について

も，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮し

た設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，その他

の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズム，設計基準事故に対処するための設備及び

重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上

で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

る設計とする。 

 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故

等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線

及び荷重を考慮し，その機能を確実に発揮できる設計

とする。 

 

 

重大事故等時における条件に対して可搬型重大事故

等対処設備がその機能を確実に発揮するための設計方

針については，「8.1.5   環境条件等」に基づく設計

とする。 

 

ロ.(ト)（２）②-⑦地震に対して，屋内に保管する

可搬型重大事故等対処設備は，「2.  地盤」に基づく

地盤に設置された建屋等に位置的分散することによ

り，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又

は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するた

めに必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれ

がないように保管する設計とする。 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-⑧屋外に保管する可搬型重大事故

等対処設備は，転倒しないことを確認する，又は必要

により固縛等の措置をするとともに，地震により生ず

る敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり込みによる

不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，

地中埋設構造物の損壊等により必要な機能を喪失しな

い複数の保管場所に位置的分散することにより，設計

基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重

大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-○60´

は、変更許可申請書

（本文）で同時又は連

鎖的におこる事故はな

いと整理している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-⑦は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-⑦と同義であり整

合している。 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-⑧は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-⑧と同義であり整

合している。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いように保管する設計とする。 

 

ロ.(ト)（２）②-⑨また，設計基準事故において想

定した条件より厳しい条件を要因とした外的事象の地

震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処する

ために重大事故等時に機能を期待する可搬型重大事故

等対処設備は，「ロ．（ト）（２）②ｅ．地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく

設計とする。 

 

ロ.(ト)（２）②-⑩津波に対して可搬型重大事故等

対処設備は，「ロ．（ヘ）耐津波構造」に基づく津波

による損傷を防止した設計とする。 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-⑪火災に対して可搬型重大事故等

対処設備は,「ロ．（ト）（２）②ｆ．可搬型重大事故

等対処設備の内部火災に対する防護方針」に基づく火

災防護を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水，火災，内部発生飛散物に対して可搬型重大事

故等対処設備は，設計基準事故に対処するための設備

の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等

に対処するために必要な機能と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，位置的分散を図る。 

 

 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風(台

風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影

響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有

毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障

害，近隣工場等の火災，爆発に対して，外部からの衝

撃による損傷の防止が図られた建屋等内に保管し，か

つ，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又

は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するた

めに必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，設計基準事故に対処するための設備又は

常設重大事故等対処設備を設置する場所と異なる場所

に保管する設計とする。 

 

 

なわれるおそれがないように保管する設計とする。 

 

 

また，設計基準事故において想定した条件より厳し

い条件を要因とした外的事象の地震に対して，地震を

要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時

に機能を期待する可搬型重大事故等対処設備は，「イ.

（ハ）（１）⑤地震を要因とする重大事故等に対する

施設の耐震設計」に基づく設計とする。 

 

 

津波に対して可搬型重大事故等対処設備は，「イ．

（ロ）（６）津波による損傷の防止」に基づく津波に

よる損傷を防止した設計とする。 

 

 

 

 

火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，「イ.

（ハ）（１）⑥可搬型重大事故等対処設備の内部火災

に対する防護方針」に基づく火災防護を行う。 

 

 

 

 

地震，津波，火災，溢水，内部発生飛散物に対する

健全性については，「イ.（ハ）（１）③環境条件等」

に記載する。 

 

 

溢水，火災，内部発生飛散物に対して可搬型重大事

故等対処設備は，設計基準事故に対処するための設備

の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等

に対処するために必要な機能と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，位置的分散を図る。 

 

 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風(台

風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影

響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有

毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障

害，近隣工場等の火災，爆発に対して，外部からの衝

撃による損傷の防止が図られた建屋等内に保管し，か

つ，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又

は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するた

めに必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，設計基準事故に対処するための設備又は

常設重大事故等対処設備を設置する場所と異なる場所

に保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-⑨また，設計基準事故において想

定した条件より厳しい条件を要因とした外的事象の地

震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処する

ために重大事故等時に機能を期待する可搬型重大事故

等対処設備は，「3.1   地震による損傷の防止」に基

づく設計とする。 

 

 

ロ.(ト)（２）②-⑩津波に対して可搬型重大事故等

対処設備は，「3.2   津波による損傷の防止」に基づ

く津波による損傷を防止した設計とする。 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-⑪火災に対して可搬型重大事故等

対処設備は,「5.  火災等による損傷の防止」に基づく

火災防護を行う。 

 

 

 

 

地震，津波，火災，溢水，内部発生飛散物に対して

可搬重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮する

ための設計方針については、「8.1.5   環境条件等」

に基づく設計とする。 

 

溢水，火災，内部発生飛散物に対して可搬型重大事

故等対処設備は，設計基準事故に対処するための設備

の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等

に対処するために必要な機能と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，位置的分散を図る。 

 

 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風(台

風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影

響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有

毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障

害，近隣工場等の火災，爆発に対して，外部からの衝

撃による損傷の防止が図られた建屋等内に保管し，か

つ，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又

は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するた

めに必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，設計基準事故に対処するための設備又は

常設重大事故等対処設備を設置する場所と異なる場所

に保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-⑨は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-⑨と同義であり整

合している。 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-⑩は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-⑩と同義であり整

合している。 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-⑪は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-⑪と同義であり整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
OX
①
 
添

(1
)
-0

11
7 

G 



  

    104 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，自然

現象，人為事象及び故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムに対して，設計基準事故に対処するた

めの設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重

大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故に対

処するための設備又は常設重大事故等対処設備を設置

する建屋の外壁から 100ｍ以上の離隔距離を確保した

場所に保管するとともに異なる場所にも保管すること

で位置的分散を図る。 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風(台

風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影

響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有

毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障

害，近隣工場等の火災，爆発に対して健全性を確保す

る設計とする。 

 

環境条件に対する健全性については，「ロ．

(ト)(２)②ｃ．環境条件等」に記載する。 

 

ⅲ．可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処

設備の接続口 

MOX 燃料加工施設における重大事故等の対処におい

ては，建屋等の外から可搬型重大事故等対処設備を常

設重大事故等対処設備に接続して水又は電力を供給す

る必要のない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，自然

現象，人為事象及び故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムに対して，設計基準事故に対処するた

めの設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重

大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故に対

処するための設備又は常設重大事故等対処設備を設置

する建屋の外壁から 100ｍ以上の離隔距離を確保した

場所に保管するとともに異なる場所にも保管すること

で位置的分散を図る。 

 

可搬型重大事故等対処設備を保管する外部からの衝

撃による損傷の防止が図られた建屋等及び屋外に保管

する可搬型重大事故等対処設備に対する健全性につい

ては，「イ.（ハ）（１）③環境条件等」に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｃ) 可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対

処設備の接続口 

MOX 燃料加工施設における重大事故等の対処におい

ては，建屋等の外から可搬型重大事故等対処設備を常

設重大事故等対処設備に接続して水又は電力を供給す

る必要のない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，自然

現象，人為事象及び故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムに対して，設計基準事故に対処するた

めの設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重

大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故に対

処するための設備又は常設重大事故等対処設備を設置

する建屋の外壁から 100ｍ以上の離隔距離を確保した

場所に保管するとともに異なる場所にも保管すること

で位置的分散を図る。 

 

可搬型重大事故等対処設備を保管する外部からの衝

撃に対して可搬型重大事故等対処設備がその機能を確

実に発揮するための設計方針については、「8.1.5   

環境条件等」に基づく設計とする。 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風(台

風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影

響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有

毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障

害，近隣工場等の火災，爆発に対して健全性を確保す

る設計とする。 

 

 

 

 

c．可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設

備の接続口 

MOX 燃料加工施設における重大事故等の対処におい

ては，建屋等の外から可搬型重大事故等対処設備を常

設重大事故等対処設備に接続して水又は電力を供給す

る必要のない設計とする。 

 

8.1.3  悪影響防止等 

(1)   内部発生飛散物 

安全機能を有する施設は，加工施設内におけるクレ

ーンその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物(以下

「内部発生飛散物」という。)によってその安全機能を

損なわない設計とする。 

 

安全機能を有する施設のうち，内部発生飛散物から

防護する施設としては，安全評価上その機能を期待す

る構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点か

ら，安全上重要な構築物，系統及び機器を抽出し，内

部発生飛散物により臨界の防止，閉じ込め等の安全機

能を損なわないよう内部発生飛散物の発生を防止する

ことにより，安全機能を損なわない設計とする。  

その他の安全機能を有する施設については，内部発

生飛散物に対して機能を維持すること若しくは内部発

生飛散物による損傷を考慮して代替設備により必要な

機能を確保すること，安全上支障がない期間での修理
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(ｂ) 悪影響防止 

重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他の設備

(安全機能を有する施設，当該重大事故等対処設備以外

の重大事故等対処設備，再処理施設及び再処理施設の

重大事故等対処設備を含む。)に対して悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

 

重大事故等対処設備は，重大事故等における条件を

考慮し，他の設備への影響としては，重大事故等対処

設備使用時及び待機時の系統的な影響(電気的な影響を

含む。)，内部発生飛散物による影響並びに竜巻により

飛来物となる影響を考慮し，他の設備の機能に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 

系統的な影響について，重大事故等対処設備は，弁

等の操作によって安全機能を有する施設として使用す

る系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成

とすること，重大事故等発生前(通常時)の隔離若しく

は分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備

から独立して単独で使用可能なこと，安全機能を有す

る施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故

等対処設備として使用すること等により，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．悪影響防止 

重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他の設備

(安全機能を有する施設，当該重大事故等対処設備以外

の重大事故等対処設備，再処理施設及び再処理施設の

重大事故等対処設備を含む。)に対して悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

 

重大事故等対処設備は，重大事故等における条件を

考慮し，他の設備への影響としては，重大事故等対処

設備使用時及び待機時の系統的な影響(電気的な影響を

含む。)，内部発生飛散物による影響並びに竜巻により

飛来物となる影響を考慮し，他の設備の機能に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 

系統的な影響について重大事故等対処設備は，弁等

の操作によって安全機能を有する施設として使用する

系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成と

すること，重大事故等発生前(通常時)の隔離若しくは

分離された状態から弁等の操作や接続により重大事故

等対処設備としての系統構成とすること，他の設備か

ら独立して単独で使用可能なこと，安全機能を有する

施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等

対処設備として使用すること等により，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることによ

り，その安全機能を損なわない設計とする。 

 

(2)  共用 

安全機能を有する施設のうち，再処理施設又は廃棄

物管理施設と共用するものは，共用によって MOX 燃料

加工施設の安全性を損なわない設計とする。また，公

衆への放射線被ばくを防止するための安全機能が期待

されている安全上重要な施設については，原則として

他の原子力施設と共用しない設計とする。 

安全機能を有する施設のうち，MOX 燃料加工施設内で

共用するものは，MOX 燃料加工施設内の共用により安

全性を損なわない設計とする。 

 

重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求

される技術的要件(重大事故等に対処するために必要な

機能)を満たしつつ，同じ敷地内に設置する再処理施設

と共用することにより安全性が向上し，かつ，MOX 燃

料加工施設及び再処理施設に悪影響を及ぼさない場合

には共用できる設計とする。重大事故等対処設備を共

用する場合には，再処理施設の重大事故等への対処を

考慮した個数及び容量を確保する。また，同時に発生

する再処理施設の重大事故等による環境条件の影響に

ついて考慮する。 

 

(3)  悪影響防止 

重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他の設備

(安全機能を有する施設，当該重大事故等対処設備以外

の重大事故等対処設備，再処理施設及び再処理施設の

重大事故等対処設備を含む。)に対して悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

 

他の設備への影響としては，重大事故等対処設備使

用時及び待機時の系統的な影響(電気的な影響を含

む。)，内部発生飛散物による影響並びに竜巻により飛

来物となる影響を考慮し，他の設備の機能に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

 

 

系統的な影響について，重大事故等対処設備は，弁

等の操作によって安全機能を有する施設として使用す

る系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成

とすること，重大事故等発生前(通常時)の隔離若しく

は分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備

から独立して単独で使用可能なこと，安全機能を有す

る施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故

等対処設備として使用すること等により，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

その他，重大事故等対処設備に考慮すべき設備兼用
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また，可搬型放水砲については，燃料加工建屋への

放水により，当該設備の使用を想定する重大事故時に

おいて必要となる屋外の他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

ロ.(ト)（２）②-㉘重大事故等対処設備が竜巻によ

り飛来物となる影響については風荷重を考慮し，屋外

に保管する可搬型重大事故等対処設備は必要に応じて

固縛等の措置をとることで，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

 

 

 

 

 

ｂ．個数及び容量 

(ａ) 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等

への収束において，想定する事象及びその事象の進展

等を考慮し，重大事故等時に必要な目的を果たすため

に，事故対応手段としての系統設計を行う。重大事故

等への収束は，これらの系統又はこれらの系統と可搬

型重大事故等対処設備の組合せにより達成する。 

 

「容量」とは，消火剤量，蓄電池容量，タンク容

量，発電機容量，計装設備の計測範囲及び作動信号の

設定値等とする。 

 

常設重大事故等対処設備は，重大事故等への対処に

十分に余裕がある容量を有する設計とするとともに，

設備の機能，信頼度等を考慮し，動的機器の単一故障

を考慮した予備を含めた個数を確保する。 

 

常設重大事故等対処設備のうち安全機能を有する施

設の系統及び機器を使用するものについては，安全機

能を有する施設の容量の仕様が，系統の目的に応じて

必要となる容量に対して十分であることを確認した上

で，安全機能を有する施設としての容量と同仕様の設

計とする。 

 

常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処

を本来の目的として設置する系統及び機器を使用する

ものについては，系統の目的に応じて必要な個数及び

容量を有する設計とする。 

 

常設重大事故等対処設備のうち，再処理施設と共用

 

 

 

 

 

また，可搬型放水砲については，燃料加工建屋への

放水により，当該設備の使用を想定する重大事故時に

おいて必要となる屋外の他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

竜巻による影響を考慮する重大事故等対処設備は，

外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内

に設置又は保管することで，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする，又は風荷重を考慮し，屋外に保管

する可搬型重大事故等対処設備は必要により当該設備

の固縛等の措置をとることで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。風(台風)及び竜巻に対する健全

性については，「イ.（ハ）（１）③環境条件等」に記

載する。 

 

② 個数及び容量 

ａ．常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等

への収束において，想定する事象及びその事象の進展

等を考慮し，重大事故等時に必要な目的を果たすため

に，事故対応手段としての系統設計を行う。重大事故

等への収束は，これらの系統と可搬型重大事故等対処

設備の組合せにより達成する。 

 

「容量」とは，消火剤量，蓄電池容量，タンク容

量，発電機容量，計装設備の計測範囲及び作動信号の

設定値等とする。 

 

常設重大事故等対処設備は，重大事故等への対処に

十分に余裕がある容量を有する設計とするとともに，

設備の機能，信頼度等を考慮し，動的機器の単一故障

を考慮した予備を含めた個数を確保する。 

 

常設重大事故等対処設備のうち安全機能を有する施

設の系統及び機器を使用するものについては，安全機

能を有する施設の容量の仕様が，系統の目的に応じて

必要となる容量に対して十分であることを確認した上

で，安全機能を有する施設としての容量と同仕様の設

計とする。 

 

常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処

を本来の目的として設置する系統及び機器を使用する

ものについては，系統の目的に応じて必要な個数及び

容量を有する設計とする。 

 

常設重大事故等対処設備のうち，再処理施設と共用

時の容量に関する影響，地震，火災及び溢水による他

設備への悪影響については，これら波及的影響により

他設備の機能を損なわないことを「8.1.4   容量等」

及び「8.1.5   環境条件等」に示す。 

 

また，可搬型放水砲については，燃料加工建屋への

放水により，当該設備の使用を想定する重大事故時に

おいて必要となる屋外の他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

ロ.(ト)（２）②-㉘竜巻(風(台風))による影響を考

慮する重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建屋等内に設置又は保管するこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする，又

は風荷重を考慮し，屋外に保管する可搬型重大事故等

対処設備は必要により当該設備の固縛等の措置をとる

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

竜巻(風(台風))に対する健全性については，「8.1.5   

環境条件等」に基づく設計とする。 

 

8.1.4 容量等 

(1)  常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等

への収束において，想定する事象及びその事象の進展

等を考慮し，重大事故等時に必要な目的を果たすため

に，事故対応手段としての系統設計を行う。重大事故

等への収束は，これらの系統又はこれらの系統と可搬

型重大事故等対処設備の組合せにより達成する。 

 

「容量」とは，消火剤量，蓄電池容量，タンク容

量，発電機容量，計装設備の計測範囲及び作動信号の

設定値等とする。 

 

常設重大事故等対処設備は，重大事故等への対処に

十分に余裕がある容量を有する設計とするとともに，

設備の機能，信頼度等を考慮し，動的機器の単一故障

を考慮した予備を含めた個数を確保する。 

 

常設重大事故等対処設備のうち安全機能を有する施

設の系統及び機器を使用するものについては，安全機

能を有する施設の容量の仕様が，系統の目的に応じて

必要となる容量に対して十分であることを確認した上

で，安全機能を有する施設としての容量と同仕様の設

計とする。 

 

常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処

を本来の目的として設置する系統及び機器を使用する

ものについては，系統の目的に応じて必要な個数及び

容量を有する設計とする。 

 

常設重大事故等対処設備のうち，再処理施設と共用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-㉘は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-㉘と同義であり整

合している。 
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する常設重大事故等対処設備は，MOX 燃料加工施設及

び再処理施設における重大事故等の対処に必要となる

個数及び容量を有する設計とする。 

 

(ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故

等への収束において，想定する事象及びその事象の進

展を考慮し，事故対応手段としての系統設計を行う。

重大事故等への収束は，これらの系統の組合せ又はこ

れらの系統と常設重大事故等対処設備の組合せにより

達成する。 

 

「容量」とは，ポンプ流量，タンク容量，発電機容

量，計測器の計測範囲等とする。 

 

可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて

必要な容量に対して十分に余裕がある容量を有する設

計とするとともに，設備の機能，信頼度等を考慮し，

予備を含めた保有数を確保する。 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち，複数の機能を兼

用することで，設置の効率化，被ばくの低減が図れる

ものは，同時に要求される可能性がある複数の機能に

必要な容量を合わせた設計とし，兼用できる設計とす

る。 

 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等への対処

に必要な個数(必要数)に加え，予備として故障時のバ

ックアップ及び点検保守による待機除外時のバックア

ップを合わせて必要数以上確保する。 

 

閉じ込める機能の喪失の対処に係る可搬型重大事故

等対処設備は，安全上重要な施設の安全機能の喪失を

想定し，その範囲が系統で機能喪失する重大事故等に

ついては，当該系統の範囲ごとに重大事故等への対処

に必要な設備を 1セット確保する。 

 

 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち，再処理施設と共

用する可搬型重大事故等対処設備は，MOX 燃料加工施

設及び再処理施設における重大事故等の対処に必要と

なる個数及び容量を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

する常設重大事故等対処設備は，MOX 燃料加工施設及

び再処理施設における重大事故等の対処に必要となる

個数及び容量を有する設計とする。 

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故

等への収束において，想定する事象及びその事象の進

展を考慮し，事故対応手段としての系統設計を行う。

重大事故等への収束は，これらの系統の組合せ又はこ

れらの系統と常設重大事故等対処設備の組合せにより

達成する。 

 

「容量」とは，ポンプ流量，タンク容量，発電機容

量，計測器の計測範囲等とする。 

 

可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて

必要な容量に対して十分に余裕がある容量を有する設

計とするとともに，設備の機能，信頼度等を考慮し，

予備を含めた保有数を確保する。 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち，複数の機能を兼

用することで，設置の効率化，被ばくの低減が図れる

ものは，同時に要求される可能性がある複数の機能に

必要な容量を合わせた設計とし，兼用できる設計とす

る。 

 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等への対処

に必要な個数(必要数)に加え，予備として故障時のバ

ックアップ及び点検保守による待機除外時のバックア

ップを合わせて必要数以上確保する。 

 

閉じ込める機能の喪失の対処に係る可搬型重大事故

等対処設備は，当該重大事故等が発生するおそれがあ

る安全上重要な施設の機器ごとに重大事故等への対処

に必要な設備を 1セット確保する。 

 

 

ただし，安全上重要な施設の安全機能の喪失を想定

した結果，その範囲が系統で機能喪失する重大事故等

については，当該系統の範囲ごとに重大事故等への対

処に必要な設備を 1セット確保する。 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち，再処理施設と共

用する可搬型重大事故等対処設備は，MOX 燃料加工施

設及び再処理施設における重大事故等の対処に必要と

なる個数及び容量を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

する常設重大事故等対処設備は，MOX 燃料加工施設及

び再処理施設における重大事故等の対処に必要となる

個数及び容量を有する設計とする。 

 

(2)  可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故

等への収束において，想定する事象及びその事象の進

展を考慮し，事故対応手段としての系統設計を行う。

重大事故等への収束は，これらの系統の組合せ又はこ

れらの系統と常設重大事故等対処設備の組合せにより

達成する。 

 

「容量」とは，ポンプ流量，タンク容量，発電機容

量，計測器の計測範囲等とする。 

 

可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて

必要な容量に対して十分に余裕がある容量を有する設

計とするとともに，設備の機能，信頼度等を考慮し，

予備を含めた保有数を確保する。 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち，複数の機能を兼

用することで，設置の効率化，被ばくの低減が図れる

ものは，同時に要求される可能性がある複数の機能に

必要な容量を合わせた設計とし，兼用できる設計とす

る。 

 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等への対処

に必要な個数(必要数)に加え，予備として故障時のバ

ックアップ及び点検保守による待機除外時のバックア

ップを合わせて必要数以上確保する。 

 

閉じ込める機能の喪失の対処に係る可搬型重大事故

等対処設備は，安全上重要な施設の安全機能の喪失を

想定し，その範囲が系統で機能喪失する重大事故等に

ついては，当該系統の範囲ごとに重大事故等への対処

に必要な設備を 1セット確保する。 

 

 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち，再処理施設と共

用する可搬型重大事故等対処設備は，MOX 燃料加工施

設及び再処理施設における重大事故等の対処に必要と

なる個数及び容量を有する設計とする。 
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ｃ．環境条件等 

(ａ) 環境条件 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大

事故等に対処するものと外的事象を要因とする重大事

故等に対処するものそれぞれに対して想定される重大

事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放

射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できる

よう，その設置場所(使用場所)及び保管場所に応じた

耐環境性を有する設計とするとともに，操作が可能な

設計とする。 

 

重大事故等時の環境条件については，重大事故等に

おける温度，圧力，湿度，放射線，荷重に加えて，重

大事故による環境の変化を考慮した環境温度，環境圧

力，環境湿度による影響，重大事故等時に汽水を供給

する系統への影響，自然現象による影響，人為事象の

影響及び周辺機器等からの影響を考慮する。 

 

荷重としては，重大事故等が発生した場合における

機械的荷重に加えて，環境温度，環境圧力及び自然現

象による荷重を考慮する。 

 

自然現象については，重大事故等時における敷地及

びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備へ

の影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕

の観点から，重大事故等時に重大事故等対処設備に影

響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，風

(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山

の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定す

る。 

 

 

 

 

 

 

自然現象による荷重の組合せについては，地震，風

(台風)，積雪及び火山の影響を考慮する。 

 

 

人為事象については，重大事故等時における敷地及

 

 

 

③ 環境条件等 

ａ．環境条件 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大

事故等に対処するものと外的事象を要因とする重大事

故等に対処するものそれぞれに対して想定される重大

事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放

射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できる

よう，その設置場所(使用場所)及び保管場所に応じた

耐環境性を有する設計とするとともに，操作が可能な

設計とする。 

 

重大事故等時の環境条件については，重大事故等に

おける温度，圧力，湿度，放射線及び荷重に加えて，

重大事故による環境の変化を考慮した環境温度，環境

圧力，環境湿度による影響，重大事故等時に汽水を供

給する系統への影響，自然現象による影響，人為事象

の影響及び周辺機器等からの影響を考慮する。 

 

荷重としては，重大事故等が発生した場合における

機械的荷重に加えて，環境温度，環境圧力及び自然現

象による荷重を考慮する。 

 

自然現象の選定に当たっては，地震，津波に加え，

敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国

内外の基準や文献等に基づき収集した洪水，風(台

風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，地滑り，

火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害等の事象

を考慮する。その上で，これらの事象のうち，重大事

故等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，

重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象

進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重

大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象と

して，地震，津波，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火

災及び塩害を選定する。 

 

自然現象による荷重の組合せについては，地震，風

(台風)，積雪及び火山の影響を考慮する。 

 

 

人為事象としては，国内外の文献等から抽出し，さ

 

 

 

8.1.5  環境条件等 

安全機能を有する施設は，通常時及び設計基準事故

時に想定される圧力，温度，湿度，放射線量等の全て

の環境条件において，その安全機能を発揮することが

できる設計とする。 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大

事故等に対処するものと外的事象を要因とする重大事

故等に対処するものそれぞれに対して想定される重大

事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放

射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できる

よう，その設置場所(使用場所)及び保管場所に応じた

耐環境性を有する設計とするとともに，操作が可能な

設計とする。 

 

重大事故等時の環境条件については，重大事故等に

おける温度，圧力，湿度，放射線，荷重に加えて，重

大事故による環境の変化を考慮した環境温度，環境圧

力，環境湿度による影響，重大事故等時に汽水を供給

する系統への影響，自然現象による影響，人為事象の

影響及び周辺機器等からの影響を考慮する。 

 

荷重としては，重大事故等が発生した場合における

機械的荷重に加えて，環境温度，環境圧力及び自然現

象による荷重を考慮する。 

 

自然現象について，重大事故等時に重大事故等対処

設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，

津波，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落

雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を

選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然現象による荷重の組合せについては，地震，風

(台風)，積雪及び火山の影響を考慮する。 

 

 

人為事象について，重大事故等時に重大事故等対処
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びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備へ

の影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕

の観点から，重大事故等時に重大事故等対処設備に影

響を与えるおそれのある事象として，敷地内における

化学物質の漏えい，電磁的障害を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-⑫重大事故等の要因となるおそれ

となる「六．ロ．(ハ)(１)①重大事故の発生を仮定す

る際の条件の設定及び重大事故の発生を仮定する機器

の特定」に記載する設計基準事故において想定した条

件より厳しい条件を要因とした外的事象の地震の影響

を考慮する。 

 

周辺機器等からの影響としては，地震，火災，溢水

による波及的影響及び内部発生飛散物を考慮する。 

 

また，同時に発生する可能性のある再処理施設にお

ける重大事故等による影響についても考慮する。 

 

 

 

ⅰ．常設重大事故等対処設備 

ロ.(ト)（２）②-㊿常設重大事故等対処設備は，想

定される重大事故等が発生した場合における温度，圧

力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効

に発揮できるよう，その設置場所(使用場所)に応じた

耐環境性を有する設計とする。 

 

 

ロ.(ト)（２）②-○51閉じ込める機能の喪失の対処に

係る常設重大事故等対処設備は，重大事故等時におけ

る建屋等の環境温度，環境圧力を考慮しても機能を損

なわない設計とする。 

 

重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対し

て常時汽水を通水するコンクリート構造物について

は，腐食を考慮した設計とする。 

 

ロ.(ト)（２）②-⑬地震に対して常設重大事故等対

処設備は，「ロ．（ホ）（２）重大事故等対処施設の

耐震設計」に記載する地震力による荷重を考慮して，

機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

らに事業許可基準規則の解釈第９条に示される飛来物

（航空機落下），有毒ガス，敷地内における化学物質

の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災，爆発，ダ

ムの崩壊，船舶の衝突及び故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムを考慮する。その上で，これら

の事象のうち，重大事故等時における敷地及びその周

辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響

度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点

から，重大事故等時に重大事故等対処設備に影響を与

えるおそれのある事象として，敷地内における化学物

質の漏えい，電磁的障害を選定する。 

 

重大事故等の要因となるおそれとなる「添付書類七 

ニ．（イ）重大事故の発生を仮定する際の条件の設定

及び重大事故の発生を仮定する機器の特定」に記載す

る設計基準事故において想定した条件より厳しい条件

を要因とした外的事象の地震の影響を考慮する。 

 

 

周辺機器等からの影響としては，地震，火災，溢水

による波及的影響及び内部発生飛散物を考慮する。 

 

また，同時に発生する可能性のある再処理施設にお

ける重大事故等による影響についても考慮する。 

 

 

 

(ａ) 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等

が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及

び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，

その設置場所(使用場所)に応じた耐環境性を有する設

計とする。 

 

 

閉じ込める機能の喪失の対処に係る常設重大事故等

対処設備は，重大事故等時における建屋等の環境温

度，環境圧力を考慮しても機能を損なわない設計とす

る。 

 

重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対し

て常時汽水を通水するコンクリート構造物について

は，腐食を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備に影響を与えるおそれのある事象として，敷地内

における化学物質の漏えい，電磁的障害を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-⑫重大事故等の要因となるおそれ

となる設計基準事故において想定した条件より厳しい

条件を要因とした外的事象の地震の影響を考慮する。 

 

 

 

 

周辺機器等からの影響としては，地震，火災，溢水

による波及的影響及び内部発生飛散物を考慮する。 

 

また，同時に発生する可能性のある再処理施設にお

ける重大事故等による影響についても考慮する。 

 

(1)  環境圧力，環境温度及び湿度による影響，放射

線による影響，屋外の天候による影響(凍結及び降水)

並びに荷重 

ロ.(ト)（２）②-㊿重大事故等対処設備は，想定さ

れる重大事故等が発生した場合における温度，圧力，

湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発

揮できるよう，その設置場所(使用場所)に応じた耐環

境性を有する設計とする。 

 

 

ロ.(ト)（２）②-○51閉じ込める機能の喪失の対処に

係る重大事故等対処設備は，重大事故等時における建

屋等の環境温度，環境圧力を考慮しても機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-⑬地震に対して常設重大事故等対

処設備は，地震力による荷重を考慮して，機能を損な

わない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-⑫は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-⑫と同義であり整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-㊿は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-㊿及びロ.(ト)

（２）②-㊿’と同義

であり整合している。 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-○51は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-○51及びロ.(ト)

（２）②-○51’と同義

であり整合している。 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-⑬は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-⑬と同義であり整

合している。 
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ロ.(ト)（２）②-㉙また，設計基準事故において想定

した条件より厳しい条件を要因とした外的事象の地震

に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するた

めに重大事故等時に機能を期待する常設重大事故等対

処設備は，「ロ．（ト）（２）②ｅ．地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計

とする。 

 

ロ.(ト)（２）②-㉚また，地震に対して常設重大事

故等対処設備は，当該設備周辺の機器等からの波及的

影響によって機能を損なわない設計とするとともに，

当該設備周辺の資機材の落下，転倒による損傷を考慮

して，当該設備周辺の資機材の落下防止，転倒防止，

固縛の措置を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉟ただし，内的事象を要因とする

重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち

安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用

する常設重大事故等対処設備は，地震により機能が損

なわれる場合，代替設備により必要な機能を確保する

こと，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこ

と，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合

わせることにより，その機能を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㊵溢水に対して常設重大事故等対

処設備は，想定する溢水量に対して，機能を損なわな

い高さへの設置，被水防護を行うことにより，重大事

故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-⑬´また，可搬型重大事故等対処

設備は，当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置

を講ずる。 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉚地震に対して，重大事故等対処

設備は，当該設備周辺の機器等からの波及的影響によ

って機能を損なわない設計とするとともに，当該設備

周辺の資機材の落下，転倒による損傷を考慮して，当

該設備周辺の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の措

置を行う。 

 

 

施設共通(基本設計方針)  

第１章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.1   安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

＜中略＞ 

ロ.(ト)（２）②-㉟自然現象及び人為事象に対して

内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大

事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機

能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備

は，当該設備が地震，風(台風)，竜巻，積雪，落雷，

火山の影響，凍結，高温，降水及び航空機落下により

機能が損なわれる場合，代替設備により必要な機能を

確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を

行うこと又はこれらを適切に組み合わせることによ

り，その機能を確保する。また，上記機能が確保でき

ない場合に備え，関連する工程を停止する等の手順を

保安規定に定める。 

＜中略＞ 

 

施設共通(基本設計方針)  

第１章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.1   安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

＜中略＞ 

ロ.(ト)（２）②-㊵溢水に対して重大事故等対処設

備は，想定する溢水量に対して，機能を損なわない高

さへの設置，被水防護を行うことにより，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-⑬´は、事

業変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-⑬´と同義であり

整合している。 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-㉚は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-㉚及びロ.(ト)

（２）②-㉚’と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉟

は、事業変更許可申請

書（本文）のロ.(ト)

（２）②-㉟と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㊵

は、事業変更許可申請

書（本文）のロ.(ト)

（２）②-㊵及び

ロ.(ト)（２）②-㊵´

と同義であり整合して

いる。 
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ロ.(ト)（２）②-㊶火災に対して常設重大事故等対

処設備は，「ロ．（ニ）（２）重大事故等対処施設の

火災及び爆発の防止」に基づく設計とすることによ

り，重大事故等に対処するための機能を損なわない設

計とする。 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉟ただし，内的事象を要因とする

重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち

安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用

する常設重大事故等対処設備は，溢水，火災による損

傷及び内部発生飛散物を考慮して，代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修

理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はそれ

らを適切に組み合わせることで，重大事故等に対処す

るための機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）②-㊲津波に対して常設重大事故等対処設備

は，「ロ．（ヘ）耐津波構造」に基づく設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-⑭屋内の常設重大事故等対処設備

は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，火山

の影響に対して外部からの衝撃による損傷を防止でき

る燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所，第２保管庫・

貯水所，緊急時対策建屋，再処理施設の制御建屋及び

洞道に設置し，重大事故等に対処するための機能を損

なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備の操作は，燃料加工建屋の

中央監視室又は設置場所で可能な設計とする。 

 

 

風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の

影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，

有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，近隣工

場等の火災，爆発に対して常設重大事故等対処設備

は，建屋等に設置し，外部からの衝撃による損傷を防

止できる設計とする。 

 

施設共通(基本設計方針)  

第１章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.1   安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

＜中略＞ 

ロ.(ト)（２）②-㊶火災に対して重大事故等対処設

備は，「5.  火災等による損傷の防止」に基づく設計

とする。 

＜中略＞ 

 

施設共通(基本設計方針)  

第１章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.1   安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

＜中略＞ 

ロ.(ト)（２）②-㉟自然現象及び人為事象に対して

内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大

事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機

能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備

は，当該設備が地震，風(台風)，竜巻，積雪，落雷，

火山の影響，凍結，高温，降水及び航空機落下により

機能が損なわれる場合，代替設備により必要な機能を

確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を

行うこと又はこれらを適切に組み合わせることによ

り，その機能を確保する。また，上記機能が確保でき

ない場合に備え，関連する工程を停止する等の手順を

保安規定に定める。 

＜中略＞ 

 

施設共通(基本設計方針)  

第１章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.1   安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

＜中略＞ 

ロ.(ト)（２）②-㊲津波に対して重大事故等対処設

備は，「3.2   津波による損傷の防止」に基づく設計

とする。 

＜中略＞ 

 

 

常設重大事故等対処設備の操作は，燃料加工建屋の

中央監視室又は設置場所で可能な設計とする。 

 

 

ロ.(ト)（２）②-⑭風(台風)，竜巻，凍結，高温，

降水，積雪，火山の影響，生物学的事象，森林火災，

塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物

質の漏えい，近隣工場等の火災，爆発に対して重大事

故等対処設備は，建屋等に設置し，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㊶

は、事業変更許可申請

書（本文）のロ.(ト)

（２）②-㊶及び

ロ.(ト)（２）②-㊶´

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉟

は、事業変更許可申請

書（本文）のロ.(ト)

（２）②-㉟と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㊲

は、事業変更許可申請

書（本文）のロ.(ト)

（２）②-㊲及び

ロ.(ト)（２）②-㊲´

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-⑭は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-⑭及びロ.(ト)

（２）②-⑭´と同義

であり整合している。 
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ロ.(ト)（２）②-⑮屋外の常設重大事故等対処設備

は，風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響に対して，

風(台風)及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火

砕物による積載荷重により重大事故等に対処するため

の機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㊴凍結，高温及び降水に対して屋

外の常設重大事故等対処設備は，凍結防止対策，高温

防止対策及び防水対策により，重大事故等に対処する

ための機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉟ただし，内的事象を要因とす

る重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のう

ち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼

用する常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，

積雪，火山の影響，凍結，高温及び降水により機能が

損なわれる場合，代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこ

と，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合

わせることにより，その機能を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響に対して屋外

の常設重大事故等対処設備は，風(台風)及び竜巻によ

る風荷重，積雪荷重及び降下火砕物による積載荷重に

より機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凍結，高温及び降水に対して屋外の常設重大事故等

対処設備は，凍結防止対策，高温防止対策及び防水対

策により機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-⑮屋外の常設重大事故等対処設備

は，風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響に対して風

(台風)及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕

物による積載荷重により機能を損なわない設計とす

る。 

 

 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)及び

竜巻に対して風(台風)及び竜巻による風荷重を考慮

し，必要により当該設備又は当該設備を収納するもの

に対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設

計とする。 

 

ロ.(ト)（２）②-㊳積雪及び火山の影響に対して

は，積雪に対して除雪，火山の影響(降下火砕物による

積載荷重)に対して除灰及び屋内への配備を実施するこ

とを保安規定に定める。 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㊴凍結，高温及び降水に対して屋

外の重大事故等対処設備は，凍結防止対策，高温防止

対策及び防水対策により機能を損なわない設計とす

る。 

 

 

 

施設共通(基本設計方針)  

第１章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.1   安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

＜中略＞ 

ロ.(ト)（２）②-㉟自然現象及び人為事象に対して

内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大

事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機

能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備

は，当該設備が地震，風(台風)，竜巻，積雪，落雷，

火山の影響，凍結，高温，降水及び航空機落下により

機能が損なわれる場合，代替設備により必要な機能を

確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を

行うこと又はこれらを適切に組み合わせることによ

り，その機能を確保する。また，上記機能が確保でき

ない場合に備え，関連する工程を停止する等の手順を

保安規定に定める。 

＜中略＞ 

 

屋外の重大事故等対処設備については，風(台風)及

び竜巻による風荷重の影響に対し，風荷重を考慮する

こと，又は位置的分散を考慮した設置若しくは保管に

より，機能を損なわない設計とする。 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-⑮は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-⑮と同義であり整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-㊳は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-㊳と同義であり整

合している。 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-㊴は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-㊴及びロ.(ト)

（２）②-㊴´と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉟

は、事業変更許可申請

書（本文）のロ.(ト)

（２）②-㉟と同義で

あり整合している。 
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ロ.(ト)（２）②-⑯落雷に対して外部電源系統から

の電気の供給の停止及び非常用所内電源設備からの電

源の喪失（以下「全交流電源喪失」という。）を要因

とせずに発生する重大事故等に対処する常設重大事故

等対処設備は，直撃雷及び間接雷を考慮した設計を行

う。 

 

 

ロ.(ト)（２）②-⑰直撃雷に対して，当該設備自体

が構内接地網と連接した避雷設備を有する設計とする

又は構内接地網と連接した避雷設備を有する建屋等に

設置することにより，重大事故等に対処するための機

能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-⑱間接雷に対して，雷サージによ

る影響を軽減することにより，重大事故等に対処する

ための機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位置的分散については，同じ機能を有する他の重大

事故等対処設備と 100m 以上の離隔距離を確保した保管

場所を定めて保管することにより，竜巻により同じ機

能を有する設備が同時に機能喪失することを防止する

設計とする。 

 

ただし，同じ機能を有する重大事故等対処設備がな

い設備については，竜巻によって 1台が損傷したとし

ても必要数を満足し，機能が損なわれないよう，予備

も含めて分散させるとともに，これらの設備が必要と

なる事象の発生を防止する設計基準事故に対処するた

めの設備，重大事故等対処設備を内包する建屋から

100m 以上の離隔距離を確保した保管場所を定めて保管

する設計とする。 

 

また，竜巻が襲来して，個々の設備が損傷した場合

の運用として，工程の停止を含めた対応を速やかにと

ることを保安規定に定める。 

 

屋外の重大事故等対処設備は，風(台風)及び竜巻に

よる風荷重を考慮し浮き上がり又は横滑りによって，

設計基準事故に対処するための設備や同じ機能を有す

る他の重大事故等対処設備に衝突し，損傷させること

のない設計とする。 

 

ロ.(ト)（２）②-⑯落雷に対して重大事故等対処設

備は，直撃雷及び間接雷を考慮した設計を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-⑰直撃雷に対して，重大事故等対

処設備は，当該設備自体が構内接地網と連接した避雷

設備を有する設計とする又は構内接地網と連接した避

雷設備を有する建屋等に設置，保管する。 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-⑱また，間接雷に対して，当該設

備は雷サージによる影響を軽減できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-⑯は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-⑯及びロ.(ト)

（２）②-⑯´と同義

であり整合している。 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-⑰は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-⑰及びロ.(ト)

（２）②-⑰´の同義

であり整合している。 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-⑱は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-⑱と同義であり整

合している。 
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ロ.(ト)（２）②-㉟ただし，内的事象を要因とする

重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち

安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用

する常設重大事故等対処設備は，落雷により機能が損

なわれる場合，代替設備により必要な機能を確保する

こと，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこ

と，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合

わせることにより，その機能を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-⑲生物学的事象に対して常設重大

事故等対処設備は，鳥類，昆虫類及び小動物の侵入を

考慮し，これら生物の侵入を防止又は抑制することに

より，重大事故等に対処するための機能を損なわない

設計とする。 

 

ロ.(ト)（２）②-⑳森林火災に対して常設重大事故

等対処設備は，防火帯の内側に設置することにより，

重大事故等に対処するための機能を損なわない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物学的事象に対して屋外の常設重大事故等対処設

備は，鳥類，昆虫類及び小動物の侵入を考慮し，これ

ら生物の侵入を防止又は抑制できる設計とする。 

 

 

 

森林火災に対して屋外の常設重大事故等対処設備

は，防火帯の内側に設置することにより，機能を損な

わない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設共通(基本設計方針)  

第１章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.1   安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

＜中略＞ 

ロ.(ト)（２）②-㉟自然現象及び人為事象に対して

内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大

事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機

能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備

は，当該設備が地震，風(台風)，竜巻，積雪，落雷，

火山の影響，凍結，高温，降水及び航空機落下により

機能が損なわれる場合，代替設備により必要な機能を

確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を

行うこと又はこれらを適切に組み合わせることによ

り，その機能を確保する。また，上記機能が確保でき

ない場合に備え，関連する工程を停止する等の手順を

保安規定に定める。 

＜中略＞ 

 

悪影響防止のための固縛については，位置的分散と

あいまって，浮き上がり又は横滑りによって設計基準

事故に対処するための設備や同じ機能を有する他の重

大事故等対処設備に衝突し，損傷させることのない設

計とする。固縛装置の設計は，風荷重による浮き上が

り又は横滑りの荷重並びに保管場所を踏まえて固縛の

要否を決定し，固縛が必要な場合は，発生する風荷重

に耐える設計とする。 

なお，固縛が必要とされた重大事故等対処設備のう

ち車両型の設備については，耐震設計に影響を与える

ことがないよう，固縛装置の連結材に適切な余長を持

たせた設計とする。 

 

 

ロ.(ト)（２）②-⑲生物学的事象に対して屋外の重

大事故等対処設備は，鳥類，昆虫類及び小動物の侵入

を考慮し，これら生物の侵入を防止又は抑制できる設

計とする。 

 

 

ロ.(ト)（２）②-⑳森林火災に対して屋外の重大事

故等対処設備は，防火帯の内側に設置することによ

り，機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉟

は、事業変更許可申請

書（本文）のロ.(ト)

（２）②-㉟と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-⑲は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-⑲及びロ.(ト)

（２）②-⑲´と同義

であり整合している。 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-⑳は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-⑳及びロ.(ト)

（２）②-⑳´と同義

であり整合している。 
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ロ.(ト)（２）②-㉛また，森林火災からの輻射強度

の影響を考慮した場合においても，離隔距離の確保等

により，常設重大事故等対処設備の重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処す

る常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以

外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等

対処設備は，森林火災発生時に消防車による事前散水

による延焼防止を図るとともに代替設備により機能を

損なわない設計とする。 

 

ロ.(ト)（２）②-㉜塩害に対して屋内の常設重大事

故等対処設備は，換気設備及び非管理区域の換気空調

設備の給気系への除塩フィルタの設置により，重大事

故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉑また，屋外の常設重大事故等対

処設備は，屋外施設の塗装等による腐食防止対策又は

受電開閉設備の絶縁性の維持対策により，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉒敷地内における化学物質の漏え

いに対して屋外の常設重大事故等対処設備は，機能を

損なわない高さへの設置，被液防護を行うことによ

り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。 

 

 

 

 

 

また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場

合においても，離隔距離の確保等により，常設重大事

故等対処設備の重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処す

る常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以

外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等

対処設備は，森林火災発生時に消防車による事前散水

による延焼防止を図るとともに代替設備により機能を

損なわない設計とする。 

 

塩害に対して屋内の常設重大事故等対処設備は，換

気設備及び非管理区域の換気空調設備の給気系への除

塩フィルタの設置により，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

また，屋外の常設重大事故等対処設備は，屋外施設

の塗装等による腐食防止対策又は受電開閉設備の絶縁

性の維持対策により，重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。 

 

 

航空機落下については，三沢対地訓練区域で訓練飛

行中の航空機が施設に墜落することを想定した防護設

計の有無を踏まえた航空機落下確率評価の結果，MOX

燃料加工施設への航空機落下は考慮する必要がないこ

とから，航空機落下に対して屋外の常設重大事故等対

処設備は，設計上の考慮は不要とする。 

有毒ガスについては，MOX 燃料加工施設周辺の固定施

設で発生する可能性のある有毒ガスとしては，六ヶ所

ウラン濃縮工場から漏えいする六ふっ化ウランが加水

分解して発生するふっ化ウラニル及びふっ化水素を考

慮するが，重大事故等対処設備が有毒ガスにより影響

を受けることはないことから，有毒ガスに対して屋外

の常設重大事故等対処設備は，設計上の考慮は不要と

する。 

 

敷地内における化学物質の漏えいについては，機能

を損なわない高さへの設置，被液防護を行うことによ

り，機能を損なわない設計とする。 

近隣工場等の火災，爆発については，石油備蓄基地

火災，再処理施設の還元ガス製造建屋の水素ボンベ及

び低レベル廃棄物処理建屋のプロパンボンベ庫のプロ

パンボンベの爆発を考慮するが，石油備蓄基地火災の

影響は小さいこと，再処理施設の還元ガス製造建屋及

び低レベル廃棄物処理建屋のプロパンボンベ庫からの

離隔距離が確保されていることから，近隣工場等の火

ロ.(ト)（２）②-㉛また，森林火災からの輻射強度

の影響を考慮した場合においても，離隔距離の確保等

により，重大事故等対処設備の重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処す

る常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以

外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等

対処設備は，森林火災発生時に消防車による事前散水

による延焼防止を図るとともに代替設備により機能を

損なわない設計とする。 

 

ロ.(ト)（２）②-㉜塩害に対して屋内の重大事故等

対処設備は，換気設備及び非管理区域の換気空調設備

の給気系への除塩フィルタの設置により，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉑また，屋外の重大事故等対処設

備は，屋外施設の塗装等による腐食防止対策又は受電

開閉設備の絶縁性の維持対策により，重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉒敷地内における化学物質の漏え

いについては，機能を損なわない高さへの設置，被液

防護を行うことにより，機能を損なわない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-㉛は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-㉛及びロ.(ト)

（２）②-㉛´と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-㉜は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-㉛及びロ.(ト)

（２）②-㉜´と同義

であり整合している。 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-㉑は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-㉑及びロ.(ト)

（２）②-㉑´と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉒

は、事業変更許可申請

書（本文）のロ.(ト)

（２）②-㉒及び

ロ.(ト)（２）②-㉒´

と同義であり整合して

いる。 
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ロ.(ト)（２）②-㉝電磁的障害に対して常設重大事

故等対処設備は，重大事故等時においても電磁波によ

り機能を損なわない設計とする。 

災，爆発に対して屋外の常設重大事故等対処設備は，

設計上の考慮は不要とする。 

 

自然現象及び人為事象に対して内的事象を要因とす

る重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のう

ち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼

用する常設重大事故等対処設備は，当該設備が地震，

風(台風)，竜巻，積雪，落雷，火山の影響，凍結，高

温，降水及び航空機落下により機能が損なわれる場

合，代替設備により必要な機能を確保すること，安全

上支障のない期間で修理の対応を行うこと又はこれら

を適切に組み合わせることにより，その機能を確保す

る。また，上記機能が確保できない場合に備え，関連

する工程を停止する等の手順を整備する。 

 

 

地震に対して常設重大事故等対処設備は，「イ．

（ロ）（５）②重大事故等対処施設の耐震設計」に記

載する地震力による荷重を考慮して，機能を損なわな

い設計とする。また，設計基準事故において想定した

条件より厳しい条件を要因とした外的事象の地震に対

して，地震を要因とする重大事故等に対処するために

重大事故等時に機能を期待する常設重大事故等対処設

備は，「イ.（ハ）（１）⑤地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 

津波に対して常設重大事故等対処設備は，「イ．

（ロ）（６）津波による損傷の防止」に基づく設計と

する。 

落雷に対して外部電源系統からの電気の供給の停止

及び非常用所内電源設備からの電源の喪失（以下「全

交流電源喪失」という。）を要因とせずに発生する重

大事故等に対処する常設重大事故等対処設備は，直撃

雷及び間接雷を考慮した設計を行う。直撃雷に対し

て，当該設備は当該設備自体が構内接地網と連接した

避雷設備を有する設計とする又は構内接地網と連接し

た避雷設備を有する建屋等に設置する。間接雷に対し

て，当該設備は雷サージによる影響を軽減できる設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉝電磁的障害に対して常設重大事

故等対処設備は，重大事故等時においても電磁波によ

り機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉟自然現象及び人為事象に対して

内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大

事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機

能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備

は，当該設備が地震，風(台風)，竜巻，積雪，落雷，

火山の影響，凍結，高温，降水及び航空機落下により

機能が損なわれる場合，代替設備により必要な機能を

確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を

行うこと又はこれらを適切に組み合わせることによ

り，その機能を確保する。また，上記機能が確保でき

ない場合に備え，関連する工程を停止する等の手順を

保安規定に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  汽水を通水する系統への影響 

重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対し

て常時汽水を通水するコンクリート構造物について

は，腐食を考慮した設計とする。 

重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対し

て常時汽水を通水する又は尾駮沼で使用する可搬型重

大事故等対処設備は，耐腐食性材料を使用する設計と

する。また，尾駮沼から直接取水する際の異物の流入

防止を考慮した設計とする。 

 

(3)  電磁波による影響 

ロ.(ト)（２）②-㉝電磁的障害に対して重大事故等

対処設備は，重大事故等時においても電磁波により機

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉟

は、事業変更許可申請

書（本文）のロ.(ト)

（２）②-㉟と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉝

は、事業変更許可申請

書（本文）のロ.(ト)

（２）②-㉝及び

ロ.(ト)（２）②-㉝´

と同義であり整合して

いる。 
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ロ.(ト)（２）②-㉞周辺機器等からの影響について

常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物に対して

当該設備周辺機器の回転機器の回転羽の損壊による飛

散物の影響を考慮し，影響を受けない位置へ設置する

ことにより機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周辺機器等からの影響について，地震に対して常設

重大事故等対処設備は，当該設備周辺の機器等からの

波及的影響によって機能を損なわない設計とする。ま

た，当該設備周辺の資機材の落下，転倒による損傷を

考慮して，当該設備周辺の資機材の落下防止，転倒防

止，固縛の措置を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

想定する溢水量に対して常設重大事故等対処設備

は，機能を損なわない高さへの設置，被水防護を行

う。 

 

 

 

 

 

火災に対して常設重大事故等対処設備は，「イ．

（ロ）（４）①ｂ．重大事故等対処施設に対する火災

及び爆発の防止に関する設計」に基づく設計とする。 

 

 

 

ただし，安全上重要な施設以外の安全機能を有する

施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，溢水，火

災に対して，これら事象による損傷を考慮して，代替

設備により必要な機能を確保すること，安全上支障の

ない期間で修理の対応を行うこと又はこれらを適切に

組み合わせることにより，その機能を確保する。ま

た，上記機能が確保できない場合に備え，関連する工

程の停止等の手順を整備する。 

 

内部発生飛散物に対して常設重大事故等対処設備

は，当該設備周辺機器の回転機器の回転羽の損壊によ

り飛散物を発生させる回転機器について回転体の飛散

を防止する設計とする。または，設計基準事故に対処

するための設備の安全機能と同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，位置的分散を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

能を損なわない設計とする。 

(4)  周辺機器等からの悪影響 

ロ.(ト)（２）②-㉞周辺機器等からの影響について

重大事故等対処設備は，内部発生飛散物に対して当該

設備周辺機器の回転機器の回転羽根の損壊による飛散

物の影響を考慮し，影響を受けない位置へ設置・保管

することにより機能を損なわない設計とする。 

 

内部発生飛散物に対して重大事故等対処設備は，当

該設備周辺機器の回転機器の回転羽根の損壊により飛

散物を発生させる回転機器について回転体の飛散を防

止する設計とする。または，設計基準事故に対処する

ための設備の安全機能と同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，位置的分散を図る。 

 

ロ.(ト)（２）②-㊵溢水に対して重大事故等対処設

備は，想定する溢水量に対して，機能を損なわない高

さへの設置，被水防護を行うことにより，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㊶火災に対して重大事故等対処設

備は，「5.  火災等による損傷の防止」に基づく設計

とする。 

 

 

 

ただし，安全上重要な施設以外の安全機能を有する

施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，溢水，火

災に対して，これら事象による損傷を考慮して，代替

設備により必要な機能を確保すること，安全上支障の

ない期間で修理の対応を行うこと又はこれらを適切に

組み合わせることにより，その機能を確保する。ま

た，上記機能が確保できない場合に備え，関連する工

程の停止等を保安規定に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㊲津波に対して重大事故等対処設

備は，「3.2 津波による損傷の防止」に基づく設計と

する。 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉞

は、事業変更許可申請

書（本文）のロ.(ト)

（２）②-㉞及び

ロ.(ト)（２）②-㉞´

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㊵

は、事業変更許可申請

書（本文）のロ.(ト)

（２）②-㊵及び

ロ.(ト)（２）②-㊵´

と同義であり整合して

いる。 

 

ロ.(ト)（２）②-㊶

は、事業変更許可申請

書（本文）のロ.(ト)

（２）②-㊶及び

ロ.(ト)（２）②-㊶´

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㊲

は、事業変更許可申請

書（本文）のロ.(ト)

（２）②-㊲及び

ロ.(ト)（２）②-㊲´

と同義であり整合して

いる。 
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ロ.(ト)（２）②-㊱常設重大事故等対処設備は，同

時に発生する可能性のある再処理施設における重大事

故等による建屋外の環境条件の影響を受けない設計と

する。 

 

 

 

ⅱ．可搬型重大事故等対処設備 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㊿’可搬型重大事故等対処設備

は，想定される重大事故等が発生した場合における温

度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能

が有効に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）

及び保管場所に応じた耐環境性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-○51’閉じ込める機能の喪失の対処

に係る可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等時に

おける建屋等の環境温度，環境圧力を考慮しても機能

を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対し

て常時汽水を通水する又は尾駮沼で使用する可搬型重

大事故等対処設備は，耐腐食性材料を使用する設計と

する。また，尾駮沼から直接取水する際の異物の流入

防止を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備は，同時に発生する可能性

のある再処理施設における重大事故等による建屋外の

環境条件の影響を受けない設計とする。 

 

 

 

 

(ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故

等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線

及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できるよ

う，その設置場所（使用場所）及び保管場所に応じた

耐環境性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

閉じ込める機能の喪失の対処に係る可搬型重大事故

等対処設備は，重大事故等時における建屋等の環境温

度，環境圧力を考慮しても機能を損なわない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対し

て常時汽水を通水する又は尾駮沼で使用する可搬型重

大事故等対処設備は，耐腐食性材料を使用する設計と

する。また，尾駮沼から直接取水する際の異物の流入

防止を考慮した設計とする。 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備の操作は，設置場所で可

能な設計とする。 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㊱重大事故等対処設備は，同時に

発生する可能性のある再処理施設における重大事故等

による建屋外の環境条件の影響を受けない設計とす

る。 

 

 

 

施設共通(基本設計方針)  

第１章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.1   安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

＜中略＞ 

ロ.(ト)（２）②-㊿重大事故等対処設備は，想定さ

れる重大事故等が発生した場合における温度，圧力，

湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発

揮できるよう，その設置場所（使用場所）に応じた耐

環境性を有する設計とする。 

＜中略＞ 

 

施設共通(基本設計方針)  

第１章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.1   安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

＜中略＞ 

ロ.(ト)（２）②-○51閉じ込める機能の喪失の対処に

係る重大事故等対処設備は，重大事故等時における建

屋等の環境温度，環境圧力を考慮しても機能を損なわ

ない設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

施設共通(基本設計方針)  

第１章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.1   安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

 

＜中略＞ 

重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対し

て常時汽水を通水する又は尾駮沼で使用する可搬型重

大事故等対処設備は，耐腐食性材料を使用する設計と

する。また，尾駮沼から直接取水する際の異物の流入

防止を考慮した設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㊱

は、事業変更許可申請

書（本文）のロ.(ト)

（２）②-㊱及び

ロ.(ト)（２）②-㊱´

と同義であり整合して

いる。 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-㊿は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-㊿及びロ.(ト)

（２）②-㊿’と同義

であり整合している 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-○51は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-○51及びロ.(ト)

（２）②-○51’と同義

であり整合している 
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ロ.(ト)（２）②-⑬´地震に対して可搬型重大事故

等対処設備は，当該設備の落下防止，転倒防止，固縛

の措置を講ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-⑨また，設計基準事故において想

定した条件より厳しい条件を要因とした外的事象の地

震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処する

ために重大事故等時に機能を期待する可搬型重大事故

等対処設備は，「ロ．（ト）（２）②ｅ．地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉚’また，当該設備周辺の機器等

からの波及的影響によって機能を損なわない設計と

するとともに，当該設備周辺の資機材の落下，転倒

による損傷を考慮して，当該設備周辺の資機材の落

下防止，転倒防止，固縛の措置を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㊵´溢水，火災に対して可搬型

重大事故等対処設備は，溢水に対しては想定する溢水

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設共通(基本設計方針)  

第１章 共通項目 

8．設備に対する要求 

8.1 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

＜中略＞ 

ロ.(ト)（２）②-⑬´また，可搬型重大事故等対処

設備は，当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置

を講ずる。 

＜中略＞ 

 

 

施設共通(基本設計方針)  

第１章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.1   安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

＜中略＞ 

ロ.(ト)（２）②-⑨また，設計基準事故において想

定した条件より厳しい条件を要因とした外的事象の地

震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処する

ために重大事故等時に機能を期待する可搬型重大事故

等対処設備は，「3.1 地震による損傷の防止」に基づ

く設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

施設共通(基本設計方針)  

第１章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.1   安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

＜中略＞ 

ロ.(ト)（２）②-㉚地震に対して，重大事故等対処

設備は，当該設備周辺の機器等からの波及的影響によ

って機能を損なわない設計とするとともに，当該設備

周辺の資機材の落下，転倒による損傷を考慮して，当

該設備周辺の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の措

置を行う。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

施設共通(基本設計方針)  

第１章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.1   安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

＜中略＞ 

ロ.(ト)（２）②-㊵溢水に対して重大事故等対処

設備は，想定する溢水量に対して，機能を損なわない

高さへの設置，被水防護を行うことにより，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-⑬´は、事

業変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-⑬´と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-⑨は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-⑨と同義であり整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-㉚は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-㉚及びロ.(ト)

（２）②-㉚’と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-㊵は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-㊵及びロ.(ト)

（２）②-㊵’と同義

であり整合している。 

設工認のロ.(ト)

（２）②-㊶は、事業

変更許可申請書（本
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量に対して機能を損なわない高さへの設置又は保管，

被水防護を行うことにより，ロ.(ト)（２）②-㊶´火

災に対しては，「ロ．（ト）（２）②ｆ．可搬型重大

事故等対処設備の内部火災に対する防護方針」に基づ

く火災防護を行うことにより，重大事故等に対処する

ための機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㊲´津波に対して可搬型重大事故

等対処設備は，「ロ．（ヘ）耐津波構造」に基づく設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-⑭´風(台風)，竜巻，凍結，高

温，降水，積雪及び火山の影響に対して屋内の可搬型

重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる建屋等内に保管し，重大事故等に対処する

ための機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)及び

竜巻に対して風(台風)及び竜巻による風荷重を考慮

し，必要により当該設備又は当該設備を収納するもの

に対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の

影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，

有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，近隣工

場等の火災，爆発に対して可搬型重大事故等対処設備

は，建屋等に保管し，外部からの衝撃による損傷を防

止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

風(台風)及び竜巻に対して屋外の可搬型重大事故等

対処設備は，風(台風)及び竜巻による風荷重を考慮

し，必要により当該設備又は当該設備を収納するもの

に対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㊶火災に対して重大事故等対処設備

は，「５．火災等による損傷の防止」に基づく設計と

する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

施設共通(基本設計方針)  

第１章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.1   安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

＜中略＞ 

ロ.(ト)（２）②-㊲津波に対して重大事故等対処設

備は，「3.2 津波による損傷の防止」に基づく設計と

する。 

＜中略＞ 

 

 

 

施設共通(基本設計方針)  

第１章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.1   安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

＜中略＞ 

ロ.(ト)（２）②-⑭風(台風)，竜巻，凍結，高温，

降水，積雪，火山の影響，生物学的事象，森林火災，

塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物

質の漏えい，近隣工場等の火災，爆発に対して重大事

故等対処設備は，建屋等に設置し，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

施設共通(基本設計方針)  

第１章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.1   安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

＜中略＞ 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)及び

竜巻に対して風(台風)及び竜巻による風荷重を考慮

し，必要により当該設備又は当該設備を収納するもの

に対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設

計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

施設共通(基本設計方針)  

第１章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.1   安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

文）のロ.(ト)（２）

②-㊶及びロ.(ト)

（２）②-㊶’と同義

であり整合している。 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-㊲は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-㊲及びロ.(ト)

（２）②-㊲´と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-⑭は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-⑭及びロ.(ト)

（２）②-⑭´と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-㊳は、事業

変更許可申請書（本
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ロ.(ト)（２）②-㊳積雪及び火山の影響に対して屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，積雪荷重及び降下

火砕物による積載荷重を考慮し，損傷防止措置として

除雪，除灰及び屋内への配備を実施することにより，

重大事故等に対処するための機能を損なわないよう維

持する。 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㊴´凍結，高温及び降水に対して

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，凍結防止対策，

高温防止対策及び防水対策により，重大事故等に対処

するための機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-⑯´落雷に対して全交流電源喪失

を要因とせずに発生する重大事故等に対処する可搬型

重大事故等対処設備は，直撃雷を考慮した設計を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-⑰´直撃雷に対して，構内接地網

と連接した避雷設備で防護される範囲内に保管する又

は構内接地網と連接した避雷設備を有する建屋等に保

管することにより，重大事故等に対処するための機能

を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

積雪及び火山の影響に対して屋外の可搬型重大事故

等対処設備は，積雪に対しては除雪する手順を，火山

の影響（降下火砕物による積載荷重）に対しては除灰

及び屋内への配備を実施する手順を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凍結，高温及び降水に対して屋外の可搬型重大事故

等対処設備は，凍結防止対策，高温防止対策及び防水

対策により，機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中略＞ 

ロ.(ト)（２）②-㊳積雪及び火山の影響に対して

は，積雪に対して除雪，火山の影響（降下火砕物によ

る積載荷重）に対して除灰及び屋内への配備を実施する

ことを保安規定に定める。 

＜中略＞ 

 

 

 

施設共通(基本設計方針)  

第１章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.1   安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

＜中略＞ 

ロ.(ト)（２）②-㊴凍結，高温及び降水に対して屋

外の重大事故等対処設備は，凍結防止対策，高温防止

対策及び防水対策により機能を損なわない設計とす

る。 

＜中略＞ 

 

 

 

施設共通(基本設計方針)  

第１章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.1   安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

＜中略＞ 

ロ.(ト)（２）②-⑯落雷に対して重大事故等対処設

備は，直撃雷及び間接雷を考慮した設計を行う。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

施設共通(基本設計方針)  

第１章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.1   安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

＜中略＞ 

ロ.(ト)（２）②-⑰直撃雷に対して，重大事故等対

処設備は，当該設備自体が構内接地網と連接した避雷

設備を有する設計とする又は構内接地網と連接した避

雷設備を有する建屋等に設置，保管する。 

＜中略＞ 

 

 

施設共通(基本設計方針)  

第１章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.1   安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

文）のロ.(ト)（２）

②-㊳と同義であり整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-㊴は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-㊴及びロ.(ト)

（２）②-㊴´と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-⑯は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-⑯及びロ.(ト)

（２）②-⑯´と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-⑰は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-⑰及びロ.(ト)

（２）②-⑰´の同義

であり整合している。 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-⑲は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）
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ロ.(ト)（２）②-⑲´生物学的事象に対して可搬型

重大事故等対処設備は，鳥類，昆虫類及び小動物の侵

入を考慮し，これら生物の侵入を防止又は抑制するこ

とにより，重大事故等に対処するための機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-⑳´森林火災に対して可搬型重大

事故等対処設備は，防火帯の内側に保管することによ

り，重大事故等に対処するための機能を損なわない設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉛´また，森林火災からの輻射強

度の影響を考慮した場合においても，離隔距離の確保

等により，可搬型重大事故等対処設備の重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉜´塩害に対して屋内の可搬型重

大事故等対処設備は，換気設備及び非管理区域の換気

空調設備の給気系への除塩フィルタの設置により，重

大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

生物学的事象に対して屋外の可搬型重大事故等対処

設備は，鳥類，昆虫類，小動物及び水生植物の付着又

は侵入を考慮し，これら生物の侵入を防止又は抑制で

きる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林火災に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備

は，防火帯の内側に保管することにより，機能を損な

わない設計とする。また，森林火災からの輻射強度の

影響を考慮した場合においても，離隔距離の確保等に

より，機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塩害に対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は，

換気設備及び非管理区域の換気空調設備の給気系への

除塩フィルタの設置により，重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

＜中略＞ 

ロ.(ト)（２）②-⑲生物学的事象に対して屋外の重

大事故等対処設備は，鳥類，昆虫類及び小動物の侵入

を考慮し，これら生物の侵入を防止又は抑制できる設

計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

施設共通(基本設計方針)  

第１章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.1   安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

＜中略＞ 

ロ.(ト)（２）②-⑳森林火災に対して屋外の重大事

故等対処設備は，防火帯の内側に設置することによ

り，機能を損なわない設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

施設共通(基本設計方針)  

第１章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.1   安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

＜中略＞ 

ロ.(ト)（２）②-㉛また，森林火災からの輻射強度

の影響を考慮した場合においても，離隔距離の確保等

により，重大事故等対処設備の重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

施設共通(基本設計方針)  

第１章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.1   安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

＜中略＞ 

ロ.(ト)（２）②-㉜塩害に対して屋内の重大事故等

対処設備は，換気設備及び非管理区域の換気空調設備

の給気系への除塩フィルタの設置により，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

施設共通(基本設計方針)  

②-⑲及びロ.(ト)

（２）②-⑲´と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-⑳は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-⑳及びロ.(ト)

（２）②-⑳´と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-㉛は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-㉛及びロ.(ト)

（２）②-㉛´と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-㉜は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-㉛及びロ.(ト)

（２）②-㉜´と同義

であり整合している。 
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ロ.(ト)（２）②-㉑´また，屋外の可搬型重大事故

等対処設備は，屋外施設の塗装等による腐食防止対策

又は絶縁性の維持対策により，重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉒´敷地内における化学物質の漏

えいに対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，機

能を損なわない高さへの設置，被液防護を行うことに

より，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，屋外の可搬型重大事故等対処設備は，屋外施

設の塗装等による腐食防止対策又は絶縁性の維持対策

により，機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

航空機落下については，三沢対地訓練区域で訓練飛

行中の航空機が施設に墜落することを想定した防護設

計の有無を踏まえた航空機落下確率評価の結果，MOX

燃料加工施設への航空機落下は考慮する必要がないこ

とから，航空機落下に対して屋外の可搬型重大事故等

対処設備は，設計上の考慮は不要とする。 

 

有毒ガスについては，MOX 燃料加工施設周辺の固定

施設で発生する可能性のある有毒ガスとしては，六ヶ

所ウラン濃縮工場から漏えいする六ふっ化ウランが加

水分解して発生するふっ化ウラニル及びふっ化水素を

考慮するが，重大事故等対処設備が有毒ガスにより影

響を受けることはないことから，有毒ガスに対して屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，設計上の考慮は不

要とする。 

 

 

 

 

 

 

 

敷地内における化学物質の漏えいについては，屋外

の可搬型重大事故等対処設備は，機能を損なわない高

さへの設置，被液防護を行うことにより，機能を損な

わない設計とする。 

 

 

近隣工場等の火災，爆発については，石油備蓄基地

火災，再処理施設の還元ガス製造建屋の水素ボンベ及

び低レベル廃棄物処理建屋のプロパンボンベ庫のプロ

パンボンベの爆発を考慮するが，石油備蓄基地火災の

影響は小さいこと，再処理施設の還元ガス製造建屋及

び低レベル廃棄物処理建屋のプロパンボンベ庫からの

離隔距離が確保されていることから，近隣工場等の火

災，爆発に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備

は，設計上の考慮は不要とする。 

地震に対して可搬型重大事故等対処設備は，当該設備

の落下防止，転倒防止，固縛の措置を講ずる。また，

設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を

第１章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.1   安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

＜中略＞ 

ロ.(ト)（２）②-㉑また，屋外の重大事故等対処設

備は，屋外施設の塗装等による腐食防止対策又は受電

開閉設備の絶縁性の維持対策により，重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設共通(基本設計方針)  

第１章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.1   安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

＜中略＞ 

ロ.(ト)（２）②-㉒敷地内における化学物質の漏え

いについては，機能を損なわない高さへの設置，被液

防護を行うことにより，機能を損なわない設計とす

る。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ.(ト)

（２）②-㉑は、事業

変更許可申請書（本

文）のロ.(ト)（２）

②-㉑及びロ.(ト)

（２）②-㉑´と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉒

は、事業変更許可申請

書（本文）のロ.(ト)

（２）②-㉒及び

ロ.(ト)（２）②-㉒´

と同義であり整合して

いる。 
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ロ.(ト)（２）②-㉝´電磁的障害に対して可搬型重

大事故等対処設備は，重大事故等時においても電磁波

により機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉞´周辺機器等からの影響につい

て可搬型重大事故等対処設備は，内部発生飛散物に対

して当該設備周辺機器の回転機器の回転羽の損壊によ

る飛散物の影響を考慮し，影響を受けない位置へ保管

することにより機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要因とした外的事象の地震に対して，地震を要因とす

る重大事故等に対処するために重大事故等時に機能を

期待する可搬型重大事故等対処設備は，「イ.（ハ）

（１）⑤地震を要因とする重大事故等に対する施設の

耐震設計」に基づく設計とする。 

津波に対して可搬型重大事故等対処設備は，「イ．

（ロ）（６）津波による損傷の防止」に基づく設計と

する。 

 

落雷に対して，全交流電源喪失を要因とせずに発生

する重大事故等に対処する可搬型重大事故等対処設備

は，直撃雷を考慮した設計を行う。直撃雷に対して，

構内接地網と連接した避雷設備で防護される範囲内に

保管する又は構内接地網と連接した避雷設備を有する

建屋等に保管することにより，重大事故等に対処する

ための機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備は，

重大事故等時においても電磁波により，機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周辺機器等からの影響について，地震に対して可搬

型重大事故等対処設備は，当該設備周辺の機器等から

の波及的影響によって機能を損なわない設計とする。

また，当該設備周辺の資機材の落下，転倒による損傷

を考慮して，当該設備周辺の資機材の落下防止，転倒

防止，固縛の措置を行う。想定する溢水量に対して可

搬型重大事故等対処設備は，機能を損なわない高さへ

の設置又は保管，被水防護を行う。火災に対して可搬

型重大事故等対処設備は，「イ.（ハ）（１）⑥可搬型

重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針」に

基づく火災防護を行う。内部発生飛散物に対して可搬

型重大事故等対処設備は，当該設備周辺機器の回転機

器の回転羽の損壊による飛散物により設計基準事故に

対処するための設備の安全機能と同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，位置的分散を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設共通(基本設計方針)  

第１章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.1   安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

＜中略＞ 

ロ.(ト)（２）②-㉝電磁的障害に対して重大事故等対

処設備は，重大事故等時においても電磁波により機能

を損なわない設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

施設共通(基本設計方針)  

第１章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.1   安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

＜中略＞ 

ロ.(ト)（２）②-㉞周辺機器等からの影響について

重大事故等対処設備は，内部発生飛散物に対して当該

設備周辺機器の回転機器の回転羽根の損壊による飛散

物の影響を考慮し，影響を受けない位置へ設置・保管

することにより機能を損なわない設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉝

は、事業変更許可申請

書（本文）のロ.(ト)

（２）②-㉝及び

ロ.(ト)（２）②-㉝´

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉞

は、事業変更許可申請

書（本文）のロ.(ト)

（２）②-㉞及び

ロ.(ト)（２）②-㉞´

と同義であり整合して

いる。 
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ロ.(ト)（２）②-㊱´可搬型重大事故等対処設備

は，同時に発生する可能性のある再処理施設における

重大事故等による建屋外の環境条件の影響を受けない

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備は，同時に発生する可能

性のある再処理施設における重大事故等による建屋外

の環境条件の影響を受けない設計とする。 

 

 

 

 

(ｃ) 重大事故等時における環境条件 

重大事故等時の温度，圧力の影響として，以下の条

件を考慮しても機能を喪失することはなく，必要な機

能を有効に発揮することができる設計とする。重大事

故等時の環境条件は以下のとおり。重大事故等時にお

ける環境温度，環境圧力，湿度及び放射線を添５第 29

表に示す。 

ⅰ．閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 

火災の発生による温度，圧力の上昇を考慮し，以下を

使用条件とする。 

(ⅰ) 温度 

グローブボックス内：16℃～450℃ 

工程室内     ：16℃～100℃ 

工程室外     ：５℃～45℃ 

(ⅱ) 圧力 

グローブボックス内：-400Pa～600Pa 

工程室内     ：-160Pa～200Pa 

工程室外     ：-100Pa～大気圧 

(ｄ) 自然現象等による条件 

自然現象及び人為事象（故意によるものを除く。）

に対しては以下に示す条件において，機能を喪失する

ことはなく，必要な機能を有効に発揮することができ

る設計とする。 

・地震については，「イ．（ロ）（５）②重大事故

等対処施設の耐震設計」に基づく地震力を考慮す

る。また，設計基準事故において想定した条件より

厳しい条件を要因とした外的事象の地震に対して，

地震を要因とする重大事故等に対処するために重大

事故等時に機能を期待する重大事故等対処設備は，

「イ．（ハ）（１）⑤地震を要因とする重大事故等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設共通(基本設計方針)  

第１章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.1   安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 

＜中略＞ 

ロ.(ト)（２）②-㊱重大事故等対処設備は，同時に

発生する可能性のある再処理施設における重大事故等

による建屋外の環境条件の影響を受けない設計とす

る。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㊱

は、事業変更許可申請

書（本文）のロ.(ト)

（２）②-㊱及び

ロ.(ト)（２）②-㊱´

と同義であり整合して

いる。 
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に対する施設の耐震設計」に基づく地震力を考慮す

る。 

・津波については，津波による影響を受けない標高

約 50ｍから約 55ｍ及び海岸からの距離約４km から

約５km の位置に設置，保管することから，設計上の

考慮は不要である。 

・風（台風）については， 大風速 41.7ｍ/s を考慮

する。 

・竜巻については， 大風速 100ｍ/s を考慮する。 

・凍結及び高温については， 低気温（-15.7℃）及

び 高気温（34.7℃）を考慮する。 

・降水については， 大１時間降水量（67.0mm）を

考慮する。 

・積雪については， 深積雪量（190cm）を考慮す

る。 

・落雷については， 大雷撃電流（270kＡ）を考慮

する。 

・火山の影響については，降下火砕物の積載荷重と

して層厚 55cm，密度 1.3g/㎥を，また，降下火砕物

の侵入による閉塞を考慮する。 

・生物学的事象については，鳥類，昆虫類，小動物

及び水生植物の付着又は侵入を考慮する。 

・森林火災については，敷地周辺の植生を考慮す

る。 

・塩害については，海塩粒子の飛来を考慮するが，

再処理事業所の敷地は海岸から約４km 離れており，

また，短期的に影響を及ぼすものではなく，その影

響は小さいと考えられる。 

自然現象の組合せについては，風（台風）及び積

雪，積雪及び竜巻，積雪及び火山の影響，積雪及び

地震，風（台風）及び火山の影響，風（台風）及び

地震を想定し，屋外に設置する常設重大事故等対処

設備はその荷重を考慮する。 

・有毒ガスについては，MOX 燃料加工施設周辺の固

定施設で発生する可能性のある有毒ガスとしては，

六 ヶ所ウラン濃縮工場から漏えいする六ふっ化ウ

ランが加水分解して発生するふっ化ウラニル及びふ

っ化水素を考慮するが，重大事故等対処設備が有毒

ガスにより影響を受けることはない。 

・敷地内における化学物質の漏えいについては，再

処理事業所内で運搬する硝酸及び液体二酸化窒素の

屋外での運搬又は受入れ時の漏えいを考慮する。重

大事故等対処設備が化学物質により影響を受けるこ

とはないが，屋外の重大事故等対処設備は保管に際

して漏えいに対する高さを考慮する。 

・電磁的障害については，電磁波の影響を考慮す

る。 

・近隣工場等の火災，爆発については，石油備蓄基

地火災，再処理施設の還元ガス製造建屋の水素ボン

ベ及び低レベル廃棄物処理建屋のプロパンボンベ庫

のプロパンボンベの爆発を考慮するが，石油備蓄基

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
OX
①
 
添

(1
)
-0

14
0 

G 



  

    127 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 重大事故等対処設備の設置場所 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発

生した場合においても操作及び復旧作業に支障がない

ように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選

定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該

設備の設置場所で操作可能な設計，放射線の影響を受

けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作

可能な設計，又は遮蔽設備を有する緊急時対策所及び

再処理施設の中央制御室で操作可能な設計とする。 

 

 

(ｃ) 可搬型重大事故等対処設備の設置場所 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故

等が発生した場合においても設置及び常設設備との接

続に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少

ない設置場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の

設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計，

遮蔽設備を有する緊急時対策所及び再処理施設の中央

制御室で操作可能な設計により，当該設備の設置及び

常設設備との接続が可能な設計とする。 

 

 

ｄ．操作性及び試験・検査性 

(ａ) 操作性の確保 

ⅰ．操作の確実性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地火災の影響は小さいこと，再処理施設の還元ガス

製造建屋及び低レベル廃棄物処理建屋のプロパンボ

ンベ庫からの離隔距離が確保されていることから，

重大事故等対処設備が影響を受けることはない。 

・航空機落下については，三沢対地訓練区域で訓練

飛行中の航空機が施設に墜落することを想定した防

護設計の有無を踏まえた航空機落下確率評価の結

果，MOX 燃料加工施設への航空機落下は考慮する必

要がないことから，重大事故等対処設備が航空機落

下により影響を受けることはない。 

 

ｂ．重大事故等対処設備の設置場所 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発

生した場合においても操作及び復旧作業に支障がない

ように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選

定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置，放射線防護

具類等により当該設備の設置場所で操作可能な設計，

放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場

所から遠隔で操作可能な設計，又は遮蔽設備を有する

緊急時対策所及び再処理施設の中央制御室で操作可能

な設計とする。 

 

ｃ．可搬型重大事故等対処設備の設置場所 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故

等が発生した場合においても設置及び常設設備との接

続に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少

ない設置場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の

設置，放射線防護具類等により当該設備の設置場所で

操作可能な設計，遮蔽設備を有する緊急時対策所及び

再処理施設の中央制御室で操作可能な設計により，当

該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とす

る。 

 

④ 操作性及び試験・検査性 

ａ．操作性の確保 

(ａ) 操作の確実性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)  設置場所における放射線 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発

生した場合においても操作及び復旧作業に支障がない

ように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選

定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該

設備の設置場所で操作可能な設計，放射線の影響を受

けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作

可能な設計，又は遮蔽設備を有する緊急時対策所及び

再処理施設の中央制御室で操作可能な設計とする。 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故

等が発生した場合においても設置及び常設設備との接

続に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少

ない設置場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の

設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計，

遮蔽設備を有する緊急時対策所及び再処理施設の中央

制御室で操作可能な設計とする。 

 

 

 

8.1.6 操作性及び試験・検査性 

(1)  操作性の確保 

 

安全機能を有する施設は，運転員による誤操作を防

止するため，機器，弁等に対して色分けや銘板取り付

け等による識別管理を行い，人間工学上の諸因子，操

作性及び保守点検を考慮した盤の配置を行うととも

に，計器表示，警報表示により MOX 燃料加工施設の状

態が正確かつ迅速に把握できる設計とする。また，設

計基準事故の発生後，ある時間までは，運転員の操作

を期待しなくても必要な安全上の機能が確保される設

計とする。 

安全上重要な施設は，設計基準事故が発生した状況

下（混乱した状態等）であっても，容易に操作ができ

るよう，中央監視室，制御第１室及び制御第４室の監

視制御盤や現場の機器，弁等に対して，誤操作を防止

するための措置を講ずることにより，簡潔な手順によ

って必要な操作が行える等の運転員に与える負荷を少
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重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発

生した場合においても操作を確実なものとするため，

重大事故等における条件を考慮し，操作する場所にお

いて操作が可能な設計とする。 

 

操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確保

するとともに，確実な操作ができるよう，必要に応じ

て操作足場を設置する。また，防護具，可搬型照明は

重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備する。 

 

 

現場操作において工具を必要とする場合は，一般的

に用いられる工具又は専用の工具を用いて，確実に作

業ができる設計とする。工具は，作業場所の近傍又は

アクセスルートの近傍に保管できる設計とする。可搬

型重大事故等対処設備は運搬・設置が確実に行えるよ

う，人力又は車両等による運搬，移動ができるととも

に，必要により設置場所にてアウトリガの張出し又は

輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

 

現場の操作スイッチは，非常時対策組織要員の操作

性を考慮した設計とする。また，電源操作が必要な設

備は，感電防止のため露出した充電部への近接防止を

考慮した設計とする。 

 

現場において人力で操作を行う弁等は，手動操作が

可能な設計とする。 

 

現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フランジ

接続又はより簡便な接続方式等，接続方式を統一する

ことにより，速やかに，容易かつ確実に接続が可能な

設計とする。 

現場操作における誤操作防止のために重大事故等対

処設備には識別表示を設置する設計とする。 

また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必

要とする機器は，必要な時間内に操作できるように中

央監視室での操作が可能な設計とする。制御盤の操作

器具は非常時対策組織要員の操作性を考慮した設計と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発

生した場合においても操作を確実なものとするため，

重大事故等時における環境条件を考慮し，操作する場

所において操作が可能な設計とする。 

 

操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確保

するとともに，確実な操作ができるよう，必要に応じ

て操作足場を設置する。また，防護具，可搬型照明は

重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備する。 

 

 

現場操作において工具を必要とする場合は，一般的

に用いられる工具又は専用の工具を用いて，確実に作

業ができる設計とする。工具は，作業場所の近傍又は

アクセスルートの近傍に保管できる設計とする。可搬

型重大事故等対処設備は運搬・設置が確実に行えるよ

う，人力又は車両等による運搬，移動ができるととも

に，必要により設置場所にてアウトリガの張出し又は

輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

 

現場の操作スイッチは非常時対策組織要員の操作性

を考慮した設計とする。また，電源操作が必要な設備

は，感電防止のため露出した充電部への近接防止を考

慮した設計とする。 

 

現場において人力で操作を行う弁等は，手動操作が

可能な設計とする。 

 

現場での接続操作は，ボルト･ネジ接続，フランジ接

続又はより簡便な接続方式等，接続方式を統一するこ

とにより，速やかに，容易かつ確実に接続が可能な設

計とする。 

現場操作における誤操作防止のために重大事故等対

処設備には識別表示を設置する設計とする。 

また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必

要とする機器は，必要な時間内に操作できるように中

央監視室での操作が可能な設計とする。制御盤の操作

器具は非常時対策組織要員の操作性を考慮した設計と

なくすることができる設計とする。 

 

重大事故等対処設備は，手順書の整備，訓練・教育

により，想定される重大事故等が発生した場合におい

ても，確実に操作でき，事業変更許可申請書「六 加

工施設において核燃料物質が臨界状態になることその

他の事故が発生した場合における当該事故に対処する

ために必要な施設及び体制の整備に関する事項」ロで

考慮した要員数と想定時間内で，アクセスルートの確

保を含め重大事故等に対処できる設計とする。これら

の運用に係る体制，管理等については，保安規定に定

めて管理する。 

 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発

生した場合においても操作を確実なものとするため，

重大事故等における条件を考慮し，操作が可能な設計

とする。 

 

重大事故等対処設備は，操作する全ての設備に対

し，十分な操作空間を確保するとともに，確実な操作

ができるよう，必要に応じて操作足場を設置する。ま

た，防護具，可搬型照明は重大事故等時に迅速に使用

できる場所に配備する。 

 

現場操作において工具を必要とする場合は，一般的

に用いられる工具又は専用の工具を用いて，確実に作

業ができる設計とする。工具は，作業場所の近傍又は

アクセスルートの近傍に保管できる設計とする。可搬

型重大事故等対処設備は運搬・設置が確実に行えるよ

う，人力又は車両等による運搬，移動ができるととも

に，必要により設置場所にてアウトリガの張出し又は

輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

 

現場の操作スイッチは，非常時対策組織要員の操作

性を考慮した設計とする。また，電源操作が必要な設

備は，感電防止のため露出した充電部への近接防止を

考慮した設計とする。 

 

現場において人力で操作を行う弁等は，手動操作が

可能な設計とする。 

 

現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フランジ

接続又はより簡便な接続方式等，接続方式を統一する

ことにより，速やかに，容易かつ確実に接続が可能な

設計とする。 

現場操作における誤操作防止のために重大事故等対

処設備には識別表示を設置する設計とする。 

また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必

要とする機器は，必要な時間内に操作できるように中

央監視室での操作が可能な設計とする。制御盤の操作

器具は非常時対策組織要員の操作性を考慮した設計と
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する。 

 

想定される重大事故等において操作する重大事故等

対処設備のうち動的機器は，その作動状態の確認が可

能な設計とする。 

 

ⅱ．系統の切替性 

重大事故等対処設備のうち本来の用途（安全機能を

有する施設としての用途等）以外の用途として重大事

故等に対処するために使用する設備は，通常時に使用

する系統から速やかに切替操作が可能なように，系統

に必要な弁等を設ける設計とする。 

 

ⅲ．可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性 

 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するも

のについては，容易かつ確実に接続でき，かつ，複数

の系統が相互に使用することができるよう，ケーブル

はボルト・ネジ接続又はより簡便な接続方式を用いる

設計とし，ダクト・ホースは口径並びに内部流体の圧

力及び温度等の特性に応じたフランジ接続又はより簡

便な接続方式を用いる設計とする。また，同一ポンプ

を接続するホースは，流量に応じて口径を統一するこ

と等により，複数の系統での接続方式を考慮した設計

とする。 

 

 

ⅳ．再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路の確保 

ロ.(ト)（２）②-㉓想定される重大事故等が発生し

た場合において，可搬型重大事故等対処設備の保管場

所から設置場所への運搬及び接続場所への敷設，又は

他の設備の被害状況を把握するため，再処理事業所内

の屋外道路及び屋内通路をアクセスルートとして以下

の設計により確保する。 

 

アクセスルートは，環境条件として考慮した事象を

含め，自然現象，人為事象，溢水，火災を考慮して

も，運搬，移動に支障をきたすことのないよう，迂回

路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。 

 

アクセスルートに対する自然現象については，重大

事故等時における敷地及びその周辺での発生の可能

性，アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事象

進展に対する時間余裕の観点から，アクセスルートに

影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波(敷

地に遡上する津波を含む。)，洪水，風(台風)，竜巻，

凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象

及び森林火災を選定する。 

 

 

 

する。 

 

想定される重大事故等において操作する重大事故等

対処設備のうち動的機器は，その作動状態の確認が可

能な設計とする。 

 

(ｂ) 系統の切替性 

重大事故等対処設備のうち本来の用途（安全機能を

有する施設としての用途等）以外の用途として重大事

故等に対処するために使用する設備は，通常時に使用

する系統から速やかに切替操作が可能なように，系統

に必要な弁等を設ける設計とする。 

 

(ｃ) 可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続

性 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するも

のについては，容易かつ確実に接続でき，かつ，複数

の系統が相互に使用することができるよう，ケーブル

はボルト・ネジ接続又はより簡便な接続方式を用いる

設計とし，ダクト・ホースは口径並びに内部流体の圧

力及び温度等の特性に応じたフランジ接続又はより簡

便な接続方式を用いる設計とする。また，同一ポンプ

を接続するホースは，流量に応じて口径を統一するこ

と等により，複数の系統での接続方式を考慮した設計

とする。 

 

 

(ｄ) 再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路の確保 

想定される重大事故等が発生した場合において，可

搬型重大事故等対処設備の保管場所から設置場所への

運搬及び接続場所への敷設，又は他の設備の被害状況

を把握するため，再処理事業所内の屋外道路及び屋内

通路をアクセスルートとして以下の設計により確保す

る。 

 

アクセスルートは，環境条件として考慮した事象を

含め，自然現象，人為事象，溢水，火災を考慮して

も，運搬，移動に支障をきたすことのないよう，迂回

路も考慮して複数確保する。 

 

アクセスルートに対する自然現象については，地

震，津波（敷地に遡上する津波を含む。）に加え，敷

地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内

外の基準や文献等に基づき収集した洪水，風(台風)，

竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，地滑り，火山

の影響，生物学的事象，森林火災，塩害等の事象を考

慮する。その上で，これらの事象のうち，重大事故等

時における敷地及びその周辺での発生の可能性，アク

セスルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対

する時間余裕の観点から，アクセスルートに影響を与

えるおそれがある事象として，地震，津波(敷地に遡上

する。 

 

想定される重大事故等において操作する重大事故等

対処設備のうち動的機器は，その作動状態の確認が可

能な設計とする。 

 

 

重大事故等対処設備のうち本来の用途以外の用途と

して重大事故等に対処するために使用する設備は，通

常時に使用する系統から速やかに切替操作が可能なよ

うに，系統に必要な弁等を設ける設計とする。 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するも

のについては，容易かつ確実に接続でき，かつ，複数

の系統が相互に使用することができるよう，ケーブル

はボルト・ネジ接続又はより簡便な接続方式を用いる

設計とし，ダクト・ホースは口径並びに内部流体の圧

力及び温度等の特性に応じたフランジ接続又はより簡

便な接続方式を用いる設計とする。また，同一ポンプ

を接続するホースは，流量に応じて口径を統一するこ

と等により，複数の系統での接続方式を考慮した設計

とする。 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉓想定される重大事故等が発生し

た場合において，可搬型重大事故等対処設備の保管場

所から設置場所への運搬及び接続場所への敷設，又は

他の設備の被害状況を把握するため，再処理事業所内

の屋外道路及び屋内通路をアクセスルートとして以下

の設計とする。 

 

 

アクセスルートは，環境条件として考慮した事象を

含めて自然現象，人為事象，溢水，火災を考慮して

も，運搬，移動に支障をきたすことのないよう，迂回

路も考慮して複数確保する設計とする。 

 

アクセスルートに対する自然現象については，アク

セスルートに影響を与えるおそれがある事象として，

地震，津波(敷地に遡上する津波を含む。)，洪水，風

(台風)，竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影

響，生物学的事象及び森林火災を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）②-㉓は、事業

変更許可申請書（本

文）の（２）②-㉓と

同義であり整合してい

る。 
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アクセスルートに対する人為事象については，重大

事故等時における敷地及びその周辺での発生の可能

性，アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事象

進展に対する時間余裕の観点から，アクセスルートに

影響を与えるおそれのある事象として選定する航空機

落下，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障

害，近隣工場等の火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の衝

突及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムに対して，迂回路も考慮した複数のアクセスルート

を確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉔屋外のアクセスルートは，

「ロ．（ホ）（２）重大事故等対処施設の耐震設計」

にて考慮する地震の影響(周辺構造物等の損壊，周辺斜

面の崩壊及び道路面のすべり)，その他自然現象による

影響（風(台風)及び竜巻による飛来物，積雪並びに火

山の影響）及び人為事象による影響（航空機落下，爆

発）を想定し，複数のアクセスルートの中から状況を

確認し，早急に復旧可能なアクセスルートを確保する

ため，障害物を除去可能なホイールローダを 3台使用

する。ホイールローダは，必要数として 3台に加え，

予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバ

ックアップを 4台，合計 7台を保有数とし，分散して

保管する設計とする。 

 

 

屋外のアクセスルートは，地震による屋外タンクか

らの溢水及び降水に対しては，道路上への自然流下も

考慮した上で，通行への影響を受けない箇所に確保す

る設計とする。 

 

敷地外水源の取水場所及び取水場所への屋外のアク

セスルートに遡上するおそれのある津波に対しては，

津波警報の解除後に対応を開始する。 

する津波を含む。)，洪水，風(台風)，竜巻，凍結，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象及び森林

火災を選定する。 

 

アクセスルートに対する人為事象については，国内

外の文献等から抽出し，さらに事業許可基準規則の解

釈第９条に示される飛来物(航空機落下)，有毒ガス，

敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣

工場等の火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の衝突及び故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを考慮

する。その上で，これらの事象のうち，重大事故等時

における敷地及びその周辺での発生の可能性，アクセ

スルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対す

る時間余裕の観点から，アクセスルートに影響を与え

るおそれのある事象として選定する航空機落下，敷地

内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場

等の火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の衝突及び故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して，

迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保する設

計とする。 

 

なお，洪水，ダムの崩壊及び船舶の衝突については

立地的要因により設計上考慮する必要はない。落雷及

び電磁的障害に対しては，道路面が直接影響を受ける

ことはないことからアクセスルートへの影響はない。

生物学的事象に対しては，容易に排除可能なため，ア

クセスルートへの影響はない。 

 

屋外のアクセスルートは，「イ．（ロ）（５）②重

大事故等対処施設の耐震設計」にて考慮する地震の影

響(周辺構造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面の

すべり)，その他自然現象による影響（風(台風)及び竜

巻による飛来物，積雪並びに火山の影響）及び人為事

象による影響(航空機落下，爆発)を想定し，複数のア

クセスルートの中から状況を確認し，早急に復旧可能

なアクセスルートを確保するため，障害物を除去可能

なホイールローダを 3台使用する。ホイールローダ

は，必要数として 3台に加え，予備として故障時及び

点検保守による待機除外時のバックアップを 4台，合

計 7台を保有数とし，分散して保管する設計とする。 

 

 

 

屋外のアクセスルートは，地震による屋外タンクか

らの溢水及び降水に対しては，道路上への自然流下も

考慮した上で，通行への影響を受けない箇所に確保す

る設計とする。 

 

敷地外水源の取水場所及び取水場所への屋外のアク

セスルートに遡上するおそれのある津波に対しては，

津波警報の解除後に対応を開始する。 

 

 

 

 

アクセスルートに対する人為事象については，アク

セスルートに影響を与えるおそれのある事象として選

定する航空機落下，敷地内における化学物質の漏え

い，電磁的障害，近隣工場等の火災，爆発，ダムの崩

壊，船舶の衝突及び故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムに対して，迂回路も考慮した複数のア

クセスルートを確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電磁的障害に対しては，道路面が直接影響を受ける

ことはないことからアクセスルートへの影響はない。 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉔屋外のアクセスルートに対する

地震の影響(周辺構造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び

道路面のすべり），その他自然現象による影響（風(台

風)及び竜巻による飛来物，積雪並びに火山の影響）及

び人為事象による影響(航空機落下，爆発)を想定し，

複数のアクセスルートの中から状況を確認し，早急に

復旧可能なアクセスルートを確保するため，障害物を

除去可能なホイールローダを 7台(予備 4台)保管，使

用する。 

 

 

 

 

 

 

また，地震による屋外タンクからの溢水及び降水に

対しては，道路上への自然流下も考慮した上で，通行

への影響を受けない箇所に確保する設計とする。 

 

 

敷地外水源の取水場所及び取水場所への屋外のアク

セスルートに遡上するおそれのある津波に対しては，

津波警報の解除後に対応を開始する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）②-㉔は、事業

変更許可申請書（本

文）の（２）②-㉔と

同義であり整合してい

る。 
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なお，津波警報の発令を確認時にこれらの場所にお

いて対応中の場合に備え，非常時対策組織要員及び可

搬型重大事故等対処設備を一時的に退避する手順を整

備する。 

 

ロ.(ト)（２）②-㉕屋外のアクセスルートは，

「ロ．（ホ）（２）重大事故等対処施設の耐震設計」

にて考慮する地震の影響による周辺斜面の崩壊及び道

路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを想

定した上で，ホイールローダにより崩壊箇所を復旧す

る又は迂回路を確保する。 

 

ロ.(ト)（２）②-㉖また，不等沈下等に伴う段差の

発生が想定される箇所においては，段差緩和対策を行

う設計とし，ホイールローダにより復旧する。 

 

 

屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象のう

ち凍結及び積雪に対して，道路については融雪剤を配

備し，車両についてはタイヤチェーン等を装着するこ

とにより通行性を確保できる設計とする。 

 

敷地内における化学物質の漏えいに対しては，必要

に応じて薬品防護具の着用により通行する。 

 

 

 

 

屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象及び

人為事象のうち森林火災及び近隣工場等の火災に対し

ては，消防車による初期消火活動を行う手順を整備す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉗屋内のアクセスルートは，

「ロ．（ホ）（２）重大事故等対処施設の耐震設計」

の地震を考慮した建屋等に複数確保する設計とする。 

 

 

 

なお，津波警報の発令を確認時にこれらの場所にお

いて対応中の場合に備え，非常時対策組織要員及び可

搬型重大事故等対処設備を一時的に退避する手順を整

備する。 

 

屋外のアクセスルートは，「イ．（ロ）（５）②重

大事故等対処施設の耐震設計」にて考慮する地震の影

響による周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりで崩壊土

砂が広範囲に到達することを想定した上で，ホイール

ローダにより崩壊箇所を復旧するか又は迂回路を確保

する。 

 

また，不等沈下等に伴う段差の発生が想定される箇

所においては，段差緩和対策を行う設計とし，ホイー

ルローダにより復旧する。 

 

 

屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象のう

ち凍結及び積雪に対して，道路については融雪剤を配

備し，車両についてはタイヤチェーン等を装着するこ

とにより通行性を確保できる設計とする。 

 

敷地内における化学物質の漏えいに対しては，必要

に応じて薬品防護具の着用により通行する。 

 

なお，融雪剤の配備等については，「添付書類七 

ハ．（イ）（１)②アクセスルートの確保」に示す。 

 

屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象及び

人為事象のうち森林火災及び近隣工場等の火災に対し

ては，消防車による初期消火活動を行う手順を整備す

る。 

 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突

その他テロリズムによる大規模損壊時の消火活動等に

ついては，「添付書類七 ハ．（ロ）大規模な自然災

害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムへの対応における事項」に示す。 

 

屋外のアクセスルートの地震発生時における，火災

の発生防止対策（可燃物を収納した容器の固縛による

転倒防止）及び火災の拡大防止対策（大量の可燃物を

内包する変圧器の防油堤の設置）については，「火災

防護計画」に定める。 

 

屋内のアクセスルートは，「イ．（ロ）（５）②重

大事故等対処施設の耐震設計」の地震を考慮した建屋

等に複数確保する設計とする。 

 

屋内のアクセスルートは，津波に対して立地的要因

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉕屋外のアクセスルートは，地震

の影響による周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりで崩

壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で，ホイ

ールローダにより崩壊箇所を復旧する又は迂回路を確

保することで，通行性を確保できる設計とする。 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉖また，不等沈下等に伴う段差の

発生が想定される箇所においては，段差緩和対策を行

う設計とし，ホイールローダによる復旧を行うこと

で，通行性を確保できる設計とする。 

 

屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象のう

ち凍結及び積雪に対して，道路については融雪剤を配

備し，車両についてはタイヤチェーン等を装着するこ

とにより通行性を確保できる設計とする。 

 

敷地内における化学物質の漏えいに対しては，必要

に応じて薬品防護具の着用により通行する。 

 

 

 

 

屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象及び

人為事象のうち森林火災及び近隣工場等の火災に対し

ては，消防車による初期消火活動を行う手順を整備す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉗屋内のアクセスルートは，「3.1

地震による損傷の防止」の地震を考慮した建屋等に複

数確保する設計とする。 

 

屋内のアクセスルートは，津波に対して立地的要因

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉕

は、事業変更許可申請

書（本文）のロ.(ト)

（２）②-㉕と同義で

あり整合している。 

 

 

ロ.(ト)（２）②-㉖

は、事業変更許可申請

書（本文）のロ.(ト)

（２）②-㉖と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）②-㉗は、事業

変更許可申請書（本

文）の（２）②-㉗と

同義であり整合してい

る。 
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屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事象と

して選定する風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積

雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩

害，航空機落下，敷地内における化学物質の漏えい，

近隣工場等の火災，爆発，有毒ガス及び電磁的障害に

対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建屋等内に確保する設計とする。 

 

屋内のアクセスルートにおいては，機器からの溢水

に対してアクセスルートでの非常時対策組織要員の安

全を考慮した防護具を着用する。 

 

また，地震時に通行が阻害されないように，アクセ

スルート上の資機材の落下防止，転倒防止及び固縛の

措置並びに火災の発生防止対策を実施する。 

 

 

 

 

屋外及び屋内のアクセスルートにおいては，被ばく

を考慮した放射線防護具の配備を行い，移動時及び作

業時の状況に応じて着用する。また，夜間及び停電時

の確実な運搬や移動のため可搬型照明を配備する。 

 

(ｂ) 試験・検査性 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故

等に対処するために必要な機能を確認するための試験

又は検査並びに当該機能を健全に維持するための保守

及び修理が実施できるよう，機能・性能の確認，漏え

いの有無の確認，分解点検等ができる構造とする。 

 

試験又は検査は，使用前事業者検査，定期事業者検

査，自主検査等が実施可能な設計とする。また，保守

及び修理は，維持活動としての点検(日常の運転管理の

活用を含む。)，取替え，保修等が実施可能な設計とす

る。 

 

多重性を備えた系統及び機器にあっては，各々が独

立して試験又は検査並びに保守及び修理ができる設計

とする。 

 

構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な

によりアクセスルートへの影響はない。 

 

屋内のアクセスルートは，風(台風)，竜巻，凍結，

高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事

象，森林火災，塩害，航空機落下，敷地内における化

学物質の漏えい，近隣工場等の火災，爆発，有毒ガス

及び電磁的障害に対して，外部からの衝撃による損傷

の防止が図られた建屋等内に確保する設計とする。 

 

 

屋内のアクセスルートにおいては，機器からの溢水

に対してアクセスルートでの非常時対策組織要員の安

全を考慮した防護具を着用する。 

 

また，地震時に通行が阻害されないように，アクセ

スルート上の資機材の落下防止，転倒防止及び固縛の

措置並びに火災の発生防止対策を実施する。 

 

万一通行が阻害される場合は迂回する又は乗り越え

る。 

 

屋外及び屋内のアクセスルートにおいては，被ばく

を考慮した放射線防護具の配備を行い，移動時及び作

業時の状況に応じて着用する。また，夜間及び停電時

の確実な運搬や移動のため可搬型照明を配備する。 

 

ｂ．試験・検査性 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故

等に対処するために必要な機能を確認するための試験

又は検査並びに当該機能を健全に維持するための保守

及び修理が実施できるよう，機能・性能の確認，漏え

いの有無の確認，分解点検等ができる構造とする。 

 

試験又は検査は，使用前事業者検査，定期事業者検

査，自主検査等が実施可能な設計とする。また，保守

及び修理は，維持活動としての点検(日常の運転管理の

活用を含む。)，取替え，保修等が実施可能な設計とす

る。 

 

多重性を備えた系統及び機器にあっては，各々が独

立して試験又は検査並びに保守及び修理ができる設計

とする。 

 

構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な

によりアクセスルートへの影響はない。 

 

屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事象と

して選定する風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積

雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩

害，航空機落下，敷地内における化学物質の漏えい，

近隣工場等の火災，爆発，有毒ガス及び電磁的障害に

対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建屋等内に確保する設計とする。 

 

屋内のアクセスルートにおいては，機器からの溢水

に対してアクセスルートでの非常時対策組織要員の安

全を考慮した防護具を着用する。 

 

また，地震時に通行が阻害されないように，アクセ

スルート上の資機材の落下防止，転倒防止及び固縛の

措置並びに火災の発生防止対策を実施する。 

 

 

 

 

屋外及び屋内のアクセスルートにおいては，被ばく

を考慮した放射線防護具の配備を行い，移動時及び作

業時の状況に応じて着用する。また，夜間及び停電時

の確実な運搬や移動のため可搬型照明を配備する。 

 

(2)  試験・検査 

安全機能を有する施設は，通常時において，当該施

設の安全機能を確保するための検査又は試験ができる

設計とするとともに安全機能を健全に維持するための

保守及び修理ができる設計とする。また，適切な保守

管理を行うことで，その安全機能を損なわないよう手

順を定める。 

 

重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故

等に対処するために必要な機能を確認するための試験

又は検査並びに当該機能を健全に維持するための保守

及び修理が実施できるよう，機能・性能の確認，漏え

いの有無の確認，分解点検等ができる構造とする。 

 

試験又は検査は，使用前事業者検査，定期事業者検

査，自主検査等が実施可能な設計とする。また，保守

及び修理は，維持活動としての点検(日常の運転管理の

活用を含む。)，取替え，保修等が実施可能な設計とす

る。 

 

多重性を備えた系統及び機器にあっては，各々が独

立して試験又は検査並びに保守及び修理ができる設計

とする。 

 

構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な
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設備は，原則として分解・開放(非破壊検査を含む。)

が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震

設計 

(ａ) 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計の基本方針 

 

基準地震動を超える地震動に対して機能維持が必要な

設備については，重大事故等対処施設及び安全機能を

有する施設の耐震設計における設計方針を踏襲し，基

準地震動の 1.2 倍の地震力に対して必要な機能が損な

われるおそれがないことを目的として，以下のとおり

耐震設計を行う。 

 

ⅰ．重大事故等の起因となる異常事象の選定において

基準地震動を 1.2 倍した地震力を考慮する設備は，基

準地震動を 1.2 倍した地震力に対して，必要な機能が

損なわれるおそれがないように設計する。 

 

ⅱ．地震を要因として発生する重大事故等に対処す

る重大事故等対処設備は，基準地震動を 1.2 倍した地

震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機

能が損なわれるおそれがないように設計する。 

 

ｆ．可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防

護方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ａ) 可搬型重大事故等対処設備の火災発生防止 

可搬型重大事故等対処設備を保管する建屋内，建屋

近傍，外部保管エリアは，発火性物質又は引火性物質

を内包する設備に対する火災発生防止を講ずるととも

設備は，原則として分解・開放(非破壊検査を含む。)

が可能な設計とする。 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち点検保守による待

機除外時のバックアップが必要な設備については，点

検保守中に重大事故等が発生した場合においても確実

に対処できるようにするため，同時に点検保守を行う

個数を考慮した待機除外時のバックアップを確保す

る。なお，点検保守時には待機除外時のバックアップ

を配備した上で点検保守を行うものとする。 

 

 

⑤ 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設

計 

ａ．地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震

設計の基本方針 

 

基準地震動を超える地震動に対して機能維持が必要な

設備については，重大事故等対処施設及び安全機能を

有する施設の耐震設計における設計方針を踏襲し，基

準地震動の 1.2 倍の地震力に対して必要な機能が損な

われるおそれがないことを目的として，以下のとおり

耐震設計を行う。 

 

(ａ) 重大事故等の起因となる異常事象の選定において

基準地震動を 1.2 倍した地震力を考慮する設備は，基

準地震動を 1.2 倍した地震力に対して，必要な機能が

損なわれるおそれがないように設計する。 

 

(ｂ) 地震を要因として発生する重大事故等に対処す

る重大事故等対処設備は，基準地震動を 1.2 倍した地

震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機

能が損なわれるおそれがないように設計する。 

 

⑥ 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護

方針 

 

可搬型重大事故等対処設備は，事業許可基準規則の

第 27 条第３項第六号にて，共通要因によって設計基

準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大

事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な

機能と同時にその重大事故等に対処するために必要な

機能が損なわれることがないことを求められている。 

ＭＯＸ燃料加工施設の可搬型重大事故等対処設備の

内部火災に対する防護方針を以下に示す。 

 

 

ａ．可搬型重大事故等対処設備の火災発生防止 

可搬型重大事故等対処設備を保管する建屋内，建屋

近傍，外部保管エリアは，発火性物質又は引火性物質

を内包する設備に対する火災発生防止を講ずるととも

設備は，原則として分解・開放(非破壊検査を含む。)

が可能な設計とする。 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち点検保守による待

機除外時のバックアップが必要な設備については，点

検保守中に重大事故等が発生した場合においても確実

に対処できるようにするため，同時に点検保守を行う

個数を考慮した待機除外時のバックアップを確保す

る。なお，点検保守時には待機除外時のバックアップ

を配備した上で点検保守を行うものとする。 

 

 

 

 

8.1.7 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計の基本方針 

 

基準地震動を超える地震動に対して機能維持が必要

な設備については，重大事故等対処施設及び安全機能

を有する施設の耐震設計における設計方針を踏襲し，

基準地震動の 1.2 倍の地震力に対して必要な機能が損

なわれるおそれがないことを目的として，以下のとお

り耐震設計を行う。 

 

a. 重大事故等の起因となる異常事象の選定において基

準地震動を 1.2 倍した地震力を考慮する設備は，基準

地震動を 1.2 倍した地震力に対して，必要な機能が損

なわれるおそれがないように設計する。 

 

b. 地震を要因として発生する重大事故等に対処する重

大事故等対処設備は，基準地震動を 1.2 倍した地震力

に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が

損なわれるおそれがないように設計する。 

 

8.1.8 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する

防護方針 

 

可搬型重大事故等対処設備は，事業許可基準規則の

第二十七条第３項第六号にて，共通要因によって設計

基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重

大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要

な機能と同時にその重大事故等に対処するために必要

な機能が損なわれることがないことを求められてい

る。 

MOX 燃料加工施設の可搬型重大事故等対処設備の内

部火災に対する防護方針を以下に示す。 

 

(1) 可搬型重大事故等対処設備の火災発生防止 

可搬型重大事故等対処設備を保管する建屋内，建屋

近傍，外部保管エリアは，発火性物質又は引火性物質

を内包する設備に対する火災発生防止を講ずるととも
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に，発火源に対する対策，水素に対する換気及び漏え

い検出対策及び接地対策，並びに電気系統の過電流に

よる過熱及び焼損の防止対策を講ずる設計とする。 

 

(ｂ) 不燃性又は難燃性材料の使用 

可搬型重大事故等対処設備は，可能な限り不燃性材

料又は難燃性材料を使用する設計とし，不燃性材料又

は難燃性材料の使用が技術上困難な場合は，代替材料

を使用する設計とする。また，代替材料の使用が技術

上困難な場合は，当該可搬型重大事故等対処設備にお

ける火災に起因して，他の可搬型重大事故等対処設備

の火災が発生することを防止するための措置を講ずる

設計とする。 

 

(ｃ) 落雷，地震等の自然現象による火災の発生防止 

敷地及びその周辺での発生の可能性，可搬型重大事

故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に

対する時間余裕の観点から，重大事故等時に可搬型重

大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象と

して，地震，津波，風（台風），竜巻，凍結，高温，

降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林

火災及び塩害を選定する。 

風（台風），竜巻及び森林火災は，それぞれの事象

に対して重大事故等に対処するために必要な機能を損

なうことのないように，自然現象から防護する設計と

することで，火災の発生を防止する。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影響に対し

ては，侵入防止対策によって影響を受けない設計とす

る。 

津波，凍結，高温，降水，積雪，生物学的事象及び

塩害は，発火源となり得る自然現象ではなく，火山の

影響についても，火山からＭＯＸ燃料加工施設に到達

するまでに降下火砕物が冷却されることを考慮する

と，発火源となり得る自然現象ではない。 

したがって，ＭＯＸ燃料加工施設で火災を発生させ

るおそれのある自然現象として，落雷，地震，竜巻

（風（台風）を含む）及び森林火災によって火災が発

生しないように，火災防護対策を講ずる設計とする。 

 

(ｄ) 早期の火災感知及び消火 

火災の感知及び消火については，可搬型重大事故等

対処設備に対する火災の影響を限定し，早期の火災感

知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を

設置する設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備に影響を及ぼすおそれの

ある火災を早期に感知するとともに，火災の発生場所

を特定するために，固有の信号を発する異なる種類の

火災感知器又は同等の機能を有する機器を組み合わせ

て設置する設計とする。 

消火設備のうち消火栓，消火器等は，火災の二次的

影響が重大事故等対処設備に及ばないよう適切に配置

に，発火源に対する対策，水素に対する換気及び漏え

い検出対策及び接地対策，並びに電気系統の過電流に

よる過熱及び焼損の防止対策を講ずる設計とする。 

 

ｂ．不燃性又は難燃性材料の使用 

可搬型重大事故等対処設備は，可能な限り不燃性材

料又は難燃性材料を使用する設計とし，不燃性材料又

は難燃性材料の使用が技術上困難な場合は，代替材料

を使用する設計とする。また，代替材料の使用が技術

上困難な場合は，当該可搬型重大事故等対処設備にお

ける火災に起因して，他の可搬型重大事故等対処設備

の火災が発生することを防止するための措置を講ずる

設計とする。 

 

ｃ．落雷，地震等の自然現象による火災の発生防止 

敷地及びその周辺での発生の可能性，可搬型重大事

故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に

対する時間余裕の観点から，重大事故等時に可搬型重

大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象と

して，地震，津波，風（台風），竜巻，凍結，高温，

降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林

火災及び塩害を選定する。 

風（台風），竜巻及び森林火災は，それぞれの事象

に対して重大事故等に対処するために必要な機能を損

なうことのないように，自然現象から防護する設計と

することで，火災の発生を防止する。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影響に対し

ては，侵入防止対策によって影響を受けない設計とす

る。 

津波，凍結，高温，降水，積雪，生物学的事象及び

塩害は，発火源となり得る自然現象ではなく，火山の

影響についても，火山からＭＯＸ燃料加工施設に到達

するまでに降下火砕物が冷却されることを考慮する

と，発火源となり得る自然現象ではない。 

したがって，ＭＯＸ燃料加工施設で火災を発生させ

るおそれのある自然現象として，落雷，地震，竜巻

（風（台風）を含む）及び森林火災によって火災が発

生しないように，火災防護対策を講ずる設計とする。 

 

ｄ．早期の火災感知及び消火 

火災の感知及び消火については，可搬型重大事故等

対処設備に対する火災の影響を限定し，早期の火災感

知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を

設置する設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備に影響を及ぼすおそれの

ある火災を早期に感知するとともに，火災の発生場所

を特定するために，固有の信号を発する異なる種類の

火災感知器又は同等の機能を有する機器を組み合わせ

て設置する設計とする。 

消火設備のうち消火栓，消火器等は，火災の二次的

影響が重大事故等対処設備に及ばないよう適切に配置

に，発火源に対する対策，水素に対する換気及び漏え

い検出対策及び接地対策，並びに電気系統の過電流に

よる過熱及び焼損の防止対策を講ずる設計とする。 

 

(2) 不燃性又は難燃性材料の使用 

可搬型重大事故等対処設備は，可能な限り不燃性材

料又は難燃性材料を使用する設計とし，不燃性材料又

は難燃性材料の使用が技術上困難な場合は，代替材料

を使用する設計とする。また，代替材料の使用が技術

上困難な場合は，当該可搬型重大事故等対処設備にお

ける火災に起因して，他の可搬型重大事故等対処設備

の火災が発生することを防止するための措置を講ずる

設計とする。 

 

(3) 落雷，地震等の自然現象による火災の発生防止 

敷地及びその周辺での発生の可能性，可搬型重大事

故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に

対する時間余裕の観点から，重大事故等時に可搬型重

大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象と

して，地震，津波，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火

災及び塩害を選定する。 

風(台風)，竜巻及び森林火災は，それぞれの事象に

対して重大事故等に対処するために必要な機能を損な

うことのないように，自然現象から防護する設計とす

ることで，火災の発生を防止する。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影響に対し

ては，侵入防止対策によって影響を受けない設計とす

る。 

津波，凍結，高温，降水，積雪，生物学的事象及び

塩害は，発火源となり得る自然現象ではなく，火山の

影響についても，火山から MOX 燃料加工施設に到達す

るまでに降下火砕物が冷却されることを考慮すると，

発火源となり得る自然現象ではない。 

したがって，MOX 燃料加工施設で火災を発生させる

おそれのある自然現象として，落雷，地震，竜巻(風

(台風)を含む)及び森林火災によって火災が発生しない

ように，火災防護対策を講ずる設計とする。 

 

(4) 早期の火災感知及び消火 

火災の感知及び消火については，可搬型重大事故等

対処設備に対する火災の影響を限定し，早期の火災感

知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を

設置する設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備に影響を及ぼすおそれの

ある火災を早期に感知するとともに，火災の発生場所

を特定するために，固有の信号を発する異なる種類の

火災感知器又は同等の機能を有する機器を組み合わせ

て設置する設計とする。 

消火設備のうち消火栓，消火器等は，火災の二次的

影響が重大事故等対処設備に及ばないよう適切に配置
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
する設計とする。 

消火設備は，可燃性物質の性状を踏まえ，想定され

る火災の性質に応じた容量の消火剤を備える設計とす

る。 

火災時の消火活動のため，大型化学高所放水車，消

防ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車を配備する設計

とする。 

重大事故等への対処を行う屋内のアクセスルートに

は，重大事故等が発生した場合のアクセスルート上の

火災に対して初期消火活動ができるよう消火器を配備

し，初期消火活動ができる手順を整備する。 

可搬型重大事故等対処設備の保管場所のうち，火災

発生時の煙又は放射線の影響により消火活動が困難と

なるところには，固定式消火設備を設置することによ

り，消火活動が可能な設計とする。 

消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具として，

蓄電池を内蔵した照明器具を設置する。 

 

(ｅ) 火災感知設備及び消火設備に対する自然現象の

考慮 

火災感知設備及び消火設備は，地震等の自然現象に

よっても，火災感知及び消火の機能，性能が維持され

るよう，凍結，風水害，地震時の地盤変位を考慮した

設計とする。 

する設計とする。 

消火設備は，可燃性物質の性状を踏まえ，想定され

る火災の性質に応じた容量の消火剤を備える設計とす

る。 

火災時の消火活動のため，大型化学高所放水車，消

防ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車を配備する設計

とする。 

重大事故等への対処を行う屋内のアクセスルートに

は，重大事故等が発生した場合のアクセスルート上の

火災に対して初期消火活動ができるよう消火器を配備

し，初期消火活動ができる手順を整備する。 

可搬型重大事故等対処設備の保管場所のうち，火災

発生時の煙又は放射線の影響により消火活動が困難と

なるところには，固定式消火設備を設置することによ

り，消火活動が可能な設計とする。 

消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具として，

蓄電池を内蔵した照明器具を設置する。 

 

ｅ．火災感知設備及び消火設備に対する自然現象の考

慮 

火災感知設備及び消火設備は，地震等の自然現象に

よっても，火災感知及び消火の機能，性能が維持され

るよう，凍結，風水害，地震時の地盤変位を考慮した

設計とする。 

する設計とする。 

消火設備は，可燃性物質の性状を踏まえ，想定され

る火災の性質に応じた容量の消火剤を備える設計とす

る。 

火災時の消火活動のため，大型化学高所放水車，消

防ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車を配備する設計

とする。 

重大事故等への対処を行う屋内のアクセスルートに

は，重大事故等が発生した場合のアクセスルート上の

火災に対して初期消火活動ができるよう消火器を配備

し，初期消火活動ができる手順を整備する。 

可搬型重大事故等対処設備の保管場所のうち，火災

発生時の煙又は放射線の影響により消火活動が困難と

なるところには，固定式消火設備を設置することによ

り，消火活動が可能な設計とする。 

消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具として，

蓄電池を内蔵した照明器具を設置する。 

 

(5) 火災感知設備及び消火設備に対する自然現象の

考慮 

火災感知設備及び消火設備は，地震等の自然現象によ

っても，火災感知及び消火の機能，性能が維持される

よう，凍結，風水害，地震時の地盤変位を考慮した設

計とする。 
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事業変更許可申請書(本文) 事業変更許可申請書(添付書類五) 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
ハ．加工設備本体の構造及び設備 

(イ) 化学処理施設 

該当なし 

 

(ロ) 濃縮施設 

該当なし 

 

(ハ) 成形施設 

(1) 施設の種類 

成形施設は，原料粉末受入工程，粉末調整工

程及びペレット加工工程で構成し，燃料加工建

屋に収納する。 

燃料加工建屋の主要構造は，地上 2階，地下 3

階の鉄筋コンクリート造で，建築面積約 8000m2

の耐火建築物である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 燃料加工建屋 

燃料加工建屋は，成形施設，被覆施設，組立施設，

核燃料物質の貯蔵施設，放射性廃棄物の廃棄施設等を

収納する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上 2階(地上

高さ約 23m)，地下 3階，平面が約 87m(南北方向)×約

88m(東西方向)の建物であり，堅固な基礎版上に設置す

る。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設共通(基本設計方針) 

第 2 章 個別項目 

1． 成形施設 

成形施設は，原料粉末受入工程，粉末調整工程及び

ペレット加工工程で構成し，燃料加工建屋に収納す

る。 

燃料加工建屋の主要構造は，耐火建築物であり，堅

固な基礎版上に設置する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業(変更)許可申請書

(本文)第三号(ハ)項に

おいて，設工認の内容

は，以下の通り整合し

ている。 
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事業変更許可申請書(本文) 事業変更許可申請書(添付書類五) 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，燃料加工建屋の屋根，壁等は，漏水の

おそれのない構造とする。 

燃料加工建屋は，再処理施設からウラン・プ

ルトニウム混合酸化物を収納する混合酸化物貯

蔵容器を受け入れるため，地下 3階中 2階にお

いて貯蔵容器搬送用洞道を介して再処理施設の

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋とエ

キスパンションジョイントにより接続する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料加工建屋は，再処理施設からウラン・プルトニ

ウム混合酸化物を収納する混合酸化物貯蔵容器を受け

入れるため，地下 3階中 2階において貯蔵容器搬送用

洞道を介して再処理施設のウラン・プルトニウム混合

酸化物貯蔵建屋と接続する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，燃料加工建屋の屋根，壁等は，漏水のおそれ

のない構造とする。 

燃料加工建屋は，地下 3階中 2階において，貯蔵容

器搬送用洞道とエキスパンションジョイントにより接

続する設計とする。貯蔵容器搬送用洞道は，再処理施

設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋とエキ

スパンションジョイントにより接続する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設共通(基本設計方針) 

第 1 章 共通項目 

8．設備に対する要求 

8.1 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備 
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事業変更許可申請書(本文) 事業変更許可申請書(添付書類五) 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
(ハ)(1)-①このため，再処理施設のウラン・

プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵容器搬

送用洞道との接続に伴い，貯蔵容器搬送用洞道

及び燃料加工建屋の一部は，負圧管理の境界と

して再処理施設と共用する。 

共用の範囲には，再処理施設のウラン・プル

トニウム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵容器搬送用

洞道との境界に設置する扉(以下「再処理施設境

界の扉」という。)及び貯蔵容器搬送用洞道と燃

料加工建屋との境界に設置する扉(以下「加工施

設境界の扉」という。)を含む。(ハ)(1)-②貯蔵

容器搬送用洞道及び燃料加工建屋の一部は，共

用によって MOX 燃料加工施設の安全性を損なわ

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

(ハ)(1)-③また，洞道搬送台車は，再処理施

設と共用する。洞道搬送台車は，共用によって

MOX 燃料加工施設の安全性を損なわない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料加工建屋の主要な設備・機器の配置図を

第 5図に示し，燃料加工建屋部屋配置概要図を

第 6図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このため，再処理施設のウラン・プルトニウム混合

酸化物貯蔵建屋と貯蔵容器搬送用洞道との接続に伴

い，貯蔵容器搬送用洞道及び燃料加工建屋の一部は，

負圧管理の境界として再処理施設と共用する。 

 

共用の範囲には，再処理施設境界の扉及び MOX 燃料

加工施設境界の扉を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料加工建屋機器配置図を添 5第 34 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ハ)(1)-①貯蔵容器搬送用洞道及び燃料加工建屋の一

部は，負圧管理の境界として再処理施設と共用する。 

 

 

 

共用の範囲には，再処理施設のウラン・プルトニウ

ム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵容器搬送用洞道との境界

に設置する扉(以下「再処理施設境界の扉」という。)

及び貯蔵容器搬送用洞道と燃料加工建屋との境界に設

置する扉(以下「加工施設境界の扉」という。)を含

む。 

(ハ)(1)-②貯蔵容器搬送用洞道は，MOX 燃料加工施

設境界の扉開放時には，MOX 燃料加工施設の気体廃棄物

の廃棄設備により負圧に維持する設計とし，再処理施

設境界の扉開放時には，再処理施設の気体廃棄物の廃

棄施設により貯蔵容器搬送用洞道を負圧に維持する設

計とすること，また，MOX 燃料加工施設境界の扉及び再

処理施設境界の扉は，同時に開放しない設計とするこ

とで，共用によって MOX 燃料加工施設の安全性を損な

わない設計とする。 

 

(ハ)(1)-③洞道搬送台車は，再処理施設と共用す

る。共用の範囲には，洞道搬送台車の運転に必要な再

処理施設の貯蔵容器台車からの信号並びに再処理施設

の貯蔵容器台車の運転に必要な洞道搬送台車からの信

号を含む。洞道搬送台車は，共用による設備の仕様，

臨界安全設計，遮蔽設計及び閉じ込めの機能に変更が

ないこと並びに衝突防止のインターロックを設ける設

計とすることから MOX 燃料加工施設の安全性を損なわ

ない設計とする。  

なお，共用に係る負圧管理の境界は，燃料加工建屋

の一部，貯蔵容器搬送用洞道及び気体廃棄物の廃棄施

設により形成されるため，これらの設備を申請した際

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書(ハ)(1)-

①は，事業(変更)許可

申請書(本文)(ハ)(1)-

①と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書(ハ)(1)-

②は，事業(変更)許可

申請書(本文)(ハ)(1)-

②の内容を具体的に記

載しており整合してい

る。 

 

 

 

 

設工認申請書(ハ)(1)-

③は，事業(変更)許可

申請書(本文)(ハ)(1)-

③の内容を具体的に記

載しており整合してい

る。 
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事業変更許可申請書(本文) 事業変更許可申請書(添付書類五) 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
 

 

成形施設は，原料 MOX 粉末又は原料ウラン粉

末を受け入れ，所定の粉末調整，圧縮成形，焼

結，研削及び検査を行い，製品ペレットとする

施設である。また，各工程から発生する規格外

品等のスクラップ処理も併せて行う。 

原料粉末受入工程は，制御第 1室にて施設の

状態監視，運転操作及び工程停止操作を行える

設計とする。 

 

 

粉末調整工程は，制御第 1室，制御第 4室及

び現場監視第 1室にて施設の状態監視，運転操

作及び工程停止操作を行える設計とする。 

ペレット加工工程は，制御第 1室，制御第 3

室及び現場監視第 2室にて施設の状態監視，運

転操作及び工程停止操作を行える設計とする。 

 

 

 

(2) 主要な設備及び機器の種類及び個数 

① 原料粉末受入工程 

a．貯蔵容器受入設備 

(a) 洞道搬送台車(再処理施設と共用) 

ⅰ．設置場所 

貯蔵容器受入第 1室，貯蔵容器搬送用洞

道及び再処理施設のウラン・プルトニウム

混合酸化物貯蔵建屋 

ⅱ．個数 

1 台 

(b) 受渡天井クレーン 

ⅰ．設置場所 

貯蔵容器受入第 1室 

ⅱ．個数 

1 台 

(c) 受渡ピット 

ⅰ．設置場所 

貯蔵容器受入第 1室 

ⅱ．個数 

1 台 

(d) 保管室クレーン 

ⅰ．設置場所 

貯蔵容器受入第 1室 

ⅱ．個数 

1 台 

(e) 貯蔵容器検査装置 

ⅰ．設置場所 

貯蔵容器受入第 2室 

ⅱ．個数 

1 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設共通(基本設計方針) 

第 2 章 個別項目 

1． 成形施設 

成形施設は，原料 MOX 粉末又は原料ウラン粉末を受

け入れ，所定の粉末調整，圧縮成形，焼結，研削及び

検査を行い，製品ペレットとする構成とする。また，

各工程から発生する規格外品等のスクラップ処理も併

せて行う構成とする。 

原料粉末受入工程は，制御第 1室にて施設の状態監

視，運転操作及び工程停止操作を行える設計とする。  

 

 

粉末調整工程は，制御第 1室，制御第 4室及び現場

監視第 1室にて施設の状態監視，運転操作及び工程停

止操作を行える設計とする。 

ペレット加工工程は，制御第 1室，制御第 3室及び

現場監視第 2室にて施設の状態監視，運転操作及び工

程停止操作を行える設計とする。 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回の申請時に整合

性を示す。 
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事業変更許可申請書(本文) 事業変更許可申請書(添付書類五) 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
b．ウラン受入設備 

(a) ウラン粉末缶受払移載装置 

ⅰ．設置場所 

ウラン貯蔵室 

ⅱ．個数 

1 台 

(b) ウラン粉末缶受払搬送装置 

ⅰ．設置場所 

ウラン貯蔵室及びウラン粉末準備室 

ⅱ．個数 

1 台 

c．原料粉末受払設備 

(a) 外蓋着脱装置オープンポートボックス 

ⅰ．設置場所 

原料受払室 

ⅱ．個数 

1 基 

(b) 外蓋着脱装置 

ⅰ．設置場所 

原料受払室 

ⅱ．個数 

1 台 

(c) 貯蔵容器受払装置オープンポートボックス 

ⅰ．設置場所 

原料受払室 

ⅱ．個数 

1 基 

(d) 貯蔵容器受払装置 

ⅰ．設置場所 

原料受払室 

ⅱ．個数 

1 台 

(e) ウラン粉末払出装置オープンポートボック

ス 

ⅰ．設置場所 

ウラン粉末準備室 

ⅱ．個数 

1 基 

(f) ウラン粉末払出装置 

ⅰ．設置場所 

ウラン粉末準備室及び粉末調整第 4室 

ⅱ．個数 

1 台 

d．グローブボックス負圧・温度監視設備 

(a) 個数 

1 式 

原料粉末受入工程の主要な設備・機器の配置

図を第 5図に示す。 

② 粉末調整工程 

粉末調整工程のグローブボックス等について

は，「ロ．(ハ) 核燃料物質の閉じ込めに関す

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回の申請時に整合

性を示す。 
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事業変更許可申請書(本文) 事業変更許可申請書(添付書類五) 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
る構造」での非密封で放射性物質を取り扱うグ

ローブボックス等に対して講じるとした設計，

「ロ．(ニ) 火災及び爆発の防止に関する構

造」での MOX 粉末を取り扱うグローブボックス

に対して講じるとした設計を行うとともに，露

出した状態で MOX 粉末を取り扱うグローブボッ

クスは，重大事故の発生を想定する地震動に対

し，グローブボックスから工程室に多量の MOX

粉末が漏えいすることがないよう，グローブボ

ックスが倒壊しない，パネルの脱落が発生しな

い，また，グローブボックスに内装する機器が

倒壊しない設計とする。 

a．原料 MOX 粉末缶取出設備 

(a) 原料 MOX 粉末缶取出装置グローブボックス 

ⅰ．設置場所 

原料受払室及び粉末調整第 1室 

ⅱ．個数 

1 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

ⅴ．グローブボックス内で取り扱う MOX 質量

等(1 基あたり) 

MOX 質量：50 ㎏・MOX 

Pu 富化度：60% 

主に取り扱う容器：粉末缶 

(b) 原料 MOX 粉末缶取出装置 

ⅰ．設置場所 

原料受払室及び粉末調整第 1室 

ⅱ．個数 

1 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

b．一次混合設備 

(a) 原料 MOX 粉末秤量・分取装置グローブボッ

クス 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第 2室及び粉末調整第 3室 

ⅱ．個数 

2 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

ⅴ．グローブボックス内で取り扱う MOX 質量

等(1 基あたり) 

MOX 質量：60 ㎏・MOX 

Pu 富化度：60% 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回の申請時に整合

性を示す。 
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事業変更許可申請書(本文) 事業変更許可申請書(添付書類五) 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
主に取り扱う容器：粉末缶，J18 

(b) 原料 MOX 粉末秤量・分取装置 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第 2室及び粉末調整第 3室 

ⅱ．個数 

2 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

(c) ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置グロ

ーブボックス 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第 3室 

ⅱ．個数 

1 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

ⅴ．グローブボックス内で取り扱う MOX 質量

等(1 基あたり) 

MOX 質量： 258 ㎏・MOX 

Pu 富化度：18% 

主に取り扱う容器：J40，J60，J85，1 缶

バスケット，5缶バス

ケット 

(d) ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第 3室 

ⅱ．個数 

1 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

(e) 予備混合装置グローブボックス 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第 2室 

ⅱ．個数 

1 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

ⅴ．グローブボックス内で取り扱う MOX 質量

等(1 基あたり) 

MOX 質量：87 ㎏・MOX 

Pu 富化度：60% 

主に取り扱う容器：J18，J40，J60，1 缶

バスケット，5缶バス

ケット 

(f) 予備混合装置 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回の申請時に整合

性を示す。 
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事業変更許可申請書(本文) 事業変更許可申請書(添付書類五) 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
ⅰ．設置場所 

粉末調整第 2室 

ⅱ．個数 

1 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

ⅳ．火災源となる潤滑油を内包 潤滑油量：

3L 

(g) 一次混合装置グローブボックス 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第 6室及び粉末調整第 7室 

ⅱ．個数 

2 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

ⅴ．グローブボックス内で取り扱う MOX 質量

等(1 基あたり) 

MOX 質量：96 ㎏・MOX 

Pu 富化度：33% 

主に取り扱う容器：J60，1 缶バスケッ

ト，5缶バスケット 

(h) 一次混合装置 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第 6室及び粉末調整第 7室 

ⅱ．個数 

2 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

(i) 容器(J18，J40) 

ⅰ．個数 

1 式 

c．二次混合設備 

(a) 一次混合粉末秤量・分取装置グローブボッ

クス 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第 4室 

ⅱ．個数 

1 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

ⅴ．グローブボックス内で取り扱う MOX 質量

等(1 基あたり) 

MOX 質量：258 ㎏・MOX 

Pu 富化度：33% 

主に取り扱う容器：J60，J85，1缶バスケ

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回の申請時に整合

性を示す。 
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事業変更許可申請書(本文) 事業変更許可申請書(添付書類五) 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
ット，5缶バスケット 

(b) 一次混合粉末秤量・分取装置 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第 4室 

ⅱ．個数 

1 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

(c) ウラン粉末秤量・分取装置グローブボック

ス 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第 4室 

ⅱ．個数 

1 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

(d) ウラン粉末秤量・分取装置 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第 4室 

ⅱ．個数 

1 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

(e) 容器(U85) 

ⅰ．個数 

1 式 

(f) 均一化混合装置グローブボックス 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第 5室 

ⅱ．個数 

1 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

ⅴ．グローブボックス内で取り扱う MOX 質量

等(1 基あたり) 

MOX 質量：311 ㎏・MOX 

Pu 富化度：33% 

主に取り扱う容器：J85，1 缶バスケッ

ト，5缶バスケット 

(g) 均一化混合装置 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第 5室 

ⅱ．個数 

1 台 

ⅲ．主要な構成材 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回の申請時に整合
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事業変更許可申請書(本文) 事業変更許可申請書(添付書類五) 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
ステンレス鋼 

ⅳ．火災源となる潤滑油を内包 潤滑油量：

6L 

(h) 造粒装置グローブボックス 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第 5室 

ⅱ．個数 

1 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

ⅴ．グローブボックス内で取り扱う MOX 質量

等(1 基あたり) 

MOX 質量：128 ㎏・MOX 

Pu 富化度：18% 

主に取り扱う容器：J85，1 缶バスケッ

ト，5缶バスケット 

(i) 造粒装置 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第 5室 

ⅱ．個数 

1 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

ⅳ．火災源となる潤滑油を内包 潤滑油量：

1L，22L 

(j) 添加剤混合装置グローブボックス 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 1室 

ⅱ．個数 

2 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

ⅴ．グローブボックス内で取り扱う MOX 質量

等(1 基あたり) 

MOX 質量：208 ㎏・MOX 

Pu 富化度：18% 

主に取り扱う容器：J85，1 缶バスケッ

ト，5缶バスケット 

(k) 添加剤混合装置 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 1室 

ⅱ．個数 

2 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回の申請時に整合

性を示す。 
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事業変更許可申請書(本文) 事業変更許可申請書(添付書類五) 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
ⅳ．火災源となる潤滑油を内包 潤滑油量：

3L 

d．分析試料採取設備 

(a) 原料 MOX 分析試料採取装置グローブボック

ス 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第 2室 

ⅱ．個数 

1 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

ⅴ．グローブボックス内で取り扱う MOX 質量

等(1 基あたり) 

MOX 質量：32 ㎏・MOX 

Pu 富化度：60% 

主に取り扱う容器：粉末缶  

(b) 原料 MOX 分析試料採取装置 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第 2室 

ⅱ．個数 

1 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

(c) 分析試料採取・詰替装置グローブボックス 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第 4室 

ⅱ．個数 

1 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

ⅴ．グローブボックス内で取り扱う MOX 質量

等(1 基あたり) 

MOX 質量：213 ㎏・MOX 

Pu 富化度：33% 

主に取り扱う容器：J60，J85，1缶バスケ

ット，5缶バスケット 

(d) 分析試料採取・詰替装置 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第 4室 

ⅱ．個数 

1 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

e．スクラップ処理設備 

(a) 回収粉末処理・詰替装置グローブボックス 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回の申請時に整合

性を示す。 
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事業変更許可申請書(本文) 事業変更許可申請書(添付書類五) 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
ⅰ．設置場所 

粉末調整第 6室 

ⅱ．個数 

1 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

ⅴ．グローブボックス内で取り扱う MOX 質量

等(1 基あたり) 

MOX 質量：247 ㎏・MOX 

Pu 富化度：18% 

主に取り扱う容器：J60，J85，焼結ボー

ト，スクラップ焼結

ボート，ペレット保

管容器，規格外ペレ

ット保管容器，1缶バ

スケット，5缶バスケ

ット，9缶バスケット 

(b) 回収粉末処理・詰替装置 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第 6室 

ⅱ．個数 

1 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

(c) 回収粉末微粉砕装置グローブボックス 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第 1室 

ⅱ．個数 

1 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

ⅴ．グローブボックス内で取り扱う MOX 質量

等(1 基あたり) 

MOX 質量：96 ㎏・MOX 

Pu 富化度：33% 

主に取り扱う容器：J60，1 缶バスケッ

ト，5缶バスケット 

(d) 回収粉末微粉砕装置 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第 1室 

ⅱ．個数 

1 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

(e) 回収粉末処理・混合装置グローブボックス 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回の申請時に整合

性を示す。 
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事業変更許可申請書(本文) 事業変更許可申請書(添付書類五) 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
ⅰ．設置場所 

粉末調整第 7室 

ⅱ．個数 

1 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

ⅴ．グローブボックス内で取り扱う MOX 質量

等(1 基あたり) 

MOX 質量：186 ㎏・MOX 

Pu 富化度：33% 

主に取り扱う容器：J60，J85，1缶バスケ

ット，5缶バスケット 

(f) 回収粉末処理・混合装置 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第 7室 

ⅱ．個数 

1 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

ⅳ．火災源となる潤滑油を内包 潤滑油量：

3L 

(g) 再生スクラップ焙焼処理装置グローブボッ

クス 

ⅰ．設置場所 

スクラップ処理室 

ⅱ．個数 

1 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気 

ⅴ．グローブボックス内で取り扱う MOX 質量

等(1 基あたり) 

MOX 質量：38 ㎏・MOX 

Pu 富化度：60% 

主に取り扱う容器：原料 MOX ポット 

(h) 再生スクラップ焙焼処理装置 

ⅰ．設置場所 

スクラップ処理室 

ⅱ．個数 

1 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

(i) 再生スクラップ受払装置グローブボックス 

ⅰ．設置場所 

スクラップ処理室 

ⅱ．個数 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回の申請時に整合

性を示す。 
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事業変更許可申請書(本文) 事業変更許可申請書(添付書類五) 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
1基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

ⅴ．グローブボックス内で取り扱う MOX 質量

等(1 基あたり) 

MOX 質量：63 ㎏・MOX 

Pu 富化度：60% 

主に取り扱う容器：1缶バスケット，5缶

バスケット 

(j) 再生スクラップ受払装置 

ⅰ．設置場所 

スクラップ処理室 

ⅱ．個数 

1 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

(k) 容器移送装置グローブボックス 

ⅰ．設置場所 

スクラップ処理室及び分析第 3室 

ⅱ．個数 

6 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

(l) 容器移送装置 

ⅰ．設置場所 

スクラップ処理室及び分析第 3室 

ⅱ．個数 

6 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

f．粉末調整工程搬送設備 

(a) 原料粉末搬送装置グローブボックス 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第 1室，粉末調整第 2室及び粉

末調整第 3室 

ⅱ．個数 

9 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

(b) 原料粉末搬送装置 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第 1室，粉末調整第 2室及び粉

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回の申請時に整合

性を示す。 
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事業変更許可申請書(本文) 事業変更許可申請書(添付書類五) 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
末調整第 3室 

ⅱ．個数 

2 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

(c) 再生スクラップ搬送装置グローブボックス 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第 4室及びスクラップ処理室 

ⅱ．個数 

2 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

(d) 再生スクラップ搬送装置 

ⅰ．設置場所 

粉末調整第 4室及びスクラップ処理室 

ⅱ．個数 

1 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

(e) 添加剤混合粉末搬送装置グローブボックス 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 1室 

ⅱ．個数 

3 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

(f) 添加剤混合粉末搬送装置 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 1室 

ⅱ．個数 

1 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

(g) 調整粉末搬送装置グローブボックス 

ⅰ．設置場所 

粉末一時保管室，粉末調整第 1室，粉末

調整第 2室，粉末調整第 3室，粉末調整第 4

室，粉末調整第 5室，粉末調整第 6室，粉

末調整第 7室及びペレット加工第 1室 

ⅱ．個数 

14 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回の申請時に整合

性を示す。 
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事業変更許可申請書(本文) 事業変更許可申請書(添付書類五) 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
窒素雰囲気 

(h) 調整粉末搬送装置 

ⅰ．設置場所 

粉末一時保管室，粉末調整第 1室，粉末

調整第 2室，粉末調整第 3室，粉末調整第 4

室，粉末調整第 5室，粉末調整第 6室，粉

末調整第 7室及びペレット加工第 1室 

ⅱ．個数 

15 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

g．グローブボックス負圧・温度監視設備 

(a) 個数 

1式 

粉末調整工程の主要な設備・機器の配置図を

第5図に示す。 

③ ペレット加工工程 

ペレット加工工程のグローブボックス等につ

いては，「ロ．(ハ) 核燃料物質の閉じ込めに

関する構造」での非密封で放射性物質を取り扱

うグローブボックス等に対して講じるとした設

計，「ロ．(ニ) 火災及び爆発の防止に関する

構造」での MOX 粉末を取り扱うグローブボック

スに対して講じるとした設計を行うとともに，

露出した状態で MOX 粉末を取り扱うグローブボ

ックスは，重大事故の発生を想定する地震動に

対し，グローブボックスから工程室に多量の MOX

粉末が漏えいすることがないよう，グローブボ

ックスが倒壊しない，パネルの脱落が発生しな

い，また，グローブボックスに内装する機器が

倒壊しない設計とする。 

a．圧縮成形設備 

(a) プレス装置(粉末取扱部)グローブボックス 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 1室 

ⅱ．個数 

2 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

ⅴ．グローブボックス内で取り扱う MOX 質量

等(1 基あたり)(注 1) 

MOX 質量：245 ㎏・MOX 

Pu 富化度：18% 

主に取り扱う容器：J85，焼結ボート，ス

クラップ焼結ボート，

1缶バスケット，5缶

バスケット 

(注 1)グローブボックス内で取り扱う MOX

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回の申請時に整合

性を示す。 
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事業変更許可申請書(本文) 事業変更許可申請書(添付書類五) 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
質量等は，プレス装置(プレス

部)グローブボックス及びグリ-

ンペレット積込装置グローブボ

ックスの合計値として設定す

る。 

(b) プレス装置(粉末取扱部) 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 1室 

ⅱ．個数 

2 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

(c) プレス装置(プレス部)グローブボックス 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 1室 

ⅱ．個数 

2 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

ⅴ．グローブボックス内で取り扱う MOX 質量

等(1 基あたり)(注 1) 

MOX 質量：245 ㎏・MOX 

Pu 富化度：18% 

主に取り扱う容器：J85，焼結ボート，ス

クラップ焼結ボート，

1缶バスケット，5缶

バスケット 

(注 1)グローブボックス内で取り扱う MOX

質量等は，プレス装置(粉末取扱

部)グローブボックス及びグリ-

ンペレット積込装置グローブボ

ックスの合計値として設定す

る。 

(d) プレス装置(プレス部) 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 1室 

ⅱ．個数 

2 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

ⅳ．火災源となる潤滑油を内包 潤滑油量：

2.2L 

(e) 空焼結ボート取扱装置グローブボックス 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 1室 

ⅱ．個数 

1 基 

ⅲ．主要な構成材 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回の申請時に整合

性を示す。 
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事業変更許可申請書(本文) 事業変更許可申請書(添付書類五) 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

ⅴ．グローブボックス内で取り扱う MOX 質量

等(1 基あたり) 

MOX 質量：36 ㎏・MOX 

Pu 富化度：18% 

主に取り扱う容器：スクラップ焼結ボー

ト 

(f) 空焼結ボート取扱装置 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 1室 

ⅱ．個数 

1 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

(g) グリ-ンペレット積込装置グローブボック

ス 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 1室 

ⅱ．個数 

2 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

ⅴ．グローブボックス内で取り扱う MOX 質量

等(1 基あたり)(注 1) 

MOX 質量：245 ㎏・MOX 

Pu 富化度：18% 

主に取り扱う容器：J85，焼結ボート，ス

クラップ焼結ボート，

1缶バスケット，5缶

バスケット 

(注 1)グローブボックス内で取り扱う MOX

質量等は，プレス装置(粉末取扱

部)グローブボックス及びプレス

装置(プレス部)グローブボック

スの合計値として設定する。 

(h) グリ-ンペレット積込装置 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 1室 

ⅱ．個数 

2 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

b．焼結設備 

(a) 焼結ボート供給装置グローブボックス 

ⅰ．設置場所 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回の申請時に整合

性を示す。 
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事業変更許可申請書(本文) 事業変更許可申請書(添付書類五) 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
ペレット加工第 2室 

ⅱ．個数 

3 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

ⅴ．グローブボックス内で取り扱う MOX 質量

等(1 基あたり)(注 1) 

MOX 質量：411 ㎏・MOX 

Pu 富化度：18% 

主に取り扱う容器：焼結ボート，スクラ

ップ焼結ボート，先

行試験ボート 

(注 1)グローブボックス内で取り扱う MOX

質量等は，焼結炉及び焼結ボー

ト取出装置グローブボックスの

合計値として設定する。 

(b) 焼結ボート供給装置 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 2室 

ⅱ．個数 

3 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

(c) 焼結炉 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 2室 

ⅱ．個数 

3 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

ⅳ．グローブボックス内で取り扱う MOX 質量

等(1 基あたり)(注 1) 

MOX 質量：411 ㎏・MOX 

Pu 富化度：18% 

主に取り扱う容器：焼結ボート，スクラ

ップ焼結ボート，先

行試験ボート 

(注 1)焼結炉内で取り扱う MOX 粉末等は，

焼結ボート供給装置グローブボ

ックス及び焼結ボート取出装置

グローブボックスの合計値とし

て設定する。 

(d) 焼結ボート取出装置グローブボックス 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 2室 

ⅱ．個数 

3 基 

ⅲ．主要な構成材 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回の申請時に整合

性を示す。 
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事業変更許可申請書(本文) 事業変更許可申請書(添付書類五) 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

ⅴ．グローブボックス内で取り扱う MOX 質量

等(1 基あたり)(注 1) 

MOX 質量：411 ㎏・MOX 

Pu 富化度：18% 

主に取り扱う容器：焼結ボート，スクラ

ップ焼結ボート，先

行試験ボート 

(注 1)グローブボックス内で取り扱う MOX

質量等は，焼結ボート供給装置

グローブボックス及び焼結炉の

合計値として設定する。 

(e) 焼結ボート取出装置 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 2室 

ⅱ．個数 

3 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

(f) 排ガス処理装置グローブボックス(上部) 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 2室 

ⅱ．個数 

3 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気 

(g) 排ガス処理装置グローブボックス(下部) 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 2室 

ⅱ．個数 

3 基 

(h) 排ガス処理装置 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 2室 

ⅱ．個数 

3 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

c．研削設備 

(a) 焼結ペレット供給装置グローブボックス 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 3室 

ⅱ．個数 

2 基 

ⅲ．主要な構成材 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回の申請時に整合

性を示す。 
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事業変更許可申請書(本文) 事業変更許可申請書(添付書類五) 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気 

ⅴ．グローブボックス内で取り扱う MOX 質量

等(1 基あたり)(注 1) 

MOX 質量：301 ㎏・MOX 

Pu 富化度：18% 

主に取り扱う容器：焼結ボート，規格外

ペレット保管容器，

ペレット保管容器，9

缶バスケット 

(注 1)グローブボックス内で取り扱う MOX

質量等は，研削装置グローブボ

ックス，研削粉回収装置グロー

ブボックス及びペレット検査設

備グローブボックスの合計値と

して設定する。 

(b) 焼結ペレット供給装置 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 3室 

ⅱ．個数 

2 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

(c) 研削装置グローブボックス 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 3室 

ⅱ．個数 

2 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気 

ⅴ．グローブボックス内で取り扱う MOX 質量

等(1 基あたり)(注 1) 

MOX 質量：301 ㎏・MOX 

Pu 富化度：18% 

主に取り扱う容器：焼結ボート，規格外

ペレット保管容器，

ペレット保管容器，9

缶バスケット 

(注 1)グローブボックス内で取り扱う MOX

質量等は，焼結ペレット供給装

置グローブボックス，研削粉回

収装置グローブボックス及びペ

レット検査設備グローブボック

スの合計値として設定する。 

(d) 研削装置 

ⅰ．設置場所 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回の申請時に整合

性を示す。 
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事業変更許可申請書(本文) 事業変更許可申請書(添付書類五) 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
ペレット加工第 3室 

ⅱ．個数 

2 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼及び鋼材 

(e) 研削粉回収装置グローブボックス 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 3室 

ⅱ．個数 

2 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気 

ⅴ．グローブボックス内で取り扱う MOX 質量

等(1 基あたり)(注 1) 

MOX 質量：301 ㎏・MOX 

Pu 富化度：18% 

主に取り扱う容器：焼結ボート，規格外

ペレット保管容器，

ペレット保管容器，9

缶バスケット 

(注 1)グローブボックス内で取り扱う MOX

質量等は，焼結ペレット供給装

置グローブボックス，研削装置

グローブボックス及びペレット

検査設備グローブボックスの合

計値として設定する。 

(f) 研削粉回収装置 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 3室 

ⅱ．個数 

2 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

d．ペレット検査設備 

(a) ペレット検査設備グローブボックス 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 3室 

ⅱ．個数 

2 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気 

ⅴ．グローブボックス内で取り扱う MOX 質量

等(1 基あたり)(注 1) 

MOX 質量：301 ㎏・MOX 

Pu 富化度：18% 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回の申請時に整合

性を示す。 
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事業変更許可申請書(本文) 事業変更許可申請書(添付書類五) 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
主に取り扱う容器：焼結ボート，規格外

ペレット保管容器，

ペレット保管容器，9

缶バスケット 

(注 1)グローブボックス内で取り扱う MOX

質量等は，焼結ペレット供給装

置グローブボックス，研削装置

グローブボックス及び研削粉回

収装置グローブボックスの合計

値として設定する。 

(b) 外観検査装置 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 3 室 

ⅱ．個数 

2 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

(c) 寸法・形状・密度検査装置 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 3 室 

ⅱ．個数 

2 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

(d) 仕上がりペレット収容装置 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 3 室 

ⅱ．個数 

2 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

(e) ペレット立会検査装置グローブボックス 

ⅰ．設置場所 

ペレット立会室 

ⅱ．個数 

1 基 

(f) ペレット立会検査装置 

ⅰ．設置場所 

ペレット立会室 

ⅱ．個数 

1 台 

e．ペレット加工工程搬送設備 

(a) 焼結ボート搬送装置グローブボックス 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 1 室，ペレット加工第 2

室，ペレット加工第 3 室，ペレット加工第 4

室，粉末調整第 6 室，ペレット一時保管室

及び分析第 3 室 

ⅱ．個数 

53 基 

ⅲ．主要な構成材 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回の申請時に整合

性を示す。 
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事業変更許可申請書(本文) 事業変更許可申請書(添付書類五) 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気又は窒素雰囲気 

(b) 焼結ボート搬送装置 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 1室，ペレット加工第 2

室，ペレット加工第 3室，ペレット加工第 4

室，粉末調整第 6室，ペレット一時保管室

及び分析第 3室 

ⅱ．個数 

10 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

(c) ペレット保管容器搬送装置グローブボック

ス 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 3室，ペレット加工第 4

室，点検第 3室，点検第 4室及び燃料棒加

工第 1室 

ⅱ．個数 

14 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気又は窒素雰囲気 

(d) ペレット保管容器搬送装置 

ⅰ．設置場所 

ペレット加工第 3室，ペレット加工第 4

室，点検第 3室，点検第 4室及び燃料棒加

工第 1室 

ⅱ．個数 

2 台 

ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

(e) 回収粉末容器搬送装置グローブボックス 

ⅰ．設置場所 

点検第 3室及び粉末調整第 6室 

ⅱ．個数 

3 基 

ⅲ．主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ⅳ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

(f) 回収粉末容器搬送装置 

ⅰ．設置場所 

点検第 3室及び粉末調整第 6室 

ⅱ．個数 

1 台 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回の申請時に整合

性を示す。 
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事業変更許可申請書(本文) 事業変更許可申請書(添付書類五) 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
ⅲ．主要な構成材 

ステンレス鋼 

f．グローブボックス負圧・温度監視設備 

(a) 個数 

1 式 

ペレット加工工程の主要な設備・機器の配置

図を第 5図に示す。 

(3) 処理する核燃料物質の種類及び 大処理能力 

① 核燃料物質の種類 

a．MOX 

プルトニウム富化度(注 1)  60%以下 

プルトニウム中のプルトニウム-240 含有率
(注 2)  17%以上 

ウラン中のウラン-235 含有率(注 2)      

1.6%以下 

(注 1) プルトニウム富化度(%) 

＝(プルトニウム質量／(プルトニウ

ム質量＋ウラン質量)) 

×100 以下同じ。 

(注 2) 質量百分率を示す。以下同じ。 

b．ウラン酸化物(注 1) 

ウラン中のウラン-235 含有率  天然ウラ

ン中の含有率以下 

(注 1) 再処理により得られたウランは用い

ない。以下同じ。 

② 大処理能力 

155t･HM／年 

(t･HM は金属ウランと金属プルトニウムの換算

質量の合計を表す。以下同じ。) 

(4) 主要な核的及び熱的制限値 

① 核的制限値 

a．単一ユニット 

成形施設の臨界管理のために，核燃料物

質取扱い上の一つの単位となる単一ユニッ

トを設定する。単一ユニットの核的制限値

は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕

度ある条件を設定し，十分信頼性のある計

算コ-ドを使用して，中性子実効増倍率が

0.95以下となるように体数又は質量を設定

する。 

各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量

は下表の核的制限値以下となるようにす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 4  大処理能力 

(1)成形施設の 大処理能力は，155t･HM/年 

(t･HM は金属ウランと金属プルトニウムの換算質量の合

計を表す。以下同じ。)とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回の申請時に整合

性を示す。 
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注1 核分裂性プルトニウム富化度(%) 

＝((プルトニウム-239質量＋プルト

ニウム-241質量)／(プルトニウム

質量＋ウラン質量))×100 以下同

じ。 

注2 含水率(%)＝(水分質量／(MOX質量＋水

分質量))×100 以

下同じ。 

注3 Pu＊は，プルトニウム-239，プルトニ

ウム-241及びウラン-235の総称と

し，kg･Pu＊は，その合計質量とす

る。以下同じ。 

注4 二重装荷を考慮する場合は2分の1とす

る。 

b．複数ユニット 

複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の

形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分

信頼性のある計算コ-ドで中性子実効増倍率

が0.95以下となるように単一ユニットの配

置等を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回の申請時に整合

性を示す。 
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② 熱的制限値 

核燃料物質を加熱する設備の熱的制限値を以

下のとおり設定する。 
 
 
 
 
 
 

  

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回の申請時に整合

性を示す。 
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ト．その他加工設備の附属施設の構造及び設備 

(イ) 非常用設備の種類 

(１) 火災防護設備 

① 構造 

ａ．安全機能を有する施設に対する火災防護設備及び

重大事故等対処施設に対する火災防護設備 

ト.(イ)(１)①a.-1 火災防護設備は，安全機能を有す

る施設に対する火災防護設備及び重大事故等対処施設

に対する火災防護設備で構成する。 

 

 

 

ト.(イ)(１)①a.-1 安全機能を有する施設を火災から

防護するための火災防護設備は，火災発生防止設備，

火災感知設備，消火設備及び火災影響軽減設備で構成

する。 

 

 

ト.(イ)(１)①a.-1 また，重大事故等対処施設を火災

から防護するための火災防護設備は，火災発生防止設

備，火災感知設備及び消火設備で構成する。 

 

 

 

 

ト.(イ)(１)①a.-2 火災感知設備は，固有の信号を発

するアナログ式の煙感知器及びアナログ式の熱感知器

を組み合わせて設置することを基本とするが，各火災

区域又は火災区画における放射線，取付面高さ，温

度，湿度，空気流等の環境条件や火災の性質を考慮

し，上記の設置が適切でない場合においては，非アナ

ログ式の火災感知器の中から２つの異なる種類の感知

器を設置する。 

 

 

 

 

 

ト.(イ)(１)①a.-3 また，中央監視室で常時監視可能

な火災受信機を設置する。 

 

 

 

 

 

ト.(イ)(１)①a.-4 グローブボックス内に設置する火

災感知設備は，火災源の位置等を考慮した上で，早期

感知ができ，また，動作原理の異なる２種類の熱感知

器を組み合わせて設置する。 

 

 

ト．その他の加工設備の附属施設 

(イ)非常用設備 

(１) 火災防護設備 

 

 

 

火災防護設備は，安全機能を有する施設に対する火

災防護設備及び重大事故等対処施設に対する火災防護

設備で構成する。 

 

① 安全機能を有する施設に対する火災防護設備 

ａ．概要 

ＭＯＸ燃料加工施設内の火災区域及び火災区画に設

置する安全機能を有する施設を火災及び爆発から防護

することを目的として，火災及び爆発の発生防止，火

災の早期感知及び消火並びに火災及び爆発の影響軽減

のそれぞれを考慮した火災防護対策を講ずる。 

 

＜中略＞ 

 

 

ｂ．設計方針 

(ｂ) 火災の感知及び消火 

＜中略＞ 

火災感知設備は，安重機能を有する機器等及び放射

性物質貯蔵等の機器等を設置する火災区域又は火災区

画に，固有の信号を発する異なる種類の火災感知器を

組み合わせて設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 個別項目 

 

7.1  火災防護設備の基本設計方針 

 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

ト.(イ)(１)①a.-1 火災防護設備は，安全機能

を有する施設に対する火災防護設備で構成し，火

災発生防止設備，火災感知設備，消火設備，火災

影響軽減設備を設置する。 

 

 

ト.(イ)(１)①a.-1 また，重大事故等対処施設

に対する火災防護設備は，火災発生防止設備，火

災感知設備，消火設備で構成する。 

 

 

 

(1) 火災感知設備 

ト.(イ)(１)①a.-2 火災防護上重要な機器等を

設置する火災区域又は火災区画の火災感知器の型

式は，放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流

等の環境条件及び予想される火災の性質を考慮し

て選定するとともに，火災を早期に感知できるよ

う固有の信号を発する異なる種類の火災感知器と

して、煙感知器（アナログ式）及び熱感知器（ア

ナログ式）を組み合わせて設計とする。 

ただし，放射線の影響を考慮する場所に設置す

る火災感知器については，非アナログ式とする。 

＜中略＞ 

 

ト.(イ)(１)①a.-3 火災感知設備は，中央監視

室に設置する受信機に火災信号を表示するととも

に警報を発することで，適切に監視できる設計及

び火災感知器の設置場所を 1つずつ特定できるこ

とにより，火災の発生場所を特定できる設計とす

る。 

 

 

ト.(イ)(１)①a.-4 グローブボックス内は，主

要な工程で核燃料物質を非密封で取り扱うという

特徴があり，ＭＯＸ粉末やレーザ光による誤作動

や内装機器及び架台が障壁となることにより，煙

感知器及び炎感知器並びにサーモカメラでは火災

を感知できないおそれがあることから，火災源の

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ト.(イ)(１)①a.-1 は，

事業変更許可申請書(本

文)のト.(イ)(１)①a.-

1 と同義であり，整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ト.(イ)(１)①a.-2 は，

事業変更許可申請書(本

文)のト.(イ)(１)①a.-

2 を具体的に記載してお

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ト.(イ)(１)①a.-3 は，

事業変更許可申請書(本

文)のト.(イ)(１)①a.-

3 を具体的に記載してお

り整合している。 

 

 

設工認申請書における

ト.(イ)(１)①a.-4 は，

事業変更許可申請書(本

文)のト.(イ)(１)①a.-

4 を具体的に記載してお
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ト.(イ)(１)①a.-5 また，中央監視室で常時監視可能

な監視制御盤を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト.(イ)(１)①a.-6 消火設備は，破損，誤作動又は誤

操作により，安全上重要な施設の安全機能及びグロー

ブボックスの閉じ込め機能を損なわない設計とし， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト.(イ)(１)①a.-8 火災発生時の煙の充満又は放射線

の影響により消火活動が困難である火災区域又は火災

区画であるかを考慮し，固定式のガス消火装置等を設

置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火設備は，破損，誤作動又は誤操作により，安全

上重要な施設の安全機能及び放射性物質の貯蔵又は閉

じ込め機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，ＭＯＸ燃料加工施設では，臨界管理の観点か

ら可能な限り水を排除する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位置等を考慮した上で，早期感知ができ，また，

動作原理の異なる２種類の熱感知器を組み合わせ

て設置する設計とする。 

 

＜中略＞ 

ト.(イ)(１)①a.-5 火災感知設備は，中央監視

室に設置する受信機に火災信号を表示するととも

に警報を発することで，適切に監視できる設計及

び火災感知器の設置場所を 1つずつ特定できるこ

とにより，火災の発生場所を特定できる設計とす

る。 

 

 

(2) 消火設備 

＜中略＞ 

ト.(イ)(１)①a.-6 消火設備の破損，誤作動又

は誤操作が発生した場合のほか，火災感知設備の

破損，誤作動又は誤操作が起きたことにより消火

設備が作動した場合においても，火災防護上重要

な機器等の安全機能を損なわないよう，安全上重

要な施設のグローブボックス内で発生する火災に

対しては，臨界管理の観点から，ガス系又は粉末

系の消火剤を使用する設計とし，グローブボック

ス内への消火剤放出に伴う圧力上昇によるグロー

ブボックスの閉じ込め機能を損なわない設計，非

常用発電機は，二酸化炭素消火装置の破損，誤作

動又は誤操作により流出する二酸化炭素の影響

で，運転中の非常用発電機が給気不足を引き起こ

さないように，外気より給気を行う設計，電気絶

縁性が大きい固定式のガス消火装置(不活性ガス消

火装置)を設置することにより，設備の破損，誤作

動又は誤操作により消火剤が放出されても，電気

及び機械設備に影響を与えない設計とする。 

 

ト.(イ)(１)①a.-8 工程室及びグローブボック

スについては，臨界管理の観点からガスによる消

火を行う。また，火災の影響を受けるおそれのあ

る火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施

設を設置する火災区域又は火災区画のうち，煙又

は放射線の影響により消火困難となる箇所(危険物

の規制に関する政令に規定される著しく消火困難

な製造所等に該当する場所の多量の可燃性物質を

取り扱う火災区域又は火災区画)，可燃性物質を取

り扱い構造上消火困難となる火災区域又は火災区

画(中央監視室等の床下及び再処理施設と共用する

緊急時対策建屋の対策本部室の床下等)及び安全上

重要な電気品室となる火災区域又は火災区画につ

いては，自動又は現場での手動操作による固定式

消火設備を設置することにより，消火活動を可能

とする設計とする。 

 

り整合している。 

 

 

 

 

設工認申請書における

ト.(イ)(１)①a.-5 は，

事業変更許可申請書(本

文)のト.(イ)(１)①a.-

5 を具体的に記載してお

り整合している。 

 

 

 

設工認申請書における

ト.(イ)(１)①a.-6 は，

事業変更許可申請書

（本文）のト.(イ)(１)

①a.-6 を具体的に記載

しており整合してい

る。 

 

設工認申請書における

ト.(イ)(１)①a.-7 は，

事業変更許可申請書

（本文）のト.(イ)(１)

①a.-7 と同義であり整

合している。 

以下、同じものを火災 1

とし省略する。 

 

 

 

設工認申請書における

ト.(イ)(１)①a.-8 は，

事業変更許可申請書

（本文）のト.(イ)(１)

①a.-8 を具体的に記載

しており整合してい

る。 
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消火設備のうち，消火用水を供給するト.(イ)(１)①

a.-9 消火水供給設備は，再処理施設及び廃棄物管理施

設と共用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト.(イ)(１)①a.-10 また，ＭＯＸ燃料加工施設境界

の扉については，火災区域設定のため，火災影響軽減

設備とする設計とし，再処理施設と共用する。 

 

ト.(イ)(１)①a.-10 再処理施設と共用する火災防護

設備は，共用によってＭＯＸ燃料加工施設の安全性を

損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

ト.(イ)(１)①a.-11 火災及び爆発の影響軽減の機能

を有するものとして，火災 1 安重機能を有する機器等

及び放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火災区域又

は火災区画及び隣接する火災区域又は火災区画の火災

及び爆発による影響を軽減するため，火災耐久試験で

確認した３時間以上の耐火能力を有する耐火壁又は１

時間以上の耐火能力を有する隔壁等を設置する。 

 

 

 

 

 

 

ｂ．重大事故等対処設備 

 

＜中略＞ 

 

 

(ｄ) 消火用水貯槽に貯留している消火用水を供給

する消火水供給設備は，再処理施設及び廃棄物管理施

設と共用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，ＭＯＸ燃料加工施設とウラン・プルトニウム

混合酸化物貯蔵施設の境界の扉については，火災区域

設定のため，火災影響軽減設備とする設計とし，再処

理施設と共用する。 

火災影響軽減設備は，ＭＯＸ燃料加工施設における

火災又は爆発の発生を想定しても，影響を軽減できる

よう十分な耐火能力を有する設計とすることで，共用

によって再処理施設の安全性を損なわない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

(ｃ) 火災及び爆発の影響軽減 

火災及び爆発並びに隣接する火災区域又は火災区画にお

ける火災及び爆発による影響に対し，火災及び爆発の影

響軽減対策を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 重大事故等対処設備 

 

＜中略＞ 

＜中略＞ 

7.1.4 設備の共用 

消火設備のうち，消火用水を供給する

ト.(イ)(１)①a.-9 電動機駆動消火ポンプ，ディ

ーゼル駆動消火ポンプ，圧力調整用消火ポンプ，

消火用水貯槽及びろ過水貯槽は，再処理施設及び

廃棄物管理施設と共用するが，再処理施設又は廃

棄物管理施設へ消火水を供給した場合においても

ＭＯＸ燃料加工施設で必要な容量を確保する設計

とし，消火水供給設備においては，故障その他の

異常が発生した場合でも，消火用水の供給が停止

した場合でも，安重機能を有する機器等を設置す

る火災区域に対して消火水を用いない消火手段を

設けること，燃料加工建屋及び周辺部の火災につ

いては，外部火災影響評価で外部火災防護対象施

設の安全機能を損なわない設計とすることで，共

用によってＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損なわ

ない設計とする。 

 

ト.(イ)(１)①a.-10 また，ＭＯＸ燃料加工施設

とウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵施設の境

界の扉(再処理施設と共用，ＭＯＸ燃料加工施設に

設置)については，火災区域設定のため，火災影響

軽減設備として十分な耐火能力を有する設計とす

ることで，共用によってＭＯＸ燃料加工施設の安

全性を損なわない設計とする。 

 

 

 

7.1.3  火災及び爆発の影響軽減 

(1) 火災及び爆発の影響軽減対策 

a. 火災防護上の系統分離対策 

＜中略＞ 

 

ト.(イ)(１)①a.-11 火災及び爆発の影響軽減対

策が必要な火災 1 火災防護上重要な機器等を設置

する火災区域は，3時間以上の耐火能力を有する

耐火壁(耐火隔壁，耐火シール，防火扉，延焼防止

ダンパ等)として，3時間耐火に設計上必要な

150mm 以上の壁厚を有するコンクリート壁や火災

耐久試験により 3時間以上の耐火能力を有する耐

火壁，天井及び床により隣接する他の火災区域と

分離するとともに，ファンネルには，他の火災区

域又は火災区画からの煙の流入防止を目的とし

て，煙等流入防止装置を設置する設計とする。 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

設工認申請書における

ト.(イ)(１)①a.-9 は，

事業変更許可申請書

（本文）のト.(イ)(１)

①a.-9 と同義であり整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ト.(イ)(１)①a.-10

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ト.(イ)(１)①a.10 と同

義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書における

ト.(イ)(１)①a.-11

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ト.(イ)(１)①a.-11 を

具体的に記載しており

整合している。 

 

 

 

 

 

 

後次回の申請時に適合

性を示す。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
⑤ 安全避難通路等 

ＭＯＸ燃料加工施設には，その位置を明確かつ恒久的に

表示することにより容易に識別できる安全避難通路及び

照明用の電源が喪失した場合においてもその機能を損な

わない照明設備の避難・誘導設備を設ける設計とする。

設計基準事故が発生した場合において，昼夜及び場所を

問わず，ＭＯＸ燃料加工施設内で事故対策のための作業

が可能となるよう，避難・誘導設備とは別に作業用の照

明を設ける設計とする。設計基準事故に対処するため

に，中央監視室，制御第１室及び制御第４室（以下「中

央監視室等」という。）には，作業用の照明として運転

保安灯を設ける設計とする。中央監視室の運転保安灯

は，外部からの電源が喪失した場合においてもその機能

を損なわないように，非常用所内電源設備の非常用母線

に接続し，非常用発電機又は非常用無停電電源装置から

電力を供給できる設計とし，制御第１室及び制御第４室

の運転保安灯は，非常用所内電源設備の非常用母線に接

続し，非常用発電機又は内蔵する蓄電池から電力を供給

できる設計とすることにより，外部からの電源が喪失し

た場合においても連続して点灯することが可能な設計と

する。また，現場作業の緊急性との関連において，ＬＥ

Ｄヘッドランプ及びＬＥＤ充電式ライト等（以下「可搬

型照明」という。）の準備に時間的猶予がある場合に

は，可搬型照明を活用する。これらの設計においては，

設計基準において想定する事故に対して，ＭＯＸ燃料加

工施設の安全機能が損なわれない（安全機能を有する施

設が安全機能を損なわない。）ために必要な重大事故等

対処施設，設備等への措置を含める。 

適合のための設計方針 

第１項第一号について 

ＭＯＸ燃料加工施設の建屋内には，安全避難通路を設

ける設計とする。また，安全避難通路には，必要に応じ

て，単純，明確，永続性のある標識並びに非常用照明及

び誘導灯を設け，その位置を明確かつ恒久的に表示する

ことにより容易に識別できる設計とする。 

 

基本設計方針 共通項目 

9.2 安全避難通路等 

ＭＯＸ燃料加工施設には，人の立ち入る区域から出口

までの通路，階段及び踊り場を安全避難通路として設定

し，その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容

易に識別できる安全避難通路及び照明用の電源が喪失し

た場合においてもその機能を損なわないよう蓄電池を内

蔵した照明設備の避難・誘導設備を設ける設計とする。 

設計基準事故が発生した場合において，昼夜及び場所

を問わず，ＭＯＸ燃料加工施設で事故対策のための作業

が可能となるよう，避難・誘導設備とは別に作業用の照

明を設ける設計とする。設計基準事故に対処するため

に，中央監視室，制御第１室及び制御第４室（以下「中

央監視室等」という。）には，作業用の照明として運転

保安灯を設ける設計とする。中央監視室の運転保安灯

は，外部からの電源が喪失した場合においてもその機能

を損なわないように，非常用所内電源設備の非常用母線

に接続し，非常用発電機又は非常用無停電電源装置から

電力を供給できる設計とし，制御第１室及び制御第４室

の運転保安灯は，非常用所内電源設備の非常用母線に接

続し，非常用発電機又は内蔵する蓄電池から電力を供給

できる設計とすることにより，外部からの電源が喪失し

た場合においても連続して点灯することが可能な設計と

する。また，現場作業の緊急性との関連において，ＬＥ

Ｄヘッドランプ及びＬＥＤ充電式ライト等（以下「可搬

型照明」という。）の準備に時間的猶予がある場合に

は，可搬型照明を活用する。これらの設計においては，

設計基準において想定する事故に対して，ＭＯＸ燃料加

工施設の安全機能が損なわれない（安全機能を有する施

設が安全機能を損なわない。）ために必要な重大事故等

対処施設，設備等への措置を含める。 

設工認の記載は、変更許

可申請書（本文）と同義

であり整合している。 

 

下線部以外は今回の申請

対象範囲外のため、後次

回の申請時に整合性を示

す。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

(ニ) その他の主要な事項 

前記「ハ．加工設備本体の構造及び設備」から

「ト．その他加工設備の附属施設の構造及び設

備」に掲げる施設に係る溢水防護設備，冷却水設

備，給排水衛生設備，空調用冷水設備，空調用蒸

気設備，燃料油供給設備，窒素循環用冷却水設

備，窒素ガス設備，水素・アルゴン混合ガス設

備，アルゴンガス設備，水素ガス設備，非管理区

域換気空調設備，荷役設備及び選別・保管設備の

構造を以下に示す。 

なお，ＭＯＸ燃料加工施設の主要な設備のほ

か，ＭＯＸ燃料加工施設を操業するために必要な

設備・機器として，ヘリウムガス設備，酸素ガス

設備，圧縮空気供給設備等を設ける。 

 

(１) 溢水防護設備 

安全機能を有する施設は，ＭＯＸ燃料加工施

設内における溢水が発生した場合においても，

安全機能を損なわない設計とする。 

 

そのために，ＭＯＸ燃料加工施設内に設置さ

れた機器及び配管の破損（地震起因を含む。）

による溢水，ＭＯＸ燃料加工施設内で生ずる異

常状態（火災を含む。）の拡大防止のために設

置される系統からの放水による溢水が発生した

場合においても，ＭＯＸ燃料加工施設内におけ

る防水扉及び水密扉，堰，遮断弁等により溢水

防護対象設備が安全機能を損なわない設計とす

る。 

 

(ニ) その他の主要な事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 溢水防護設備 

安全機能を有する施設は，ＭＯＸ燃料加工施

設内における溢水が発生した場合においても，

安全機能を損なわない設計とする。 

 

そのために，ＭＯＸ燃料加工施設内に設置さ

れた機器及び配管の破損（地震起因を含む。）

による溢水，ＭＯＸ燃料加工施設内で生ずる異

常状態（火災を含む。）の拡大防止のために設

置される系統からの放水による溢水が発生した

場合においても，ＭＯＸ燃料加工施設内におけ

る防水扉及び水密扉，堰，遮断弁等により溢水

防護対象設備が安全機能を損なわない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

施設共通（基本設計方針） 

第 1章 共通項目 

6. 加工施設内における溢水による損傷の防止 

 

 

 

 

 

 

6.1   溢水防護に関する基本設計方針 

安全機能を有する施設が，ＭＯＸ燃料加工施設

内における溢水が発生した場合においても，その

安全性を確保するために，溢水に対して安全機能

を損なわない方針とする。 

そのために，溢水防護に係る設計時にMOX燃料加

工施設内において発生が想定される溢水の影響を

評価(以下「溢水評価」という。)し，MOX燃料加工

施設内における溢水が発生した場合においても，

安全評価上機能を期待する安全上重要な機能を有

する構築物，系統及び機器の機能を維持する設計

とする。 

<中略> 

 

6.6.1   没水の影響に対する評価及び防護設計方針 

<中略> 

防護すべき設備は，没水により要求される機

能を損なうおそれがない設計とする。 

<中略> 

没水の影響により，防護すべき設備が溢水に

よる水位に対し機能喪失高さを確保できないお

それがある場合は，溢水水位を上回る高さま

で，溢水経路に溢水により発生する水位や水圧

に対して止水性(以下「止水性」という。)を維

持する壁及び堰により溢水伝播を防止する等の

対策を実施する。 

 

<中略> 

 

 

 

 

 

 

 

変更許可申請書（本文）

において許可を受けた

「（ニ）その他の主要な

事項」の設備の一覧につ

いては、本設計及び工事

の計画の対象外である。 
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1. 概要 

本資料は，核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「法」とい

う。）第 16 条第 1 項の許可を受けたところによる設計及び工事の計画であることが法第

16 条の 2 第 3 項第 1号で認可基準として規定されており，当該基準に適合することを説明

するものである。 

 

2. 基本方針 

設計及び工事の計画が加工施設事業変更許可申請書（以下「事業許可申請書」という。）

の基本方針に従った詳細設計であることを，事業許可申請書との整合性により示す。事業

許可申請書との整合性は，事業許可申請書「本文（七号）」と設計及び工事の計画のうち，

「Ⅳ．設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」について示す。 

なお，変更の工事において，変更に係る内容が許可の際の申請書等の記載事項でない場

合においては，許可に抵触するものでないため，本資料には記載しない。 

 

 

3. 説明書の構成 

（1）説明書の構成は比較表形式とし，左欄から「事業変更許可申請書（本文（七

号））」，「設計及び工事の計画」，「整合性」及び「備考」を記載する。 

（2）説明書の記載順は「本文（七号）」に記載する順とする。 

（3）事業変更許可申請書と設計及び工事の計画の記載が同等の箇所には，実線のアン

ダーラインで明示する。 
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4. 加工施設の事業変更許可との整合性 
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事業変更許可申請書（本文（七号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

七．加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関す

る事項 

 

ＭＯＸ燃料加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整

備に関する事項を以下のとおりとする。 

 

イ．目的 

ＭＯＸ燃料加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の

整備に関する事項（以下「品質管理に関する事項」という。）は，ＭＯＸ

燃料加工施設の安全を達成・維持・向上させるため，「原子力施設の保安

のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」及び「同

規則の解釈」（以下「品質管理基準規則」という。）に基づく品質マネジ

メントシステムを確立し，実施し，評価確認し，継続的に改善することを

目的とする。 

 

 

 

 

 

 

ロ．適用範囲 

品質管理に関する事項は，ＭＯＸ燃料加工施設の保安活動に適用する。 

 

 

 

ハ．定義 

品質管理に関する事項における用語の定義は，次に掲げるもののほか品

質管理基準規則に従う。 

(イ) ＭＯＸ燃料加工施設 

核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第13条第２項

第２号に規定する加工施設をいう。 

(ロ) 組織 

当社の品質マネジメントシステムに基づき，ＭＯＸ燃料加工施設を運

営管理（運転開始前の管理を含む。）する各部門の総称をいう。 

 

 

 

 

 

 

五 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 

別添Ⅳ 設計及び工事に係る品質マメジメントシステム 

 

 

 

 

1.  設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 

当社は，再処理事業所MOX燃料加工施設の安全を達成・維持・向上さ

せるため，健全な安全文化を育成し維持するための活動を行う仕組みを

含めた加工施設の設計，工事及び検査段階から運転段階に係る保安活動

を確実に実施するための品質マネジメントシステムを確立し，保安規定

の品質マネジメントシステム計画(以下「保安規定品質マネジメントシ

ステム計画」という。)に定めている。 

「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」(以下「設工認品

質管理計画」という。)は，保安規定品質マネジメントシステム計画に

基づき，設計及び工事に係る具体的な品質管理の方法，組織等の計画さ

れた事項を示したものである。 

 

2. 適用範囲・定義 

2.1   適用範囲 

設工認品質管理計画は，再処理事業所MOX燃料加工施設の設計，工事及

び検査に係る保安活動に適用する。 

 

 

 

2.2   定義 

設工認品質管理計画における用語の定義は，以下を除き保安規定品質

マネジメントシステム計画に従う。 

2.2.1   加工規則 

核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和41年総理府令第37号) 

2.2.2   技術基準規則 

加工施設の技術基準に関する規則(令和２年原子力規制委員会規則第

６号)をいう。 

2.2.3   適合性確認対象設備 

設計及び工事の計画(以下「設工認」という。)に基づき，技術基準

規則への適合性を確保するために必要となる設備をいう。 

 

 

 

 

事業変更許可申請書（本文（七号））において，

設計及び工事の計画の内容は以下のとおり満足して

いる。 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，事業変更許可申請書

（本文七号）に基づき定めている保安規定に品質マ

ネジメントシステム計画を定め，その品質マネジメ

ントシステム計画に従い設工認品質管理計画を定め

ていることから整合している。（以下，事業変更許

可申請書（本文七号）に対応した設計及び工事の計

画での説明がない箇所については，保安規定品質マ

ネジメントシステム計画にて対応していることを以

て整合している。） 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の適用範囲は，事業変更許可

申請書（本文七号）の適用範囲に示す再処理事業所

MOX燃料加工施設の保安活動に包含されていること

から整合している。 

 

 

設計及び工事の計画では，事業変更許可申請書

（本文七号）に基づき定めている保安規定品質マネ

ジメントシステム計画の用語の定義に従っているこ

とから整合している。 
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事業変更許可申請書（本文（七号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

ニ．品質マネジメントシステム 

(イ) 品質マネジメントシステムに係る要求事項 

(１) 組織は，品質管理に関する事項に従って，品質マネジメントシステ

ムを確立し，実施するとともに，その実効性を維持するため，その改

善を継続的に行う。 

 

 

(２) 組織は，保安活動の重要度に応じて品質マネジメントシステムを確

立し，運用する。この場合，次に掲げる事項を適切に考慮する。 

① ＭＯＸ燃料加工施設，組織，又は個別業務の重要度及びこれらの複

雑さの程度 

② ＭＯＸ燃料加工施設若しくは機器等の品質又は保安活動に関連する

原子力の安全に影響を及ぼすおそれのあるもの及びこれらに関連する

潜在的影響の大きさ 

③ 機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活動が

不適切に計画され，若しくは実行されたことにより起こり得る影響 

(３) 組織は，ＭＯＸ燃料加工施設に適用される関係法令（以下「関係法

令」という。）を明確に認識し，品質管理基準規則に規定する文書そ

の他品質マネジメントシステムに必要な文書（記録を除く。以下「品

質マネジメント文書」という。）に明記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  設計及び工事の計画における設計，工事及び検査に係る品質管理の方法

等 

設工認における設計，工事及び検査に係る品質管理は，設工認品質管理

計画及び保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき以下のとおり実

施する。 

 

 

3.2   設工認における設計，工事及び検査の各段階とその審査 

3.2.1   設計及び工事のグレード分けの適用 

設工認におけるグレード分けは，MOX燃料加工施設の安全上の重要性

に応じて以下のとおり行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，事業変更許可申請書

（本文七号）に基づき定めている保安規定品質マネ

ジメントシステム計画に従い品質管理を行うことか

ら整合している。 

 

 

 

設計及び工事の計画では，事業変更許可申請書

（本文七号）に基づき定めているMOX燃料加工施設

保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い設

計のグレード分けを行うことから整合している。 
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事業変更許可申請書（本文（七号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3.2-1表 MOX燃料加工における設備に係るグレード分け 

品質重要度 定 義 

クラス１ 

(1) 安重または耐震重要度Ｓクラス設備 

(2) 耐震重要度クラスBクラス対象，CクラスSsチェック対

象，建屋および工程室と同等の耐震性を有する設備のう

ち,「機器区分,工学的安全性の総合的な考慮」を必要と

する設備 

(3) 耐震重要度クラスBクラス対象，CクラスSsチェック対

象，建屋および工程室と同等の耐震性を有する設備のう

ち,「設備･製品の信頼性の考慮」を必要とする設備 

(4) CクラスSsチェック以外，またはクラスなし設備のうち,

「機器区分,工学的安全性の総合的な考慮」及び「設備･

製品の信頼性の考慮」を必要とする設備 

クラス２ 

クラス１以外の下記のいずれかに該当する機械設備 

(1) 耐震重要度クラスBクラス対象，CクラスSsチェック対

象，建屋および工程室と同等の耐震性を有する設備のう

ち,「機器区分,工学的安全性の総合的な考慮」を必要と

しない設備 

(2) 耐震重要度クラスBクラス対象，CクラスSsチェック対

象，建屋および工程室と同等の耐震性を有する設備のう

ち,「設備･製品の信頼性の考慮」を必要としない設備 

(3) CクラスSsチェック以外またはクラスなし設備で「機器

区分,工学的安全性の総合的な考慮」を必要とする設備

のうち,「設備･製品の信頼性の考慮」を必要としない設

備 

(4) CクラスSsチェック以外またはクラスなし設備で「機器

区分,工学的安全性の総合的な考慮」を必要としない設

備のうち,「設備･製品の信頼性の考慮」を必要とする設

備 

クラス３ クラス１～２以外の設備 

 

第3.2-2表 MOX燃料加工施設における設計の管理に係るグレード分け 

設計開発の

適用 
対 象 

適用 「技術基準規則」等に対する適合性の確保に必要な設計管理 

適用外 上記以外の設計管理 
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事業変更許可申請書（本文（七号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 組織は，品質マネジメントシステムに必要なプロセスを明確にする

とともに，そのプロセスを組織に適用することを決定し，次に掲げる

業務を行う。 

① プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスの運用により達成さ

れる結果を文書で明確にすること。 

② プロセスの順序及び相互の関係を明確にすること。 

③ プロセスの運用及び管理の実効性の確保に必要な組織の保安活動の

状況を示す指標（以下「保安活動指標」という。）並びに当該指標に

係る判定基準を明確に定めること。 

④ プロセスの運用並びに監視及び測定（以下「監視測定」という。）

に必要な資源及び情報が利用できる体制を確保すること（責任及び権

限の明確化を含む。）。 

⑤ プロセスの運用状況を監視測定し分析すること。ただし，監視測定

することが困難である場合は，この限りでない。 

⑥ プロセスについて，意図した結果を得，及び実効性を維持するため

の措置を講ずること。 

第3.2-3表 MOX燃料加工施設における調達の管理に係るグレード分け 

グレード 対 象 

Ⅰ 

施設の基本設計およびそれに係る業務に伴う調達（許認可申

請等に係る解析業務等） 

原子力安全に直接影響を与える事項の調達（施設の新増設，

安全上重要な設備の運転業務等） 

Ⅱ 

原子力安全に影響を与える可能性のある事項の調達（上記Ⅰ

の設備の保全業務，その他の原子力安全に影響を与える可能

性のある設備（高い耐震性能が要求される設備等を含む。）

の運転・保全業務等） 

Ⅲ 
上記ⅠおよびⅡのいずれにも該当しない，保安活動に関係す

る調達 

Ⅳ 保安活動に直接関係しない調達 

 

3.6.2   供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は，設工認に必要な調達を行う場合，原子

力安全に対する影響や供給者の実績等を考慮し，「3.2.1 設計及び工

事のグレード分けの適用」に示す重要度に応じてグレード分けを行い

管理する。 

 

3.6.3   調達製品の調達管理 

業務の実施に際し，原子力安全に及ぼす影響に応じて，調達管理に

係るグレード分けを適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，事業変更許可申請書

（本文七号）に基づき定めている保安規定品質マネ

ジメントシステム計画に従い調達のグレード分けを

行うことから整合している。 

 

 

設計及び工事の計画では，事業変更許可申請書

（本文七号）に基づき定めている保安規定品質マネ

ジメントシステム計画に従い調達のグレード分けを

行うことから整合している。 
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事業変更許可申請書（本文（七号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

⑦ プロセス及び組織の体制を品質マネジメントシステムと整合的なも

のとすること。 

⑧ 原子力の安全とそれ以外の事項において意思決定の際に対立が生じ

た場合には，原子力の安全が確保されるようにすること。 

(５) 組織は，健全な安全文化を育成し，及び維持する。 

(６) 組織は，機器等又は個別業務に係る要求事項（関係法令を含む。以

下「個別業務等要求事項」という。）への適合に影響を及ぼすプロセ

スを外部委託することとしたときは，当該プロセスが管理されている

ようにする。 

(７) 組織は，保安活動の重要度に応じて，資源の適切な配分を行う。 

 

(ロ) 品質マネジメントシステムの文書化 

(１) 一般 

組織は，保安活動の重要度に応じて次に掲げる文書を作成し，当該

文書に規定する事項を実施する。 

① 品質方針及び品質目標 

② 品質マニュアル 

③ 実効性のあるプロセスの計画的な実施及び管理がなされるようにす

るために，組織が必要と決定した文書 

④ 品質管理基準規則の要求事項に基づき作成する手順書，指示書，図

面等（以下「手順書等」という。） 

(２) 品質マニュアル 

組織は，品質マニュアルに次に掲げる事項を定める。 

① 品質マネジメントシステムの運用に係る組織に関する事項 

② 保安活動の計画，実施，評価及び改善に関する事項 

③ 品質マネジメントシステムの適用範囲 

④ 品質マネジメントシステムのために作成した手順書等の参照情報 

⑤ プロセスの相互の関係 

(３) 文書の管理 

① 組織は，品質マネジメント文書を管理する。 

② 組織は，要員が判断及び決定をするに当たり，適切な品質マネジメ

ント文書を利用できるよう，品質マネジメント文書に関する次に掲げ

る事項を定めた手順書等を作成する。 

ａ．品質マネジメント文書を発行するに当たり，その妥当性を審査

し，発行を承認すること。 

ｂ．品質マネジメント文書の改訂の必要性について評価するととも

に，改訂に当たり，その妥当性を審査し，改訂を承認すること。 

ｃ．品質マネジメント文書の審査及び評価には，その対象となる文書

に定められた活動を実施する部門の要員を参画させること。 

ｄ．品質マネジメント文書の改訂内容及び最新の改訂状況を識別でき

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7   記録，識別管理，トレーサビリティ 

3.7.1   文書及び記録の管理 

(1)  適合性確認対象設備の設計，工事及び検査に係る文書及び記録 

設計，工事及び検査に係る組織の長は，設計，工事及び検査に係る文

書及び記録を，保安規定品質マネジメントシステム計画に示す規定文書

に基づき作成し，これらを適切に管理する。 

(2)  供給者が所有する当社の管理下にない設計図書を設計，工事及び検査

に用いる場合の管理 

設工認において供給者が所有する当社の管理下にない設計図書を設

計，工事及び検査に用いる場合，供給者の品質マネジメントシステムに

係る能力の確認，かつ，対象設備での使用が可能な場合において，適用

可能な図書として扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，事業変更許可申請書

（本文七号）に基づき定めている保安規定の品質マ

ネジメントシステム計画に従い文書管理を行うこと

から整合している。 
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事業変更許可申請書（本文（七号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

るようにすること。 

ｅ．改訂のあった品質マネジメント文書を利用する場合においては，

当該文書の適切な制定版又は改訂版が利用しやすい体制を確保する

こと。 

ｆ．品質マネジメント文書を，読みやすく容易に内容を把握すること

ができるようにすること。 

ｇ．組織の外部で作成された品質マネジメント文書を識別し，その配

付を管理すること。 

ｈ．廃止した品質マネジメント文書が使用されることを防止するこ

と。この場合において，当該文書を保持するときは，その目的にか

かわらず，これを識別し，管理すること。 

(４) 記録の管理 

① 組織は，品質管理基準規則に規定する個別業務等要求事項への適合

及び品質マネジメントシステムの実効性を実証する記録を明確にする

とともに，当該記録を，読みやすく容易に内容を把握することがで

き，かつ，検索することができるように作成し，保安活動の重要度に

応じてこれを管理する。 

② 組織は，①の記録の識別，保存，保護，検索及び廃棄に関し，所要

の管理の方法を定めた手順書等を作成する｡ 

 

ホ．経営責任者等の責任 

(イ) 経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ 

社長は，原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し，責任を持っ

て品質マネジメントシステムを確立させ，実施させるとともに，その実

効性を維持していることを，次に掲げる業務を行うことによって実証す

る。 

(１) 品質方針を定めること。 

(２) 品質目標が定められているようにすること。 

(３) 要員が，健全な安全文化を育成し，及び維持することに貢献できる

ようにすること。 

(４) ホ．(ヘ)(１)に規定するマネジメントレビューを実施すること。 

(５) 資源が利用できる体制を確保すること。 

(６) 関係法令を遵守することその他原子力の安全を確保することの重要

性を要員に周知すること。 

(７) 保安活動に関する担当業務を理解し，遂行する責任を有すること

を，要員に認識させること。 

(８) 全ての階層で行われる決定が，原子力の安全の確保について，その

優先順位及び説明する責任を考慮して確実に行われるようにするこ

と。 

(ロ) 原子力の安全の確保の重視 

(3)  使用前事業者検査に用いる文書及び記録 

使用前事業者検査として，記録確認検査を実施する場合に用いる記録

は，上記(1)，(2)を用いて実施する。 
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事業変更許可申請書（本文（七号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

社長は，組織の意思決定に当たり，機器等及び個別業務が個別業務等

要求事項に適合し，かつ，原子力の安全がそれ以外の事由により損なわ

れないようにする。 

(ハ) 品質方針 

社長は，品質方針が次に掲げる事項に適合しているようにする。 

(１) 組織の目的及び状況に対して適切なものであること。 

(２) 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性の維持に

社長が責任を持って関与すること。 

(３) 品質目標を定め，評価するに当たっての枠組みとなるものであるこ

と。 

(４) 要員に周知され，理解されていること。 

(５) 品質マネジメントシステムの継続的な改善に社長が責任を持って関

与すること。 

 

(ニ) 計画 

(１) 品質目標 

① 社長は，部門において，品質目標（個別業務等要求事項への適合の

ために必要な目標を含む。）が定められているようにする。 

② 社長は，品質目標が，その達成状況を評価し得るものであって，か

つ，品質方針と整合的なものとなるようにする。 

(２) 品質マネジメントシステムの計画 

① 社長は，品質マネジメントシステムがニ．(イ)の規定に適合するよ

う，その実施に当たっての計画が策定されているようにする。 

② 社長は，品質マネジメントシステムの変更が計画され，それが実施

される場合においては，当該品質マネジメントシステムが不備のない

状態に維持されているようにする。この場合において，保安活動の重

要度に応じて，次に掲げる事項を適切に考慮する。 

ａ．品質マネジメントシステムの変更の目的及び当該変更により起こ

り得る結果 

ｂ．品質マネジメントシステムの実効性の維持 

ｃ．資源の利用可能性 

ｄ．責任及び権限の割当て 

 

(ホ) 責任，権限及びコミュニケーション 

(１) 責任及び権限 

社長は，部門及び要員の責任及び権限並びに部門相互間の業務の手順

を定めさせ，関係する要員が責任を持って業務を遂行できるようにす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1   設計，工事及び検査並びに調達に係る組織(組織内外の相互関係及び情

報伝達含む。) 

設計，工事及び検査並びに調達は，燃料製造事業部，調達室及び安

全・品質本部で構成する体制で実施する。 

設計，工事及び検査並び調達に係る組織は，担当する設備に関する設

計，工事及び検査並びに調達について責任と権限を持つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，事業変更許可申請書

（本文七号）に基づき定めている保安規定品質マネ

ジメントシステム計画に従い設工認品質管理計画に

て設計，工事及び検査に係る組織を定めていること

から整合している。 
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事業変更許可申請書（本文（七号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(２) 品質マネジメントシステム管理責任者 

① 社長は，品質マネジメントシステムを管理する責任者に，次に掲げ

る業務に係る責任及び権限を与える。 

ａ．プロセスが確立され，実施されるとともに，その実効性が維持さ

れているようにすること。 

ｂ．品質マネジメントシステムの運用状況及びその改善の必要性につ

いて，社長に報告すること。 

ｃ．健全な安全文化を育成し，及び維持することにより，原子力の安

全の確保についての認識が向上するようにすること。 

ｄ．関係法令を遵守すること。 

(３) 管理者 

① 社長は，次に掲げる業務を管理監督する地位にある者（以下「管理

者」という。）に，当該管理者が管理監督する業務に係る責任及び権

限を与える。 

ａ．個別業務のプロセスが確立され，実施されるとともに，その実効

性が維持されているようにすること。 

ｂ．要員の個別業務等要求事項についての認識が向上するようにする

こと。 

ｃ．個別業務の実施状況に関する評価を行うこと。 

ｄ．健全な安全文化を育成し，及び維持すること。 

ｅ．関係法令を遵守すること。 

② 管理者は，①の責任及び権限の範囲において，原子力の安全のため

のリーダーシップを発揮し，次に掲げる事項を確実に実施する。 

ａ．品質目標を設定し，その目標の達成状況を確認するため，業務の

実施状況を監視測定すること。 

ｂ．要員が，原子力の安全に対する意識を向上し，かつ，原子力の安

全への取組を積極的に行えるようにすること。 

ｃ．原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を，関係する要

員に確実に伝達すること。 

ｄ．常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を要員に定着させるととも

に，要員が，積極的にＭＯＸ燃料加工施設の保安に関する問題の報

告を行えるようにすること。 

ｅ．要員が，積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにするこ

と。 

③ 管理者は，管理監督する業務に関する自己評価を，あらかじめ定め

られた間隔で行う。 

(４) 組織の内部の情報の伝達 

① 社長は，組織の内部の情報が適切に伝達される仕組みが確立されて

いるようにするとともに，品質マネジメントシステムの実効性に関す

る情報が確実に伝達されるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MO
X①

 
添
(1
)-
01
8
8
 
G 



 

11 

事業変更許可申請書（本文（七号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 

(ヘ) マネジメントレビュー 

(１) 一般 

① 社長は，品質マネジメントシステムの実効性を評価するとともに，

改善の機会を得て，保安活動の改善に必要な措置を講ずるため，品質

マネジメントシステムの評価（以下「マネジメントレビュー」とい

う。）を，あらかじめ定められた間隔で行う。 

(２) マネジメントレビューに用いる情報 

組織は，マネジメントレビューにおいて，少なくとも次に掲げる情

報を報告する。 

① 内部監査の結果 

② 組織の外部の者の意見 

③ プロセスの運用状況 

④ 使用前事業者検査及び定期事業者検査（以下「使用前事業者検査

等」という。）並びに自主検査等の結果 

⑤ 品質目標の達成状況 

⑥ 健全な安全文化の育成及び維持の状況 

⑦ 関係法令の遵守状況 

⑧ 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況 

⑨ 従前のマネジメントレビューの結果を受けて講じた措置 

⑩ 品質マネジメントシステムに影響を及ぼすおそれのある変更 

⑪ 部門又は要員からの改善のための提案 

⑫ 資源の妥当性 

⑬ 保安活動の改善のために講じた措置の実効性 

(３) マネジメントレビューの結果を受けて行う措置 

① 組織は，マネジメントレビューの結果を受けて，少なくとも次に掲

げる事項について決定する。 

ａ．品質マネジメントシステム及びプロセスの実効性の維持に必要な

改善 

ｂ．個別業務に関する計画及び個別業務の実施に関連する保安活動の

改善 

ｃ．品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のた

めに必要な資源 

ｄ．健全な安全文化の育成及び維持に関する改善 

ｅ．関係法令の遵守に関する改善 

② 組織は，マネジメントレビューの結果の記録を作成し，これを管理

する。 

③ 組織は，①の決定をした事項について，必要な措置を講じる。 
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事業変更許可申請書（本文（七号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

ヘ．資源の管理 

(イ) 資源の確保 

組織は，原子力の安全を確実なものにするために必要な次に掲げる資

源を明確に定め，これを確保し，及び管理する。 

(１) 要員 

(２) 個別業務に必要な施設，設備及びサービスの体系 

(３) 作業環境 

(４) その他必要な資源 

 

(ロ) 要員の力量の確保及び教育訓練 

(１) 組織は，個別業務の実施に必要な技能及び経験を有し，意図した結

果を達成するために必要な知識及び技能並びにそれを適用する能力

（以下「力量」という。）が実証された者を要員に充てる。 

(２) 組織は，要員の力量を確保するために，保安活動の重要度に応じ

て，次に掲げる業務を行う。 

① 要員にどのような力量が必要かを明確に定めること。 

② 要員の力量を確保するために教育訓練その他の措置を講ずること。 

③ 教育訓練その他の措置の実効性を評価すること。 

④ 要員が自らの個別業務について，次に掲げる事項を認識しているよ

うにすること。 

ａ．品質目標の達成に向けた自らの貢献 

ｂ．品質マネジメントシステムの実効性を維持するための自らの貢献 

ｃ．原子力の安全に対する当該個別業務の重要性 

⑤ 要員の力量及び教育訓練その他の措置に係る記録を作成し，これを

管理すること。 

 

ト．個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施 

(イ) 個別業務に必要なプロセスの計画 

(１) 組織は，個別業務に必要なプロセスについて，計画を策定するとと

もに，そのプロセスを確立する。 

(２) 組織は，(１)の計画と当該個別業務以外のプロセスに係る個別業務

等要求事項との整合性を確保する。 

(３) 組織は，個別業務に関する計画（以下「個別業務計画」という。）

の策定又は変更を行うに当たり，次に掲げる事項を明確にする。 

① 個別業務計画の策定又は変更の目的及び当該計画の策定又は変更に

より起こり得る結果 

② 機器等又は個別業務に係る品質目標及び個別業務等要求事項 

③ 機器等又は個別業務に固有のプロセス，品質マネジメント文書及び

資源 

④ 使用前事業者検査等，検証，妥当性確認及び監視測定並びにこれら
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事業変更許可申請書（本文（七号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

の個別業務等要求事項への適合性を判定するための基準（以下「合否

判定基準」という。） 

⑤ 個別業務に必要なプロセス及び当該プロセスを実施した結果が個別

業務等要求事項に適合することを実証するために必要な記録 

(４) 組織は，策定した個別業務計画を，その個別業務の作業方法に適し

たものとする。 

(ロ) 個別業務等要求事項に関するプロセス 

(１) 個別業務等要求事項として明確にすべき事項 

組織は，次に掲げる事項を個別業務等要求事項として明確に定め

る。 

① 組織の外部の者が明示してはいないものの，機器等又は個別業務に

必要な要求事項 

② 関係法令 

③ ①及び②に掲げるもののほか，組織が必要とする要求事項 

(２) 個別業務等要求事項の審査 

① 組織は，機器等の使用又は個別業務の実施に当たり，あらかじめ，

個別業務等要求事項の審査を実施する。 

② 組織は，個別業務等要求事項の審査を実施するに当たり，次に掲げ

る事項を確認する。 

ａ．当該個別業務等要求事項が定められていること。 

ｂ．当該個別業務等要求事項が，あらかじめ定められた個別業務等要

求事項と相違する場合においては，その相違点が解明されているこ

と。 

ｃ．組織が，あらかじめ定められた個別業務等要求事項に適合するた

めの能力を有していること。 

③ 組織は，①の審査の結果の記録及び当該審査の結果に基づき講じた

措置に係る記録を作成し，これを管理する。 

④ 組織は，個別業務等要求事項が変更された場合においては，関連す

る文書が改訂されるようにするとともに，関連する要員に対し変更後

の個別業務等要求事項が周知されるようにする。 

(３) 組織の外部の者との情報の伝達等 

組織は，組織の外部の者からの情報の収集及び組織の外部の者への

情報の伝達のために，実効性のある方法を明確に定め，これを実施す

る。 
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事業変更許可申請書（本文（七号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(ハ) 設計開発 

(１) 設計開発計画 

① 組織は，設計開発（専ら原子力施設において用いるための設計開発

に限る。）の計画（以下「設計開発計画」という。）を策定するとと

もに，設計開発を管理する。 

② 組織は，設計開発計画の策定において，次に掲げる事項を明確にす

る。 

ａ．設計開発の性質，期間及び複雑さの程度 

ｂ．設計開発の各段階における適切な審査，検証及び妥当性確認の方

法並びに管理体制 

ｃ．設計開発に係る部門及び要員の責任及び権限 

ｄ．設計開発に必要な組織の内部及び外部の資源 

③ 組織は，実効性のある情報の伝達並びに責任及び権限の明確な割当

てがなされるようにするために，設計開発に関与する各者間の連絡を

管理する。 

④ 組織は，①により策定された設計開発計画を，設計開発の進行に応

じて適切に変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2   設計，工事及び検査の各段階とその審査 

設工認における設計，工事及び検査の流れを第3.2-1図に示すととも

に，設計，工事及び検査の各段階と保安規定品質マネジメントシステ

ム計画との関係を第3.2-4表に示す。 

なお，加工規則第三条の二の二第一項第三号に区分される施設のう

ち，設工認申請(届出)が不要な工事を行う場合は，設工認品質管理計

画のうち，必要な事項を適用して設計，工事及び検査を実施し，認可

された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，技

術基準規則に適合していることを確認する。 

設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，

第3.2-4表に示す「保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項

目」ごとのアウトプットに対する審査(以下「レビュー」という。)を

実施するとともに，記録を管理する。 

なお，設計の各段階におけるレビューについては，当該設備の設計

に関する専門家を含めて実施する。 

設工認のうち，容器等の主要な溶接部に対する必要な検査は，「3.3 

設計に係る品質管理の方法」，「3.4 工事に係る品質管理の方法」，

「3.5 使用前事業者検査の方法」及び「3.6 設工認における調達管理

の方法」に示す管理(第3.2-4表における「3.3.3(1) 基本設計方針の作

成(設計1)」～「3.6 設工認における調達管理の方法」)のうち，必要

な事項を適用して設計，工事及び検査を実施し，認可された設工認に

記載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適

合していることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，事業変更許可申請書

（本文七号）に基づき定めている保安規定品質マネ

ジメントシステム計画に従い設工認品質管理計画に

て設計，工事及び検査に係る組織定めていることか

ら整合している。 
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事業変更許可申請書（本文（七号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3.2-4表 設工認における設計，工事及び検査の各段階 

 

 

注記 ＊：「3.2.2 設計，工事及び検査の各段階とその審査」で述べている

「設計の各段階におけるレビュー」の各段階を示す。 
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事業変更許可申請書（本文（七号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 設計開発に用いる情報 

① 組織は，個別業務等要求事項として設計開発に用いる情報であっ

て，次に掲げるものを明確に定めるとともに，当該情報に係る記録を

作成し，これを管理する。 

ａ．機能及び性能に係る要求事項 

ｂ．従前の類似した設計開発から得られた情報であって，当該設計開

発に用いる情報として適用可能なもの 

ｃ．関係法令 

ｄ．その他設計開発に必要な要求事項 

② 組織は，設計開発に用いる情報について，その妥当性を評価し，承

認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3.2-1図  設工認として必要な設計，工事及び検査の流れ 

 

3.3.1   適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 

設計を主管する箇所の長は，設工認における技術基準規則等への適

合性を確保するために必要な要求事項を明確にする。 

 

3.3.2   各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定 

設計を主管する箇所の長は，設工認に関連する工事において，追

加・変更となる適合性確認対象設備(運用を含む。)に対する技術基準

規則への適合性を確保するために，実際に使用する際の系統・構成で

必要となる設備・運用を含めて，適合性確認対象設備として抽出す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，事業変更許可申請書

（本文七号）に基づき定めている保安規定品質マネ

ジメントシステム計画に従い設計開発へのインプッ

トとして，適合性確認対象設備に対する要求事項を

明確化していることから整合している。 
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事業変更許可申請書（本文（七号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(３) 設計開発の結果に係る情報 

① 組織は，設計開発の結果に係る情報を，設計開発に用いた情報と対

比して検証することができる形式により管理する。 

② 組織は，設計開発の次の段階のプロセスに進むに当たり，あらかじ

め，当該設計開発の結果に係る情報を承認する。 

③ 組織は，設計開発の結果に係る情報を，次に掲げる事項に適合する

ものとする。 

ａ．設計開発に係る個別業務等要求事項に適合するものであること。 

ｂ．調達，機器等の使用及び個別業務の実施のために適切な情報を提

供するものであること。 

ｃ．合否判定基準を含むものであること。 

ｄ．機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の特

性が明確であること。 

(４) 設計開発レビュー 

① 組織は，設計開発の適切な段階において，設計開発計画に従って，

次に掲げる事項を目的とした体系的な審査（以下「設計開発レビュ

ー」という。）を実施する。 

ａ．設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性について評価す

ること。 

ｂ．設計開発に問題がある場合においては，当該問題の内容を明確に

し，必要な措置を提案すること。 

 

② 組織は，設計開発レビューに，当該設計開発レビューの対象となっ

ている設計開発段階に関連する部門の代表者及び当該設計開発に係る

専門家を参加させる。 

 

 

 

③ 組織は，設計開発レビューの結果の記録及び当該設計開発レビュー

の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し，これを管理する。 

 

 

 

(５) 設計開発の検証 

① 組織は，設計開発の結果が個別業務等要求事項に適合している状態

を確保するために，設計開発計画に従って検証を実施する。 

② 組織は，設計開発の検証の結果の記録，及び当該検証の結果に基づ

き講じた措置に係る記録を作成し，これを管理する。 

③ 組織は，当該設計開発を行った要員に当該設計開発の検証をさせな

い。 

3.3.3   設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備の技術基準規則等

への適合性を確保するための設計を以下のとおり実施する。 

(1)  基本設計方針の作成(設計1) 

「設計1」として，技術基準規則等の適合性確認対象設備に必要な要求

事項を基に，必要な設計を漏れなく実施するための基本設計方針を明確

化する。 

(2)  適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計(設計2) 

「設計2」として，「設計1」で明確にした基本設計方針を用いて適合

性確認対象設備に必要な詳細設計を実施する。 

なお，詳細設計の品質を確保する上で重要な活動となる「調達による

解析」及び「手計算による自社解析」について，個別に管理事項を計画

し信頼性を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2   設計，工事及び検査の各段階とその審査 

なお，設計の各段階におけるレビューについては，当該設備の設計

に関する専門家を含めて実施する。 

 

 

 

 

設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，

第3.2-4表に示す「保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項

目」ごとのアウトプットに対する審査(以下「レビュー」という。)を

実施するとともに，記録を管理する。 

 

3.3.3   設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証 

(3)  設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，設計1及び設計2の結果について，適合性

確認を実施した者の業務に直接関与していない上位職位の者に検証を実

施させる。 

 

 

設計及び工事の計画では，事業変更許可申請書

（本文七号）に基づき定めている保安規定品質マネ

ジメントシステム計画に従い設計を実施し，アウト

プットを取りまとめていることから整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，事業変更許可申請書

（本文七号）に基づき定めている保安規定品質マネ

ジメントシステム計画に従い設計において設計開発

のレビューを実施している。レビューは当該設計に

関する専門家を含めていることから整合している。 

 

設計及び工事の計画では，事業変更許可申請書

（本文七号）に基づき定めている保安規定品質マネ

ジメントシステム計画に従い設計のレビューの記録

を管理していることから整合している。 

 

 

 

設計及び工事の計画では，事業変更許可申請書

（本文七号）に基づき定めている保安規定品質マネ

ジメントシステム計画に従い設計の検証を業務に直

接関与していない上位職位が実施していることから

整合している。 
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事業変更許可申請書（本文（七号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(６) 設計開発の妥当性確認 

① 組織は，設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性を確認す

るために，設計開発計画に従って，当該設計開発の妥当性確認（以下

「設計開発妥当性確認」という。）を実施する。 

② 組織は，機器等の使用又は個別業務の実施に当たり，あらかじめ，

設計開発妥当性確認を完了する。 

③ 組織は，設計開発妥当性確認の結果の記録及び当該設計開発妥当性

確認の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し，これを管理す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.5   使用前事業者検査の実施 

使用前事業者検査は，検査要領書の作成，体制の確立を行い実施す

る。 

(1)  使用前事業者検査の独立性確保 

使用前事業者検査は，組織的独立を確保して実施する。 

(2)  使用前事業者検査の体制 

使用前事業者検査の体制は，検査要領書で明確にする。 

(3)  使用前事業者検査の検査要領書の制定 

検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長は，適合性確認

対象設備が，認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおり

であること，技術基準規則に適合していることを確認するため「3.5.2 

使用前事業者検査の計画」で決定した確認方法を基に，使用前事業者検

査を実施するための検査要領書を制定する。 

実施する検査が代替検査となる場合は，代替による使用前事業者検査

の方法を決定する。 

検査要領書の作成においては，設置から長期間経過している既存のMOX

燃料加工施設に対する健全性評価の結果等により当該MOX燃料加工施設の

状態を把握する。 

(4)  使用前事業者検査の実施 

検査実施責任者は，検査要領書に基づき，確立された検査体制のもと

で，使用前事業者検査を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，事業変更許可申請書

（本文七号）に基づき定めている保安規定品質マネ

ジメントシステム計画に従い設計の妥当性確認とし

て使用前事業者検査を実施することとしていること

から整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MO
X①

 
添
(1
)-
01
9
6
 
G 



 

19 

事業変更許可申請書（本文（七号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７) 設計開発の変更の管理 

① 組織は，設計開発の変更を行った場合においては，当該変更の内容

を識別することができるようにするとともに，当該変更に係る記録を

作成し，これを管理する。 

② 組織は，設計開発の変更を行うに当たり，あらかじめ，審査，検証

及び妥当性確認を行い，変更を承認する。 

③ 組織は，設計開発の変更の審査において，設計開発の変更がＭＯＸ

燃料加工施設に及ぼす影響の評価（当該ＭＯＸ燃料加工施設を構成す

る材料又は部品に及ぼす影響の評価を含む。）を行う。 

④ 組織は，②の審査，検証及び妥当性確認の結果の記録及びその結果

に基づき講じた措置に係る記録を作成し，これを管理する。 

 

(ニ) 調達 

(１) 調達プロセス 

① 組織は，調達する物品又は役務（以下「調達物品等」という。）

が，自ら規定する調達物品等に係る要求事項（以下「調達物品等要求

事項」という。）に適合するようにする。 

 

 

 

第3.5-1表 要求事項に対する確認項目及び確認の視点 

 

 

3.3.4   設計における変更 

設計を主管する箇所の長は，設計の変更が必要となった場合，各設

計結果のうち，影響を受けるものについて必要な設計を実施し，設計

結果を必要に応じ修正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6   設工認における調達管理の方法 

設工認で行う調達管理は，保安規定品質マネジメントシステム計画に

基づき以下に示す管理を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，事業変更許可申請書

（本文七号）に基づき定めている保安規定品質マネ

ジメントシステム計画に従い設計において必要時に

は変更管理を実施することとしていることから整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，事業変更許可申請書

（本文七号）に基づき定めている保安規定品質マネ

ジメントシステム計画に従い調達管理を実施してい

ることから整合している。 
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事業変更許可申請書（本文（七号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 

 

② 組織は，保安活動の重要度に応じて，調達物品等の供給者及び調達

物品等に適用される管理の方法及び程度を定める。この場合におい

て，一般産業用工業品については，調達物品等の供給者等から必要な

情報を入手し当該一般産業用工業品が調達物品等要求事項に適合して

いることを確認できるように，管理の方法及び程度を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 組織は，調達物品等要求事項に従い，調達物品等を供給する能力を

根拠として調達物品等の供給者を評価し，選定する。 

④ 組織は，調達物品等の供給者の評価及び選定に係る判定基準を定め

る。 

⑤ 組織は，③の評価の結果の記録及び当該評価の結果に基づき講じた

措置に係る記録を作成し，これを管理する。 

 

 

⑥ 組織は，調達物品等を調達する場合には，個別業務計画において，

適切な調達の実施に必要な事項（当該調達物品等の調達後におけるこ

れらの維持又は運用に必要な技術情報（ＭＯＸ燃料加工施設の保安に

係るものに限る。）の取得及び当該情報を他の原子力事業者等と共有

するために必要な措置に関する事項を含む。）を定める｡ 

 

(２) 調達物品等要求事項 

① 組織は，調達物品等に関する情報に，次に掲げる調達物品等要求事

項のうち，該当するものを含める。 

ａ．調達物品等の供給者の業務のプロセス及び設備に係る要求事項 

ｂ．調達物品等の供給者の要員の力量に係る要求事項 

ｃ．調達物品等の供給者の品質マネジメントシステムに係る要求事項 

ｄ．調達物品等の不適合の報告及び処理に係る要求事項 

ｅ．調達物品等の供給者が健全な安全文化を育成し，及び維持するた

めに必要な要求事項 

ｆ．一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な

3.6.3   調達製品の調達管理 

(2)  調達製品の管理 

調達を主管する箇所の長は，仕様書で要求した製品が確実に納品され

るよう調達製品が納入されるまでの間，製品に応じた必要な管理を実施

する。 

(1)  調達文書の作成 

調達を主管する箇所の長は，業務の内容に応じ，保安規定品質マネジ

メントシステム計画に示す調達要求事項を含めた調達文書(以下「仕様

書」という。)を作成し，供給者の業務実施状況を適切に管理する。

(「(2) 調達製品の管理」参照) 

調達を主管する箇所の長は，一般産業用工業品を原子力施設に使用す

るに当たって，当該一般産業用工業品に係る情報の入手に関する事項及

び調達を主管する箇所の長が供給先で検査を行う際に原子力規制委員会

の職員が同行して工場等の施設に立ち入る場合があることを供給者へ要

求する。 

 

3.6.1   供給者の技術的評価 

契約を主管する箇所の長は，供給者が当社の要求事項に従って調達

製品を供給する技術的な能力を有することを判断の根拠として供給者

の技術的評価を実施する。 

 

 

 

 

3.6.2   供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は，設工認に必要な調達を行う場合，原子

力安全に対する影響や供給者の実績等を考慮し，「3.2.1 設計及び工

事のグレード分けの適用」に示す重要度に応じてグレード分けを行い

管理する。 

 

 

3.6.3   調達製品の調達管理 

業務の実施に際し，原子力安全に及ぼす影響に応じて，調達管理に

係るグレード分けを適用する。 

(1)  調達文書の作成 

調達を主管する箇所の長は，業務の内容に応じ，保安規定品質マネジ

メントシステム計画に示す調達要求事項を含めた調達文書(以下「仕様

書」という。)を作成し，供給者の業務実施状況を適切に管理する。

(「(2) 調達製品の管理」参照) 

 

 

 

設計及び工事の計画では，事業変更許可申請書

（本文七号）に基づき定められた保安規定品質マネ

ジメントシステム計画に従い調達管理における一般

産業用工業品の管理及び原子力規制委員会の職員が

供給先の工場等の施設への立ち入りがあることを供

給者へ要求していることから整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，事業変更許可申請書

（本文七号）に基づき定めている保安規定品質マネ

ジメントシステム計画に従い供給者の技術的評価を

実施していることから整合している。 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，事業変更許可申請書

（本文七号）に基づき定めている保安規定品質マネ

ジメントシステム計画に従い供給者を選定している

ことから整合している。 

 

 

 

設計及び工事の計画では，事業変更許可申請書

（本文七号）に基づき定めている保安規定品質マネ

ジメントシステム計画に従い調達管理において調達

要求事項を明確にし，管理することとしていること

から整合している。 
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事業変更許可申請書（本文（七号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

要求事項 

ｇ．その他調達物品等に必要な要求事項 

② 組織は，調達物品等要求事項として，組織が調達物品等の供給者の

工場等において使用前事業者検査等その他の個別業務を行う際の原子

力規制委員会の職員による当該工場等への立入りに関することを含め

る。 

③ 組織は，調達物品等の供給者に対し調達物品等に関する情報を提供

するに当たり，あらかじめ，当該調達物品等要求事項の妥当性を確認

する。 

④ 組織は，調達物品等を受領する場合には，調達物品等の供給者に対

し，調達物品等要求事項への適合状況を記録した文書を提出させる。 

 

(３) 調達物品等の検証 

① 組織は，調達物品等が調達物品等要求事項に適合しているようにす

るために必要な検証の方法を定め，実施する。 

② 組織は，調達物品等の供給者の工場等において調達物品等の検証を

実施することとしたときは，当該検証の実施要領及び調達物品等の供

給者からの出荷の可否の決定の方法について調達物品等要求事項の中

で明確に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ホ) 個別業務の管理 

(１) 個別業務の管理 

組織は，個別業務計画に基づき，個別業務を次に掲げる事項（当該

個別業務の内容等から該当しないと認められるものを除く。）に適合

するように実施する。 

① ＭＯＸ燃料加工施設の保安のために必要な情報が利用できる体制に

あること。 

② 手順書等が必要な時に利用できる体制にあること。 

③ 当該個別業務に見合う設備を使用していること。 

④ 監視測定のための設備が利用できる体制にあり，かつ，当該設備を

使用していること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  調達製品の管理 

調達を主管する箇所の長は，仕様書で要求した製品が確実に納品され

るよう調達製品が納入されるまでの間，製品に応じた必要な管理を実施

する。 

(3)  調達製品の検証 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，調達製品が

調達要求事項を満たしていることを確実にするために調達製品の検証を

行う。 

調達を主管する箇所の長は，供給先で検証を実施する場合，あらかじ

め仕様書で検証の要領及び調達製品のリリースの方法を明確にした上

で，検証を行う。 

 

3.6.4   請負会社他品質監査 

供給者に対する監査を主管する箇所の長は，供給者の品質マネジメ

ントシステムに係る活動及び健全な安全文化を育成し維持するための

活動が適切で，かつ，確実に行われていることを確認するために，請

負会社他品質監査を実施する。 

 

3.4   工事に係る品質管理の方法 

工事を主管する箇所の長は，工事段階において，設工認に基づく設備

の具体的な設計(設計3)，その結果を反映した設備を導入するために必要

な工事を以下のとおり実施する。 

また，これらの活動を調達する場合は，「3.6 設工認における調達管

理の方法」を適用して実施する。 

 

3.4.2   具体的な設備の設計に基づく工事の実施 

工事を主管する箇所の長は，設工認に基づく設備を設置するための

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，事業変更許可申請書

（本文七号）に基づき定めている保安規定品質マネ

ジメントシステム計画に従いその他の活動を含む調

達製品の検証を実施していることから整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，事業変更許可申請書

（本文七号）に基づき定められている保安規定品質

マネジメントシステム計画に従い，工事の実施，使

用前事業者検査の計画の策定を個別業務の管理とし

て実施していることから整合している。 

 

 

 

 

MO
X①

 
添
(1
)-
01
9
9
 
G 



 

22 

事業変更許可申請書（本文（七号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

⑤ チ．(ロ)(３)に基づき監視測定を実施していること。 

⑥ 品質管理に関する事項に基づき，プロセスの次の段階に進むことの

承認を行っていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事を，「工事の方法」に記載された工事の手順並びに「3.6 設工認

における調達管理の方法」に従い実施する。 

施設の管理に係る箇所の長は，設置から長期間経過している既存の

MOX燃料加工施設に対し，劣化事象を考慮した保全計画，保全実績及び

不適合状態でないことを確認することによって当該MOX燃料加工施設が

健全に維持されていることを評価する。 

 

3.5   使用前事業者検査の方法 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記

載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合し

ていることを確認するため，保安規定に基づく使用前事業者検査を計画

し，工事実施箇所からの独立性を確保した検査体制のもと，実施する。 

 

3.5.1   使用前事業者検査での確認事項 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に

記載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適

合していることを確認するために以下の項目について検査を実施す

る。 

①実設備の仕様の適合性確認 

②実施した工事が，「3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の

実施(設計3）」及び「3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の

実施」に記載したプロセス並びに「工事の方法」のとおり行われ

ていること。 

これらの項目のうち，①を第3.5-1表に示す検査として，②を品質マ

ネジメントシステムに係る検査(以下「QA検査」という。)として実施

する。 

②については，工事全般に対して実施するものであるが，工事実施

箇所が「3.5.4 容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管

理」を実施する場合は，工事実施箇所が実施する溶接に関するプロセ

ス管理が適切に行われていることの確認をQA検査に追加する。 

また，QA検査では上記②に加え，上記①のうち工事実施箇所が実施

する検査の，記録の信頼性確認を行い，設工認に基づく検査の信頼性

を確保する。 

 

3.5.2   使用前事業者検査の計画 

検査を担当する箇所の長は，適合性確認対象設備が，認可された設

工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規

則に適合していることを確認するため，使用前事業者検査を計画す

る。 

使用前事業者検査は，「工事の方法」に記載された使用前事業者検
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事業変更許可申請書（本文（七号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認 

① 組織は，個別業務の実施に係るプロセスについて，それ以降の監視

測定では当該プロセスの結果を検証することができない場合（個別業

務が実施された後にのみ不適合その他の事象が明確になる場合を含

む。）においては，妥当性確認を行う。 

② 組織は，①のプロセスが個別業務計画に定めた結果を得ることがで

きることを，①の妥当性確認によって実証する。 

③ 組織は，妥当性確認を行った場合は，その結果の記録を作成し，こ

れを管理する。 

④ 組織は，①の妥当性確認の対象とされたプロセスについて，次に掲

げる事項（当該プロセスの内容等から該当しないと認められるものを

除く。）を明確にする。 

ａ．当該プロセスの審査及び承認のための判定基準 

ｂ．妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量を確認する方法 

ｃ．妥当性確認の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

査の項目及び方法並びに第3.5-1表に定める要求種別ごとに確認項目，

確認視点及び主な検査項目を基に計画を策定する。 

適合性確認対象設備のうち，技術基準規則上の措置(運用)に必要な

設備についても，使用前事業者検査を計画する。 

また，使用前事業者検査の実施に先立ち，設計結果に関する具体的

な検査概要及び判定基準を使用前事業者検査の方法として明確にす

る。 

 

3.5.3   検査計画の管理 

検査の工程管理に係る箇所の長は，使用前事業者検査を適切な段階

で実施するため，関係箇所と調整のうえ検査計画を作成する。 

使用前事業者検査の実施時期及び使用前事業者検査が確実に行われ

ることを適切に管理する。 

 

3.5.4   容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理 

容器等の主要な溶接部に係る検査を担当する箇所の長は，溶接が特

殊工程であることを踏まえ，工程管理等の計画を策定し，溶接施工工

場におけるプロセスの適切性の確認及び監視を行う。 

また，溶接継手に対する要求事項は，溶接部詳細一覧表(溶接方法，

溶接材料，溶接施工法，熱処理条件，検査項目等)により管理し，これ

に係る関連図書を含め，業務の実施に当たって必要な図書を溶接施工

工場に提出させ，それを審査，承認し，必要な管理を実施する。 

 

3.5.5   使用前事業者検査の実施 

使用前事業者検査は，検査要領書の作成，体制の確立を行い実施す

る。 

(1)  使用前事業者検査の独立性確保 

使用前事業者検査は，組織的独立を確保して実施する。 

(2)  使用前事業者検査の体制 

使用前事業者検査の体制は，検査要領書で明確にする。 

(3)  使用前事業者検査の検査要領書の制定 

検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長は，適合性確認

対象設備が，認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおり

であること，技術基準規則に適合していることを確認するため「3.5.2 

使用前事業者検査の計画」で決定した確認方法を基に，使用前事業者検

査を実施するための検査要領書を制定する。 

実施する検査が代替検査となる場合は，代替による使用前事業者検査

の方法を決定する。 

検査要領書の作成においては，設置から長期間経過している既存のMOX

燃料加工施設に対する健全性評価の結果等により当該MOX燃料加工施設の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，事業変更許可申請書

（本文七号）に基づき定められている保安規定品質

マネジメントシステム計画に従い，プロセスの妥当

性確認として行われる使用前事業者検査（溶接）に

おけるあらかじめの検査に係る確認を実施すること

としていることから整合している。 
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事業変更許可申請書（本文（七号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 識別管理及びトレーサビリティの確保 

① 組織は，個別業務計画及び個別業務の実施に係る全てのプロセスに

おいて，適切な手段により，機器等及び個別業務の状態を識別し，管

理する。 

② 組織は，トレーサビリティ（機器等の使用又は個別業務の実施に係

る履歴，適用又は所在を追跡できる状態をいう。）の確保が個別業務

等要求事項である場合においては，機器等又は個別業務を識別し，こ

れを記録するとともに，当該記録を管理する。 

(４) 組織の外部の者の物品 

組織は，組織の外部の者の物品を所持している場合においては，必

要に応じ，記録を作成し，これを管理する。 

(５) 調達物品の管理 

① 組織は，調達した物品が使用されるまでの間，当該物品を調達物品

等要求事項に適合するように管理（識別表示，取扱い，包装，保管及

び保護を含む。）する。 

状態を把握する。 

(4)  使用前事業者検査の実施 

検査実施責任者は，検査要領書に基づき，確立された検査体制のもと

で，使用前事業者検査を実施する。 

 

第3.5-1表 要求事項に対する確認項目及び確認の視点 

 

 

 

3.7.2   識別管理及びトレーサビリティ 

(2)  機器，弁及び配管等の管理 

工事を主管する箇所の長は，機器，弁及び配管等について，保安規定

品質マネジメントシステム計画に従った管理を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，事業変更許可申請書

（本文七号）に基づき定めている保安規定品質マネ

ジメントシステム計画に従い識別管理を実施するこ

ととしていることから整合している。 
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事業変更許可申請書（本文（七号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 

(ヘ) 監視測定のための設備の管理 

(１) 組織は，機器等又は個別業務の個別業務等要求事項への適合性の実

証に必要な監視測定及び当該監視測定のための設備を明確に定める。 

(２) 組織は，(１)の監視測定について，実施可能であり，かつ，当該監

視測定に係る要求事項と整合性のとれた方法で実施する。 

(３) 組織は，監視測定の結果の妥当性を確保するために，監視測定のた

めに必要な設備を，次に掲げる事項に適合するものとする。 

ａ．あらかじめ定められた間隔で，又は使用の前に，計量の標準まで

追跡することが可能な方法（当該計量の標準が存在しない場合にあ

っては，校正又は検証の根拠について記録する方法）により校正又

は検証がなされていること。 

ｂ．校正の状態が明確になるよう，識別されていること。 

ｃ．所要の調整がなされていること。 

ｄ．監視測定の結果を無効とする操作から保護されていること。 

ｅ．取扱い，維持及び保管の間，損傷及び劣化から保護されているこ

と。 

(４) 組織は，監視測定のための設備に係る要求事項への不適合が判明し

た場合においては，従前の監視測定の結果の妥当性を評価し，これを

記録する。 

(５) 組織は，(４)の場合において，当該監視測定のための設備及び(４)

の不適合により影響を受けた機器等又は個別業務について，適切な措

置を講じる。 

(６) 組織は，監視測定のための設備の校正及び検証の結果の記録を作成

し，これを管理する。 

(７) 組織は，監視測定においてソフトウェアを使用することとしたとき

は，その初回の使用に当たり，あらかじめ，当該ソフトウェアが意図

したとおりに当該監視測定に適用されていることを確認する。 

 

チ．評価及び改善 

(イ) 監視測定，分析，評価及び改善 

(１) 組織は，監視測定，分析，評価及び改善に係るプロセスを計画し，

実施する。 

(２) 組織は，要員が(１)の監視測定の結果を利用できるようにする。 

 

(ロ) 監視測定 

(１) 組織の外部の者の意見 

① 組織は，監視測定の一環として，原子力の安全の確保に対する組織

の外部の者の意見を把握する。 

② 組織は，①の意見の把握及び当該意見の反映に係る方法を明確に定

 

3.7.2   識別管理及びトレーサビリティ 

(1)  計測器の管理 

設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，保

安規定品質マネジメントシステム計画に従い，設計及び工事，検査で使

用する計測器について，校正・検証及び識別等の管理を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，事業変更許可申請書

（本文七号）に基づき定めている保安規定品質マネ

ジメントシステム計画に従い計測器の管理を実施す

ることとしていることから整合している。 
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事業変更許可申請書（本文（七号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

める。 

(２) 内部監査 

① 組織は，品質マネジメントシステムについて，次に掲げる要件への

適合性を確認するために，保安活動の重要度に応じて，あらかじめ定

められた間隔で，客観的な評価を行う部門その他の体制により内部監

査を実施する。 

ａ．品質管理に関する事項に基づく品質マネジメントシステムに係る

要求事項 

ｂ．実効性のある実施及び実効性の維持 

② 組織は，内部監査の判定基準，監査範囲，頻度，方法及び責任を定

める。 

③ 組織は，内部監査の対象となり得る部門，個別業務，プロセスその

他の領域（以下「領域」という。）の状態及び重要性並びに従前の監

査の結果を考慮して内部監査の対象を選定し，かつ，内部監査の実施

に関する計画（以下「内部監査実施計画」という。）を策定し，実施

することにより，内部監査の実効性を維持する。 

④ 組織は，内部監査を行う要員（以下「内部監査員」という。）の選

定及び内部監査の実施においては，客観性及び公平性を確保する。 

⑤ 組織は，内部監査員又は管理者に自らの個別業務又は管理下にある

個別業務に関する内部監査をさせない。 

⑥ 組織は，内部監査実施計画の策定及び実施並びに内部監査結果の報

告並びに記録の作成及び管理について，その責任及び権限並びに内部

監査に係る要求事項を，手順書等に定める。 

⑦ 組織は，内部監査の対象として選定された領域に責任を有する管理

者に内部監査結果を通知する。 

⑧ 組織は，不適合が発見された場合には，⑦の通知を受けた管理者

に，不適合を除去するための措置及び是正処置を遅滞なく講じさせる

とともに，当該措置の検証を行わせ，その結果を報告させる。 

(３) プロセスの監視測定 

① 組織は，プロセスの監視測定を行う場合においては，当該プロセス

の監視測定に見合う方法によりこれを行う。 

② 組織は，①の監視測定の実施に当たり，保安活動の重要度に応じ

て，保安活動指標を用いる。 

③ 組織は，①の方法により，プロセスがホ．(ニ)(２)①及びト．(イ) 

(１)の計画に定めた結果を得ることができることを実証する。 

④ 組織は，①の監視測定の結果に基づき，保安活動の改善のために，

必要な措置を講じる。 

⑤ 組織は，ホ．(ニ)(２)①及びト．(イ)(１)の計画に定めた結果を得

ることができない場合又は当該結果を得ることができないおそれがあ

る場合においては，個別業務等要求事項への適合性を確保するため
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に，当該プロセスの問題を特定し，当該問題に対して適切な措置を講

じる。 

(４) 機器等の検査等 

① 組織は，機器等に係る要求事項への適合性を検証するために，個別

業務計画に従って，個別業務の実施に係るプロセスの適切な段階にお

いて，使用前事業者検査等又は自主検査等を実施する。 

② 組織は，使用前事業者検査等又は自主検査等の結果に係る記録を作

成し，これを管理する。 

③ 組織は，プロセスの次の段階に進むことの承認を行った要員を特定

することができる記録を作成し，これを管理する。 

④ 組織は，個別業務計画に基づく使用前事業者検査等又は自主検査等

を支障なく完了するまでは，プロセスの次の段階に進むことの承認を

しない。ただし，当該承認の権限を持つ要員が，個別業務計画に定め

る手順により特に承認をする場合は，この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 組織は，保安活動の重要度に応じて，使用前事業者検査等の独立性

（使用前事業者検査等を実施する要員をその対象となる機器等を所管

する部門に属する要員と部門を異にする要員とすることその他の方法

により，使用前事業者検査等の中立性及び信頼性が損なわれないこと

をいう。）を確保する。 

⑥ 組織は，保安活動の重要度に応じて，自主検査等の独立性（自主検

査等を実施する要員をその対象となる機器等を所管する部門に属する

要員と必要に応じて部門を異にする要員とすることその他の方法によ

り，自主検査等の中立性及び信頼性が損なわれないことをいう。）を

確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.5   使用前事業者検査の実施 

使用前事業者検査は，検査要領書の作成，体制の確立を行い実施す

る。 

(1)  使用前事業者検査の独立性確保 

使用前事業者検査は，組織的独立を確保して実施する。 

(2)  使用前事業者検査の体制 

使用前事業者検査の体制は，検査要領書で明確にする。 

(3)  使用前事業者検査の検査要領書の制定 

検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長は，適合性確認

対象設備が，認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおり

であること，技術基準規則に適合していることを確認するため「3.5.2 

使用前事業者検査の計画」で決定した確認方法を基に，使用前事業者検

査を実施するための検査要領書を作成し，検査を担当する箇所の長が承

認する。 

実施する検査が代替検査となる場合は，代替による使用前事業者検査

の方法を決定する。 

検査要領書の作成においては，設置から長期間経過している既存のMOX

燃料加工施設に対する健全性評価の結果等により当該MOX燃料加工施設の

状態を把握する。 

(4)  使用前事業者検査の実施 

検査実施責任者は，検査要領書に基づき，確立された検査体制のもと

で，使用前事業者検査を実施する。 

 

 

3.5   使用前事業者検査の方法 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記

載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合し

ていることを確認するため，保安規定に基づく使用前事業者検査を計画

し，工事実施箇所からの独立性を確保した検査体制のもと，実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，事業変更許可申請書

（本文七号）に基づき定めている保安規定品質マネ

ジメントシステム計画に従い，使用前事業者検査を

実施することとしていることから整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，事業変更許可申請書

（本文七号）に基づき定めている保安規定品質マネ

ジメントシステム計画に従い，使用前事業者検査に

おける独立性を確保することとしていることから整

合している。 
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(ハ) 不適合の管理 

(１) 組織は，個別業務等要求事項に適合しない機器等が使用され，又は

個別業務が実施されることがないよう，当該機器等又は個別業務を特

定し，これを管理する。 

(２) 組織は，不適合の処理に係る管理並びにそれに関連する責任及び権

限を手順書等に定める。 

(３) 組織は，次に掲げる方法のいずれかにより，不適合を処理する。 

ａ．発見された不適合を除去するための措置を講ずること。 

ｂ．不適合について，あらかじめ定められた手順により原子力の安全

に及ぼす影響について評価し，機器等の使用又は個別業務の実施に

ついての承認を行うこと（以下「特別採用」という。）。 

ｃ．機器等の使用又は個別業務の実施ができないようにするための措

置を講ずること。 

ｄ．機器等の使用又は個別業務の実施後に発見した不適合について

は，その不適合による影響又は起こり得る影響に応じて適切な措置

を講ずること。 

(４) 組織は，不適合の内容の記録及び当該不適合に対して講じた措置

（特別採用を含む。）に係る記録を作成し，これを管理する。 

(５) 組織は，(３)ａ．の措置を講じた場合においては，個別業務等要求

事項への適合性を実証するための検証を行う。 

 

(ニ) データの分析及び評価 

(１) 組織は，品質マネジメントシステムが実効性のあるものであること

を実証するため，及び当該品質マネジメントシステムの実効性の改善

の必要性を評価するために，適切なデータ(監視測定の結果から得られ

たデータ及びそれ以外の関連情報源からのデータを含む。)を明確に

し，収集し，及び分析する。 

(２) 組織は，(１)のデータの分析及びこれに基づく評価を行い，次に掲

げる事項に係る情報を得る。 

① 組織の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析により得られ

る知見 

② 個別業務等要求事項への適合性 

③ 機器等及びプロセスの特性及び傾向（是正処置を行う端緒となるも

のを含む。） 

④ 調達物品等の供給者の供給能力 

 

(ホ) 改善 

(１) 継続的な改善 

組織は，品質マネジメントシステムの継続的な改善を行うために，

 

 

3.8   不適合管理 

設工認に基づく設計，工事及び検査において発生した不適合について

は，保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき処置を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，事業変更許可申請書

（本文七号）に基づき定めている保安規定品質マネ

ジメントシステム計画に従い，不適合管理を実施す

ることとしていることから整合している。 
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品質方針及び品質目標の設定，マネジメントレビュー及び内部監査の

結果の活用，データの分析並びに是正処置及び未然防止処置の評価を

通じて改善が必要な事項を明確にするとともに，当該改善の実施その

他の措置を講じる。 

(２) 是正処置等 

① 組織は，個々の不適合その他の事象が原子力の安全に及ぼす影響に

応じて，次に掲げるところにより，速やかに適切な是正処置を講じ

る。 

ａ．是正処置を講ずる必要性について次に掲げる手順により評価を行

うこと。 

(ａ) 不適合その他の事象の分析及び当該不適合の原因の明確化 

(ｂ) 類似の不適合その他の事象の有無又は当該類似の不適合その

他の事象が発生する可能性の明確化 

ｂ．必要な是正処置を明確にし，実施すること。 

ｃ．講じた全ての是正処置の実効性の評価を行うこと。 

ｄ．必要に応じ，計画において決定した保安活動の改善のために講じ

た措置を変更すること。 

ｅ．必要に応じ，品質マネジメントシステムを変更すること。 

ｆ．原子力の安全に及ぼす影響の程度が大きい不適合に関して，根本

的な原因を究明するために行う分析の手順を確立し，実施するこ

と。 

ｇ．講じた全ての是正処置及びその結果の記録を作成し，これを管理

すること。 

② 組織は，①に掲げる事項について，手順書等に定める。 

③ 組織は，手順書等に基づき，複数の不適合その他の事象に係る情報

から類似する事象に係る情報を抽出し，その分析を行い，当該類似の

事象に共通する原因を明確にした上で，適切な措置を講じる。 

(３) 未然防止処置 

① 組織は，原子力施設その他の施設の運転経験等の知見を収集し，自

らの組織で起こり得る不適合の重要性に応じて，次に掲げるところに

より，適切な未然防止処置を講じること。 

ａ．起こり得る不適合及びその原因について調査すること。 

ｂ．未然防止処置を講ずる必要性について評価すること。 

ｃ．必要な未然防止処置を明確にし，実施すること。 

ｄ．講じた全ての未然防止処置の実効性の評価を行うこと。 

ｅ．講じた全ての未然防止処置及びその結果の記録を作成し，これを

管理すること。 

② 組織は，①に掲げる事項について，手順書等に定める。 
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1.  概要 

本資料は，設計及び工事の計画(以下「設工認」という。)の「設計及び工事に係る品質

マネジメントシステム」(以下「設工認品質管理計画」という。)に基づき，設計に係る品

質管理の方法により行った管理の実績又は行おうとしている管理の計画，並びに，工事及

び検査に係る品質管理の方法，組織等についての具体的な計画を記載する。 

 

2.  基本方針 

本資料では，設工認における，「設計に係る品質管理の方法により行った管理の実績又

は行おうとしている管理の計画」及び「工事及び検査に係る品質管理の方法，組織等につ

いての具体的な計画」を，以下のとおり説明する。 

 

2.1   設計に係る品質管理の方法により行った管理の実績又は行おうとしている管理の計画 

「設計に係る品質管理の方法により行った管理の実績又は行おうとしている管理の計

画」として，以下に示す2つの段階を経て実施した設計の管理の方法を「3.設計及び工

事の計画における設計，工事及び検査に係る品質管理の方法等」に記載する。 

具体的には，組織について「3.1 設計，工事及び検査に係る組織(組織内外の相互関係

及び情報伝達含む。)」に，実施する各段階について「3.2 設工認における設計，工事

及び検査の各段階とその審査」に，品質管理の方法について「3.3 設計に係る品質管理

の方法」に，調達管理の方法について「3.6 設工認における調達管理の方法」に，文書

管理，識別管理，トレーサビリティについて「3.7 記録，識別管理，トレーサビリティ」

に，不適合管理の方法について「3.8 不適合管理」に記載する。 

また，これらの方法により行った管理の具体的な実績を，様式－1「本設工認に係る

設計の実績，工事及び検査の計画(例)」(以下「様式－1」という。)に取りまとめる。 

 

a. 核燃料物質の加工の事業に関する規則(以下「加工規則」という。)第三条の二の二

第一項第三号に区分される施設のうち，設工認対象設備に対する加工施設の技術基準

に関する規則(以下「技術基準規則」という。)の条文ごとの基本設計方針の作成 

b. 前項a.で作成した条文ごとの基本設計方針を基に，技術基準規則等への適合に必要

な設備の設計(作成した条文ごとの基本設計方針に対し，工事を継続又は完了してい

る設備の設計実績等を用いた技術基準規則等への適合に必要な設備の設計を含む。) 

 

これらの設計に係る記載事項には，設計の要求事項として明確にしている事項及びそ

の審査に関する事項，設計の体制として組織内外の相互関係，設計開発の各段階におけ

る審査等に関する事項並びに組織の外部の者との情報伝達に関する事項等を含めて記載

する。 

 

2.2   工事及び検査に係る品質管理の方法，組織等についての具体的な計画 

「工事及び検査に係る品質管理の方法，組織等についての具体的な計画」として，設

工認申請(届出)時点で設置されている設備，工事を継続又は完了している設備を含めた

設工認対象設備の工事及び検査に係る品質管理の方法を「3.設計及び工事の計画におけ
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る設計，工事及び検査に係る品質管理の方法等」に記載する。 

具体的には，組織について「3.1 設計，工事及び検査並びに調達に係る組織(組織内

外の相互関係及び情報伝達含む。)」に，実施する各段階について「3.2 設工認におけ

る設計，工事及び検査の各段階とその審査」に，品質管理の方法について「3.4 工事に

係る品質管理の方法」及び「3.5 使用前事業者検査の方法」に，調達管理の方法につい

て「3.6 設工認における調達管理の方法」に，文書管理，識別管理，トレーサビリティ

について「3.7 記録，識別管理，トレーサビリティ」に，不適合管理の方法について

「3.8 不適合管理」に記載する。 

また，これらの工事及び検査に係る品質管理の方法，組織等についての具体的な計画

を，様式－1に取りまとめる。 

工事及び検査に係る記載事項には，工事及び検査に係る要求事項として明確にする

事項及びその審査に関する事項，工事及び検査の体制として組織内外の相互関係(使用

前事業者検査の独立性，資源管理及び物品の状態保持に関する事項を含む。)，工事及

び検査に必要なプロセスを踏まえた全体の工程及び各段階における監視測定，妥当性確

認及び検査等に関する事項(記録，識別管理，トレーサビリティ等に関する事項を含

む。)並びに組織の外部の者との情報伝達に関する事項等を含めて記載する。 

 

2.3   設工認対象設備の施設管理 

適合性確認対象設備は，必要な機能・性能を発揮できる状態に維持されていることが

不可欠であり，その維持の管理の方法について「4.適合性確認対象設備の施設管理」で

記載する。 

 

2.4   設工認で記載する設計，工事及び検査以外の品質マネジメントシステムに係る活動 

設工認に必要な設計，工事及び検査は，設工認品質管理計画に基づく品質マネジメン

トシステム体制のもとで実施するため，上記以外の責任と権限，原子力安全の重視，必

要な要員の力量管理を含む資源の管理及び不適合管理を含む評価及び改善については，

「保安規定」の品質マネジメントシステム計画(以下「保安規定品質マネジメントシス

テム計画」という。)に従った管理を実施する。 

また，当社の品質マネジメントシステムに係る活動は，健全な安全文化を育成し維持

するための活動と一体となっている。 

 

3.  設計及び工事の計画における設計，工事及び検査に係る品質管理の方法等 

設工認における設計，工事及び検査に係る品質管理は，設工認品質管理計画及び保安規

定品質マネジメントシステム計画に基づき実施する。 

以下に，設計，工事及び検査，調達管理等のプロセスを示す。 

 

 

 

3.1  設計，工事及び検査並びに調達に係る組織(組織内外の相互関係及び情報伝達含む。) 

設工認に基づく設計，工事及び検査並びに調達は，第3.1-1図に示す組織体制で実施
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する。 

また，設計(「3.3 設計に係る品質管理の方法」)，工事(「3.4 工事に係る品質管理

の方法」)，検査(「3.5 使用前事業者検査の方法」)並びに調達(「3.6 設工認における

調達管理の方法」)の各プロセスを主管する箇所を第3.1-1表に示す。 

第3.1-1表に示す各プロセスを主管する箇所の長は，担当する設備に関する設計，工

事及び検査並びに調達について，責任と権限を持つ。 

核燃料取扱主任者は，その職務に応じた監督を行う。 

品質管理に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長は，第3.1-1図に示す組織

体制が機能していることの確認及び本資料の取りまとめを行う。 

設計から工事及び検査への設計結果の伝達，当社から供給者への情報伝達など，組織

内外や組織間の情報伝達については，設工認に従い確実に実施する。 

 

3.1.1   設計に係る組織 

設工認に基づく設計は，第3.1-1表に示す主管箇所のうち，「3.3 設計に係る品質

管理の方法」に係る箇所が設計を主管する組織として実施する。 

なお，設工認に係る設計の対象は広範囲に及ぶため，燃料製造事業部長の責任の下

に，設計に必要な資料（以下「設計資料」という。）の作成を行うため，第3.1-1図

に示す設工認に係る全体事務局の体制を定めて設計に係る活動を実施する。 

燃料製造副事業部長は，設工認に係る設計の技術総括及び全体調整の指揮を行う。

また，当社と原子力規制委員会間の情報伝達について，責任と権限を持つ。 

事務局長は，事務局の運営，設計を主管する組織に対する作業指示，組織内外や組

織間の情報伝達及び設工認に係る作業進捗を管理する。 

設計の方針のインプットを主管する箇所の長は，設計を主管する組織に対する 

「事業(変更)許可」という。）に基づく設計の方針のインプット及び横断調整を行う。 

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，設工認申請方針の取りまとめ及び設

計を主管する組織に対する設工認記載事項に係る横断調整を行う。 

また，設工認に基づき実施した施設ごとの具体的な体制について，設工認に示す設

計の段階ごとに様式－1に取りまとめる。 

 

3.1.2   工事及び検査に係る組織 

設工認に基づく工事は，第3.1-1表に示す主管箇所のうち，「3.4 工事に係る品質

管理の方法」に係る箇所が工事を主管する組織として実施する。なお，この主管箇所

には「3.4.2(1) 既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証を完了している適合

性確認対象設備」に示す既存のMOX燃料加工施設に対する健全性の評価を行う施設の

管理に係る箇所の長を含む。 

設工認に基づく検査は，第3.1-1表に示す主管箇所のうち，「3.5 使用前事業者検

査の方法」に係る箇所が検査を担当する組織として実施する。 

また，設工認に基づき実施した施設ごとの具体的な体制について，設工認に示す工

事及び検査の段階ごとに様式－1に取りまとめる。 
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3.1.3   調達に係る組織 

設工認に基づく調達は，第3.1-1表に示す組織の調達を主管する箇所で実施する。

また，設工認に基づき実施した施設ごとの具体的な体制について，設工認に示す設計，

工事及び検査の段階ごとに様式－1に取りまとめる。 
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第 3.1-1 図  適合性確認に関する体制 
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注記　＊1：品質管理に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長

　　　＊2：設工認申請業務のみ適用する。

　　　＊3：全体事務局を担当する箇所の長

　　　＊4：検査の工程管理に係る箇所の長

　　　＊5：設計の方針のインプットを主管する箇所の長

　　　＊6：設工認申請に係る総括を主管する箇所の長

　　　＊7：検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長

　　　＊8：容器等の主要な溶接部に係る検査を担当する箇所の長

　　　＊9：「GL」は，「グループリーダー」をいう。
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事務局長：燃料製造副事業部長
*3 品質保証部長

品質保証課長
＊1

設計（解析業務を含む） 工事及び検査 調達 供給者に対する監査 契約

総括・全体調整

燃料製造事業部長

燃料製造副事業部長

核燃料取扱主任者
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第3.1-1表  設計及び工事の実施の体制 

プロセス 主管箇所 

3.3 設計に係る品質管理の方法 

燃料製造事業部 

燃料製造建設所 

建設管理課 

保安管理課 

許認可業務課 

ペレット機械課 

集合体機械課 

電気設備課 

計装設備課 

土木課 

建築課 

3.4 

3.5 

工事に係る品質管理の方法 

使用前事業者検査の方法 

燃料製造事業部 

燃料製造建設所 各課 

品質保証部 各課 

3.6 設工認における調達管理の方法 

燃料製造事業部 

燃料製造建設所 各課 

品質保証部 各課 

調達室 

資材部 

安全・品質本部 

品質保証部 
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3.2   設工認における設計，工事及び検査の各段階とその審査 

3.2.1   設計及び工事のグレード分けの適用 

設工認における設計は，設工認申請(届出)時点で設置されている設備を含めた設工

認対象設備に対し，第3.2-1表に示す「設工認における設計，工事及び検査の各段階」

に従って技術基準規則等の要求事項への適合性を確保するために実施する工事の設計

である。 

この設計は，設工認品質管理計画「3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用」

(添付1「当社MOX燃料加工施設におけるグレード分けの考え方」参照)に示すグレード

分けに従い管理を実施する。 

 

3.2.2   設計，工事及び検査の各段階とその審査 

設工認における設計，工事及び検査の各段階と保安規定品質マネジメントシステム

計画との関係を第3.2-1表に示す。 

また，適合性確認に必要な作業と検査の繋がりを第3.2-1図に示す。 

なお，加工規則第三条の二の二第一項第三号に区分される施設のうち，設工認申請

(届出)が不要な工事を行う場合は，設工認品質管理計画のうち，必要な事項を適用し

て設計，工事及び検査を実施し，認可された設工認に記載された仕様及びプロセスの

とおりであること，技術基準規則に適合していることを確認する。 

設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，第3.2-1表に示

す「保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項目」ごとのアウトプットに対す

る審査(以下「レビュー」という。)を実施するとともに，記録を管理する。 

なお，設計の各段階におけるレビューについては，第3.1-1表に示す設計及び工事

を主管する組織の中で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。 

設工認のうち，容器等の主要な溶接部に対する必要な検査は，「3.3 設計に係る品

質管理の方法」，「3.4 工事に係る品質管理の方法」，「3.5 使用前事業者検査の方

法」及び「3.6 設工認における調達管理の方法」に示す管理(第3.2-1表における

「3.3.3(1) 基本設計方針の作成(設計1)」～「3.6 設工認における調達管理の方

法」)のうち，必要な事項を適用して設計，工事及び検査を実施し，認可された設工

認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合している

ことを確認する。 
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第 3.2-1 図  適合性確認に必要な作業と検査の繋がり 

各条文への適合性を確保するための設計 

要求事項 

設工認 

設計結果に対する適合性確認 

事業許可基準規則 技術基準規則 

事業(変更)許可 

本文 

仕様表 基本設計方針 工事の方法 品質管理計画 

添付書類 

設計及び工事の計画に係る
品質マネジメントシステム
に関する説明書 

各条文への対応に必要な 
適合性確認対象設備の選定 

基本設計方針の作成 

適合性確認対象設備の 
各条文への適合性を確保するための設計＊ 

(設計段階の適合性を確保

するための手段) 

既設工認 

設計図書 

設
計
の
妥
当
性
を
示
す
記
録 

適合性を確認するために実施する検査方法の決定＊ 

使用前事業者検査 
 

(適合性確認対象設備が認可された設工認に記載された仕
様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に
適合していることを確認するため，「使用前事業者検
査の計画」で決定した結果に基づき実施する検査) 

(工事段階の適合性を保証

するための記録の収集) 

検査・試験記録 
(定期試験， 

    自主検査等) 

設計図書 

工
事
段
階
の
適
合
性
確
認
に
用
い
る
記
録
と
そ
の
品
質 

(

過
去
に
作
成
さ
れ
た
記
録
の
品
質
を
含
む) 

注記 ＊：基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表 

設備別記載事項の設定根拠
に関する説明書 

主要な MOX 燃料加工施設
の耐震性に関する説明書 

・
・
・ 

安全機能を有する施設及び
重大事故等対処設備が使用
される条件の下における健
全性に関する説明書 

・
・
・ 

・
・
・ 

・
・
・ 

項目番号 …

基本設計方針 …

要求種別 …

施設区分 設備区分 機器区分 関連条文 機器名
設工認設計結果
(上：設計方針)
(下：記録等)

設備の具体的設計結果
(上：設計結果)
(下：記録等)

確認方法 …

…

…

… … … … … … … … …

再処理施設
ＭＯＸ燃料加工施設 

加工規則 
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第 3.2-1 表 設工認における設計，工事及び検査の各段階 

各段階 
保安規定品質マネジ
メントシステム計画
の対応項目 

概 要 

設
計 

3.3 
設計に係る品質管理
の方法 

7.3.1 設計開発計画 
適合性を確保するために必要な設計
を実施するための計画 

3.3.1 
適合性確認対象設備
に対する要求事項の
明確化 

7.3.2 設計開発に用
いる情報 

設計に必要な技術基準規則等の要求
事項の明確化 

3.3.2 
各条文の対応に必要
な適合性確認対象設
備の選定 

7.3.2 設計開発に用
いる情報 

技術基準規則等に対応するための設
備・運用の抽出 

3.3.3(1)＊ 
基本設計方針の作成
(設計 1) 

7.3.3 設計開発の結
果に係る情報 

要求事項を満足する基本設計方針の
作成 

3.3.3(2)＊ 

適合性確認対象設備
の各条文への適合性
を確保するための設
計(設計 2) 

7.3.3 設計開発の結
果に係る情報 

適合性確認対象設備に必要な設計の
実施 

3.3.3(3) 
設計のアウトプット
に対する検証 

7.3.5 設計開発の検
証 

基準適合性を確保するための設計の
妥当性のチェック 

3.3.4＊ 設計における変更 
7.3.7 設計開発の変
更の管理 

設計対象の追加や変更時の対応 

工
事
及
び
検
査 

3.4.1＊ 

設工認に基づく具体
的な設備の設計の実
施(設計 3) 

7.3.3 設計開発の結
果に係る情報 
7.3.5 設計開発の検
証 

設工認を実現するための具体的な設
計 

3.4.2 
具体的な設備の設計
に基づく工事の実施 

― 適合性確認対象設備の工事の実施 

3.5.1 
使用前事業者検査で
の確認事項 

― 

適合性確認対象設備が，認可された
設工認に記載された仕様及びプロセ
スのとおりであること，技術基準規
則に適合していること 

3.5.2 
使用前事業者検査の
計画 

― 

適合性確認対象設備が，認可された
設工認に記載された仕様及びプロセ
スのとおりであること，技術基準規
則に適合していることを確認する計
画と方法の決定 

3.5.3 検査計画の管理 ― 
使用前事業者検査を実施する際の工
程管理 

3.5.4 
容器等の主要な溶接
部に係る使用前事業
者検査の管理 

― 
容器等の主要な溶接部に係る使用前
事業者検査を実施する際のプロセス
の管理 

3.5.5 
使用前事業者検査の
実施 

7.3.6 設計開発の妥
当性確認 
8.2.4 機器等の検査
等 

適合性確認対象設備が，認可された
設工認に記載された仕様及びプロセ
スのとおりであること，技術基準規
則に適合していることを確認 

調
達 

3.6 
設工認における調達
管理の方法 

7.4 調達 
8.2.4 機器等の検査
等 

適合性確認に必要な，設計，工事及
び検査に係る調達管理 

 

注記 ＊:「3.2.2 設計，工事及び検査の各段階とその審査」で述べている「設計の各段階にお

けるレビュー」の各段階を示す。  
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3.3   設計に係る品質管理の方法 

設計を主管する箇所の長は，設工認における技術基準規則等への適合性を確保するた

めの設計として，「要求事項の明確化」，「適合性確認対象設備の選定」，「基本設計

方針の作成」，「適合性を確保するための設計」及び「設計のアウトプットに対する検

証」の各段階を実施する。 

以下に各段階の活動内容を示す。 

 

3.3.1   適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 

設計を主管する箇所の長は，以下の事項により，設工認に必要な要求事項を明確に

する。 

・「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成二十五年原子力規制

委員会規則第十七号）」（以下「事業許可基準規則」という。）に適合していると

して許可された「事業(変更)許可」 

・技術基準規則 

また，必要に応じて以下を参照する。 

・許可された「事業(変更)許可」の添付書類 

・事業許可基準規則の解釈 

・技術基準規則の解釈 

 

3.3.2   各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備に対する技術基準規則への適合性

を確保するため，「事業(変更)許可」に記載されている設備及び技術基準規則への対

応に必要な設備(運用を含む。)を，実際に使用する際の系統又は構成で必要となる設

備を含めた適合性確認対象設備として以下に従って抽出する。 

適合性確認対象設備を明確にするため，設工認の対象となる設備・運用を，要求事

項への適合性を確保するために実際に使用する際の系統・構成で必要となる設備・運

用を考慮しつつ第3.3-1図に示すフローに基づき抽出する。 

抽出した結果を様式－2(1/2)～(2/2)「設備リスト(例)」(以下「様式－2」とい

う。)の該当する条文の設備等欄に整理するとともに，設備／運用，既設／新設，常

設／可搬，要求事項に対して必須の設備・運用の有無，仕様表作成対象設備に該当の

有無，既設工認での記載の有無，加工規則及び「事業(変更)許可」に関連する施設区

分／設備区分並びに「事業(変更)許可」での仕様情報記載の有無を明確にする。 
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第3.3-1図  適合性確認対象設備の抽出について  

要求事項を満足する 
ために必要な機能等か 

MOX 燃料加工施設 

「加工施設の位置，構造及び設備の基

準に関する規則」への適合要求 
「加工施設の技術基準に関する規則」

への適合要求 

適合性確認対象設備 

(設工認の対象となる設備) 
自主設置設備等 

(自主的に管理する設備) 

はい 

いいえ M
O
X
①
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3.3.3   設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備の技術基準規則等への適合性を確

保するための設計を以下のとおり実施する。 

・「設計1」として，技術基準規則等の適合性確認対象設備に必要な要求事項を基

に，必要な設計を漏れなく実施するための基本設計方針を明確化する。 

・「設計2」として，「設計1」の結果を用いて適合性確認対象設備に必要な詳細設

計を実施する。 

・「設計1」及び「設計2」の結果を用いて，設工認に必要な書類等を作成する。 

・「設計のアウトプットに対する検証」として，「設計1」及び「設計2」の結果に

ついて，検証を実施する。 

これらの具体的な活動を以下のとおり実施する。 

 

(1)  基本設計方針の作成(設計 1) 

設計を主管する箇所の長は，様式－2で整理した適合性確認対象設備に対する詳細設

計を「設計2」で実施するに先立ち，技術基準規則等の適合性確認対象設備に必要な要

求事項に対する設計を漏れなく実施するために，以下により適合性確認対象設備ごとに

適用される技術基準規則の条項号を明確にするとともに，技術基準規則の条文ごとに各

条文に関連する要求事項を用いて設計項目を明確にした基本設計方針を作成する。 

 

a.  適合性確認対象設備と適用条文の整理 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備の技術基準規則への適合に必要な

設計を確実に実施するため，以下により，適合性確認対象設備ごとに適用される技術

基準規則の条文を明確にする。 

(a)  技術基準規則の条文ごとに各施設との関係を明確にし，明確にした結果とその理

由を，様式－3「技術基準規則の各条文と各施設における適用要否の考え方(例)」

(以下「様式－3」という。)の「適用要否判断」欄及び「理由」欄に取りまとめる。 

(b)  様式－3に取りまとめた結果を，様式－4「施設と条文の対比一覧表(例)」(以下

「様式－4」という。)の該当箇所の星取りにて取りまとめることにより，施設ごと

に適用される技術基準規則の条文を明確にする。 

(c) 様式－2で明確にした適合性確認対象設備を施設区分，設備区分ごとに，様式－5

「設工認添付書類星取表(例)」(以下「様式－5」という。)で機器として整理する。 

また，様式－4で取りまとめた結果を用いて，設備ごとに適用される技術基準規

則の条番号を明確にし，技術基準規則の各条番号と設工認との関連性を含めて，様

式－5で整理する。 

 

b.  技術基準規則条文ごとの基本設計方針の作成 

設計を主管する箇所の長は，以下により，技術基準規則等の適合性確認対象設備に

必要な要求事項を具体化し，漏れなく適用していくための基本設計方針を技術基準規

則の条文ごとに作成する。 

なお，基本設計方針の作成に当たっての統一的な考え方を添付2「技術基準規則ご
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との基本設計方針の作成に当たっての基本的な考え方」に示す。 

 

(a) 様式－7「要求事項との対比表(例)」(以下「様式－7」という。)に，基本設計方

針の作成に必要な情報として，技術基準規則の各条文及びその解釈，並びに関係す

る「事業(変更)許可」本文及びその添付書類に記載されている内容を原文のまま引

用し，その内容を見ながら，設計すべき項目を基本設計方針として漏れなく作成す

る。 

(b) 基本設計方針の作成に併せて，基本設計方針として記載する事項及びそれらの設

工認申請書の添付書類作成の考え方(理由)，基本設計方針として記載しない場合の

考え方，並びに詳細な検討が必要な事項として含めるべき設工認申請書の添付書類

との関係を明確にし，それらを様式－6「各条文の設計の考え方(例)」(以下「様式

－6」という。)に取りまとめる。 

(c) (a)及び(b)で作成した条文ごとの基本設計方針を整理した様式－7及び基本設計

方針作成時の考え方を整理した様式－6，並びに各施設に適用される技術基準規則

の条文を明確にした様式－4を用いて，施設ごとの基本設計方針を作成する。 

(d) 作成した基本設計方針を基に，抽出した適合性確認対象設備に対する安全重要度

分類，耐震重要度分類，機種分類，兼用する際の登録の考え方及び当該適合性確認

対象設備に必要な設工認申請書の添付書類との関連性等を様式－5で明確にする。 

 

(2)  適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計(設計 2) 

設計を主管する箇所の長は，様式－2で整理した適合性確認対象設備に対し，変更が

あった要求事項への適合性を確保するための詳細設計を，「設計1」の結果を用いて実

施する。 

 

a.  基本設計方針の整理 

設計を主管する箇所の長は，基本設計方針(「3.3.3(1) 基本設計方針の作成(設計

1)」参照)に基づく設計の実施に先立ち，基本設計方針に従った設計を漏れなく実施

するため，基本設計方針の内容を以下の流れで分類し，技術基準規則への適合性の確

保が必要な要求事項を整理する。 

 

(a) 条文ごとに作成した基本設計方針を設計項目となるまとまりごとに整理する。 

(b) 整理した設計方針を分類するためのキーワードを抽出する 

(c) 抽出したキーワードを基に要求事項を第3.3-1表に示す要求種別に分類する。 

(d) 分類した結果を，設計項目となるまとまりごとに，様式－8「基準適合性を確保

するための設計結果と適合性確認状況一覧表(例)」(以下「様式－8」という。)の

「基本設計方針」欄に整理する。 

(e) 設工認の設計に不要な以下の基本設計方針を，様式－8の該当する基本設計方針

に網掛けすることにより区別し，設計が必要な要求事項に変更があった条文に対応

した基本設計方針を明確にする。 

・定義(基本設計方針で使用されている用語の説明) 
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・冒頭宣言(設計項目となるまとまりごとの概要を示し，冒頭宣言以降の基本設計

方針で具体的な設計項目が示されているもの) 

・規制要求に変更のない既設設備に適用される基本設計方針(既設設備のうち，過

去に当該要求事項に対応するための設計が行われており，様式－4及び様式－5で従

来の技術基準規則から変更がないとした条文に対応した基本設計方針) 

・適合性確認対象設備に適用されない基本設計方針(当該適合性確認対象設備に適

用されず，設計が不要となる基本設計方針) 

 

b.  適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計(対象設備の仕様を

含む。) 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備を技術基準規則に適合したものと

するために，以下により，必要な詳細設計を実施する。 

また，具体的な設計の流れを第3.3-2図に示す。 

 

(a) 第3.3-1表に示す「要求種別」ごとの「主な設計事項」に示す内容について，

「3.7.1 文書及び記録の管理」で管理されている設計図書等の記録をインプット

として，基本設計方針に対し，適合性確認対象設備が技術基準規則等への必要な

設計要求事項の適合性を確保するために必要な詳細設計の方針(要求機能，性能目

標，防護方針等を含む。)を定めるための設計を実施する。 

 

(b) 様式－6で明確にした詳細な検討を必要とした事項を含めて詳細設計を実施する

とともに，以下に該当する場合は，その内容に従った詳細設計を実施する。 

①  評価を行う場合 

詳細設計として評価(解析を含む。)を実施する場合は，基本設計方針を基に

詳細な評価方針及び評価方法を定めた上で，評価を実施する。 

また，評価の実施において，解析を行う場合は，「3.3.3(2)c 詳細設計の品

質を確保する上で重要な活動の管理」に基づく管理により品質を確保する。 

②  複数の機能を兼用する設備の設計を行う場合 

複数の機能(施設間を含む。)を兼用する設備の設計を行う場合は，兼用する

すべての機能を踏まえた設計を確実に実施するため，組織間の情報伝達を確

実に実施し，兼用する機能ごとの系統構成を把握し，兼用する機能を集約し

た上で，兼用するすべての機能を満たすよう設計を実施する。 

③  設備設計を他設備の設計に含めて設計を行う場合 

設備設計を他設備の設計に含めて設計を行う場合は，設計が行われることを

確実にするために，組織間の情報伝達を確実に実施し，設計をまとめて実施

する側で複数の対象を考慮した設計を実施したのち，設計を委ねた側におい

ても，その設計結果を確認する。 

④  他施設と共用する設備の設計を行う場合 

他施設と共用する設備の設計を行う場合は，設計が確実に行われることを確

実にするため，組織間の情報伝達を確実に実施し，施設ごとの設計範囲を明
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確にし，必要な設計が確実に行われるよう管理する。 

 

上記①～④の場合において，設計の妥当性を検証し，詳細設計方針を満たすこ

とを確認するために検査を実施しなければならない場合は，条件及び方法を定め

た上で実施する。 

また，これらの設計として実施したプロセスを様式－1に取りまとめるとともに，

設計結果を，様式－8の「設工認設計結果(設計方針)」欄に整理する。 

 

(c) 第3.3-1表に示す要求種別のうち「運用要求」に分類された基本設計方針につい

ては，基本設計方針を作成した箇所の長にて，保安規定に必要な対応を取りまと

める。 
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第3.3-1表 要求種別ごとの適合性の確保に必要となる主な設計事項とその妥当性を示すた

めの記録との関係 

要求種別 主な設計事項 
設計方針の妥当性を 

示す記録 

設
備 

設
計
要
求 

設
置
要
求 

目的とする機能・性

能を有する設備の選

定 

目的とする機能・性能を

有する設備の選定 

配置設計 

・設計資料 

・設計図書(図面，設備

仕様書等) 

等 

機
能
要
求 

目的とする機能・性

能を実際に発揮させ

るために必要な具体

的な系統構成・設備

構成 

「事業(変更)許可」の記

載を基にした，実際に使

用する系統構成・設備構

成の決定 

・設計資料 

・設計図書(図面，設備

仕様書等) 

等 

目的とする機能・性

能を実際に発揮させ

るために必要な設備

の具体的な仕様 

仕様設計 

構造設計 

強度設計(クラスに応じ

て) 

・設計資料 

・設計図書(図面，設備

仕様書，カタログ等) 

・算出根拠(計算式等) 

等 

評
価
要
求 

対象設備が目的とす

る機能・性能を持つ

ことを示すための方

法とそれに基づく評

価 

仕様決定のための解析 

条件設定のための解析 

実証試験 

技術基準規則に適合して

いることの確認のための

解析 

(耐震評価，耐環境評価) 

・設計資料 

・有効性評価結果(「事

業(変更)許可」での

安全解析の結果を含

む。) 

・解析計画(解析方針) 

・設計図書(解析結果) 

・手計算結果 

等 

運
用 

運
用
要
求 

保安規定で定める必

要がある運用方法と

それに基づく計画 

維持又は運用のための計

画の作成 
－ 
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 インプット(機器ごとに設計するために必要な資料) 当社 供給者 アウトプット(機器ごとに設工認に必要な資料) 

機
能
単
位
の
系
統
の
明
確
化 

    

兼
用
す
る
機
能
の
確
認 

    

機
能
を
兼
用
す
る
機
器
を
含
む 

設
備
に
係
る
設
計 

    

主
要
な
設
備
に
係
る
設
計 

    

 

第 3.3-2 図  主要な設備の設計

様式-2 

事業（変更）許可申請書 

基本設計方針 

(条文ごとの必要な機能と対象機器) 

(機能ごとの主な系統構成と対象機器) 

(機能ごとの主な系統構成と対象機器) 

機器ごとの系統構成を明確化 

機能単位の系統図 
〇〇建屋 △△建屋 

・・・ 機能単位の 
系統図 

機能単位の 
系統図 

機能単位の 
系統図 

機能単位の 
系統図 

機能単位の 
系統図 

機能単位の 
系統図 

様式-5 

様式-2 

様式-5 

(兼用する施設・設備区分) 

(条文ごとに必要な機能と対象機器) 

(機能ごとの関連する条番号) 

①機器が兼用する施設・設備区分を把握 

②機器が施設・設備区分ごとに 
兼用する機能を確認 

設定根拠(概要) 

機能単位の系統図 
〇〇建屋 △△建屋 

・・・ 機能単位の 
系統図 

機能単位の 
系統図 

機能単位の 
系統図 

機能単位の 
系統図 

機能単位の 
系統図 

機能単位の 
系統図 

設定根拠(概要) 

設計図書等 

①兼用する機器ごとに系統構成を系統図で明確に 
したうえで，機器の仕様に関する設計を実施 

③兼用するそれぞれの機能を満たす仕様を機器が有することを確認 

②兼用する機能及び仕様を使用条件ごとに整理 

仕様書の作成 

設計図書の確認 
(供給者が設計する場合のみ) 

設計図書の作成 

設定根拠(仕様) 

設計図書 ＊ 

基本設計方針 

既設工認 

事業（変更）許可申請書 

(認可済み又届出済みの設工認を用いる場合のみ) 

設計図書等 

(許可済みの事業変更許可申請書を用いる場合のみ) 

機器の設計 

設計図書の確認 

(供給者が設計する場合のみ) 

仕様書の作成 機器の設計 

設計図書の作成 設計図書 ＊ 

設備仕様 

構造図 

設定根拠 

配置図 

(設備仕様に関する設計結果) 

(機器の構造に関する設計結果) 

(設定根拠の取りまとめ結果) 

(現場の配置に関する設計結果) 

設計資料 
注記 ＊：供給者から提出された設計図書を設工認へのインプットとして使用する場合は，当社が承認した後に使用する。 
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c.  詳細設計の品質を確保する上で重要な活動の管理 

設計を主管する箇所の長は，詳細設計の品質を確保する上で重要な活動となる，

「調達による解析」及び「手計算による自社解析」について，以下の活動を実施し，

品質を確保する。 

 

(a)  調達による解析の管理 

基本設計方針に基づく詳細設計で解析を実施する場合は，解析結果の信頼性を確

保するため，設工認品質管理計画に基づく品質マネジメントシステムに係る活動を

行う上で，特に以下の点に配慮した活動を実施し，品質を確保する。 

 

①  調達による解析 

調達により解析を実施する場合は，解析の信頼性を確保するために，供給者

に対し，「原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向上ガイ

ドライン(平成26年3月 一般社団法人原子力安全推進協会)」を反映した以下

に示す管理を確実にするための品質マネジメントシステム体制の構築等に関

する調達要求事項を仕様書により要求し，それに従った品質マネジメントシ

ステム体制のもとで解析を実施させるよう「3.6 設工認における調達管理の

方法」に従った調達管理を実施する。 

なお，解析の調達管理に関する具体的な流れを添付3「設工認における解析

管理について」の「別図1」に示す。 

 

ア. 解析業務を実施するに当たり，あらかじめ解析業務の計画を策定し，業務計

画書等により文書化する。 

なお，解析業務の計画には，以下に示す事項の計画を明確にする。 

・解析業務の作業手順(デザインレビュー，審査方法，時期等を含む。) 

・使用する計算機プログラムとその検証方法 

・解析業務の実施体制 

・解析結果の検証 

・業務報告書の確認 

・解析業務の変更管理 

・記録の保管管理 

イ. 解析業務に係る必要な力量を定めるとともに，従事する要員(原解析者・検

証者)は必要な力量を有した者とする。 

 

②  計算機プログラム(解析コード)の管理 

計算機プログラムは，評価目的に応じた解析結果を保証するための重要な役

割を持っていることから，使用実績や使用目的に応じ，計算機プログラムが

適正なものであることを以下のような方法により検証する。 

・簡易モデルによる検証 

・別の解析コードによる検証 
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・別会社において同一の計算を実施 

・その他(加振試験，モックアップ，自部署以外の第三者のクロスチェック

等により検証されたことが明確な過去の類似した解析結果との比較等) 

 

③  解析業務で用いる入力情報の伝達 

当社は供給者に対し調達管理に基づく品質マネジメントシステム上の要求事

項として，JEAG4121附属書「品質マネジメントシステムに関する標準品質保

証仕様書」の要求事項に従った文書及び記録の管理の実施を要求し，適切な

版を管理することを要求する。 

これにより，設工認に必要な解析業務のうち，設備又は土木建築構造物を設

置した供給者と同一の供給者が主体となって解析を実施する場合は，解析を

実施する供給者が所有する図面とそれを基に作成され納入されている当社所

有の設計図書で，同じ 新性を確保する。 

また，設備を設置した供給者以外の供給者にて解析を実施する場合は，当

社で管理している図面を供給者に提供することで，供給者に 新性が確保さ

れた図面で解析を実施させる。 

 

④  入力根拠の明確化及び入力結果の確認 

供給者に，業務計画書等に基づき解析に用いた入力データが正しいことを図

面等の入力条件や計算機プログラムマニュアルを用いて確認させ，また計算

機プログラムへの入力間違いがないか確認させるとともに，それらの結果を

文書として作成させることで，入力根拠の妥当性及び入力データが正しく入

力されたことの品質を確保する。 

 

(b)  手計算による自社解析 

自社で実施する解析(手計算)は，評価を実施するために必要な計算方法及び入力

データを明確にした上で，当該業務の力量を持つ要員が実施する。 

また，実施した解析結果に間違いがないようにするために，入力根拠，入力結果

及び解析結果について，解析を実施した者以外の者によるダブルチェックを実施し，

解析結果の信頼性を確保する。 

 

(3)  設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，「3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに

対する検証」の「設計1」及び「設計2」で取りまとめた様式－8を設計のアウトプット

として，これが設計のインプット(「3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明

確化」及び「3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定」参照)で与えら

れた要求事項に対する適合性を確認した上で，要求事項を満たしていることの検証を，

組織の要員に指示する。 

なお，この検証は適合性確認を実施した者の業務に直接関与していない上位職位の者

に実施させる。 
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(4)  設工認申請(届出)書の作成 

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，設計を主管する箇所の長が設工認の設

計として実施した「3.3.3(1) 基本設計方針の作成(設計1)」及び「3.3.3(2) 適合性確

認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計(設計2)」からのアウトプットを

基に，設工認申請書を作成する。 

 

a. 仕様表の作成 

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，「3.3.3(2) 適合性確認対象設備の

各条文への適合性を確保するための設計(設計2)」の設計結果及び図面等の設計資料

を基に，必要な事項(種類，主要寸法，材料，個数等)を設備ごとに表(仕様表)又は図

面等を作成する。 

 

b. 施設ごとの基本設計方針のまとめ 

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，「3.3.3(1)b 技術基準規則条文ごと

の基本設計方針の作成」で作成した施設ごとの基本設計方針を基にまとめ直すことに

より，設工認として必要な基本設計方針を作成する。 

また，技術基準規則に規定される機能・性能を満足させるための基本的な規格及び

基準を，「適用基準及び適用規格」として作成する。 

 

c. 工事の方法の作成 

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備等が，期待され

る機能を確実に発揮することを示すため，当該工事の手順並びに使用前事業者検査の

項目及び方法を記載するとともに，工事中の従事者及び公衆に対する放射線管理や他

の設備に対する悪影響防止等の観点から特に留意すべき事項を「工事の方法」として

作成する。 

 

d. 各添付書類の作成 

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，「3.3.3(2) 適合性確認対象設備の

各条文への適合性を確保するための設計(設計2)」の設計結果及び図面等の設計資料

を基に，基本設計方針に対する詳細設計の結果及び設計の妥当性に関する説明が必要

な事項を取りまとめた様式－6及び様式－7を用いて，設工認に必要な添付書類を作成

する。 

なお，設工認に必要な添付書類において，解析コードを使用している場合には，

「計算機プログラム(解析コード)の概要」を作成する。 

 

e. 設工認申請書案のチェック 

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，作成した設工認申請書案について，

要員を指揮して，以下の要領でチェックする。 
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(a) 設工認申請に係る総括を主管する箇所及び設計を主管する箇所でのチェック分担

を明確にしてチェックする。 

(b) チェックの結果としてコメントが付されている場合は，その反映要否を検討し，

必要に応じ資料を修正した上で，再度チェックする。 

(c) 必要に応じこれらを繰り返し，設工認申請書案のチェックを完了する。 

 

(5)  設工認申請(届出)書の承認 

「3.3.3(3) 設計のアウトプットに対する検証」及び「3.3.3(4)e.設工認申請書案の

チェック」を実施した設工認申請書案について，設工認申請に係る総括を主管する箇所

の長は，燃料製造安全委員会へ付議し，審議を受けるとともに，核燃料取扱主任者の確

認を受ける。 

また，燃料製造事業部長は，燃料製造安全委員会の審議を受けた設工認申請書につい

て，原子力規制委員会及び経済産業大臣への提出手続きを承認する。 

 

3.3.4   設計における変更 

設計を主管する箇所の長は，設計対象の追加又は変更が必要となった場合，

「3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化」から「3.3.3 設工認におけ

る設計及び設計のアウトプットに対する検証」の各設計結果のうち，影響を受けるも

のについて必要な設計を実施し，影響を受けた段階以降の設計結果を必要に応じ修正

する。 

 

3.4   工事に係る品質管理の方法 

工事を主管する箇所の長は，設工認に基づく具体的な設備の設計の実施及びその結果

を反映した設備を導入するために必要な工事を，「3.6 設工認における調達管理の方法」

の管理を適用して実施する。 

 

3.4.1   設工認に基づく具体的な設備の設計の実施(設計 3) 

工事を主管する箇所の長は，工事段階において，以下のいずれかの方法で，設工認

を実現するための具体的な設計(設計3)を実施し，決定した具体的な設備の設計結果

(既に工事を着手し設置を終えている設備について，既に実施された具体的な設計の

結果が設工認に適合していることを確認することを含む。)を様式－8の「設備の具体

的設計結果」欄に取りまとめる。 

 

(1)  自社で設計する場合 

工事を主管する箇所の長は，「設計3」を実施する。 

 

(2)  「設計 3」を工事を主管する箇所の長が調達しかつ調達管理として「設計 3」を管理

する場合 

a. 単一の工事を主管する箇所の長が調達しかつ調達管理する場合 

工事を主管する箇所の長は，「3.6 設工認における調達管理の方法」に従った調達
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により「設計3」を実施する。 

また，工事を主管する箇所の長は，その調達の中で供給者が実施する「設計3」の

管理を，調達管理として詳細設計の検証及び妥当性確認を行うことにより管理する。 

 

b. 単一の工事を主管する箇所の長が調達し複数の工事を主管する箇所の長が調達管理

する場合 

工事を主管する箇所の長のうち，調達を取りまとめる箇所の長は，「3.6 設工認に

おける調達管理の方法」に従った調達により「設計3」を実施する。 

また，工事を主管する箇所の長は，その調達の中で供給者が実施する「設計3」の

管理を，それぞれ調達管理として詳細設計の検証及び妥当性確認を行うことにより管

理する。 

 

3.4.2   具体的な設備の設計に基づく工事の実施 

工事を主管する箇所の長は，設工認に基づく設備を設置するための工事を，「工事

の方法」に記載された工事の手順並びに「3.6 設工認における調達管理の方法」に従

い実施する。 

なお，この工事の中で使用前事業者検査を実施する場合は，「3.6 設工認における

調達管理の方法」に従った調達製品の検証の中で使用前事業者検査を含めて実施する。 

また，設工認に基づき設置する設備のうち，既に工事を着手し設置を終えている設

備については，以下のとおり取り扱う。 

 

(1)  既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証を完了している適合性確認対象設備 

設工認に基づく設備を設置する工事のうち，既に工事を着手し設置を完了して調達製

品の検証を完了している適合性確認対象設備については，「3.5 使用前事業者検査の方

法」の段階から実施する。 

なお，施設の管理に係る箇所の長は，設置から長期間経過している既存のMOX燃料加

工施設に対し，劣化事象を考慮した保全計画，保全実績及び不適合状態でないことを確

認することによって当該MOX燃料加工施設が健全に維持されていることを評価する。 

 

(2)  既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証段階の適合性確認対象設備 

設工認に基づく設備を設置する工事のうち，既に工事を着手し設置を完了して調達製

品の検証段階の適合性確認対象設備については，「3.5 使用前事業者検査の方法」の段

階から実施する。 

 

(3)  既に工事を着手し工事を継続している適合性確認対象設備 

設工認に基づく設備を設置する工事のうち，既に工事を着手し工事を継続している適

合性確認対象設備については，「3.6 設工認における調達管理の方法」に従い，着手時

点のグレードに応じた工事を継続して実施するとともに，「3.5 使用前事業者検査の方

法」の段階から実施する。 

なお，この工事の中で適合性確認を実施する場合は，「3.6 設工認における調達管理
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の方法」に従った調達製品の検証の中で実施する。 

 

3.5   使用前事業者検査の方法 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載された仕様及

びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認するため，保

安規定に基づく使用前事業者検査を計画し，「検査および試験管理要則」に従い，工事

実施箇所からの独立性を確保した検査体制のもと，実施する。 

 

3.5.1   使用前事業者検査での確認事項 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載された仕様

及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認するため

に，以下の項目について検査を実施する。 

①実設備の仕様の適合性確認 

②実施した工事が，「3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施(設計3)」

及び「3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施」に記載したプロセス並び

に「工事の方法」のとおり行われていること。 

これらの項目のうち，①を設工認品質管理計画の第 3.5-1 表に示す検査として，②

を品質マネジメントシステムに係る検査(以下「QA 検査」という。)として実施する。 

②については工事全般に対して実施するものであるが，工事実施箇所が「3.5.4 容

器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理」を実施する場合は，工事実施箇

所が実施する溶接に関するプロセス管理が適切に行われていることの確認を QA 検査

に追加する。 

また，QA 検査では上記②に加え，上記①のうち工事実施箇所が実施する検査の，

記録(工事実施箇所が採取した記録・ミルシート等)の信頼性確認(記録確認検査や抜

取検査の信頼性確保)を行い，設工認に基づく検査の信頼性を確保する。 

 

3.5.2   使用前事業者検査の計画 

検査を担当する箇所の長は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載され

た仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認す

るため，技術基準規則に適合するよう実施した設計結果を取りまとめた様式－8 に示

された「設工認設計結果(設計方針)」欄ごとに設計の妥当性確認を含む使用前事業者

検査を計画する。 

使用前事業者検査は，「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項目及び方

法並びに第 3.3-1 表の要求種別ごとに第 3.5-1 表に示す確認項目，確認視点及び主な

検査項目を基に計画を策定する。 

適合性確認対象設備のうち，技術基準規則上の措置(運用)に必要な設備についても，

使用前事業者検査を計画する。 

 

(1)  使用前事業者検査の方法の決定 

検査を担当する箇所の長は，「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項目及
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び方法並びに第3.3-1表の要求種別ごとに定めた第3.5-1表に示す確認項目，確認視点，

主な検査項目の考え方を使って，確認項目ごとに設計結果に関する具体的な検査概要及

び判定基準を以下の手順により使用前事業者検査の方法として明確にする。第3.5-1表

の検査項目ごとの概要及び判定基準の考え方を第3.5-2表に示す。 

 

a. 様式－8 の「設工認設計結果(設計方針)」及び「設備の具体的設計結果」欄に記載

された内容と該当する要求種別を基に，検査項目を決定する。 

b. 決定された検査項目より，第 3.5-2 表に示す「検査項目，検査概要，判定基準の考

え方について(代表例)」及び「工事の方法」を参照し適切な検査方法を決定する。 

c. 決定した各設備に対する以下の内容を，様式－8 の「確認方法」欄に取りまとめる。

なお，「確認方法」欄では，以下の内容を明確にする。 

(a) 検査項目 

(b) 検査方法 
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第 3.5-1 表 要求事項に対する確認項目及び確認の視点 

要求種別 確認項目 確認視点 主な検査項目 

設
備 

設
計
要
求 

設
置
要
求 

名称，取付箇所，個

数，設置状態，保管

状態 

設 計 要 求 ど お り の 名

称，取付箇所，個数で

設置されていることを

確認する。 

外観検査 

据付・外観検査 

状態確認検査 

機
能
要
求 

材料，寸法，耐圧・

漏えい等の構造，強

度に係る仕様(仕様

表) 

仕様表の記載どおりで

あることを確認する。 

材料検査 

構造検査 

強度検査 

外観検査 

寸法検査 

耐圧・漏えい検査 

据付・外観検査 

機能・性能検査 

状態確認検査 

系 統 構 成 ， 系 統 隔

離，可搬設備の接続

性 

実際に使用できる系統

構成になっていること

を確認する。 

上記以外の所要の機

能要求事項 

目的とする機能・性能

が発揮できることを確

認する。 

評
価
要
求 

解析書のインプット

条件等の要求事項 

評価条件を満足してい

ることを確認する。 

内容に応じて，基盤検

査，設置要求の検査，機

能要求の検査を適用 

運
用 

運
用
要
求 

手順確認 

(保安規定) 

手順化されていること

を確認する。 

状態確認検査 
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第3.5-2表  検査項目，検査概要及び判定基準の考え方について(代表例) 

検査項目 検査概要＊1 判定基準の考え方 

共 

通 

材料検査 ・使用されている材料の化学成分，機械的強度等が設工認のとおりであることを確認する。 ・設工認のとおりであること。 

状態確認検査 

・設置要求における機器保管状態，設置状態，接近性，分散配置及び員数が設工認に記載のとおりであることを確認する。 ・設工認のとおりであること。 

・評価要求に対するインプット条件(耐震サポート等)との整合性を確認する。 ・設工認のとおりであること。 

・運用要求における手順が整備され，利用できることを確認する。 ・運用された手順が整備され，利用できること。 

建
物
・
構
築
物 

基盤検査 ・基盤の高さ，岩質，強度が設工認のとおりであることを確認する。 ・設工認のとおりであること。 

構造検査 ・主要寸法，据付状態等が設工認のとおりであることを確認する。 ・設工認のとおりであること。 

強度検査 ・コンクリートの強度が設工認のとおりであることを確認する。 ・設工認のとおりであること。 

外観検査 ・有害な欠陥がないことを確認する。 ・健全性に影響を及ぼす有害な欠陥がないこと。 

機 

器 

等 

寸法検査 ・主要寸法が設工認のとおりであることを確認する。 ・設工認のとおりであること。 

耐圧・漏えい検査＊2 

・技術基準規則の規定に基づく検査圧力で所定時間保持し，検査圧力に耐え，異常のないことを確認する。耐圧検査が構造上困難な部位につ

いては，技術基準規則の規定に基づく非破壊検査等により確認する。 

・耐圧検査終了後，技術基準規則の規定に基づく検査圧力により漏えいの有無を確認する。漏えい検査が構造上困難な部位については，技術

基準規則の規定に基づく非破壊検査等により確認する。 

・検査圧力に耐え，かつ，異常のないこと。 

・著しい漏えいのないこと。 

据付・外観検査 
・組立て状態並びに据付け位置及び状態が設工認のとおりであることを確認する。 

・有害な欠陥がないことを確認する。 

・設工認のとおりに組立て，据付けされていること。 

・健全性に影響を及ぼす有害な欠陥がないこと。 

機能・性能検査 

・系統構成確認検査 

可搬型設備の実際に使用する系統構成及び可搬型設備等の接続が可能であることを確認する。 

・実際に使用する系統構成になっていること。 

・可搬型設備等の接続が可能なこと。 

・運転性能検査，通水検査，系統運転検査，容量確認検査 

設計で要求される機能・性能について，実際に使用する系統状態又は模擬環境により試運転等を行い，機器単体又は系統の機能・性能を

確認する。 

・実際に使用する系統構成になっていること。 

・目的とする機能・性能が発揮できること。 

・絶縁耐力検査 

電気設備と大地の間に，試験電圧を連続して規定時間加えたとき，絶縁性能を有することを確認する。 
・目的とする絶縁性能を有すること。 

・ロジック回路動作検査，警報検査，インターロック検査 

電気設備，計測制御設備等について，ロジック確認，インターロック確認及び警報確認等を行い，設備の機能・性能又は特性を確認す

る。 

・ロジック，インターロック及び警報が正常に動作すること。 

・計測範囲確認検査，設定値確認検査 

計測制御設備等の計測範囲又は設定値を確認する。 
・計測範囲又は設定値が許容範囲内であること。 

基本設計方針に係る検査＊3 ・機器等が設工認に記載された基本設計方針に従って据付けられ，機能・性能を有していることを確認する。 
・機器等が設工認に記載された基本設計方針に従って据付けら

れ，機能・性能を有していること。 

QA 検査 

・工事が設工認の「工事の方法」及び「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に示すプロセスのとおり実施していることを確認す

る。この確認には，検査における記録の信頼性確認として，もととなる記録採取の管理方法の確認やその管理方法の遵守状況の確認を含

む。 

・設工認で示す「設計及び工事に係る品質マネジメントシステ

ム」及び「工事の方法」のとおりに工事管理が行われている

こと。 

 

注記 ＊1：代替検査を実施する場合は，本来の検査目的に対する代替性の評価を実施した上で検査要領書に定める。 

＊2：耐圧・漏えい検査の方法について，第3.5-2表によらない場合は，基本設計方針の共通項目として定めた「材料及び構造」の方針によるものとする。 

＊3：基本設計方針のうち，各検査項目で確認できない事項を対象とする。 
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3.5.3   検査計画の管理 

検査の工程管理に係る箇所の長は，使用前事業者検査を適切な段階で実施するため，

関係箇所と調整の上，MOX燃料加工施設全体の主要工程及び調達先の工事工程を加味

した適合性確認の検査計画を作成し，使用前事業者検査の実施時期及び使用前事業者

検査が確実に行われることを管理する。 

なお，検査計画は，進捗状況に合わせて関係箇所と適宜調整を実施する。 

 

3.5.4   容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理 

容器等の主要な溶接部に係る検査を担当する箇所の長は，溶接が特殊工程であるこ

とを踏まえ，工程管理等の計画を策定し，溶接施工工場及び現地におけるプロセスの

適切性の確認及び監視を行う。 

また，溶接継手に対する要求事項は，溶接部詳細一覧表(溶接方法，溶接材料，溶

接施工法，熱処理条件，検査項目等)により管理し，これに係る関連図書を含め，業

務の実施に当たって必要な図書を溶接施工工場に提出させ，それを審査，承認し，必

要な管理を実施する。 

 

3.5.5   使用前事業者検査の実施 

使用前事業者検査は，「検査および試験管理要則」に基づき，検査要領書の作成，

検査体制を確立して実施する。 

 

(1)  使用前事業者検査の独立性確保 

検査の工程管理に係る箇所の長は，組織的独立した箇所に検査の実施を依頼する。 

 

(2)  使用前事業者検査の体制 

使用前事業者検査の体制は，第3.5-1図を参考に検査要領書で明確にする。 

なお，検査における役務は，以下のとおりとする。 

 

a. 統括責任者 

・使用前事業者検査を統括する。 

b. 核燃料取扱主任者 

・検査内容，手法等に対して指導・助言を行うとともに，検査が適切に行われている

ことを確認する。 

・検査要領書制定時の確認並びに検査要領書に変更が生じた場合には，変更内容を確

認する。 

c. 検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長 

・検査範囲，検査方法等の妥当性の確認を実施し，検査要領書を制定する。また，検

査要領書に変更が生じた場合には，変更内容を確認，制定する。 

・報告された検査結果(合否判定)が技術基準規則に適合していることを 終確認し，

若しくは自らが合否判定を実施し，リリース許可する。 
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d. 検査実施責任者 

・検査の工程管理に係る箇所の長からの依頼に基づき検査を実施する。 

・検査要領書の承認後，関係者に周知する。 

・報告された検査結果(合否判定)が技術基準規則に適合していることを 終確認し，

若しくは自らが合否判定を実施する。 

e. 検査員 

・検査実施責任者からの指示に従い，検査を実施する。 

・検査要領書の判定基準に従い，立会い又は記録の確認により合否判定する｡ 

・検査記録及び検査成績書を作成し，検査実施責任者へ報告する。 

f. 検査補助者 

・検査実施責任者又は検査員からの指示に従い，検査に係る作業を行う。 

 

(3) 使用前事業者検査の検査要領書の制定 

検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長は，適合性確認対象設備が認可

された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合

していることを確認するため，「検査および試験管理要則」に基づき，「3.5.2(1) 使

用前事業者検査の方法の決定」で決定した様式－8「基準適合性を確保するための設計

結果と適合性確認状況一覧表」の「確認方法」欄で明確にした確認方法に従った使用前

事業者検査を実施するための検査要領書を制定する。 

また，検査要領書は，検査目的，検査場所，検査範囲，検査項目，検査方法，判定基

準，検査体制，不適合処置要領，検査手順，検査工程，検査用測定機器，検査成績書の

事項等を記載し，検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長が制定した後，

核燃料取扱主任者の確認を得る。 

なお，検査要領書の制定において検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の

長は，「3.4.2(1) 既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証を完了している適合

性確認対象設備」による設置から長期間経過している既存のMOX燃料加工施設に対する

健全性評価の結果等により当該MOX燃料加工施設の状態を把握する。 

また，検査要領書には使用前事業者検査の確認対象範囲として含まれる技術基準規則

の条文を明確にする。 

各検査項目における代替検査を行う場合，「3.5.5(4) 代替検査の確認方法の決定」

に従い，代替による使用前事業者検査の方法を決定する。 

 

(4) 代替検査の確認方法の決定 

a. 代替検査の条件 

代替検査を用いる場合は，通常の方法で検査ができない場合であり，例えば以下の

場合をいう。 

・耐圧検査で圧力を加えることができない場合 

・外観検査で構造上外観が確認できない場合 

・機能・性能検査で流体の実注入，移送ができない場合 

・機能・性能検査で電路に通電できない場合 
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・当該検査対象の品質記録(要求事項を満足する記録)がない場合(プロセス評価を実

施し検査の成立性を証明する必要がある場合)＊ 

 

注記 ＊：「当該検査対象の品質記録(要求事項を満足する記録)がない場合(プロ

セス評価を実施し検査の成立性を証明する必要がある場合)」とは，以

下の場合をいう。 

・材料検査で材料検査証明書(ミルシート)がない場合 

・寸法検査記録がなく，実測不可の場合 

 

b. 代替検査の評価 

検査を担当する箇所の長は，代替検査による確認方法を用いる場合，本来の検査目

的に対する代替性の評価を実施し，その結果を「3.5.5(3) 使用前事業者検査の検査

要領書の制定」で作成する検査要領書の一部として添付し，核燃料取扱主任者による

確認，検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長による承認を経て適用す

る。 

なお，検査目的に対する代替性の評価においては，以下の内容を明確にする。 

・設備名称 

・検査項目 

・検査目的 

・通常の方法で検査ができない理由 

(例)既存のMOX燃料加工施設に悪影響を及ぼすための困難性 

現状の設備構成上の困難性 

作業環境における困難性  等 

・代替検査の手法及び判定基準 

・検査目的に対する代替性の評価 

 

(5) 使用前事業者検査の実施 

検査実施責任者は，検査員等を指揮して，検査要領書に基づき，確立された検査体制

のもとで使用前事業者検査を実施し，その結果を検査の工程管理に係る箇所の長及び検

査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長に報告する。 

報告を受けた検査の工程管理に係る箇所の長は，検査プロセスが検査要領書に基づき

適正に実施されたこと，及び検査結果が判定基準を満足していることを確認したのち，

検査結果を受領する。 

また，検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長は，検査結果を統括責任

者及び核燃料取扱主任者に報告する。 
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第3.5-1図  検査実施体制(例)  

統括責任者 

（品質保証部長） 

破線部は工事を主管する箇所から組織的独立

している箇所を示す。 

核燃料取扱主任者 

検査実施責任者 

検査員 

検査補助者 

検査に係るプロセスの 

取りまとめを主管する箇所の長 
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3.6   設工認における調達管理の方法 

調達又は契約を主管する箇所の長は，設工認で行う調達管理を確実にするために，

｢調達管理要則｣に基づき，以下に示す管理を実施する。 

 

3.6.1   供給者の技術的評価 

契約を主管する箇所の長は，供給者が当社の要求事項に従って調達製品を供給する

技術的な能力の根拠として，供給者の技術的評価を実施する。(添付－4「当社MOX燃

料加工施設における設計管理・調達管理について」の「1.供給者の技術的評価」参

照) 

 

3.6.2   供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は，設工認に必要な調達を行う場合，原子力安全に対する

影響，供給者の実績等を考慮し，調達の内容に応じたグレード分けの区分(添付－1

「当社MOX燃料施設におけるグレード分けの考え方」の「別表3」参照)を明確にした

上で，調達に必要な要求事項を明確にし，契約を主管する箇所の長へ供給者の選定を

依頼する。 

また，契約を主管する箇所の長は，「3.6.1 供給者の技術的評価」で，技術的な能

力があると判断した供給者を選定する。 

 

3.6.3   調達製品の調達管理 

業務の実施に際し，当社においては，原子力安全に及ぼす影響に応じて，設計管理

及び調達管理に係るグレード分けを適用している。 

設工認に適用した機器ごとの現行の各グレードに該当する実績を様式－9「適合性

確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績(設備関係)(例)」(以下「様

式－9」という。)に取りまとめる。 

設工認に係る品質管理として，仕様書作成のための設計から調達までのグレードご

との流れ，各グレードで実施した各段階の管理及び組織内外の相互関係を添付－1

「当社MOX燃料加工施設におけるグレード分けの考え方」の「別図1（1/2）～(2/2)」

に示す。 

調達を主管する箇所の長は，調達に関する品質マネジメントシステムに係る活動を

行うに当たって，原子力安全に対する影響及び供給者の実績等を考慮し，グレード分

けの区分(添付－1「当社MOX燃料加工施設におけるグレード分けの考え方」の「別表

3」参照)を明確にした上で，以下の調達管理に基づき業務を実施する。 

また，一般産業用工業品については，(1)の調達仕様書を作成するに当たり，あら

かじめ採用しようとする一般産業用工業品について，原子力施設の安全機能に係る機

器等として使用するための技術的な評価を行う。 

 

(1) 仕様書の作成 

調達を主管する箇所の長は，業務の内容に応じ，以下のa.～j.を記載した仕様書を作

成し，供給者の業務実施状況を適切に管理※する。(「3.6.3(2) 調達製品の管理」参
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照) 

注記 ＊：添付－1「当社MOX燃料加工施設におけるグレード分けの考え方」の「別表

1」に示す機器等のうち，設計開発を適用する場合は，仕様書の作成に必要

な設計として，添付－4「当社MOX燃料加工施設における設計管理・調達管理

について」の「2.仕様書作成のための設計について」の活動を実施する。 

 

a. 製品，手順，プロセス及び設備の承認に関する要求事項 

(a) 供給者が行うべき業務範囲に関する事項 

(b) 調達製品に係る適用法令，規格の名称，番号，版及び必要に応じ該当条項 

(c) 調達製品の員数 

(d) 調達製品の技術的事項 

(e) 提出文書・記録(調達要求事項への適合状況を記録した文書を含む。)に関する事

項 

(f) 設計に関する事項 

(g) 監査に関する事項 

(h) 供給者の調達管理に関する事項 

(i) 供給先で調達製品の検証を実施する場合に係る事項 

(j) 識別及びトレーサビリティに関する事項 

(k) 過去の不適合事例の再発防止対策に関する事項 等 

b. 要員の力量に関する要求事項 

c. 品質マネジメントシステムに関する要求事項 

d. 不適合(偽造品，模造品等の報告を含む。)の報告及び処理に関する要求事項 

e. 健全な安全文化を育成し，維持するために必要な要求事項 

f. 一般産業用工業品を原子力施設に使用するにあたっての評価に関する要求事項 

g. 調達製品の検証に係る検査及び試験，又はその他の活動の要領，実施時期，実施場

所に関する要求事項 

h. 偽造品，模造品等の防止対策に関する要求事項 

i. 調達後における調達製品の維持又は運用に必要な情報提供に関する要求事項 

j. 工場検査等への原子力規制委員会職員の立入に関する要求事項 

 

(2) 調達製品の管理 

調達を主管する箇所の長は，当社が仕様書で要求した製品が確実に納品されるよう調

達製品が納入されるまでの間，｢調達管理要則｣に従い，業務の実施に当たって必要な図

書(添付1「当社MOX燃料加工施設におけるグレード分けの考え方」の「別表3」に示すグ

レードⅠ及びグレードⅡ，業務計画書等)を供給者に提出させ，それを審査し確認する

等の製品に応じた必要な管理を実施する。 

 

(3) 調達製品の検証 

調達を主管する箇所の長は，調達製品が調達要求事項を満たしていることを確実にす

るために，グレード分けの区分，調達数量，調達内容等を考慮した調達製品の検証を行
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う。 

なお，供給者先で検証を実施する場合，あらかじめ仕様書で検証の要領及び調達製品

のリリースの方法を明確にした上で，検証を行う。 

また，調達を主管する箇所の長は，調達製品が調達要求事項を満たしていることを確

認するために実施する検証を，以下のいずれか1つ以上の方法により実施する。 

 

a. 検査・試験 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，「検査および試験管理要

則」に基づき供給者等の工場又は再処理事業所等で検査・試験を実施する。 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，検査・試験のうち，当社

が立会又は記録確認を行う検査・試験に関して，以下の項目のうち必要な項目を含む

要領書を供給者に提出させ，それを事前に審査し，承認した上で，その要領書に基づ

く検査・試験を実施する。 

・検査の時期 

・対象 

・項目 

・方法 

・合否判定基準 

・検査体制 

・記録方法 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，設工認に基づく使用前事

業者検査として必要な検査・試験を適合性確認対象設備ごとに実施又は計画し，設備

のグレード分けの区分に応じて管理の程度を決めたのち，「3.5.5 使用前事業者検査

の実施」に基づき実施する。 

なお，添付－1「当社MOX燃料施設におけるグレード分けの考え方」の「2.(2) 設備

に対して設計開発を適用しない場合」に該当する可搬型重大事故等対処設備等の購入

のみの場合については，当社にて機能・性能の確認をするための検査・試験を実施す

る。 

 

b. 受入検査の実施 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，製品の受入れに当たり，

受入検査を実施し，現品及び記録の確認を行う。 

 

c. 記録の確認 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，工事記録等調達した役務

の実施状況を確認できる書類により検証を行う。 

 

d. 報告書の確認 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，調達した役務に関する実

施結果を取りまとめた報告書の内容を確認することにより検証を行う。 
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e. 作業中のコミュニケーション等 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，調達した役務の実施中に，

適宜コミュニケーションを実施すること及び立会等を実施することにより検証を行う。 

 

f. 請負会社他品質監査(「3.6.4 請負会社他品質監査」参照) 

 

3.6.4   請負会社他品質監査 

供給者に対する監査を主管する箇所の長は，供給者の品質マネジメントシステムに

係る活動及び健全な安全文化を育成し維持するための活動が適切で，かつ，確実に行

われていることを確認するために，請負会社他品質監査を実施する。 

(請負会社他品質監査を実施する場合の例) 

・添付－1「当社MOX燃料加工施設におけるグレード分けの考え方」の「別表3」に

示すグレードⅠに該当する場合(原則として5年に1回の頻度で実施) 

・添付－1「当社MOX燃料加工施設におけるグレード分けの考え方」の「別表3」に

示すグレードⅡに該当する調達対象物に重要な不適合が確認された場合 

 

3.6.5   設工認における調達管理の特例 

設工認の対象となる適合性確認対象設備は，「3.6 設工認における調達管理の方法」

を以下のとおり適用する。 

 

(1)  既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証を完了している適合性確認対象設備 

設工認に基づく設備を設置する工事のうち，既に工事を着手し設置を完了して調達製

品の検証を完了している適合性確認対象設備については，設置当時に調達を完了してい

るため，「3.6 設工認における調達管理の方法」に基づく管理は適用しない。 

 

(2)  既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証段階の適合性確認対象設備 

設工認の対象となる設備のうち，既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証段階

の適合性確認対象設備は，「3.6.1 供給者の技術的評価」から「3.6.3(2) 調達製品の

管理」まで，調達当時のグレード分けの考え方で管理を完了しているため，「3.6.3(3) 

調達製品の検証」以降の管理を設工認に基づき管理する。 

 

(3)  既に工事を着手し工事を継続している適合性確認対象設備 

設工認の対象となる設備のうち，既に工事を着手し工事を継続している適合性確認対

象設備は，「3.6.1 供給者の技術的評価」から「3.6.3(1) 仕様書の作成」まで，調達

当時のグレード分けの考え方で管理を完了しているため，「3.6.3(2) 調達製品の管理」

以降の管理を設工認に基づき管理する。 
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3.7   記録，識別管理，トレーサビリティ 

3.7.1   文書及び記録の管理 

(1)  適合性確認対象設備の設計，工事及び検査に係る文書及び記録 

「3.1 設計，工事及び検査に係る組織(組織内外の相互関係及び情報伝達含む。)」の

第3.1-1表に示す各プロセスを主管する箇所の長は，設計，工事及び検査に係る文書及

び記録を，保安規定品質マネジメントシステム計画に示す規定文書に基づき作成し，こ

れらを「品質マネジメントシステムに係る文書および記録管理要則」に基づき管理する。 

設工認に係る主な記録の品質マネジメントシステム上の位置付けを第3.7-1表に示す

とともに，技術基準規則等ヘの適合性を確保するための活動に用いる文書及び記録を第

3.7-1図に示す。 

 

(2)  供給者が所有する当社の管理下にない設計図書を設計，工事及び検査に用いる場合の

管理 

設工認において供給者が所有する当社の管理下にない設計図書を設計，工事及び検査

に用いる場合，当社が供給者評価等により品質マネジメントシステム体制を確認した供

給者で，かつ，対象設備の設計を実施した供給者が所有する設計当時から現在に至るま

での品質が確認された設計図書を，当該設備として識別が可能な場合において，適用可

能な設計図書として扱う。 

この供給者が所有する設計図書は，当社の文書管理下で第3.7-1表に示す記録として

管理する。 

当該設備に関する設計図書がない場合で，代替可能な設計図書が存在する場合，供給

者の品質マネジメントシステム体制を確認して当該設計図書の設計当時から現在に至る

までの品質を確認し，設工認に対する適合性を保証するための設計図書として用いる。 

 

(3)  使用前事業者検査に用いる文書及び記録 

検査を担当する箇所の長は，使用前事業者検査として，記録確認検査を実施する場合，

第3.7-1表に示す記録を用いて実施する。 

なお，適合性確認対象設備のうち，既に工事を着手し設工認申請(届出)時点で工事を

継続している設備，並びに添付1「当社MOX燃料加工施設におけるグレード分けの考え方」

の「2.(2) 設備に対して設計開発を適用しない場合」に該当する可搬型重大事故等対処

設備等に対して記録確認検査を実施する場合は，検査に用いる文書及び記録の内容が，

使用前事業者検査時の適合性確認対象設備の状態を示すものであること(型番の照合，

確認できる記載内容の照合又は作成当時のプロセスが適切であること。)を確認するこ

とにより，使用前事業者検査に用いる記録として利用する。 
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第3.7-1表  記録の品質マネジメントシステム上の位置付け 

主な記録の種類 品質マネジメントシステム上の位置付け 

既設工認 

設置又は改造当時の設計及び工事の方法の認可を受けた図書

で，当該設工認に基づく使用前検査の合格を以って，その設備の

状態を示す図書 

社内管理図書 

品質マネジメントシステム体制下で作成され，設備の設置や改造

等に併せて適切な版を管理している図書(設備の設計や製作，工

事に係る図面等の設計図書や検査記録が該当する他，以下の(1)

～(3)に示す例がある。) 

(1) 業務報告書 

品質マネジメントシステム体制下の調達管理を通じて行われ

た，業務の結果の記録(解析結果を含む。) 

(2) 供給者から入手した文書・記録 

供給者を通じて入手した，供給者所有の設計図書，製作図

書，検査記録，ミルシート等 

(3) 製品仕様書又は仕様が確認できるカタログ等 

供給者が発行した製品仕様書又は仕様が確認できるカタログ

等で，設計に関する事項が確認できる図書 

設計プロセスの記録 
適合性確認対象設備の設計内容が確認できる記録(自社による

技術検討や解析の記録を含む。) 

現場確認結果 

(ウォークダウン) 

品質マネジメントシステム体制下で手順書を作成し，その手順

書に基づき現場の適合状態を確認した記録 
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プロセス 文書及び記録の体系 あらかじめ確立された文書 業務実施時期に作成される主な文書及び記録 

設計 

   

工事及び検査 

   

 

第3.7-1図  設計，工事及び検査に係る品質マネジメントシステムに関する文書体系 

文書 内部文書 社内標準 原子力安全に係る品質マネジメント

システム規程 

燃料製造事業部 原子力安全に係る 

品質マネジメントシステム運用要則 

燃料製造事業部 設工認申請・ 

使用前事業者検査運用要領 

調達管理要則 

業務管理文書 適合性確認に係る計画を定めた 
業務管理文書 

稟議書 

仕様書 

外部文書 設工認 

記録 第 3.7-1 表に挙げる記録 

文書 内部文書 社内標準 原子力安全に係る品質マネジメント
システム規程 

燃料製造事業部 原子力安全に係る 
品質マネジメントシステム運用要則 

検査および試験管理要則 

業務管理文書 適合性確認に係る計画を定めた 
業務管理文書 

稟議書 

仕様書 

記録 

第 3.7-1 表に挙げる記録 

調達管理要則 

燃料製造事業部 施設管理要領 

適合性確認検査に関する記録 

適合性確認検査要領書 

燃料製造事業部 設工認申請・使用

前事業者検査実施要領 
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3.7.2   識別管理及びトレーサビリティ 

(1)  計測器の管理 

a. 当社所有の計測器の管理 

(a)  校正・検証 

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，校正の周期を定め管理

するとともに，国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照らして校正若

しくは検証又はその両方を行う。 

なお，そのような標準が存在しない場合には，校正又は検証に用いた基準を記録

する。 

(b)  識別管理 

① 計測器台帳による識別 

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，校正の状態を明確

にするため，計測器台帳に，校正日及び校正頻度を記載し，有効期限内であ

ることを識別する。 

なお，計測器が故障(修理，校正を含む)した場合，測定器台帳に必要事項を

記入し計測器の故障履歴を明確にする。 

② 計測器検定・校正管理ラベルによる識別 

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，計測器の校正の状

態を明確にするため，識別番号等を記載した管理ラベルを計測器に貼り付け

て識別する。また，不良と判定された計測器は，使用不可であることを記載

した管理ラベルを計測器に貼り付けて識別する。 

 

b. 当社所有以外の計測器の管理 

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，供給者所有の計測器を使

用する場合，計測器の管理が適正に行われていることを確認する。 

 

(2)  機器，弁及び配管等の管理 

工事を主管する箇所の長は，機器，弁，配管等を，刻印，タグ，銘板，台帳，塗装表

示等にて管理する。 

 

3.8   不適合管理 

設工認に基づく設計，工事及び試験・検査において発生した不適合については「CAP

システム要則」に基づき処置を行う。 

 

4.  適合性確認対象設備の施設管理 

適合性確認対象設備の施設管理については，「燃料製造事業部 施設管理要領」に従っ

て，施設管理に係る業務プロセスに基づき業務を実施している。 

施設管理に係る業務のプロセスと品質マネジメントシステムの文書との関連を第4-1図

に示す。 
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4.1   使用開始前の適合性確認対象設備の保全 

工事又は検査を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備の保全を，以下のとおり実

施する。 

 

4.1.1   工事を着手し設置が完了している常設又は可搬の設備 

工事を着手し，設置が完了している常設又は可搬の設備は，保安規定に基づく使用

前点検の計画を定め，設備の状態を点検し，異常のないことを確認する。 

 

4.1.2   設工認の認可後に工事を着手し設置が完了している常設又は可搬の設備 

設工認の認可後に工事を着手し，設置が完了している常設又は可搬の設備は，保安

規定に基づく使用前点検の計画を定め，設備の状態を点検し，異常のないことを確認

する。 

 

4.2   使用開始後の適合性確認対象設備の保全 

工事又は検査を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備について，技術基準規則へ

の適合性を使用前事業者検査を実施することにより確認し，適合性確認対象設備の使用

開始後においては，施設管理に係る業務プロセスに基づき保全重要度に応じた点検計画

を策定し保全を実施することにより，適合性を維持する。 
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第4-1図  施設管理に係る業務プロセスと品質マネジメントシステムの文書との関連

・原子力安全に係る品質マネジメントシステム規程 

・燃料製造事業部 原子力安全に係る品質マネジメントシステム運用要則 

原子力安全に係る 

品質マネジメントシステム規程 

経営者の責任 燃料製造事業部 施設管理要領 

保全対象範囲 

の策定 

施設管理の実施 

 

 

 

 

施設管理の結果 

の確認・評価 

 
 

品質マネジメントシステムに係る 

文書および記録管理要則 

品質マネジメントシステム 

燃料製造事業部 教育訓練要領 

資源の管理 

・燃料製造事業部 品質重要度分

類基準（要領） 

・燃料製造事業部 設計管理要領 

・燃料製造事業部 設工認申請・

使用前事業者検査運用要領 

・調達管理要則 

個別業務に関する計画の策定  
及び個別業務の実施  

評価及び改善 

・検査および試験管理要則 

・CAP システム要則 

文書及び記録 

の管理 

教育訓練 

保全活動管理 

指標の監視 

保全の 

有効性評価 

施設管理の 
有効性評価 

 

（施設管理に係る業務プロセス） 

（保全に係る業務プロセス） 

施設管理方針※  

及び施設管理目標 

※：社長が「施設管理方針等策定規程」に従い策定 
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様式-3 

技術基準規則の各条文と各施設における適用要否の考え方(例)  
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様式-6 

各条文の設計の考え方(例) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
O
X
①

 
添

(
2
)
-
0
0
4
9
 

G
 



 

48 

 

  

要
求

事
項

と
の

対
比

表
(
例

)
 

様
式

-
7
 

M
O
X
①

 
添

(
2
)
-
0
0
5
0
 

G
 



 

49 

 

基
準

適
合

性
を

確
保

す
る

た
め

の
設

計
結

果
と

適
合

性
確

認
状

況
一

覧
表

(
例

)
 

様
式

-
8
 

M
O
X
①

 
添

(
2
)
-
0
0
5
1
 

G
 



 

50 

 

適
合

性
確

認
対

象
設

備
ご

と
の

調
達

に
係

る
管

理
の

グ
レ

ー
ド

及
び

実
績

(
設

備
関

係
)
(
例

)
 

様
式

-
9
 

M
O
X
①

 
添

(
2
)
-
0
0
5
2
 

G
 



1 

添付－1 

 

当社MOX燃料加工施設におけるグレード分けの考え方 

 

当社では，業務の実施に際し，原子力安全に及ぼす影響に応じて，グレード分けの考え

方を適用している。 

当社MOX燃料加工施設に係る設計管理（保安規定品質マネジメントシステム計画「7.3 設

計開発」）及び調達管理（保安規定品質マネジメントシステム計画「7.4 調達」）に係るグ

レード分けについては，以下のとおりである。 

 

1.  当社MOX燃料加工施設におけるグレード分けの考え方と適用 

設計・調達の管理に係るグレード分けの考え方とその適用については，以下のとおり

である。 

 

1.1   設備に係るグレード分けの考え方 

当社MOX燃料加工施設における設備に係るグレード分けの考え方は，「燃料製造事業

部 品質重要度分類（要領）」に規定しており，その内容を別表1に示す。 

ただし，建物・構築物に係るグレードについては，「事業(変更)許可」に記載の間

接支持構造物に対応する直接支持構造物の耐震重要度分類によるものとする。 

 

1.2   設計の管理に係るグレード分けの考え方 

当社MOX燃料加工施設における設計の管理に係るグレード分けの考え方は，「燃料製

造事業部 設工認申請・使用前事業者検査運用要領」に規定しており，その内容を別表

2に示す。 

 

1.3   調達の管理に係るグレード分けの考え方 

当社MOX燃料加工施設における調達の管理に係るグレード分けの考え方は，「調達管

理要則」に規定しており，その内容を別表3に示す。 

 

1.3.1   調達要求事項へのグレード分けの適用 

調達要求事項においては，別表3のグレードに応じた品質マネジメントシステムに

係る活動を適用しており，その内容を別表4に示す。 

可搬型重大事故等対処設備等として一般産業用工業品を購入する場合は，原子力

特有の技術仕様を要求するものではないことから，調達要求事項は必要なものに限

定している。 

なお，具体的な適用は個々の設備により異なることから，仕様書で明確にしてい

る。 
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1.3.2   供給者及び調達製品に対する管理へのグレード分けの適用 

供給者及び調達製品に対する当社の管理においては，別表3のグレードに応じた品

質マネジメントシステムに係る活動を適用しており，その内容を別表5に示す。 

 

2.  設備の設計・調達の各段階における品質マネジメントシステムに係る活動 

「1.当社MOX燃料加工施設におけるグレード分けの考え方と適用」に示した設計・調達

の管理に係るグレードに基づき，MOX燃料加工施設の設備の設計・調達の各段階において，

品質マネジメントシステムに係る活動を実施しており，その一連の概要を別表6に示す。 

また，設備の設計・調達の業務の流れを，別表6に基づき以下の2つに区分する。 

 

(1)  設備に対して設計開発を適合する場合 

設備に対して設計開発を適用する場合を対象とし，その業務の流れを別図1(1/2)に

示す。 

 

(2)  設備に対して設計開発を適用しない場合 

設備に対して設計開発を適用しない可搬型重大事故等対処設備等の購入のみの場合

を対象とし，その業務の流れを別図1(2/2)に示す。 
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別表1 MOX燃料加工施設における設備に係るグレード分け 

品質重要度 定 義 

クラス１ 

(1) 安重または耐震重要度Ｓクラス設備 

(2) 耐震重要度クラスBクラス対象，CクラスSsチェック対象，建屋およ

び工程室と同等の耐震性を有する設備のうち,「機器区分,工学的安

全性の総合的な考慮」を必要とする設備 

(3) 耐震重要度クラスBクラス対象，CクラスSsチェック対象，建屋およ

び工程室と同等の耐震性を有する設備のうち,「設備･製品の信頼性

の考慮」を必要とする設備 

(4) CクラスSsチェック以外，またはクラスなし設備のうち,「機器区分,

工学的安全性の総合的な考慮」及び「設備･製品の信頼性の考慮」を

必要とする設備 

クラス２ 

クラス１以外の下記のいずれかに該当する機械設備 

(1) 耐震重要度クラスBクラス対象，CクラスSsチェック対象，建屋およ

び工程室と同等の耐震性を有する設備のうち,「機器区分,工学的安

全性の総合的な考慮」を必要としない設備 

(2) 耐震重要度クラスBクラス対象，CクラスSsチェック対象，建屋およ

び工程室と同等の耐震性を有する設備のうち,「設備･製品の信頼性

の考慮」を必要としない設備 

(3) CクラスSsチェック以外またはクラスなし設備で「機器区分,工学的

安全性の総合的な考慮」を必要とする設備のうち,「設備･製品の信

頼性の考慮」を必要としない設備 

(4） CクラスSsチェック以外またはクラスなし設備で「機器区分,工学的

安全性の総合的な考慮」を必要としない設備のうち,「設備･製品の

信頼性の考慮」を必要とする設備 

クラス３ クラス１～２以外の設備 
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別表2 MOX燃料加工施設における設計の管理に係るグレード分け 

設計開発の適用 対 象 

適用 「技術基準規則」等に対する適合性の確保に必要な設計管理＊ 

適用外 上記以外の設計管理 

 

注記 ＊：該当する場合は，設備の品質重要度等によらず設計開発を一律適用とするが，一般

産業用工業品の購入等に該当する場合は，調達の管理により設計の管理を代替する

ことができる。また，設計開発に係る安全機能の重要度により，設計開発のレビュ

ー区分をグレード分けする。 

 

 

別表3 MOX燃料加工施設における調達の管理に係るグレード分け 

グレード 対 象 

Ｉ 

施設の基本設計およびそれに係る業務に伴う調達（許認可申請等に係

る解析業務等） 

原子力安全に直接影響を与える事項の調達（施設の新増設，安全上重

要な設備の運転業務等） 

Ⅱ 

原子力安全に影響を与える可能性のある事項の調達（上記Ⅰの設備の

保全業務，その他の原子力安全に影響を与える可能性のある設備（高

い耐震性能が要求される設備等を含む。）の運転・保全業務等） 

Ⅲ 上記ⅠおよびⅡのいずれにも該当しない，保安活動に関係する調達 

Ⅳ 保安活動に直接関係しない調達 
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別表4 調達要求事項へのグレード分けの適用程度 

○：適用  －：適用外，ただし，請求箇所の判断で適用することができる。 

 

注記 ＊1：別表3のグレードを示す。 

   ＊2：製品，手順，プロセス及び設備の承認に関する要求事項（以下の該当する項目を 

選定） 

(1) 供給者が行うべき業務範囲に関する事項 

(2) 調達製品に係る適用法令，規格の名称，番号，版及び必要に応じ該当条項 

(3) 調達製品の員数 

(4) 調達製品の技術的事項 

(5) 提出文書・記録（調達要求事項への適合状況を記録した文書を含む。）に  

関する事項 

(6) 設計に関する事項 

(7) 監査に関する事項 

(8) 供給者の調達管理に関する事項 

(9) 供給先で調達製品の検証を実施する場合に係る事項 

(10) 識別及びトレーサビリティに関する事項 

(11) 過去の不適合事例の再発防止対策に関する事項 等 

 

 

 

グレード＊1 

調達要求事項 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

製品，手順，プロセス及び設備の承認に関する要求事項＊2 〇 〇 － － 

要員の力量に関する要求事項 〇 〇 〇 － 

品質マネジメントシステムに関する要求事項 〇 〇 〇 － 

不適合（偽造品，模造品等の報告を含む。）の報告及び処理に関す

る要求事項 
〇 〇 ○ － 

健全な安全文化を育成し，維持するために必要な要求事項 〇 〇 － － 

一般産業用工業品を原子力施設に使用するにあたっての評価に関す

る要求事項 
〇 〇 － － 

調達製品の検証に係る検査及び試験，又はその他の活動の要領，実

施時期，実施場所に関する要求事項 
〇 〇 〇 － 

偽造品，模造品等の防止対策に関する要求事項 〇 〇 〇 － 

調達後における調達製品の維持又は運用に必要な情報提供に関する

要求事項 
〇 〇 〇 － 

工場検査等への原子力規制委員会職員の立入に関する要求事項 〇 〇 － － M
O
X
①
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別表5 供給者及び調達製品に対する管理へのグレード分けの適用程度 

グレード＊1 

管理項目 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

供給者の評価及び再評価 〇 〇 － － 

定期監査の実施＊2（原則，許認可申請等に係る解析業務，運転業務） 〇 △ － － 

品質マネジメントシステムの計画の提出（承認） 〇 〇 － － 

調達製品のトレーサビリティの確保（確認） 〇 〇 － － 

供給者の調達先の管理状況の確認 〇 〇 － － 

不適合の報告（確認） 〇 〇 ○ － 

特別監査（重度の不適合発生時等） 〇 〇 〇 － 

試験・検査の実施 〇 〇 〇 － 

○：適用  △：調達対象物に重要な不適合が確認された場合  

－：適用外，ただし，請求箇所の判断で適用することができる。 

 

注記 ＊1：別表3のグレードを示す。 

   ＊2：ISO9000シリーズ認証を取得している場合は定期監査を省略可とする。 
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別表6 設備の設計・調達の管理に係る各段階とその実施内容 

管理の段階 実施内容 
グレード＊ 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

Ⅰ 業務計画 

保安規定品質マネジメントシステム計画「7.1 

個別業務に必要なプロセスの計画」に基づ

き，設計の基本となる実施方針を作成する。 

〇 － － － 

Ⅱ 
調達要求事項作

成のための設計 

保安規定品質マネジメントシステム計画

「7.3.1 設計開発計画」～「7.3.5 設計開発

の検証」に基づき，仕様書作成のための設計

を実施する。 

〇 － － － 

Ⅲ 調達 

保安規定品質マネジメントシステム計画「7.4 

調達」に基づき，設計・工事及び検査のため

の仕様書を作成する（購入のみの調達を含

む。）。 

〇 〇 〇 － 

Ⅳ 設備の設計 

保安規定品質マネジメントシステム計画

「7.3.5 設計開発の検証」に基づき，詳細設

計の確認を実施する。 

〇 － 〇 － 

Ⅴ 

工事及び検査 

工事は，保安規定品質マネジメントシステム

計画「7.1 個別業務に必要なプロセスの計

画」及び「7.5 個別業務の実施」に基づき管

理する。 

また，検査は，保安規定品質マネジメントシ

ステム計画「7.1 個別業務に必要なプロセス

の計画」，「7.3.6 設計開発の妥当性確

認」，「7.5.1 個別業務の管理」及び「8.2.4 

機器等の検査等」に基づき管理する。 

〇 〇 － － 

可搬型重大事故

等対処設備等と

して，一般産業

用工業品を購入

する場合の機

能・性能確認 

可搬型重大事故等対処設備等として，一般産

業用工業品を購入する場合においても，機

能・性能を確認するための検査・試験を実施

する。 

－ － 〇 － 

○：該当あり －：該当なし，ただし，主管箇所の判断で準拠することができる。 

 

注記 ＊：別表3のグレードを示す。 
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管理の

段階 

設計，工事及び検査の業務フロー＊1 

組織内外の 
相互関係 

◎：主管箇所 
〇：関連個所 

実施内容 
添付本文 

（記載項目） 
証拠書類 

当社 供給者 当社 供給者 

Ⅰ 

業
務
計
画 

  
◎ － 

設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発の実施内容，検討内容を明確にした「実施方針」を作成

する。 
－ ・実施方針 

Ⅱ 

自
社
設
計
又
は
調
達
要
求
事
項
作
成
の
た
め
の
設
計 

  

◎ － 

設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発プロセスの全体像，責任と権限及びインターフェイスを

含めた，「設計開発計画」を作成する。 

 

設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発に用いる情報として要求事項を明確にした「設計開発に

用いる情報に係る記録」を作成させ，その適切性をレビューし承認する。 

 

設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発の結果に係る情報として「設計図書等」を作成し，設計

開発に用いる情報と対比した検証ができるよう，「設計開発の結果に係る記録」を作成させ，設計開発

に用いる情報として与えられている要求事項を満たしていることを確実にするために検証を実施する。＊

2 

 

設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発の結果に係る情報として，「仕様書」を作成し，設計開

発に用いる情報と対比した検証ができるよう，「設計開発の結果に係る記録」を作成させ，設計開発に

用いる情報として与えられている要求事項を満たしていることを確実にするために検証を実施する。 

 

設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発の適切な段階において，設計開発レビューを実施する。 

3.6 設工認における

調達管理の方

法 

・設計開発計画 

・設計開発に用いる

情報に係る記録 

・設計開発の結果に

係る記録 

・設計図書等（設計

図書や技術検討書

等の社内設計の結

果として信頼性の

高い図書）＊2 

・仕様書 

・設計開発の検証の

記録 

・設計開発レビュー

の記録 

Ⅲ 
調
達 

  

◎ 〇 

設計又は工事を主管する箇所の長は，「仕様書」を添付とした「稟議書」を上申し，承認された「仕様

書」にて契約を主管する箇所の長に契約の手続きを依頼する。 

 

契約を主管する箇所の長は，登録された供給者（取引先）の中から，調達製品を供給する能力がある供

給者を選定する。 

3.6.1 供給者の技術

的評価 

3.6.2 供給者の選定 

3.6.3 調達製品の調

達管理 

・稟議書 

・仕様書 

Ⅳ 

設
備
の
設
計 

  

◎ 〇 

設計又は工事を主管する箇所の長は，供給者の品質マネジメントシステムを審査するために「品質マネ

ジメントシステムの計画」を徴収する。 

 

設計又は工事を主管する箇所の長は，供給者の詳細設計結果を「設計図書」として提出させ，該当する

「設計図書」について，設計開発に用いる情報として与えられている要求事項を満たしていることを確

実にするために検証を実施する。 

3.6.3 調達製品の調

達管理 

・品質マネジメント

システムの計画 

・設計図書 

・設計開発の検証の

記録 

  

Ⅴ 

工
事
及
び
検
査 

  

◎ 〇 

工事を主管する箇所の長は，調達要求事項を満たしていることを確実にするために，供給者から必要な

「設計図書」を提出させ，審査・承認する。 

 

検査を担当する箇所の長は，「検査要領書」を作成させ，審査・承認し，それに基づき社内検査（供給

者の検査・試験の結果に対する立会いまたは記録による確認を含む。）を実施し，「検査に関する記

録」を作成する。 

 

工事を主管する箇所の長は，工事及び検査の結果を「設計図書」として提出させる。 

3.6.3 調達製品の調

達管理 

・設計図書 

・検査要領書 

・検査に関する記録 

  

  

注記 ＊1：設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，設計開発の結果に係る情報に対して変更を実施する場合，当該変更に係る記録を作成する。また，設計開発の変更を行うに当たり，あらかじめ，レビュー，検証及び妥当性確認を行い，

変更を承認する。 

＊2：詳細設計を自社で実施する場合の業務を示す。詳細設計を供給者に委託する場合は，当該業務を経由せず，次のステップに進む。 

＊3：設計開発レビューは，「設計開発計画」に従って，設計開発の適切な段階にて実施する。 

別図1(1/2) 業務フロー（設備に対して設計開発を適用する場合） 

実施方針の作成 

設計開発計画 

設計開発に用いる情報 

レビュー 

 

設計開発の検証（設計図書等） 

詳細設計図書 

設計開発レビュー＊3 

製作 

設計開発の検証 

設計開発の妥当性確認 

図書の審査 現地作業関連図書 

仕様書の作成 

現地据付工事 設計開発の妥当性確認 

設計開発の検証（仕様書） 

供給者の設計 

（供給者工場での検査・試験） 

（現地での検査・試験） 
竣工 

＊2 
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管理の

段階 

設計，工事及び検査の業務フロー 

組織内外の 
相互関係 

◎：主管箇所 
〇：関連個所 

実施内容 
添付本文 

（記載項目） 
証拠書類 

当社 供給者 当社 供給者 

Ⅰ 
業
務
計
画 

  
◎ － 工事を主管する箇所の長は，調達の実施内容，検討内容を明確にした「稟議書」を作成する。 

3.6 設工認における

調達管理の方

法 

・稟議書 

Ⅱ 

自
社
設
計
又
は
調
達
要
求
事
項
作
成
の
た
め
の
設
計 

  

－ － － － 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 
調
達 

  

◎ 〇 

工事を主管する箇所の長は，「仕様書」を添付とした「稟議書」を上申し，承認された「仕様書」にて

契約を主管する箇所の長に契約の手続きを依頼する。 

 

契約を主管する箇所の長は，登録された供給者（取引先）の中から，調達製品を供給する能力がある供

給者を選定する。 

3.6.1 供給者の技術

的評価 

3.6.2 供給者の選定 

3.6.3 調達製品の調

達管理 

・稟議書 

・仕様書 

Ⅳ 

設
備
の
設
計 

  

－ － － － － 

Ⅴ 

工
事
及
び
検
査 

  

◎ 〇 

工事を主管する箇所の長は，調達要求事項を満たしていることを確実にするために，供給者から必要な

「設計図書」を提出させて確認する。 

 

検査を担当する箇所の長は，「検査要領書」を作成させ，審査・承認し，それに基づき社内検査を実施

し，「検査に関する記録」を作成する。 

3.6.3 調達製品の調

達管理 

・設計図書 

・検査要領書 

・検査に関する記録 

 

 

別図1(2/2)  業務フロー（設備に対して設計開発を適用しない場合） 

出荷 

仕様書の作成 

調達物品等の検証 
（社内検査） 

稟議書の作成 
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添付－2 

 

技術基準規則ごとの基本設計方針の作成に当たっての基本的な考え方 

 

1. 「事業(変更)許可」との整合性を確保する観点から，「事業(変更)許可」本文に記載し

ている適合性確認対象設備に関する事業許可基準規則に適合させるための「設備の設計方

針」，及び設備と一体となって適合性を担保するための「運用」を基にした詳細設計が必

要な設計要求事項を記載する。 

 

2. 技術基準規則の本文及び解釈への適合性を確保する観点で，「事業(変更)許可」本文以

外で詳細設計が必要な設計要求事項がある場合は，その理由を様式－6「各条文の設計の

考え方（例）」に明確にした上で記載する。 

 

3. 自主的に設置したものは，原則として記載しない。 

 

4. 基本設計方針は，必要に応じて並び替えることにより，技術基準規則の記載順となるよ

うに構成し，箇条書きにする等表現を工夫する。 

 

5. 基本設計方針の作成に当たっては，必要に応じ，以下に示す考え方で作成する。 

 

(1)  「事業(変更)許可」本文の記載事項のうち，「性能」を記載している設計方針は，技

術基準規則への適合性を確保する上で，その「性能」を持たせるために特定できる手

段がわかるように記載する。 

また，技術基準規則への適合性を確保する観点で，「事業(変更)許可」本文に対応

した事項以外に必要となる運用を付加する場合も同様の記載を行う。 

なお，手段となる「仕様」が仕様表で明確な場合は記載しない。 

 

(2)  「事業(変更)許可」本文の記載事項のうち「運用」は，「基本設計方針」として，運

用の継続的改善を阻害しない範囲で必ず遵守しなければならない条件が分かる程度の

記載を行うとともに，運用を定める箇所（品質マネジメントシステムの3次文書で定め

る場合は「保安規定」を記載する。）の呼込みを記載し，必要に応じ，当該施設に関

連する添付書類の中でその運用の詳細を記載する。 

また，技術基準規則の本文及び解釈への適合性を確保する観点で，「事業(変更)許

可」本文に対応した事項以外に必要となる運用を付加する場合も同様の記載を行う。 

 

(3)  「事業(変更)許可」本文で評価を伴う記載がある場合は，設工認申請書の添付書類と

して担保する条件を以下の方法を使い分けることにより記載する。 

 

a. 評価結果が示されている場合，評価結果を受けて必要となった措置のみを設工認申

請の対象とする。 
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b. 今後評価することが示されている場合，評価する段階（設計又は工事）を明確にし，

評価の方法及び条件，並びにその評価結果に応じて取る措置の両方を設計対象とする。 

 

(4)  各条文のうち，要求事項が該当しない条文については，該当しない旨の理由を記載す

る。 

 

(5)  条項号のうち，適用する設備がない要求事項は，「適合するものであることを確認す

る」という設工認申請の審査の観点を踏まえ，当該要求事項の対象となる設備を設置

しない旨を記載する。 

 

(6)  技術基準規則の解釈等に示された指針，原子力規制委員会文書，（旧）原子力安全・

保安院文書，他省令等の呼込みがある場合は，以下の要領で記載を行う。 

 

a. 設置時に適用される要求等，特定の版の使用が求められている場合は，引用する文

書名及び版を識別するための情報（施行日等）を記載する。 

 

b. 条文等で特定の版が示されているが，施設管理等の運用管理の中で評価する時点で

エンドースされた 新の版による評価を継続して行う必要がある場合は，保安規定等

の運用の担保先を示すとともに，当該文書名及び必要に応じそのコード番号を記載す

る。 

 

c. 解釈等に示された条文番号は，当該文書改正時に変更される可能性があることを考

慮し，条文番号は記載せず，条文が特定できる表題で記載する。 

 

d. 条件付の民間規格又は「事業(変更)許可」の評価結果等を引用する場合は，可能な

限りその条件等を文章として反映する。 

また，「事業(変更)許可」の添付書類を呼び込む場合は，対応する本文のタイトル

を呼び込む。 
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添付－3 

 

設工認における解析管理について 

 

設工認に必要な解析のうち，調達（「3.6 設工認における調達管理の方法」参照）を通じ

て実施した解析は，「原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向上ガイドラ

イン（一般社団法人日本原子力技術協会，平成 26 年 3 月発行）」に示される要求事項を基

に，当社の要求事項を加えて策定した仕様書により，供給者への解析業務に係る要求事項を

明確にしている。 

これに基づき，解析業務を主管する箇所の長は，調達要求事項に解析業務を含む場合，以

下のとおり特別な調達管理を実施する。 

なお，事業者と供給者の解析業務の流れを別図 1 に示すとともに，設工認に係る解析業務

の調達の流れを別図 2 に示す。 

 

1.  仕様書の作成 

解析業務を主管する箇所の長は，解析業務における必要な品質マネジメントシステムに

係る活動として，「燃料製造事業部 調達管理要領」に基づき，通常の調達要求事項に加

え，解析業務に係る要求事項を仕様書で追加要求する。 

 

2.  解析業務の計画 

解析業務を主管する箇所の長は，供給者から解析業務を実施する前に下記事項の計画

（実施段階，目的，内容，実施体制等）を明確にした業務計画書等（品質マネジメントシ

ステムの計画，業務要領書，手順書を含む。）を提出させ，仕様書の要求事項を満たして

いることを確実にするため検証する。 

・解析業務の作業手順（デザインレビュー，審査方法，時期等を含む。） 

・解析結果の検証 

・業務報告書の確認 

・解析業務の変更管理 

また，解析業務を主管する箇所の長は，供給者の解析業務に変更が生じた場合，及び契

約締結後に当社の特別の理由により契約内容等に変更の必要が生じた場合は，「3.6 設工

認における調達管理の方法」に基づき必要な手続きを実施する。 

 

3.  解析業務の実施 

解析業務を主管する箇所の長は，供給者から業務報告書が提出されるまでに解析業務が

確実に実施されていることを確認する。 

当社の供給者に対する解析業務の確認は，設計開発の検証として，確認者を指名し実施

する。 

具体的な確認の視点を別表 1 に示す。 
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4.  業務報告書の確認 

解析業務を主管する箇所の長は，供給者から提出された業務報告書が要求事項に適合し

ていること，また供給者が実施した検証済みの解析結果が適切に反映されていることを確

認する。 
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 当社 

供給者（解析者） 
解析業務を主管する箇所の長 

監査を主管する

箇所の長 

解
析
業
務
の
調
達 

   

解
析
業
務
の
計
画 

   

解
析
業
務
の
実
施 

   

解
析
業
務
の
確
認 

   

監
査 

   

注記 ＊：解析業務に変更が生じる場合は，各段階においてその変更を反映させる。 

 

別図 1 解析業務の流れ 

仕様書作成 

業務計画書等の審査 

解析業務発注 解析業務受注 

解析業務の計画 

解析の実施 

業務報告書の作成 

解析結果の検証 

（入力結果の確認含む） 

計算機プログラムの検証 

記録の保管管理 

設計開発の検証として，供給者に対する解析

業務の実施状況の確認を行う。 

 

(1)計算機プログラムの検証 

(2)解析結果の検証（入力結果の確認含む） 

(3)解析業務の変更管理 

業務報告書の受領 

解析業務における品質マネジメント 

システムに係る活動の実施 品質監査 

＊ 

＊ 

設計図書として提出 

承認 

＊ 

＊ 

業務報告書の確認 

業務報告書の提出 

＊ 

＊ 

＊ 

確認 

提出 

業務報告書の承認 

許認可申請等 

業務報告書の承認日までに 

設計開発の検証を実施する。 
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管理の段階 
設計，工事及び検査の業務フロー 

組織内外の 
相互関係 

◎：主管箇所 
〇：関連個所 

実施内容 
添付本文 

（記載項目） 
証拠書類 

当社 供給者 当社 供給者 

仕様書の 
作成 

  

◎ － 解析業務を主管する箇所の長は，「仕様書」を作成し，解析業務に係る要求事項を明確にした。 

3.6.1 供給者の技術

的評価 

3.6.2 供給者の選定 

3.6.3 調達製品の調

達管理 

・仕様書 

解析業務の
計画 

  

◎ 〇 

解析業務を主管する箇所の長は，供給者から提出された「業務計画書等」で，計画（解析業務の作

業手順／解析業務の実施体制／解析結果の検証／業務報告書の確認／解析業務の変更管理／記録の

保管管理）が明確にされていることを確認した。 

3.6.3 調達製品の調

達管理 

・業務計画書等（品

質マネジメントシ

ステムの計画，業

務要領書，手順書

を含む。）（供給者

提出） 

解析業務の
実施 

  

◎ 〇 
解析業務を主管する箇所の長は，設計開発の検証として，解析の実施状況（計算機プログラムの検

証／解析結果の検証（入力結果の確認含む）／解析業務の変更管理）について確認した。 

3.6.3 調達製品の調

達管理 

・設計開発の検証の

記録 

業務報告書 
の確認 

  

◎ 〇 
解析業務を主管する箇所の長は，供給者から提出された「業務報告書」で，供給者が解析業務の計

画に基づき適切に解析業務を実施したことを確認した。 

3.6.3 調達製品の調

達管理 

・業務報告書（供給

者提出） 

 

 

 

 

別図2 設工認に係る解析業務の設計・調達の流れ（解析） 

解析業務の実施 

業務報告書の作成，確認 

解析業務の実施状況の確認 

業務報告書の承認 

仕様書の作成 

業務計画書等の作成，確認 業務計画書等の審査，承認 
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別表1 解析業務を実施する供給者に対する確認の視点 

No. 検証項目 当社の供給者に対する確認の視点 

1 計算機プログラムの検証 

・安全上重要な施設（その他必要な波及的影響を含む）に関わる

解析について計算機プログラムを用いる場合は，簡易法等によ

る検証が行われていること。また，当該設計に直接関与しない

部署による確認が行われていること。 

2 
解析結果の検証 

（入力結果の確認含む） 

・解析に使用した計算式が妥当であること。 

・解析に使用した解析モデルが妥当であること。 

・解析に使用した入出力データが妥当であること（以下の項目に

ついて確認）。 

(1)入力データに用いた構造図等の設計図書が 新である。 

(2)入力データが当該計算機プログラムのマニュアルと整合がと

れている。 

(3)「入力条件」と「入力データを含む出力データシート」によ

る一貫した確認を実施している。 

・新技術・新知見を採用し解析した場合において，代替計算，モ

ックアップ等の実証試験の結果が，設計要求事項の内容から逸

脱していないこと。 

・計算式，計算機プログラムにおいて式の転用，外挿を行った場

合において，代替計算，モックアップ等の実証試験の結果が，

設計要求事項の内容から逸脱していないこと。 

・計算過程または計算結果において単位換算を実施している場合

には，SI単位への換算方法および換算結果が正しいこと。 

・他の関連解析と，計算式，計算機プログラム，解析モデル，入

力条件が共通している場合，それが妥当であること。 

3 解析業務の変更管理 

・計算機プログラムを変更して使用する場合は，計算機プログラ

ム及びそのマニュアルの変更管理を行い，変更後の計算機プロ

グラムの検証を実施していること。 

・特定の機器の設計に使用される文献式を適用して作成された計

算機プログラムを変更する際には，文献における式の意味を確

認の上，変更を行っていること。 

・計算機プログラムを変更した場合は，変更内容を周知・教育し

ていること。 
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添付－4 

 

当社MOX燃料加工施設における設計管理・調達管理について 

 

1.  供給者の評価，登録及び再評価 

契約を主管する箇所の長は，供給者（以下「取引先」という。）が要求事項に従って調

達製品等を供給する能力を判断の根拠として，別表 1 に示すＡ区分取引先については，取

引先の評価，登録及び再評価を「調達管理要則」及び「取引先評価・選定要領」に基づき

実施する。 

なお，設工認に係る調達については，全てＡ区分取引先であるため，取引先の評価を実

施し，取引先の調達製品を供給する能力に問題はないことを確認しており，必要に応じて

監査を実施している。 

 

1.1   取引先の評価 

契約を主管する箇所の長は，取引希望先に対して，契約前に経営状況，品質保証能力，

品質保証能力，契約履行能力等について評価し，登録の適否判定を行うものとする。 

なお，契約を主管する箇所の長が必要と判断した場合，関係箇所に技術審査を依頼し，

その審査結果を判定に用いることができる。 

 

1.2   取引先の登録 

契約を主管する箇所の長は，評価の結果，基準を満たす場合は，取引先として登録す

る。 

 

1.3   取引先の再評価 

契約を主管する箇所の長は，登録取引先について，引き続き取引予定のある場合には，

経営状況，品質保証能力，契約履行能力等について更新審査を行い，原則として登録の

有効期間内に登録更新を行う。登録の有効期間は，前回登録更新日が属する年度から３

年度後の年度末までとする。 

 

2.  仕様書作成のための設計について 

設計，工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，｢燃料製造事業部 設

工認申請・使用前事業者検査運用要領」に基づき，添付－1「当社MOX燃料加工施設におけ

るグレード分けの考え方」の「別表2」に示す対象に対して，保安規定品質マネジメント

システム計画「7.3 設計開発」を適用する場合の仕様書作成のための設計を，設計・調達

の管理の各段階（添付－1「当社MOX燃料加工施設におけるグレード分けの考え方」の「別

表6」に示す管理の段階Ⅱ，Ⅳ及びⅤ）において，必要な管理を実施する。 

なお，仕様書作成のための設計の流れを別図 1 に示すとともに，仕様書作成のための設

計に関する詳細な活動内容を以下に示す。 
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2.1   設計開発の管理 

2.1.1   設計開発計画 

(1)  設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発計画を策定するとともに，設計開発を

管理する。 

 

(2)  設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発計画の策定において，次に掲げる事項

を明確にする。 

a. 設計開発の性質，期間及び複雑さの程度 

b. 設計開発の各段階における適切なレビュー，検証及び妥当性確認の方法並びに管理

体制 

c. 設計開発に係る部門及び要員の責任及び権限 

d. 設計開発に必要な組織の内部及び外部の資源 

 

(3)  設計又は工事を主管する箇所の長は，実効性のある情報の伝達並びに責任及び権限の

明確な割当てがなされるようにするために，設計開発に関与する各者間の連絡を管理す

る。 

 

(4)  設計又は工事を主管する箇所の長は，a.により策定した設計開発計画を，設計開発の

進行に応じて適切に変更する。 

 

2.1.2   設計開発に用いる情報 

(1)  設計又は工事を主管する箇所の長は，個別業務等要求事項として設計開発に用いる情

報であって，次に掲げるものを明確に定めるとともに，当該情報に係る記録を作成し，

これを管理する。 

a. 機能及び性能に係る要求事項 

b. 従前の類似した設計開発から得られた情報であって，当該設計開発に用いる情報と

して適用可能なもの 

c. 関係法令 

d. その他設計開発に必要な要求事項 

 

(2)  設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発に用いる情報について，その妥当性を

レビューし，承認する。 

 

2.1.3   設計開発の結果に係る情報 

(1)  設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発の結果に係る情報を，設計開発に用い

た情報と対比して検証することができる形式により管理する。 

 

(2)  設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発の次の段階のプロセスに進むに当たり，

あらかじめ，当該設計開発の結果に係る情報を承認する。 
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(3)  設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発の結果に係る情報を，次に掲げる事項

に適合するものとする。 

a. 設計開発に係る個別業務等要求事項に適合するものであること。 

b. 調達，機器等の使用及び個別業務の実施のために適切な情報を提供するものである

こと。 

c. 合否判定基準を含むものであること。 

d. 機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の特性が明確であるこ

と。 

なお，設計開発の結果に係る情報の一つである仕様書は，調達管理に用いられること

から，「調達管理要則」及び「燃料製造事業部 調達管理要領」の要求事項も満たすよ

うに作成する。 

 

2.1.4   設計開発レビュー 

(1)  設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発の適切な段階において，設計開発計画

に従って，次に掲げる事項を目的とした設計開発レビューを実施する。 

a. 設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性について評価すること。 

b. 設計開発に問題がある場合においては，当該問題の内容を明確にし，必要な措置を

提案すること。 

 

(2)  設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発レビューに，当該設計開発レビューの

対象となっている設計開発段階に関連する部門の代表者及び当該設計開発に係る専門家

を参加させる。 

 

(3)  設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発レビューの結果の記録及び当該設計開

発レビューの結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し，これを管理する。 

 

2.1.5   設計開発の検証 

(1)  設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発の結果が個別業務等要求事項に適合し

ている状態を確保するために，設計開発計画に従って検証を実施する。 

(2)  設計又は工事を主管する箇所の長は，(1)の検証の結果の記録及び当該検証の結果に

基づき講じた措置に係る記録を作成し，これを管理する。 

(3)  設計又は工事を主管する箇所の長は，当該設計開発を行った要員に当該設計開発の検

証をさせない。 

 

2.1.6   設計開発の妥当性確認 

(1)  工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，設計開発の結果の個別業務

等要求事項への適合性を確認するために，設計開発計画に従って，当該設計開発の妥当

性確認を実施する。 

(2)  工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，機器等の使用又は個別業務

の実施に当たり，あらかじめ，設計開発の妥当性確認を完了する。 
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(3)  工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，設計開発の妥当性確認の結

果の記録及び当該の設計開発の妥当性確認の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成

し，これを管理する。 

 

2.2   設計開発の変更の管理 

(1)  設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，設計開発の変更を

行った場合においては，当該変更の内容を識別することができるようにするとともに，

当該変更に係る記録を作成し，これを管理する。 

(2)  設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，設計開発の変更を

行うに当たり，あらかじめ，レビュー，検証及び妥当性確認を行い，変更を承認する。 

(3)  設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，(2)のレビューに

おいて，設計開発の変更が施設に及ぼす影響の評価を行う。 

(4)  設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，(2)のレビュー，

検証及び妥当性確認の結果の記録及びその結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し，

これを管理する。 
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別表1 取引先の管理区分 

管理区分 対 象 

Ａ区分取引先 グレード＊1Ⅰ，Ⅱ，Ⅲに該当する調達物品等を供給する取引先 

Ｂ区分取引先 

グレード＊1Ⅳに該当する調達物品等を含む，「取引先評価・選定要領」

の適用が除外される調達物品等を供給する取引先及びグレード＊1Ⅰ～

Ⅳの供給者の代理店等 

 

注記 ＊1：添付－1「当社MOX燃料加工施設におけるグレード分けの考え方」の「別表3」のグ

レードを示す。 
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当社 供給者 

設
計
開
発
の
管
理 

  

設
計
開
発
の
変
更
管
理 

  

注記 ＊：設計開発レビューは，「設計開発計画」に従って，設計開発の適切な段階にて実施する。 

 

別図 1 設計開発の業務の流れ 

設計開発計画 

レビュー 

設計開発 
レビュー1) 

設計図書の審査 

設計開発の変更 

検査要領書の制定 
社内検査の実施 

検査の結果の確認 

検証(仕様書) 

詳細設計 

「設計開発に用いる情報」 

の作成 

「設計開発の結果に係る情報」 

(仕様書)の作成 

現地据付工事 

製作 
設計図書の審査 

設計開発の変更 

 「設計開発に用いる情

報」 

 「設計開発の結果に係る 

情報」(仕様書)の変更が 

必要か？ 

YES 

YES 

NO 

NO 

① 

② 
③ 

① 

② 

③ 

設計開発に 

用いる情報 

設計開発の結果

に係る情報 

設計開発の 

検証 

設計開発の 

妥当性確認 
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 本設工認に係る設計の実績，工
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1.  概要 

本資料は，「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に基づく設計に係るプロ

セスの実績，工事及び検査に係るプロセスの計画について説明するものである。 

 

2.  基本方針 

MOX燃料加工施設における設計に係るプロセスとその実績について，「設計及び工事に

係る品質マネジメントシステムに関する説明書」に示した設計の段階ごとに，組織内外の

関係，進捗実績及び具体的な活動実績について説明する。 

工事及び検査に関する計画として，組織内外の関係，進捗実績及び具体的な活動計画に

ついて説明する。 

適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレードと実績について説明する。 

 

3.  設計及び工事に係るプロセスとその実績又は計画 

「設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」に基づき実施した，

MOX燃料加工施設における設計の実績，工事及び検査の計画について，「設計及び工事に

係る品質マネジメントシステムに関する説明書」の様式－1により示す。 

また，適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレードと実績について，「設計及

び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」の様式－9により示す 

 

M
O
X
①

 
添

(
2
)
-
0
0
0
3
 

G
 

M
O
X
①

 
添

(
2
)
-
0
0
0
4
 

G
 

M
O
X
①

 
添

(
2
)
-
0
0
0
5
 

G
 

M
O
X
①

 
添

(
2
)
-
0
0
7
7
 

G
 





 

3 

様式－9 

適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係） 

 

設計開発の管理区分

1 2 3

保安規定
品質マネジメント

システム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード

Ⅰ

グレード

Ⅱ

グレード

Ⅲ

グレード

Ⅳ

加工設備本体 建物・構築物 燃料加工建屋 〇 〇 〇

加工設備本体 建物・構築物 工程室 〇 〇 〇

加工設備本体 建物・構築物 しゃへい扉<D1> 〇 〇 〇

加工設備本体 建物・構築物 しゃへい扉<D3> 〇 〇 〇

加工設備本体 建物・構築物 しゃへい扉<D4> 〇 〇 〇

加工設備本体 建物・構築物 しゃへい扉<D5> 〇 〇 〇

加工設備本体 建物・構築物 しゃへい扉<D6> 〇 〇 〇

加工設備本体 建物・構築物 しゃへい扉<D7> 〇 〇 〇

加工設備本体 建物・構築物 しゃへい扉<D8> 〇 〇 〇

加工設備本体 建物・構築物 しゃへい扉<D9> ○ ○ ○

加工設備本体 建物・構築物 しゃへい扉<D10> ○ ○ ○

加工設備本体 建物・構築物 しゃへい扉<D11> 〇 〇 〇

加工設備本体 建物・構築物 しゃへい扉<D12> 〇 〇 〇

加工設備本体 建物・構築物 しゃへい扉<D13> 〇 〇 〇

加工設備本体 建物・構築物 しゃへい扉<D14> 〇 〇 〇

加工設備本体 建物・構築物 しゃへい扉<D15> 〇 〇 〇

加工設備本体 建物・構築物 しゃへい蓋<H1> ○ ○ ○

備考

品質重要度分類 調達の管理区分

施設区分／設備区分 機種区分 名称
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（３） 加工施設の技術基準への

適合性に関する説明書  
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設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

安全
機能
を有
する
施設
の地
盤

津波
によ
る損
傷の
防止

加工
施設
への
人の
不法
な侵
入等
の防
止

閉じ
込め
の機
能

加工
施設
内に
おけ
る溢
水に
よる
損傷
の防
止

安全
避難
通路
等

搬送
設備

核燃
料物
質の
貯蔵
施設

放射
線管
理施
設

廃棄
施設

核燃
料物
質等
によ
る汚
染の
防止

換気
設備

重大
事故
等対
処施
設の
地盤

津波
によ
る損
傷の
防止

臨界
事故
の拡
大を
防止
する
ため
の設
備

閉じ
込め
る機
能の
喪失
に対
処す
るた
めの
設備

工場
等外
への
放射
性物
質の
拡散
を抑
制す
るた
めの
設備

重大
事故
等へ
の対
処に
必要
とな
る水
の供
給設
備

電源
設備

通信
連絡
を行
うた
めに
必要
な設
備
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２
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第
二
十
七
条
第
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項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
第
１
項

第
二
十
九
条
第
２
項

第
二
十
九
条
第
３
項

第
三
十
条
第
１
項

第
三
十
条
第
２
項

第
三
十
条
第
３
項

第
三
十
一
条
第
１
項

第
三
十
一
条
第
２
項

第
三
十
ニ
条

第
三
十
三
条

第
三
十
四
条

第
三
十
五
条

第
三
十
六
条

第
三
十
七
条
第
１
項

第
三
十
七
条
第
２
項

第
三
十
八
条
第
１
項

第
三
十
八
条
第
２
項

第
三
十
九
条

1 成形施設
燃料加工建
屋

燃料加工建屋 － ― ― 1 新設

非安重
※

※一部
の工程
室は安

重

－

－

※安全上
重要な施
設である
構築物は
Sクラス

〇 〇 ― 〇 〇 〇 ― ― 〇 〇 〇 ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― △ ― ― ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2 成形施設 －
貯蔵容器搬送用
洞道

－ ― ― 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― 〇 △ ― ― ― ― 〇 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

3 成形施設
貯蔵容器受
入設備

洞道搬送台車 貯蔵容器搬送用洞道 1 台 後次回 新設 非安重 － B 〇 〇 〇 ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

4 成形施設
貯蔵容器受
入設備

受渡天井クレー
ン

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

5 成形施設
貯蔵容器受
入設備

受渡ピット 燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

6 成形施設
貯蔵容器受
入設備

保管室クレーン 燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

7 成形施設
貯蔵容器受
入設備

貯蔵容器検査装
置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

8 成形施設
ウラン受入
設備

ウラン粉末缶受
払移載装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

9 成形施設
ウラン受入
設備

ウラン粉末缶受
払搬送装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

10 成形施設
ウラン受入
設備

ウラン粉末缶受
払搬送装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

11 成形施設
原料粉末受
払設備

外蓋着脱装置
オープンポート
ボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 非安重 － C 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

12 成形施設
原料粉末受
払設備

外蓋着脱装置 燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

13 成形施設
原料粉末受
払設備

貯蔵容器受払装
置オープンポー
トボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 非安重 － C 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

14 成形施設
原料粉末受
払設備

貯蔵容器受払装
置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

15 成形施設
原料粉末受
払設備

ウラン粉末払出
装置オープン
ポートボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 非安重 － C 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

16 成形施設
原料粉末受
払設備

ウラン粉末払出
装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

17 成形施設

グローブ
ボックス負
圧・温度監
視設備

グローブボック
ス負圧・温度監
視設備

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇

18 成形施設
原料MOX粉
末缶取出設
備

原料MOX粉末缶取
出装置グローブ
ボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

19 成形施設
原料MOX粉
末缶取出設
備

原料MOX粉末缶取
出装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

20 成形施設
一次混合設
備

原料MOX粉末秤
量･分取装置グ
ローブボックス

燃料加工建屋 2 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

21 成形施設
一次混合設
備

原料MOX粉末秤
量･分取装置

燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

番号

火災等による損
傷の防止

重大事故等対処
設備

材料及び
構造

監視測定
設備

緊急時対
策所

施設区分 設備 機器名称 設置場所 数量

核燃料物質の臨
界防止

地震による損傷
の防止

単位 申請回※ 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分 耐震設計 備考

通信連絡
設備

地震によ
る損傷の

防止

外部からの衝撃
による損傷の防

止
火災等による損傷の防止 安全機能を有する施設

材料及び
構造

警報設備
等

遮蔽
非常用電
源設備

1

M
O
X
①
　
添
(
3
)
-
0
0
0
2
　
G



設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

安全
機能
を有
する
施設
の地
盤

津波
によ
る損
傷の
防止

加工
施設
への
人の
不法
な侵
入等
の防
止

閉じ
込め
の機
能

加工
施設
内に
おけ
る溢
水に
よる
損傷
の防
止

安全
避難
通路
等

搬送
設備

核燃
料物
質の
貯蔵
施設

放射
線管
理施
設

廃棄
施設

核燃
料物
質等
によ
る汚
染の
防止

換気
設備

重大
事故
等対
処施
設の
地盤

津波
によ
る損
傷の
防止

臨界
事故
の拡
大を
防止
する
ため
の設
備

閉じ
込め
る機
能の
喪失
に対
処す
るた
めの
設備

工場
等外
への
放射
性物
質の
拡散
を抑
制す
るた
めの
設備

重大
事故
等へ
の対
処に
必要
とな
る水
の供
給設
備

電源
設備

通信
連絡
を行
うた
めに
必要
な設
備

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

第
二
十
六
条

第
二
十
七
条
第
１
項

第
二
十
七
条
第
２
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
第
１
項

第
二
十
九
条
第
２
項

第
二
十
九
条
第
３
項

第
三
十
条
第
１
項

第
三
十
条
第
２
項

第
三
十
条
第
３
項

第
三
十
一
条
第
１
項

第
三
十
一
条
第
２
項

第
三
十
ニ
条

第
三
十
三
条

第
三
十
四
条

第
三
十
五
条

第
三
十
六
条

第
三
十
七
条
第
１
項

第
三
十
七
条
第
２
項

第
三
十
八
条
第
１
項

第
三
十
八
条
第
２
項

第
三
十
九
条

番号

火災等による損
傷の防止

重大事故等対処
設備

材料及び
構造

監視測定
設備

緊急時対
策所

施設区分 設備 機器名称 設置場所 数量

核燃料物質の臨
界防止

地震による損傷
の防止

単位 申請回※ 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分 耐震設計 備考

通信連絡
設備

地震によ
る損傷の

防止

外部からの衝撃
による損傷の防

止
火災等による損傷の防止 安全機能を有する施設

材料及び
構造

警報設備
等

遮蔽
非常用電
源設備

22 成形施設
一次混合設
備

ウラン粉末･回収
粉末秤量･分取装
置グローブボッ
クス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

23 成形施設
一次混合設
備

ウラン粉末･回収
粉末秤量･分取装
置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

24 成形施設
一次混合設
備

予備混合装置グ
ローブボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 安重 常設 S/1.2Ss 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ―

25 成形施設
一次混合設
備

予備混合装置 燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

26 成形施設
一次混合設
備

一次混合装置グ
ローブボックス

燃料加工建屋 2 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

27 成形施設
一次混合設
備

一次混合装置 燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

28 成形施設
一次混合設
備

容器(J18) 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

29 成形施設
一次混合設
備

容器(J40) 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

30 成形施設
二次混合設
備

一次混合粉末秤
量･分取装置グ
ローブボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

31 成形施設
二次混合設
備

一次混合粉末秤
量･分取装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

32 成形施設
二次混合設
備

ウラン粉末秤量･
分取装置グロー
ブボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

33 成形施設
二次混合設
備

ウラン粉末秤量･
分取装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

34 成形施設
二次混合設
備

容器(Ｕ85) 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

35 成形施設
二次混合設
備

均一化混合装置
グローブボック
ス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 安重 常設 S/1.2Ss 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ―

36 成形施設
二次混合設
備

均一化混合装置 燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

37 成形施設
二次混合設
備

造粒装置グロー
ブボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 安重 常設 S/1.2Ss 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ―

38 成形施設
二次混合設
備

造粒装置 燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

39 成形施設
二次混合設
備

添加剤混合装置
グローブボック
ス

燃料加工建屋 2 基 後次回 新設 安重 常設 S/1.2Ss 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ―

40 成形施設
二次混合設
備

添加剤混合装置 燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

41 成形施設
分析試料採
取設備

原料MOX分析試料
採取装置グロー
ブボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

42 成形施設
分析試料採
取設備

原料MOX分析試料
採取装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

43 成形施設
分析試料採
取設備

分析試料採取･詰
替装置グローブ
ボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

44 成形施設
分析試料採
取設備

分析試料採取･詰
替装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

安全
機能
を有
する
施設
の地
盤

津波
によ
る損
傷の
防止

加工
施設
への
人の
不法
な侵
入等
の防
止

閉じ
込め
の機
能

加工
施設
内に
おけ
る溢
水に
よる
損傷
の防
止

安全
避難
通路
等

搬送
設備

核燃
料物
質の
貯蔵
施設

放射
線管
理施
設

廃棄
施設

核燃
料物
質等
によ
る汚
染の
防止

換気
設備

重大
事故
等対
処施
設の
地盤

津波
によ
る損
傷の
防止

臨界
事故
の拡
大を
防止
する
ため
の設
備

閉じ
込め
る機
能の
喪失
に対
処す
るた
めの
設備

工場
等外
への
放射
性物
質の
拡散
を抑
制す
るた
めの
設備

重大
事故
等へ
の対
処に
必要
とな
る水
の供
給設
備

電源
設備

通信
連絡
を行
うた
めに
必要
な設
備

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

第
二
十
六
条

第
二
十
七
条
第
１
項

第
二
十
七
条
第
２
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
第
１
項

第
二
十
九
条
第
２
項

第
二
十
九
条
第
３
項

第
三
十
条
第
１
項

第
三
十
条
第
２
項

第
三
十
条
第
３
項

第
三
十
一
条
第
１
項

第
三
十
一
条
第
２
項

第
三
十
ニ
条

第
三
十
三
条

第
三
十
四
条

第
三
十
五
条

第
三
十
六
条

第
三
十
七
条
第
１
項

第
三
十
七
条
第
２
項

第
三
十
八
条
第
１
項

第
三
十
八
条
第
２
項

第
三
十
九
条

番号

火災等による損
傷の防止

重大事故等対処
設備

材料及び
構造

監視測定
設備

緊急時対
策所

施設区分 設備 機器名称 設置場所 数量

核燃料物質の臨
界防止

地震による損傷
の防止

単位 申請回※ 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分 耐震設計 備考

通信連絡
設備

地震によ
る損傷の

防止

外部からの衝撃
による損傷の防

止
火災等による損傷の防止 安全機能を有する施設

材料及び
構造

警報設備
等

遮蔽
非常用電
源設備

45 成形施設
スクラップ
処理設備

回収粉末処理･詰
替装置グローブ
ボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

46 成形施設
スクラップ
処理設備

回収粉末処理･詰
替装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

47 成形施設
スクラップ
処理設備

回収粉末微粉砕
装置グローブ
ボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

48 成形施設
スクラップ
処理設備

回収粉末微粉砕
装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

49 成形施設
スクラップ
処理設備

回収粉末処理･混
合装置グローブ
ボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 安重 常設 S/1.2Ss 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ―

50 成形施設
スクラップ
処理設備

回収粉末処理･混
合装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

51 成形施設
スクラップ
処理設備

再生スクラップ
焙焼処理装置グ
ローブボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

52 成形施設
スクラップ
処理設備

再生スクラップ
焙焼処理装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

53 成形施設
スクラップ
処理設備

再生スクラップ
受払装置グロー
ブボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

54 成形施設
スクラップ
処理設備

再生スクラップ
受払装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

55 成形施設
スクラップ
処理設備

容器移送装置グ
ローブボックス

燃料加工建屋 6 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

56 成形施設
スクラップ
処理設備

容器移送装置 燃料加工建屋 6 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

57 成形施設
粉末調整工
程搬送設備

原料粉末搬送装
置グローブボッ
クス

燃料加工建屋 9 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

58 成形施設
粉末調整工
程搬送設備

原料粉末搬送装
置

燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

59 成形施設
粉末調整工
程搬送設備

再生スクラップ
搬送装置グロー
ブボックス

燃料加工建屋 2 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

60 成形施設
粉末調整工
程搬送設備

再生スクラップ
搬送装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

61 成形施設
粉末調整工
程搬送設備

添加剤混合粉末
搬送装置グロー
ブボックス

燃料加工建屋 3 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

62 成形施設
粉末調整工
程搬送設備

添加剤混合粉末
搬送装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

63 成形施設
粉末調整工
程搬送設備

調整粉末搬送装
置グローブボッ
クス

燃料加工建屋 14 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

64 成形施設
粉末調整工
程搬送設備

調整粉末搬送装
置

燃料加工建屋 15 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

65 成形施設
粉末調整工
程

グローブボック
ス負圧・温度監
視設備

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇

66 成形施設
圧縮成形設
備

プレス装置(粉末
取扱部)グローブ
ボックス

燃料加工建屋 2 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

67 成形施設
圧縮成形設
備

プレス装置(粉末
取扱部)

燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

安全
機能
を有
する
施設
の地
盤

津波
によ
る損
傷の
防止

加工
施設
への
人の
不法
な侵
入等
の防
止

閉じ
込め
の機
能

加工
施設
内に
おけ
る溢
水に
よる
損傷
の防
止

安全
避難
通路
等

搬送
設備

核燃
料物
質の
貯蔵
施設

放射
線管
理施
設

廃棄
施設

核燃
料物
質等
によ
る汚
染の
防止

換気
設備

重大
事故
等対
処施
設の
地盤

津波
によ
る損
傷の
防止

臨界
事故
の拡
大を
防止
する
ため
の設
備

閉じ
込め
る機
能の
喪失
に対
処す
るた
めの
設備

工場
等外
への
放射
性物
質の
拡散
を抑
制す
るた
めの
設備

重大
事故
等へ
の対
処に
必要
とな
る水
の供
給設
備

電源
設備

通信
連絡
を行
うた
めに
必要
な設
備

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

第
二
十
六
条

第
二
十
七
条
第
１
項

第
二
十
七
条
第
２
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
第
１
項

第
二
十
九
条
第
２
項

第
二
十
九
条
第
３
項

第
三
十
条
第
１
項

第
三
十
条
第
２
項

第
三
十
条
第
３
項

第
三
十
一
条
第
１
項

第
三
十
一
条
第
２
項

第
三
十
ニ
条

第
三
十
三
条

第
三
十
四
条

第
三
十
五
条

第
三
十
六
条

第
三
十
七
条
第
１
項

第
三
十
七
条
第
２
項

第
三
十
八
条
第
１
項

第
三
十
八
条
第
２
項

第
三
十
九
条

番号

火災等による損
傷の防止

重大事故等対処
設備

材料及び
構造

監視測定
設備

緊急時対
策所

施設区分 設備 機器名称 設置場所 数量

核燃料物質の臨
界防止

地震による損傷
の防止

単位 申請回※ 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分 耐震設計 備考

通信連絡
設備

地震によ
る損傷の

防止

外部からの衝撃
による損傷の防

止
火災等による損傷の防止 安全機能を有する施設

材料及び
構造

警報設備
等

遮蔽
非常用電
源設備

68 成形施設
圧縮成形設
備

プレス装置(プレ
ス部)グローブ
ボックス

燃料加工建屋 2 基 後次回 新設 安重 常設 S/1.2Ss 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ―

69 成形施設
圧縮成形設
備

プレス装置(プレ
ス部)

燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

70 成形施設
圧縮成形設
備

空焼結ボート取
扱装置グローブ
ボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

71 成形施設
圧縮成形設
備

空焼結ﾎﾞｰﾄ取扱
装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

72 成形施設
圧縮成形設
備

グリーンペレッ
ト積込装置グ
ローブボックス

燃料加工建屋 2 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

73 成形施設
圧縮成形設
備

グリーンペレッ
ト積込装置

燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

74 成形施設 焼結設備
焼結ボート供給
装置グローブ
ボックス

燃料加工建屋 3 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

75 成形施設 焼結設備
焼結ボート供給
装置

燃料加工建屋 3 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

76 成形施設 焼結設備 焼結炉 燃料加工建屋 3 台 後次回 新設 安重 － S ― ― ― ― 〇 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― 〇 〇 〇 ― ― ― 〇 ― 〇 ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

77 成形施設 焼結設備
焼結ボート取出
装置グローブ
ボックス

燃料加工建屋 3 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

78 成形施設 焼結設備
焼結ボート取出
装置

燃料加工建屋 3 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

79 成形施設 焼結設備
排ガス処理装置
グローブボック
ス(上部)

燃料加工建屋 3 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

80 成形施設 焼結設備
排ガス処理装置
グローブボック
ス(下部)

燃料加工建屋 3 基 後次回 新設 非安重 － B 〇 〇 ― ― △ 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

81 成形施設 焼結設備 排ガス処理装置 燃料加工建屋 3 台 後次回 新設 安重 － S ― ― ― ― 〇 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

82 成形施設 研削設備
焼結ペレット供
給装置グローブ
ボックス

燃料加工建屋 2 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

83 成形施設 研削設備
焼結ペレット供
給装置

燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

84 成形施設 研削設備
研削装置グロー
ブボックス

燃料加工建屋 2 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

85 成形施設 研削設備 研削装置 燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

86 成形施設 研削設備
研削粉回収装置
グローブボック
ス

燃料加工建屋 2 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

87 成形施設 研削設備 研削粉回収装置 燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

88 成形施設
ペレット検
査設備

ペレット検査設
備グローブボッ
クス

燃料加工建屋 2 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

89 成形施設
ペレット検
査設備

外観検査装置 燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

90 成形施設
ペレット検
査設備

寸法･形状･密度
検査装置

燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

安全
機能
を有
する
施設
の地
盤

津波
によ
る損
傷の
防止

加工
施設
への
人の
不法
な侵
入等
の防
止

閉じ
込め
の機
能

加工
施設
内に
おけ
る溢
水に
よる
損傷
の防
止

安全
避難
通路
等

搬送
設備

核燃
料物
質の
貯蔵
施設

放射
線管
理施
設

廃棄
施設

核燃
料物
質等
によ
る汚
染の
防止

換気
設備

重大
事故
等対
処施
設の
地盤

津波
によ
る損
傷の
防止

臨界
事故
の拡
大を
防止
する
ため
の設
備

閉じ
込め
る機
能の
喪失
に対
処す
るた
めの
設備

工場
等外
への
放射
性物
質の
拡散
を抑
制す
るた
めの
設備

重大
事故
等へ
の対
処に
必要
とな
る水
の供
給設
備

電源
設備

通信
連絡
を行
うた
めに
必要
な設
備

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

第
二
十
六
条

第
二
十
七
条
第
１
項

第
二
十
七
条
第
２
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
第
１
項

第
二
十
九
条
第
２
項

第
二
十
九
条
第
３
項

第
三
十
条
第
１
項

第
三
十
条
第
２
項

第
三
十
条
第
３
項

第
三
十
一
条
第
１
項

第
三
十
一
条
第
２
項

第
三
十
ニ
条

第
三
十
三
条

第
三
十
四
条

第
三
十
五
条

第
三
十
六
条

第
三
十
七
条
第
１
項

第
三
十
七
条
第
２
項

第
三
十
八
条
第
１
項

第
三
十
八
条
第
２
項

第
三
十
九
条

番号

火災等による損
傷の防止

重大事故等対処
設備

材料及び
構造

監視測定
設備

緊急時対
策所

施設区分 設備 機器名称 設置場所 数量

核燃料物質の臨
界防止

地震による損傷
の防止

単位 申請回※ 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分 耐震設計 備考

通信連絡
設備

地震によ
る損傷の

防止

外部からの衝撃
による損傷の防

止
火災等による損傷の防止 安全機能を有する施設

材料及び
構造

警報設備
等

遮蔽
非常用電
源設備

91 成形施設
ペレット検
査設備

仕上がりペレッ
ト収容装置

燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

92 成形施設
ペレット検
査設備

ペレット立会検
査装置グローブ
ボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 非安重 － B 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

93 成形施設
ペレット検
査設備

ペレット立会検
査装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

94 成形施設
ペレット加
工工程搬送
設備

焼結ボート搬送
装置グローブ
ボックス

燃料加工建屋 53 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

95 成形施設
ペレット加
工工程搬送
設備

焼結ボート搬送
装置

燃料加工建屋 10 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

96 成形施設
ペレット加
工工程搬送
設備

ペレット保管容
器搬送装置グ
ローブボックス

燃料加工建屋 14 基 後次回 新設 安重 － S/B 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

97 成形施設
ペレット加
工工程搬送
設備

ペレット保管容
器搬送装置

燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

98 成形施設
ペレット加
工工程搬送
設備

回収粉末容器搬
送装置グローブ
ボックス

燃料加工建屋 3 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

99 成形施設
ペレット加
工工程搬送
設備

回収粉末容器搬
送装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

100 成形施設
ペレット加
工工程

グローブボック
ス負圧・温度監
視設備

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇

101 被覆施設
スタック編
成設備

スタック編成設
備グローブボッ
クス

燃料加工建屋 2 基 後次回 新設 非安重 － B 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

102 被覆施設
スタック編
成設備

波板トレイ取出
装置

燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

103 被覆施設
スタック編
成設備

スタック編成装
置

燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

104 被覆施設
スタック編
成設備

スタック収容装
置

燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

105 被覆施設
スタック編
成設備

空乾燥ボート取
扱装置グローブ
ボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 非安重 － B 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

106 被覆施設
スタック編
成設備

空乾燥ボート取
扱装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

107 被覆施設
スタック乾
燥設備

乾燥ボート供給
装置グローブ
ボックス

燃料加工建屋 2 基 後次回 新設 非安重 － B 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

108 被覆施設
スタック乾
燥設備

乾燥ボート供給
装置

燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

109 被覆施設
スタック乾
燥設備

スタック乾燥装
置

燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

110 被覆施設
スタック乾
燥設備

乾燥ボート取出
装置グローブ
ボックス

燃料加工建屋 2 基 後次回 新設 非安重 － B 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

111 被覆施設
スタック乾
燥設備

乾燥ボート取出
装置

燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

112 被覆施設
挿入溶接設
備

被覆管乾燥装置 燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

113 被覆施設
挿入溶接設
備

被覆管供給装置
オープンポート
ボックス

燃料加工建屋 2 基 後次回 新設 非安重 － C 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

安全
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を有
する
施設
の地
盤

津波
によ
る損
傷の
防止

加工
施設
への
人の
不法
な侵
入等
の防
止

閉じ
込め
の機
能

加工
施設
内に
おけ
る溢
水に
よる
損傷
の防
止

安全
避難
通路
等

搬送
設備

核燃
料物
質の
貯蔵
施設

放射
線管
理施
設

廃棄
施設

核燃
料物
質等
によ
る汚
染の
防止

換気
設備

重大
事故
等対
処施
設の
地盤

津波
によ
る損
傷の
防止

臨界
事故
の拡
大を
防止
する
ため
の設
備

閉じ
込め
る機
能の
喪失
に対
処す
るた
めの
設備

工場
等外
への
放射
性物
質の
拡散
を抑
制す
るた
めの
設備

重大
事故
等へ
の対
処に
必要
とな
る水
の供
給設
備

電源
設備

通信
連絡
を行
うた
めに
必要
な設
備

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

第
二
十
六
条

第
二
十
七
条
第
１
項

第
二
十
七
条
第
２
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
第
１
項

第
二
十
九
条
第
２
項

第
二
十
九
条
第
３
項

第
三
十
条
第
１
項

第
三
十
条
第
２
項

第
三
十
条
第
３
項

第
三
十
一
条
第
１
項

第
三
十
一
条
第
２
項

第
三
十
ニ
条

第
三
十
三
条

第
三
十
四
条

第
三
十
五
条

第
三
十
六
条

第
三
十
七
条
第
１
項

第
三
十
七
条
第
２
項

第
三
十
八
条
第
１
項

第
三
十
八
条
第
２
項

第
三
十
九
条

番号

火災等による損
傷の防止

重大事故等対処
設備

材料及び
構造

監視測定
設備

緊急時対
策所

施設区分 設備 機器名称 設置場所 数量

核燃料物質の臨
界防止

地震による損傷
の防止

単位 申請回※ 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分 耐震設計 備考

通信連絡
設備

地震によ
る損傷の

防止

外部からの衝撃
による損傷の防

止
火災等による損傷の防止 安全機能を有する施設

材料及び
構造

警報設備
等

遮蔽
非常用電
源設備

114 被覆施設
挿入溶接設
備

被覆管供給装置 燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

115 被覆施設
挿入溶接設
備

スタック供給装
置グローブボッ
クス

燃料加工建屋 2 基 後次回 新設 非安重 － B 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

116 被覆施設
挿入溶接設
備

スタック供給装
置

燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

117 被覆施設
挿入溶接設
備

部材供給装置(部
材供給部)オープ
ンポートボック
ス

燃料加工建屋 2 基 後次回 新設 非安重 － C 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

118 被覆施設
挿入溶接設
備

部材供給装置(部
材供給部)

燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

119 被覆施設
挿入溶接設
備

部材供給装置(部
材搬送部)オープ
ンポートボック
ス

燃料加工建屋 2 基 後次回 新設 非安重 － C 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

120 被覆施設
挿入溶接設
備

部材供給装置(部
材搬送部)

燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

121 被覆施設
挿入溶接設
備

挿入溶接装置(被
覆管取扱部)グ
ローブボックス

燃料加工建屋 2 基 後次回 新設 非安重 － B 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

122 被覆施設
挿入溶接設
備

挿入溶接装置(被
覆管取扱部)

燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

123 被覆施設
挿入溶接設
備

挿入溶接装置(ス
タック取扱部)グ
ローブボックス

燃料加工建屋 2 基 後次回 新設 非安重 － B 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

124 被覆施設
挿入溶接設
備

挿入溶接装置(ス
タック取扱部)

燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

125 被覆施設
挿入溶接設
備

挿入溶接装置(燃
料棒溶接部)グ
ローブボックス

燃料加工建屋 2 基 後次回 新設 非安重 － B 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

126 被覆施設
挿入溶接設
備

挿入溶接装置(燃
料棒溶接部)

燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

127 被覆施設
挿入溶接設
備

除染装置グロー
ブボックス

燃料加工建屋 2 基 後次回 新設 非安重 － B 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

128 被覆施設
挿入溶接設
備

除染装置 燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

129 被覆施設
挿入溶接設
備

汚染検査装置
オープンポート
ボックス

燃料加工建屋 2 基 後次回 新設 非安重 － C 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

130 被覆施設
挿入溶接設
備

汚染検査装置 燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

131 被覆施設
燃料棒検査
設備

ヘリウムリーク
検査装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

132 被覆施設
燃料棒検査
設備

X線検査装置 燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

133 被覆施設
燃料棒検査
設備

ロッドスキャニ
ング装置

燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

134 被覆施設
燃料棒検査
設備

外観寸法検査装
置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

135 被覆施設
燃料棒検査
設備

燃料棒移載装置 燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

136 被覆施設
燃料棒検査
設備

燃料棒立会検査
装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

安全
機能
を有
する
施設
の地
盤

津波
によ
る損
傷の
防止

加工
施設
への
人の
不法
な侵
入等
の防
止

閉じ
込め
の機
能

加工
施設
内に
おけ
る溢
水に
よる
損傷
の防
止

安全
避難
通路
等

搬送
設備

核燃
料物
質の
貯蔵
施設

放射
線管
理施
設

廃棄
施設

核燃
料物
質等
によ
る汚
染の
防止

換気
設備

重大
事故
等対
処施
設の
地盤

津波
によ
る損
傷の
防止

臨界
事故
の拡
大を
防止
する
ため
の設
備

閉じ
込め
る機
能の
喪失
に対
処す
るた
めの
設備

工場
等外
への
放射
性物
質の
拡散
を抑
制す
るた
めの
設備

重大
事故
等へ
の対
処に
必要
とな
る水
の供
給設
備

電源
設備

通信
連絡
を行
うた
めに
必要
な設
備

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

第
二
十
六
条

第
二
十
七
条
第
１
項

第
二
十
七
条
第
２
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
第
１
項

第
二
十
九
条
第
２
項

第
二
十
九
条
第
３
項

第
三
十
条
第
１
項

第
三
十
条
第
２
項

第
三
十
条
第
３
項

第
三
十
一
条
第
１
項

第
三
十
一
条
第
２
項

第
三
十
ニ
条

第
三
十
三
条

第
三
十
四
条

第
三
十
五
条

第
三
十
六
条

第
三
十
七
条
第
１
項

第
三
十
七
条
第
２
項

第
三
十
八
条
第
１
項

第
三
十
八
条
第
２
項

第
三
十
九
条

番号

火災等による損
傷の防止

重大事故等対処
設備

材料及び
構造

監視測定
設備

緊急時対
策所

施設区分 設備 機器名称 設置場所 数量

核燃料物質の臨
界防止

地震による損傷
の防止

単位 申請回※ 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分 耐震設計 備考

通信連絡
設備

地震によ
る損傷の

防止

外部からの衝撃
による損傷の防

止
火災等による損傷の防止 安全機能を有する施設

材料及び
構造

警報設備
等

遮蔽
非常用電
源設備

137 被覆施設
燃料棒収容
設備

貯蔵マガジン 燃料加工建屋 72 基 後次回 新設 非安重 － ー 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

138 被覆施設
燃料棒収容
設備

燃料棒収容装置 燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

139 被覆施設
燃料棒収容
設備

燃料棒供給装置 燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

140 被覆施設
燃料棒収容
設備

貯蔵マガジン移
載装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

141 被覆施設
燃料棒解体
設備

燃料棒搬入オー
プンポートボッ
クス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 非安重 － C 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

142 被覆施設
燃料棒解体
設備

燃料棒解体装置
グローブボック
ス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 非安重 － B 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

143 被覆施設
燃料棒解体
設備

燃料棒解体装置 燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

144 被覆施設
燃料棒解体
設備

溶接試料前処理
装置オープン
ポートボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 非安重 － C 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

145 被覆施設
燃料棒解体
設備

溶接試料前処理
装置グローブ
ボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 非安重 － C 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

146 被覆施設
燃料棒解体
設備

溶接試料前処理
装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

147 被覆施設
燃料棒加工
工程搬送設
備

ペレット保管容
器搬送装置グ
ローブボックス

燃料加工建屋 12 基 後次回 新設 非安重 － B 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

148 被覆施設
燃料棒加工
工程搬送設
備

ペレット保管容
器搬送装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

149 被覆施設
燃料棒加工
工程搬送設
備

乾燥ボート搬送
装置グローブ
ボックス

燃料加工建屋 14 基 後次回 新設 非安重 － B 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

150 被覆施設
燃料棒加工
工程搬送設
備

乾燥ボート搬送
装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

151 被覆施設
燃料棒加工
工程搬送設
備

燃料棒搬送装置 燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

152 被覆施設
燃料棒加工
工程

グローブボック
ス負圧・温度監
視設備

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇

153 組立施設
燃料集合体
組立設備

マガジン編成装
置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

154 組立施設
燃料集合体
組立設備

組立マガジン 燃料加工建屋 2 基 後次回 新設 非安重 － ー ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

155 組立施設
燃料集合体
組立設備

スケルトン組立
装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

156 組立施設
燃料集合体
組立設備

燃料集合体組立
装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

157 組立施設
燃料集合体
洗浄設備

燃料集合体洗浄
装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

158 組立施設
燃料集合体
検査設備

燃料集合体第1検
査装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

159 組立施設
燃料集合体
検査設備

燃料集合体第2検
査装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

安全
機能
を有
する
施設
の地
盤

津波
によ
る損
傷の
防止

加工
施設
への
人の
不法
な侵
入等
の防
止

閉じ
込め
の機
能

加工
施設
内に
おけ
る溢
水に
よる
損傷
の防
止

安全
避難
通路
等

搬送
設備

核燃
料物
質の
貯蔵
施設

放射
線管
理施
設

廃棄
施設

核燃
料物
質等
によ
る汚
染の
防止

換気
設備

重大
事故
等対
処施
設の
地盤

津波
によ
る損
傷の
防止

臨界
事故
の拡
大を
防止
する
ため
の設
備

閉じ
込め
る機
能の
喪失
に対
処す
るた
めの
設備

工場
等外
への
放射
性物
質の
拡散
を抑
制す
るた
めの
設備

重大
事故
等へ
の対
処に
必要
とな
る水
の供
給設
備

電源
設備

通信
連絡
を行
うた
めに
必要
な設
備

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

第
二
十
六
条

第
二
十
七
条
第
１
項

第
二
十
七
条
第
２
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
第
１
項

第
二
十
九
条
第
２
項

第
二
十
九
条
第
３
項

第
三
十
条
第
１
項

第
三
十
条
第
２
項

第
三
十
条
第
３
項

第
三
十
一
条
第
１
項

第
三
十
一
条
第
２
項

第
三
十
ニ
条

第
三
十
三
条

第
三
十
四
条

第
三
十
五
条

第
三
十
六
条

第
三
十
七
条
第
１
項

第
三
十
七
条
第
２
項

第
三
十
八
条
第
１
項

第
三
十
八
条
第
２
項

第
三
十
九
条

番号

火災等による損
傷の防止

重大事故等対処
設備

材料及び
構造

監視測定
設備

緊急時対
策所

施設区分 設備 機器名称 設置場所 数量

核燃料物質の臨
界防止

地震による損傷
の防止

単位 申請回※ 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分 耐震設計 備考

通信連絡
設備

地震によ
る損傷の

防止

外部からの衝撃
による損傷の防

止
火災等による損傷の防止 安全機能を有する施設

材料及び
構造

警報設備
等

遮蔽
非常用電
源設備

160 組立施設
燃料集合体
検査設備

燃料集合体仮置
台

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

161 組立施設
燃料集合体
検査設備

燃料集合体立会
検査装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

162 組立施設
燃料集合体
組立工程搬
送設備

組立クレーン 燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

163 組立施設
燃料集合体
組立工程搬
送設備

リフタ 燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

164 組立施設
梱包･出荷
設備

貯蔵梱包クレー
ン

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

165 組立施設
梱包･出荷
設備

燃料ホルダ取付
装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

166 組立施設
梱包･出荷
設備

容器蓋取付装置 燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

167 組立施設
梱包･出荷
設備

梱包天井クレー
ン

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

168 組立施設
梱包･出荷
設備

容器移載装置 燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

169 組立施設
梱包･出荷
設備

保管室天井ク
レーン

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

170
核燃料物質
の貯蔵施設

貯蔵容器一
時保管設備

一時保管ピット 燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

171
核燃料物質
の貯蔵施設

貯蔵容器一
時保管設備

混合酸化物貯蔵
容器

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 安重 － ー 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

172
核燃料物質
の貯蔵施設

貯蔵容器一
時保管設備

容器(粉末缶) 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ー 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

173
核燃料物質
の貯蔵施設

原料MOX粉
末缶一時保
管設備

原料MOX粉末缶一
時保管装置グ
ローブボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

174
核燃料物質
の貯蔵施設

原料MOX粉
末缶一時保
管設備

原料MOX粉末缶一
時保管装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 安重 － S ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

175
核燃料物質
の貯蔵施設

原料MOX粉
末缶一時保
管設備

原料MOX粉末缶一
時保管搬送装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

176
核燃料物質
の貯蔵施設

ウラン貯蔵
設備

ウラン貯蔵棚 燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － B 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

177
核燃料物質
の貯蔵施設

ウラン貯蔵
設備

ウラン粉末缶貯
蔵容器

燃料加工建屋 128 基 後次回 新設 非安重 － ー 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

178
核燃料物質
の貯蔵施設

ウラン貯蔵
設備

ウラン粉末缶入
出庫装置

燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

179
核燃料物質
の貯蔵施設

ウラン貯蔵
設備

収納パレット 燃料加工建屋 676 基 後次回 新設 非安重 － ー 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

180
核燃料物質
の貯蔵施設

ウラン貯蔵
設備

容器(ウラン粉末
缶)

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ー 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

181
核燃料物質
の貯蔵施設

粉末一時保
管設備

粉末一時保管装
置グローブボッ
クス

燃料加工建屋 6 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

182
核燃料物質
の貯蔵施設

粉末一時保
管設備

粉末一時保管装
置

燃料加工建屋 12 台 後次回 新設 安重 － S ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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処す
るた
めの
設備

工場
等外
への
放射
性物
質の
拡散
を抑
制す
るた
めの
設備

重大
事故
等へ
の対
処に
必要
とな
る水
の供
給設
備

電源
設備

通信
連絡
を行
うた
めに
必要
な設
備

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

第
二
十
六
条

第
二
十
七
条
第
１
項

第
二
十
七
条
第
２
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
第
１
項

第
二
十
九
条
第
２
項

第
二
十
九
条
第
３
項

第
三
十
条
第
１
項

第
三
十
条
第
２
項

第
三
十
条
第
３
項

第
三
十
一
条
第
１
項

第
三
十
一
条
第
２
項

第
三
十
ニ
条

第
三
十
三
条

第
三
十
四
条

第
三
十
五
条

第
三
十
六
条

第
三
十
七
条
第
１
項

第
三
十
七
条
第
２
項

第
三
十
八
条
第
１
項

第
三
十
八
条
第
２
項

第
三
十
九
条

番号

火災等による損
傷の防止

重大事故等対処
設備

材料及び
構造

監視測定
設備

緊急時対
策所

施設区分 設備 機器名称 設置場所 数量

核燃料物質の臨
界防止

地震による損傷
の防止

単位 申請回※ 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分 耐震設計 備考

通信連絡
設備

地震によ
る損傷の

防止

外部からの衝撃
による損傷の防

止
火災等による損傷の防止 安全機能を有する施設

材料及び
構造

警報設備
等

遮蔽
非常用電
源設備

183
核燃料物質
の貯蔵施設

粉末一時保
管設備

粉末一時保管搬
送装置

燃料加工建屋 4 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

184
核燃料物質
の貯蔵施設

粉末一時保
管設備

容器(J60) 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ー 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

185
核燃料物質
の貯蔵施設

粉末一時保
管設備

容器(J85) 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ー 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

186
核燃料物質
の貯蔵施設

粉末一時保
管設備

容器(U85) 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ー 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

187
核燃料物質
の貯蔵施設

粉末一時保
管設備

容器(5缶バス
ケット)

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ー 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

188
核燃料物質
の貯蔵施設

粉末一時保
管設備

容器(1缶バス
ケット)

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ー 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

189
核燃料物質
の貯蔵施設

粉末一時保
管設備

容器(CS･RS保管
ポット)

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ー 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

190
核燃料物質
の貯蔵施設

粉末一時保
管設備

容器(CS･RS回収
ポット)

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ー 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

191
核燃料物質
の貯蔵施設

粉末一時保
管設備

容器(先行試験
ポット)

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ー 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

192
核燃料物質
の貯蔵施設

ペレット一
時保管設備

ペレット一時保
管棚グローブ
ボックス

燃料加工建屋 3 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

193
核燃料物質
の貯蔵施設

ペレット一
時保管設備

ペレット一時保
管棚

燃料加工建屋 3 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

194
核燃料物質
の貯蔵施設

ペレット一
時保管設備

焼結ボート入出
庫装置

燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

195
核燃料物質
の貯蔵施設

ペレット一
時保管設備

焼結ボート受渡
装置グローブ
ボックス

燃料加工建屋 4 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

196
核燃料物質
の貯蔵施設

ペレット一
時保管設備

焼結ボート受渡
装置

燃料加工建屋 8 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

197
核燃料物質
の貯蔵施設

ペレット一
時保管設備

収納パレット 燃料加工建屋 188 基 後次回 新設 非安重 － ー 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

198
核燃料物質
の貯蔵施設

ペレット一
時保管設備

容器(焼結ボー
ト)

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ー 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

199
核燃料物質
の貯蔵施設

ペレット一
時保管設備

容器(先行試験焼
結ボート)

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ー 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

200
核燃料物質
の貯蔵施設

ペレット一
時保管設備

容器(スクラップ
焼結ボート)

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ー 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

201
核燃料物質
の貯蔵施設

ペレット一
時保管設備

容器(規格外ペ
レット保管容器)

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ー 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

202
核燃料物質
の貯蔵施設

スクラップ
貯蔵設備

スクラップ貯蔵
棚グローブボッ
クス

燃料加工建屋 5 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

203
核燃料物質
の貯蔵施設

スクラップ
貯蔵設備

スクラップ貯蔵
棚

燃料加工建屋 5 台 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

204
核燃料物質
の貯蔵施設

スクラップ
貯蔵設備

スクラップ保管
容器入出庫装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

205
核燃料物質
の貯蔵施設

スクラップ
貯蔵設備

スクラップ保管
容器受渡装置グ
ローブボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

安全
機能
を有
する
施設
の地
盤

津波
によ
る損
傷の
防止

加工
施設
への
人の
不法
な侵
入等
の防
止

閉じ
込め
の機
能

加工
施設
内に
おけ
る溢
水に
よる
損傷
の防
止

安全
避難
通路
等

搬送
設備

核燃
料物
質の
貯蔵
施設

放射
線管
理施
設

廃棄
施設

核燃
料物
質等
によ
る汚
染の
防止

換気
設備

重大
事故
等対
処施
設の
地盤

津波
によ
る損
傷の
防止

臨界
事故
の拡
大を
防止
する
ため
の設
備

閉じ
込め
る機
能の
喪失
に対
処す
るた
めの
設備

工場
等外
への
放射
性物
質の
拡散
を抑
制す
るた
めの
設備

重大
事故
等へ
の対
処に
必要
とな
る水
の供
給設
備

電源
設備

通信
連絡
を行
うた
めに
必要
な設
備

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

第
二
十
六
条

第
二
十
七
条
第
１
項

第
二
十
七
条
第
２
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
第
１
項

第
二
十
九
条
第
２
項

第
二
十
九
条
第
３
項

第
三
十
条
第
１
項

第
三
十
条
第
２
項

第
三
十
条
第
３
項

第
三
十
一
条
第
１
項

第
三
十
一
条
第
２
項

第
三
十
ニ
条

第
三
十
三
条

第
三
十
四
条

第
三
十
五
条

第
三
十
六
条

第
三
十
七
条
第
１
項

第
三
十
七
条
第
２
項

第
三
十
八
条
第
１
項

第
三
十
八
条
第
２
項

第
三
十
九
条

番号

火災等による損
傷の防止

重大事故等対処
設備

材料及び
構造

監視測定
設備

緊急時対
策所

施設区分 設備 機器名称 設置場所 数量

核燃料物質の臨
界防止

地震による損傷
の防止

単位 申請回※ 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分 耐震設計 備考

通信連絡
設備

地震によ
る損傷の

防止

外部からの衝撃
による損傷の防

止
火災等による損傷の防止 安全機能を有する施設

材料及び
構造

警報設備
等

遮蔽
非常用電
源設備

206
核燃料物質
の貯蔵施設

スクラップ
貯蔵設備

スクラップ保管
容器受渡装置

燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

207
核燃料物質
の貯蔵施設

スクラップ
貯蔵設備

収納ﾊﾟﾚｯﾄ 燃料加工建屋 210 基 後次回 新設 非安重 － ー 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

208
核燃料物質
の貯蔵施設

スクラップ
貯蔵設備

容器(ﾍﾟﾚｯﾄ保管
容器)

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ー 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

209
核燃料物質
の貯蔵施設

スクラップ
貯蔵設備

容器(9缶ﾊﾞｽｹｯﾄ) 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ー 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

210
核燃料物質
の貯蔵施設

スクラップ
貯蔵設備

容器(規格外ﾍﾟﾚｯ
ﾄ保管容器)

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ー 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

211
核燃料物質
の貯蔵施設

スクラップ
貯蔵設備

容器(CS･RS保管
ﾎﾟｯﾄ)

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ー 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

212
核燃料物質
の貯蔵施設

製品ペレッ
ト貯蔵設備

製品ペレット貯
蔵棚グローブ
ボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

213
核燃料物質
の貯蔵施設

製品ペレッ
ト貯蔵設備

製品ペレット貯
蔵棚

燃料加工建屋 5 台 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

214
核燃料物質
の貯蔵施設

製品ペレッ
ト貯蔵設備

ペレット保管容
器入出庫装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

215
核燃料物質
の貯蔵施設

製品ペレッ
ト貯蔵設備

ペレット保管容
器受渡装置グ
ローブボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

216
核燃料物質
の貯蔵施設

製品ペレッ
ト貯蔵設備

ペレット保管容
器受渡装置

燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

217
核燃料物質
の貯蔵施設

製品ペレッ
ト貯蔵設備

収納パレット 燃料加工建屋 350 基 後次回 新設 非安重 － ー 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

218
核燃料物質
の貯蔵施設

製品ペレッ
ト貯蔵設備

容器(ペレット保
管容器)

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ー 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

219
核燃料物質
の貯蔵施設

製品ペレッ
ト貯蔵設備

容器(ペレット保
存試料保管容器)

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ー 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

220
核燃料物質
の貯蔵施設

燃料棒貯蔵
設備

燃料棒貯蔵棚 燃料加工建屋 2 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

221
核燃料物質
の貯蔵施設

燃料棒貯蔵
設備

貯蔵マガジン入
出庫装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

222
核燃料物質
の貯蔵施設

燃料棒貯蔵
設備

ウラン燃料棒収
容装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

223
核燃料物質
の貯蔵施設

燃料集合体
貯蔵設備

燃料集合体貯蔵
チャンネル

燃料加工建屋 220 ﾁｬﾝﾈﾙ 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

224
核燃料物質
の貯蔵施設

－
グローブボック
ス負圧・温度監
視設備

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇

225
核燃料物質
の貯蔵施設

-(ウラン貯
蔵エリア)

ー
(貯蔵形態:ウラ
ン粉末等),(ウラ
ン粉末缶貯蔵容
器)

燃料加工建屋 ― ― 後次回 新設 非安重 － ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

226
核燃料物質
の貯蔵施設

-(燃料棒受
入一時保管
エリア)

ー
(ウラン燃料棒用
輸送容器),(ウラ
ン燃料棒輸送容
器の内容器)

燃料加工建屋 ― ― 後次回 新設 非安重 － ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

安全
機能
を有
する
施設
の地
盤

津波
によ
る損
傷の
防止

加工
施設
への
人の
不法
な侵
入等
の防
止

閉じ
込め
の機
能

加工
施設
内に
おけ
る溢
水に
よる
損傷
の防
止

安全
避難
通路
等

搬送
設備

核燃
料物
質の
貯蔵
施設

放射
線管
理施
設

廃棄
施設

核燃
料物
質等
によ
る汚
染の
防止

換気
設備

重大
事故
等対
処施
設の
地盤

津波
によ
る損
傷の
防止

臨界
事故
の拡
大を
防止
する
ため
の設
備

閉じ
込め
る機
能の
喪失
に対
処す
るた
めの
設備

工場
等外
への
放射
性物
質の
拡散
を抑
制す
るた
めの
設備

重大
事故
等へ
の対
処に
必要
とな
る水
の供
給設
備

電源
設備

通信
連絡
を行
うた
めに
必要
な設
備

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

第
二
十
六
条

第
二
十
七
条
第
１
項

第
二
十
七
条
第
２
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
第
１
項

第
二
十
九
条
第
２
項

第
二
十
九
条
第
３
項

第
三
十
条
第
１
項

第
三
十
条
第
２
項

第
三
十
条
第
３
項

第
三
十
一
条
第
１
項

第
三
十
一
条
第
２
項

第
三
十
ニ
条

第
三
十
三
条

第
三
十
四
条

第
三
十
五
条

第
三
十
六
条

第
三
十
七
条
第
１
項

第
三
十
七
条
第
２
項

第
三
十
八
条
第
１
項

第
三
十
八
条
第
２
項

第
三
十
九
条

番号

火災等による損
傷の防止

重大事故等対処
設備

材料及び
構造

監視測定
設備

緊急時対
策所

施設区分 設備 機器名称 設置場所 数量

核燃料物質の臨
界防止

地震による損傷
の防止

単位 申請回※ 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分 耐震設計 備考

通信連絡
設備

地震によ
る損傷の

防止

外部からの衝撃
による損傷の防

止
火災等による損傷の防止 安全機能を有する施設

材料及び
構造

警報設備
等

遮蔽
非常用電
源設備

227
核燃料物質
の貯蔵施設

-(燃料集合
体輸送容器
一時保管エ
リア)

ー
(燃料集合体輸送
容器)

燃料加工建屋 ― ― 後次回 新設 非安重 － ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

228
核燃料物質
の貯蔵施設

-(ウラン輸
送容器一時
保管エリ
ア)

ー
(原料ウラン粉末
用輸送容器)

燃料加工建屋 ― ― 後次回 新設 非安重 － ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

229
気体廃棄物
の廃棄設備

建屋排気設
備

建屋排気ダクト 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

230
気体廃棄物
の廃棄設備

建屋排気設
備

建屋排気フィル
タユニット

燃料加工建屋 1  式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

231
気体廃棄物
の廃棄設備

建屋排気設
備

建屋排風機 燃料加工建屋 3 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

232
気体廃棄物
の廃棄設備

工程室排気
設備

工程室排気ダク
ト

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 重/非安 常設
S/C

/1.2Ss
― ― ― ― 〇 〇 ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―

233
気体廃棄物
の廃棄設備

工程室排気
設備

工程室排気フィ
ルタユニット

燃料加工建屋 1  式 後次回 新設 安重 常設 S/1.2Ss ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ―

234
気体廃棄物
の廃棄設備

工程室排気
設備

工程室排風機 燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

235
気体廃棄物
の廃棄設備

工程室排気
設備

工程室排風機入
口手動ダンパ

燃料加工建屋 2 基 後次回 新設 非安重 常設 C/1.2Ss ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ―

236
気体廃棄物
の廃棄設備

グローブ
ボックス排
気設備

グローブボック
ス排気ダクト

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 重/非安 常設
S/B/C
/1.2Ss

― ― ― ― 〇 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ―

237
気体廃棄物
の廃棄設備

グローブ
ボックス排
気設備

グローブボック
ス給気フィルタ

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 重/非安 常設
S/B

/1.2Ss
― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ―

238
気体廃棄物
の廃棄設備

グローブ
ボックス排
気設備

グローブボック
ス排気フィルタ

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 安重 常設
S/B/C
/1.2Ss

― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ―

239
気体廃棄物
の廃棄設備

グローブ
ボックス排
気設備

グローブボック
ス排気フィルタ
ユニット

燃料加工建屋 9 台 後次回 新設 安重 常設 S/1.2Ss ― ― ― ― 〇 〇 ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ―

240
気体廃棄物
の廃棄設備

グローブ
ボックス排
気設備

グローブボック
ス排風機

燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 安重 － S ― ― ― ― 〇 〇 ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

241
気体廃棄物
の廃棄設備

グローブ
ボックス排
気設備

グローブボック
ス排風機入口手
動ダンパ

燃料加工建屋 2 基 後次回 新設 安重 常設 S/1.2Ss ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ―

242
気体廃棄物
の廃棄設備

－ 給気設備 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

243
気体廃棄物
の廃棄設備

窒素循環設
備

窒素循環ダクト 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 安重 － B/C ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

244
気体廃棄物
の廃棄設備

窒素循環設
備

窒素循環ファン 燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 安重 － S ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

245
気体廃棄物
の廃棄設備

窒素循環設
備

窒素循環冷却機 燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 安重 － S ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

246
気体廃棄物
の廃棄設備

排気筒 排気筒 燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 非安重 － S ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―

247
気体廃棄物
の廃棄設備

外部放出抑
制設備

グローブボック
ス排気閉止ダン
パ

燃料加工建屋 2 基 後次回 新設 安重 常設 S/1.2Ss ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ―

248
気体廃棄物
の廃棄設備

外部放出抑
制設備

工程室排気閉止
ダンパ

燃料加工建屋 2 基 後次回 新設 非安重 常設 C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ―

249
気体廃棄物
の廃棄設備

－
可搬型ダンパ出
口風速計

燃料加工建屋
第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

5 台 後次回 新設 非安重 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ―
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設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

安全
機能
を有
する
施設
の地
盤

津波
によ
る損
傷の
防止

加工
施設
への
人の
不法
な侵
入等
の防
止

閉じ
込め
の機
能

加工
施設
内に
おけ
る溢
水に
よる
損傷
の防
止

安全
避難
通路
等

搬送
設備

核燃
料物
質の
貯蔵
施設

放射
線管
理施
設

廃棄
施設

核燃
料物
質等
によ
る汚
染の
防止

換気
設備

重大
事故
等対
処施
設の
地盤

津波
によ
る損
傷の
防止

臨界
事故
の拡
大を
防止
する
ため
の設
備

閉じ
込め
る機
能の
喪失
に対
処す
るた
めの
設備

工場
等外
への
放射
性物
質の
拡散
を抑
制す
るた
めの
設備

重大
事故
等へ
の対
処に
必要
とな
る水
の供
給設
備

電源
設備

通信
連絡
を行
うた
めに
必要
な設
備

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

第
二
十
六
条

第
二
十
七
条
第
１
項

第
二
十
七
条
第
２
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
第
１
項

第
二
十
九
条
第
２
項

第
二
十
九
条
第
３
項

第
三
十
条
第
１
項

第
三
十
条
第
２
項

第
三
十
条
第
３
項

第
三
十
一
条
第
１
項

第
三
十
一
条
第
２
項

第
三
十
ニ
条

第
三
十
三
条

第
三
十
四
条

第
三
十
五
条

第
三
十
六
条

第
三
十
七
条
第
１
項

第
三
十
七
条
第
２
項

第
三
十
八
条
第
１
項

第
三
十
八
条
第
２
項

第
三
十
九
条

番号

火災等による損
傷の防止

重大事故等対処
設備

材料及び
構造

監視測定
設備

緊急時対
策所

施設区分 設備 機器名称 設置場所 数量

核燃料物質の臨
界防止

地震による損傷
の防止

単位 申請回※ 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分 耐震設計 備考

通信連絡
設備

地震によ
る損傷の

防止

外部からの衝撃
による損傷の防

止
火災等による損傷の防止 安全機能を有する施設

材料及び
構造

警報設備
等

遮蔽
非常用電
源設備

250
気体廃棄物
の廃棄設備

代替グロー
ブボックス
排気設備

可搬型排風機付
フィルタユニッ
ト

燃料加工建屋
第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

3 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ―

251
気体廃棄物
の廃棄設備

代替グロー
ブボックス
排気設備

可搬型フィルタ
ユニット

燃料加工建屋
第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

3 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ―

252
気体廃棄物
の廃棄設備

代替グロー
ブボックス
排気設備

可搬型ダクト 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ―

253
気体廃棄物
の廃棄設備

工程室放射
線計測設備

可搬型ダストサ
ンプラ

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

2 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ―

254
気体廃棄物
の廃棄設備

工程室放射
線計測設備

アルファ・ベー
タ線用サーベイ
メータ

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

2 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ―

255
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

検査槽 燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 ― － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

256
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

ろ過処理オープ
ンポートボック
ス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 ― － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

257
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

ろ過処理装置 燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 ― － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

258
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

吸着処理オープ
ンポートボック
ス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 ― － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

259
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

吸着処理装置 燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 ― － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

260
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

廃液貯槽 燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 ― － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

261
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

低レベル廃液処
理設備

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 ― － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

262
液体廃棄物
の廃棄設備

-(廃油保管
室の廃油保
管エリア)

ー
(廃油保管エリ
ア)

燃料加工建屋 ― ― 後次回 新設 ― － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

263
液体廃棄物
の廃棄設備

放出前貯槽 第１放出前貯槽
低レベル廃液処理建
屋

4 基 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

264
液体廃棄物
の廃棄設備

海洋放出管
理系

第１海洋放出ポ
ンプ

低レベル廃液処理建
屋

2 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

265
液体廃棄物
の廃棄設備

海洋放出管
理系

海洋放出管 屋外 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

266
液体廃棄物
の廃棄設備

液体廃棄物
の廃棄設備

グローブボック
ス負圧・温度監
視設備

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇

267
固体廃棄物
の廃棄設備

廃棄物保管
設備

ー
廃棄物保管エリ
ア(廃棄物保管第
１室)

燃料加工建屋 ― ― 後次回 新設 ― － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

268
固体廃棄物
の廃棄設備

廃棄物保管
設備

ー
廃棄物保管エリ
ア(廃棄物保管第
２室)

燃料加工建屋 ― ― 後次回 新設 ― － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

269
固体廃棄物
の廃棄設備

低レベル固
体廃棄物貯
蔵設備

第2低レベル廃棄
物貯蔵系

第2低レベル廃棄物貯
蔵建屋

― ― 後次回 新設 非安重 － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

270
放射線管理
施設

放射線監視
設備

ガンマ線エリア
モニタ

燃料加工建屋 18 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

271
放射線管理
施設

放射線監視
設備

中性子線エリア
モニタ

燃料加工建屋 18 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

安全
機能
を有
する
施設
の地
盤

津波
によ
る損
傷の
防止

加工
施設
への
人の
不法
な侵
入等
の防
止

閉じ
込め
の機
能

加工
施設
内に
おけ
る溢
水に
よる
損傷
の防
止

安全
避難
通路
等

搬送
設備

核燃
料物
質の
貯蔵
施設

放射
線管
理施
設

廃棄
施設

核燃
料物
質等
によ
る汚
染の
防止

換気
設備

重大
事故
等対
処施
設の
地盤

津波
によ
る損
傷の
防止

臨界
事故
の拡
大を
防止
する
ため
の設
備

閉じ
込め
る機
能の
喪失
に対
処す
るた
めの
設備

工場
等外
への
放射
性物
質の
拡散
を抑
制す
るた
めの
設備

重大
事故
等へ
の対
処に
必要
とな
る水
の供
給設
備

電源
設備

通信
連絡
を行
うた
めに
必要
な設
備

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

第
二
十
六
条

第
二
十
七
条
第
１
項

第
二
十
七
条
第
２
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
第
１
項

第
二
十
九
条
第
２
項

第
二
十
九
条
第
３
項

第
三
十
条
第
１
項

第
三
十
条
第
２
項

第
三
十
条
第
３
項

第
三
十
一
条
第
１
項

第
三
十
一
条
第
２
項

第
三
十
ニ
条

第
三
十
三
条

第
三
十
四
条

第
三
十
五
条

第
三
十
六
条

第
三
十
七
条
第
１
項

第
三
十
七
条
第
２
項

第
三
十
八
条
第
１
項

第
三
十
八
条
第
２
項

第
三
十
九
条

番号

火災等による損
傷の防止

重大事故等対処
設備

材料及び
構造

監視測定
設備

緊急時対
策所

施設区分 設備 機器名称 設置場所 数量

核燃料物質の臨
界防止

地震による損傷
の防止

単位 申請回※ 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分 耐震設計 備考

通信連絡
設備

地震によ
る損傷の

防止

外部からの衝撃
による損傷の防

止
火災等による損傷の防止 安全機能を有する施設

材料及び
構造

警報設備
等

遮蔽
非常用電
源設備

272
放射線管理
施設

放射線監視
設備

アルファ線ダス
トモニタ

燃料加工建屋 21 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

273
放射線管理
施設

放射線監視
設備

エアスニファ 燃料加工建屋 92 箇所 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

274
放射線管理
施設

放射線監視
設備

臨界検知用ガス
モニタ

燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― 〇 ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

275
放射線管理
施設

放射線監視
設備

排気モニタ 燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 常設 C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―

276
放射線管理
施設

放射線監視
設備

モニタリングポ
スト

燃料加工建屋 9 箇所 後次回 新設 非安重 常設 C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―

277
放射線管理
施設

放射線監視
設備 ダストモニタ 燃料加工建屋 9 箇所 後次回 新設 非安重 常設 C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―

278
放射線管理
施設

放射線監視
設備

アルファ線用
サーベイメータ

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

279
放射線管理
施設

放射線監視
設備

ベータ・ガンマ
線用サーベイ
メータ

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

280
放射線管理
施設

放射線監視
設備

中性子線用サー
ベイメータ

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

281
放射線管理
施設

放射線監視
設備

ダストサンプラ 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

282
放射線管理
施設

放射線監視
設備

積算線量計 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

283
放射線管理
施設

試料分析関
係設備

フード 燃料加工建屋 2 基 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

284
放射線管理
施設

試料分析関
係設備

放射能測定装置 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

285
放射線管理
施設

試料分析関
係設備

フード 燃料加工建屋 2 基 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

286
放射線管理
施設

試料分析関
係設備

放射能測定装置 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 常設 C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―

287
放射線管理
施設

試料分析関
係設備

環境試料測定設
備（放射能測定
を行う機器）

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 常設 C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―

288
放射線管理
施設

個人管理設
備

個人線量計 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

289
放射線管理
施設

個人管理設
備

ホールボディカ
ウンタ

燃料加工建屋 3 台 後次回 新設 非安重 － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

290
放射線管理
施設

出入管理設
備

退出モニタ 燃料加工建屋 3 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

291
放射線管理
施設

出入管理設
備

ゲートの
出入管理設備

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

292
放射線管理
施設

出入管理設
備

放射線サーベイ
機器

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

293
放射線管理
施設

出入管理設
備

シャワ及び手洗
い場を備えた除
染室

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

294
放射線管理
施設

環境管理設
備

放射能観測車 屋外 1 式 後次回 新設 非安重 － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―
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設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

安全
機能
を有
する
施設
の地
盤

津波
によ
る損
傷の
防止

加工
施設
への
人の
不法
な侵
入等
の防
止

閉じ
込め
の機
能

加工
施設
内に
おけ
る溢
水に
よる
損傷
の防
止

安全
避難
通路
等

搬送
設備

核燃
料物
質の
貯蔵
施設

放射
線管
理施
設

廃棄
施設

核燃
料物
質等
によ
る汚
染の
防止

換気
設備

重大
事故
等対
処施
設の
地盤

津波
によ
る損
傷の
防止

臨界
事故
の拡
大を
防止
する
ため
の設
備

閉じ
込め
る機
能の
喪失
に対
処す
るた
めの
設備

工場
等外
への
放射
性物
質の
拡散
を抑
制す
るた
めの
設備

重大
事故
等へ
の対
処に
必要
とな
る水
の供
給設
備

電源
設備

通信
連絡
を行
うた
めに
必要
な設
備

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

第
二
十
六
条

第
二
十
七
条
第
１
項

第
二
十
七
条
第
２
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
第
１
項

第
二
十
九
条
第
２
項

第
二
十
九
条
第
３
項

第
三
十
条
第
１
項

第
三
十
条
第
２
項

第
三
十
条
第
３
項

第
三
十
一
条
第
１
項

第
三
十
一
条
第
２
項

第
三
十
ニ
条

第
三
十
三
条

第
三
十
四
条

第
三
十
五
条

第
三
十
六
条

第
三
十
七
条
第
１
項

第
三
十
七
条
第
２
項

第
三
十
八
条
第
１
項

第
三
十
八
条
第
２
項

第
三
十
九
条

番号

火災等による損
傷の防止

重大事故等対処
設備

材料及び
構造

監視測定
設備

緊急時対
策所

施設区分 設備 機器名称 設置場所 数量

核燃料物質の臨
界防止

地震による損傷
の防止

単位 申請回※ 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分 耐震設計 備考

通信連絡
設備

地震によ
る損傷の

防止

外部からの衝撃
による損傷の防

止
火災等による損傷の防止 安全機能を有する施設

材料及び
構造

警報設備
等

遮蔽
非常用電
源設備

295
放射線管理
施設

環境管理設
備

気象観測設備 事業所内 1 式 後次回 新設 非安重 常設 C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ―

296
放射線管理
施設

放射線監視
設備

排気モニタ 燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 非安重 常設 C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―

297
放射線管理
施設

代替モニタ
リング設備

可搬型ダストモ
ニタ

燃料加工建屋
第1保管庫・貯水所

2 台 後次回 新設 非安重 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―

298
放射線管理
施設

代替モニタ
リング設備

可搬型排気モニ
タリング用デー
タ伝送装置

燃料加工建屋
第1保管庫・貯水所

2 台 後次回 新設 非安重 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―

299
放射線管理
施設

代替モニタ
リング設備

可搬型線量率計
第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

18 台 後次回 新設 非安重 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―

300
放射線管理
施設

代替モニタ
リング設備

可搬型ダストモ
ニタ

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

18 台 後次回 新設 非安重 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―

301
放射線管理
施設

代替モニタ
リング設備

可搬型環境モニ
タリング用デー
タ伝送装置

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

18 台 後次回 新設 非安重 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―

302
放射線管理
施設

代替モニタ
リング設備

可搬型環境モニ
タリング用発電
機

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所
外部保管エリア

19 台 後次回 新設 非安重 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―

303
放射線管理
施設

代替モニタ
リング設備

ガンマ線用サー
ベイメータ（Ｓ
Ａ）

燃料加工建屋
第1保管庫・貯水所

2 台 後次回 新設 非安重 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―

304
放射線管理
施設

代替モニタ
リング設備

中性子線用サー
ベイメータ（Ｓ
Ａ）

燃料加工建屋
第1保管庫・貯水所

2 台 後次回 新設 非安重 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―

305
放射線管理
施設

代替モニタ
リング設備

アルファ・ベー
タ線用サーベイ
メータ（ＳＡ）

燃料加工建屋
第1保管庫・貯水所

2 台 後次回 新設 非安重 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―

306
放射線管理
施設

代替モニタ
リング設備

可搬型ダストサ
ンプラ（ＳＡ）

燃料加工建屋
第1保管庫・貯水所

2 台 後次回 新設 非安重 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―

307
放射線管理
施設

代替モニタ
リング設備

監視測定用運搬
車

外部保管エリア（屋
外）

7 台 後次回 新設 非安重 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ―

308
放射線管理
施設

代替試料分
析関係設備

可搬型放射能測
定装置

燃料加工建屋
第1保管庫・貯水所

2 台 後次回 新設 非安重 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―

309
放射線管理
施設

代替試料分
析関係設備

可搬型放射能測
定装置

燃料加工建屋
第1保管庫・貯水所

2 台 後次回 新設 非安重 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―

310
放射線管理
施設

代替試料分
析関係設備

可搬型核種分析
装置

燃料加工建屋
第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

4 台 後次回 新設 非安重 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―

311
放射線管理
施設

代替試料分
析関係設備

可搬型排気モニ
タリング用発電
機

主排気筒管理建屋
第1保管庫・貯水所
外部保管エリア

3 台 後次回 新設 非安重 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―

312
放射線管理
施設

代替放射能
観測設備

ガンマ線用サー
ベイメータ（Ｎ
ａＩ（ＴＩ）シ
ンチレーショ
ン）（ＳＡ）

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

2 台 後次回 新設 非安重 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―

313
放射線管理
施設

代替放射能
観測設備

ガンマ線用サー
ベイメータ（電
離箱）（ＳＡ）

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

2 台 後次回 新設 非安重 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―

314
放射線管理
施設

代替放射能
観測設備

中性子線用サー
ベイメータ（Ｓ
Ａ）

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

2 台 後次回 新設 非安重 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―

315
放射線管理
施設

代替放射能
観測設備

アルファ・ベー
タ線用サーベイ
メータ（ＳＡ）

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

2 台 後次回 新設 非安重 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―

316
放射線管理
施設

代替放射能
観測設備

可搬型ダスト・
よう素サンプラ
（ＳＡ）

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

2 台 後次回 新設 非安重 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―
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設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

安全
機能
を有
する
施設
の地
盤

津波
によ
る損
傷の
防止

加工
施設
への
人の
不法
な侵
入等
の防
止

閉じ
込め
の機
能

加工
施設
内に
おけ
る溢
水に
よる
損傷
の防
止

安全
避難
通路
等

搬送
設備

核燃
料物
質の
貯蔵
施設

放射
線管
理施
設

廃棄
施設

核燃
料物
質等
によ
る汚
染の
防止

換気
設備

重大
事故
等対
処施
設の
地盤

津波
によ
る損
傷の
防止

臨界
事故
の拡
大を
防止
する
ため
の設
備

閉じ
込め
る機
能の
喪失
に対
処す
るた
めの
設備

工場
等外
への
放射
性物
質の
拡散
を抑
制す
るた
めの
設備

重大
事故
等へ
の対
処に
必要
とな
る水
の供
給設
備

電源
設備

通信
連絡
を行
うた
めに
必要
な設
備

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

第
二
十
六
条

第
二
十
七
条
第
１
項

第
二
十
七
条
第
２
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
第
１
項

第
二
十
九
条
第
２
項

第
二
十
九
条
第
３
項

第
三
十
条
第
１
項

第
三
十
条
第
２
項

第
三
十
条
第
３
項

第
三
十
一
条
第
１
項

第
三
十
一
条
第
２
項

第
三
十
ニ
条

第
三
十
三
条

第
三
十
四
条

第
三
十
五
条

第
三
十
六
条

第
三
十
七
条
第
１
項

第
三
十
七
条
第
２
項

第
三
十
八
条
第
１
項

第
三
十
八
条
第
２
項

第
三
十
九
条

番号

火災等による損
傷の防止

重大事故等対処
設備

材料及び
構造

監視測定
設備

緊急時対
策所

施設区分 設備 機器名称 設置場所 数量

核燃料物質の臨
界防止

地震による損傷
の防止

単位 申請回※ 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分 耐震設計 備考

通信連絡
設備

地震によ
る損傷の

防止

外部からの衝撃
による損傷の防

止
火災等による損傷の防止 安全機能を有する施設

材料及び
構造

警報設備
等

遮蔽
非常用電
源設備

317
放射線管理
施設

代替気象観
測設備

可搬型気象観測
設備（風向風速
計，日射計，放
射収支計，雨量
計）

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所
外部保管エリア

3 台 後次回 新設 非安重 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ―

318
放射線管理
施設

代替気象観
測設備

可搬型気象観測
用データ伝送装
置

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

2 台 後次回 新設 非安重 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ―

319
放射線管理
施設

代替気象観
測設備

可搬型気象観測
用発電機

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所
外部保管エリア

3 台 後次回 新設 非安重 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ―

320
放射線管理
施設

代替気象観
測設備

可搬型風向風速
計

燃料加工建屋
第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

3 台 後次回 新設 非安重 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ―

321
放射線管理
施設

環境モニタ
リング用代
替電源設備

環境モニタリン
グ用可搬型発電
機

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所
外部保管エリア

19 台 後次回 新設 非安重 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―

322
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備

水素漏えい検知
装置

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― 〇 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

323
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備

グローブボック
ス温度監視装置

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 安重 － S ― ― ― ― 〇 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇

324
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備

自動火災報知設
備

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

325
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備 消火用水貯槽 － 1 基 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

326
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備 ろ過水貯槽 屋外 1 基 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

327
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備

圧力調整用消火
ポンプ

－ 2 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

328
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備

電動機駆動消火
ポンプ

－ 1 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

329
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備

ディーゼル駆動
消火ポンプ

－ 1 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

330
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備 屋内消火栓 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

331
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備 屋外消火栓 屋外 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

332
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備

窒素ガス消火装
置

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

333
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備

二酸化炭素消火
装置

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

334
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備

グローブボック
ス消火装置

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 安重 － S ― ― ― ― 〇 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

335
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備 消火器 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － － ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

336
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備

防火水槽 屋外 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

337
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備

ピストンダンパ
（安全上重要な
施設のグローブ
ボックスの排気
系に設置するも
の）

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 安重 － S ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

安全
機能
を有
する
施設
の地
盤

津波
によ
る損
傷の
防止

加工
施設
への
人の
不法
な侵
入等
の防
止

閉じ
込め
の機
能

加工
施設
内に
おけ
る溢
水に
よる
損傷
の防
止

安全
避難
通路
等

搬送
設備

核燃
料物
質の
貯蔵
施設

放射
線管
理施
設

廃棄
施設

核燃
料物
質等
によ
る汚
染の
防止

換気
設備

重大
事故
等対
処施
設の
地盤

津波
によ
る損
傷の
防止

臨界
事故
の拡
大を
防止
する
ため
の設
備

閉じ
込め
る機
能の
喪失
に対
処す
るた
めの
設備

工場
等外
への
放射
性物
質の
拡散
を抑
制す
るた
めの
設備

重大
事故
等へ
の対
処に
必要
とな
る水
の供
給設
備

電源
設備

通信
連絡
を行
うた
めに
必要
な設
備

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

第
二
十
六
条

第
二
十
七
条
第
１
項

第
二
十
七
条
第
２
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
第
１
項

第
二
十
九
条
第
２
項

第
二
十
九
条
第
３
項

第
三
十
条
第
１
項

第
三
十
条
第
２
項

第
三
十
条
第
３
項

第
三
十
一
条
第
１
項

第
三
十
一
条
第
２
項

第
三
十
ニ
条

第
三
十
三
条

第
三
十
四
条

第
三
十
五
条

第
三
十
六
条

第
三
十
七
条
第
１
項

第
三
十
七
条
第
２
項

第
三
十
八
条
第
１
項

第
三
十
八
条
第
２
項

第
三
十
九
条

番号

火災等による損
傷の防止

重大事故等対処
設備

材料及び
構造

監視測定
設備

緊急時対
策所

施設区分 設備 機器名称 設置場所 数量

核燃料物質の臨
界防止

地震による損傷
の防止

単位 申請回※ 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分 耐震設計 備考

通信連絡
設備

地震によ
る損傷の

防止

外部からの衝撃
による損傷の防

止
火災等による損傷の防止 安全機能を有する施設

材料及び
構造

警報設備
等

遮蔽
非常用電
源設備

338
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備

ピストンダンパ
（安全上重要な
施設のグローブ
ボックスの排気
系に設置するも
の以外）

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

339
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備

避圧エリア形成
用自動閉止ダン
パ（ダンパ作動
回路を含む。）

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

340
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備 連結散水装置 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

341
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備

延焼防止ダンパ
（ダンパ作動回
路を含む。）
（安全上重要な
施設のグローブ
ボックスの排気
系に設置するも
の）

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 安重 － S ― ― ― ― 〇 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

342
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備

延焼防止ダンパ
（ダンパ作動回
路を含む。）
（安全上重要な
施設のグローブ
ボックスの排気
系に設置するも
の以外）

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

343
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備

防火ダンパ（３
時間耐火性能を
有する物に限
る。）

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

344
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備 防火シャッタ 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

345
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備 防火扉 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

346
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備 消火水槽 緊急時対策建屋 1 基 後次回 新設 非安重 － － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

347
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備 消火ポンプ 緊急時対策建屋 2 台 後次回 新設 非安重 － － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

348
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備 屋内消火栓設備 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

349
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備

泡消火設備又は
粉末消火設備

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

350
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備

ハロゲン化物消
火設備

緊急時対策建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

351
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備

火災状況確認用
温度計

燃料加工建屋 9 系列 後次回 新設 非安重 常設 1.2Ss ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ―

352
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備

火災状況確認用
温度表示装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 常設 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ―

353
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備

可搬型グローブ
ボックス温度表
示端末

燃料加工建屋
第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

2 台 後次回 新設 非安重 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ―

354
その他加工
設備の附属
施設

火災防護設
備

遠隔消火装置 燃料加工建屋 9 系列 後次回 新設 非安重 常設 1.2Ss ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― 〇 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ―

355
その他加工
設備の附属
施設

照明設備 誘導灯 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

  　　　 16

M
O
X
①
　
添
(
3
)
-
0
0
1
7
　
G



設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

安全
機能
を有
する
施設
の地
盤

津波
によ
る損
傷の
防止

加工
施設
への
人の
不法
な侵
入等
の防
止

閉じ
込め
の機
能

加工
施設
内に
おけ
る溢
水に
よる
損傷
の防
止

安全
避難
通路
等

搬送
設備

核燃
料物
質の
貯蔵
施設

放射
線管
理施
設

廃棄
施設

核燃
料物
質等
によ
る汚
染の
防止

換気
設備

重大
事故
等対
処施
設の
地盤

津波
によ
る損
傷の
防止

臨界
事故
の拡
大を
防止
する
ため
の設
備

閉じ
込め
る機
能の
喪失
に対
処す
るた
めの
設備

工場
等外
への
放射
性物
質の
拡散
を抑
制す
るた
めの
設備

重大
事故
等へ
の対
処に
必要
とな
る水
の供
給設
備

電源
設備

通信
連絡
を行
うた
めに
必要
な設
備

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

第
二
十
六
条

第
二
十
七
条
第
１
項

第
二
十
七
条
第
２
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
第
１
項

第
二
十
九
条
第
２
項

第
二
十
九
条
第
３
項

第
三
十
条
第
１
項

第
三
十
条
第
２
項

第
三
十
条
第
３
項

第
三
十
一
条
第
１
項

第
三
十
一
条
第
２
項

第
三
十
ニ
条

第
三
十
三
条

第
三
十
四
条

第
三
十
五
条

第
三
十
六
条

第
三
十
七
条
第
１
項

第
三
十
七
条
第
２
項

第
三
十
八
条
第
１
項

第
三
十
八
条
第
２
項

第
三
十
九
条

番号

火災等による損
傷の防止

重大事故等対処
設備

材料及び
構造

監視測定
設備

緊急時対
策所

施設区分 設備 機器名称 設置場所 数量

核燃料物質の臨
界防止

地震による損傷
の防止

単位 申請回※ 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分 耐震設計 備考

通信連絡
設備

地震によ
る損傷の

防止

外部からの衝撃
による損傷の防

止
火災等による損傷の防止 安全機能を有する施設

材料及び
構造

警報設備
等

遮蔽
非常用電
源設備

356
その他加工
設備の附属
施設

照明設備 非常用照明 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

357
その他加工
設備の附属
施設

照明設備 運転保安灯 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

358
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

高圧母線 － 1 式 後次回 新設 安重 － S/C ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

359
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

低圧母線 － 1 式 後次回 新設 安重 － S/C ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

360
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

非常用発電機 燃料加工建屋 2 台 後次回 新設  安重 － S/C ― ― ― ― 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

361
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

第1非常用ディー
ゼル発電機

－ 2 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

362
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

安全冷却水系
（冷却設備）

－ 2 基 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

363
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

非常用直流電源
設備

－ 2 系統 後次回 新設 安重 － S ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

364
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

非常用無停電電
源装置

－ 3 系統 後次回 新設 安重 － S ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

365
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

燃料油貯蔵タン
ク

－ 1 基 後次回 新設 安重 － S ― ― ― ― 〇 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

366
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

重油タンク － 4 基 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

367
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

第2運転予備用
ディーゼル発電
機

－ 1 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

368
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

第2運転予備用
ディーゼル発電
機の燃料貯蔵設
備

－ 4 基 後次回 新設 非安重 － ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

369
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

燃料加工建屋可
搬型発電機

屋外
第2保管庫・貯水所

3 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ―

370
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

情報連絡用可搬
型発電機

燃料加工建屋
第1保管庫・貯水所

5 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ―

371
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

制御建屋可搬型
発電機

屋外 3 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ―

372
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

可搬型分電盤
燃料加工建屋
第1保管庫・貯水所

1 式 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ―

373
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

可搬型電源ケー
ブル

燃料加工建屋
第1保管庫・貯水所

1 式 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ―

374
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

受電開閉設備 － 2 系統 後次回 新設 ― 常設 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ―

375
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

受電変圧器 － 4 台 後次回 新設 ― 常設 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ―

376
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

ユーティリティ
建屋の6.9ｋＶ常
用主母線

－ 2 系統 後次回 新設 非安重 常設 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ―

377
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

ユーティリティ
建屋の6.9ｋＶ運
転予備用主母線

－ 1 系統 後次回 新設 非安重 常設 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ―
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設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

安全
機能
を有
する
施設
の地
盤

津波
によ
る損
傷の
防止

加工
施設
への
人の
不法
な侵
入等
の防
止

閉じ
込め
の機
能

加工
施設
内に
おけ
る溢
水に
よる
損傷
の防
止

安全
避難
通路
等

搬送
設備

核燃
料物
質の
貯蔵
施設

放射
線管
理施
設

廃棄
施設

核燃
料物
質等
によ
る汚
染の
防止

換気
設備

重大
事故
等対
処施
設の
地盤

津波
によ
る損
傷の
防止

臨界
事故
の拡
大を
防止
する
ため
の設
備

閉じ
込め
る機
能の
喪失
に対
処す
るた
めの
設備

工場
等外
への
放射
性物
質の
拡散
を抑
制す
るた
めの
設備

重大
事故
等へ
の対
処に
必要
とな
る水
の供
給設
備

電源
設備

通信
連絡
を行
うた
めに
必要
な設
備

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

第
二
十
六
条

第
二
十
七
条
第
１
項

第
二
十
七
条
第
２
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
第
１
項

第
二
十
九
条
第
２
項

第
二
十
九
条
第
３
項

第
三
十
条
第
１
項

第
三
十
条
第
２
項

第
三
十
条
第
３
項

第
三
十
一
条
第
１
項

第
三
十
一
条
第
２
項

第
三
十
ニ
条

第
三
十
三
条

第
三
十
四
条

第
三
十
五
条

第
三
十
六
条

第
三
十
七
条
第
１
項

第
三
十
七
条
第
２
項

第
三
十
八
条
第
１
項

第
三
十
八
条
第
２
項

第
三
十
九
条

番号

火災等による損
傷の防止

重大事故等対処
設備

材料及び
構造

監視測定
設備

緊急時対
策所

施設区分 設備 機器名称 設置場所 数量

核燃料物質の臨
界防止

地震による損傷
の防止

単位 申請回※ 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分 耐震設計 備考

通信連絡
設備

地震によ
る損傷の

防止

外部からの衝撃
による損傷の防

止
火災等による損傷の防止 安全機能を有する施設

材料及び
構造

警報設備
等

遮蔽
非常用電
源設備

378
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

第2ユーティリ
ティ建屋の6.9ｋ
Ｖ運転予備用主
母線

－ 3 系統 後次回 新設 非安重 常設 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ―

379
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

第2ユーティリ
ティ建屋の6.9ｋ
Ｖ常用主母線

－ 1 系統 後次回 新設 非安重 常設 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ―

380
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

非常用電源建屋
の6.9kV非常用主
母線

－ 2 系統 後次回 新設 非安重 常設 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ―

381
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

制御建屋の6.9kV
非常用母線

－ 2 系統 後次回 新設 非安重 常設 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ―

382
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

制御建屋の6.9kV
運転予備用母線

－ 2 系統 後次回 新設 非安重 常設 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ―

383
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

使用済燃料の受
入れ施設及び貯
蔵施設の6.9ｋＶ
非常用母線

－ 2 系統 後次回 新設 非安重 常設 Ｃ ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ―

384
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

使用済燃料の受
入れ施設及び貯
蔵施設の6.9ｋＶ
常用母線

－ 2 系統 後次回 新設 非安重 常設 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ―

385
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

低レベル廃棄物
処理建屋の6.9ｋ
Ｖ運転予備用母
線

－ 1 系統 後次回 新設 非安重 常設 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ―

386
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

燃料加工建屋の
6.9ｋＶ運転予備
用母線

燃料加工建屋 1 系統 後次回 新設 非安重 常設 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ―

387
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

燃料加工建屋の
6.9ｋＶ常用母線

燃料加工建屋 1 系統 後次回 新設 非安重 常設 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ―

388
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

燃料加工建屋の
6.9ｋＶ非常用母
線

燃料加工建屋 2 系統 後次回 新設 安重 常設 S ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ―

389
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

制御建屋の460V
非常用母線

－ 2 系統 後次回 新設 非安重 常設 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ―

390
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

制御建屋の460V
運転予備用母線

－ 2 系統 後次回 新設 非安重 常設 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ―

391
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

使用済燃料の受
入れ施設及び貯
蔵施設の460Ｖ非
常用母線

－ 2 系統 後次回 新設 非安重 常設 Ｃ ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ―

392
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

低レベル廃棄物
処理建屋の460Ｖ
運転予備用母線

－ 1 系統 後次回 新設 非安重 常設 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ―

393
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

燃料加工建屋の
460Ｖ非常用母線

燃料加工建屋 2 系統 後次回 新設 安重 常設 S ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ―

394
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

燃料加工建屋の
460Ｖ運転予備用
母線

燃料加工建屋 1 系統 後次回 新設 非安重 常設 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ―

395
その他加工
設備の附属
施設

所内電源設
備（電気設
備）

燃料加工建屋の
460Ｖ常用母線

燃料加工建屋 1 系統 後次回 新設 非安重 常設 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ―

396
その他加工
設備の附属
施設

補機駆動用
燃料補給設
備

第1軽油貯槽 屋外 4 基 後次回 新設 ― 常設 1.2Ss ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― 〇 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ―

397
その他加工
設備の附属
施設

補機駆動用
燃料補給設
備

第2軽油貯槽 屋外 4 基 後次回 新設 ― 常設 1.2Ss ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― 〇 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ―

398
その他加工
設備の附属
施設

補機駆動用
燃料補給設
備

軽油用タンク
ローリ

屋外 9 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ―

  　　　 18

M
O
X
①
　
添
(
3
)
-
0
0
1
9
　
G



設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

安全
機能
を有
する
施設
の地
盤

津波
によ
る損
傷の
防止

加工
施設
への
人の
不法
な侵
入等
の防
止

閉じ
込め
の機
能

加工
施設
内に
おけ
る溢
水に
よる
損傷
の防
止

安全
避難
通路
等

搬送
設備

核燃
料物
質の
貯蔵
施設

放射
線管
理施
設

廃棄
施設

核燃
料物
質等
によ
る汚
染の
防止

換気
設備

重大
事故
等対
処施
設の
地盤

津波
によ
る損
傷の
防止

臨界
事故
の拡
大を
防止
する
ため
の設
備

閉じ
込め
る機
能の
喪失
に対
処す
るた
めの
設備

工場
等外
への
放射
性物
質の
拡散
を抑
制す
るた
めの
設備

重大
事故
等へ
の対
処に
必要
とな
る水
の供
給設
備

電源
設備

通信
連絡
を行
うた
めに
必要
な設
備

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

第
二
十
六
条

第
二
十
七
条
第
１
項

第
二
十
七
条
第
２
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
第
１
項

第
二
十
九
条
第
２
項

第
二
十
九
条
第
３
項

第
三
十
条
第
１
項

第
三
十
条
第
２
項

第
三
十
条
第
３
項

第
三
十
一
条
第
１
項

第
三
十
一
条
第
２
項

第
三
十
ニ
条

第
三
十
三
条

第
三
十
四
条

第
三
十
五
条

第
三
十
六
条

第
三
十
七
条
第
１
項

第
三
十
七
条
第
２
項

第
三
十
八
条
第
１
項

第
三
十
八
条
第
２
項

第
三
十
九
条

番号

火災等による損
傷の防止

重大事故等対処
設備

材料及び
構造

監視測定
設備

緊急時対
策所

施設区分 設備 機器名称 設置場所 数量

核燃料物質の臨
界防止

地震による損傷
の防止

単位 申請回※ 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分 耐震設計 備考

通信連絡
設備

地震によ
る損傷の

防止

外部からの衝撃
による損傷の防

止
火災等による損傷の防止 安全機能を有する施設

材料及び
構造

警報設備
等

遮蔽
非常用電
源設備

399
その他加工
設備の附属
施設

拡散抑制設
備

大型移送ポンプ
車

屋外 17 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ―

400
その他加工
設備の附属
施設

拡散抑制設
備

可搬型放水砲 屋外 14 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ―

401
その他加工
設備の附属
施設

拡散抑制設
備

ホイールローダ 屋外 7 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ―

402
その他加工
設備の附属
施設

拡散抑制設
備

可搬型建屋外
ホース

屋外保管エリア 1 式 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ―

403
その他加工
設備の附属
施設

拡散抑制設
備

可搬型放水砲流
量計

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

21 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ―

404
その他加工
設備の附属
施設

拡散抑制設
備

可搬型放水砲圧
力計

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

14 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ―

405
その他加工
設備の附属
施設

拡散抑制設
備

可搬型汚濁水拡
散防止フェンス

屋外保管エリア 1 式 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ―

406
その他加工
設備の附属
施設

拡散抑制設
備

放射性物質吸着
材

屋外保管エリア 1 式 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ―

407
その他加工
設備の附属
施設

拡散抑制設
備

小型船舶
第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

3 艇 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ―

408
その他加工
設備の附属
施設

拡散抑制設
備

運搬車 屋外 2 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ―

409
その他加工
設備の附属
施設

拡散抑制設
備

可搬型中型移送
ポンプ運搬車

屋外 5 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ―

410
その他加工
設備の附属
施設

水供給設備
第１保管庫・貯
水所

－ － － 後次回 新設 ― 常設 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ―

411
その他加工
設備の附属
施設

水供給設備
第２保管庫・貯
水所

－ － － 後次回 新設 ― 常設 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ―

412
その他加工
設備の附属
施設

水供給設備 第１貯水槽 第1保管庫・貯水所 1 基 後次回 新設 ― 常設 1.2Ss ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― 〇 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ―

413
その他加工
設備の附属
施設

水供給設備 第２貯水槽 第2保管庫・貯水所 1 基 後次回 新設 ― 常設 1.2Ss ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― 〇 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ―

414
その他加工
設備の附属
施設

水供給設備
大型移送ポンプ
車

屋外 8 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ―

415
その他加工
設備の附属
施設

水供給設備
可搬型建屋外
ホース

屋外保管エリア 1 式 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ―

416
その他加工
設備の附属
施設

水供給設備 ホース展張車 屋外 13 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ―

417
その他加工
設備の附属
施設

水供給設備 運搬車 屋外 13 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ―

418
その他加工
設備の附属
施設

水供給設備
可搬型貯水槽水
位計（ロープ
式）

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

8 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ―

419
その他加工
設備の附属
施設

水供給設備
可搬型貯水槽水
位計（電波式）

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

12 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ―

420
その他加工
設備の附属
施設

水供給設備
可搬型第１貯水
槽給水流量計

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

30 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ―

421
その他加工
設備の附属
施設

緊急時対策
所

緊急時対策建屋 ― － － 後次回 新設 ― 常設 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ―
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設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

安全
機能
を有
する
施設
の地
盤

津波
によ
る損
傷の
防止

加工
施設
への
人の
不法
な侵
入等
の防
止

閉じ
込め
の機
能

加工
施設
内に
おけ
る溢
水に
よる
損傷
の防
止

安全
避難
通路
等

搬送
設備

核燃
料物
質の
貯蔵
施設

放射
線管
理施
設

廃棄
施設

核燃
料物
質等
によ
る汚
染の
防止

換気
設備

重大
事故
等対
処施
設の
地盤

津波
によ
る損
傷の
防止

臨界
事故
の拡
大を
防止
する
ため
の設
備

閉じ
込め
る機
能の
喪失
に対
処す
るた
めの
設備

工場
等外
への
放射
性物
質の
拡散
を抑
制す
るた
めの
設備

重大
事故
等へ
の対
処に
必要
とな
る水
の供
給設
備

電源
設備

通信
連絡
を行
うた
めに
必要
な設
備

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

第
二
十
六
条

第
二
十
七
条
第
１
項

第
二
十
七
条
第
２
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
第
１
項

第
二
十
九
条
第
２
項

第
二
十
九
条
第
３
項

第
三
十
条
第
１
項

第
三
十
条
第
２
項

第
三
十
条
第
３
項

第
三
十
一
条
第
１
項

第
三
十
一
条
第
２
項

第
三
十
ニ
条

第
三
十
三
条

第
三
十
四
条

第
三
十
五
条

第
三
十
六
条

第
三
十
七
条
第
１
項

第
三
十
七
条
第
２
項

第
三
十
八
条
第
１
項

第
三
十
八
条
第
２
項

第
三
十
九
条

番号

火災等による損
傷の防止

重大事故等対処
設備

材料及び
構造

監視測定
設備

緊急時対
策所

施設区分 設備 機器名称 設置場所 数量

核燃料物質の臨
界防止

地震による損傷
の防止

単位 申請回※ 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分 耐震設計 備考

通信連絡
設備

地震によ
る損傷の

防止

外部からの衝撃
による損傷の防

止
火災等による損傷の防止 安全機能を有する施設

材料及び
構造

警報設備
等

遮蔽
非常用電
源設備

422
その他加工
設備の附属
施設

緊急時対策
所

緊急時対策建屋
の遮蔽設備

緊急時対策建屋 1 式 後次回 新設 ― 常設 1.2Ss ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ―

423
その他加工
設備の附属
施設

緊急時対策
所

緊急時対策建屋
送風機

緊急時対策建屋 4 台 後次回 新設 ― 常設 1.2Ss ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ―

424
その他加工
設備の附属
施設

緊急時対策
所

緊急時対策建屋
排風機

緊急時対策建屋 4 台 後次回 新設 ― 常設 1.2Ss ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ―

425
その他加工
設備の附属
施設

緊急時対策
所

緊急時対策建屋
フィルタユニッ
ト

緊急時対策建屋 6 基 後次回 新設 ― 常設 1.2Ss ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ―

426
その他加工
設備の附属
施設

緊急時対策
所

緊急時対策建屋
換気設備ダク
ト・ダンパ

緊急時対策建屋 1 式 後次回 新設 ― 常設 1.2Ss ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ―

427
その他加工
設備の附属
施設

緊急時対策
所

緊急時対策建屋
加圧ユニット

緊急時対策建屋 1 式 後次回 新設 ― 常設 1.2Ss ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ―

428
その他加工
設備の附属
施設

緊急時対策
所

緊急時対策建屋
加圧ユニット配
管・弁

緊急時対策建屋 1 式 後次回 新設 ― 常設 1.2Ss ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ―

429
その他加工
設備の附属
施設

緊急時対策
所

対策本部室差圧
計

緊急時対策建屋 1 基 後次回 新設 ― 常設 1.2Ss ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ―

430
その他加工
設備の附属
施設

緊急時対策
所

待機室差圧系 緊急時対策建屋 1 基 後次回 新設 ― 常設 1.2Ss ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ―

431
その他加工
設備の附属
施設

緊急時対策
所

監視制御盤 緊急時対策建屋 1 面 後次回 新設 ― 常設 1.2Ss ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ―

432
その他加工
設備の附属
施設

緊急時対策
所

可搬型酸素濃度
計

緊急時対策建屋 3 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ―

433
その他加工
設備の附属
施設

緊急時対策
所

可搬型二酸化炭
素濃度計

緊急時対策建屋 3 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ―

434
その他加工
設備の附属
施設

緊急時対策
所

可搬型窒素酸化
物濃度計

緊急時対策建屋 3 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ―

435
その他加工
設備の附属
施設

緊急時対策
所

可搬型エリアモ
ニタ

緊急時対策建屋 2 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ―

436
その他加工
設備の附属
施設

緊急時対策
所

可搬型ダストサ
ンプラ

緊急時対策建屋 2 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ―

437
その他加工
設備の附属
施設

緊急時対策
所

アルファ・ベー
タ線用サーベイ
メータ

緊急時対策建屋 2 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ―

438
その他加工
設備の附属
施設

緊急時対策
所

可搬型線量率計 緊急時対策建屋周辺 2 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ―

439
その他加工
設備の附属
施設

緊急時対策
所

可搬型ダストモ
ニタ

緊急時対策建屋周辺 2 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ―

440
その他加工
設備の附属
施設

緊急時対策
所

可搬型データ伝
送装置

緊急時対策建屋周辺 2 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ―

441
その他加工
設備の附属
施設

緊急時対策
所

可搬型発電機 緊急時対策建屋周辺 3 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ―

442
その他加工
設備の附属
施設

緊急時対策
所

緊急時対策建屋
用発電機

緊急時対策建屋 2 台 後次回 新設 ― 常設 1.2Ss ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ―

443
その他加工
設備の附属
施設

緊急時対策
所

緊急時対策建屋
高圧系統6.9kV緊
急時対策建屋用
母線

緊急時対策建屋 2 系統 後次回 新設 ― 常設 1.2Ss ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ―
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設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

安全
機能
を有
する
施設
の地
盤

津波
によ
る損
傷の
防止

加工
施設
への
人の
不法
な侵
入等
の防
止

閉じ
込め
の機
能

加工
施設
内に
おけ
る溢
水に
よる
損傷
の防
止

安全
避難
通路
等

搬送
設備

核燃
料物
質の
貯蔵
施設

放射
線管
理施
設

廃棄
施設

核燃
料物
質等
によ
る汚
染の
防止

換気
設備

重大
事故
等対
処施
設の
地盤

津波
によ
る損
傷の
防止

臨界
事故
の拡
大を
防止
する
ため
の設
備

閉じ
込め
る機
能の
喪失
に対
処す
るた
めの
設備

工場
等外
への
放射
性物
質の
拡散
を抑
制す
るた
めの
設備

重大
事故
等へ
の対
処に
必要
とな
る水
の供
給設
備

電源
設備

通信
連絡
を行
うた
めに
必要
な設
備

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

第
二
十
六
条

第
二
十
七
条
第
１
項

第
二
十
七
条
第
２
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
第
１
項

第
二
十
九
条
第
２
項

第
二
十
九
条
第
３
項

第
三
十
条
第
１
項

第
三
十
条
第
２
項

第
三
十
条
第
３
項

第
三
十
一
条
第
１
項

第
三
十
一
条
第
２
項

第
三
十
ニ
条

第
三
十
三
条

第
三
十
四
条

第
三
十
五
条

第
三
十
六
条

第
三
十
七
条
第
１
項

第
三
十
七
条
第
２
項

第
三
十
八
条
第
１
項

第
三
十
八
条
第
２
項

第
三
十
九
条

番号

火災等による損
傷の防止

重大事故等対処
設備

材料及び
構造

監視測定
設備

緊急時対
策所

施設区分 設備 機器名称 設置場所 数量

核燃料物質の臨
界防止

地震による損傷
の防止

単位 申請回※ 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分 耐震設計 備考

通信連絡
設備

地震によ
る損傷の

防止

外部からの衝撃
による損傷の防

止
火災等による損傷の防止 安全機能を有する施設

材料及び
構造

警報設備
等

遮蔽
非常用電
源設備

444
その他加工
設備の附属
施設

緊急時対策
所

緊急時対策建屋
低圧系統460V緊
急時対策建屋用
母線

緊急時対策建屋 4 系統 後次回 新設 ― 常設 1.2Ss ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ―

445
その他加工
設備の附属
施設

緊急時対策
所

燃料油移送ポン
プ

緊急時対策建屋 4 台 後次回 新設 ― 常設 1.2Ss ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ―

446
その他加工
設備の附属
施設

緊急時対策
所

燃料油配管・弁 緊急時対策建屋 1 式 後次回 新設 ― 常設 1.2Ss ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ―

447
その他加工
設備の附属
施設

緊急時対策
所

重油貯槽 緊急時対策建屋 2 基 後次回 新設 ― 常設 1.2Ss ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ―

448
その他加工
設備の附属
施設

通信連絡設
備

ページング装置 燃料加工建屋 3 個 後次回 新設 ― 常設 C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇

449
その他加工
設備の附属
施設

通信連絡設
備

所内携帯電話 － 1 個 後次回 新設 ― 常設 C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇

450
その他加工
設備の附属
施設

通信連絡設
備

専用回線電話 燃料加工建屋 2 個 後次回 新設 ― 常設 C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇

451
その他加工
設備の附属
施設

通信連絡設
備

ファクシミリ 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 ― 常設 C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇

452
その他加工
設備の附属
施設

通信連絡設
備

環境中継サーバ 緊急時対策建屋 1 式 後次回 新設 ― 常設 C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇

453
その他加工
設備の附属
施設

通信連絡設
備

統合原子力防災
ネットワークIP
電話

緊急時対策建屋 1 式 後次回 新設 ― 常設 C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇

454
その他加工
設備の附属
施設

通信連絡設
備

統合原子力防災
ネットワーク
IPーFAX

緊急時対策建屋 1 式 後次回 新設 ― 常設 C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇

455
その他加工
設備の附属
施設

通信連絡設
備

統合原子力防災
ネットワークTV
会議システム

緊急時対策建屋 1 式 後次回 新設 ― 常設 C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇

456
その他加工
設備の附属
施設

通信連絡設
備

一般加入電話 緊急時対策建屋 5 個 後次回 新設 ― 常設 C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇

457
その他加工
設備の附属
施設

通信連絡設
備

一般携帯電話 緊急時対策建屋 2 個 後次回 新設 ― 常設 C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇

458
その他加工
設備の附属
施設

通信連絡設
備

衛星携帯電話 緊急時対策建屋 20 個 後次回 新設 ― 常設 C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇

459
その他加工
設備の附属
施設

通信連絡設
備

ファクシミリ 緊急時対策建屋 1 式 後次回 新設 ― 常設 C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇

460
その他加工
設備の附属
施設

通信連絡設
備

通話装置のケー
ブル

燃料加工建屋 2 系統 後次回 新設 ― 常設 1.2Ss ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇

461
その他加工
設備の附属
施設

通信連絡設
備

可搬型通話装置
燃料加工建屋
第2保管庫・貯水所

26 個 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇

462
その他加工
設備の附属
施設

通信連絡設
備

可搬型衛星電話
（屋内用）

燃料加工建屋
第1保管庫・貯水所

16 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇

463
その他加工
設備の附属
施設

通信連絡設
備

可搬型トラン
シーバ（屋内
用）

燃料加工建屋
第2保管庫・貯水所

16 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇

464
その他加工
設備の附属
施設

通信連絡設
備

可搬型衛星電話
（屋外用）

燃料加工建屋
第1保管庫・貯水所

54 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇

465
その他加工
設備の附属
施設

通信連絡設
備

可搬型トラン
シーバ（屋外
用）

燃料加工建屋
第2保管庫・貯水所

88 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇

466
その他加工
設備の附属
施設

情報把握設
備

情報収集装置 緊急時対策建屋 2 台 後次回 新設 ― 常設 1.2Ss ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― 〇
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設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

安全
機能
を有
する
施設
の地
盤

津波
によ
る損
傷の
防止

加工
施設
への
人の
不法
な侵
入等
の防
止

閉じ
込め
の機
能

加工
施設
内に
おけ
る溢
水に
よる
損傷
の防
止

安全
避難
通路
等

搬送
設備

核燃
料物
質の
貯蔵
施設

放射
線管
理施
設

廃棄
施設

核燃
料物
質等
によ
る汚
染の
防止

換気
設備

重大
事故
等対
処施
設の
地盤

津波
によ
る損
傷の
防止

臨界
事故
の拡
大を
防止
する
ため
の設
備

閉じ
込め
る機
能の
喪失
に対
処す
るた
めの
設備

工場
等外
への
放射
性物
質の
拡散
を抑
制す
るた
めの
設備

重大
事故
等へ
の対
処に
必要
とな
る水
の供
給設
備

電源
設備

通信
連絡
を行
うた
めに
必要
な設
備

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

第
二
十
六
条

第
二
十
七
条
第
１
項

第
二
十
七
条
第
２
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
第
１
項

第
二
十
九
条
第
２
項

第
二
十
九
条
第
３
項

第
三
十
条
第
１
項

第
三
十
条
第
２
項

第
三
十
条
第
３
項

第
三
十
一
条
第
１
項

第
三
十
一
条
第
２
項

第
三
十
ニ
条

第
三
十
三
条

第
三
十
四
条

第
三
十
五
条

第
三
十
六
条

第
三
十
七
条
第
１
項

第
三
十
七
条
第
２
項

第
三
十
八
条
第
１
項

第
三
十
八
条
第
２
項

第
三
十
九
条

番号

火災等による損
傷の防止

重大事故等対処
設備

材料及び
構造

監視測定
設備

緊急時対
策所

施設区分 設備 機器名称 設置場所 数量

核燃料物質の臨
界防止

地震による損傷
の防止

単位 申請回※ 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分 耐震設計 備考

通信連絡
設備

地震によ
る損傷の

防止

外部からの衝撃
による損傷の防

止
火災等による損傷の防止 安全機能を有する施設

材料及び
構造

警報設備
等

遮蔽
非常用電
源設備

467
その他加工
設備の附属
施設

情報把握設
備

情報表示装置 緊急時対策建屋 2 台 後次回 新設 ― 常設 1.2Ss ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― 〇

468
その他加工
設備の附属
施設

情報把握設
備

データ収集装置
(燃料加工建屋)

緊急時対策建屋 2 台 後次回 新設 ― 常設 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― 〇

469
その他加工
設備の附属
施設

情報把握設
備

データ表示装置
(燃料加工建屋)

緊急時対策建屋 2 台 後次回 新設 ― 常設 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― 〇

470
その他加工
設備の附属
施設

情報把握設
備

情報把握計装設
備用屋内伝送系
統

燃料加工建屋
制御建屋

2 系統 後次回 新設 ― 常設 1.2Ss ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇

471
その他加工
設備の附属
施設

情報把握設
備

建屋間伝送用無
線装置

緊急時対策建屋 2 系統 後次回 新設 ― 常設 1.2Ss ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇

472
その他加工
設備の附属
施設

情報把握設
備

制御建屋データ
収集装置

制御建屋 1 台 後次回 新設 ― 常設 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇

473
その他加工
設備の附属
施設

情報把握設
備

制御建屋データ
表示装置

制御建屋 1 台 後次回 新設 ― 常設 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇

474
その他加工
設備の附属
施設

情報把握設
備

制御建屋可搬型
情報収集装置(燃
料加工建屋)

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

2 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― 〇

475
その他加工
設備の附属
施設

情報把握設
備

制御建屋可搬型
情報表示装置(燃
料加工建屋)

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

2 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― 〇

476
その他加工
設備の附属
施設

情報把握設
備

制御建屋可搬型
情報収集装置

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

2 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇

477
その他加工
設備の附属
施設

情報把握設
備

燃料加工建屋情
報把握計装設備
用屋内伝送系統

燃料加工建屋
制御建屋

2 系統 後次回 新設 ― 常設 1.2Ss ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇

478
その他加工
設備の附属
施設

情報把握設
備

燃料加工建屋建
屋間伝送用無線
装置

制御建屋 2 系統 後次回 新設 ― 常設 1.2Ss ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇

479
その他加工
設備の附属
施設

情報把握設
備

燃料加工建屋
データ収集装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 ― 常設 ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇

480
その他加工
設備の附属
施設

情報把握設
備

燃料加工建屋可
搬型情報収集装
置

燃料加工建屋 2 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇

481
その他加工
設備の附属
施設

情報把握設
備

第１保管庫・貯
水所可搬型情報
収集装置

第1保管庫・貯水所 2 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇

482
その他加工
設備の附属
施設

情報把握設
備

第２保管庫・貯
水所可搬型情報
収集装置

第2保管庫・貯水所 2 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇

483
その他加工
設備の附属
施設

情報把握設
備

情報把握計装設
備可搬型発電機

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

5 台 後次回 新設 ― 可搬 ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇

484
その他加工
設備の附属
施設

核燃料物質
の検査設備

気送装置 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

485
その他加工
設備の附属
施設

核燃料物質
の検査設備

受払装置グロー
ブボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 非安重 － B 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

486
その他加工
設備の附属
施設

核燃料物質
の検査設備

受払装置 燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － C 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

487
その他加工
設備の附属
施設

核燃料物質
の検査設備

分析装置オープ
ンポートボック
ス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 非安重 － C 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

488
その他加工
設備の附属
施設

核燃料物質
の検査設備

分析装置フード 燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 非安重 － C 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

489
その他加工
設備の附属
施設

核燃料物質
の検査設備

分析装置グロー
ブボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 非安重 － B 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

安全
機能
を有
する
施設
の地
盤

津波
によ
る損
傷の
防止

加工
施設
への
人の
不法
な侵
入等
の防
止

閉じ
込め
の機
能

加工
施設
内に
おけ
る溢
水に
よる
損傷
の防
止

安全
避難
通路
等

搬送
設備

核燃
料物
質の
貯蔵
施設

放射
線管
理施
設

廃棄
施設

核燃
料物
質等
によ
る汚
染の
防止

換気
設備

重大
事故
等対
処施
設の
地盤

津波
によ
る損
傷の
防止

臨界
事故
の拡
大を
防止
する
ため
の設
備

閉じ
込め
る機
能の
喪失
に対
処す
るた
めの
設備

工場
等外
への
放射
性物
質の
拡散
を抑
制す
るた
めの
設備

重大
事故
等へ
の対
処に
必要
とな
る水
の供
給設
備

電源
設備

通信
連絡
を行
うた
めに
必要
な設
備

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

第
二
十
六
条

第
二
十
七
条
第
１
項

第
二
十
七
条
第
２
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
第
１
項

第
二
十
九
条
第
２
項

第
二
十
九
条
第
３
項

第
三
十
条
第
１
項

第
三
十
条
第
２
項

第
三
十
条
第
３
項

第
三
十
一
条
第
１
項

第
三
十
一
条
第
２
項

第
三
十
ニ
条

第
三
十
三
条

第
三
十
四
条

第
三
十
五
条

第
三
十
六
条

第
三
十
七
条
第
１
項

第
三
十
七
条
第
２
項

第
三
十
八
条
第
１
項

第
三
十
八
条
第
２
項

第
三
十
九
条

番号

火災等による損
傷の防止

重大事故等対処
設備

材料及び
構造

監視測定
設備

緊急時対
策所

施設区分 設備 機器名称 設置場所 数量

核燃料物質の臨
界防止

地震による損傷
の防止

単位 申請回※ 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分 耐震設計 備考

通信連絡
設備

地震によ
る損傷の

防止

外部からの衝撃
による損傷の防

止
火災等による損傷の防止 安全機能を有する施設

材料及び
構造

警報設備
等

遮蔽
非常用電
源設備

490
その他加工
設備の附属
施設

核燃料物質
の検査設備

分析装置 燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

491
その他加工
設備の附属
施設

核燃料物質
の検査設備

分析済液処理装
置グローブボッ
クス

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － B 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

492
その他加工
設備の附属
施設

核燃料物質
の検査設備

分析済液処理装
置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － C 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

493
その他加工
設備の附属
施設

核燃料物質
の検査設備

運搬台車 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ー 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

494
その他加工
設備の附属
施設

核燃料物質
の検査設備

グローブボック
ス負圧・温度監
視設備

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇

495
その他加工
設備の附属
施設

核燃料物質
の計量設備

ID番号読取機 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C 〇 〇 ― ― △ 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

496
その他加工
設備の附属
施設

核燃料物質
の計量設備

秤量器 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C 〇 〇 ― ― △ 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

497
その他加工
設備の附属
施設

核燃料物質
の計量設備

運転管理用計算
機

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

498
その他加工
設備の附属
施設

核燃料物質
の計量設備

臨界管理用計算
機

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C 〇 〇 ― ― △ 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

499
その他加工
設備の附属
施設

実験設備
小規模粉末混合
装置グローブ
ボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 安重 － S ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

500
その他加工
設備の附属
施設

実験設備
小規模粉末混合
装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B 〇 〇 ― ― △ 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

501
その他加工
設備の附属
施設

実験設備
小規模プレス装
置グローブボッ
クス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 安重 － S ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

502
その他加工
設備の附属
施設

実験設備
小規模プレス装
置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B 〇 〇 ― ― △ 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

503
その他加工
設備の附属
施設

実験設備
小規模焼結処理
装置グローブ
ボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

504
その他加工
設備の附属
施設

実験設備
小規模焼結処理
装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― 〇 〇 〇 ― ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

505
その他加工
設備の附属
施設

実験設備
小規模焼結炉排
ガス処理装置グ
ローブボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

506
その他加工
設備の附属
施設

実験設備
小規模焼結炉排
ガス処理装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

507
その他加工
設備の附属
施設

実験設備
小規模研削検査
装置グローブ
ボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

508
その他加工
設備の附属
施設

実験設備
小規模研削検査
装置

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B 〇 〇 ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

509
その他加工
設備の附属
施設

実験設備
資材保管装置グ
ローブボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 安重 － S 〇 〇 ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

510
その他加工
設備の附属
施設

実験設備 資材保管装置 燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － B ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

511
その他加工
設備の附属
施設

実験設備
容器(原料MOX
ポット)

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ー ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

512
その他加工
設備の附属
施設

実験設備
容器(ウランポッ
ト)

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ー ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

安全
機能
を有
する
施設
の地
盤

津波
によ
る損
傷の
防止

加工
施設
への
人の
不法
な侵
入等
の防
止

閉じ
込め
の機
能

加工
施設
内に
おけ
る溢
水に
よる
損傷
の防
止

安全
避難
通路
等

搬送
設備

核燃
料物
質の
貯蔵
施設

放射
線管
理施
設

廃棄
施設

核燃
料物
質等
によ
る汚
染の
防止

換気
設備

重大
事故
等対
処施
設の
地盤

津波
によ
る損
傷の
防止

臨界
事故
の拡
大を
防止
する
ため
の設
備

閉じ
込め
る機
能の
喪失
に対
処す
るた
めの
設備

工場
等外
への
放射
性物
質の
拡散
を抑
制す
るた
めの
設備

重大
事故
等へ
の対
処に
必要
とな
る水
の供
給設
備

電源
設備

通信
連絡
を行
うた
めに
必要
な設
備

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

第
二
十
六
条

第
二
十
七
条
第
１
項

第
二
十
七
条
第
２
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
第
１
項

第
二
十
九
条
第
２
項

第
二
十
九
条
第
３
項

第
三
十
条
第
１
項

第
三
十
条
第
２
項

第
三
十
条
第
３
項

第
三
十
一
条
第
１
項

第
三
十
一
条
第
２
項

第
三
十
ニ
条

第
三
十
三
条

第
三
十
四
条

第
三
十
五
条

第
三
十
六
条

第
三
十
七
条
第
１
項

第
三
十
七
条
第
２
項

第
三
十
八
条
第
１
項

第
三
十
八
条
第
２
項

第
三
十
九
条

番号

火災等による損
傷の防止

重大事故等対処
設備

材料及び
構造

監視測定
設備

緊急時対
策所

施設区分 設備 機器名称 設置場所 数量

核燃料物質の臨
界防止

地震による損傷
の防止

単位 申請回※ 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分 耐震設計 備考

通信連絡
設備

地震によ
る損傷の

防止

外部からの衝撃
による損傷の防

止
火災等による損傷の防止 安全機能を有する施設

材料及び
構造

警報設備
等

遮蔽
非常用電
源設備

513
その他加工
設備の附属
施設

実験設備
容器(先行試験
ポット)

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ー ― ― ― ― △ 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

514
その他加工
設備の附属
施設

実験設備
容器(先行試験焼
結ボート)

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ー ― ― ― ― △ 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

515
その他加工
設備の附属
施設

実験設備
容器(試験ペレッ
ト焼結トレイ)

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ー ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

516
その他加工
設備の附属
施設

実験設備
容器(試験用波板
トレイ)

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － ー ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

517
その他加工
設備の附属
施設

実験設備
グローブボック
ス負圧・温度監
視設備

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇

518
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

防水扉 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

519
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

水密扉 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

520
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

堰 燃料加工建屋 50 基 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

521
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

遮断弁 燃料加工建屋 62 基 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

522
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

冷却水設備 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

523
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

工業用水設備 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

524
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

飲料水設備 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

525
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

給水処理設備 屋外 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

526
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

空調用冷水設備 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

527
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

空調用蒸気設備 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

528
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

燃料油供給設備
（蒸気供給設
備）

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

529
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

窒素循環用冷却
水設備

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

530
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

窒素ガス設備 燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

531
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

混合ガス水素濃
度高による混合
ガス供給停止回
路

燃料加工建屋 2 式 後次回 新設 安重 － S ― ― ― ― 〇 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― 〇 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

532
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

混合ガス濃度異
常遮断弁(焼結炉
系,小規模焼結処
理系)

燃料加工建屋 2 式 後次回 新設 安重 － S ― ― ― ― 〇 〇 ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― 〇 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

533
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

水素ガス漏えい
検知器

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

534
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

混合ガス緊急遮
断弁

燃料加工建屋 2 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

535
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

混合ガス製造装
置

－ 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

安全
機能
を有
する
施設
の地
盤

津波
によ
る損
傷の
防止

加工
施設
への
人の
不法
な侵
入等
の防
止

閉じ
込め
の機
能

加工
施設
内に
おけ
る溢
水に
よる
損傷
の防
止

安全
避難
通路
等

搬送
設備

核燃
料物
質の
貯蔵
施設

放射
線管
理施
設

廃棄
施設

核燃
料物
質等
によ
る汚
染の
防止

換気
設備

重大
事故
等対
処施
設の
地盤

津波
によ
る損
傷の
防止

臨界
事故
の拡
大を
防止
する
ため
の設
備

閉じ
込め
る機
能の
喪失
に対
処す
るた
めの
設備

工場
等外
への
放射
性物
質の
拡散
を抑
制す
るた
めの
設備

重大
事故
等へ
の対
処に
必要
とな
る水
の供
給設
備

電源
設備

通信
連絡
を行
うた
めに
必要
な設
備

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

第
二
十
六
条

第
二
十
七
条
第
１
項

第
二
十
七
条
第
２
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
第
１
項

第
二
十
九
条
第
２
項

第
二
十
九
条
第
３
項

第
三
十
条
第
１
項

第
三
十
条
第
２
項

第
三
十
条
第
３
項

第
三
十
一
条
第
１
項

第
三
十
一
条
第
２
項

第
三
十
ニ
条

第
三
十
三
条

第
三
十
四
条

第
三
十
五
条

第
三
十
六
条

第
三
十
七
条
第
１
項

第
三
十
七
条
第
２
項

第
三
十
八
条
第
１
項

第
三
十
八
条
第
２
項

第
三
十
九
条

番号

火災等による損
傷の防止

重大事故等対処
設備

材料及び
構造

監視測定
設備

緊急時対
策所

施設区分 設備 機器名称 設置場所 数量

核燃料物質の臨
界防止

地震による損傷
の防止

単位 申請回※ 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分 耐震設計 備考

通信連絡
設備

地震によ
る損傷の

防止

外部からの衝撃
による損傷の防

止
火災等による損傷の防止 安全機能を有する施設

材料及び
構造

警報設備
等

遮蔽
非常用電
源設備

536
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

混合ガス充填装
置

－ 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

537
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

混合ガス供給装
置

－ 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

538
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

アルゴンガス設
備

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

539
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

水素ガス設備 － 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

540
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

非管理区域換気
空調設備

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

541
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

入出庫クレーン 燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

542
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

設備搬入用ク
レーン

燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

543
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

エレベータ 燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

544
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

垂直搬送機 燃料加工建屋 1 台 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

545
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

選別･保管グロー
ブボックス

燃料加工建屋 1 基 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

546
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

グローブボック
ス負圧・温度監
視設備

燃料加工建屋 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 〇

547
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

ー
(選別作業室の選
別エリア)

燃料加工建屋 ー ー 後次回 新設 非安重 － ー ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

548
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

ー
(廃油保管室の選
別エリア)

燃料加工建屋 ー ー 後次回 新設 非安重 － ー ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

549
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

ー
(廃棄物保管第1
室の作業エリア)

燃料加工建屋 ー ー 後次回 新設 非安重 － ー ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

安全
機能
を有
する
施設
の地
盤

津波
によ
る損
傷の
防止

加工
施設
への
人の
不法
な侵
入等
の防
止

閉じ
込め
の機
能

加工
施設
内に
おけ
る溢
水に
よる
損傷
の防
止

安全
避難
通路
等

搬送
設備

核燃
料物
質の
貯蔵
施設

放射
線管
理施
設

廃棄
施設

核燃
料物
質等
によ
る汚
染の
防止

換気
設備

重大
事故
等対
処施
設の
地盤

津波
によ
る損
傷の
防止

臨界
事故
の拡
大を
防止
する
ため
の設
備

閉じ
込め
る機
能の
喪失
に対
処す
るた
めの
設備

工場
等外
への
放射
性物
質の
拡散
を抑
制す
るた
めの
設備

重大
事故
等へ
の対
処に
必要
とな
る水
の供
給設
備

電源
設備

通信
連絡
を行
うた
めに
必要
な設
備

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

第
二
十
六
条

第
二
十
七
条
第
１
項

第
二
十
七
条
第
２
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
第
１
項

第
二
十
九
条
第
２
項

第
二
十
九
条
第
３
項

第
三
十
条
第
１
項

第
三
十
条
第
２
項

第
三
十
条
第
３
項

第
三
十
一
条
第
１
項

第
三
十
一
条
第
２
項

第
三
十
ニ
条

第
三
十
三
条

第
三
十
四
条

第
三
十
五
条

第
三
十
六
条

第
三
十
七
条
第
１
項

第
三
十
七
条
第
２
項

第
三
十
八
条
第
１
項

第
三
十
八
条
第
２
項

第
三
十
九
条

番号

火災等による損
傷の防止

重大事故等対処
設備

材料及び
構造

監視測定
設備

緊急時対
策所

施設区分 設備 機器名称 設置場所 数量

核燃料物質の臨
界防止

地震による損傷
の防止

単位 申請回※ 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分 耐震設計 備考

通信連絡
設備

地震によ
る損傷の

防止

外部からの衝撃
による損傷の防

止
火災等による損傷の防止 安全機能を有する施設

材料及び
構造

警報設備
等

遮蔽
非常用電
源設備

550
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

ヘリウムガス設
備

－ 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

551
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

酸素ガス設備 － 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

552
その他加工
設備の附属
施設

その他の主
要な事項

圧縮空気供給設
備

－ 1 式 後次回 新設 非安重 － C ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

553 － － － － － － － － ― ― ― ― ― 〇 ― ― 〇 〇 ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

※申請回次で後次回となっている設工認申請対象機器は，設工認に係る設計の進捗等に合わせて申請の都度明確化を行う。

凡例：

変更区分

既設

新設

増設

改造

確認

撤去

ＤＢ区分

安重

非安重

ＳＡ区分

常設

可搬

耐震設計

｢Ｓ｣ 　耐震重要度分類のクラスに従うもの。または耐震重要度分類のクラスによらず，機能維持要求，安全率等を踏まえＳｓ評価を行うもの。

｢Ｂ｣｢Ｃ｣

｢1.2Ｓｓ｣

条項との対応

〇

△

－ 　条文要求を受けないもの。

　構造及び機能が既存と同一の建物・構築物又は設備・機器の台数を増やすもの。

　評価を実施しないもの。

　建物・構築物又は設備・機器を新たに設置するもの。

　既存の建物・構築物又は設備・機器の更新、仕様又は構造を変更するもの等。

　工事を実施しないが，評価を行うもの。

　建物・構築物又は設備・機器を撤去するもの。

　技術基準規則第一条第2項第八号の定義に該当するもの。

　安重以外のもの。

　適合性確認を実施するもの。

　適合性について，既認可から変更がないもの。

　技術基準規則第三十条第2項に該当するもの。

　技術基準規則第三十条第3項に該当するもの。

　耐震重要度分類のクラスに従うもの。

　耐震重要度分類のクラスによらず，機能維持要求，安全率等を踏まえ1.2Ｓｓ評価を行うもの。

施設共通
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 1 

1.  基本的な考え方 

MOX燃料加工施設の遮蔽設計は，周辺監視区域外の線量及び従事者の線量が，「核原料物

質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示

（平成27年8月31日原子力規制委員会告示第8号）」（以下，「線量告示」という。）で定めら

れた線量限度を超えないようにするとともに，公衆の線量及び放射線業務従事者の立入場

所における線量が，合理的に達成できる限り低くなるようにすることを基本とする。 

このため，遮蔽設計として以下の対策を講ずる。 

(1)  安全機能を有する施設は，通常時においてMOX燃料加工施設からの直接線及びスカイ

シャイン線による周辺監視区域外の線量が，線量告示で定められた線量限度を超えない

ようにするとともに，合理的に達成できる限り低くなるよう遮蔽その他適切な措置を講

ずる。 

(2)  安全機能を有する施設は，MOX燃料加工施設内における放射線障害を防止する必要が

ある場合には，管理区域その他MOX燃料加工施設内の人が立ち入る場所における線量を

低減できるよう，遮蔽その他適切な措置を講ずる。 

(3)  MOX燃料加工施設において，放射線業務従事者が立ち入る場所については，従事者の

立入時間等を考慮して，遮蔽設計の基準となる線量率を適切に設定するとともに，管理

区域を線量率に応じて適切に区分し，これを満足するように遮蔽設備を設ける。 

(4)  建屋壁遮蔽に開口部又は貫通部がある場合で，開口部又は貫通部により遮蔽設計の基

準となる線量率を超えるおそれのある場合には，以下に示すような放射線の漏えいを防

止するための措置を講じ，遮蔽設計の基準となる線量率を満足する設計とする。  

a. 建屋壁遮蔽を貫通する搬送路，ダクト，配管については，開口部及び貫通部が 

線源を直接見通さないような場所に設置する。  

b. 建屋壁遮蔽の開口部及び貫通部には，遮蔽扉，遮蔽蓋又は補助遮蔽を設置する 

措置を講ずる。 

(5)  遮蔽設計に当たっては，設備・機器の核燃料物質の取扱量，核燃料物質中のプルトニ

ウム富化度，核分裂生成物の含有率並びに子孫核種の寄与も考慮したプルトニウム及び

ウランの仕様を遮蔽設計上厳しい条件で設定するとともに，遮蔽体の形状及び材質を考

慮し，十分な安全裕度を見込んで評価を行う。また，遮蔽計算においては，許認可にお

いて使用実績があり，信頼性のある計算コードを用いる。 
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2.  遮蔽設計の基準となる線量率 

放射線業務従事者が立ち入る場所に対する遮蔽設計の基準となる線量率は，放射線業務

従事者の立入時間等を考慮して，以下のとおり設定する。 

以下に示す立入時間又は作業時間は，毎週必ず立ち入る時間を示すものではなく，立入

りに際しては線量当量率，作業に要する時間，個人の線量等を考慮する。 
(1) 管理区域外に対する遮蔽設計の基準となる線量率は，2.6μSv/hとする。 

(2) 管理区域内における遮蔽設計の基準となる線量率は，以下のとおりとする。 

a. 核燃料物質を取り扱う設備・機器を設置しない部屋は，以下のとおりとする。  

(a) 制御室，廊下等においては，週40時間程度の立入時間を遮蔽設計上想定し， 

12.5μSv/hとする。 

(b) 現場監視第1室等においては，週10時間程度の立入時間を遮蔽設計上想定し，50

μSv/hとする。 

b. 核燃料物質を取り扱う設備・機器を設置する部屋は，以下のとおりとする。  

(a) 粉末調整第1室，ペレット加工第1室，燃料棒加工第1室等は，以下の設計を行う。 

核燃料物質を取り扱う設備・機器は，制御室から遠隔又は自動で運転を行える設

計とし，放射線業務従事者がこれらの設備・機器の保守及び点検を行う際には，核

燃料物質を設備・機器から一時保管設備又は貯蔵設備へ搬送できる設計とする。 

このため，これらの設備・機器を設置する部屋の遮蔽設計の基準となる線量率は，

一時保管設備及び貯蔵設備を線源とし，週10時間程度の作業時間を遮蔽設計上想定

し，作業位置で50μSv/hとする。  

(b) 分析第1室等においては，核燃料物質がグローブボックス内に存在した状態で，

運転員が当該グローブボックスを介し，作業を行う。 

このため，遮蔽設計の基準となる線量率は，グローブボックス内の核燃料物質を

線源とし，週10時間程度の作業時間を遮蔽設計上想定し，作業位置で50μSv/hとす

る。 

(c) 粉末一時保管室，燃料集合体貯蔵室等においては，放射線業務従事者の通常作

業を想定しないため，遮蔽設計の基準となる線量率を＞50μSv/hとする。  

ただし，これらの部屋で作業する必要がある場合には，線量当量率の測定，線源

の移動，作業時間の制限，放射線防護具の着用等の放射線被ばく管理を実施する。 
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3.  遮蔽設備 

MOX燃料加工施設には，敷地周辺の公衆又は放射線業務従事者の被ばくを低減するため

以下の遮蔽設備を設ける。 

(1)  建屋壁遮蔽 

建屋壁遮蔽は，建屋壁及びスラブで構成する構築物であり，工程室内，燃料集合体貯

蔵室内等の核燃料物質からの放射線を低減するためのもので，コンクリートの遮蔽体で

構成する。 

(2)  グローブボックス遮蔽 

グローブボックス遮蔽は，グローブボックスに付設するものであり，グローブボック

ス内で取り扱う核燃料物質からの放射線を低減するためのもので，含鉛メタクリル樹脂

の遮蔽体で構成する。 

(3)  遮蔽扉及び遮蔽蓋 

遮蔽扉及び遮蔽蓋は，建屋壁遮蔽の開口部に設置し，工程室内，燃料集合体貯蔵室内

等の核燃料物質を取り扱う設備・機器からの放射線を低減するためのもので，コンクリ

ート，ポリエチレン，ステンレス鋼又は鋼材の遮蔽体で構成する。 

(4)  補助遮蔽 

補助遮蔽は，上記3.(1)(2)(3)以外の遮蔽であり，核燃料物質を内蔵する設備・機器か

らの放射線を低減するためのもので，ポリエチレン，鉛，ステンレス鋼又は鋼材の遮蔽

体で構成する。 
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4.  遮蔽設計に用いる線源 

遮蔽設計に用いる線源は，遮蔽設計上厳しい条件となるように以下のとおり設定する。 

(1)  線源の仕様 

a. プルトニウム富化度 

プルトニウム富化度は，原料粉末受入工程の設備は50%，粉末調整工程は設備に応じ

50%，33%又は18%，ペレット加工工程の設備は18%，燃料棒加工工程の設備はBWR型の燃

料棒17%，PWR型の燃料棒18%，燃料集合体組立工程以降の設備は燃料集合体平均プルト

ニウム富化度でBWR型11%，PWR型14%と設定する。 

b. プルトニウム及びウラン 

原料MOX粉末は再処理施設から受け入れるため，プルトニウム及びウランの仕様は，

再処理施設で1日当たり再処理する使用済燃料の仕様による。使用済燃料の遮蔽設計用

の燃料仕様は以下のとおりである。(1)(2)(3)(4)  

 

項目 範囲 

照射前燃料濃縮度 最低 3.5%(注1) 

比出力 

最高  BWR型40MW/t･Upr
(注2) 

PWR型60MW/t･Upr 

最低  BWR型10MW/t･Upr 

PWR型10MW/t･Upr 

使用済燃料集合体 

平均燃焼度 
最高 45GWd/t･Upr 

原子炉停止時から 

再処理までの期間 
最低 4年 

注1 質量百分率を示す。以下同じ。 

注2 t･Uprは，照射前金属ウラン換算質量を示す。以下同じ。 
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プルトニウム及びウランの仕様は，子孫核種の寄与も考慮して，ガンマ線又は中性

子線について，遮蔽設計用の燃料仕様の範囲のうちそれぞれ最大の線量率又は最大の

中性子発生数となる次の燃料仕様(5)から設定する。 

 

 ガンマ線 中性子線 

元素 プルトニウム ウラン プルトニウム 

燃料型式 PWR PWR BWR 

照射前燃料濃縮度 3.5% 3.5% 3.5% 

比出力 60MW/t･Upr 10MW/t･Upr 10MW/t･Upr 

使用済燃料集合体 

平均燃焼度 
45GWd/t･Upr 45GWd/t･Upr 45GWd/t･Upr 

原子炉停止時から 

再処理までの期間 
4年 10年 4年 

再処理施設におけ 

る精製後の期間 
18年 10年 30年 

 

c. 核分裂生成物等 

原料MOX粉末中に不純物として含まれる核分裂生成物の含有率は，ウラン1g･HM当

たり1.85×104Bq，プルトニウム1g･HM当たり4.44×105Bqとし，ルテニウムとロジウ

ムで代表する。 

また，ウラン1g･HM当たりプルトニウム及びネプツニウムがそれぞれ7500αdpm含

まれるものとする。(6) 

(2) 線源強度 

a. ガンマ線 

ガンマ線の線源強度は，(1)に基づきORIGEN-2(7)コードにより設定する。 

また，プルトニウム及びウランの子孫核種の寄与も考慮するため，最大の線量率

となるように再処理施設での精製後の期間を設定する。 

プルトニウム1g･HM及びウラン1g･HM当たりの線源強度及びガンマ線のエネルギー

スペクトルを第4.-1表に示す。線源となる設備・機器のプルトニウム富化度に応じ

た1g･HM当たりのガンマ線エネルギースペクトルはエネルギー群ごとに下記の式より

算出し，線源となる設備・機器のHM量に応じて全線源強度を設定する。 

 

(Pu1g･HM当たりの強度)×Pu富化度(%)  (U1g･HM当たりの強度)×(100-Pu富化度(%)) 

100                   100 

 

b. 中性子線  

中性子線の線源強度は，(1)に基づきORIGEN-2コードにより設定する。 

また，プルトニウムの子孫核種の寄与も考慮するため，最大の中性子発生数とな

るように再処理施設での精製後の期間を設定する。 
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中性子線のエネルギースペクトルを，第4.-2表に示す。中性子線のエネルギース

ペクトルは，主要な発生源であるプルトニウム-239の中性子核分裂反応によって発

生する中性子線のエネルギースペクトルとし，線源となる設備・機器のプルトニウ

ム量に応じて全線源強度を設定する。 

(3)  燃料集合体用輸送容器に対する線源強度 

燃料集合体用輸送容器を線源とする遮蔽設計に用いる線源強度は，輸送容器表面か

ら1m離れた位置における線量当量率を「核燃料物質等の工場又は事業所の外における

運搬に関する規則(昭和53年総理府令第57号)」に定められる100μSv/hとなるように設

定する。なお，遮蔽設計上厳しい評価結果を与えるよう，線源は中性子線のみとし，

第4.-2表の中性子線のエネルギースペクトルを用いる。 
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5.  遮蔽計算に用いる計算コード及び核定数ライブラリ 

遮蔽計算には，核燃料施設等において使用実績を有し，信頼性のある1次元輸送計算コ

ードANISN(8)及び2次元輸送計算コードDOT(9)を用いる。線源のモデル化に当たっては，線

源となる設備・機器からの放射線をより厳しい評価となるように，線源となる設備・機器

の特徴に応じて，ANISNについては，球，無限円筒，無限平板，DOTについては，有限円筒，

無限角柱の形状にモデル化する。また，核定数ライブラリは，中性子線100群，ガンマ線

20群のJSD120(10)を用いる。 

 

6.  線量率換算係数 

ガンマ線線束から実効線量率への換算係数は，ICRP Publication 74(11)によるガンマ線

フルエンスから空気カーマへの換算係数及び「放射線を放出する同位元素の数量等を定め

る件(平成12年科学技術庁告示第5号)」に示された空気カーマから実効線量への換算係数

から算出する。中性子線線束から実効線量率への換算係数は，「放射線を放出する同位元

素の数量等を定める件(平成12年科学技術庁告示第5号)」に示された換算係数から算出す

る。 

 

M
O
X
①

 
Ⅱ

-
0
0
1
1
 

G
 



 8 

7.  遮蔽計算における評価方法 

遮蔽計算は，原則として線量率計算箇所に隣接する室からの線量率を評価し，その合計

値が遮蔽設計の基準となる線量率を満足することを示す。ただし，分析第1室等について

は，当該室内の線源となる設備・機器からの線量率及び隣接する室からの線量率を評価し，

その合計値が遮蔽設計の基準となる線量率を満足することを示す。 

評価位置・範囲は，以下の(1)から(6)のとおりとする。 

(1) 建屋外壁の管理区域境界については，最大となる位置を評価位置とする。 

(2) 制御室，廊下，現場監視第1室等については，隣接する貯蔵室及び工程室の

までを評価範囲とする。 

(3) 粉末調整第1室，ペレット加工第1室，燃料棒加工第1室等，室内の核燃料物質を設

備・機器から一時保管設備及び貯蔵設備に搬送して放射線業務従事者が設備・機器

の保守・点検を行う部屋については，作業位置における を評価範囲

とする。 

(4) 分析第1室等については，作業位置における を評価範囲とする。 

(5) 線量率計算箇所階下からの寄与を想定する場合，線量率計算箇所の を評価位

置とする。 

(6) 線量率計算箇所階上からの寄与を想定する場合，線量率計算箇所の を評価

位置とする。 

 

なお，隣接する室に線源が存在しない場合等には，側壁，床，天井を遮蔽計算の対象

としない。 
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第4.-1表 ガンマ線エネルギースペクトル 

上限エネルギー 

(MeV) 

Pu1g･HM当たりの強度 

(γ/s／g･HM) 
U1g･HM当たりの強度

(γ/s／g･HM) 

1.40E+01 0.00E+00 0.00E+00 

1.20E+01 1.01E-01 3.37E-06 

1.00E+01 2.01E-01 6.73E-06 

8.00E+00 2.00E+00 6.62E-05 

6.50E+00 1.25E+01 4.06E-04 
 

5.00E+00 1.19E+01 3.84E-04 

4.00E+00 6.29E+01 2.62E-01 

3.00E+00 1.99E+04 9.98E+02 

2.50E+00 4.39E+02 1.36E+01 

2.00E+00 2.15E+03 1.03E+02 

1.66E+00 3.36E+03 1.67E+02 

1.33E+00 4.58E+03 2.30E+02 

1.00E+00 2.77E+04 5.52E+02 

8.00E-01 8.07E+04 2.04E+03 

6.00E-01 2.01E+05 3.00E+03 

4.00E-01 2.01E+05 6.87E+02 

3.00E-01 1.03E+06 2.56E+03 

2.00E-01 4.55E+06 2.78E+03 

1.00E-01 2.85E+09 7.02E+03 

5.00E-02 5.55E+09 3.34E+04 

注 エネルギー群構造は，JSD120(10) 
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第 4.-2表  中性子線エネルギースペクトル  

群  

上限  

エネルギー  

[MeV] 

Pu-239 

核分裂  

スペクトル (注 1)  

1 1.49E+01 6.26E-05 

2 1.35E+01 1.67E-04 

3 1.22E+01 3.95E-04 

4 1.11E+01 8.43E-04 

5 1.00E+01 1.64E-03 

6 9.05E+00 2.93E-03 

7 8.19E+00 4.84E-03 

8 7.41E+00 7.49E-03 

9 6.70E+00 1.09E-02 

10 6.07E+00 1.50E-02 

11 5.49E+00 1.96E-02 

12 4.97E+00 2.46E-02 

13 4.49E+00 2.96E-02 

14 4.07E+00 3.44E-02 

15 3.68E+00 3.88E-02 

16 3.33E+00 4.24E-02 

17 3.01E+00 4.52E-02 

18 2.73E+00 4.72E-02 

19 2.47E+00 4.82E-02 

20 2.23E+00 4.84E-02 

21 2.02E+00 4.78E-02 

22 1.83E+00 4.65E-02 

23 1.65E+00 4.47E-02 

24 1.50E+00 4.24E-02 

25 1.35E+00 3.99E-02 

26 1.22E+00 3.72E-02 

27 1.11E+00 3.43E-02 

28 1.00E+00 3.15E-02 

29 9.07E-01 2.87E-02 

30 8.21E-01 2.60E-02 

31 7.43E-01 2.34E-02 

32 6.72E-01 2.10E-02 

33 6.08E-01 1.88E-02 

34 5.50E-01 1.67E-02 

35 4.98E-01 1.48E-02 

36 4.50E-01 1.31E-02 

37 4.08E-01 1.16E-02 

38 3.69E-01 1.02E-02 

39 3.34E-01 8.92E-03 

40 3.02E-01 7.81E-03 

41 2.73E-01 6.84E-03 
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群  

上限  

エネルギー  

[MeV] 

Pu-239 

核分裂  

スペクトル (注 1)  

42 2.47E-01 5.97E-03 

43 2.24E-01 5.21E-03 

44 2.02E-01 4.53E-03 

45 1.83E-01 3.94E-03 

46 1.66E-01 3.43E-03 

47 1.50E-01 2.97E-03 

48 1.36E-01 2.58E-03 

49 1.23E-01 2.24E-03 

50 1.11E-01 4.35E-03 

51 8.66E-02 3.06E-03 

52 6.74E-02 2.11E-03 

53 5.25E-02 1.46E-03 

54 4.09E-02 1.01E-03 

55 3.18E-02 6.97E-04 

56 2.48E-02 4.81E-04 

57 1.93E-02 3.31E-04 

58 1.50E-02 2.28E-04 

59 1.17E-02 1.57E-04 

60 9.12E-03 1.08E-04 

61 7.10E-03 7.44E-05 

62 5.53E-03 5.12E-05 

63 4.31E-03 3.52E-05 

64 3.35E-03 2.42E-05 

65 2.61E-03 1.66E-05 

66 2.03E-03 1.14E-05 

67 1.58E-03 7.86E-06 

68 1.23E-03 5.40E-06 

69 9.61E-04 3.71E-06 

70 7.49E-04 2.55E-06 

71 5.83E-04 1.76E-06 

72 4.54E-04 1.21E-06 

73 3.54E-04 8.29E-07 

74 2.75E-04 5.70E-07 

75 2.14E-04 3.92E-07 

76 1.67E-04 2.69E-07 

77 1.30E-04 1.85E-07 

78 1.01E-04 1.27E-07 

79 7.89E-05 8.74E-08 

80 6.14E-05 6.01E-08 

81 4.79E-05 4.13E-08 

82 3.73E-05 2.84E-08 

83 2.90E-05 1.95E-08 

84 2.26E-05 1.34E-08 
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注1 全エネルギー群の合計が1となるように規格化している。 

注2 エネルギー群構造は，JSD120(10) 

 

 

群  

上限  

エネルギー  

[MeV] 

Pu-239 

核分裂  

スペクトル (注 1)  

85 1.76E-05 9.21E-09 

86 1.37E-05 6.33E-09 

87 1.07E-05 4.35E-09 

88 8.32E-06 2.99E-09 

89 6.48E-06 2.06E-09 

90 5.04E-06 1.41E-09 

91 3.93E-06 9.71E-10 

92 3.06E-06 6.67E-10 

93 2.38E-06 4.59E-10 

94 1.86E-06 3.15E-10 

95 1.45E-06 2.17E-10 

96 1.13E-06 1.49E-10 

97 8.76E-07 1.02E-10 

98 6.83E-07 7.03E-11 

99 5.32E-07 4.83E-11 

100 4.14E-07 1.06E-10 
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 1 

 

遮蔽計算に用いる線量換算係数について 
 

1. 中性子線 

平成12年科学技術庁告示第5号(放射線を放出する同位元素の数量等を定める件)の別表第

6「自由空気中の中性子フルエンスが1平方センチメートル当たり1012個である場合の実効線

量(Sv)」より，線束(n/cm2/s)から実効線量率(μSv/h)換算係数を以下のように算出する。 

(1) 各エネルギー群の上下限のエネルギーを相乗平均し,群平均エネルギー(Em)とする。 

(2) 群平均エネルギー(Em)を挟む別表第5の上限エネルギー(Eu)及び下限エネルギー(El)

に対応する「自由空気中の中性子フルエンスが1平方センチメートル当たり1012個であ

る場合の実効線量(Sv)」への換算係数をCu及びC1とする。 

(3) 群平均エネルギー(Em)に対応する換算係数(Cm)を次式のLOG-LOG内挿により算出する。 

 

log(Cm)=log(Cl)+(log(Em)-log(El))×(log(Cu)-log(Cl))/(log(Eu)-log(El)) 

 

(4) 得られたCm(Sv/(1012n/s))に106(μSv/Sv)×3600(s/h)/1012(n/s)を乗じ，各エネルギ

ー群に対する線束(n/cm2/s)から実効線量率(μSv/h)への換算係数を算出する。 

 

第1表に,100群エネルギー構造に対する線束(n/cm2/s)から実効線量率(μSv/h)への換算係

数を示す。 

 

2. ガンマ線 

平成12年科学技術庁告示第5号の別表第5「自由空気中の空気カーマが1グレイである場合

の実効線量(Sv)」にICRP Pub.74(1) 表A.1「単一エネルギー光子の単位フルエンス当たりの

空気カーマに対する換算係数(pGycm2)」を乗じることにより,線束(γ/cm2/s)から実効線量

率(μSv/h)への換算係数を中性子線の場合と同様算出する。 

 

第2表に20群エネルギー構造に対する線束(γ/cm2/s)から実効線量率(μSv/h)への換算係

数を示す。 

 

参考文献 

(1)  ICRP ． Conversion Coefficients for Use in Radiological Protection Against 

External Radiation．ICRP Publication 74, 1996． 
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第 1 表(1) 中性子線線束から実効線量率への換算係数(100 群) 

群 
上限エネルギー 

(MeV) 

下限エネルギー 

(MeV) 

平均エネルギー 

(MeV) 

換算係数 

((μSv/h)/ 

(n/s/cm2)) 

1 1.4918E+01 1.3499E+01 1.4191E+01 1.784E+00 
2 1.3499E+01 1.2214E+01 1.2840E+01 1.792E+00 
3 1.2214E+01 1.1052E+01 1.1618E+01 1.796E+00 
4 1.1052E+01 1.0000E+01 1.0513E+01 1.796E+00 
5 1.0000E+01 9.0484E+00 9.5123E+00 1.793E+00 
6 9.0484E+00 8.1873E+00 8.6071E+00 1.785E+00 
7 8.1873E+00 7.4082E+00 7.7880E+00 1.775E+00 
8 7.4082E+00 6.7032E+00 7.0469E+00 1.765E+00 
9 6.7032E+00 6.0653E+00 6.3763E+00 1.749E+00 
10 6.0653E+00 5.4881E+00 5.7695E+00 1.732E+00 
11 5.4881E+00 4.9659E+00 5.2205E+00 1.714E+00 
12 4.9659E+00 4.4933E+00 4.7237E+00 1.692E+00 
13 4.4933E+00 4.0657E+00 4.2742E+00 1.666E+00 
14 4.0657E+00 3.6788E+00 3.8674E+00 1.638E+00 
15 3.6788E+00 3.3287E+00 3.4994E+00 1.605E+00 
16 3.3287E+00 3.0119E+00 3.1663E+00 1.572E+00 
17 3.0119E+00 2.7253E+00 2.8650E+00 1.534E+00 
18 2.7253E+00 2.4660E+00 2.5924E+00 1.489E+00 
19 2.4660E+00 2.2313E+00 2.3457E+00 1.446E+00 
20 2.2313E+00 2.0190E+00 2.1225E+00 1.403E+00 
21 2.0190E+00 1.8268E+00 1.9205E+00 1.356E+00 
22 1.8268E+00 1.6530E+00 1.7377E+00 1.301E+00 
23 1.6530E+00 1.4957E+00 1.5724E+00 1.248E+00 
24 1.4957E+00 1.3534E+00 1.4228E+00 1.198E+00 
25 1.3534E+00 1.2246E+00 1.2874E+00 1.149E+00 
26 1.2246E+00 1.1080E+00 1.1648E+00 1.099E+00 
27 1.1080E+00 1.0026E+00 1.0540E+00 1.043E+00 
28 1.0026E+00 9.0718E-01 9.5370E-01 9.905E-01 
29 9.0718E-01 8.2085E-01 8.6294E-01 9.382E-01 
30 8.2085E-01 7.4274E-01 7.8082E-01 8.856E-01 
31 7.4274E-01 6.7206E-01 7.0652E-01 8.361E-01 
32 6.7206E-01 6.0810E-01 6.3928E-01 7.867E-01 
33 6.0810E-01 5.5023E-01 5.7844E-01 7.400E-01 
34 5.5023E-01 4.9787E-01 5.2340E-01 6.960E-01 
35 4.9787E-01 4.5049E-01 4.7359E-01 6.524E-01 
36 4.5049E-01 4.0762E-01 4.2852E-01 6.096E-01 
37 4.0762E-01 3.6883E-01 3.8774E-01 5.697E-01 
38 3.6883E-01 3.3373E-01 3.5084E-01 5.324E-01 
39 3.3373E-01 3.0197E-01 3.1745E-01 4.975E-01 
40 3.0197E-01 2.7324E-01 2.8725E-01 4.639E-01 
41 2.7324E-01 2.4724E-01 2.5992E-01 4.313E-01 
42 2.4724E-01 2.2371E-01 2.3518E-01 4.010E-01 
43 2.2371E-01 2.0242E-01 2.1280E-01 3.729E-01 
44 2.0242E-01 1.8316E-01 1.9255E-01 3.466E-01 
45 1.8316E-01 1.6573E-01 1.7423E-01 3.222E-01 
46 1.6573E-01 1.4996E-01 1.5765E-01 2.994E-01 
47 1.4996E-01 1.3569E-01 1.4265E-01 2.784E-01 
48 1.3569E-01 1.2277E-01 1.2907E-01 2.590E-01 
49 1.2277E-01 1.1109E-01 1.1678E-01 2.409E-01 
50 1.1109E-01 8.6617E-02 9.8093E-02 2.125E-01 
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第 1 表(2) 中性子線線束から実効線量率への換算係数(100 群) 

群 
上限エネルギー 

(MeV) 

下限エネルギー 

(MeV) 

平均エネルギー 

(MeV) 

換算係数 

((μSv/h)/ 

(n/s/cm2)) 

51 8.6617E-02 6.7379E-02 7.6395E-02 1.801E-01 
52 6.7379E-02 5.2475E-02 5.9462E-02 1.539E-01 
53 5.2475E-02 4.0868E-02 4.6309E-02 1.328E-01 
54 4.0868E-02 3.1828E-02 3.6066E-02 1.156E-01 
55 3.1828E-02 2.4788E-02 2.8088E-02 1.011E-01 
56 2.4788E-02 1.9305E-02 2.1875E-02 8.951E-02 
57 1.9305E-02 1.5034E-02 1.7036E-02 8.063E-02 
58 1.5034E-02 1.1709E-02 1.3268E-02 7.333E-02 
59 1.1709E-02 9.1188E-03 1.0333E-02 6.670E-02 
60 9.1188E-03 7.1017E-03 8.0473E-03 6.279E-02 
61 7.1017E-03 5.5308E-03 6.2672E-03 5.941E-02 
62 5.5308E-03 4.3074E-03 4.8809E-03 5.639E-02 
63 4.3074E-03 3.3546E-03 3.8013E-03 5.508E-02 
64 3.3546E-03 2.6126E-03 2.9604E-03 5.379E-02 
65 2.6126E-03 2.0347E-03 2.3056E-03 5.254E-02 
66 2.0347E-03 1.5846E-03 1.7956E-03 5.173E-02 
67 1.5846E-03 1.2341E-03 1.3984E-03 5.147E-02 
68 1.2341E-03 9.6112E-04 1.0891E-03 5.121E-02 
69 9.6112E-04 7.4852E-04 8.4818E-04 5.112E-02 
70 7.4852E-04 5.8295E-04 6.6057E-04 5.112E-02 
71 5.8295E-04 4.5400E-04 5.1445E-04 5.112E-02 
72 4.5400E-04 3.5357E-04 4.0065E-04 5.129E-02 
73 3.5357E-04 2.7536E-04 3.1202E-04 5.149E-02 
74 2.7536E-04 2.1445E-04 2.4300E-04 5.169E-02 
75 2.1445E-04 1.6702E-04 1.8925E-04 5.190E-02 
76 1.6702E-04 1.3007E-04 1.4739E-04 5.216E-02 
77 1.3007E-04 1.0130E-04 1.1479E-04 5.242E-02 
78 1.0130E-04 7.8893E-05 8.9397E-05 5.268E-02 
79 7.8893E-05 6.1442E-05 6.9623E-05 5.293E-02 
80 6.1442E-05 4.7851E-05 5.4222E-05 5.320E-02 
81 4.7851E-05 3.7267E-05 4.2229E-05 5.348E-02 
82 3.7267E-05 2.9023E-05 3.2888E-05 5.377E-02 
83 2.9023E-05 2.2603E-05 2.5613E-05 5.407E-02 
84 2.2603E-05 1.7603E-05 1.9947E-05 5.436E-02 
85 1.7603E-05 1.3710E-05 1.5535E-05 5.436E-02 
86 1.3710E-05 1.0677E-05 1.2099E-05 5.436E-02 
87 1.0677E-05 8.3153E-06 9.4224E-06 5.433E-02 
88 8.3153E-06 6.4760E-06 7.3382E-06 5.420E-02 
89 6.4760E-06 5.0435E-06 5.7150E-06 5.407E-02 
90 5.0435E-06 3.9279E-06 4.4509E-06 5.377E-02 
91 3.9279E-06 3.0590E-06 3.4663E-06 5.327E-02 
92 3.0590E-06 2.3824E-06 2.6996E-06 5.278E-02 
93 2.3824E-06 1.8554E-06 2.1025E-06 5.230E-02 
94 1.8554E-06 1.4450E-06 1.6374E-06 5.146E-02 
95 1.4450E-06 1.1254E-06 1.2752E-06 5.055E-02 
96 1.1254E-06 8.7642E-07 9.9314E-07 4.964E-02 
97 8.7642E-07 6.8256E-07 7.7344E-07 4.831E-02 
98 6.8256E-07 5.3158E-07 6.0236E-07 4.702E-02 
99 5.3158E-07 4.1399E-07 4.6911E-07 4.565E-02 
100 4.1399E-07 1.0000E-09 2.0347E-08 2.646E-02 
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第 2 表 ガンマ線線束から実効線量率への換算係数(20 群) 

 

群 

上限エネルギー 

(MeV) 

下限エネルギー 

(MeV) 

平均エネルギー 

(MeV) 

換算係数 

((μSv/h)/ 

(γ/s/cm2)) 

1 1.40E+01 1.20E+01 1.30E+01 1.050E-01 
2 1.20E+01 1.00E+01 1.10E+01 9.192E-02 
3 1.00E+01 8.00E+00 8.94E+00 7.832E-02 
4 8.00E+00 6.50E+00 7.21E+00 6.624E-02 
5 6.50E+00 5.00E+00 5.70E+00 5.552E-02 
6 5.00E+00 4.00E+00 4.47E+00 4.679E-02 
7 4.00E+00 3.00E+00 3.46E+00 3.921E-02 
8 3.00E+00 2.50E+00 2.74E+00 3.341E-02 
9 2.50E+00 2.00E+00 2.24E+00 2.909E 02 
10 2.00E+00 1.66E+00 1.82E+00 2.517E-02 
11 1.66E+00 1.33E+00 1.49E+00 2.164E-02 
12 1.33E+00 1.00E+00 1.15E+00 1.794E-02 
13 1.00E+00 8.00E-01 8.94E-01 1.472E-02 
14 8.00E-01 6.00E-01 6.93E-01 1.185E-02 
15 6.00E-01 4.00E-01 4.90E-01 8.706E-03 
16 4.00E-01 3.00E-01 3.46E-01 6.246E-03 
17 3.00E-01 2.00E-01 2.45E-01 4.430E-03 
18 2.00E-01 1.00E-01 1.41E-01 2.565E-03 
19 1.00E-01 5.00E-02 7.07E-02 1.484E-03 
20 5.00E-02 2.00E-02 3.16E-02 1.104E-03 
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別添-2 

1 

遮蔽設計に用いる線源強度について 

 

遮蔽設計に用いる線源強度の設定方法は,「Ⅱ 放射線による被ばくの防止に関する説

明書」「4.遮蔽設計に用いる線源強度」に示すとおりである。ここでは，Pu富化度ごとに

単位重量当たりのガンマ線線源強度及び中性子線線源強度を設定し，各部屋の全線源量等

を乗じることにより,各部屋の全線源強度を示す。また，燃料集合体用輸送容器について

は，1基当たりの線源強度を示す。 

 

1. 1kg･HM当たりのガンマ線線源強度及び中性子線線源強度について 

プルトニウム又はウランを含む核燃料物質のPu富化度ごとに定めた1kg･HM当たりのガン

マ線線源強度及び中性子線線源強度を第1.-1表に示す。 

 

第1.-1表 Pu富化度ごとに定めた1kg･HM当たりの線源強度 

Pu富化度 1kg･HM当たりの線源強度 

ガンマ線[γ/s] 中性子線[n/s] 

50% 

33% 

18% 

17% 

14% 

11% 

 

2. 燃料集合体用輸送容器の遮蔽設計に用いる線源強度について 

燃料集合体用輸送容器の線源強度について第2.-1表に示す。 

 

第2.-1表 燃料集合体用輸送容器の線源強度 

線源機器名 線源強度の説明 

燃料集合体用

輸送容器 

燃料集合体用輸送容器の線源強度は，輸送容器表面から1m離れた位置

での線量当量率が昭和53年総理府令第57号に定められた輸送上の制限

値である100μSv/hとなるように設定する。 

燃料集合体用輸送容器1基当たりの線源強度は，遮蔽設計上厳しい評

価結果を与える中性子線で とする。 

 

3. 各部屋の全線源強度について 

プルトニウム又はウランを含む核燃料物質を内蔵する線源室のガンマ線線源強度は，Pu

富化度ごとに定めた1kg･HM当たりの線源強度に線源量を乗じたものであり，中性子線線源

強度は，Pu富化度ごとに定めた1kg･HM当たりの線源強度に線源量及び補正係数を乗じたも

のである。線源量については，貯蔵室等は最大貯蔵能力，工程室等は取扱量から定めたも

のである。補正係数は，中性子の実効増倍を考慮したものであり，工程室については保守
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側に中性子線源を2倍とする。なお，取り扱うPu量が少ない分析第1室，分析第2室，分析

第3室，スクラップ処理室については補正係数を考慮しない。 

第3.-1表に加工施設の遮蔽設計における主要な線源である貯蔵設備及び一時保管設備を

設置する部屋の線源強度を，第3.-2表に貯蔵設備及び一時保管設備以外の核燃料物質を取

り扱う設備･機器を設置する工程室の線源強度を示す。なお，加工施設の遮蔽線源となる

線源強度は，Pu量に依存するため，Pu量も示している。 
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第3.-1表 燃料加工建屋の遮蔽設計に用いる線源強度 

(貯蔵設備及び一時保管設備を設置する部屋) 

線源室 
遮蔽設計用線源強度 補正 

係数 

線源強度 

[γ/s，n/s] 線源量 Pu富化度 Pu量 

貯蔵容器一時保管室 

(103) 
1200kg･HM 50% 600.0kg･Pu 

1.0 

2.1 

粉末調整第1室(注1) 

(108) 
300.0kg･HM 50% 

187.9kg･Pu 

1.0 

2.0 

114.7kg･HM 33% 
1.0 

2.0 

粉末一時保管室 

(110) 
6100kg･HM 33% 2013kg･Pu 

1.0 

2.0 

ペレット・スクラッ

プ貯蔵室(113) 
16300kg･HM 18% 2934kg･Pu 

1.0 

2.4 

ペレット一時保管室 

(119) 
1700kg･HM 18% 306.0kg･Pu 

1.0 

2.0 

燃料棒貯蔵室 

(316) 
60000kg･HM 17%(注2) 10200kg･Pu 

1.0 

2.6 

燃料集合体貯蔵室 

(422) 
170000kg･HM 11%(注2) 18700kg･Pu 

1.0 

3.3 

輸送容器保管室 

(569) 

燃料集合体用

輸送容器  
－ － － 

注1 原料MOX粉末缶一時保管設備に加え，同室に設置される回収粉末微粉砕装置を線源とし

て考慮 

注2 貯蔵するPu量が多いBWR燃料の富化度から設定 
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第3.-2表 燃料加工建屋の遮蔽設計に用いる線源強度 

(貯蔵設備及び一時保管設備以外の核燃料物質を取り扱う工程室) 

線源室 

遮蔽設計用線源強度 
補正

係数 

線源強度 

上段：γ/s 

下段：n/s 
線源量 Pu富化度 Pu量 

原料受払室(102) 
37.50kg･HM 50% 18.75kg･Pu 

1.0 

2.0 

貯蔵容器受入第2室 

(104) 
37.50kg･HM 50% 18.75kg･Pu 

1.0 

2.0 

粉末調整第6室

(111) 
57.33kg･HM 33% 

29.24kg･Pu 

1.0 

2.0 

57.33kg･HM 18% 
1.0 

2.0 

粉末調整第2室

(115) 
75.00kg･HM 50% 

56.42kg･Pu 

1.0 

2.0 

57.33kg･HM 33% 
1.0 

2.0 

粉末調整第3室

(117) 
50.00kg･HM 50% 

35.32kg･Pu 

1.0 

2.0 

57.33kg･HM 18% 
1.0 

2.0 

粉末調整第7室

(118) 
114.7kg･HM 33% 

52.14kg･Pu 

1.0 

2.0 

79.38kg･HM 18% 
1.0 

2.0 

ペレット加工第3室 

(120) 
357.1kg･HM 18% 64.28kg･Pu 

1.0 

2.0 

粉末調整第4室

(121) 
57.33kg･HM 33% 

45.74kg･Pu 

1.0 

2.0 

149.0kg･HM 18% 
1.0 

2.0 

粉末調整第5室

(125) 
396.9kg･HM 18% 71.44kg･Pu 

1.0 

2.0 

ペレット加工第1室 

(126) 
459.2kg･HM 18% 82.66kg･Pu 

1.0 

2.0 

ペレット加工第2室 

(127) 
707.0kg･HM(注1) 18% 127.3kg･Pu 

1.0 

2.0 
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線源室 

遮蔽設計用線源強度 
補正

係数 

線源強度 

上段：γ/s 

下段：n/s 
線源量 Pu富化度 Pu量 

貯蔵容器搬送用 

洞道(201) 
37.50kg･HM 50% 18.75kg･Pu 

1.0 

2.0 

貯蔵容器受入第1室 

(202) 
37.50kg･HM 50% 18.75kg･Pu 

1.0 

2.0 

分析第1室(302) 
2.032kg･HM(注1) 18% 0.3658kg･Pu 

1.0 

1.0 

ペレット立会室

(307) 
18.00kg･HM 18% 3.240kg･Pu 

1.0 

2.0 

燃料棒解体室(312) 
22.79kg･HM 17%(注2) 3.874kg･Pu 

1.0 

2.0 

分析第2室(313) 
36.57kg･HM(注1) 18% 6.582kg･Pu 

1.0 

1.0 

燃料棒加工第1室

(314) 
729.6kg･HM 17%(注2) 124.0kg･Pu 

1.0 

2.0 

燃料棒加工第2室

(315) 
309.2kg･HM 17%(注2) 52.56kg･Pu 

1.0 

2.0 

スクラップ処理室

(319) 
60.95kg･HM(注1) 18% 10.97kg･Pu 

1.0 

1.0 

分析第3室(321) 
30.47kg･HM(注1) 18% 5.485kg･Pu 

1.0 

1.0 

燃料棒加工第3室

(322) 
833.3kg･HM 17%(注2) 141.7kg･Pu 

1.0 

2.0 

燃料集合体洗浄 

検査室(325) 
1010kg･HM 14%(注3) 141.4kg･Pu 

1.0 

2.0 

燃料集合体組立 

第2室(326) 
505.0kg･HM 14%(注3) 70.70kg･Pu 

1.0 

2.0 

燃料集合体組立 

第1室(327) 
1667kg･HM 17%(注2) 283.3kg･Pu 

1.0 

2.0 

燃料集合体組立 

クレーン室(413) 
505.0kg･HM 14%(注3) 70.70kg･Pu 

1.0 

2.0 

梱包室(419) 
505.0kg･HM 14%(注3) 70.70kg･Pu 

1.0 

2.0 

燃料集合体用輸

送容器1基 
－ － － 
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線源室 

遮蔽設計用線源強度 
補正

係数 

線源強度 

上段：γ/s 

下段：n/s 
線源量 Pu富化度 Pu量 

リフタ室(420) 
505.0kg･HM 14%(注3) 70.70kg･Pu 

1.0 

2.0 

貯蔵梱包クレーン

室(574) 
505.0kg･HM 14%(注3) 70.70kg･Pu 

1.0 

2.0 

注1 Pu-f割合67%を仮定し，核的制限値から求めた 

注2 燃料棒1本当たりのプルトニウム量が多いBWR燃料棒のプルトニウム富化度から設定 

注3  燃料集合体1体当たりのプルトニウム量が多いPWR燃料集合体のプルトニウム富化度から

設定 
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別添-3 

1 

燃料集合体用輸送容器の線源条件について 

 

燃料集合体を輸送する燃料集合体用輸送容器の遮蔽構造については，燃料集合体用輸送容

器を線源とした遮蔽計算では, 燃料集合体用輸送容器表面から 1m 離れた位置での線量当量

率が 100μSv/h となるように線源強度を設定する。遮蔽設計に建屋コンクリートの遮蔽設計

が主であることから，中性子線のみを設定した。 

計算体系は，燃料集合体用輸送容器本体の体積を考慮し を線源領域とし，

ANISN(1)により線源表面から 1m 位置における 1 センチメートル線量当量率が 100μSv/h とな

るように線源強度を設定した。 

なお，1 センチメートル線量当量率への換算には，日本原子力学会標準 (2)の換算係数を用

いた。 

計算の結果，燃料集合体用輸送容器 1 基当たりの線源強度は となるが，

安全裕度を考慮し， を遮蔽設計に用いる線源条件とする。 

 

参考文献 

(1) Ward W. Engle, Jr.. A Users Manual for ANISN A One Dimensional Discrete Ordinates 

Transport Code with Anisotropic Scattering, Oak Ridge National Laboratory, 1967, 

K-1693. 

(2) 社団法人日本原子力学会. 日本原子力学会標準 放射線遮へい計算のための線量換算

係数：2004，2004 年 12 月, AESJ-SC-R002：2004. 
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本計算書は，加工施設の燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道における遮蔽設計の妥当性

を示すことを目的に，遮蔽計算方法を示すとともに，線量率計算箇所における計算結果が遮

蔽設計の基準となる線量率を満足していることを示すものである。 

 

1. 線量率計算箇所及び遮蔽計算代表点 

燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道の遮蔽設計により線量率が遮蔽設計の基準となる

線量率を満足していることを示すため，以下のとおり線量率計算箇所及び遮蔽評価代表点

を選定する。 

 

1.1 加工施設の遮蔽設計の基準となる線量率 

燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道において，放射線業務従事者等の立入時間等を

考慮して設定した遮蔽設計の基準となる線量率の適用範囲を第1.-1図(1)～第1.-1図(7)

に示す。 

 

1.2 線量率計算箇所の選定 

燃料加工建屋建屋及び貯蔵容器搬送用洞道において，「Ⅱ-1 遮蔽設計に関する基本方

針」の“2. 遮蔽設計の基準となる線量率”に示されるカテゴリごとに，線源室に隣接す

る場所を線量率計算箇所候補とし，線源室の線源強度，壁厚及び設備・機器の配置を考

慮し，遮蔽設計上厳しい箇所を線量率の計算結果を示す線量率計算箇所(以下，「A点」

という。)として選定する。加工施設における遮蔽線源となる設備・機器の線源強度はプ

ルトニウム量に依存するため，A点の選定に当たっては内蔵するプルトニウム量を考慮し

た。また,遮蔽扉，遮蔽蓋については,別途それぞれに対してA点を選定する。 

線源室の線源強度は，「Ⅱ-1 遮蔽設計に関する基本方針」の「別添-2 遮蔽設計に用

いる線源強度について」に示す。壁，コンクリートブロック，遮蔽扉等の厚さについて

は，「Ⅴ-2 加工施設に関する図面」の添付図 第2.2.1.1図～2.2.1.9図及び第3.1.1図に

示す。なお，遮蔽設計上考慮する「Ⅴ-2 加工施設に関する図面」の添付図 第2.2.1.1図

～2.2.1.9図の特に記載のない天井・床スラブ厚さは 以上である。設備及び機器の配

置については，核燃料物質加工事業変更許可申請書の第5図「主要な設備及び機器の配置

図」を用いる。 

 

選定したA点を第1.-1図(1)～第1.-1図(7)に示す。また，遮蔽設計の基準となる線量率

のカテゴリ及び遮蔽扉・遮蔽蓋ごとに以下に示す。 

 

(1) 管理区域外(2.6μSv/h) 

<A3.1>，<A4.1>， 

(2) 管理区域内 

a. 核燃料物質を取り扱う設備・機器を設置しない部屋 

(a) 制御室，廊下等(12.5μSv/h) 

<A1.1>，<A1.2>，<A1.3>，<A2.1>，<A2.2>，<A2.3>，<A2.4>，<A2.5>，<A3.2>，

<A3.3>，<A4.2> 
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(b) 現場監視第1室等(50μSv/h) 

<A1.4>，<A4.3>，<A4.4> 

b. 核燃料物質を取り扱う設備・機器を設置する部屋 

(a) 粉末調整第1室，ペレット加工第1室，燃料棒加工第1室等(50μSv/h) 

<A1.5>，<A1.6>，<A1.7>，<A2.6>，<A2.7>，<A2.8>，<A2.9>，<A4.5> 

(b) 分析第1室等(50μSv/h) 

<A2.10>，<A2.11>，<A2.12> 

(3) 遮蔽扉・遮蔽蓋 

a. コンクリート充填型遮蔽扉 

<D1>，<D5> 

b. 多重型遮蔽扉 

<D9>，<D14> 

c. 遮蔽蓋 

<H1>， 

 

1.3 遮蔽計算代表点の選定 

選定されたA点の中から，遮蔽計算コードの計算モデル(1次元球，1次元無限円筒， 2

次元円筒，2次元無限角柱)の違いを考慮して，遮蔽計算方法の妥当性を示すために線量

率の計算方法と計算結果を示す遮蔽計算代表点(以下，「P点」という。)をA点の中から

以下のように選定する。 

 

<P1>･････<A3.1>地下1階南外壁：2次元円筒モデル 

<P2>･････<A4.1>地上1階東西第2廊下(556)：1次元球モデル 

<P3>･････<A2.5>制御第4室(324)：1次元球及び1次元無限円筒モデル 

<P4>･････<A3.3>排風機室(404)：2次元円筒モデル 

<P5>･････<A1.4>現場監視第2室(122)：1次元球及び2次元円筒モデル 

<P6>･････<A2.6>燃料棒加工第1室(314)：2次元無限角柱モデル 

<P7>･････<A2.9>燃料棒加工第3室(322)：2次元円筒モデル 

<P8>･････<D9>ペレット一時保管室遮蔽扉：2次元円筒モデル 

<P9>･････<A1.7>粉末調整第2室：2次元円筒モデル 
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2. 遮蔽計算方法 

本章では，P点に対する計算方法を示し，遮蔽計算方法の妥当性を示す。 

 

2.1 線源条件 

線源のモデル化に当たっては，遮蔽線源となる設備・機器の形状，設備・機器と計算

箇所の位置関係を踏まえ，球，無限円筒，有限円筒及び無限角柱とする。また，線源物

質の自己遮蔽効果も考慮する。 

本建屋及び本洞道における遮蔽計算方法を示すために選定したP点に対する線源室，線

源となる設備・機器等，ガンマ線線源強度及び中性子線源強度を第2.-1表に示す。 

 

2.2 計算モデル 

<P1> <A3.1>地下1階南外壁：2次元円筒モデル 

燃料集合体貯蔵室(422)の燃料集合体貯蔵チャンネルを線源とした地下1階南外壁の

管理区域境界の遮蔽計算である。 

線源となる燃料集合体貯蔵チャンネルは行ピッチ ，列ピッチ の1段×10行

×22列配列の合計220チャンネルで構成する。全Pu量の多くなるBWR燃料集合体がチャ

ンネルに4体装荷されている状態を想定する。チャンネルの寸法は東西及び南北方向

，高さは燃料の有効長を考慮し， とする。 

第2.2-1図(1)に示すように，南北方向を軸とした直径 ×南北長さ の円筒

に最大貯蔵能力170t･HMのMOX(Pu富化度11%)が均一に分布する2次元円筒モデルである。 

 

<P2> <A4.1>地上1階東西第2廊下(556)：1次元球モデル 

輸送容器保管室(569)の燃料集合体用輸送容器を線源とした地上1階東西第2廊下

(556)の管理区域境界の遮蔽計算である。 

燃料集合体用輸送容器は輸送容器保管室に 保管する。「Ⅱ-1 遮蔽設計に関する

基本方針」の「別添-3 燃料集合体用輸送容器の線源条件について」に示すとおり，燃

料集合体用輸送容器の体積を考慮し，半径 の球モデルとする。線源である燃料集

合体用輸送容器表面から1m離れた位置での線量当量率が100μSv/hとなるよう，中性子

発生数を設定する。 

燃料集合体用輸送容器1基のモデル図を第2.2-1図(2)に示す。燃料集合体用輸送容器

の保管数を考慮し，計算結果を することにより全線量率を評価する。 

 

<P3> <A2.5>制御第4室(324)：1次元球及び1次元無限円筒モデル 

スクラップ処理室(319)の再生スクラップ焙焼処理装置，燃料集合体洗浄検査室

(325)の燃料集合体及び粉末調整第5室(均一化混合装置及び造粒装置)を線源とした制

御第4室(324)の遮蔽計算である。 

再生スクラップ焙焼処理装置は，MOX粉末30.5kg･HMを内蔵する装置である。第2.2-1

図(3)に示すように，MOX密度を とした半径 の1次元球モデルで

ある。 

燃料集合体洗浄検査室では，燃料集合体を2体取り扱う。燃料集合体1体当たりのPu
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量の多いPWR燃料集合体(断面積：0.214m×0.214m，高さ：燃料の有効長3.70m)を線源

とする。計算では集合体1体(Pu富化度14%，505.0kg･HM)をモデル化し，第2.2-1図(4)

に示すように，上下方向を軸とした半径 の1次元無限円筒モデルである。燃料集

合体数を考慮し計算結果を2倍することにより全線量率を評価する。 

均一化混合装置は，MOX粉末318kg･HMを内蔵する装置である。第2.2-1図(5)に示すよ

うに，MOX密度を とした半径 の1次元球モデルである。 

造粒装置は，MOX粉末79.4kg･HMを内蔵する装置である。第2.2-1図(6)に示すように，

MOX密度を とした半径 の1次元球モデルである。 

 

<P4> <A3.3>排風機室(404)：2次元円筒モデル 

燃料棒貯蔵室(316)の燃料棒貯蔵棚を線源とした排風機室(404)の遮蔽計算である。 

燃料棒貯蔵室には，2台の燃料棒貯蔵棚があり，1台は段ピッチ ，行ピッチ

の4段×10行×1列配列で，他の1台は同一のピッチで4段×8行×1列配列で，貯蔵

マガジンを72体貯蔵する。貯蔵マガジンは燃料棒256本を収納する。線源である貯蔵マ

ガジンの寸法は南北方向及び高さ ，東西方向は燃料棒有効長の とする。 

第2.2-1図(7)に示すように，上下方向を軸とした直径 ×高さ の円筒に最

大貯蔵能力60t･HMのMOX(Pu富化度17%)が均一に分布する2次元円筒モデルである。なお，

2台の燃料棒貯蔵棚は離れているが，保守側に一つの線源にモデル化している。 

 

<P5> <A1.4>現場監視第2室(122)：1次元球及び2次元円筒モデル 

ペレット加工第3室(120)の研削設備及びペレット検査設備，並びに，燃料棒貯蔵室

(316)の燃料棒貯蔵棚を線源とした現場監視第2室(122)の遮蔽計算である。 

研削設備は，1台当たり焼結ペレット88.5kg･HMを内蔵しており，ペレット加工第3室

に2台設置する。計算では，1台をモデル化し，第2.2-1図(8)に示すように，焼結ボー

ト10基分の体積( )を考慮した半径 の1次元球

モデルである。台数を考慮し，計算結果を2倍することにより全線量率を評価する。 

ペレット検査設備には，1台当たり焼結ペレット90kg･HMを内蔵しており,ペレット加

工第3室に2台設置する。計算では，1台をモデル化し，第2.2-1図(9)に示すように，ペ

レット保管容器5基分の体積( )を考慮した半径

の1次元球モデルである。台数を考慮し，計算結果を2倍することにより全線量率を評

価する。 

燃料棒貯蔵室のモデル化は，第2.2-1図(7)に示すように，(P4)と同様である。 

 

<P6> <A2.6>燃料棒加工第1室(314)：2次元無限角柱モデル 

ペレット・スクラップ貯蔵室(113)のスクラップ貯蔵棚及び製品ペレット貯蔵棚を線

源とした燃料棒加工第1室(314)の遮蔽計算である。 

ペレット・スクラップ貯蔵室には，5台のスクラップ貯蔵棚及び5台の製品ペレット

貯蔵棚がある。スクラップ貯蔵棚は，段ピッチ ，列ピッチ の6段×1行×7

列配列で，9缶バスケット又はペレット保管容器を貯蔵する。製品ペレット貯蔵棚は，

段ピッチ ，列ピッチ の10段×1行×7列配列で，ペレット保管容器を貯蔵
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する。 

スクラップ貯蔵棚については，第2.2-1図(10)に示すように，東西方向を軸とし，収

納パレット及び棚上部遮蔽体で囲まれた行方向 ×段方向 の線源が6段配列

された2次元無限角柱モデルである。1列分の線源量は，最大貯蔵能力10t･HMのMOX(Pu

富化度18%)を した量であり，列方向の線源部分の長さ で除した値が単位

長さ当たりの線源量となる。 

製品ペレット貯蔵棚については，第2.2-1図(11)に示すように，東西方向を軸とし，

収納パレット及び棚上部遮蔽体で囲まれた行方向 ×段方向 の線源が10段

配列された2次元無限角柱モデルである。1列分の線源量は，最大貯蔵能力6.3t･HMの

MOX(Pu富化度18%)を した量であり，列方向の線源部分の長さ で除した値

が単位長さ当たりの線源量となる。 

スクラップ貯蔵棚及び製品ペレット貯蔵棚の計算値を合算することにより，全線量

率を評価する。 

 

<P7> <A2.9>燃料棒加工第3室(322)：2次元円筒モデル 

燃料棒貯蔵室(316)の燃料棒貯蔵棚を線源とした燃料棒加工第3室(322)の遮蔽計算で

ある。 

燃料棒貯蔵室には，2台の燃料棒貯蔵棚があり，1台は段ピッチ ，行ピッチ

の4段×10行×1列配列で，他の1台は同一のピッチで4段×8行×1列配列で，貯蔵

マガジンを72体貯蔵する。貯蔵マガジンは燃料棒256本を収納する。線源である貯蔵マ

ガジンの寸法は南北方向及び高さ ，東西方向は燃料棒有効長の とする。 

第2.2-1図(12)に示すように，南北方向を軸とした直径 ×南北長さ の円筒

に最大貯蔵能力60t･HMのMOX(Pu富化度17%)が均一に分布する2次元円筒モデルである。

なお，2台の燃料棒貯蔵棚は離れているが，保守側に一つの線源にモデル化している。 

 

<P8> <D9>ペレット一時保管室遮蔽扉：2次元円筒モデル 

ペレット一時保管室(119)のペレット一時保管設備を線源としたペレット加工第1室

(126)の方向の遮蔽扉の遮蔽計算である。 

ペレット一時保管室には，3台のペレット一時保管棚がある。ペレット一時保管棚は，

段ピッチ ，行ピッチ の8段×8行×1列配列で，焼結ボート及びペレット保

管容器(4基)を一時保管する。 

第2.2-1図(13-1)から第2.2-1図(13-4)に示すように，ペレット一時保管棚の1行(8段

分)に対して，上下方向を軸とし，収納パレット及び棚上部遮蔽体で囲まれた線源を8

段配列した状態を模擬した2次元円筒モデルである。ペレット一時保管設備では，線源

周りの遮蔽厚さの異なる2種類の収納パレットを取り扱うため，側面方向のポリエチレ

ン厚さが である の収納パレット-2を

に配置する場合を想定した。また，線源周り遮蔽体厚さについては，ペレッ

ト一時保管棚の配列による遮蔽効果を考慮し，行ごとにそれぞれ第2.2-1図(13-1)から

第2.2-1図(13-4)に示すようなモデルを設定した。 

線源となる貯蔵単位の大きさは，焼結ボートの寸法( )及びペレット
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が搭載される部分の高さを考慮し，半径 ，高さ の円筒形状とした。また，

貯蔵単位の線源量は，最大貯蔵能力1.7t･HMのMOX(Pu富化度18%)を した量であ

る。 

ペレット一時保管棚 についてそれぞれ評価し，計算値を合算するこ

とにより全線量率を評価する。 

 

<P9> <A1.7>粉末調整第2室：2次元円筒モデル 

粉末一時保管室(110)の粉末一時保管設備を線源とした粉末調整第2室(115)の遮蔽計

算である。 

粉末一時保管室には，12台の粉末一時保管装置があり，J60，J85等の貯蔵単位を1段

×47行×2列配列で一時保管する。 

第2.2-1図(14)に示すように，粉末一時保管設備の1貯蔵単位に対して，上下方向を

軸とし，ピット遮蔽体で囲まれた内半径 ・外半径 ×高さ の円環形

状の貯蔵単位(J60)を線源とした2次元円筒モデルである。MOX密度は，

とした。1貯蔵単位の線源量は，最大貯蔵能力6.1t･HMのMOX(Pu富化度33%)を

した量である。コンクリート閉止部から見込むことのできる を線源とし

て考慮し，計算値を することにより全線量率を評価する。 

 

2.3 計算コード, 核定数ライブラリ 

遮蔽計算には，「Ⅱ-1 遮蔽設計に関する基本方針」の“6. 遮蔽計算に用いる計算コ

ード及び核定数ライブラリ”に示す1次元輸送計算コードANISN(1)，2次元輸送計算コード

DOT(2)，核定数ライブラリJSD120(3)を用いる。 

 

2.4 線量率換算係数 

「Ⅱ-1 遮蔽設計に関する基本方針」の“7. 線量率換算係数”に示される線量率換算

係数を用いる。 

 

2.5 遮蔽体 

遮蔽体のモデル化に当たっては，誤差等を考慮し安全裕度を見込んだ厚さ及び密度を

用いる。 

遮蔽計算に用いる物質の密度は普通コンクリート ，ステンレス鋼(JIS 

G 4304(熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)又はJIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼板及

び鋼帯)に定めるSUS304) ，鋼材(JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)に定め

るSS400) ，ポリエチレン(JIS K 6922-1(プラスチック-ポリエチレン(PE)

成形用及び押出用材料)に定めるポリエチレン) ，鉛 ，含

鉛メタクリル樹脂 とする。 

 

3. 遮蔽計算結果 

本建屋及び本洞道におけるP点の線量率計算結果を第3.-1表に，A点の線量率計算結果を

第3.-2表に，遮蔽扉のA点の線量率計算結果を第3.-3表に，遮蔽蓋の線量率計算結果を第
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3.-4表に示す。 

第3.-1表，第3.-2表，第3.-3表及び第3.-4表に示す計算結果より，各線量率計算箇所で

の線量率は，「遮蔽設計の基準となる線量率」を満足している。 

 

4. 参考文献 

(1) Ward W. Engle, Jr., “A Users Manual for ANISN：A One Dimensional Discrete 

Ordinates Transport Code with Anisotropic Scattering”, Oak Ridge National 

Laboratory, 1967, K-1693. 

(2)  W. A. Rhoades et al., “The DOT Ⅲ  Two-dimensional Discrete Ordinates 

Transport Code”, 1973, ORNL-TM-4280. 

(3) 小山他，「遮蔽材料の群定数-中性子100群・ガンマ線20群・P5近似-」，JAERI-M 

6928 (1977). 
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第2.-1表 P点に対する線源一覧 

P点 線源室 
線源となる 

設備・機器等 

Pu 

富化度 

ガンマ線(注4) 

線源強度 

中性子線(注4) 

線源強度 

P1 
燃料集合体 

貯蔵室(422) 

燃料集合体貯蔵 

チャンネル 
11% 

1.57×1017 

(γ/s) 

8.02×1010 

(n/s) 

P2 
輸送容器 

保管室(569) 

燃料集合体用 

輸送容器 
― 

P3 

スクラップ 

処理室(319) 

再生スクラップ 

焙焼処理装置 
18% 

燃料集合体 

洗浄検査室

(325) 

燃料集合体 

(2体) 
14% 

粉末調整第5室

(125) 

均一化混合 

装置 
18% 

造粒装置 18% 

P4 
燃料棒貯蔵室

(316) 
燃料棒貯蔵棚 17% 

P5 

ペレット加工 

第3室(120) 

研削設備 18% 

ペレット 

検査設備 
18% 

燃料棒貯蔵室

(316) 
燃料棒貯蔵棚 17% 
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第2.-1表 P点に対する線源一覧(つづき) 

 

P点 

 

線源室 
線源となる 

設備・機器等 

Pu 

富化度 

ガンマ線(注4) 

線源強度 

中性子線(注4) 

線源強度 

P6 
ペレット・スクラ

ップ貯蔵室(113) 

スクラップ 

貯蔵棚 
18% 

製品ペレット 

貯蔵棚 
18% 

P7 
燃料棒貯蔵室

(316) 
燃料棒貯蔵棚 17% 

P8 
ペレット一時保

管室(119) 

ペレット 

一時保管棚 
18% 

P9 
粉末一時保管室

(110) 

粉末一時 

保管設備 
33% 

注1 輸送容器表面から1m地点における線量当量率が100μSv/hとなる中性子発生数を設定す
る。 

注2 燃料集合体1体当たりの線源強度 
注3 スクラップ貯蔵棚は ，製品ペレット貯蔵棚は の線源強度 
注4 ガンマ線及び中性子のエネルギースペクトルは，Ⅱ-1 遮蔽設計に関する基本方針」

の“5. 遮蔽設計に用いる線源強度”の第5.-1表及び第5.-2表を用いる。 
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第 3.-1表 P点の線量率計算結果(1/4) 

線量率計算箇所 線源条件 

モデル図

番号 

材質 

厚さ(m)(注 2) 

各線源に

対する 

線量率

(μSv/h) 

合計線量率 

(μSv/h) 

線量率計算箇所 

(遮蔽設計の基準

となる 

線量率) 

線量率計算箇所の

ある部屋等(注 1) 
線源室 線源機器名 

P1 

第1.-1図(4) 

(2.6μSv/h) 

燃料加工建

屋外(南側) 
 

燃料集合

体貯蔵室 

(422) 

燃料集合体貯蔵

チャンネル 

図 2.2-1 図

(1) 

P2 

第1.-1図(5) 

(2.6μSv/h) 

地上1階東西

第2廊下 

(556) 

 

輸送容器

保管室 

(569) 

燃料集合体用 

輸送容器( ) 

図 2.2-1 図

(2) 

P3 

第1.-1図(3) 

(12.5μSv/h) 

制御第4室 

(324) 

 

スクラッ

プ処理室 

(319) 

再生スクラップ

焙焼処理装置 

図 2.2-1 図

(3) 

燃料集合体

洗浄検査室 

(325) 

燃料集合体(2体) 
図 2.2-1 図

(4) 

 

粉末調整

第5室 

(125) 

均一化混合装置 
図 2.2-1 図

(5) 

造粒装置 
図 2.2-1 図

(6) 

注1 線源室から見た線量率計算箇所の方向 

注2 コンクリートの施工厚さに対して施工公差( )を考慮した値 
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第 3.-1表 P点の線量率計算結果(2/4) 

線量率計算箇所 線源条件 

モデル図

番号 

材質 

厚さ(m)(注 2) 

各線源に

対する 

線量率

(μSv/h) 

合計線量率 

(μSv/h) 

線量率計算箇所 

(遮蔽設計の基準

となる 

線量率) 

線量率計算箇所の

ある部屋等(注 1) 
線源室 線源機器名 

P4 

第1.-1図(4) 

(12.5μSv/h) 

排風機室 

(404) 
 
燃料棒貯

蔵室(316) 
燃料棒貯蔵棚 

図 2.2-1 図

(7) 

P5 

第1.-1図(1) 

(現場監視第１室

等，50μSv/h) 

現場監視 

第2室(122) 

 
燃料棒貯

蔵室(316) 
燃料棒貯蔵棚 

図 2.2-1 図

(7) 

 

ペレット 

加工第3室

(120) 

研削設備(2台) 
図 2.2-1 図

(8) 

ペレット検査 

設備(2台) 

図 2.2-1 図

(9) 

注1 線源室から見た線量率計算箇所の方向 

注2 コンクリートの施工厚さに対して施工公差( )を考慮した値 
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第 3.-1表 P点の線量率計算結果(3/4) 

線量率計算箇所 線源条件 

モデル図

番号 

材質 

厚さ(m)(注 2) 

各線源に

対する 

線量率

(μSv/h) 

合計線量率 

(μSv/h) 

線量率計算箇所 

(遮蔽設計の基準

となる 

線量率) 

線量率計算箇所の

ある部屋等(注 1) 
線源室 線源機器名 

P6 

第1.-1図(3) 

(粉末調整第1室

等，50μSv/h) 

燃料棒加工

第1室(314) 

ペレット.

スクラッ

プ貯蔵室 

(113) 

スクラップ 

貯蔵棚(5棚) 

図 2.2-1 図

(10) 

製品ペレット 

貯蔵棚(5棚) 

図 2.2-1 図

(11) 

P7 

第1.-1図(3) 

(粉末調整第1室

等，50μSv/h) 

燃料棒加工

第3室(322) 

燃料棒貯

蔵室(316) 
燃料棒貯蔵棚 

図 2.2-1 図

(12) 

注1 線源室から見た線量率計算箇所の方向 

注2 コンクリートの施工厚さに対して施工公差( )を考慮した値 

注3 貯蔵単位周りの補助遮蔽(ポリエチレン50mm以上，ステンレス鋼11mm以上)又は(ポリエチレン20mm以上，ステンレス鋼

4mm以上)を考慮する。補助遮蔽の仕様については，スクラップ貯蔵設備及び製品ペレット貯蔵設備の申請時に記載す

る。 

MOX① Ⅱ-0043 G 
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第 3.-1表 P点の線量率計算結果(4/4) 

線量率計算箇所 線源条件 

モデル図

番号 

材質 

厚さ(m)(注 2) 

各線源に

対する 

線量率

(μSv/h) 

合計線量率 

(μSv/h) 

線量率計算箇所 

(遮蔽設計の基準

となる 

線量率) 

線量率計算箇所の

ある部屋等(注 1) 
線源室 線源機器名 

P8(注 3) 

第1.-1図(1) 

(粉末調整第1室

等，50μSv/h) 

ペレット加

工第1室

(126) 

ペレット

一時保管

室(119) 

ペレット一時 

保管棚 

図2.2-1図 

(13-1)～ 

(13-4) 

P9(注 5) 

第1.-1図(1) 

(粉末調整第1室

等，50μSv/h) 

粉末調整第2

室(115) 

粉末一時

保管室 

(110) 

粉末一時保管 

装置 

図 2.2-1 図

(14) 

注1 線源室から見た線量率計算箇所の方向 

注2 遮蔽体厚さは施工公差を考慮して保守側に設定している。 

注3 作業位置を考慮し，コンクリート壁から 位置を線量率計算箇所とした。 

注4 貯蔵単位周りの補助遮蔽( )又は( )を考慮する。

補助遮蔽の仕様については，ペレット一時保管設備の申請時に記載する。 

注5 作業位置を考慮し，コンクリート壁から 位置を線量率計算箇所とした。 

注6 貯蔵単位周りの補助遮蔽( )及びグローブボックス遮蔽

( )を考慮する。補助遮蔽及びグローブボックス遮蔽の仕様については，粉末一時保管設

備の申請時に記載する。 

MOX① Ⅱ-0044 G 
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第 3.-2表 A点の線量率計算結果(1/12) 

線量率計算箇所 線源条件 

線源強度 
材質 

厚さ(m)(注 2) 

各線源に

対する 

線量率

(μSv/h) 

合計線量率 

(μSv/h) 

線量率計算箇所 

(遮蔽設計の基準

となる 

線量率) 

線量率計算箇所の

ある部屋等(注 1) 
線源室 線源機器名 

A1.1 

第1.-1図(1) 

(12.5μSv/h) 

地下3階廊下 

(130) 

粉末調整

第1室

(108) 

原料MOX粉末缶一

時保管設備 

回収粉末微粉

砕・分析試料採

取装置 

A1.2 

第1.-1図(1) 

(12.5μSv/h) 

地下3階廊下 

(130) 

貯蔵容器

一時保管

室(103) 

一時保管 

ピット 

貯蔵容器

受入第1室

(202) 

貯蔵容器 

(1基) 

注1 線源室から見た線量率計算箇所の方向 
注2 コンクリートの施工厚さに対して施工公差( )を考慮した値 

 

MOX① Ⅱ-0046 G 
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第 3.-2表 A点の線量率計算結果(2/12) 

線量率計算箇所 線源条件 

線源強度 
材質 

厚さ(m)(注 2) 

各線源に

対する 

線量率

(μSv/h) 

合計線量率 

(μSv/h) 

線量率計算箇所 

(遮蔽設計の基準

となる 

線量率) 

線量率計算箇所の

ある部屋等(注 1) 
線源室 線源機器名 

A1.3 

第1.-1図(1) 

(12.5μSv/h) 

地下3階廊下 

(130) 
 

ペレット・

スクラップ

貯蔵室 

(113) 

スクラップ 

貯蔵棚(5棚) 

製品ペレット 

貯蔵棚(5棚) 

注1 線源室から見た線量率計算箇所の方向 

注2 コンクリートの施工厚さに対して施工公差( )を考慮した値 

MOX① Ⅱ-0047 G 
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第 3.-2表 A点の線量率計算結果(3/12) 

線量率計算箇所 線源条件 

線源強度 
材質 

厚さ(m)(注 2) 

各線源に

対する 

線量率

(μSv/h) 

合計線量率 

(μSv/h) 

線量率計算箇所 

(遮蔽設計の基準

となる 

線量率) 

線量率計算箇所の

ある部屋等(注 1) 
線源室 線源機器名 

A2.1 

第1.-1図(3) 

(12.5μSv/h) 

地下2階廊下 

(331) 

燃料棒 

貯蔵室 

(316) 

燃料棒貯蔵棚 

A2.2 

第1.-1図(3) 

(12.5μSv/h) 

地下2階廊下 

(331) 

燃料棒 

貯蔵室 

(316) 

燃料棒貯蔵棚 

燃料集合

体貯蔵室 

(422) 

燃料集合体貯蔵

チャンネル 

注1 線源室から見た線量率計算箇所の方向 

注2 コンクリートの施工厚さに対して施工公差( )を考慮した値 
注3 施工上の厚さは であるが，各貯蔵チャンネル下部の の給気口を考慮して保守側に とした。 
 

MOX① Ⅱ-0048 G 
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第 3.-2表  A点の線量率計算結果 (4/12) 

線量率計算箇所  線源条件  

線源強度  
材質  

厚さ (m)(注 2 ) 

各線源に

対する  

線量率

(μ Sv/h) 

合計線量率  

(μ Sv/h) 

線量率計算箇所  

(遮蔽設計の基

準となる  

線量率 ) 

線量率計算箇所

のある部屋等 (注 1) 
線源室  線源機器名  

A2.3 

第 1.-1図 (3) 

(12.5μ Sv/h) 

燃料集合体

部材準備室  

(329) 

 

燃料集合

体洗浄検

査室  

(325) 

 
梱包室  

(419) 

注 1 線源室から見た線量率計算箇所の方向  
注 2 コンクリートの施工厚さに対して施工公差 ( )を考慮した値  
注 3 補助遮 蔽 ( )を考慮す る。補助 遮蔽の

仕様については，燃料集合体洗浄設備及び燃料集合体検査設備の申請時に記載する。  
注 4 燃 料集 合体組立 第 2室 (326)の線 源量 は , 燃料 集合体洗 浄検査室 (325)と比 較して小 さく ,コン クリート 壁の施工

厚が と厚いため，合計線量率への影響はない。  
 
 

MOX① Ⅱ-0049 G 
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第 3.-2表  A点の線量率計算結果 (5/12) 

線量率計算箇所  線源条件  

線源強度  
材質  

厚さ (m)(注 2 ) 

各線源に

対する  

線量率

(μ Sv/h) 

合計線量率  

(μ Sv/h) 

線量率計算箇所  

(遮蔽設計の基

準となる  

線量率 ) 

線量率計算箇所

のある部屋等 (注 1) 
線源室  線源機器名  

A2.4 

第 1.-1図 (3) 

(12.5μ Sv/h) 

制御第 3室  

(310) 
 

燃料棒加

工第 1室  

(314) 

スタック編成  

装置 (2台 )(注 3 ) 

スタック乾燥  

装置 (2台 )(注 3 ) 

スタック供給  

装置 (2台 )(注 3 ) 

挿 入 溶 接 装 置 (2

台 )， 除 染 装 置 (2

台 ),汚 染 検 査 装

置 (2台 )(注 3 ) (注 4 ) 

注 1 線源室から見た線量率計算箇所の方向  

注 2 コンクリートの施工厚さに対して施工公差 ( )を考慮した値  

注 3 各設備の壁からの距離を考慮  

注 4 燃料棒 1本当たりの線源，取扱量 (34本 )を考慮し線量率を評価  

MOX① Ⅱ-0050 G 
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第 3.-2表  A点の線量率計算結果 (6/12) 

線量率計算箇所  線源条件  

線源強度  
材質  

厚さ (m)(注 2 ) 

各線源に

対する  

線量率

(μ Sv/h) 

合計線量率  

(μ Sv/h) 

線量率計算箇所  

(遮蔽設計の基

準となる  

線量率 ) 

線量率計算箇所

のある部屋等 (注 1) 
線源室  線源機器名  

A3.2 

第 1.-1図 (4) 

(12.5μ Sv/h) 

地下 1階廊下  

(423) 

 

輸送容器

保管室  

(569) 

燃料集合体用輸

送容器 ( ) 

 

燃料集合

体貯蔵室  

(422) 

燃料集合体貯蔵

チャンネル  

 

燃料棒貯

蔵室  

(316) 

燃料棒貯蔵棚  

A4.2 

第 1.-1図 (5) 

(12.5μ Sv/h) 

南第 1階段室  

(139) 
 

燃料集合

体貯蔵室  

(422) 

燃料集合体貯蔵

チャンネル  

注 1 線源室から見た線量率計算箇所の方向  

注 2 コンクリートの施工厚さに対して施工公差 ( )を考慮した値  

MOX① Ⅱ-0051 G 
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第 3.-2表  A点の線量率計算結果 (7/12) 

線量率計算箇所  線源条件  

線源強度  
材質  

厚さ (m)(注 2 ) 

各線源に

対する  

線量率

(μ Sv/h) 

合計線量率  

(μ Sv/h) 

線量率計算箇所  

(遮蔽設計の基

準となる  

線量率 ) 

線量率計算箇所

のある部屋等 (注 1) 
線源室  線源機器名  

A4.3 

第 1.-1図 (5) 

(現場監視第１室

等， 50μ Sv/h) 

輸送容器  

検査室 (568) 

輸送容器

保管室

(569) 

燃料集合体用輸送

容器 ( )(注 3 ) 

貯蔵梱包

クレーン

室 (574) 

燃料集合体  

(1体 ) 

燃料集合

体組立ク

レーン室  

(413) 

燃料集合体  

(1体 ) 

A4.4 

第 1.-1図 (5) 

(現場監視第１室

等， 50μ Sv/h) 

ダクト点検

室 (570) 

輸送容器

保管室

(569) 

燃料集合体用輸送

容器 ( )(注 3 ) 

注 1 線源室から見た線量率計算箇所の方向  

注 2 コンクリートの施工厚さに対して施工公差 ( )を考慮した値  

注 3 各燃料集合体用輸送容器の壁からの距離を考慮  

MOX① Ⅱ-0052 G 
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第 3.-2表  A点の線量率計算結果 (8/12) 

線量率計算箇所  線源条件  

線源強度  
材質  

厚さ (m)(注 2 ) 

各線源に

対する  

線量率

(μ Sv/h) 

合計線量率  

(μ Sv/h) 

線量率計算箇所  

(遮蔽設計の基

準となる  

線量率 ) 

線量率計算箇所

のある部屋等 (注 1) 
線源室  線源機器名  

A1.5(注 3 ) 

第 1.-1図 (1) 

(粉末調整第 1室

等， 50μ Sv/h) 

貯蔵容器受

入第 2室  

(104) 

貯蔵容器

一時保管

室 (103) 

一時保管  

ピット  

A1.6(注 4 ) 

第 1.-1図 (1) 

(粉末調整第 1室

等， 50μ Sv/h) 

粉末調整第 7

室 (118) 

粉末一時

保管室

(110) 

粉末一時保管  

装置  

A2.7 

第 1.-1図 (3) 

(粉末調整第 1室

等， 50μ Sv/h) 

燃料棒加工

第 2室  

(315) 

 

ペレット

一時保管

室 (119) 

ペレット一時  

保管棚 (3棚 ) 

注 1 線源室から見た線量率計算箇所の方向  

注 2 コンクリートの施工厚さに対して施工公差 ( )を考慮した値  

注 3 作業位置を考慮し，壁から 位置を線量率計算箇所とした。  

注 4 作業位置を考慮し，壁から 位置を線量率計算箇所とした。  

MOX① Ⅱ-0053 G 
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第 3.-2表  A点の線量率計算結果 (9/12) 

線量率計算箇所  線源条件  

線源強度  
材質  

厚さ (m)(注 2 ) 

各線源に

対する  

線量率

(μ Sv/h) 

合計線量率  

(μ Sv/h) 

線量率計算箇所  

(遮蔽設計の基

準となる  

線量率 ) 

線量率計算箇所

のある部屋等 (注 1) 
線源室  線源機器名  

A2.8(注 3 ) 

第 1.-1図 (3) 

(粉末調整第 1室

等， 50μ Sv/h) 

燃料棒加工

第 1室 (314) 
 

燃料棒貯

蔵室  

(316) 

燃料棒貯蔵棚  

A4.5 

第 1.-1図 (5) 

(粉末調整第 1室

等， 50μ Sv/h) 

貯蔵梱包ク

レーン室  

(574) 

 

輸送容器

保管室  

(569) 

燃料集合体用輸

送容器 ( ) 

 

燃料集合

体貯蔵室  

(422) 

燃料集合体貯蔵

チャンネル  

注 1 線源室から見た線量率計算箇所の方向  

注 2 コンクリートの施工厚さに対して施工公差 ( )を考慮した値  

注 3 作業位置を考慮し，壁から 位置を線量率計算箇所とした。  

MOX① Ⅱ-0054 G 
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第 3.-2表  A点の線量率計算結果 (10/12) 

線量率計算箇  線源条件  

線源強度  
材質  

厚さ (m)(注 2 ) 

各線源に

対する  

線量率

(μ Sv/h) 

合計線量率  

(μ Sv/h) 

線量率計算箇所  

(遮蔽設計の基

準となる  

線量率 ) 

線量率計算箇所

のある部屋等 (注 1) 
線源室  線源機器名  

A2.10 

第 1.-1図 (3) 

(分析第 1室等，

50μ Sv/h) 

分析第 1室  

(302) 

燃料棒解

体室  

(312) 

燃料棒解体装置  

粉末調整

第 1室  

(108) 

原料 MOX粉末缶

一時保管装置  

回収粉末微粉砕  

･分析試料採取

装置  

注 1 線源室から見た線量率計算箇所の方向  

注 2 コンクリートの施工厚さに対して施工公差 ( )を考慮した値  
注 3 補助遮蔽 ( )を考慮する。補助遮蔽の仕様に

ついては，燃料棒解体装置の申請時に記載する。  
注 4 作業位置を考慮し，線源表面から 位置を線量率計算箇所とした。  

注 5 分析第 2室の線源量は小さく，コンクリート壁の施工厚 と厚いため，合計線量率への影響はない。  

 

MOX① Ⅱ-0055 G 
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第 3.-2表  A点の線量率計算結果 (11/12) 

線量率計算箇所  線源条件  

線源強度  
材質  

厚さ (m)(注 2 ) 

各線源に

対する  

線量率

(μ Sv/h) 

合計線量率  

(μ Sv/h) 

線量率計算箇所  

(遮蔽設計の基

準となる  

線量率 ) 

線量率計算箇所

のある部屋等 (注 1) 
線源室  線源機器名  

A2.11 

第 1.-1図 (3) 

(分析第 1室等，

50μ Sv/h) 

分析第 2室  

(313) 

 
燃料棒解

体室 (312) 
燃料棒解体装置  

 

粉末一時

保管室  

(110) 

粉末一時保管棚  

注 1 線源室から見た線量率計算箇所の方向  

注 2 コンクリートの施工厚さに対して施工公差 ( )を考慮した値  

注 3 補助遮蔽 ( )を考慮する。補助遮蔽の仕様に

ついては，燃料棒解体装置の申請時に記載する。  

注 4 作業位置を考慮し，壁から 位置を線量率計算箇所とした。  

注 5 分析第 1室の線源量は小さく，コンクリート壁の施工厚 と厚いため，合計線量率への影響はない。  

 

MOX① Ⅱ-0056 G 
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第 3.-2表  A点の線量率計算結果 (12/12) 

線量率計算箇所  線源条件  

線源強度  
材質  

厚さ (m)(注 2 ) 

各線源に

対する  

線量率

(μ Sv/h) 

合計線量率  

(μ Sv/h) 

線量率計算箇所  

(遮蔽設計の基

準となる  

線量率 ) 

線量率計算箇所

のある部屋等 (注 1) 
線源室  線源機器名  

A2.12 

第 1.-1図 (3) 

(分析第 1室等，

50μ Sv/h) 

分析第 3室  

(321) 

燃料集合体

洗浄検査室 

(325) 

燃料集合体(2体) 

粉末一時

保管室  

(110) 

粉末一時保管棚  

注 1 線源室から見た線量率計算箇所の方向  

注 2 コンクリートの施工厚さに対して施工公差 ( )を考慮した値  

注 3 燃料集合体 1体あたりの線源強度  

注 4 補 助 遮 蔽 ( )を 考 慮 す る 。 補 助 遮 蔽 の

仕様については，燃料集合体洗浄設備及び燃料集合体検査設備の申請時に記載する。  

注 5 作業位置を考慮し，壁から 位置を線量率計算箇所とした。  

注 6 分析第 2室の線源量は小さく，コンクリート壁の施工厚 と厚いため，合計線量率への影響はない。  
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第 3.-3表 遮蔽扉の線量率計算結果 (1/2) 

線量率計算箇所 線源条件

材質  

厚さ (m)(注 2 ) 

線量率

(μ Sv/h) 

他線源室

からの

線量率

(μ Sv/h) 

合計

線量率

(μ Sv/h) 

線量率計算箇所

(遮蔽設計の基

準となる

線量率 ) 

線 量 率 計 算 箇

所 の あ る 部 屋

等 (注 1) 

線源室 線源機器名 線源強度

D1 

第 1.-1図 (1) 

(12.5μ Sv/h) 

地下 3階

廊下

(130) 

 

粉末調整

第 5室

(125) 

均一化混

合装置

造粒装置

D5 

第 1.-1図 (3) 

(分析第 1室

等， 50μ Sv/h) 

燃料棒

受入室

(330) 

 

燃料棒貯

蔵室

(316) 

燃料棒

貯蔵棚

注 1  線源室から見た線量率計算箇所の方向  

注 2  コンクリートの施工厚さに対して施工公差 ( )を考慮した値  

注 3  補 助 遮 蔽 ( )を 考 慮 す る 。 補 助 遮 蔽 の 仕 様 に

ついては，均一化混合装置の申請時に記載する。

MOX① Ⅱ-0058 G 
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第 3.-3表  遮蔽扉の線量率計算結果 (2/2) 

線量率計算箇所  線源条件  

材質  

厚さ (m)(注 2 ) 

線量率  

(μ Sv/h) 

他線源室

からの  

線量率  

(μ Sv/h) 

合計線  

量率  

(μ Sv/h) 

線量率計算箇所  

(遮蔽設計の基

準となる  

線量率 ) 

線 量 率 計 算 箇

所 の あ る 部 屋

等 (注 1) 

線源室  線源機器名  線源強度  

D14 

第 1.-1図 (4) 

(12.5μ Sv/h) 

地下 1階  

廊下  

(423) 

 

燃料集合

体組立ク

レーン室  

(413) 

燃料集合体

注 1 線源室から見た線量率計算箇所の方向  

注 2 遮蔽体厚さは施工公差を考慮して保守側に設定している。  

注 3 作業位置を考慮し，壁から 位置を線量率計算箇所とした。  

MOX① Ⅱ-0059 G 
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第 3.-4表  遮蔽蓋の線量率計算結果  

線量率計算箇所  線源条件  

材質  

厚さ (m)(注 2 ) 

線量率  

(μ Sv/h) 

他線源室

からの  

線量率  

(μ Sv/h) 

合計  

線量率  

(μ Sv/h) 

線量率計算箇所  

(遮蔽設計の基

準となる  

線量率 ) 

線 量 率 計 算 箇

所 の あ る 部 屋

等 (注 1) 
線源室  線源機器名  線源強度  

H1 

第 2.-1図 (2) 

(粉末調整第 1室

等， 50μ Sv/h) 

貯蔵容器

受入第 1室  

(202) 

貯蔵容器

一時保管

室 (103) 

一時保管

ピット  

注 1 線源室から見た線量率計算箇所の方向  

注 2 遮蔽体厚さは施工公差を考慮して保守側に設定している。  
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第 1.-1図(1) 地下 3階遮蔽設計の基準となる線量率及び遮蔽計算代表点等 
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 第 1.-1図(2) 地下 3階中 2階遮蔽設計の基準となる線量率及び遮蔽計算代表点等 

MO
X①

 
Ⅱ
-0
06
2 

G 



31 

 
第 1.-1図(3) 地下 2階遮蔽設計の基準となる線量率及び遮蔽計算代表点等 
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 第 1.-1図(4) 地下 1階遮蔽設計の基準となる線量率及び遮蔽計算代表点等 
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第 1.-1図(5) 地上 1階遮蔽設計の基準となる線量率及び遮蔽計算代表点等 
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第 1.-1図(6) 地上 2階遮蔽設計の基準となる線量率及び遮蔽計算代表点等 
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第 1.-1図(7) 塔屋階遮蔽設計の基準となる線量率及び遮蔽計算代表点等 
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第 2.2-1 図 (1) 燃料集合体貯蔵チャンネル： 方向線量率計算モデル図  

(線源形状：有限円筒 ) 
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第 2.2-1 図 (2) 燃料集合体用輸送容器： 方向線量率計算モデル図  

(線源形状：球 ) 
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第 2.2-1図 (3) 再生スクラップ焙焼処理装置： 方向線量率計算モデル図  

(線源形状：球 ) 
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第 2.2-1図 (4) 燃料集合体： 方向線量率計算モデル図  

(線源形状：無限円筒 ) 
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第 2.2-1図 (5) 均一化混合装置： 方向線量率計算モデル図  

(線源形状：球 ) 
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第 2.2-1図 (6) 造粒装置： 方向線量率計算モデル図  

(線源形状：球 ) 
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第 2.2-1 図 (7) 燃料棒貯蔵棚： 方向線量率計算モデル図  

(線源形状：有限円筒 ) 
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第 2.2-1図 (8) 研削設備： 方向線量率計算モデル図  

(線源形状：球 ) 
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第 2.2-1図 (9) ペレット検査設備： 方向線量率計算モデル図  

(線源形状：球 ) 
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第 2.2-1図 (10) スクラップ貯蔵棚： 方向線量率計算モデル図  
(線源形状：無限角柱 ) 
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第 2.2-1図 (11) 製品ペレット貯蔵棚： 方向線量率計算モデル図  
(線源形状：無限角柱 ) 
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第 2.2-1 図 (12) 燃料棒貯蔵棚： 方向線量率計算モデル図  

(線源形状：有限円筒 ) 
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第 2.2-1 図 (13-1) ペレット一時保管棚： 方向線量率計算モデル図  

(線源形状：有限円筒， 1 棚目 行目モデル ) 

 

 

 

M
OX
①
 
Ⅱ
-0
0
80
 
G 



49 

 

第 2.2-1 図 (13-2) ペレット一時保管棚： 方向線量率計算モデル図  

(線源形状：有限円筒， 1 棚目 行目モデル ) 
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第 2.2-1 図 (13-3) ペレット一時保管棚： 方向線量率計算モデル図  

(線源形状：有限円筒， 2 棚目 行目及び 3 棚目  

行目モデル ) 
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第 2.2-1 図 (13-4) ペレット一時保管棚： 方向線量率計算モデル図  

(線源形状：有限円筒， 1 棚目 行目， 2 棚目  

行目及び 3 棚目 行目モデル ) 
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第 2.2-1 図 (14) 粉末一時保管装置： 方向線量率計算モデル図  

(線源形状：有限円環 ) 
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1. 概要 

本資料は，ＭＯＸ燃料加工施設の耐震設計が「加工施設の技術基準に関する規則」(以下

「技術基準規則」という。)第５条，第 26 条(地盤)，第６条，第 27 条(地震による損傷の

防止)及び第 30 条(重大事故等対処設備)に適合することを説明するものである。 

なお，上記条文以外への適合性を説明する各資料にて基準地震動Ｓｓ又は基準地震動

Ｓｓを 1.2 倍とした地震力に対して機能を保持するとしているものとして，第 11 条及び

第 29 条に係る火災防護設備の耐震性，第 12 条及び第 30 条に係る溢水防護設備の耐震性

及び重大事故等対処設備の耐震性については添付書類の別添にて説明する。 
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2. 耐震設計の基本方針 

2.1  基本方針 

安全機能を有する施設については，地震により安全機能が損なわれるおそれがないこと，

重大事故等対処施設については地震により重大事故に至るおそれがある事故又は重大事

故(以下「重大事故等」という。)に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない

ことを目的とし，「技術基準規則」に適合するように設計する。施設の設計にあたり考慮

する，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要を添付書類「Ⅲ－１－１－１ 基

準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」に示す。 

(1) 安全機能を有する施設のうち，地震により生ずるおそれがあるその安全機能の喪失に

起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きいもの(以下「耐震重要施設」とい

う。)は，その供用中に当該施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震動(以下「基準

地震動」という。)による加速度によって作用する地震力に対して，その安全機能が損な

われるおそれがないように設計する。 

また，安全機能を有する施設は地震により発生するおそれがある安全機能の喪失及び

それに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から，各施設の安全機能が喪失し

た場合の影響の相対的な程度(以下「耐震重要度」という。)に応じて，耐震重要度分類

をＳクラス，Ｂクラス及びＣクラスに分類し，それぞれに応じた地震力に十分耐えられ

るように設計する。 

重大事故等対処設備については，各設備が有する重大事故等時に対処するために必要

な機能及び設置状態を踏まえて，重大事故等が発生した場合において対処するために必

要な機能を有する設備であって常設のもの(以下「常設重大事故等対処設備」という。)

を，耐震重要施設に属する設計基準事故に対処するための設備が有する機能を代替する

もの(以下「常設耐震重要重大事故等対処設備」という。)及び常設耐震重要重大事故等

対処設備以外の常設重大事故等対処設備に，可搬型のものを可搬型重大事故等対処設備

に分類し，それぞれの設備分類に応じて設計する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，基準地震動に

よる地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない

ように設計する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設は，代替する安全機能を有する施設が属する耐震重要度に適用される地震

力に十分に耐えることができるように設計する。 

また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備は，安全機能を

有する施設の耐震設計における耐震重要度の分類方針に基づき，重大事故等対処時の使

用条件を踏まえて，当該設備の機能喪失により放射線による公衆への影響の程度に応じ

て分類し，その地震力に対し十分に耐えることができるように設計する。 

(2) 安全機能を有する施設の建物・構築物については，耐震重要度に応じて算定する地震

力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設については，基準

地震動による地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する

地盤に設置する。 
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また，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される

重大事故等対処施設については，代替する安全機能を有する施設が属する耐震重要度に

応じて適用される地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有

する地盤に設置する。 

これらの地盤の評価については，添付書類「Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る

基本方針」に示す。 

(3) 耐震重要施設について，静的地震力は水平方向地震力と鉛直方向地震力が同時に不利

な方向の組合せで作用するものとする。 

(4) 動的地震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものと

する。 

(5) 耐震重要施設は，基準地震動による地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれ

がないように設計する。建物・構築物については，構造物全体としての変形能力(耐震壁

のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有するように，機器・配管

系については，塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルにとどまっ

て破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能を保持できるように設計する。建

物・構築物のうち構築物(洞道)は，構造部材の曲げについては限界層間変形角又は曲げ

耐力，構造部材のせん断については，せん断耐力に対して妥当な安全余裕をもたせる設

計とする。 

また，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に

対しておおむね弾性状態にとどまる範囲で耐えるように設計する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，基準地震動に

よる地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがな

いように設計する。建物・構築物については，構造物全体としての変形能力(耐震壁のせ

ん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有するように，機器・配管系に

ついては，その施設に要求される機能を保持するように設計し，塑性域に達するひずみ

が生じる場合であっても，その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界に十分な余

裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさないように設計する。 

(6) 地震時又は地震後の機器・配管系の動的機能要求については，基準地震動による地震

力に対して，当該機器の構造，動作原理等を考慮した設計を行い，実証試験等により確

認されている機能確認済加速度等を許容限界とする。 

(7) Ｂクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態にとどまる範囲で耐えるよ

うに設計する。 

また，共振のおそれのある施設については，弾性設計用地震動に２分の１を乗じた地

震力により検討を行う。なお，当該地震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に

組み合わせて算定するものとする。 

Ｃクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態にとどまる範囲で耐えるよ

うに設計する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設については，設計基準事故に対処するための設備が有する機能を代替する

施設の属する耐震重要度に応じた地震力を適用する。 
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また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備は，安全機能を

有する施設の耐震設計における耐震重要度の分類方針に基づき，重大事故等対処時の使

用条件を踏まえて，当該設備の機能喪失により放射線による公衆への影響の程度に応じ

て分類した地震力を適用する。 

(8) 耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設

が，それ以外のＭＯＸ燃料加工施設内にある施設（資機材等含む）の波及的影響によっ

て，それぞれその安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるお

それがない設計とする。 

(9) 耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設

の周辺斜面は，基準地震動による地震力に対して，耐震重要施設の「安全機能」又は常

設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の「重大事故等の対処

に必要な機能」に影響を及ぼすような崩壊を起こすおそれがないものとする。 

(10) 安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際しては，

地震の影響が低減されるように考慮する。 

(11) 地震を要因とする重大事故等に対する施設については，工学的，総合的判断に基づき

基準地震動の 1.2 倍の地震力に対して必要な機能が損なわれるおそれがないように設計

する。 

なお，本設計に当たっては，安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の耐震設

計における設計方針のほか，塑性変形する場合であっても破断延性限界に至らず，その

施設の機能に影響を及ぼすことがないものを許容限界として設定する。 
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2.2  適用規格 

適用する規格としては，既に認可された設計及び工事の方法の認可申請書の添付書類

(以下「既設工認」という。)で適用実績がある規格のほか， 新の規格基準についても

技術的妥当性及び適用性を示したうえで適用可能とする。なお，規格基準に規定のない

評価手法等を用いる場合は，既往研究等において試験，研究等により妥当性が確認され

ている手法，設定等について，適用条件，適用範囲に留意し，その適用性を確認した上

で用いる。 

既設工認において実績のある主要な適用規格を以下に示す。 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601･補-1984」 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」 

(以降，添付書類Ⅲにおいて「JEAG4601」と記載しているものは上記３指針を指す。) 

・建築基準法・同施行令 

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計法－(1999 改定) 

・鋼構造設計規準－許容応力度設計法－(2005 改定) 

・鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計と保有水平耐力－ 

(2001 改定) 

・建築基礎構造設計指針(2001 改定) 

・コンクリート標準示方書［構造性能照査編］(2002年制定) 

・道路橋示方書(Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編)・同解説(平成14年3月) 

・道路橋示方書(Ⅴ耐震設計編)・同解説(平成14年3月) 

ただし，JEAG4601 に記載されているＡｓクラスを含むＡクラスの施設をＳクラスの施

設に読み替えた上で，基準地震動Ｓ２，Ｓ１をそれぞれ基準地震動Ｓｓ，弾性設計用地

震動Ｓｄと読み替える。 

なお，Ａクラスの施設をＳクラスと読み替える際には基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用

地震動Ｓｄを適用するものとする。 

また，「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」(昭和 55 年通商産業省告示第

501 号， 終改正平成 15 年７月 29 日経済産業省告示第 277 号)に関する内容について

は，「発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005 年版(2007 年追補版を含む))＜第Ⅰ編 

軽水炉規格＞JSME S NC1」(以下「JSME S NC1」という。) に従うものとする。 
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3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類 

3.1  安全機能を有する施設の耐震重要度分類 

安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を以下のとおり分類する。各施設の具体

的な耐震設計上の重要度分類及び当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されるこ

とを確認する地震動を添付書類「Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備

の設備分類の基本方針」に示す。 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内包している施設，当該施設に直接関係しておりその機能喪失によ

り放射性物質を外部に放散する可能性のある施設，放射性物質を外部に放散する可能性

のある事態を防止するために必要な施設及び放射性物質が外部に放散される事故発生の

際に外部に放散される放射性物質による影響を低減させるために必要となる施設であっ

て，環境への影響が大きいもの。 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラス施設と比べ小さい

施設。 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設と

同等の安全性が要求される施設。 

 

3.2  重大事故等対処設備の設備分類 

重大事故等対処設備について，各設備が有する重大事故等に対処するために必要な機

能及び設置状態を踏まえ，常設重大事故等対処設備を以下のとおりに分類する。各施設

の設備分類及び当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されることを確認する地震

動を添付書類「Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本

方針」に示す。 

(1) 基準地震動による地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれ

るおそれがないよう設計する設備 

a. 常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に属する設計基準事故に対処する

ための設備が有する機能を代替する設備 

(2) 静的地震力に対して十分に耐えるよう，また共振のおそれのある施設については弾性

設計用地震動に２分の１を乗じた地震力に対しても十分に耐えるよう設計する設備 

a. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，上記(1)a.以外のＢクラス設備 

(3) 静的地震力に対して十分に耐えるよう設計する設備 

a. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，上記(1)a.及び上記(2)a.以外の設備 

 

3.3  波及的影響に対する考慮 

3.3.1  耐震重要施設に対する波及的影響の考慮 
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耐震重要施設は，下位クラス施設の波及的影響によって，その安全機能を損なわな

い設計とする。 

ここで，下位クラス施設とは，耐震重要施設の周辺の耐震重要施設以外のＭＯＸ燃

料加工施設内にある施設（資機材等含む）をいう。 

波及的影響に対する設計に当たっては，以下の４つの観点をもとに，敷地全体を俯

瞰した調査・検討を行い，各観点より選定した事象に対する波及的影響の検討により，

波及的影響を考慮すべき施設を抽出し，耐震重要施設の安全機能への影響がないこと

を確認する。 

波及的影響を考慮する施設の設計については，耐震重要施設の設計に用いる地震動

又は地震力を適用し，その選定に当たっては，施設の配置状況，使用時間を踏まえて

適切に設定する。なお，波及的影響の確認においては，水平２方向及び鉛直方向の地

震力が同時に作用する場合の影響を添付書類「Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直

方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に基づき考慮する。 

また，原子力施設の地震被害情報をもとに，４つの観点以外に検討すべき事項がな

いか確認し，新たな検討事項が抽出された場合には，その観点を追加する。 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響の観点 

a. 不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して不等沈下により，耐震重要

施設の安全機能へ影響がないことを確認する。 

b. 相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力による下位クラス施設と耐震重要施

設の相対変位により，耐震重要施設の安全機能へ影響がないことを確認する。 

(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響の観点 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，耐震重要施設に接続する下

位クラス施設の損傷により，耐震重要施設の安全機能へ影響がないことを確認する。 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への影響の

観点 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋内の下位クラス施設の

損傷，転倒及び落下により，耐震重要施設の安全機能へ影響がないことを確認する。 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への影響の

観点 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋外の下位クラス施設の

損傷，転倒及び落下により，耐震重要施設の安全機能へ影響がないことを確認する。 

 

3.3.2  常設耐震重要重大事故等対処施設に対する波及的影響の考慮 

常設耐震重要重大事故等対処施設に対する波及的影響の考慮については，「3.3.1 

耐震重要施設に対する波及的影響の考慮」の「耐震重要施設」を「常設耐震重要重大

事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設」に，「安全機能」を「重大事故等に

対処するために必要な機能」に読み替えて適用する。 

なお，重大事故等に対処するために必要な機能が維持されることの確認に当たって
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は，上記に示す方針のほか，塑性変形する場合であっても破断延性限界に至らず，そ

の施設の機能に影響を及ぼすことがないものを許容限界として設定する。 

 

以上の波及的影響に係る設計方針を添付書類「Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基

本方針」に示す。 
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4. 設計用地震力 

4.1  地震力の算定方法 

安全機能を有する施設及び常設重大事故等対処施設の耐震設計に用いる設計用地震力

は，以下の方法で算定される静的地震力及び動的地震力とする。 

本方針に基づく設計用地震力を，添付書類「Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針」

に示す。 

4.1.1  静的地震力 

静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用することとし，それ

ぞれの耐震重要度に応じて以下の地震層せん断力係数及び震度に基づき算定する。 

耐震重要度に応じて定める静的地震力を第 4.1.1-1 表に示す。 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設については，設計基準事故に対処するための設備が有する機能を代替

する施設の属する耐震重要度に応じた地震力を適用する。 

また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備は，安全機能

を有する施設の耐震設計における耐震重要度の分類方針に基づき，重大事故等対処時

の使用条件を踏まえて，当該設備の機能喪失により放射線による公衆への影響の程度

に応じて分類した地震力を適用する。 

(1) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要度に応じた係数を

乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。 

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ0を 0.2 以上とし，建物・構

築物の振動特性及び地盤の種類，地震層せん断力の係数の高さ方向の分布係数，地震地

域係数を考慮して求められる値とする。 

また，必要保有水平耐力の算定における地震層せん断力係数Ｃｉに乗じる施設の耐震

重要度に応じた係数は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスともに 1.0 とし，その際に用

いる標準せん断力係数Ｃ0は 1.0 以上とする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで

作用するものとする。鉛直地震力は，震度 0.3 以上を基準とし，建物・構築物の振動特

性及び地盤の種類を考慮して求めた鉛直震度より算定するものとする。ただし，鉛直震

度は高さ方向に一定とする。 

(2) 機器・配管系 

耐震重要度の各クラスの地震力は，上記(1)に示す地震層せん断力係数Ｃｉに施設の耐

震重要度に応じた係数を乗じたものを水平震度とし，当該水平震度及び上記(1)の鉛直

震度をそれぞれ 20%増しとした震度より求めるものとする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで

作用するものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 
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上記(1)及び(2)の標準せん断力係数Ｃ0 等の割増し係数については，耐震性向上の

観点から，一般産業施設及び公共施設の耐震基準との関係を考慮して設定する。 

 

4.1.2  動的地震力 

動的地震力は，Ｓクラスの施設及びＢクラスの施設のうち共振のおそれのある施設に適

用することとし，それぞれの耐震重要度に応じて以下の入力地震動又は地震力を適用する。 

Ｓクラスの施設については，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力

地震動を適用する。 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのある施設については，弾性設計用地震動Ｓｄ

から定める入力地震動の振幅に２分の１を乗じた地震力を適用する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設については，Ｓク

ラス施設の機能を代替する施設であるため，基準地震動Ｓｓを適用する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設のうち，共振のおそれのあるＢクラス施設については，弾性設計用地

震動Ｓｄから定める入力地震動の振幅に２分の１を乗じた地震力を適用する。 

動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる変動幅を適切に

考慮する。動的解析の方法等については，添付書類「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析

の基本方針」に，設計用床応答曲線の作成方針については，添付書類「Ⅲ－１－１－

６ 設計用床応答曲線の作成方針」に示す。 

動的地震力は水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて影響評価を行う。

動的地震力の水平２方向及び鉛直方向の組合せについては，水平１方向及び鉛直方向

地震力を組み合わせた耐震計算(以下「従来設計手法」という。)への影響の可能性が

ある施設，設備を抽出し，３次元応答性状の可能性も考慮した上で従来設計手法に及

ぼす影響を確認する。確認に当たっての方針を添付書類「Ⅲ－１－１－７ 水平２方

向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示す。 

耐震重要度に応じて定める動的地震力を第 4.1.2-1 表に示す。 

これらの地震応答解析を行う上で，更なる信頼性の向上を目的として設置した地震

観測装置から得られた観測記録により振動性状の把握を行う。地震観測網の概要につ

いては，添付書類「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」の別紙「地震観測網

について」に示す。 

 

4.2  設計用地震力 

「4.1 地震力の算定方法」に基づく設計用地震力は添付書類「Ⅲ－１－１－８ 機能

維持の基本方針」に示す。 
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5. 機能維持の基本方針 

耐震設計における安全機能維持は，安全機能を有する施設の耐震重要度分類及び重大事

故等対処設備の設備分類に応じた地震力に対して，施設の構造強度の確保を基本とする。 

耐震安全性が応力の許容限界のみで律することができない施設等，構造強度に加えて，

各施設の特性に応じた動的機能，電気的機能，気密性，遮蔽性，支持機能の維持を必要と

する施設については，その機能が維持できる設計とする。 

気密性，遮蔽性，支持機能の維持については，構造強度を確保することを基本とする。

また，必要に応じて検討項目を追加することで，機能維持設計を行う。 

ここでは，上記を考慮し，各機能維持の方針を示す。 

 

5.1  構造強度 

ＭＯＸ燃料加工施設は，安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処設備

の設備分類に応じた地震力による荷重と地震力以外の荷重の組合せを適切に考慮した上

で，構造強度を確保する設計とする。また，必要に応じて，変位及び変形に対し，設計

上の配慮を行う。 

自然現象に関する組合せは，添付書類「Ⅴ－１－１－１ 加工施設の自然現象等による

損傷の防止に関する説明書」に従い行う。 

具体的な荷重の組合せと許容限界は添付書類「Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針」

に示す。 

 

5.1.1  耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

(1) 建物・構築物 

a. 通常時の状態 

ＭＯＸ燃料加工施設が運転している状態。 

b. 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。 

(2) 機器・配管系 

a. 通常時の状態 

ＭＯＸ燃料加工施設が運転している状態。 

b. 設計基準事故時の状態 

当該状態が発生した場合には，ＭＯＸ燃料加工施設から多量の放射性物質が放出す

るおそれがあるものとして，安全設計上想定すべき事象が発生した状態。 

(3) 重大事故等対処施設 

上記(1)，(2)及び以下の状態を考慮する。 

a. 重大事故等時の状態 

ＭＯＸ燃料加工施設が重大事故等の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とす

る状態。 
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5.1.2  荷重の種類 

(1) 建物・構築物 

a. ＭＯＸ燃料加工施設のおかれている状態にかかわらず通常時に作用している荷重，

すなわち固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧 

b. 積雪荷重及び風荷重 

ただし，通常時に作用している荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含まれる

ものとし，地震力には，地震時土圧，地震時水圧及び機器・配管系からの反力が含まれ

るものとする。 

(2) 機器・配管系 

a. 通常時に作用している荷重 

b. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

ただし，各状態において施設に作用する荷重には，通常時に作用している荷重，すな

わち自重等の固定荷重が含まれるものとする。また，屋外に設置される施設については，

建物・構築物に準じる。 

(3) 重大事故等対処施設 

上記(1)，(2)及び以下の荷重を考慮する。 

a. 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

 

5.1.3  荷重の組合せ 

地震力と組み合わせる荷重を以下に示す。 

(1) 建物・構築物 

Ｓクラスの建物・構築物について，基準地震動による地震力と組み合わせる荷重は，

通常時に作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，積雪荷重及び風荷重

とする。 

Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラス施設を有する建物・構築物について，基準地震動以

外の地震動による地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は，通常時に作用している

荷重，積雪荷重及び風荷重とする。 

この際，通常時に作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地震動によ

る地震力又は弾性設計用地震動による地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧

及び水圧とする。 

(2) 機器・配管系 

Ｓクラスの機器・配管系について，基準地震動による地震力，弾性設計用地震動によ

る地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は，通常時に作用している荷重及び設計基

準事故時に生じる荷重とする。 

Ｂクラスの機器・配管系について，共振影響検討用の地震動による地震力又は静的地

震力と組み合わせる荷重は，通常時に作用している荷重とする。 

Ｃクラスの機器・配管系について，静的地震力と組み合わせる荷重は，通常時に作用

している荷重とする。 

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重

を組み合わせる。 
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(3) 重大事故等対処施設 

a. 建物・構築物 

通常時に作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，積雪荷重，風荷

重のほか，以下の施設の状態に応じた荷重を考慮する。 

(a) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設 

① 基準地震動による地震力。 

② 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされる

おそれがある事象によって作用する荷重と基準地震動による地震力。 

③ 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされる

おそれがない事象による荷重と，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の

年超過確率の関係を踏まえた適切な地震力(基準地震動又は弾性設計用地震動によ

る地震力)。 

この組合せについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率

の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については

対策の成立性も考慮した上で設定する。 

(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設 

① 動的地震力又は静的地震力。 

なお，通常時に作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地震動によ

る地震力，弾性設計用地震動による地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧

及び水圧とする。 

b. 機器・配管系 

通常時に作用している荷重のほか，以下の施設の状態に応じた荷重を考慮する。 

(a) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設 

① 基準地震動による地震力。 

② 設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地

震によって引き起こされるおそれがある事象によって作用する荷重と基準地震動に

よる地震力。 

重大事故等による荷重は設計基準対象施設の耐震設計の考え方及び確率論的な考

察を踏まえ，地震によって引き起こされるおそれのない事象による荷重として扱う。 

③ 設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地

震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重と，その事故事象の発生確

率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえた適切な地震力(基準地震動

又は弾性設計用地震動による地震力)。 

④ 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重と 1.2 倍した基準地震動による地震

力。 

(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設 

① 動的地震力又は静的地震力。 

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷
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重を組み合わせる。 

 

5.1.4  荷重の組合せ上の留意事項 

(1) ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しいことが判明している場合には，その

他の荷重の組合せ状態での評価は行わなくてもよい。 

(2) 耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場

合においては，支持される施設の耐震重要度に応じた地震力と通常時に作用している荷

重，運転時に施設に作用する荷重とを組み合わせる。 

(3) 機器・配管系の設計基準事故時(以下本項目では「事故」という。)に生じるそれぞれ

の荷重については，地震によって引き起こされるおそれのある事故によって作用する荷

重及び地震によって引き起こされるおそれのない事故であっても，いったん事故が発生

した場合，長時間継続する事故による荷重は，その事故の発生確率，継続時間及び地震

動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考慮する。 

なお，設計基準事故の状態で施設に作用する荷重は，通常時に作用している荷重を超

えるもの及び長時間施設に作用するものがないため，地震荷重と組み合わせるものはな

い。 

(4) 積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪による受圧面積が小さ

い施設や，通常時に作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，

地震力との組合せを考慮する。 

(5) 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている施設のうち，風によ

る受圧面積が小さい施設や，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないよ

うな構造，形状及び仕様の施設においては，地震力との組合せを考慮する。 

 

5.1.5  許容限界 

各施設の地震力と組み合わせる荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は次の

とおりとし，JEAG4601 等の安全上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性

が確認されている値を用いる。 

(1) 建物・構築物 

a. Ｓクラスの建物・構築物 

(a) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形

に対して十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時の

せん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を持たせることとする。 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重を漸次増大していくとき，その変

形又はひずみが著しく増加するに至る限界の 大耐力とし，既往の実験式等に基づき

適切に定めるものとする。 

(b) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

地震力に対しておおむね弾性状態にとどまるように，発生する応力に対して，建築

基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

b. Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物 
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上記a.(b)による許容応力度を許容限界とする。 

c. 建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物(屋外重要土木構造物である洞道を除く)については，当該建物・構築

物の保有水平耐力が必要保有水平耐力に対して，耐震重要度に応じた適切な安全余裕

を有していることを確認する。 

(2) 機器・配管系 

a. Ｓクラスの機器・配管系 

(a) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルにとどまっ

て破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度

に応力，荷重を制限する値を許容限界とする。 

(b) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状態にとどまるように，降伏

応力又はこれと同等の安全性を有する応力を許容限界とする。 

b. Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系 

上記a.(b)による応力を許容限界とする。 

(3) 重大事故等対処施設 

a. 建物・構築物 

(a) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設 

上記(1)a.(a)を適用する。 

(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設 

上記(1)b.を適用する。 

(c) 建物・構築物(屋外重要土木構造物である洞道を除く)の保有水平耐力 

上記(1)c.を適用する。 

b. 機器・配管系 

(a) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設 

上記(2)a.(a)による応力，荷重を許容限界とする。 

(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設 

上記(2)b.による応力を許容限界とする。 

なお，重大事故等に対処するために必要な機能が維持されることの確認に当たっては，

上記(3)に示す許容限界の適用に加えて，塑性変形する場合であっても破断延性限界に

至らず，その施設の機能に影響を及ぼすことがないものを許容限界とする。 

(4) 基礎地盤の支持性能 

a. Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，常設耐震重要重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系の基礎地盤 

(a) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準による地盤の極限支持力度に対し

て妥当な余裕を有することを確認する。 
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(b) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準による地盤の短期許容支持

力度を許容限界とする。 

b. Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管系，常設耐震重要重大事故等対

処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築

物，機器・配管系の基礎地盤 

上記a.(b)を適用する。  
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5.2  機能維持 

(1) 動的機能維持 

動的機能が要求される機器は，地震時及び地震後において，その機器が要求される安

全機能を維持するため，回転機器及び弁の機種別に分類した上で，実証試験等により確

認されている機能維持加速度等を許容限界とし，安全機能を有する施設の耐震重要度及

び重大事故等対処設備の設備分類に応じた地震動に対して，試験又は解析若しくは応答

加速度による解析等により当該機能を維持する設計とする。 

弁等の機器の地震応答解析結果の応答加速度が，当該機器を支持する配管の地震応答

により増加すると考えられるときは，当該配管の地震応答の影響を考慮し，一定の余裕

を見込むこととする。 

(2) 電気的機能維持 

電気的機能が要求される機器は，地震時及び地震後において，その機器に要求される

安全機能を維持するため，安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処設備

の設備分類に応じた地震動に対して，要求される電気的機能が維持できることを試験又

は解析により確認し，当該機能を維持する設計とする。 

(3) 気密性の維持 

気密性の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，放射線障害から公衆

等を守るため，事故時の放射性気体の放出，流入を防ぐことを目的として，安全機能を

有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処設備の設備分類に応じた地震動に対して

「5.1 構造強度」に基づく構造強度の確保に加えて，構造強度の確保と換気設備の性能

があいまって施設の気圧差を確保することで，気密性を確保できる設計とする。 

(4) 遮蔽性の維持 

遮蔽性の維持が要求される施設については，地震時及び地震後において，放射線障害

から公衆等を守るため，安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処設備の

設備分類に応じた地震動に対して「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保し，遮蔽体

の形状及び厚さを確保することで，遮蔽性を維持する設計とする。 

(5) 耐震重要施設のその他の機能維持 

閉じ込め機能，耐震重要施設と一体構造である設備等，耐震重要施設の性能，機能の

維持又は当該機能を阻害することを防止するために，耐震重要施設に適用される基準地

震動による地震力に対して「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保する設計とする。 

(6) 支持機能の維持 

機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求される施設は，地震時及

び地震後において，被支持設備の機能を維持するため，被支持設備の耐震重要度分類及

び重大事故等対処設備の設備分類に応じた地震動に対して「5.1 構造強度」に基づく構

造強度を確保することで，支持機能が維持できる設計とする。 

建物・構築物の鉄筋コンクリート造の場合は，基礎については終局耐力又は終局耐力

時の変形を許容限界とし，耐震壁については終局耐力時の変形に対し安全余裕を確保す

ることで，Ｓクラス設備等に対する支持機能が維持できる設計とする。 

建物・構築物のうち構築物(洞道)については，地震力が作用した場合において，構造

部材の曲げについては限界層間変形角，終局曲率又は許容応力度，せん断についてはせ
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ん断耐力又は許容応力度を許容限界とする。なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん

断耐力に対して妥当な安全余裕をもたせることとし，機器・配管系の支持機能が維持で

きる設計とする。 

車両型の間接支持構造物については，地震動に対して，転倒検討を実施することで機

器・配管系の間接支持機能を維持できる設計とする。 

(7) 重大事故等対処施設のその他の機能維持 

重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれないように，設備のき裂，損壊等

により放出経路の維持等，重大事故等の対処に必要な機能が維持できるように設計する。 

a. 露出したＭＯＸ粉末を取り扱い，さらに火災源を有するグローブボックスについて

は，パネルにき裂や破損が生じないこと及び転倒しないことを確認する。 

b. 上記 a.のグローブボックスの内装機器については，放射性物質(固体)の閉じ込めバ

ウンダリを構成する容器等を保持する設備の破損により，容器等が落下又は転倒しな

いことを確認する。 

c. 可搬型重大事故等対処設備については，各保管場所における地震力に対して，転倒

しないよう固縛等の措置を講ずるとともに，動的機器については加振試験等により重

大事故等の対処に必要な機能が損なわれないことを確認する。 

重大事故等対処施設のその他の機能維持については，基準地震動の 1.2 倍の地震力に

対し，「5.1.5 許容限界」の「(2) 機器・配管系」の「a. Ｓクラスの機器・配管系」に

示す「(a) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界」以外を適用する場合

は，塑性変形する場合であっても破断延性限界に至らず，その施設の機能に影響を及ぼ

すことがないものを許容限界として，重大事故等の対処に必要な機能が維持できること

を確認する。 

 

本方針に係る設計の考え方を，添付書類「Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針」に示

す。なお，重大事故等対処設備の設計において，安全機能を有する施設と重大事故等対処

設備の設計条件の比較を行い，重大事故等対処設備の設計条件の方が厳しい場合は，重大

事故等対処設備における設計条件にて設計を行う。 
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6. 構造計画と配置計画 

安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際しては，地

震の影響が低減されるように考慮する。 

建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築物は，地震力に対し十分な

支持性能を有する地盤に支持させる。剛構造としない建物・構築物は，剛構造と同等又は

それを上回る耐震安全性を確保する。 

機器・配管系は，応答性状を適切に考慮し，適用する地震力に対して構造強度を有する

設計とする。配置に自由度のあるものは，耐震上の観点から出来る限り重心位置を低くし，

かつ，安定性のよい据え付け状態になるよう，「9. 機器・配管系の支持方針について」に

示す方針に従い配置する。 

また，建物・構築物の建屋間相対変位を考慮しても，建物・構築物及び機器・配管系の

耐震安全性を確保する設計とする。 

下位クラス施設は，耐震重要施設に対して離隔を取り配置するか，耐震重要施設の設計

に用いる地震動又は地震力に対して耐震性を確保するか若しくは，下位クラス施設の波及

的影響を想定しても耐震重要施設の有する機能を保持する設計とする。 

 

7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に

ついては，基準地震動による地震力により周辺斜面の崩壊の影響がないことが確認された

場所に設置する。具体的には，JEAG4601 の安定性評価の対象とすべき斜面や，土砂災害防

止法での土砂災害警戒区域の設定離間距離を参考に，個々の斜面高を踏まえて対象斜面を

抽出する。 

上記に基づく対象斜面の抽出については，「核燃料物質加工事業変更許可申請書(ＭＯＸ

燃料加工施設）」（以下「事業変更許可申請書」という。）にて記載・確認されており，その

結果，耐震重要施設周辺においては，基準地震動による地震力に対して，施設の安全機能

に重大な影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある斜面はないこと，常設耐震重要重

大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の周辺においては，基準地震動による

地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能に影響を与えるような崩壊を起

こすおそれのある斜面はないことを確認している。 

 

8. ダクティリティ※に関する考慮 

ＭＯＸ燃料加工施設は，構造安全性を一層高めるために，材料の選定等に留意し，その

構造体のダクティリティを高めるよう設計する。具体的には，添付書類「Ⅲ－１－１－９ 

構造計画，材料選択上の留意点」に従う。 

 ※ 地震時を含めた荷重に対して，施設に生じる応力値等が，ある値を超えた際に直ちに

損傷に至らないこと，又は直ちに損傷に至らない能力・特性。 
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9. 機器・配管系の支持方針について 

機器・配管系本体については「5. 機能維持の基本方針」に基づいて耐震設計を行う。

具体的には，後次回で申請する添付書類「機器の耐震支持方針」，「配管系の耐震支持方針」

及び「電気計測制御装置等の耐震設計方針」に従う。 

 

10. 耐震計算の基本方針 

前述の耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当たり，既設

工認で実績があり，かつ， 新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いることを基

本とする。また， 新の知見を適用する場合は，その妥当性と適用可能性を確認した上で

適用する。 

耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平１方向

及び鉛直方向地震力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水平２方向及び鉛直

方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を確認する。 

評価対象施設のうち，形状，構造特性に応じたモデルに置換して定式化された計算式等

を用いる設備の計算方針については後次回で申請する添付書類「耐震性に関する計算書作

成の基本方針」及び添付書類「Ⅲ－３ 加工施設の耐震性に関する計算書」に示す。 

評価に用いる環境温度については，後次回で申請する添付書類「安全機能を有する施設

及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に従う。 

 

10.1 建物・構築物 

建物・構築物の設計は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを基に設定した入

力地震動に対する構造物全体としての変形並びに地震応答解析による地震力及び「4. 

設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み

合わすべき地震力以外の荷重により発生する局部的な応力が，「5. 機能維持の基本方

針」で示す許容限界内にあることを確認すること(解析による設計)により行う。 

評価手法は，以下に示す解析法により JEAG4601 に基づき実施することを基本とする。

また，設計に当たっては材料物性のばらつきを適切に考慮する。 

・時刻歴応答解析法 

・FEM 等を用いた応力解析法 

なお，建物・構築物のうち構築物(洞道)の設計については，構造物と地盤の相互作用

を考慮できる連成系の地震応答解析手法を用いることとし，地盤及び構造物の地震時に

おける非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形，非線形解析のいずれかにて

行う。 

その他の建物・構築物の評価手法は JEAG4601 に基づき実施することを基本とする。 

具体的な評価手法は，添付書類「Ⅲ－３ 加工施設の耐震性に関する計算書」に示す。 

また，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価については，添付書

類「Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」

に示す。 

地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，FEM を用いた応力解析等

により，静的又は動的解析により求まる地震応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重
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により発生する局部的な応力が，許容限界内にあることを確認する。 

 

10.2 機器・配管系 

機器・配管系の設計は，「4. 設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な応力解

析に基づいた地震応力と，組み合わすべき他の荷重による応力との組合せ応力が「5. 機

能維持の基本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること(解析による設計)によ

り行う。 

評価手法は，以下に示す解析法により JEAG4601 に基づき実施することを基本とし，そ

の他の手法を適用する場合は適用性を確認の上適用することとする。なお，材料物性の

不確かさを適切に考慮する。 

・応答スペクトル・モーダル解析法 

・時刻歴応答解析法 

・定式化された評価式を用いた解析法 

・FEM 等を用いた応力解析法 

具体的な評価手法は，後次回で申請する添付書類「機器の耐震支持方針」，「配管系の

耐震支持方針」及び「耐震性に関する計算書作成の基本方針」並びに「Ⅲ－３ ＭＯＸ

燃料加工施設の耐震性に関する計算書」に示す。 

また，地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，地震応答解析によ

り機器・配管系に作用する加速度が振動試験又は解析等により機能が維持できることを

確認した加速度(動的機能維持確認済加速度又は電気的機能維持確認済加速度)以下，若

しくは，静的又は動的解析により求まる地震荷重が許容荷重以下となることを確認する。 

これらの水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価については，添付

書類「Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」

に示す。 
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第 4.1.1-1 表 耐震重要度に応じて定める静的地震力 

 

項 目 耐震重要度 
静的地震力 

水平 鉛直 

建物・構築物 

Ｓ Kh(3.0Ci
＊1)＊3 Kv(1.0Cv

＊2)＊6 

Ｂ Kh(1.5Ci
＊1)＊4 － 

Ｃ Kh(1.0Ci
＊1)＊5 － 

機器・配管系 

Ｓ Kh(3.6Ci
＊1)＊7 Kv(1.2Cv

＊2)＊10 

Ｂ Kh(1.8Ci
＊1)＊8 － 

Ｃ Kh(1.2Ci
＊1)＊9 － 

注記 ＊1：Ciは，標準せん断力係数を 0.2 とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種

類等を考慮して求められる値で次式に基づく。 

    Ci=Rt・Ai・Co 

    Rt：振動特性係数 0.8 

    Ai：Ciの分布係数 

    Co：標準せん断力係数 0.2 

 ＊2：震度 0.3 とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮し，高さ方

向に一定として求められる値で次式に基づく。 

    CV＝0.3・RV 

    RV：振動特性係数 0.8 

 ＊3：Kh(3.0Ci)は，3.0Ciより定まる機器・配管系の水平地震力。 

 ＊4：Kh(1.5Ci)は，1.5Ciより定まる機器・配管系の水平地震力。 

 ＊5：Kh(1.0Ci)は，1.0Ciより定まる機器・配管系の水平地震力。 

 ＊6：Kv(1.0Cv)は，1.0Cｖより定まる機器・配管系の鉛直地震力。 

 ＊7：Kh(3.6Ci)は，3.6Ciより定まる機器・配管系の水平地震力。 

 ＊8：Kh(1.8Ci)は，1.8Ciより定まる機器・配管系の水平地震力。 

 ＊9：Kh(1.2Ci)は，1.2Cｉより定まる機器・配管系の水平地震力。 

 ＊10：Kv(1.2Cv)は，1.2Cvより定まる機器・配管系の鉛直地震力。 
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第 4.1.2-1 表 耐震重要度に応じて定める動的地震力 

 

項 目 耐震重要度 
動的地震力 

水平 鉛直 

建物・構築物 

Ｓ 
Kh(Ｓｓ)＊1 

Kh(Ｓｄ)＊2 

Kv(Ｓｓ)＊4 

Kv(Ｓｄ)＊5 

Ｂ Kh(Ｓｄ1/2)＊3 Kv(Ｓｄ1/2)＊6 

Ｃ － － 

機器・配管系 

Ｓ 
Kh(Ｓｓ)＊1 

Kh(Ｓｄ)＊2 

Kv(Ｓｓ)＊4 

Kv(Ｓｄ)＊5 

Ｂ Kh(Ｓｄ1/2)＊3 Kv(Ｓｄ1/2)＊6 

Ｃ － － 

注記 ＊1：Kh(Ｓｓ)は，水平方向の基準地震動Ｓｓに基づく水平地震力。 

 ＊2：Kh(Ｓｄ)は，水平方向の弾性設計用地震動Ｓｄに基づく水平地震力。 

 ＊3：Kh(Ｓｄ1/2)は，水平方向の弾性設計用地震動Ｓｄに２分の 1 を乗じたも

のに基づく水平地震力であって，Ｂクラスの施設の地震動に対して共振の

おそれのある施設について適用する。 

 ＊4：Kv(Ｓｓ)は，鉛直方向の基準地震動Ｓｓに基づく鉛直地震力。 

 ＊5：Kv(Ｓｄ)は，鉛直方向の弾性設計用地震動Ｓｄに基づく鉛直地震力。 

 ＊6：Kv(Ｓｄ1/2)は，鉛直方向の弾性設計用地震動Ｓｄに２分の 1 を乗じたも

のに基づく鉛直地震力であって，Ｂクラスの施設の地震動に対して共振の

おそれのある施設について適用する。 M
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 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用

地震動Ｓｄの概要 
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1. 概要 

本資料は添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」のうち「2. 耐震設計の基本方

針」に基づき，耐震設計に用いる基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄについて説明す

るものである。 

 

2. 基本方針 

基準地震動Ｓｓは，以下の方針により策定する。 

まず，敷地周辺における活断層の性質や，敷地周辺における過去及び最近の地震発生状

況等を考慮して，その発生様式による地震の分類を行った上で，敷地に大きな影響を与え

ると予想される地震（以下「検討用地震」という。）を選定した後，敷地での地震動評価

を実施し，「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」を評価する。 

次に，敷地周辺の状況等を十分考慮した詳細な調査を実施しても，なお敷地近傍におい

て発生する可能性のある内陸地殻内地震の全てを事前に評価しうるとは言い切れないとの

観点から，「震源を特定せず策定する地震動」を評価する。 

そして，「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せず策定する

地震動」の評価結果に基づき，基準地震動Ｓｓを策定する。 

最後に，策定された基準地震動Ｓｓの応答スペクトルがどの程度の超過確率に相当するか

を確認する。 

弾性設計用地震動Ｓｄは，基準地震動Ｓｓとの応答スペクトルの比率の値が，目安として

0.5 を下回らないよう基準地震動Ｓｓに係数を乗じて設定する。 

基準地震動Ｓｓの策定は事業変更許可申請書の添付書類三「ニ.地震」，弾性設計用地震動

Ｓｄの策定は事業変更許可申請書の添付書類五「イ．(ロ)(５) 地震による損傷の防止」に

記載のとおりであり，以下にその概要を示す。 
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3. 敷地周辺の地震発生状況 

施設が位置する東北地方から北海道地方では，海洋プレートである太平洋プレートが陸

域に向かって近づき，日本海溝から陸のプレートの下方へ沈み込んでいることが知られて

いる。 

また，東北地方における活断層の多くは南北方向の走向を示す逆断層であり，この地域

が東西方向に圧縮されていることを示唆している(１)。 

東北地方から北海道地方では上記に対応するように地震が発生しており，その発生様式

等から「プレート間地震」，「海洋プレート内地震」，「内陸地殻内地震」及び「日本海東縁

部の地震」の４種類に大別される。これらの地震のうち，敷地周辺ではプレート間地震の

発生数が最も多く，また，マグニチュード（以下「Ｍ」という。）７～８程度の大地震も

発生している。 

3.1  被害地震 

日本国内の地震被害に関する記録は古くからみられ，これらを収集，編集したものと

して，「増訂 大日本地震史料(２)」，「日本地震史料(３)」，「新収 日本地震史料(４)」，

「日本の歴史地震史料(５)」等の地震史料がある。 

また，地震史料及び明治以降の地震観測記録を基に，主な地震の震央位置，地震規模

等を取りまとめた地震カタログとして，「理科年表(６)」，「日本被害地震総覧(７)」，「宇

佐美カタログ（1979）(８)」，「宇津カタログ（1982）(９)」，「気象庁地震カタログ(10)」，

「地震活動総説(11)」等がある。 

「日本被害地震総覧(７)」又は「気象庁地震カタログ(10)」に記載されている被害地震

のうち，敷地からの震央距離が 200km 程度以内の被害地震の震央分布を第３－１図(１)

に示す。また，同図に示した被害地震の諸元を第３－１表に示す。ここで，地震の規模

及び震央位置は，1884 年以前の地震については「日本被害地震総覧(７)」による値を，

1885 年以降 1922 年以前の地震については「宇津カタログ（1982）(９)」による値を，

さらに 1923 年以降の地震については「気象庁地震カタログ(10）」による値をそれぞれ用

いている。 

プレート間地震に関しては，第３－１図(１)によると，太平洋側の海域では，東経

144°付近において 1952 年十勝沖地震（Ｍ8.2）及び 2003 年十勝沖地震（Ｍ8.0）のよう

にＭ８クラスの地震が発生している。また，青森県東方沖から日本海溝付近にかけての

海域においてはＭ７クラスの地震が数多く発生しており，それらの中には，1968 年十

勝沖地震（Ｍ7.9）や 1994 年三陸はるか沖地震（Ｍ7.6）のように近年青森県に大きな

被害をもたらした地震も存在する(12)(13)。また，敷地から 300km 以上離れているが，国

内の既往最大のプレート間地震として，2011 年東北地方太平洋沖地震（モーメントマ

グニチュード（以下「ＭＷ」という。）9.0）が発生している。2011 年東北地方太平洋沖

地震の発生位置を第３－１図(２)に示す。 

海洋プレート内地震に関しては，第３－１図(１)によると，2008 年岩手県沿岸北部

の地震（Ｍ6.8）のように被害をもたらした地震が発生している。また，敷地から

300km 以上離れているが，1933 年昭和三陸地震（Ｍ8.1），1993 年釧路沖地震（Ｍ

7.5），1994 年北海道東方沖地震（Ｍ8.2）及び 2011 年宮城県沖の地震（Ｍ7.2）が発生
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している。上記の敷地から 300ｋｍ以上離れた位置で発生した４地震の発生位置を第３

－１図(２)に示す。 

内陸地殻内地震に関しては，陸域では，東経 141°付近よりも西側において，1766 年

津軽の地震（Ｍ７ 1/4）のようにＭ７クラスの地震が発生しており，また，敷地から

200km 以上離れているが，2008 年岩手・宮城内陸地震（Ｍ7.2）が発生している。一

方，海域では，敷地周辺において，敷地の東側で発生した 1978 年青森県東岸の２地震

（ともにＭ5.8）以外に被害地震は発生していない。 

日本海東縁部の地震に関しては，日本海側の海域で，1983 年日本海中部地震（Ｍ

7.7）及び 1993 年北海道南西沖地震（Ｍ7.8）のようにＭ７を上回る地震が発生してい

る。 

3.2  被害地震の調査 

地震によって建物等に被害が発生するのは震度５弱（1996 年以前は震度Ⅴ）程度以

上であるとされている(14)。 

「日本被害地震総覧(７)」に記載されている震度分布図及び気象庁で公表されている

震度分布図によると，敷地の震度がⅤ程度であったと推定される地震は 1763 年１月陸

奥八戸の地震，1856 年日高・胆振・渡島・津軽・南部の地震，1968 年十勝沖地震，

1978 年青森県東岸の２地震及び 1994 年三陸はるか沖地震の６地震がある。 

また，第３－１表に示した被害地震について，震央距離と地震規模及び敷地で想定さ

れる震度との関係を第３－２図に示す。この図から，敷地での震度が不明な地震につい

て敷地に与えた影響度をみると，震度分布図による上記６地震のほかに敷地で震度Ⅴと

推定される地震は，1763 年３月 11 日陸奥八戸の地震及び 1858 年八戸・三戸の地震の

２地震がある。また，震度Ⅳの領域にあって震度Ⅴに準ずる地震としては，1677 年陸

中の地震及び 1902 年三戸地方の地震の２地震がある。 

3.3  被害地震の評価 

「3.2 被害地震の調査」により，敷地での震度がⅤ程度以上と推定される主な被害

地震の地震発生様式を，1884 年以前の地震については津波の被害記録等より，また，

1885 年以降の地震については，震源の位置，深さ等から以下のとおり分類する。 

①プレート間地震 

・1677 年陸中の地震（Ｍ7.4，震央距離 77km） 

・1763 年１月陸奥八戸の地震（Ｍ7.4，震央距離 77km） 

・1763 年３月陸奥八戸の地震（Ｍ７ 1/4，震央距離 56km） 

・1856 年日高・胆振・渡島・津軽・南部の地震 

（Ｍ7.5，震央距離 98km） 

・1858 年八戸・三戸の地震（Ｍ7.3，震央距離 61km） 

・1902 年三戸地方の地震（Ｍ7.0，震央距離 51km） 

・1968 年十勝沖地震（Ｍ7.9，震央距離 193km） 

・1994 年三陸はるか沖地震（Ｍ7.6，震央距離 212km） 

②内陸地殻内地震 
・1978 年青森県東岸の地震（２地震） 

（ともにＭ5.8，震央距離 11km，10km） 
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被害地震の調査により，青森県東方沖から日本海溝付近にかけての海域で発生し，敷

地周辺で最も規模が大きく，大きな被害をもたらしたのは，1968 年十勝沖地震（Ｍ

7.9）である。 

なお，地震調査委員会（2012）(17)では，1677 年陸中の地震（Ｍ7.4），1763 年１月陸

奥八戸の地震（Ｍ7.4），1856 年日高・胆振・渡島・津軽・南部の地震（Ｍ7.5）及び

1968 年十勝沖地震（Ｍ7.9）を三陸沖北部で発生したプレート間大地震であったとして

いる。 

3.4  地震カタログ間の比較 

「 3.1 被害地震」において「日本被害地震総覧(７)」，「宇津カタログ（1982）(９)」

及び｢気象庁地震カタログ(10)｣から抽出した被害地震と「理科年表(６)」及び「宇佐美カ

タログ（1979）(８)」から抽出した被害地震のうち，震央距離と地震規模及び敷地で想

定される震度との関係から敷地で震度Ⅴ程度以上となる被害地震で，地震規模及び震央

位置の記載に差異が認められる地震を第３－２表に，その震央分布を第３－３図に，ま

た，地震規模及び震央位置の差異が敷地に与える影響度の差を第３－４図に示す。 

第３－４図によれば，1677 年陸中の地震については，「理科年表(６)」による諸元を

用いると，他の資料の諸元を用いるよりも敷地に与える影響を大きく評価することにな

る。1763 年１月陸奥八戸の地震及び 1763 年３月陸奥八戸の２地震については，「日本

被害地震総覧(７)」及び「理科年表(６)」による諸元を用いると，他の資料の諸元を用い

るよりも敷地に与える影響を大きく評価することになる。1931 年青森県南東沖の地震

及び 1945 年八戸北東沖の２地震については，「気象庁地震カタログ(10)」及び「理科年表

(６)」の諸元を用いるよりも「宇佐美カタログ（1979）(８)」の諸元を用いる方が敷地に

与える影響を大きく評価することになる。 

3.5  敷地周辺で発生したＭ５以上の中地震 

1923 年から 2015 年７月までの間に敷地周辺で発生したＭ5.0 以上の中地震の震央分

布を第３－５図に示す。 

また，敷地付近を横切る幅 500km の範囲に分布する震源の鉛直分布を第３－６図に，

太平洋プレートの沈み込みの様子を深発地震面の等深線で表したものを第３－７図に示

す。 

これらの図によると，敷地を中心とする広範な地震活動の特徴は以下のとおりであ

る。 

① 太平洋側の東経142°より東側の海域で地震が数多く発生している。 

② 太平洋側の海域で発生する地震は，陸域に近づくにつれてその震源が深くなっ

ている。 

③ 日本海側では，1983年日本海中部地震及び1993年北海道南西沖地震の本震及び

余震活動がみられる。 

④ 敷地から100km以内では，1945年八戸北東沖の地震（Ｍ7.1）以外にＭ７を超え

る地震は発生していない。 

3.6  敷地周辺で発生したＭ５以下の小・微小地震 

2012 年から 2015 年７月までの間に敷地周辺で発生したＭ5.0 以下の小・微小地震の

うち，震源深さが０～30km，30～60km，60～100km 及び 100km 以上の地震の震央分布を
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第３－８図に，震源の鉛直分布を第３－９図に示す。これらの図によると，敷地周辺に

おける地震活動の特徴は以下のとおりである。 

① 深さが０～30kmの範囲では，多くの地震が海域のプレート境界付近及び陸域の

地殻内で発生している。 

② 深さが30～60kmの範囲では，多くの地震が海域のプレート境界付近で発生して

おり，陸域における地震はほとんどみられない。 

③ 深さが60km以上の範囲では，地震が太平洋プレートの沈み込みに沿って発生し

ており，震源の鉛直分布には第３－７図における二重深発地震面がみられる。

これらの地震は，陸域に近づくに従ってその震源が深くなり，敷地周辺では震

源深さが80km以上となっている。 

3.7  活断層の分布状況 

敷地から半径 100km 程度の範囲について，事業変更許可申請書の添付書類三「ロ．地  

盤」及び「［新編］日本の活断層 分布図と資料(18)」に記載されている活断層の分布を

第３－10 図に示す。また，同図に示した敷地周辺の主な活断層の諸元を第３－３表に

示す。 

第３－10 図によると，敷地から 50km 以内には，出戸西方断層，横浜断層，上原子断

層，七戸西方断層，Ｆ－ｃ断層，Ｆ－ｄ断層等が存在する。また，敷地から 50～100km

程度の範囲には，Ｆ－ａ断層，Ｆ－ｂ断層，青森湾西岸断層帯，津軽山地西縁断層帯，

折爪断層等が存在する。 
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4. 地震の分類 

「3. 敷地周辺の地震発生状況」によると，敷地周辺で発生する地震は，その発生様式

等からプレート間地震，海洋プレート内地震，内陸地殻内地震及び日本海東縁部の地震の

４種類に大別される。 

このことを踏まえ，敷地周辺において過去に発生した主な地震を以下のとおりに分類す

る。 

4.1  プレート間地震 

岩手県沖から十勝沖にかけての海域においては，Ｍ７～８程度のプレート間地震が繰

り返し発生している(17)。プレート間地震と考えられる主な被害地震は，「3.3 被害地

震の評価」によると，1968 年十勝沖地震（Ｍ7.9）等がある。なお，敷地から震央距離

が 200km 程度以遠の被害地震としては，1952 年十勝沖地震（Ｍ8.2），2003 年十勝沖地

震（Ｍ8.0）及び 2011 年東北地方太平洋沖地震（ＭＷ9.0）がある。 

近年の地震において，地震規模が最大のものは 2011 年東北地方太平洋沖地震のＭＷ

9.0 であるが，敷地周辺に震度５弱（1996 年以前は震度Ⅴ）以上の揺れをもたらした地

震は，1968 年十勝沖地震である。 

4.2  海洋プレート内地震 

東北地方から北海道にかけての海洋プレート内地震は，海溝軸付近から陸側で発生す

る沈み込んだ海洋プレート内の地震と，海溝軸付近ないしそのやや沖合で発生する沈み

込む海洋プレート内の地震の２種類に分けられる。沈み込んだ海洋プレート内の地震の

震源分布は二重深発地震面を形成しており，東北地方では二重深発地震面上面の地震活

動が優勢とされ，北海道では二重深発地震面下面の地震活動が優勢とされている(19)(20)(21)。 

「3.3 被害地震の評価」によると，過去に敷地に影響を及ぼした海洋プレート内地

震の発生は認められないが，東北地方から北海道にかけて発生した主な地震として，

1933 年昭和三陸地震（Ｍ8.1），1993 年釧路沖地震（Ｍ7.5），1994 年北海道東方沖地震

（Ｍ8.2），2003 年宮城県沖の地震（Ｍ7.1），2008 年岩手県沿岸北部の地震（Ｍ6.8），

2011 年宮城県沖の地震（Ｍ7.2）及び 2011 年三陸沖の地震（Ｍ7.3）がある。このう

ち，1933 年昭和三陸地震は沈み込む海洋プレート内の地震であり，その他は沈み込ん

だ海洋プレート内の地震である(22)。1993 年釧路沖地震及び 2008 年岩手県沿岸北部の

地震は二重深発地震面下面の地震，2003 年宮城県沖の地震及び 2011 年宮城県沖の地震

は二重深発地震面上面の地震，1994 年北海道東方沖地震及び 2011 年三陸沖の地震は沈

み込んだ海洋プレート内のやや浅い地震である。 

なお，世界で過去に発生したＭＷ7.0 以上の海洋プレート内地震としては，1993 年グ

アムの地震（ＭＷ7.7），2000 年スマトラの地震（ＭＷ7.8）等があげられる。これらの

ような規模の大きな海洋プレート内地震や 1994 年北海道東方沖地震（Ｍ8.2）は，海洋

プレートに引張応力が作用し，島弧に応力勾配が見られる地域若しくは島弧に圧縮応力

が作用する地域で発生している(28)。一方，敷地が属する東北地方は，海洋プレート内

の応力状態が中立で，島弧に圧縮応力が作用している地域であり，大きな海洋プレート

内地震が発生している地域とは応力状態が異なる地域となっている。 
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4.3  内陸地殻内地震 

敷地周辺の活断層と被害地震との位置関係を第４－１図に，敷地周辺の活断層と小・

微小地震との位置関係を第４－２図に示す。 

東北地方においては，Ｍ７クラスの内陸地殻内地震が，奥羽山脈付近から日本海にか

けて発生している。 

敷地周辺で発生した内陸地殻内地震のうち最も規模の大きな地震は 1766 年津軽の地

震（Ｍ７ 1/4）であり，これは津軽山地西縁断層帯北部と関連付けられている(75)。本

地震による敷地周辺における揺れは，第４－３図に示すとおり震度Ｖ程度とされてい

る。一方，敷地近傍では，敷地での震度がⅤ以上と推定される被害地震である 1978 年

青森県東岸の地震が発生しているが，本地震と活断層との関連性は認められない。 

また，「3. 活断層の分布状況」に示すとおり，敷地から 50km 以内には出戸西方断

層，横浜断層，上原子断層，七戸西方断層，Ｆ－ｃ断層，Ｆ－ｄ断層等の活断層が存在

するが，これらの活断層と被害地震との対応は認められない。さらに，敷地近傍には

小・微小地震の集中も認められない。 

4.4  日本海東縁部の地震 

日本海東縁部の比較的浅いところで発生した 1983 年日本海中部地震（Ｍ7.7）及び

1993 年北海道南西沖地震（Ｍ7.8）により，敷地周辺において震度Ｖ程度以上の揺れが

認められていないことから，これら両地震は敷地に大きな影響を及ぼすような地震では

ない。  
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5. 敷地地盤の振動特性 

5.1  解放基盤表面の設定 

事業変更許可申請書の添付書類三「ロ．（ニ）敷地内の地質・地質構造」に記載のと

おり，敷地内の地質は，新第三系中新統の鷹架層，新第三系鮮新統の砂子又層下部層，

第四系下部～中部更新統の六ヶ所層，第四系中部更新統の高位段丘堆積層等が分布す

る。事業変更許可申請書の添付書類三「ロ.地  盤」の添３－ロ（ニ）第 12 図に示す

ように，概ね標高 30ｍ以深に鷹架層が拡がっており，耐震重要施設等及び常設重大事

故等対処施設は鷹架層に支持させることとしている。鷹架層中には，敷地内の地質構造

を大きく規制するｆ－１断層及びｆ－２断層が認められ，ｆ－１断層の東側の領域で

は，主に鷹架層下部層及び同層中部層が分布している。ｆ－１断層とｆ－２断層とに挟

まれた領域では，主に鷹架層下部層及び同層中部層が分布している。ｆ－２断層の西側

の領域では，主に鷹架層中部層及び同層上部層が分布している。 

敷地内で実施したＰＳ検層の結果を第５－１図に示す。敷地の地盤は，事業変更許可

申請書の添付書類三「ロ.地  盤」の添３－ロ（ニ）第 12 図に示すとおりｆ－１断層

及びｆ－２断層を境に３つの領域に区分されるが，第５－１図に示すように，いずれの

地盤においても標高－70ｍの位置においてＳ波速度が概ね 0.7km/s 以上となる。 

また，第５－２図に示す屈折法地震探査結果及び事業変更許可申請書の添付書類三

「ロ.地  盤」の添３－ロ（ハ）第７図に示す反射法地震探査結果から，敷地及び敷

地周辺の地下の速度構造は，大局的に見て水平成層かつ均質であると考えられる。 

上記の各種地質調査結果より，敷地の地盤は速度構造的に特異性を有する地盤ではな

いと考えられる。解放基盤表面については，敷地地下で著しい高低差がなく，ほぼ水平

で相当な拡がりを有し，著しい風化を受けていない岩盤である鷹架層において，Ｓ波速

度が概ね 0.7km/s 以上となる標高－70ｍの位置に設定した。 

なお，解放基盤表面以浅については，地盤の違いに応じてｆ－１断層の東側の領域を

「東側地盤」，ｆ－２断層の西側の領域を「西側地盤」，ｆ－１断層及びｆ－２断層に挟

まれた領域を「中央地盤」として，取り扱うこととしている。 

5.2  地震観測記録 

敷地地盤における地震観測は，敷地内の地盤の違いに応じて第５－３図に示す３ヶ所

で実施している。 

地震観測記録の評価に当たっては，地震観測記録から解放基盤表面以浅の地盤の影響

を取り除くために，はぎとり地盤モデルを用いている。はぎとり地盤モデルの作成に当

たっては，敷地内の各地震観測点における鉛直アレー観測による地震観測記録から求め

た深度方向の伝達関数を目的関数として，層厚，Ｓ波速度及び減衰定数を同定してい

る。はぎとり解析に用いた「中央地盤」，「東側地盤」及び「西側地盤」のはぎとり地盤

モデルを第５－１表に示す。作成したはぎとり地盤モデルによる伝達関数と，地震観測

記録に基づく伝達関数の比較を第５－４図に示す。両者はよく整合する結果となってお

り，はぎとり地盤モデルは地盤の振動特性を表現できるものとなっている。 

各地盤のはぎとり地盤モデルを用いて，2011 年東北地方太平洋沖地震の解放基盤表

面におけるはぎとり波を評価した結果を第５－５図に示す。その地震動レベルは各地盤

でほぼ等しいものとなっている。 
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また，敷地内において，地下構造の推定のために微動アレー観測を行っており，第５

－６図に示すとおり，各地震観測点位置を中心にアレー観測点を設定している。上記３

ヶ所の地震観測点位置における微動アレー観測結果から推定した各地震観測点直下のＳ

波速度構造及び地震基盤～解放基盤表面間の増幅比の比較を第５－７図に示す。地震基

盤～解放基盤表面間における増幅比は地盤間で差はない。 

以上の検討結果より，地震観測記録の検討には代表地盤観測点の観測記録を用いるこ

ととした。 

代表地盤観測点で得られた地震観測記録の中から，第５－２表に示す地震について応

答スペクトル解析を行った。これらの地震の震央分布を第５－８図に示す。これらの地

震について，その発生様式ごとに分類を行い，解放基盤表面（標高－70ｍ）で得られた

観測記録の応答スペクトルを第５－９図に示す。また，発生様式ごとの代表的な地震に

ついて，それぞれ地盤の各深さで得られた観測記録の応答スペクトルを第５－10 図に

示す。これらの図によると，地震によらず解放基盤表面相当レベルまでは，地盤中にお

けるピーク周期の遷移や，特定周期での特異な増幅がないことが確認できる。 

次に，震央距離が 300km 以内の地震の解放基盤表面（標高－70ｍ）で得られた観測記

録を対象に，地震波の到来方向別の増幅特性に関して，敷地から東西南北の４方位に分

類して検討を行った。対象とした地震を第５－３表及び第５－11 図に示す。これらの

地震観測記録について検討を行った結果，第５－12 図に示すとおり，敷地に対する地

震波の到来方向の違いによって増幅特性が異なるような傾向はみられなかった。 

5.3  深部地盤モデル 

断層モデルを用いた手法による地震動評価のうち，統計的グリーン関数法(23)(24)によ

る地震動評価に用いる深部地盤モデルは，敷地における代表地盤観測点の地震観測記録

に基づき作成した。 

深部地盤モデルの作成では，代表地盤観測点の鉛直アレー地震観測による地震観測記

録から得られるＰ波部水平/上下スペクトル振幅比，レシーバー関数及びコーダ部水平/

上下スペクトル振幅比を目的関数として，深部地盤モデルの層厚，Ｓ波速度，Ｐ波速度

及びＱ値を同定している(25)。これらの物性のうち，Ｑ値については，小林ほか

（1999）(26)に基づき，振動数に依存しない内部減衰と振動数に依存する散乱減衰を考

慮した。深部地盤モデルに採用する層厚，Ｓ波速度及びＰ波速度は同定によって得られ

た値とし，Ｑ値は同定によって得られた値を下回らないように全周期帯で一定の値とし

た。なお，地震基盤以深のＱ値構造については，佐藤ほか（2002）(63）による東北地方

の海溝型地震の伝播経路のＱ値特性に基づき，Ｑ＝114ｆ0.92と設定した。作成した深部

地盤モデルを第５－４表に示す。 

深部地盤モデルについては，敷地の地震観測記録を用いたスペクトルインバージョン

法による検討及び経験的サイト増幅特性の検討に加えて，敷地・敷地近傍の地質調査結

果等を用いて作成した３次元地下構造モデルによる検討により妥当性を検証した。 

スペクトルインバージョン法による検討では，岩田・入倉（1986）(77)に基づき，敷

地の観測記録及び K-NET 等の観測記録を用いてサイト増幅特性を抽出し，深部地盤モデ

ルによる敷地の地震基盤から解放基盤表面の間の増幅特性との比較を行った結果，同等

のものとなっている（第５－13 図参照）。また，経験的サイト増幅特性の検討では，鶴
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来ほか（1997）(70)の手法を参考に，経験的サイト増幅特性を算定し，深部地盤モデル

による増幅特性と比較を行った結果，概ね同等若しくは深部地盤モデルによる増幅率が

若干大きくなっている（第５－14 図参照）。 

一方，３次元地下構造モデルによる検討では，作成した３次元地下構造モデルを用い

て波形入力による増幅シミュレーションを行い，深部地盤モデルによる増幅特性との比

較を行った。３次元地下構造モデルは，敷地及び敷地近傍で実施した反射法地震探査結

果，屈折法地震探査結果，ボーリングデータ等に基づく初期モデルに対して，微動アレ

ー観測結果，屈折法地震探査，ブーゲー異常，ＰＳ検層の観測データ等を用いたジョイ

ントインバージョン解析を行うことで作成した。調査結果として得られた微動アレー観

測に基づく位相速度，屈折法地震探査の走時，ブーゲー異常及びＰＳ検層による観測走

時は，３次元地下構造モデルによる再現結果と整合するものとなっている。３次元地下

構造モデルと深部地盤モデルのそれぞれに対してパルス波を入力し，得られた解放基盤

表面位置における最大振幅値の比を分布図で表した結果，深部地盤モデルを明確に上回

るような増幅特性は，敷地内では見られない（第５－15 図参照）。 

以上の検討より，深部地盤モデルの妥当性を確認した。  
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6. 基準地震動Ｓｓ 

基準地震動Ｓｓは，「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せ

ず策定する地震動」について，解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の地震動とし

てそれぞれ策定する。 

6.1  敷地ごとに震源を特定して策定する地震動 

6.1.1  検討用地震の選定 

「4. 地震の分類」に基づき，地震発生様式等により分類した地震ごとに敷地に顕

著な影響を及ぼすと予想される検討用地震を選定する。 

ａ．プレート間地震 

青森県東方の沖合では，プレート間地震が過去に繰り返し発生しており，1968

年十勝沖地震（Ｍ7.9）は敷地に最も影響を及ぼした地震である。地震調査委員会

（2004）(27)は，既往の研究成果を基に 1968 年十勝沖地震の震源域に発生する地

震を｢三陸沖北部の地震（ＭＷ8.3）｣として震源モデルを設定している。したがっ

て，地震調査委員会（2004）(27)による「三陸沖北部の地震（ＭＷ8.3）」（以下「想

定三陸沖北部の地震」という。）をプレート間地震の検討用地震の選定に当たって

考慮する。 

2011 年東北地方太平洋沖地震（ＭＷ9.0）は，三陸沖南部海溝寄り，三陸沖北部

から房総沖の海溝寄りの一部，三陸沖中部，宮城県沖，福島県沖及び茨城県沖の

領域を震源域とする地震であり，敷地に対する影響は小さかったものの，同地震

の知見を踏まえ同規模の地震が敷地前面で発生するとして，「2011 年東北地方太

平洋沖地震を踏まえた地震」をプレート間地震の検討用地震の選定に当たって考

慮する。震源領域としては，敷地前面の三陸沖北部の領域を含むように，「三陸沖

北部～宮城県沖の連動」及び「三陸沖北部～根室沖の連動」のそれぞれの場合に

ついて考慮する。 

また，地震調査委員会（2017）（87）は，17 世紀に北海道東部に大きな津波をも

たらした地震が発生したとされることから，千島海溝沿いで発生する，北海道東

部に巨大な津波をもたらす地震を「超巨大地震（17 世紀型）」とし，地震規模は

Ｍ8.8 程度以上としている。したがって，十勝沖から択捉島沖を震源領域とした

Ｍ8.8 程度以上の「超巨大地震（17 世紀型）」を検討用地震の選定に当たって考慮

する。 

「想定三陸沖北部の地震」と「2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震」

の震源パラメータの比較を第６－１表に，想定する断層面の位置を第６－１図に

示す。「2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震」は，設定した断層モデル

において敷地前面の三陸沖北部の領域を含めてモデル化しており，「想定三陸沖北

部の地震」より地震規模が大きく，直近の強震動生成域（以下「SMGA」という。）

は「想定三陸沖北部の地震」の直近の SMGA の短周期レベルを上回っており，さら

に，「想定三陸沖北部の地震」の断層面全体の短周期レベルの値とほぼ等しい値と

なっている。さらに，直近の SMGA と敷地との距離についても「2011 年東北地方

太平洋沖地震を踏まえた地震」の方が近い。したがって，敷地に対する影響は，
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「2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震」の方が「想定三陸沖北部の地

震」を上回ると考えられる。 

一方，「2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震（三陸沖北部～根室沖の

連動）」の断層面図と「超巨大地震（17 世紀型）」の評価対象領域を第６－２図に

示す。「超巨大地震（17 世紀型）」は十勝沖から択捉島沖を震源領域としたＭ8.8

程度以上の超巨大地震とされるが，「2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地

震」がＭＷ9.0 の規模を考慮した上で，敷地に最も近い三陸沖北部の領域を震源領

域に設定していること，そして，「超巨大地震（17 世紀型）」の震源領域は千島海

溝の北東側に延びて敷地から遠くなることから，「2011 年東北地方太平洋沖地震

を踏まえた地震」の方が敷地への影響が大きいと考えられる。 

以上のことから，敷地への影響については，「2011 年東北地方太平洋沖地震を

踏まえた地震」が最も大きいと考えられ，プレート間地震の検討用地震として

「2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震」を選定する。検討用地震として

選定した「2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震」の断層面の位置を第６

－３図に示す。 

なお，敷地前面のプレート間地震については地震調査委員会（2019）(88)の知見

があるが，ＭＷ9.0 の規模を考慮した上で敷地に最も近い三陸沖北部の領域に震源

領域を設定している「2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震」の方が，敷

地への影響が大きいと評価した。 

ｂ．海洋プレート内地震 

敷地周辺で考慮する海洋プレート内地震については，地震の発生機構やテクト

ニクス的背景の類似性が認められる地域で過去に発生した地震を考慮した上で，

敷地周辺の適切な位置に震源を考慮する。 

三陸沖北部の領域に隣接する北海道の千島海溝沿いにおいては，二重深発地震

面下面の地震の活動が優勢であるのに対し，敷地を含む東北地方の日本海溝沿い

は，二重深発地震面上面の地震の活動が優勢であるという特徴を有する(20)(21)。

北海道の千島海溝沿いにおいては，過去に二重深発地震面下面の地震として，

1994 年北海道東方沖地震（Ｍ8.2）が発生しているのに対し，過去に東北地方で

発生した二重深発地震面における大規模な地震は，2003 年宮城県沖の地震（Ｍ

7.1）及び 2011 年宮城県沖の地震（Ｍ7.2）といった二重深発地震面上面の地震で

あり，Ｍ７クラスに達する二重深発地震面下面の被害地震は知られていない。 

北海道東部について，Kita et al．（2010）(21)は Down dip extension 型（DE

型）の地震発生層が厚いとしており，Seno and Yoshida（2004）(28)は浅く大きな

海洋プレート内地震が発生する傾向があるとしている。一方，敷地を含む東北地

方については，Kita et al．（2010）(21)は Down dip Compression 型（DC 型）の

地震発生層が厚いとしており，Seno and Yoshida（2004）(28)は浅く大きな海洋プ

レート内地震が知られていない地域としている。以上のことから，北海道東部と

東北地方は異なるテクトニクスとなっていると考えられるため，千島海溝沿いで

発生した 1994 年北海道東方沖地震（Ｍ8.2）は検討用地震の選定に当たって考慮

しない。 
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以上より，過去に東北地方で発生した海洋プレート内地震を，タイプ別に二重

深発地震面上面の地震，二重深発地震面下面の地震及び沖合の浅い地震に分類し

た上で，敷地に対して影響の大きい地震の抽出を行い，検討用地震を選定する。

影響の大きい地震の抽出に当たり，地震規模には，各分類の領域で発生した最大

の地震規模を考慮することとし，その設定位置は，地震のタイプごとの発生位置

に応じて敷地との距離が最小となる位置とする。 

二重深発地震面上面の地震については，2011 年宮城県沖の地震（Ｍ7.2），二重

深発地震面下面の地震については，2008 年岩手県沿岸北部の地震（Ｍ6.8），沖合

の浅い地震については，2011 年三陸沖の地震（Ｍ7.3）をそれぞれ考慮する。 

それぞれの地震について，解放基盤表面における地震動の応答スペクトルを予

測し，敷地の地盤特性等を反映することが可能な Noda et al.（2002）(29)の方法

に基づき地震動を評価し，敷地への影響を相対的に比較した結果を第６－４図に

示す。第６－４図より，敷地との距離が最も近い二重深発地震面上面の地震が，

敷地に対する影響が最も大きい地震と考えられることから，東北地方で最大規模

の 2011 年宮城県沖の地震（Ｍ7.2）と同様の地震が敷地前面で発生することを考

慮した二重深発地震面上面の地震を「想定海洋プレート内地震」として検討用地

震に選定する。検討用地震として選定した「想定海洋プレート内地震」の断層面

の位置を第６－５図に示す。 

なお，敷地前面の海洋プレート内地震については地震調査委員会（2019）(88)の

知見があるが，同等の規模を考慮した上で敷地との距離が最小となる位置に震源

を設定している「想定海洋プレート内地震」の方が，敷地への影響が大きいと評

価した。 

ｃ．内陸地殻内地震 

(ａ) 地震発生層の設定 

内陸地殻内地震の地震動評価に用いる地震発生層の上端深さ及び下端深さに

ついては，文献等に基づき以下のとおり設定した。 

原子力安全基盤機構（2004）(31)によれば，敷地を含む東北東部の領域では，

第６－２表及び第６－６図に示すとおり，地震発生層上端に相当する D10％は

6.2km，地震発生層下端に相当する D90％は 13.8km となっている。 

また，敷地周辺の内陸地殻内で発生した小・微小地震に対する上記と同様の

検討によると，第６－３表及び第６－７図に示すとおり D10％は 8.2km，D90％

は 15.3km となっている。 

長谷川ほか（2004）(32)によれば，東北日本の内陸地殻内地震が発生する深さ

については，およそ 15km 程度以浅であり，それより深部の地殻は温度が高く

なり，急激な断層運動である地震としては変形せず，流動変形が卓越するとさ

れている。 

敷地周辺における地震波トモグラフィ解析結果を第６－８図に示す。地震波

トモグラフィ解析により再決定された震源の深さの下限は概ね深さ 15km 程度

となっているほか，それよりも深部ではＰ波速度が小さくなる傾向となってお

り，長谷川ほか（2004）(32)と整合している。 
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また，Tanaka and Ishikawa（2005）(33)によれば，微小地震の D90％とキュ

リー点深度の間には相関があるとされている。大久保（1984）(34)及び Tanaka 

and Ishikawa（2005）(33)によれば，敷地周辺のキュリー点深度は約 15km とな

っており，敷地周辺の微小地震の発生状況から推定される D90％の値及び地震

波トモグラフィ解析により再決定された震源の深さの下限と整合している。 

以上を踏まえ，内陸地殻内地震の地震動評価に用いる地震発生層の上端深さ

を３km，下端深さを 15km と設定した。 

(ｂ) 検討用地震として考慮する活断層 

敷地周辺の活断層による地震が敷地に及ぼす影響を検討するために，第３－

３表に示す主な敷地周辺の活断層のうち，断層長さの短い出戸西方断層及びＦ

－ｄ断層を除く活断層から想定される地震のマグニチュード(30)，震央距離及び

敷地で想定される震度の関係について第６－９図に示す。この図より，敷地に

影響を与えるおそれがあると考えられる地震として，「折爪断層による地震」，

「横浜断層による地震」及び「上原子断層～七戸西方断層による地震」を選定

する。 

一方，断層長さの短い出戸西方断層及びＦ－ｄ断層については，震源断層が

地震発生層の上端から下端まで拡がっているとし，同じ地震規模を考慮した場

合，敷地により近い「出戸西方断層による地震」の方が敷地に与える影響が大

きい地震となることから，敷地に影響を与えるおそれがあると考えられる地震

として「出戸西方断層による地震」を選定する。 

敷地に影響を与えるおそれがあると考えられる地震として選定した上記４地

震の断層面の位置を第６－10 図に示す。上記４地震のうち，応答スペクトルに

基づく方法により，敷地への影響が相対的に大きい地震を検討用地震として選

定する。応答スペクトルに基づく方法は，海洋プレート内地震と同様に Noda 

et al.（2002）(29)の方法を用いる。Noda et al.（2002）(29)の方法に基づき地

震動を評価した結果を第６－11 図に示す。この図より，検討用地震として「出

戸西方断層による地震」を選定する。 

ｄ．日本海東縁部の地震 

日本海東縁部の地震については，「4.4 日本海東縁部の地震」のとおり，敷地

に大きな影響を及ぼすような地震はないことから，検討用地震として選定しな

い。 

6.1.2  検討用地震の地震動評価 

「6.1.1 検討用地震の選定」において選定した「2011 年東北地方太平洋沖地震を

踏まえた地震」，「想定海洋プレート内地震」及び「出戸西方断層による地震」につい

て，地震動評価を実施する。 

検討用地震の地震動評価においては，地震の発生様式に応じた特性を考慮するとと

もに，「5. 敷地地盤の振動特性」に示した，敷地における地震観測記録等から得ら

れる敷地地盤の振動特性を考慮する。検討用地震による地震動は，「応答スペクトル

に基づく方法」及び「断層モデルを用いた手法」により評価する。 
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「応答スペクトルに基づく方法」では，検討用地震の地震規模，震源距離等から，

適用条件及び適用範囲について検討した上で，適切な評価式を用いる。 

「断層モデルを用いた手法」では，敷地において要素地震として適切な地震の観測

記録が得られている場合は経験的グリーン関数法(35)(36)(37)を用い，得られていない場

合は統計的グリーン関数法(23)(24)(37)を用いる。 

ａ．プレート間地震 

(ａ) 基本モデルの設定 

プレート間地震の検討用地震として選定した「2011 年東北地方太平洋沖地震

を踏まえた地震」については，地震調査委員会（2004）(27)及び諸井ほか

（2013）(38)に基づき震源モデルを設定した。 

断層面の設定に当たっては，敷地前面の三陸沖北部の領域を含む領域の連動

を考慮し，「三陸沖北部～宮城県沖の連動」及び「三陸沖北部～根室沖の連

動」について，それぞれモデルを設定した。 

各領域における SMGA の位置については，モデル化する領域ごとに諸井ほか

（2013）(38)と同様に，過去に発生した地震(27)(38)(39)を参照して地域性を考慮し

た位置に設定した。各領域の SMGA は，三陸沖北部の領域では 1968 年十勝沖地

震や 1994 年三陸はるか沖地震の発生位置に，三陸沖中部以南の領域では地震

調査委員会（2012）(17)のセグメントごとに１つずつ，十勝沖の領域では 2003

年十勝沖地震の発生位置に，根室沖の領域では 1973 年根室半島沖地震の発生

位置よりも領域内において敷地に近い位置にそれぞれ配置した。三陸沖中部以

南の領域での設定に当たっては，既往の地震観測記録の再現に関する入倉

（2012）(78)の知見を参照した。 

SMGA の面積は，諸井ほか（2013）(38)に基づき断層面積に対する面積比（以

下「SMGA 面積比」という。）が 12.5％となるよう設定した。 

SMGA の短周期レベルは，諸井ほか（2013）(38)に基づき SMGA 面積比 12.5％相

当の地震モーメントと短周期レベルの関係を基本としている。諸井ほか

（2013）(38)に基づく SMGA 面積比 12.5％相当の地震モーメントと短周期レベル

の関係は，2011 年東北地方太平洋沖地震の短周期レベルと整合することが確認

されている佐藤（2010）(86)のスケーリング則を上回っている（第６－12 図参

照）。ここで，敷地に近く影響が大きい SMGA１及び SMGA２の短周期レベルにつ

いては，1994 年三陸はるか沖地震（Ｍ7.6）及び 1978 年宮城県沖地震（Ｍ

7.4）が諸井ほか（2013）(38)に基づく SMGA 面積比 12.5％相当の地震モーメン

トと短周期レベルの関係をそれぞれ 1.3 倍及び 1.4 倍上回っていることから，

割増率として 1.4 倍を考慮した。一方，SMGA３～７については，敷地から遠く

影響が小さいため，諸井ほか（2013）(38)に基づく SMGA 面積比 12.5％相当の短

周期レベルに設定した。 

なお，破壊開始点については，複数の位置を設定した。 

基本モデルの検討ケース一覧を第６－４表に示す。基本モデルの断層モデル

及び断層パラメータを第６－13 図及び第６－５表に示す。また，断層モデルの

パラメータの設定フローを第６－14 図に示す。 
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ここで，2011 年東北地方太平洋沖地震については，各種の震源モデルが提案

されていることから，これらと比較することで「2011 年東北地方太平洋沖地震

を踏まえた地震」の基本モデルで設定した SMGA 面積，短周期レベル及び SMGA

面積比の妥当性について確認する。「2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた

地震」の基本モデルと，田島ほか（2013）(80)が取りまとめた各種震源モデルを

比較した結果，基本モデルの SMGA 面積，短周期レベルは各種震源モデルを概

ね上回る値となっており，過小な設定とはなっていない（第６－６表（ａ）参

照）。また，諸井ほか（2013）(38)に示されている SMGA 面積比を変えた場合の

SMGA の短周期レベルと，SMGA 面積比を 12.5%としている「2011 年東北地方太

平洋沖地震を踏まえた地震」の基本モデルの SMGA の短周期レベルを比較した

結果，敷地に近く影響が大きい SMGA１及び SMGA２の短周期レベルは，諸井ほ

か（2013）(38)の検討における SMGA の短周期レベルの最大値を上回っているこ

とから，基本モデルの SMGA 面積比は過小な設定とはなっていない（第６－６

表（ｂ）参照）。 

(ｂ) 不確かさを考慮するパラメータの選定 

「2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震」の不確かさとしては，基本

モデルで既往最大の地震規模を考慮していること及び 1978 年宮城県沖地震を

踏まえ短周期レベルを嵩上げしていることから，SMGA の位置の不確かさのみ考

慮することとし，敷地に最も近い SMGA１の位置を敷地直近（断層面西端）に移

動させたケースを考慮する。 

なお，破壊開始点については，SMGA の位置を移動させたケースについても，

複数の位置を設定した。 

不確かさケースの検討ケース一覧を第６－４表に示す。不確かさケースの断

層モデル及び断層パラメータは，第６－15 図及び第６－５表に示すように設定

した。また，断層モデルのパラメータの設定フローを第６－14 図に示す。 

(ｃ) 応答スペクトルに基づく地震動評価 

「2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震」は，既往の距離減衰式に対

して外挿になること，また，敷地に対して断層面が大きく拡がっていることか

ら，距離減衰式による評価が困難であるため，断層モデルを用いた手法により

地震動評価を行う。 

(ｄ) 断層モデルを用いた手法による地震動評価 

断層モデルを用いた手法による地震動評価では，敷地において要素地震とし

て利用可能な観測記録が得られていることから，経験的グリーン関数法(35)(36)

を用いる。 

要素地震としては，各領域で発生した同様の震源メカニズムをもつ地震を用

いることとし，三陸沖北部の領域に対して 2001 年８月 14 日の地震（Ｍ6.4），

三陸沖中南部の領域に対して 2015 年５月 13 日の地震（Ｍ6.8），宮城県沖の領

域に対して 2011 年３月 10 日の地震（Ｍ6.8），十勝沖の領域に対して 2008 年

９月 11 日の地震（Ｍ7.1），根室沖の領域に対して 2004 年 11 月 29 日の地震

（Ｍ7.1）の敷地における観測記録を用いる。各要素地震の震源パラメータを
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第６－７表に，各要素地震の震央位置及び観測記録の波形を第６－16 図に示

す。 

基本モデル及び不確かさケースの断層モデルを用いた地震動評価結果の応答

スペクトルを第６－17 図に示す。 

ｂ．海洋プレート内地震 

(ａ) 基本モデルの設定 

海洋プレート内地震の検討用地震として選定した「想定海洋プレート内地

震」については，地震調査委員会（2016）(76)を基に基本モデルの断層モデル及

び断層パラメータを設定した。 

地震規模は，同一テクトニクス内の東北地方で発生した二重深発地震面上面

の地震の最大地震である，2011 年４月７日宮城県沖の地震と同規模（Ｍ7.2，

ＭＷ7.1）とした。 

短周期レベルは，地震調査委員会（2016）(76)による海洋プレート内地震の標

準的な短周期レベルを考慮し設定した。 

断層面の位置は，敷地前面の沈み込む海洋プレートと敷地との距離が最小と

なる位置の海洋性マントル内に設定した(41)。 

なお，破壊開始点については，複数の位置を設定した。 

基本モデルの検討ケースを第６－８表に示す。基本モデルの断層モデル及び

断層パラメータは，第６－18 図及び第６－９表に示すように設定した。また，

断層モデルのパラメータの設定フローを第６－19 図に示す。 

(ｂ) 不確かさを考慮するパラメータの選定 

「想定海洋プレート内地震」の不確かさとしては，短周期レベル，断層位置

及び地震規模を考慮する。 

短周期レベルの不確かさとしては，原田・釜江（2011）(42)の知見を踏まえ，

短周期レベルの値を地震調査委員会（2016）(76)による値の 1.5 倍としたケース

を設定した。 

断層位置の不確かさとしては，断層面上端が海洋性地殻の上端に位置するよ

う設定した上で，アスペリティを断層面の上端に配置したケースを設定した。 

地震規模の不確かさとしては，2011 年４月７日宮城県沖の地震の地震規模を

上回るＭＷ7.4 としたケースを設定した。 

なお，破壊開始点については，それぞれの不確かさケースについて，複数の

位置を設定した。 

不確かさケースの検討ケース一覧を第６－８表に示す。不確かさケースの断

層モデル及び断層パラメータは，第６－18 図，第６－20 図及び第６－10 表に

示すように設定した。また，断層モデルのパラメータの設定フローを第６－19

図に示す。 

(ｃ) 応答スペクトルに基づく地震動評価 

「想定海洋プレート内地震」の応答スペクトルに基づく地震動評価には，解

放基盤表面の地震動として評価できること，震源の拡がりが考慮できること，

敷地の地震観測記録を用いて諸特性が考慮できること，水平方向及び鉛直方向
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の地震動が評価できることといった特徴を有する評価手法であり，地震規模に

対応する震源距離が適用範囲にあることから，Noda et al.（2002）(29)を用い

た。 

敷地における海洋プレート内地震による観測記録の応答スペクトルと Noda 

et al.（2002）(29)の方法に基づく応答スペクトルとの比を第６－21 図に示

す。観測記録の応答スペクトルは，Noda et al.（2002）(29)に基づく応答スペ

クトルに対して，２～３倍程度となっている。「想定海洋プレート内地震」の

応答スペクトルに基づく評価に当たっては，Noda et al.（2002）(29)に基づく

応答スペクトルに対し，全周期帯で３倍の補正を行った。 

基本モデル及び各不確かさケースの応答スペクトルに基づく地震動評価結果

の応答スペクトルを第６－22 図に示す。 

(ｄ) 断層モデルを用いた手法による地震動評価 

「想定海洋プレート内地震」の断層モデルを用いた手法による地震動評価で

は，適切な要素地震となる地震観測記録が敷地で得られていないことから，統

計的グリーン関数法(23)(24)を用いる。統計的グリーン関数法(23)(24)に用いる地下

深部構造モデルについては，「5.3 深部地盤モデル」に示した深部地盤モデル

を用いる。 

基本モデル及び各不確かさケースの断層モデルを用いた地震動評価結果の応

答スペクトルを第６－23 図に示す。 

ｃ．内陸地殻内地震 

(ａ) 基本モデルの設定 

内陸地殻内地震の検討用地震として選定した「出戸西方断層による地震」に

ついては，孤立した短い断層による地震として，震源断層が地表断層長さ以上

に拡がっていること及び震源断層が地震発生層の上端から下端まで拡がってい

ることを考慮した上で，その地震規模をＭＷ6.5 とした。断層傾斜角は反射法地

震探査結果に基づき 70°に設定し，断層幅は地震発生層厚さと断層傾斜角を考

慮し 12.8km とした。震源断層長さは，地震規模がＭＷ6.5 となるように，断層

幅を考慮して 28.7km とし，その地震モーメントは 7.51×1018N･m となる。 

アスペリティの位置については，敷地への影響が大きくなるように，アスペ

リティの南端を出戸西方断層の南端に，また，アスペリティの上端を断層モデ

ルの上端に設定した。 

なお，破壊開始点については，複数の位置を設定した。 

基本モデルの検討ケースを第６－11 表に示す。基本モデルの断層モデル及び

断層パラメータについては，地震調査委員会（2016）(76)に基づき，第６－24

図及び第６－12 表に示すように設定した。また，断層モデルのパラメータの設

定フローを第６－25 図に示す。 

(ｂ) 不確かさを考慮するパラメータの選定 

「出戸西方断層による地震」の不確かさとしては，短周期レベル及び断層傾

斜角について考慮する。 

M
O
X
①

 
Ⅲ

(
1
)
-
0
0
1
2
-
1
6
 

G
 



19 

短周期レベルの不確かさケースについては，2007 年新潟県中越沖地震の知見

を踏まえ，基本モデルにおける値の 1.5 倍の値を考慮した地震動評価を行う。 

出戸西方断層については，地質調査結果に基づき，高角の逆断層であること

が確認されているが，念のため，断層傾斜角の不確かさケースとして，断層傾

斜角を 45°に設定した地震動評価を行う。 

出戸西方断層が敷地の極近傍に位置しており，基準地震動Ｓｓの策定に支配

的な断層であることから，不確かさの考え方が地震動評価結果に与える影響が

非常に大きいことを踏まえ，短周期の地震動レベルに影響する短周期レベルの

不確かさと，長周期の地震動レベルに影響する地震モーメントが大きくなる設

定である断層傾斜角の不確かさを重畳させたケースについても考慮し，全周期

帯での評価が保守的になるように地震動評価を行う。 

なお，破壊開始点については，それぞれの不確かさケースについて，複数の

位置を設定した。 

不確かさケースの検討ケース一覧を第６－11 表に示す。不確かさケースの断

層モデル及び断層パラメータは，第６－24 図，第６－26 図及び第６－13 表に

示すように設定した。また，断層モデルのパラメータの設定フローを第６－25

図に示す。 

(ｃ) 応答スペクトルに基づく地震動評価 

出戸西方断層による地震による評価ケースの諸元と，Noda et al.（2002）

(29)の距離減衰式の作成及び適用性検討に用いられている諸元を比較した結果，

出戸西方断層による地震については，Noda et al.（2002）(29)にて定められて

いる極近距離よりもさらに近距離の地震となっていることから，Noda et al.

（2002）(29)の適用範囲外とした。 

応答スペクトルに基づく地震動評価を行う際には，当該モデルの地震規模及

び敷地との距離の関係を踏まえ，国内外において提案されている Noda et al. 

（2002）(29)以外の距離減衰式(45)～(53)による評価を行う。評価に用いる距離減衰

式を第６－14 表に示す。 

第６－27 図に，基本モデル及び各不確かさケースの応答スペクトルに基づく

地震動評価結果の応答スペクトルを示す。 

(ｄ) 断層モデルを用いた手法による地震動評価 

出戸西方断層による地震の断層モデルを用いた手法による地震動評価では，

敷地において要素地震として利用可能な観測記録が得られていることから経験

的グリーン関数法(35)(36)を用いる。要素地震については，考慮する地震の断層

面近傍の内陸地殻内で発生し，地質調査結果と整合的な震源メカニズムをもつ

出戸西方断層近傍で発生した 1999 年９月 13 日の地震（Ｍ4.0）を用いること

とする。要素地震の諸元を第６－15 表に，要素地震の震央位置及び観測記録の

波形を第６－28 図に示す。 

基本モデル及び各不確かさケースの断層モデルを用いた地震動評価結果の応

答スペクトルを第６－29 図に示す。 
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6.2  震源を特定せず策定する地震動 

6.2.1  評価方法 

震源を特定せず策定する地震動の評価に当たっては，震源と活断層を関連付けるこ

とが困難な過去の内陸地殻内地震を検討対象地震として選定し，それらの地震時に得

られた震源近傍における観測記録を収集し，敷地の地盤物性を加味した応答スペクト

ルを設定した。 

採用する地震観測記録の選定に当たっては，敷地周辺との地域差を検討するととも

に，観測記録と第６－30 図に示す加藤ほか（2004）(54)の応答スペクトルとの大小関

係を考慮する。 

6.2.2  検討対象地震の選定と震源近傍の観測記録の収集 

震源と活断層を関連付けることが困難な過去の内陸地殻内地震の震源近傍の観測記

録の収集においては，以下の２種類の地震を対象とする。 

・震源断層がほぼ地震発生層の厚さ全体に拡がっているものの，地表地震断層とし

てその全容を現すまでに至っていないＭＷ6.5以上の地震 

・断層破壊領域が地震発生層内部に留まり，国内においてどこでも発生すると考え

られる地震で，震源の位置も規模もわからない地震として地震学的検討から全国

共通で考慮すべきＭＷ6.5未満の地震 

検討対象地震を第６－16表に示す。 

ａ．ＭＷ6.5以上の地震 

第６－16 表に示した検討対象地震のうち，ＭＷ6.5 以上の 2008 年岩手・宮城内

陸地震及び 2000 年鳥取県西部地震の震源域と敷地周辺との地域差を検討し，観測

記録収集対象の要否について検討を行う。 

(ａ) 2008年岩手・宮城内陸地震 

2008 年岩手・宮城内陸地震の震源域近傍は，新第三紀以降の火山岩類及び堆

積岩類が広く分布し，断続的な褶曲構造が認められ，東西圧縮応力による逆断

層により脊梁山脈を成長させている地域である。さらに，火山フロントに位置

し，火山噴出物に広く覆われており断層変位基準となる段丘面の分布が限られ

ている。また，産業技術総合研究所（2009）(55)によるひずみ集中帯分布図によ

れば，震源近傍は，地質学的・測地学的ひずみ集中帯の領域内にある。 

一方，敷地周辺では，断層変位基準となる海成段丘面が広く分布しているこ

と，火山フロントの海溝側に位置し顕著な火山噴出物が認められないこと，地

質学的・測地学的ひずみ集中帯の領域外に位置していること等，震源域近傍と

の地域差は認められる。しかしながら，敷地周辺では震源域と同様に東西圧縮

応力による逆断層型の地震が発生していることや，火山岩類及び堆積岩類が分

布し，褶曲構造の分布が認められること等，一部で類似点も認められる。 

以上のことから，更なる安全性向上の観点から，より保守的に 2008 年岩手・

宮城内陸地震を観測記録収集対象として選定する。 

地震観測記録の収集に当たっては，断層最短距離 30km 以内に位置する K-NET

観測点及び KiK-net 観測点の地震観測記録に加えて，震源近傍に位置する荒砥
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沢ダム及び栗駒ダムにおける地震観測記録を対象とし，18 地点の地震観測記録

を収集した。 

収集した地震観測記録の応答スペクトルに対して，加藤ほか（2004）(54)の応

答スペクトルを上回る地震観測記録は K-NET 観測点５地点，KiK-net 観測点５

地点，ダム２地点の合計 12 地点であり，このうち，K-NET 観測点については，

AVS30（地表から深さ 30ｍまでの平均Ｓ波速度）が 500ｍ/s 以上の地震観測記

録は１地点であったことから，合計８地点の地震観測記録を抽出した。 

抽出した地震観測記録の分析・評価として，地盤応答等による特異な影響の

評価及び基盤地震動を算定するための地盤モデルの妥当性確認を実施した。そ

の結果，地盤の非線形性や特異な増幅特性が無く，基盤地震動を算定する地盤

モデルについて，観測記録の伝達関数を再現できることを確認した K-NET 一関

観測点，KiK-net 花巻南観測点，KiK-net 金ヶ崎観測点及び栗駒ダム（右岸地

山）の４地点の観測記録を信頼性の高い基盤地震動が評価可能な観測記録とし

て選定した。これに加えて，KiK-net 一関東観測点については，地表観測記録

に地盤の非線形性及び観測点周辺の地形の影響が一部含まれており，鉛直方向

の観測記録の伝達関数を再現できていないことから信頼性の高い基盤地震動の

評価は困難であるものの，水平方向については地表観測記録を概ね再現できる

ことから基盤地震動として選定可能と判断し，水平方向のみ基盤地震動が適切

に評価可能な観測記録として選定した。 

選定した５地点の観測記録の中で，大きな基盤地震動として，栗駒ダム（右

岸地山），KiK-net 金ヶ崎観測点及び KiK-net 一関東観測点（水平方向のみ）

を，震源を特定せず策定する地震動に考慮する基盤地震動として選定した。 

基盤地震動として選定した各観測点位置のＳ波速度は，栗駒ダムで 700ｍ/s

以上，KiK-net 金ヶ崎観測点で 540ｍ/s，KiK-net 一関東観測点で 680ｍ/s とい

ずれの観測点も敷地の解放基盤表面のＳ波速度と同等あるいは低い値となって

いることから，地盤のＳ波速度による補正を行わないこととした。 

以上より，栗駒ダム（右岸地山），KiK-net 金ヶ崎観測点及び KiK-net 一関東

観測点（水平方向のみ）の基盤地震動に保守性を考慮し，震源を特定せず策定

する地震動として，「2008 年岩手・宮城内陸地震（栗駒ダム[右岸地山］）」，

「2008 年岩手・宮城内陸地震（KiK-net 金ヶ崎）」及び「2008 年岩手・宮城内

陸地震（KiK-net 一関東）」を採用する。 

(ｂ) 2000年鳥取県西部地震 

2000 年鳥取県西部地震は，西北西－東南東の圧縮応力による横ずれ断層の地

震とされている。 

岡田（2002）(56)によれば，震源域周辺に活断層は記載されておらず，第四紀

中期以降に新たな断層面を形成して，断層が発達しつつあり，活断層の発達過

程としては，初期ないし未成熟な段階にあるとしている。井上ほか（2002）(57)

によれば，震源域付近の地質・地質構造は，白亜紀から古第三紀の花崗岩を主

体とし，新第三紀中新世に貫入した安山岩～玄武岩質の岩脈が頻繁に分布して

いることが示されており，これら岩脈の特徴として，貫入方向が今回の震源断
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層に平行である北西－南東方向であることが挙げられている。また，第四系の

分布・地形面の発達状況は，明瞭な断層変位基準の少ない地域である。 

一方，敷地周辺は，東西圧縮応力による逆断層として，出戸西方断層等が認

められる地域であり，地形・地質調査等から，活断層の認定が可能である。敷

地周辺の地質・地質構造は，主に新第三系中新統の泊層，鷹架層や第四系中部

～上部更新統の段丘堆積層等が分布し，大規模な岩脈の分布は認められない。

また，断層変位基準となる海成段丘面が広く認められる地域である。 

なお，2000 年鳥取県西部地震震源域と敷地周辺の地震地体構造は，全ての文

献において異なる地震地体構造区分とされている。 

以上より，2000 年鳥取県西部地震震源域と，敷地周辺地域とは活断層の特

徴，地質・地質構造等に地域差が認められると判断されることから，2000 年鳥

取県西部地震は観測記録収集対象外とする。 

ｂ．ＭＷ6.5未満の地震 

第６－16 表に示した検討対象地震のうち，ＭＷ6.5 未満の 14 地震について，震

源近傍の観測記録を収集して，その地震動レベルを整理した。 

その結果，加藤ほか（2004）(54)を一部周期帯で上回る地震観測記録として

2004 年北海道留萌支庁南部地震，2013 年栃木県北部地震，2011 年茨城県北部地

震，2011 年和歌山県北部地震及び 2011 年長野県北部地震の観測記録を抽出し

た。 

抽出した観測記録のうち，2013 年栃木県北部地震，2011 年茨城県北部地震，

2011 年和歌山県北部地震及び 2011 年長野県北部地震については，記録の再現が

可能な地盤モデルが構築できず，基盤地震動の評価が困難であることから，震源

を特定せず策定する地震動に考慮しない。 

一方，2004 年北海道留萌支庁南部地震については，震源近傍の K-NET 港町観測

点において，佐藤ほか（2013）(58)が詳細な地盤調査に基づいて基盤地震動の推定

を行っており，信頼性の高い基盤地震動が得られていることから，これらを参考

に地下構造モデルを設定し，基盤地震動を評価する。この基盤地震動に保守性を

考慮し，震源を特定せず策定する地震動として「2004 年北海道留萌支庁南部地震

（K-NET 港町）」を採用する。 

ｃ．震源を特定せず策定する地震動の応答スペクトル 

震源を特定せず策定する地震動として採用した「2008 年岩手・宮城内陸地震

（栗駒ダム[右岸地山］）」，「2008 年岩手・宮城内陸地震（KiK-net 金ヶ崎）」，

「2008 年岩手・宮城内陸地震（KiK-net 一関東）」及び「2004 年北海道留萌支庁

南部地震（K-NET 港町）」の応答スペクトルを第６－31 図に示す。 

6.3  基準地震動Ｓｓ 

「6.1 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「6.2 震源を特定せず策定

する地震動」の評価結果に基づき，基準地震動Ｓｓを策定する。 

6.3.1  敷地ごとに震源を特定して策定する地震動による基準地震動Ｓｓ 

ａ．応答スペクトルに基づく手法による基準地震動Ｓｓ 
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応答スペクトルに基づく手法による基準地震動Ｓｓは，設計用応答スペクトル

に適合する設計用模擬地震波により表すものとする。 

(ａ) 設計用応答スペクトル 

「6.1 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」において応答スペクトル

に基づく手法により評価した検討用地震の基本モデル及び不確かさケースの地

震動評価結果を第６－32 図に示す。これらを上回るように設定したＳｓ－ＡＨ

の設計用応答スペクトルを第６－32 図（１）に，Ｓｓ－ＡＶの設計用応答スペ

クトルを第６－32 図（２）に示す。 

Ｓｓ－ＡＨ及びＳｓ－ＡＶの設計用応答スペクトルのコントロールポイントの

値を第６－17 表に示す。 

(ｂ) 設計用模擬地震波 

基準地震動Ｓｓ－ＡＨ及びＳｓ－ＡＶの設計用模擬地震波はＳｓ－ＡＨ及びＳ

ｓ－ＡＶの設計用応答スペクトルに適合するように作成し，地震動の振幅包絡

線の経時的変化に基づいて，正弦波の重ね合わせによって作成する。基準地震

動Ｓｓ－ＡＨ及びＳｓ－ＡＶの設計用模擬地震波の継続時間と振幅包絡線は第６

－33 図の形状とし，振幅包絡線の経時的変化を第６－18 表に示す。 

基準地震動Ｓｓ－ＡＨ及びＳｓ－ＡＶの設計用模擬地震波の作成結果を第６－

19 表に，設計用応答スペクトルに対する設計用模擬地震波の応答スペクトルの

比を第６－34 図に示す。策定した基準地震動Ｓｓ－ＡＨ及びＳｓ－ＡＶの設計用

模擬地震波の加速度時刻歴波形を第６－35 図に示す。 

ｂ．断層モデルを用いた手法による基準地震動Ｓｓ 

「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」における断層モデルを用いた手

法による地震動評価結果について，基準地震動Ｓｓ－Ａの設計用応答スペクトル

を一部周期帯で上回るケースのうち，第６－20 表に示す５ケースを基準地震動Ｓ

ｓ－Ｂ１，Ｓｓ－Ｂ２，Ｓｓ－Ｂ３，Ｓｓ－Ｂ４及びＳｓ－Ｂ５として設定し

た。その応答スペクトルを第６－36 図に，加速度時刻歴波形を第６－37 図に示

す。 

なお，基準地震動Ｓｓ－Ｂ１～Ｂ５については，建物・構築物への入力地震動

を評価する際に，プラントノース（真北に対し，時計回りに 13°の方向）あるい

は建物・構築物に応じた適切な方位に変換を行う。 

6.3.2  震源を特定せず策定する地震動による基準地震動Ｓｓ 

「震源を特定せず策定する地震動」は基準地震動Ｓｓ－Ａの設計用応答スペクトル

を一部周期帯で上回ることから，第６－21 表に示す４波を基準地震動Ｓｓ－Ｃ１，

Ｓｓ－Ｃ２，Ｓｓ－Ｃ３及びＳｓ－Ｃ４（水平方向のみ）として設定した。その応答

スペクトルを第６－38 図に，加速度時刻歴波形を第６－39 図に示す。 

6.4  基準地震動Ｓｓの年超過確率 

日本原子力学会（2007）(59)に基づいて算定した敷地における地震動の一様ハザード

スペクトルと基準地震動Ｓｓの応答スペクトルを比較する。 

震源については，地震発生様式ごとに「特定震源モデルに基づく評価」及び「領域震

源モデルに基づく評価」に分けて考慮することとし，確率論的地震ハザードに大きな影
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響を及ぼす認識論的不確かさを選定し，ロジックツリーを作成する。ロジックツリー

は，地震調査委員会（2013）(43)の考え方に基づき作成する。 

地震調査委員会（2013）（43）では，「領域震源モデルに基づく評価」に用いる各領域の

地震規模の設定に当たり，「モデル１」及び「モデル２」の２つの考え方を示してお

り，「モデル１」においては地震調査委員会（2012）(17)で用いられている各領域の地震

規模を用い，「モデル２」においては地震規模が確率論的地震ハザード評価に与える影

響を検討するために，各領域に「モデル１」より大きな地震規模を用いている。敷地で

の確率論的地震ハザード評価における「領域震源モデルに基づく評価」では，「モデル

１」に加え「モデル２」についてもロジックツリーの分岐として考慮する。 

設定したロジックツリーを第６－40 図に示す。また，特定震源モデルのうち，出戸

西方断層以外の断層による地震において評価対象とする活断層の諸元を第６－22 表

に，領域震源におけるロジックツリーの分岐ごとの最大地震規模を第６－23 表に示

す。 

なお，プレート間地震及び海洋プレート内地震の長期評価に関する地震調査委員会

（2019）(88)の知見があるが，本知見における地震規模及び発生間隔は，敷地での確率

論的地震ハザード評価における設定と同等もしくは包絡されるものであることから，敷

地での確率論的地震ハザード評価に影響はない。 

基準地震動Ｓｓ－Ａ及びＳｓ－Ｂ１～Ｂ５の応答スペクトルと年超過確率ごとの一様

ハザードスペクトルの比較を第６－41 図に示す。基準地震動Ｓｓ－Ａ及びＳｓ－Ｂ１

～Ｂ５の年超過確率は，10-4～10-5程度である。 

また，「震源を特定せず策定する地震動」に基づき設定した基準地震動Ｓｓ－Ｃ１～

Ｃ４の応答スペクトルと内陸地殻内地震の領域震源による一様ハザードスペクトルの比

較を第６－42 図に示す。基準地震動Ｓｓ－Ｃ１～Ｃ４の年超過確率は，10-4～10-6程度

である。 

6.5 建屋底面位置における地震動評価 

耐震重要施設等及び常設重大事故等対処施設の耐震設計では，建屋底面位置における

地震動を評価する必要がある。その際，解放基盤表面以浅については，ｆ－１断層及び

ｆ－２断層を境界として敷地内で地質構造が異なることから，「中央地盤」，「西側地

盤」及び「東側地盤」の３つの領域ごとに，解放基盤表面以浅の地盤モデルを作成す

る。耐震重要施設等及び常設重大事故等対処施設が位置する「東側地盤」の解放基盤表

面以浅の地盤モデルを第６－24 表に示す。 

耐震重要施設等及び常設重大事故等対処施設のうち，「燃料加工建屋」の基準地震動

Ｓｓによる建屋底面位置での地震動の加速度波形，基準地震動Ｓｓとの応答スペクトル

による比較，解放基盤表面～建屋底面位置間の地震動の最大加速度分布及び最大せん断

ひずみ分布を第６－43 図に示す。解放基盤表面～建屋底面位置間において，基準地震

動Ｓｓに特異な増幅はなく，地盤に顕著なせん断ひずみも認められない。 
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7. 弾性設計用地震動Ｓｄ 

7.1  設定根拠 

弾性設計用地震動は，基準地震動との応答スペクトルの比率の値が目安として 0.5 を

下回らないよう基準地震動に係数を乗じて設定する。 

ここで，基準地震動に乗じる係数は，工学的判断として，ＭＯＸ燃料加工施設の安全

機能限界と弾性限界に対する入力荷重の比率に対応する値とする。また，再処理施設の

弾性設計用地震動については，「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針(昭和 56

年 7 月 20 日原子力安全委員会決定，平成 13 年３月 29 日一部改訂)」に基づく基準地震

動Ｓ１が設計上果たしてきた役割を一部担うものであるとされていることから，応答ス

ペクトルに基づく地震動評価による基準地震動Ｓｓ－Ａに乗ずる係数は，平成４年 12

月 24 日付け４安（核規）第 844 号をもって事業の指定を受け，その後，平成９年７月

29 日付け９安（核規）第 468 号，平成 14 年４月 18 日付け平成 14･04･03 原第 13 号，

平成 17 年９月 29 日付け平成 17･09･13 原第５号及び平成 23 年２月 14 日付け平成 22･

02･19 原第 11 号で変更の許可を受けた再処理事業指定申請書の基準地震動Ｓ１（以下

「再処理施設の基準地震動Ｓ１」という。）の応答スペクトルを下回らないよう配慮し

た値としている。 

さらに，ＭＯＸ燃料加工施設が再処理施設と共用する施設に，基準地震動を適用して

耐震設計を行う緊急時対策建屋に設置する緊急時対策所及び弾性設計用地震動に２分の

１を乗じたものを適用して耐震設計を行う洞道搬送台車があるため，弾性設計用地震動

と基準地震動との応答スペクトルの比率は再処理施設と同様に設定する。 

具体的には，工学的判断により，敷地ごとに震源を特定して策定する地震動のうち基

準地震動Ｓｓ－Ｂ１～Ｂ５及び震源を特定せず策定する地震動のうち基準地震動Ｓｓ－

Ｃ１～Ｃ４に対して係数 0.5 を乗じた地震動，敷地ごとに震源を特定して策定する地震

動のうち基準地震動Ｓｓ－Ａに対しては，再処理施設の基準地震動Ｓ１の応答スペクト

ルを下回らないよう，再処理施設と同様に係数 0.52 を乗じた地震動を弾性設計用地震

動として設定する。 

また，建物・構築物及び機器・配管系ともに同じ値を採用することで，弾性設計用地

震動Ｓｄに対する設計に一貫性をとる。なお，JEAG4601 のＳ１及びＳ２をＳｄ及びＳ

ｓに置き換えて評価を実施する。 

第７－１図にＳｄ－ＡとＳｄ－Ｂ１～Ｂ５及びＳｄ－Ｃ１～Ｃ４の応答スペクトルを

示す。また，弾性設計用地震動Ｓｄ－ＡとＳｄ－Ｂ１～Ｂ５及びＳｄ－Ｃ１～Ｃ４の加

速度時刻歴波形を第７－２図に，最大加速度を第７－1 表に示す。なお，弾性設計用地

震動Ｓｄ－Ｂ１～Ｂ５については，建物・構築物への入力地震動を評価する際に，プラ

ントノース（真北に対し，時計回りに 13°の方向）あるいは建物・構築物に応じた適

切な方位に変換を行う。さらに，旧耐震指針における再処理施設の基準地震動Ｓ１とそ

れに相当する弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａの比較を第７－３図に，弾性設計用地震動Ｓｄ

の応答スペクトルと敷地における地震動の一様ハザードスペクトルの比較を第７－４図

に示す。 
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7.2  安全機能限界と弾性限界に対する入力荷重の比率について 

ＭＯＸ燃料加工施設の弾性設計用地震動Ｓｄを策定するうえで基準地震動Ｓｓに乗じ

る倍率は，原子炉施設の安全機能限界と弾性限界に対応する入力荷重の比率が 0.5 程度

であるという知見を踏まえて設定している。 

JEAC4601‐2008 において，原子炉建屋を対象とした解析的検討により，原子炉施設

の安全機能限界と弾性限界に対する入力荷重の比率に関する検討結果が示されている。

解析的検討においては，原子炉建屋を２質点系の簡易なＳＲモデルに置換し，入力地震

動を順次増加して非線形地震応答解析を実施し，基準地震動Ｓｓの許容限界であるせん

断ひずみ度 2.0×10-3時の入力地震動に対して，その２分の１の入力地震動に対応する

スケルトン上の点を求めている。第７－５図に示す検討結果のとおり，基準地震動Ｓｓ

の許容限界であるせん断ひずみ度 2.0×10-3時の入力地震動の２分の１の入力地震動に

対応するスケルトン上の点は，概ね第１折れ点と第２折れ点の間にあり，おおむね弾性

状態と考えられる範囲にある。このことから，安全機能限界と弾性限界に対応する入力

荷重の比率の目安値を 0.5 とすることは妥当とされている。 

上記の知見は，原子炉建屋における検討に基づく知見であるが，ＭＯＸ燃料加工施設

と原子炉施設を比較すると，建屋の支持地盤の物性値，使用材料，構造種別について

は，いずれも原子炉施設と同等もしくはそれ以上の設計となっていることから，復元力

特性上，弾性限界と終局状態における建物の状態は同等の設計となっている。また，保

有ベースシア係数を比較すると，ＭＯＸ燃料加工施設は，非線形領域における応力－ひ

ずみ関係も考慮された終局耐力についても原子炉施設と同等の設計となっている。 

以上のことから，建物の弾性限界と終局状態における建物の状態については，原子炉

施設とＭＯＸ燃料加工施設は同等の設計がなされていることから，ＭＯＸ燃料加工施設

の機能維持限界に対する弾性限界の比率については，原子炉施設における知見を適用す

ることとする。 
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第３－１表 敷地周辺の被害地震 
 

    マグニ 震央距離  

№ 年・月・日 北 緯 東 経 チュード ⊿ 地    名 

    Ｍ (ｋｍ)  

  1  830. 2. 3 39.8 ﾟ 140.1 ﾟ 7.3 166  出羽 

  2 1423.11.23 39.5 ﾟ 140.5 ﾟ 6.5 177  羽後 

  3 1667. 8.22 40.6 ﾟ 141.6 ﾟ 6.2  46  八戸 

  4 1674. 4.15 40.6 ﾟ 141.6 ﾟ 6.0  46  八戸 

  5 1677. 4.13 41.0 ﾟ  142.25 ﾟ 7.4  77  陸中 

  6 1694. 6.19 40.2 ﾟ 140.1 ﾟ 7.0 134  能代地方 

  7 1704. 5.27 40.4 ﾟ 140.0 ﾟ 7.0 129  羽後・津軽 

  8 1712. 5.28 40.5 ﾟ 141.5 ﾟ 5.3  53  八戸 

  9 1763. 1.29 41.0 ﾟ  142.25 ﾟ 7.4  77  陸奥八戸 

 10 1763. 3.11 41.0 ﾟ 142.0 ﾟ  7 1/4  56  陸奥八戸 

 11 1763. 3.15 41.0 ﾟ 142.0 ﾟ 7.0  56  陸奥八戸 

 12 1766. 3. 8 40.7 ﾟ 140.5 ﾟ  7 1/4  76  津軽 

 13 1769. 7.12 40.6 ﾟ 141.6 ﾟ 6.5  46  八戸 

 14 1772. 6. 3  39.35 ﾟ 141.9 ﾟ  6 3/4 185  陸前・陸中 

 15 1793. 2. 8  40.85 ﾟ  139.95 ﾟ 7.0 117  西津軽 

 16 1810. 9.25 39.9 ﾟ 139.9 ﾟ 6.5 169  羽後 

 17 1823. 9.29 40.0 ﾟ 141.1 ﾟ 5.9 108  陸中岩手山 

 18 1832. 3.15 40.7 ﾟ 141.6 ﾟ 6.5  37  八戸 

 19 1843. 6.29  39.45 ﾟ 140.7 ﾟ 5.5 176  陸中沢内 

 20 1848. 1.14 40.7 ﾟ 140.6 ﾟ 6.0  68  津軽 

 21 1854. 8.28 40.6 ﾟ 141.6 ﾟ 6.5  46  陸奥 

 22 1856. 8.23 41.0 ﾟ 142.5 ﾟ 7.5  98  日高・胆振・渡島・津軽・南部 

 23 1858. 7. 8  40.75 ﾟ 142.0 ﾟ 7.3  61  八戸・三戸 

 24 1858. 9.29 40.9 ﾟ 140.8 ﾟ 6.0  45  青森 

 25 1896. 8.31 39.5 ﾟ 140.7 ﾟ 7.2 171  秋田・岩手県境 （陸羽地震） 

 26 1901. 8. 9 40.5 ﾟ 142.5 ﾟ 7.2 111  青森県東方沖 

 27 1901. 8.10 40.6 ﾟ 142.3 ﾟ 7.4  91  青森県東方沖 

 

MO
X①

 
Ⅲ
(1
)-
00
12
-3
1 

G 



34 

（つづき） 

    マグニ 震央距離  

№ 年・月・日 北 緯 東 経 チュード ⊿ 地    名 

    Ｍ (ｋｍ)  

 28 1901. 9.30 40.2 ﾟ 141.9 ﾟ 6.9  97 岩手県久慈沖 

 29 1902. 1.30 40.5 ﾟ 141.3 ﾟ 7.0  51 三戸地方 

 30 1906.10.12 40.0 ﾟ 140.5 ﾟ 5.4 128 秋田県北部 

 31 1907.12. 2 40.1 ﾟ 142.3 ﾟ 6.7 126 青森県東方沖 

 32 1909. 9.17 42.0 ﾟ 142.0 ﾟ 6.8 128 襟裳岬沖 

 33 1910. 7.24 42.5 ﾟ 140.9 ﾟ 5.1 175 有珠山 

 34 1912. 6. 8 40.5 ﾟ 142.0 ﾟ 6.6  76 青森県東方沖 

 35 1913. 2.20 41.8 ﾟ 142.3 ﾟ 6.9 124 日高沖 

 36 1913. 8. 1 41.8 ﾟ 142.5 ﾟ 5.7 135 浦河沖 

 37 1914. 3.15 39.5 ﾟ 140.4 ﾟ 7.1 180 秋田県仙北郡（秋田仙北地震） 

 38 1928. 5.27 40 ﾟ 3.7' 142 ﾟ 58.4' 7.0 171 三陸沖 

 39 1931. 2.17 42 ﾟ 7.3' 143 ﾟ 6.2' 6.8 196 浦河付近 

 40 1931. 3. 9 40 ﾟ 9.3' 143 ﾟ 19.9' 7.2 191 青森県南東沖 

 41 1931.11. 4 39 ﾟ 28.9' 141 ﾟ 50.4' 6.5 170 岩手県小国付近 

 42 1932.11.26 42 ﾟ 21.4' 142 ﾟ 28.0' 6.9 182 新冠川流域 

 43 1939. 5. 1 39 ﾟ 56.8' 139 ﾟ 47.2' 6.8 173 男鹿半島（男鹿地震） 

 44 1943. 6.13 40 ﾟ 59.7' 142 ﾟ 49.6' 7.1 126 八戸東方沖 

 45 1945. 2.10 40 ﾟ 56.8' 142 ﾟ 22.5' 7.1  88 八戸北東沖 

 46 1951.10.18 41 ﾟ 20.1' 142 ﾟ 7.7' 6.6  79 青森県北東沖 

 47 1952. 3. 4 41 ﾟ 42.3' 144 ﾟ 9.1' 8.2 250 十勝沖（十勝沖地震） 

 48 1952. 3.10 41 ﾟ 44.7' 143 ﾟ 26.0' 6.9 196 十勝沖 

 49 1953. 7.14 42 ﾟ 4.5' 139 ﾟ 54.9' 5.1 171 檜山沖 

 50 1955.10.19 40 ﾟ 17.3' 140 ﾟ 13.7' 5.9 119 米代川下流（二ツ井地震） 

 51 1957. 3. 1 40 ﾟ 12.4' 140 ﾟ 19.0' 4.3 120 秋田県北部 

 52 1968. 5.16 40 ﾟ 42.0' 143 ﾟ 35.7' 7.9 193 
青森県東方沖 

（1968 年十勝沖地震） 
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 （つづき） 

    マグニ 震央距離  

№ 年・月・日 北 緯 東 経 チュード ⊿ 地    名 

    Ｍ (ｋｍ)  

 53 1968. 9.21 41 ﾟ 59.1' 142 ﾟ 45.7' 6.8 165 浦河沖 

 54 1968.10. 8 41 ﾟ 51.7' 142 ﾟ 39.2' 6.2 149 浦河沖 

 55 1974. 9. 4 40 ﾟ 12.1' 141 ﾟ 54.7' 5.6 98 岩手県北岸 

 56 1974.11. 9 42 ﾟ 32.5' 141 ﾟ 45.5' 6.3 179 苫小牧付近 

 57 1978. 5.16 40 ﾟ 57' 141 ﾟ 28' 5.8  11 青森県東岸 

 58 1978. 5.16 40 ﾟ 56' 141 ﾟ 27' 5.8  10 青森県東岸 

 59 1981. 1.23 42 ﾟ 25' 142 ﾟ 12' 6.9 177 日高支庁西部 

 60 1981.12. 2 40 ﾟ 53' 142 ﾟ 36' 6.2 107 青森県東方沖 

 61 1982. 1. 8 40 ﾟ 1' 140 ﾟ 29' 5.2 127 秋田県中部 

 62 1982. 3.21 42 ﾟ 4' 142 ﾟ 36' 7.1 162 浦河沖 

 63 1983. 5.26 40 ﾟ 21.6' 139 ﾟ 4.4' 7.7 202 
秋田県沖（1983 年(昭和 58 年)

日本海中部地震） 

 64 1986. 5.26 40 ﾟ 5.1' 141 ﾟ 12.1' 5.0  98 岩手県北部 

 65 1986. 8.10 40 ﾟ 40.9' 140 ﾟ 48.7' 4.8  54 青森県南部 

 66 1987. 1. 9 39 ﾟ 50.2' 141 ﾟ 46.6' 6.6 130 岩手県北部 

 67 1989.11. 2 39 ﾟ 51.5' 143 ﾟ 3.2' 7.1 191 三陸はるか沖 

 68 1993. 7.12 42 ﾟ 46.9' 139 ﾟ 10.8' 7.8 270 
北海道南西沖（1993 年(平成 5

年)北海道南西沖地震） 

 69 1994.12.28 40 ﾟ 25.8' 143 ﾟ 44.7' 7.6 212 
三陸はるか沖（1994 年(平成 6

年)三陸はるか沖地震） 

 70 1998. 9. 3 39 ﾟ 48.4' 140 ﾟ 54.1' 6.2 133 雫石付近 

 71 2001. 8.14 40 ﾟ 59.7' 142 ﾟ 26.2' 6.4  93 青森県東方沖 

 72 2001.12. 2 39 ﾟ 23.9' 141 ﾟ 15.8' 6.4 173 岩手県内陸南部 

 73 2003. 9.26 41 ﾟ 46.7' 144 ﾟ 4.7' 8.0 247 
釧路沖 

（2003年(平成15年)十勝沖地震） 

 74 2004. 8.10 39 ﾟ 40.4' 142 ﾟ 7.9' 5.8 158 岩手県沖 

 75 2008. 6.14 39 ﾟ 1.8' 140 ﾟ 52.8' 7.2 218 
岩手県内陸南部（2008 年(平成

20年)岩手・宮城内陸地震） 

 76 2008. 7.24 39 ﾟ 43.9' 141 ﾟ 38.1' 6.8 139 岩手県沿岸北部 
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（つづき） 

    マグニ 震央距離  

№ 年・月・日 北 緯 東 経 チュード ⊿ 地    名 

    Ｍ (ｋｍ)  

 77 2011. 4. 1 40 ﾟ 15.4' 140 ﾟ 21.8' 5.0 113 秋田県内陸北部   

 78 2011. 4.19 39 ﾟ 36.2' 140 ﾟ 23.2' 4.9 171 秋田県内陸南部   

 79 2011. 6.23 39 ﾟ 56.9' 142 ﾟ 35.5' 6.9 155 岩手県沖   

 80 2011. 9. 7 42 ﾟ 15.6' 142 ﾟ 35.4' 5.1 179 日高地方中部   

 81 2011.11.24 41 ﾟ 45.0' 142 ﾟ 53.2' 6.2 157 浦河沖   

 82 2012. 3.27 39 ﾟ 48.4' 142 ﾟ 20.0' 6.6 154 岩手県沖   

 83 2012. 5.24 41 ﾟ 20.6' 142 ﾟ 7.4' 6.1 79 青森県東方沖   

 84 2012. 8.30 38 ﾟ 24.5' 141 ﾟ 54.9' 5.6 288 宮城県沖   

 85 2013. 2. 2 42 ﾟ 42.1' 143 ﾟ 13.7' 6.5 250 十勝地方南部   

 86 2015. 5.13 38 ﾟ 51.8' 142 ﾟ 9.0' 6.8 243 宮城県沖   

 87 2015. 7.10 40 ﾟ 21.2' 141 ﾟ 33.6' 5.7 70 岩手県内陸北部   
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地震番号 

(年月日） 

日本被害地震総覧(７） 

宇津カタログ(1982)(９） 

気象庁地震カタログ(10） 
理科年表(６） 宇佐美カタログ 

(1979)(８) 

Ｍ 
東 経 

北 緯 
⊿ Ｍ 

東 経 

北 緯 
⊿ Ｍ 

東 経 

北 緯 
⊿ 

130* 
(1677.4.13) 

7.4 
142.25 ﾟ 
 41. 0 ﾟ 

77 7.9 
142.3 ﾟ 
 40.5 ﾟ 

96 8.1 
144.0 ﾟ 
 40.0 ﾟ 

250 

192* 
(1763.1.29) 

7.4 
142.25 ﾟ 
 41. 0 ﾟ 

77 7.4 
142.3 ﾟ 
 41.0 ﾟ 

82 7.4 
142.5 ﾟ 
 41.0 ﾟ 

98 

193* 
(1763.3.11) 

7 1/4 
142. 0° 
 41. 0° 

56 7.3 
142.0 ﾟ 
 41.0 ﾟ 

56 7.75 
143.5 ﾟ 
 40.5 ﾟ 

190 

464* 
(1931.3.9) 

7.2 
143 ﾟ 19.9' 
 40 ﾟ 9.3' 

191 － － － 7.6 
142.5 ﾟ 
 41.2 ﾟ 

102 

508* 
(1945.2.10) 

7.1 
142 ﾟ 22.5' 
 40 ﾟ 56.8' 

88 7.1 
142.4 ﾟ 
 40.9 ﾟ 

90 7.3 
142.1 ﾟ 
 40.9 ﾟ 

65 

第３－２表 地震カタログ間の比較 
Ｍ：マグニチュード 
⊿：震央距離 (km) 

（地震諸元に幅のあるものについては，中央値を用いている。） 

*印がついた地震は津波を伴った地震。地震番号は日本被害地震総覧(７)による。 
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※１：断層長さから想定される地震のマグニチュード（松田(1975) (30)による。） 

※２：地震調査委員会(2004)(74)(75)における長期評価の値。ただし，評価に幅が

ある場合には，最大値を用いる。 

※３：震央距離は，敷地から断層の中心までの距離 

 

断層名 
断層長さ 

(ｋｍ) 

マグニチュード 

Ｍ 

震央距離 

(ｋｍ)※3 

陸

域 

出戸西方断層 11 -  8 

横浜断層 15 6.8※1 17 

上原子断層 5 連動 

考慮 

51 

7.7※1 43 
七戸西方断層 46 

折爪断層 53 7.7※1 71 

青森湾西岸断層帯 31 7.3※2 57 

津軽山地 

西縁断層帯 

北部 16 7.3※2 71 

南部 23 7.3※2 67 

海

域 

Ｆ－ａ断層 20 7.0※1 63 

Ｆ－ｂ断層 15 6.8※1 64 

Ｆ－ｃ断層 15 6.8※1 38 

Ｆ－ｄ断層  6 - 15 

第３－３表 敷地周辺の主な活断層の諸元 
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※ nfhh  0

    標高 

  Ｔ．Ｍ．Ｓ．Ｌ． （ｍ） 

層厚 

（ｍ） 

Ｓ波速度 

（ｍ/ｓ） 

密度 

（ｇ/ｃｍ３） 

減衰定数ｈ※ 

ｈ０ ｎ 

 

55.0 

53.0 

51.5 

50.0 

37.0 

35.0 

-5.0 

-65.0 

-70.0 

-145.0 

  
  

 
 

 
2.0 470 1.94 0.3 0.8 

 
1.5 470 1.94 0.3 0.8 

 
1.5 560 1.94 0.3 0.8 

 
13.0 720 1.64 0.5 0.5 

 
2.0 720 1.64 0.5 0.5 

 
40.0 760 1.75 0.3 0.9 

 
60.0 830 1.85 0.3 0.9 

 
5.0 950 1.85 0.3 0.9 

 
75.0 950 1.85 0.3 0.9 

 
∞ 950 1.85 0.3 0.9 

GL▽ 

解放基盤表面▼ 

第５－１表(１) はぎとり地盤モデル（中央地盤） 
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※ nfhh  0

    標高 

  Ｔ．Ｍ．Ｓ．Ｌ． （ｍ） 

層厚 

（ｍ） 

Ｓ波速度 

（ｍ/ｓ） 

密度 

（ｇ/ｃｍ３） 

減衰定数ｈ※ 

ｈ０ ｎ 

 

55.0 

53.0 

47.0 

44.0 

37.0 

29.0 

5.0 

-45.0 

-48.0 

-70.0 

-145.0 

  
  

 
 

 
2.0 140 1.58 0.3 0.2 

 
6.0 140 1.58 0.3 0.2 

 
3.0 350 1.78 0.3 0.8 

 
7.0 380 1.69 0.3 0.8 

 
8.0 380 1.69 0.3 0.8 

 
24.0 750 1.69 0.2 0.9 

 
50.0 1020 1.69 0.2 0.9 

 
3.0 1020 1.69 0.2 0.9 

 
22.0 1170 1.78 0.2 0.9 

 
75.0 1170 1.78 0.2 0.9 

 
∞ 1170 1.78 0.2 0.9 

第５－１表(２) はぎとり地盤モデル（東側地盤） 

GL▽ 

解放基盤表面▼ 
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※ nfhh  0  

    標高 

  Ｔ．Ｍ．Ｓ．Ｌ． （ｍ） 

層厚 

（ｍ） 

Ｓ波速度 

（ｍ/ｓ） 

密度 

（ｇ/ｃｍ３） 

減衰定数ｈ※ 

ｈ０ ｎ 

 

55.0 

54.4 

53.0 

44.0 

37.0 

33.0 

27.0 

-45.0 

-51.0 

-70.0 

-145.0 

  
  

 
 

 
0.6 70 1.78 0.2 0.3 

 
1.4 250 1.78 0.2 0.3 

 
9.0 250 1.78 0.2 0.3 

 
7.0 420 1.86 0.2 1.0 

 
4.0 420 1.86 0.2 1.0 

 
6.0 560 1.86 0.2 1.0 

 
72.0 620 1.57 0.2 1.0 

 
6.0 620 1.57 0.2 1.0 

 
19.0 790 1.57 0.1 1.0 

 
75.0 830 1.69 0.1 1.0 

 
∞ 830 1.69 0.1 1.0 

第５－１表(３) はぎとり地盤モデル（西側地盤） 

GL▽ 

解放基盤表面▼ 
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No. 
発震日時 

震源地又は地震名 

震央位置 

北   緯 

東   経 

ﾏｸﾞﾆ 

ﾁｭｰﾄﾞ 

Ｍ 

震源 

深さ 

(ｋｍ) 

震央 

距離 

(ｋｍ) 

気 象 庁 震 度 階 級 

１ 

1996. 2.17 23:35 

青森県三八 

上北地方 

 40°46.7′ 

141°22.8′ 
4.3 15  21 

Ⅱ ：青森市花園，五所川原市太田，

八戸市湊町，むつ市大畑町 

Ⅰ ：七戸町天間舘，むつ市金曲等 

２ 
2002.10.14 23:12 

青森県東方沖 

 41° 9.1′ 

142°16.9′ 
6.1 53  83 

４ ：平内町小湊，八戸市湊町，五

戸町古舘，むつ市金曲等 

３ ：青森市花園，六ヶ所村尾駮等 

２ ：鰺ヶ沢町本町，八戸市島守，

七戸町天間舘等 

１ ：五所川原市太田，弘前市和田

町，深浦町深浦等 

３ 
2003. 5.26 18:24 

宮城県沖 

 38°49.3′ 

141°39.0′ 
7.1 72 239 

６弱：大船渡市大船渡町，涌谷町新

町，栗原市栗駒 

５強：大船渡市猪川町，花巻市大迫

町等 

５弱：五戸町古舘，久慈市川崎町等 

４ ：平内町小湊，八戸市湊町，八

戸市島守，むつ市金曲等 

３ ：青森市花園，六ヶ所村尾駮等 

２ ：五所川原市太田，深浦町深浦，

むつ市大畑町等 

１ ：八雲町上の湯，余市町朝日町

等 

４ 
2003. 9.26 4:50 

2003 年十勝沖地震 

 41°46.7′ 

144° 4.7′ 
8.0 45 247 

６弱：新ひだか町静内ときわ町，浦

河町潮見，厚岸町尾幌等 

５強：足寄町上螺湾，帯広市東４条

等 

５弱：北見市公園町等 

４ ：六ヶ所村尾駮等 

３ ：深浦町深浦，八戸市湊町等 

２ ：弘前市和田町，深浦町長慶平

等 

１ ：柴田町船岡，丸森町上滝等 

５ 
2008. 7.24 00:26 

岩手県沿岸北部 

 39°43.9′ 

141°38.1′ 
6.8 108 139 

６強：岩手洋野町大野 

６弱：五戸町古舘等 

５強：大船渡市大船渡町，涌谷町新

町，八戸市湊町等 

５弱：釜石市只越町，登米市中田町，

八戸市島守等 

４ ：平内町小湊，むつ市金曲，六

ヶ所村尾駮，北上市柳原町等 

３ ：青森市花園，五所川原市栄町，

むつ市大畑町等 

２ ：五所川原市太田，深浦町深浦，

深浦町長慶平等 

１ ：札幌中央区北２条，八雲町上

の湯，柳津町大成沢等 

第５－２表 観測地震 
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（つづき） 

No. 
発震日時 

震源地又は地震名 

震央位置 

北   緯 

東   経 

ﾏｸﾞﾆ 

ﾁｭｰﾄﾞ 

Ｍ 

震源 

深さ 

(ｋｍ) 

震央 

距離 

(ｋｍ) 

気 象 庁 震 度 階 級 

６ 

2011.3.11 14:46 

2011 年東北地方太

平洋沖地震 

 38° 6.2′ 

142°51.7′ 
Ｍｗ9.0 24 343 

７ ：栗原市築館 

６強：大崎市古川三日町，涌谷町新

町，浪江町幾世橋，筑西市舟

生等 

６弱：大船渡市猪川町，大船渡市大

船渡町，花巻市大迫町，気仙

沼市赤岩等 

５強：五戸町古舘等 

５弱：宮古市鍬ヶ崎，八幡平市大更，

山田町八幡町等 

４ ：六ヶ所村尾駮，八戸市湊町，

むつ市金曲，平内町小湊，青

森市花園，八戸市島守，五所

川原市栄町等 

３ ：弘前市和田町，鰺ヶ沢町本町，

七戸町北天間舘，五所川原市

太田，深浦町深浦，深浦町長

慶平，むつ市大畑町等 

２ ：岩内町清住，旭川市宮前１条，

羽幌町南３条，平取町仁世宇

等 

７ 
2011.4.7 23：32 

宮城県沖 

 38°12.3′ 

141°55.2′ 
7.2 66 310 

６強：栗原市若柳，仙台宮城野区苦

竹，栗原市築館 

６弱：大船渡市大船渡町，大崎市古

川三日町，涌谷町新町，仙台

宮城野区五輪，栗原市栗駒，

仙台青葉区大倉，登米市中田

町，石巻市泉町，松島町高城

等 

５強：大船渡市猪川町，一関市大東

町，奥州市水沢区大鐘町，北

上市柳原町，釜石市只越町，

気仙沼市赤岩，南三陸町志津

川，柴田町船岡等 

５弱：五戸町古舘，盛岡市山王町，

花巻市大迫町，久慈市川崎

町，五城目町西磯ノ目，石巻

市大瓜等 

４ ：八戸市湊町，むつ市金曲，平

内町小湊等 

３ ：青森市花園，八戸市島守，六

ヶ所村尾駮，五所川原市栄

町，五所川原市太田，弘前市

和田町等 

２ ：鰺ヶ沢町本町，深浦町長慶平，

深浦町深浦，七戸町北天間

舘，むつ市大畑町等 

１ ：岩内町清住，夕張市若菜，上

富良野町大町，登別市鉱山等 
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No. 
発震日時 震央位置 震源深さ

（ｋｍ） 

ﾏｸﾞﾆ 

ﾁｭｰﾄﾞ 

Ｍ 

震央の

方位 

見掛け

入射角

（°） 日付 時刻 北緯 東経 

 1 1992/ 8/ 8 23:52:02 42° 1′ 142°41′  46.4 5.2 北 74 

 2 1992/10/ 5  5:41:01 39°46′ 141° 9′  95.9 4.6 南 54 

 3 1992/12/28  1:21:02 38°56′ 142°33′  33.5 5.9 南 82 

 4 1992/12/31 16:02:04 38°56′ 142°33′  32.0 5.7 南 83 

 5 1992/12/31 16:26:00 38°56′ 142°36′  29.8 5.8 南 83 

 6 1993/ 1/13 10:31:05 38°54′ 142°34′  33.5 5.4 南 82 

 7 1993/ 3/ 5 15:55:00 42°44′ 141°33′ 142.4 4.9 北 54 

 8 1993/ 4/15  2:18:05 40° 9′ 142°22′  36.0 4.9 南 74 

 9 1993/ 5/ 6  3:21:03 39° 8′ 141°47′ 106.1 5.4 南 63 

10 1993/ 6/22 17:37:04 41°29′ 142° 1′  64.0 4.8 北 52 

11 1993/ 7/12 22:17:01 42°47′ 139°11′  35.1 7.8 北 83 

12 1993/ 7/12 23:05:02 42° 0′ 139°17′  13.0 5.5 西 86 

13 1993/ 7/13  1:01:01 42°43′ 139°20′  28.8 6.0 北 84 

14 1993/ 8/ 8  4:42:04 41°58′ 139°53′  23.7 6.3 西 82 

15 1993/ 8/ 8  7:11:02 41°59′ 139°53′  20.5 4.4 西 83 

16 1993/ 8/12 10:02:01 41°59′ 139°51′  15.2 4.7 西 85 

17 1993/ 9/11 13:55:03 41°59′ 142°39′  61.4 5.4 北 69 

18 1993/10/25 14:19:01 41°24′ 139° 9′  39.6 4.6 西 78 

19 1993/10/28 10:52:01 41°33′ 142° 2′  64.4 5.2 北 54 

20 1993/11/11  9:06:01 39° 4′ 142°22′  36.3 5.5 南 81 

21 1993/11/27 15:11:02 38°35′ 141°20′ 111.7 5.8 南 67 

22 1993/12/ 4 18:30:01 41°44′ 141°59′  79.7 5.4 北 52 

23 1993/12/ 7  0:37:05 41°29′ 141°57′  71.7 5.2 北 48 

24 1993/12/11  9:01:03 41°57′ 142°24′  66.1 4.9 北 65 

25 1993/12/17 12:19:00 39°11′ 142°16′  62.2 5.3 南 74 

26 1994/ 2/18 20:02:05 42°36′ 142°35′ 106.9 5.0 北 63 

27 1994/ 3/ 6 19:13:02 41°50′ 139° 7′  21.5 4.8 西 84 

28 1994/ 3/21  8:22:01 40°28′ 141°33′  77.0 4.6 南 37 

29 1994/ 4/29 22:38:03 42°59′ 142°52′ 126.8 4.8 北 64 

30 1994/ 7/ 1 14:14:05 42°15′ 143° 5′  67.3 5.2 北 72 

31 1994/ 8/14 18:06:05 38°41′ 142°23′  42.4 6.0 南 81 

32 1995/12/30 21:11:05 40°42′ 143°45′   0.0 6.5 東 90 

33 1995/12/30 21:17:35 40°43′ 143°33′   0.0 6.2 東 90 

34 1995/12/31  5:45:13 40°48′ 143°35′   3.0 5.6 東 89 

35 1996/ 1/22 22:14:58 40° 7′ 142°30′  38.0 5.2 東 74 

36 1996/ 1/29 16:42:56 40°28′ 141°37′ 118.2 4.7 南 27 

37 1996/ 2/15  4:00:40 41°33′ 142° 4′  63.4 4.7 北 55 

38 1996/ 2/17  7:43:56 41°32′ 142° 6′  62.5 4.5 北 55 

39 1996/ 2/17 23:35:20 40°47′ 141°23′  15.3 4.3 南 54 

40 1996/ 2/19 21:14:20 40°27′ 142°28′  29.4 5.2 東 75 

 

第５－３表 地震波の到来方向の検討に用いた地震 
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（つづき） 

No. 
発震日時 震央位置 震源深さ

（ｋｍ） 

ﾏｸﾞﾆ 

ﾁｭｰﾄﾞ 

Ｍ 

震央の

方位 

見掛け

入射角

（°） 日付 時刻 北緯 東経 

41 1996/ 3/17  1:40:42 40° 5′ 142°10′  57.5 4.8 南 65 

42 1996/ 4/15  6:44:14 42° 3′ 142°29′  65.7 4.9 北 67 

43 1996/ 4/23 13:08:02 39°13′ 141°30′  76.1 5.3 南 69 

44 1996/ 6/26  6:37:01 40° 3′ 142°50′  23.9 5.1 東 82 

45 1996/ 7/ 4  3:59:25 40°40′ 142°38′  24.0 5.2 東 78 

46 1996/ 7/12 12:20:55 40°48′ 141°18′  85.3 3.8 南 12 

47 1996/ 8/11  3:12:18 38°54′ 140°38′   8.6 6.1 南 88 

48 1996/ 8/11  3:54:12 38°54′ 140°39′   8.9 5.6 南 88 

49 1997/ 2/20 16:55:00 41°46′ 142°52′  49.0 5.9 東 73 

50 1997/ 2/27 23:22:15 41°33′ 142° 4′  70.7 4.8 北 52 

51 1997/ 3/ 6 15:50:45 40°44′ 139°23′  36.0 5.1 西 78 

52 1997/ 3/13 10:12:12 42°48′ 142°60′ 129.5 4.5 北 62 

53 1997/ 3/17 18:23:16 41°51′ 142°11′  66.3 4.8 北 61 

54 1997/ 4/22 15:19:25 42°10′ 141°52′  80.3 4.4 北 61 

55 1997/ 5/ 5 10:48:39 41°19′ 140° 1′   9.6 4.7 西 85 

56 1997/ 9/ 9 10:19:57 41°50′ 142°22′  98.0 4.1 北 53 

57 1997/10/27  4:06:44 39°19′ 140°36′ 120.8 5.1 南 58 

58 1997/11/23 12:50:59 39°59′ 138°48′  29.3 5.8 西 83 

59 1997/12/13 15:45:31 39°39′ 142°20′  76.8 4.7 南 66 

60 1997/12/23  1:32:00 40°11′ 142°28′  36.9 5.2 東 74 

61 1997/12/23  4:08:05 42°59′ 143°29′ 114.1 5.2 北 68 

62 1998/ 1/31  0:50:17 41°28′ 142° 5′  62.2 5.3 東 53 

63 1998/ 2/11 11:25:44 41°57′ 142°23′  55.2 4.9 北 69 

64 1998/ 4/ 8 10:57:37 41°30′ 141°60′  64.9 4.3 北 52 

65 1998/ 5/ 9  5:14:14 41°35′ 142° 3′  63.8 4.4 北 55 

66 1998/ 5/14 19:53:41 40°17′ 143°26′  11.8 5.3 東 87 

67 1998/ 5/15  3:56:21 40°16′ 143°27′  18.3 5.9 東 85 

68 1998/ 9/ 3 16:58:17 39°48′ 140°54′   7.9 6.2 南 87 

69 1998/10/14  5:41:11 40° 6′ 143°27′  19.5 5.6 東 85 

70 1998/11/ 7 14:35:41 41°35′ 142° 3′  64.7 4.8 北 55 

71 1999/ 1/19  2:35:45 41°33′ 141°28′  84.6 4.4 北 38 

72 1999/ 3/ 6 12:54:32 41°58′ 142°17′  54.0 4.5 北 68 

73 1999/ 3/11 20:05:54 39°36′ 141°55′  30.0 4.8 南 79 

74 1999/ 3/19  2:55:41 41° 1′ 143°13′  29.0 5.8 東 80 

75 1999/ 5/17  6:20:01 41°54′ 142°27′  53.7 4.4 北 69 

76 1999/ 7/ 1 13:33:22 41°51′ 142° 6′  93.6 4.1 北 52 

77 1999/ 7/22 22:46:33 42°39′ 143°28′  83.7 4.6 北 72 

78 1999/ 8/ 3  0:31:47 40° 4′ 142° 6′  50.3 4.3 南 67 

79 1999/ 9/13  5:32:00 40°56′ 141°15′  14.7 4.1 西 25 

80 1999/10/ 3  6:08:38 40°11′ 143°12′   4.4 5.7 東 89 
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（つづき） 

No. 
発震日時 震央位置 震源深さ 

（ｋｍ） 

ﾏｸﾞﾆ 

ﾁｭｰﾄﾞ 

Ｍ 

震央の

方位 

見掛け

入射角 

（°） 日付 時刻 北緯 東経 

81 1999/11/17  7:54:16 42° 5′ 142°24′  59.9 5.0 北 69 

82 1999/12/13 13:47:41 40°56′ 141°15′  13.3 3.0 西 28 

83 2000/ 4/12  0:08:51 41°22′ 139°57′  11.6 4.3 西 85 

84 2000/ 4/26 21:48:46 40°15′ 143°25′   8.7 5.3 東 87 

85 2000/ 4/26 21:55:02 40°15′ 143°21′  14.2 5.4 東 86 

86 2000/ 4/27 14:38:29 42°11′ 141° 0′ 127.8 4.2 北 47 

87 2000/ 6/16 16:35:45 41°28′ 141° 6′ 132.5 4.3 北 24 

88 2000/ 7/ 5  8:16:07 41°15′ 141°31′  84.4 4.0 北 23 

89 2000/ 7/20  6:41:43 40°21′ 141°43′  90.7 3.2 南 40 

90 2000/ 8/27  0:30:51 42°12′ 142°33′  29.9 4.8 北 80 

91 2001/ 1/16  4:44:36 41°30′ 142° 0′  63.4 4.1 北 52 

92 2001/ 2/ 2 18:43:33 41°29′ 142° 1′  63.6 4.0 北 52 

93 2001/ 3/16 11:12:16 41°35′ 142° 3′  62.2 4.1 北 56 

94 2001/ 4/ 3  4:54:19 40°37′ 141°55′  63.4 5.6 東 45 

95 2001/ 4/ 5  7:22:28 39°25′ 141°46′ 105.3 4.3 南 59 

96 2001/ 4/ 6 20:07:44 40°23′ 141°40′  72.2 3.3 南 44 

97 2001/ 7/18  7:47:42 39°45′ 141°24′  86.6 4.3 南 57 

98 2001/ 8/14  5:11:25 40°60′ 142°26′  37.7 6.4 東 68 

99 2001/ 8/16  5:32:47 42°13′ 142°28′  63.3 4.4 北 69 

100 2001/ 8/24 18:48:02 41° 1′ 142°23′  40.7 5.3 東 65 

101 2001/10/ 3  2:47:39 40°54′ 141°22′  88.0 3.2 南 5 

102 2001/11/13 16:45:05 39°20′ 142° 4′  48.0 4.8 南 76 

103 2001/11/21 19:25:40 42° 1′ 142°35′  60.4 4.6 北 69 

104 2001/12/ 2 22:01:55 39°24′ 141°16′ 121.5 6.4 南 55 

105 2002/ 1/27 16:09:16 39°19′ 142°25′  46.3 5.5 南 77 

106 2002/ 2/14 10:12:22 41°28′ 142° 4′  63.6 5.1 東 53 

107 2002/ 4/ 4  8:42:15 41°28′ 142° 1′  58.7 5.4 北 54 

108 2002/ 4/21  6:30:32 41°34′ 142° 6′  65.2 4.8 北 55 

109 2002/ 5/12 10:29:37 39° 9′ 141° 9′  96.3 5.2 南 64 

110 2002/ 5/30 14:07:45 41°30′ 142° 3′  62.0 4.8 北 54 

111 2002/ 7/ 1 15:48:13 40°26′ 141°37′  82.4 4.1 南 37 

112 2002/ 7/ 3 18:57:40 41°35′ 142° 3′  62.5 4.7 北 56 

113 2002/ 7/10 23:48:44 41°41′ 142°15′  55.2 4.8 北 64 

114 2002/ 7/30  1:19:18 40°29′ 141°14′ 104.2 4.3 南 27 

115 2002/10/14 23:12:43 41° 9′ 142°17′  52.7 6.1 東 58 

116 2002/11/ 3 12:37:44 38°54′ 142° 8′  45.8 6.3 南 79 

117 2002/12/ 1 18:57:01 42°40′ 143°58′ 103.0 5.5 東 70 

118 2003/ 1/ 6 13:42:53 41° 4′ 142°21′  44.6 5.0 東 63 

119 2003/ 1/13 13:38:53 41°33′ 141°49′  70.6 4.2 北 48 

120 2003/ 5/26 18:24:33 38°49′ 141°39′  72.0 7.1 南 73 

 

MO
X①

 
Ⅲ
(1
)-
00
12
-4
4 

G 



47 

（つづき） 

No. 
発震日時 震央位置 震源深さ 

（ｋｍ） 

ﾏｸﾞﾆ 

ﾁｭｰﾄﾞ 

Ｍ 

震央の 

方位 

見掛け

入射角

（°） 日付 時刻 北緯 東経 

121 2003/ 7/26  0:13:08 38°26′ 141°10′  11.6 5.6 南 88 

122 2003/ 7/26  7:13:32 38°24′ 141°10′  11.9 6.4 南 88 

123 2003/ 7/26 16:56:45 38°30′ 141°11′  12.0 5.5 南 87 

124 2003/ 8/30 19:06:41 41°49′ 142°40′  55.3 5.4 東 69 

125 2003/ 9/22  6:47:04 40°31′ 141°50′ 102.2 4.1 南 32 

126 2003/ 9/26  4:50:07 41°47′ 144° 5′  45.1 8.0 東 80 

127 2003/ 9/26  6:08:02 41°43′ 143°41′  21.4 7.1 東 84 

128 2003/ 9/28  7:23:25 42°11′ 142°58′  50.7 5.2 北 75 

129 2003/10/ 4 23:41:11 41°34′ 142° 3′  68.6 4.7 北 53 

130 2003/11/14  7:39:20 41°50′ 142°12′  69.7 4.8 北 60 

131 2003/11/24 21:18:18 42°19′ 143° 0′  52.3 5.3 北 76 

132 2004/ 2/ 4 15:08:27 40° 9′ 141°54′  63.4 5.3 南 58 

133 2004/ 3/ 2 15:47:19 40°48′ 141°21′  92.5 4.1 南 11 

134 2004/ 6/12  2:05:32 40° 2′ 142°12′  54.7 4.6 南 67 

135 2004/ 7/ 4  3:43:55 40°32′ 141°29′ 105.1 4.5 南 25 

136 2004/ 7/ 4 21:31:14 42° 3′ 142°29′  61.5 4.9 北 68 

137 2004/ 8/10 15:13:31 39°40′ 142° 8′  48.2 5.8 南 73 
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注 ＧＬ：地盤面高さ，ｆ：振動数（Hz） 

 

 
標高 

（ｍ） 

-70 

-145 

-355 

-1165 

-2075 

-3045 

ＧＬ 

（ｍ） 

-125 

 -200 

 -410 

-1220 

-2130 

-3100 

 
層厚 

（ｍ） 

Ｓ波速度 

（ｍ/ｓ） 

Ｐ波速度 

（ｍ/ｓ） 

密度 

(ｇ/ｃｍ３） 

Ｑ値 

Ｑs Ｑｐ 

  75 950 1900 1.85 35 20 

  210 990 2570 2.07 35 20 

  810 1450 2970 2.21 75 45 

  910 2740 4660 2.51 85 60 

  970 2950 4950 2.55 80 70 

  ∞ 3100 5060 2.58 114ｆ0.92 114ｆ0.92 

第５－４表 地震動評価に用いる深部地盤モデル 

解放基盤表面 
     ▽ 

地震基盤 
     ▽ 
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 想定三陸沖北部の地震 
2011 年東北地方太平洋沖地震 

を踏まえた地震 

地震規模 MW8.3 MW9.0 

断層面積（km2） 17000 100000 

短周期レベル

（Nm/s2） 
1.88×1020 3.49×1020 

直近の SMGA の短周
期レベル（Nm/s2） 

1.12×1020 

（SMGA1） 
1.73×1020 直近の SMGA の短周期レベル（Nm/s2） 

1.32×1020 

（SMGA3） 

敷地と直近の SMGA 
中心との距離（km） 

102.2（SMGA1） 

90.2 
110.9（SMGA3） 

第６－１表 震源パラメータの比較 
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地震域 Ｍ区分 
最浅 
(ｋｍ) 

Ｄ10％ 
(ｋｍ) 

Ｄ50％ 
(ｋｍ) 

Ｄ90％ 
(ｋｍ) 

最深 
(ｋｍ) 

データ 
数 

Ｄ90％-Ｄ10％ 
(ｋｍ) 

東北 
東部 

2.0≦Ｍ＜2.5 0.0 5.8 10.4 13.7 29.6 288 7.9 

2.5≦Ｍ＜3.0 0.0 6.4 11.3 15.9 29.7 97 9.5 

3.0≦Ｍ＜3.5 0.0 7.3 11.0 13.1 29.3 44 5.8 

3.5≦Ｍ＜4.0 8.7 9.8 12.2 15.7 29.5 20 5.9 

4.0≦Ｍ 3.2 7.6 9.1 13.2 14.7 11 5.6 

全データ 0.0 6.2 10.7 13.8 29.7 460 7.6 

Ｍ区分 
最浅 
(ｋｍ) 

Ｄ10％ 
(ｋｍ) 

Ｄ50％ 
(ｋｍ) 

Ｄ90％ 
(ｋｍ) 

最深 
(ｋｍ) 

データ 
数 

Ｄ90％-Ｄ10％ 
(ｋｍ) 

0.5≦Ｍ＜1.0 3.2  7.0 11.8 18.8 20.2  32 11.8 

1.0≦Ｍ＜1.5 4.1 8.3 11.8 14.3 21.0 68 6.0 

1.5≦Ｍ＜2.0 7.0 9.8 12.2 15.1 17.3 37 5.3 

2.0≦Ｍ＜2.5 0.7 4.5 10.7 14.6 21.0 10 10.1 

2.5≦Ｍ 7.0 12.0 13.5 18.4 22.7 14 6.4 

全データ 0.7 8.2 12.1 15.3 22.7 165 7.1 

Ｄ10％:その値より震源深さが浅い地震数が全体の 10％になるときの震源深さ。地震発生上限層に対応。 
Ｄ90％:その値より震源深さが浅い地震数が全体の 90％になるときの震源深さ。地震発生下限層に対応。 

Ｄ10％:その値より震源深さが浅い地震数が全体の 10％になるときの震源深さ。地震発生上限層に対応。 
Ｄ90％:その値より震源深さが浅い地震数が全体の 90％になるときの震源深さ。地震発生下限層に対応。 

※用いた地震は 1997 年 10 月～2011 年 12 月に発生したもの。地震諸元は気象庁による。 

第６－２表 原子力安全基盤機構(2004)(31)による東北東部の領域の 

地震発生層上下限深さ 

第６－３表 気象庁カタログ(10)による敷地周辺の地震発生層上下限深さ 
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基本モデル SMGA 位置の不確かさケース 

連動考慮範囲 
三陸沖北部～ 

宮城県沖 

三陸沖北部～ 

根室沖 

三陸沖北部～ 

宮城県沖 

三陸沖北部～ 

根室沖 

SMGA の位置 過去の地震を踏まえた設定 SMGA１を敷地に近い位置に配置 

SMGA１，２ 

の短周期レベル 
地震調査委員会（2016）(76) による短周期レベルの 1.4 倍 

SMGA３～７ 

の短周期レベル 
地震調査委員会（2016）(76) による短周期レベル 

 

 

第６－４表 「2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震」 

検討ケース一覧 
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断層パラメータ 
セグメント 

設定方法 
三陸沖北部 三陸沖中南部 

～宮城県沖 

巨
視
的
断
層
パ
ラ
メ
ー
タ 

走向 θ(°) 180 200 プレート沈み込み等深線を参考に設定 

断層傾斜角１ δ1(°) 10 12 同上 

断層傾斜角２ δ2(°) 20 21 同上 

長さ L(km) 200 300 
プレート沈み込み等深線及び断層面積に基

づき設定 

幅 W(km) 200 200 プレート沈み込み等深線を参考に設定 

上端深さ h(km) 12.6 12.3 同上 

下端深さ h(km) 64.2 68.9 同上 

断層面積 S(km2) 40000 60000 佐藤ほか(1989）(61)logS＝Mw-4.07 

平均応力降下量 ⊿σ(MPa) 3.08 ⊿σ=7/16×M0(π/S)3/2 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0(Nm) 4.00×1022 logM0=1.5Mw+9.1 (Kanamori(1977) (71)) 
ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ Mw 9.0 

2011年東北地方太平洋沖地震のMwと同等の

地震規模を設定 

平均すべり量 D(m) 8.5 D=M0/(μS) 

剛性率 μ(N/m2) 4.68×1010 μ=ρβ2,ρ=3.08g/cm3 

Ｓ波速度 β(km/s) 3.9 地震調査委員会（2004）(27) 

破壊伝播速度 Vｒ(km/s) 3.0 諸井ほか（2013）(38)を参照 

微
視
的
震
源
特
性 

全 
Ｓ 

Ｍ 

Ｇ 

Ａ 

面積 Sa(km
2) 12500 Sa=0.125S （諸井ほか（2013）(38)） 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0a(Nm) 1.00×1022 M0a=μSaDa 

平均すべり量 Da(m) 17.1 Somerville et al．（1999）(62) 

応力降下量 ⊿σa(MPa) 24.6 ⊿σa=(S/Sa)⊿σ 

短周期レベル Aa(Nm/s
2) 3.49×1020 Aa=(ΣAai

2)1/2 

各 
Ｓ 

Ｍ 

Ｇ 

Ａ 

  SMGA1，2 SMGA3～5  

面積 Sai(km
2) 2500 2500 Sai=Sa/5 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0ai(Nm) 2.00×1021 2.00×1021 M0ai=μSaiDai 

平均すべり量 Dai(m) 17.1 17.1 Dai=Daγi/Σ(γi
3),γi=ｒi/r=(Sai/Sa)

1/2 

応力降下量 ⊿σai(MPa) 34.5 24.6 ⊿σai=⊿σa，三陸沖北部は 1.4 倍 

短周期レベル Aai(Nm/s
2) 1.86×1020 1.33×1020 Aai=4π(Sai/π)1/2⊿σaiβ

2 

ライズタイム τai(s) 8.33 8.33 τai=0.5Wai/Vr，Wai=Sai
1/2 

背
景
領
域 

面積 Sb(km
2) 87500 Sb=S-Sa 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0b(Nm) 3.00×1022 M0b=M0-M0a 

平均すべり量 Db(m) 7.3 Db=M0b/(μSb) 

実効応力 σb(MPa) 4.9 σb=0.2⊿σa 

ライズタイム τb(s) 33.33 τb=0.5Wb/Vr，Wb=W 

第６－５表(１) ｢2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震｣の断層

パラメータ（三陸沖北部～宮城県沖の連動） 

（基本モデル及び不確かさケース） 
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断層パラメータ 
セグメント 

設定方法 
三陸沖北部 

十勝沖 

～根室沖 

巨
視
的
断
層
パ
ラ
メ
ー
タ 

走向 θ(°) 180 245 プレート沈み込み等深線を参考に設定 

断層傾斜角 1 δ1(°) 10 10 同上 

断層傾斜角 2 δ2(°) 20 30 同上 

長さ L(km) 200 400 
プレート沈み込み等深線及び断層面積

に基づき設定 

幅 W(km) 200 150 プレート沈み込み等深線を参考に設定 

上端深さ h(km) 12.6 17.0 同上 

下端深さ h(km) 64.2 67.5 同上 

断層面積 S(km2) 40000 60000 佐藤ほか(1989）(61)logS＝Mw-4.07 

平均応力降下量 ⊿σ(MPa) 3.08 ⊿σ=7/16×M0(π/S)3/2 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0(Nm) 4.00×1022 logM0=1.5Mw+9.1 (Kanamori(1977) (71)) 
ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ Mw 9.0 

2011年東北地方太平洋沖地震のMwと同

等の地震規模を設定 

平均すべり量 D(m) 8.5 D=M0/(μS) 

剛性率 μ(N/m2) 4.68×1010 μ=ρβ2,ρ=3.08g/cm3 

S 波速度 β(km/s) 3.9 地震調査委員会（2004）(27) 

破壊伝播速度 Vr(km/s) 3.0 諸井ほか（2013）(38)を参照 

微
視
的
震
源
特
性 

全 

Ｓ 

Ｍ 

Ｇ 

Ａ 

面積 Sa(km
2) 12500 Sa=0.125S （諸井ほか（2013）(38)） 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0a(Nm) 1.00×1022 M0a=μSaDa 

平均すべり量 Da(m) 17.1 Somerville et al．（1999）(62) 

応力降下量 ⊿σa(MPa) 24.6 ⊿σa=(S/Sa）⊿σ 

短周期レベル Aa(Nm/s
2) 3.49×1020 Aa=(ΣAai

2)1/2 

各 

Ｓ 

Ｍ 

Ｇ 

Ａ 

  SMGA1，2 SMGA6，7  

面積 Sai(km
2) 2500 3750 Sai=S×0.125/2 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0ai(Nm) 2.00×1021 3.00×1021 
M0a1及び M0a2は添３－ニ第 12表(１)と 

同じ，M0a6=M0a7=[M0a-(M0a1+M0a2)]/2 

平均すべり量 Dai(m) 17.1 17.1 
Da1及び Da2は添３－ニ第 12表(１)と同

じ，Da6=Da7=M0a6/(μSa6) 

応力降下量 ⊿σai(MPa) 34.5 24.6 ⊿σai=⊿σa，三陸沖北部は 1.4 倍 

短周期レベル Aai(Nm/s
2) 1.86×1020 1.63×1020 Aai=4π(Sai/π)1/2⊿σaiβ

2 

ライズタイム τai(s) 8.33 10.21 τai=0.5Wai/Vr，Wai=Sai
1/2 

背
景
領
域 

面積 Sb(km
2) 87500 Sb=S-Sa 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0b(Nm) 3.00×1022 M0b=M0-M0a 

平均すべり量 Db(m) 7.3 Db=M0b/(μSb) 

実効応力 σb(MPa) 4.9 σb=0.2⊿σa 

ライズタイム τb(s) 33.33 τb=0.5Wb/Vr，Wb=W 

第６－５表(２) ｢2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震｣の

断層パラメータ（三陸沖北部～根室沖の連動）（基本

モデル及び不確かさケース） 
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SMGA 

総面積（ｋｍ２） 

SMGA 全体の短周

期レベル 

（Ｎｍ/ｓ２） 

【参考】 

SMGA の応力降下量 

（ＭＰａ） 

田島ほか 

（2013）(80)によ

る取りまとめ 

Kurahashi and 

Irikura（2013）(81) 
5,628 1.74×1020 21.44（※） 

Asano and  

Iwata（2012）(82) 
5,042 1.67×1020 18.95（※） 

佐藤（2012）(83) 11,475 3.51×1020 28.82（※） 

川辺・釜江 

（2013）(84) 
6,300 1.74×1020 18.26（※） 

平均値 6,730 2.05×1020 ― 

「2011 年東北地方太平洋沖地震 

を踏まえた地震」（基本モデル） 
12,500 3.49×1020 

34.5 

(SMGA１，２) 

24.6 

(SMGA３～７) 

（田島ほか（2013）(80)より抜粋・一部加筆） 

※ 文献(81)～(84)に記載されている各 SMGA の応力降下量を単純平均して算出。 
 

 

※１ 断層全体の面積（100,000km2）に対する SMGA 総面積の割合 

※２ 断層全体の面積及び SMGA 面積比から算出される SMGA 総面積を，諸井ほか（2013）(38)の震源モデ

ルにおける SMGA の個数（５個）で等分して算出。 

※３ ※２で算出した SMGA１個の面積及び諸井ほか（2013）(38)に示される断層パラメータを用いて，地

震調査委員会（2016）(76)の式により算出。 

 

 
SMGA 

面積比（※１） 

SMGA１個の面積 

（ｋｍ２） 

SMGA１個の短周期レベル 

（Ｎｍ/ｓ２） 

諸井ほか（2013）(38) 

0.080 
1,600（※２） 

（40km×40km） 
1.66×1020（※３） 

0.125 
2,500 

（50km×50km） 
1.33×1020 

0.180 
3,600（※２） 

（60km×60km） 
1.11×1020（※３） 

0.245 
4,900（※２） 

（70km×70km） 
9.49×1019（※３） 

「2011 年東北地方太平洋沖地震 

を踏まえた地震」（基本モデル） 

SMGA１，２ 

0.125 
2,500 

（50km×50km） 
1.86×1020 

第６－６表 2011 年東北地方太平洋沖地震の各種震源モデルと 

「2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震」 

（基本モデル）とのパラメータの比較 

(ａ)田島ほか（2013）(80)が取りまとめた各種震源モデルとの比較 

(ｂ)SMGA 面積比を変えた場合の諸井ほか（2013）(38)の震源モデルとの比較 
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(ａ)三陸沖北部～宮城県沖の連動 

対象領域 発震日時 Ｍ 
震源距離 

（ｋｍ） 

震源深さ 

（ｋｍ） 

走向 

（°） 

断層 

傾斜角 

（°） 

すべり角 

（°） 

三陸沖北部 

（SMGA１，２） 

2001. 8.14 

 5：11 
6.4 100.2 37.69 174 22 55 

三陸沖中南部 

（SMGA３） 

2015. 5.13 

 6：12 
6.8 246.6 46.24 178 25 64 

宮城県沖 

（SMGA４，５） 

2011. 3.10 

 6：23 
6.8 342.5 9.30 213 23 101 

 

(ｂ)三陸沖北部～根室沖の連動 

対象領域 発震日時 Ｍ 
震源距離 

（ｋｍ） 

震源深さ 

（ｋｍ） 

走向 

（°） 

断層 

傾斜角 

（°） 

すべり角 

（°） 

三陸沖北部 

（SMGA１，２） 

2001. 8.14 

 5：11 
6.4 100.2 37.69 174 22 55 

十勝沖 

（SMGA６） 

2008. 9.11 

 9：20 
7.1 254.0 30.86 235 15 116 

根室沖 

（SMGA７） 

2004.11.29 

 3：32 
7.1 395.8 48.17 242 26 122 

 

第６－７表 要素地震の震源パラメータ（プレート間地震） 
MO
X①

 
Ⅲ
(1
)-
00
12
-5
3 

G 



56 

 

 
 

地震規模 断層面位置 
断層面 

上端深さ 
短周期レベル(Nm/s2) 

基本モデル 
M7.2 

Mw7.1 

敷地直近と

なる位置 

海洋性地殻 

下端 
7.67×1019 

（地震調査委員会(2016)(76)に基づく値） 

短周期レベルの不確かさケース 
M7.2 

Mw7.1 

海洋性地殻 

下端 

1.15×1020 

（地震調査委員会(2016)(76)に基づく値

の 1.5 倍） 

断層面位置の不確かさケース 
M7.2 

Mw7.1 

海洋性地殻 

上端 
7.67×1019 

（地震調査委員会(2016)(76)に基づく値） 

地震規模の不確かさケース 
 

Mw7.4 

海洋性地殻 

下端 
1.15×1020 

（地震調査委員会(2016)(76)に基づく値） 

 

 

第６－８表 「想定海洋プレート内地震」検討ケース一覧 
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断層パラメータ 設定値 設定方法 

巨
視
的
断
層
パ
ラ
メ
ー
タ 

走向 θ(°) 0 海溝軸に沿って設定 

断層傾斜角 δ(°) 32 プレート上面に対して 60° 

長さ L(km) 23.72 断層面積より設定 

幅 W(km) 16.17 断層面積より設定 

断層面積 S(km2) 384 S=(49π4β4M0
2)/(16A2Sa) 

上端深さ h(km) 70.89 敷地前面のプレートの沈み込み深さによる 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0(Nm) 4.74×1019 
2011 年 4 月 7 日宮城県沖の地震の M0と同等

の地震ﾓｰﾒﾝﾄを設定 

ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ Mw 7.1 
2011 年 4 月 7 日宮城県沖の地震の Mwと同等

の地震規模を設定 

剛性率 μ(N/m2) 4.80×1010 μ=ρβ2,ρ=3.0g/cm3 

S 波速度 β(km/s) 4.0 佐藤・巽(2002)(63) 

平均すべり量 D(m) 2.57 D=M0/(μS） 

平均応力降下量 ⊿σ(MPa) 15.37 ⊿σ=7/16×M0(π/S)3/2 

破壊伝播速度 Vr(km/s) 2.88 Vr=0.72β（Geller(1976)(64)） 

短周期レベル A(Nm/s2) 7.67×1019 
A=9.84×1010×(M0×107)1/3 

（地震調査委員会(2016)(76)) 

微
視
的
断
層
パ
ラ
メ
ー
タ 

ア
ス
ペ
リ
テ
ィ
全
体 

面積 Sa(km
2) 76 

Sa=1.25×10-16×(M0×107)2/3 

（地震調査委員会(2016)(76)) 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0a(Nm) 1.88×1019 M0a=μSaDa 

平均すべり量 Da(m) 5.15 Somerville et al．（1999）(62) 

応力降下量 ⊿σa(MPa) 77.6 ⊿σa=A/(4β
2(πSa)

0.5) 

背
景
領
域 

面積 Sb(km
2) 308 Sb=S-Sa 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0b(Nm) 2.86×1019 M0b=M0-M0a 

平均すべり量 Db(m) 1.94 Db=M0b/(μSb) 

実効応力 σb(MPa) 14.6 
σb=(Db/Wb)/(Da/Wa)⊿σa 

Wa=8.08km，Wb=16.17km 

高周波遮断周波数 ｆmax(Hz) 18 浅野ほか（2004）(65)を参照 

 

 

 

第６－９表 「想定海洋プレート内地震」の断層パラメータ 

（基本モデル） 
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断層パラメータ 設定値 設定方法 

巨
視
的
断
層
パ
ラ
メ
ー
タ 

走向 θ(°) 0 海溝軸に沿って設定 

断層傾斜角 δ(°) 32 プレート上面に対して 60° 

長さ L(km) 23.72 断層面積より設定 

幅 W(km) 16.17 断層面積より設定 

断層面積 S(km2) 384 基本モデルと同じ値を設定 

上端深さ h(km) 70.89 敷地前面のプレートの沈み込み深さによる 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0(Nm) 4.74×1019 
2011 年 4 月 7 日宮城県沖の地震の M0と同等の

地震ﾓｰﾒﾝﾄを設定 

ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ Mw 7.1 
2011 年 4 月 7 日宮城県沖の地震の Mwと同等の

地震規模を設定 

剛性率 μ(N/m2) 4.80×1010 μ=ρβ2,ρ=3.0g/cm3 

S 波速度 β(km/s) 4.0 佐藤・巽(2002)(63) 

平均すべり量 D(m) 2.57 D=M0/(μS) 

平均応力降下量 ⊿σ(MPa) 15.37 ⊿σ=7/16×M0(π/S)3/2 

破壊伝播速度 Vr(km/s) 2.88 Vr=0.72β（Geller(1976)(64)） 

短周期レベル A(Nm/s2) 1.15×1020 
A=9.84×1010×(M0×107)1/3 

（地震調査委員会(2016)(76))  

微
視
的
断
層
パ
ラ
メ
ー
タ 

ア
ス
ペ
リ
テ
ィ
全
体 

面積 Sa(km
2) 76 

Sa=1.25×10-16×(M0×107)2/3 

（地震調査委員会(2016)(76)) 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0a(Nm) 1.88×1019 M0a=μSaDa 

平均すべり量 Da(m) 5.15 Somerville et al．（1999）(62) 

応力降下量 ⊿σa(MPa) 116.4 ⊿σa=A/(4β
2(πSa)

0.5) 

背
景
領
域 

面積 Sb(km
2) 308 Sb=S-Sa 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0b(Nm) 2.86×1019 M0b=M0-M0a  

平均すべり量 Db(m) 1.94 Db=M0b/(μSb） 

実効応力 σb(MPa) 21.9 
σb=(Db/Wb)/(Da/Wa)⊿σa 

Wa=8.08km，Wb=16.17km 

高周波遮断周波数 ｆmax(Hz) 18 浅野ほか(2004)(65)を参照 

第６－10 表(１) 「想定海洋プレート内地震」の断層パラメータ（短周

期レベルの不確かさケース） 
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断層パラメータ 設定値 設定方法 

巨
視
的
断
層
パ
ラ
メ
ー
タ 

走向 θ(°) 0 海溝軸に沿って設定 

断層傾斜角 δ(°) 32 プレート上面に対して 60° 

長さ L(km) 23.72 断層面積より設定 

幅 W(km) 16.17 断層面積より設定 

断層面積 S(km2) 384 S=(49π4β4M0
2)/(16A2Sa) 

上端深さ h(km) 64.71 敷地前面のプレートの沈み込み深さによる 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0(Nm) 4.74×1019 
2011 年 4 月 7 日宮城県沖の地震の M0と同等の

地震ﾓｰﾒﾝﾄを設定 

ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ Mw 7.1 
2011 年 4 月 7 日宮城県沖の地震の Mwと同等の

地震規模を設定 

剛性率 μ(N/m2) 4.80×1010 μ=ρβ2,ρ=3.0g/cm3 

S 波速度 β(km/s) 4.0 佐藤・巽(2002)(63) 

平均すべり量 D(m) 2.57 D=M0/(μS） 

平均応力降下量 ⊿σ(MPa) 15.37 ⊿σ=7/16×M0(π/S)3/2 

破壊伝播速度 Vr(km/s) 2.88 Vr=0.72β（Geller(1976)(64)） 

短周期レベル A(Nm/s2) 7.67×1019 
A=9.84×1010×(M0×107)1/3 

（地震調査委員会(2016)(76)) 

微
視
的
断
層
パ
ラ
メ
ー
タ 

ア
ス
ペ
リ
テ
ィ
全
体 

面積 Sa(km
2) 76 

Sa=1.25×10-16×(M0×107)2/3 

（地震調査委員会(2016)(76)) 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0a(Nm) 1.88×1019 M0a=μSaDa 

平均すべり量 Da(m) 5.15 Somerville et al．（1999）(62) 

応力降下量 ⊿σa(MPa) 77.6 ⊿σa=A/(4β
2(πSa)

0.5) 

背
景
領
域 

面積 Sb(km
2) 308 Sb=S-Sa  

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0b(Nm) 2.86×1019 M0b=M0-M0a 

平均すべり量 Db(m) 1.94 Db=M0b/(μSb) 

実効応力 σb(MPa) 14.6 
σb=(Db/Wb)/(Da/Wa)⊿σa 

Wa=8.08km，Wb=16.17km 

高周波遮断周波数 ｆmax(Hz) 18 浅野ほか(2004)(65)を参照 

第６－10 表(２) 「想定海洋プレート内地震」の断層パラメータ 

（断層面位置の不確かさケース） 
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断層パラメータ 設定値 設定方法 

巨
視
的
断
層
パ
ラ
メ
ー
タ 

走向 θ(°) 0 海溝軸に沿って設定 

断層傾斜角 δ(°) 32 プレート上面に対して 60° 

長さ L(km) 53.04 断層面積と幅より設定 

幅 W(km) 16.17 基本モデルと同じ値を設定 

断層面積 S(km2) 858 S=(49π4β4M0
2)/(16A2Sa) 

上端深さ h(km) 70.89 敷地前面のプレートの沈み込み深さによる 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0(Nm) 1.58×1020 logM0=1.5Mw+9.1 (Kanamori(1977)
(71)) 

ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ Mw 7.4 
2011 年 4 月 7 日宮城県沖の地震の Mwに不確か

さを考慮して設定 

剛性率 μ(N/m2) 4.80×1010 μ=ρβ2,ρ=3.0g/cm3 

S 波速度 β(km/s) 4.0 佐藤・巽(2002)(63) 

平均すべり量 D(m) 3.85 D=M0/(μS） 

平均応力降下量 ⊿σ(MPa) 15.37 ⊿σ=7/16×M0(π/S)3/2 

破壊伝播速度 Vr(km/s) 2.88 Vr=0.72β（Geller(1976)(64)） 

短周期レベル A(Nm/s2) 1.15×1020 
A=9.84×1010×(M0×107)1/3 

（地震調査委員会(2016)(76)) 

微
視
的
断
層
パ
ラ
メ
ー
タ 

全
ア
ス
ペ
リ
テ
ィ 

面積 Sa(km
2) 170 

Sa=1.25×10-16×(M0×107)2/3 

（地震調査委員会(2016)(76)) 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0a(Nm) 6.28×1019 M0a=μSaDa 

平均すべり量 Da(m) 7.70 Somerville et al．（1999）(62) 

応力降下量 ⊿σa(MPa) 77.6 ⊿σa=A/(4β
2(πSa)

0.5) 

各
ア
ス
ペ
リ
テ
ィ 

面積 Sai(km
2) 85 Sai=Sa/2 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0ai(Nm) 3.14×1019 M0ai=M0a/2 

平均すべり量 Dai(m) 7.70 Dai= M0a/(μSa) 

応力降下量 ⊿σai(MPa) 77.6 ⊿σai=⊿σa 

背
景
領
域 

面積 Sb(km
2) 688 Sb=S-Sa 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0b(Nm) 9.57×1019 M0b=M0-M0a  

平均すべり量 Db(m) 2.90 Db=M0b/(μSb) 

実効応力 σb(MPa) 14.6 
σb=(Db/Wb)/(Da/Wa)⊿σa 

Wa=8.08km，Wb=16.17km 

高周波遮断周波数 ｆmax(Hz) 18 浅野ほか(2004)(65)を参照 

第６－10 表(３) 「想定海洋プレート内地震」の断層パラメータ 

（地震規模の不確かさケース） 
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地震規模 
地震 

モーメント

（Nm） 

断層傾斜角 

（°） 
短周期レベル(Nm/s2) 

基本モデル 
MW6.5 

M7.0 
7.51×1018 70 1.20×1019 

（地震調査委員会(2016) (76)に基づく値） 

短周期レベルの不確かさケース 
MW6.5 

M7.0 
7.51×1018 70 

1.80×1019 
（地震調査委員会 (2016) (76)に基づく値

の 1.5 倍） 

断層傾斜角の不確かさケース 
MW6.7 

M7.2 
1.32×1019 45 1.39×1019 

（地震調査委員会(2016) (76)に基づく値） 

断層傾斜角と短周期レベルの 

不確かさを重畳させたケース 

MW6.7 

M7.2 
1.32×1019 45 

2.08×1019 
（地震調査委員会(2016) (76)に基づく値の

1.5 倍） 

 

 

 

第６－11表 「出戸西方断層による地震」検討ケース一覧 
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断層パラメータ 設定値 設定方法 

巨
視
的
断
層
パ
ラ
メ
ー
タ 

走向 θ(°) 0 地質調査結果に基づき設定 

断層傾斜角 δ(°) 70 地質調査結果に基づき設定 

長さ L(km) 28.7 
六ヶ所地点の特性から得られる地震規模を

上回るよう保守的に設定 

幅 W(km) 12.8 地震発生層厚さと断層傾斜角から設定 

断層面積 S(km2) 367.4 S=L×W 

上端深さ h(km) 3.0 微小地震データ等を参考に設定 

下端深さ h(km) 15.0 微小地震データ等を参考に設定 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0(Nm) 7.51×1018 
M0=(S/4.24×1011)2×10-7 

（入倉・三宅(2001) (67)） 

気象庁ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ M 7.0 logM0=1.17M+10.72 （武村(1990)(66)） 

ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ Mw 6.5 logM0=1.5Mw+9.1 (Kanamori(1977)
(71)) 

剛性率 μ(N/m2) 2.94×1010 μ=ρβ2,ρ= 2.7g/cm3 

S 波速度 β(km/s) 3.3 
β=α/√3 

α=5.8km/s（物理探査学会(1989)(68)） 

平均すべり量 D(cm) 69.5 D=M0/(μS） 

平均応力降下量 ⊿σ(MPa) 2.60 ⊿σ=(7/16)(M0/R
3)  

破壊伝播速度 Vr(km/s) 2.4 Vr=0.72β（Geller(1976)(64)） 

短周期レベル A(Nm/s2) 1.04×1019 A=2.46×1010×(M0×107)1/3 

微
視
的
断
層
パ
ラ
メ
ー
タ 

ア
ス
ペ
リ
テ
ィ
全
体 

面積 Sa(km
2) 50.4 Sa=πr2，r=(7πM0β

2)/(4AR)，R=(S/π)0.5 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0a(Nm) 2.07×1018 M0a=μSaDa 

平均すべり量 Da(cm) 139.7 Somerville et al．（1999）(62) 

応力降下量 ⊿σa(MPa) 18.9 ⊿σa=(S/Sa)⊿σ 

短周期レベル Aa(Nm/s
2) 1.04×1019 Aa=4π(Sa/π)0.5⊿σaβ

2 

背
景
領
域 

面積 Sb(km
2) 317.0 Sb=S-Sa 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0b(Nm) 5.44×1018 M0b=M0-M0a 

平均すべり量 Db(cm) 58.3 Db=M0b/(μSb） 

実効応力 σb(MPa) 4.39 σb=(Db/Wb)/(Da/Wa)⊿σa 

短周期レベル Ab(Nm/s
2) 6.03×1018 Ab=4π(Sb/π)0.5σbβ

2 

高周波遮断周波数 ｆmax(Hz) 6 鶴来ほか(1997)(70) 

 

第６－12表 「出戸西方断層による地震」の断層パラメータ 

（基本モデル） 
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断層パラメータ 設定値 設定方法 

巨
視
的
断
層
パ
ラ
メ
ー
タ 

走向 θ(°) 0 地質調査結果に基づき設定 

断層傾斜角 δ(°) 70 地質調査結果に基づき設定 

長さ L(km) 28.7 
六ヶ所地点の特性から得られる地震規模を

上回るよう保守的に設定 

幅 W(km) 12.8 地震発生層厚さと断層傾斜角から設定 

断層面積 S(km2) 367.4 S=L×W 

上端深さ h(km) 3.0 微小地震データ等を参考に設定 

下端深さ h(km) 15.0 微小地震データ等を参考に設定 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0(Nm) 7.51×1018 
M0=(S/4.24×1011)2×10-7 

（入倉・三宅(2001)(67)） 

気象庁ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ M 7.0 logM0=1.17M+10.72 （武村(1990)(66)） 

ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ Mw 6.5 logM0=1.5Mw+9.1 (Kanamori(1977)
(71)) 

剛性率 μ(N/m2) 2.94×1010 μ=ρβ2,ρ= 2.7g/cm3 

S 波速度 β(km/s) 3.3 
β=α/√3 

α=5.8km/s （物理探査学会(1989)(68)） 

平均すべり量 D(cm) 69.5 D=M0/(μS) 

平均応力降下量 ⊿σ(MPa) 2.60 ⊿σ=(7/16)(M0/R
3) 

破壊伝播速度 Vr(km/s) 2.4 Vr=0.72β（Geller(1976)(64)） 

短周期レベル A(Nm/s2) 1.04×1019 A=2.46×1010×(M0×107)1/3 

微
視
的
断
層
パ
ラ
メ
ー
タ 

ア
ス
ペ
リ
テ
ィ
全
体 

面積 Sa(km
2) 50.4 Sa=πr2, r=(7πM0β

2)/(4AR), R=(S/π)0.5 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0a(Nm) 2.07×1018 M0a=μSaDa 

平均すべり量 Da(cm) 139.7 Somerville et al．（1999）(62) 

応力降下量 ⊿σa(MPa) 28.4 ⊿σa=(S/Sa)⊿σ, 不確かさを考慮し 1.5 倍 

短周期レベル Aa(Nm/s
2) 1.56×1019 Aa=4π(Sa/π)0.5⊿σaβ

2 

背
景
領
域 

面積 Sb(km
2) 317.0 Sb=S-Sa 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0b(Nm) 5.44×1018 M0b=M0-M0a 

平均すべり量 Db(cm) 58.3 Db=M0b/(μSb) 

実効応力 σb(MPa) 6.58 σb=(Db/Wb)/(Da/Wa)⊿σa 

短周期レベル Ab(Nm/s
2) 9.04×1018 Ab=4π(Sb/π)0.5σbβ

2 

高周波遮断周波数 ｆmax(Hz) 6 鶴来ほか(1997)(70) 

第６－13 表(１) 「出戸西方断層による地震」の断層パラメータ 

（短周期レベルの不確かさケース） 
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断層パラメータ 設定値 設定方法 

巨
視
的
断
層
パ
ラ
メ
ー
タ 

走向 θ(°) 0 地質調査結果に基づき設定 

断層傾斜角 δ(°) 45 地質調査結果に不確かさを考慮し設定 

長さ L(km) 28.7 基本モデルの長さを採用 

幅 W(km) 17.0 地震発生層厚さと断層傾斜角から設定 

断層面積 S(km2) 487.9 S=L×W 

上端深さ h(km) 3.0 微小地震データ等を参考に設定 

下端深さ h(km) 15.0 微小地震データ等を参考に設定 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0(Nm) 1.32×1019 
M0=(S/4.24×1011)2×10-7 

（入倉・三宅(2001)(67)） 

気象庁ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ M 7.2 logM0=1.17M+10.72 （武村(1990)(66)） 

ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ Mw 6.7 logM0=1.5Mw+9.1 （Kanamori(1977)(71)） 

剛性率 μ(N/m2) 2.94×1010 μ=ρβ2,ρ= 2.7g/cm3 

S 波速度 β(km/s) 3.3 
β=α/√3 

α=5.8km/s （物理探査学会(1989)(68)） 

平均すべり量 D(cm) 92.3 D=M0/(μS) 

平均応力降下量 ⊿σ(MPa) 2.99 ⊿σ=(7/16)(M0/R
3) 

破壊伝播速度 Vr(km/s) 2.4 Vr=0.72β（Geller(1976)(64)） 

短周期レベル A(Nm/s2) 1.25×1019 A=2.46×1010×(M0×107)1/3 

微
視
的
断
層
パ
ラ
メ
ー
タ 

ア
ス
ペ
リ
テ
ィ
全
体 

面積 Sa(km
2) 80.9 Sa=πr2, r=(7πM0β

2)/(4AR), R=(S/π)0.5 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0a(Nm) 4.41×1018 M0a=μSaDa 

平均すべり量 Da(cm) 185.5 Somerville et al．（1999）(62) 

応力降下量 ⊿σa(MPa) 18.1 ⊿σa=(S/Sa)⊿σ 

短周期レベル Aa(Nm/s
2) 1.25×1019 Aa=4π(Sa/π)0.5⊿σaβ

2 

背
景
領
域 

面積 Sb(km
2) 407.0 Sb=S-Sa 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0b(Nm) 8.83×1018 M0b=M0-M0a 

平均すべり量 Db(cm) 73.8 Db=M0b/(μSb) 

実効応力 σb(MPa) 3.80 σb=(Db/Wb)/(Da/Wa)⊿σa 

短周期レベル Ab(Nm/s
2) 5.92×1018 Ab=4π(Sb/π)0.5σbβ

2 

高周波遮断周波数 ｆmax(Hz) 6 鶴来ほか(1997)(70) 

第６－13 表(２) 「出戸西方断層による地震」の断層パラメータ 

（断層傾斜角の不確かさケース） 
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断層パラメータ 設定値 設定方法 

巨
視
的
断
層
パ
ラ
メ
ー
タ 

走向 θ(°) 0 地質調査結果に基づき設定 

断層傾斜角 δ(°) 45 地質調査結果に不確かさを考慮し設定 

長さ L(km) 28.7 基本モデルの長さを採用 

幅 W(km) 17.0 地震発生層厚さと断層傾斜角から設定 

断層面積 S(km2) 487.9 S=L×W 

上端深さ h(km) 3.0 微小地震データ等を参考に設定 

下端深さ h(km) 15.0 微小地震データ等を参考に設定 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0(Nm) 1.32×1019 
M0=(S/4.24×1011)2×10-7 

（入倉・三宅(2001)）(67) 

気象庁ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ M 7.2 logM0=1.17M+10.72 （武村(1990)(66)） 

ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ Mw 6.7 logM0=1.5Mw+9.1 （Kanamori(1977)(71)） 

剛性率 μ(N/m2) 2.94×1010 μ=ρβ2,ρ= 2.7g/cm3 

S 波速度 β(km/s) 3.3 
β=α/√3 

α=5.8km/s （物理探査学会(1989)(68)） 

平均すべり量 D(cm) 92.3 D=M0/(μS) 

平均応力降下量 ⊿σ(MPa) 2.99 ⊿σ=(7/16)(M0/R
3) 

破壊伝播速度 Vr(km/s) 2.4 Vr=0.72β（Geller(1976)(64)） 

短周期レベル A(Nm/s2) 1.25×1019 A =2.46×1010×(M0×107)1/3 

微
視
的
断
層
パ
ラ
メ
ー
タ 

ア
ス
ペ
リ
テ
ィ
全
体 

面積 Sa(km
2) 80.9 Sa=πr2, r=(7πM0β

2)/(4AR), R=(S/π)0.5 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0a(Nm) 4.41×1018 M0a=μSaDa 

平均すべり量 Da(cm) 185.5 Somerville et al．（1999）(62) 

応力降下量 ⊿σa(MPa) 27.1 ⊿σa=(S/Sa)⊿σ, 不確かさを考慮し 1.5 倍 

短周期レベル Aa(Nm/s
2) 1.88×1019 Aa=4π(Sa/π)0.5⊿σaβ

2 

背
景
領
域 

面積 Sb(km
2) 407.0 Sb=S-Sa 

地震ﾓｰﾒﾝﾄ M0b(Nm) 8.83×1018 M0b=M0-M0a  

平均すべり量 Db(cm) 73.8 Db=M0b/(μSb) 

実効応力 σb(MPa) 5.70 σb=(Db/Wb)/(Da/Wa)⊿σa 

短周期レベル Ab(Nm/s
2) 8.88×1018 Ab=4π(Sb/π)0.5σbβ

2 

高周波遮断周波数 ｆmax(Hz) 6 鶴来ほか(1997)(70) 

第６－13 表(３) 「出戸西方断層による地震」の断層パラメータ（断

層傾斜角と短周期レベルの不確かさを重畳させたケ

ース） 
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距離減衰式 DB 対象地域 地震タイプ 主なパラメータ ＭＷの範囲 距離の範囲 地盤条件・種別 

Kanno et 

al.(2006)(45) 

主に国内 内陸 

プレート間 

プレート内 

Mw,断層最短距離, 

震源深さ,Vs30※ 
5.5～8.2 1～500km 100<Vs30<1400m/s 

Zhao et 

al.(2006)(46) 

Mw,断層最短距離, 

震源深さ 
5.0～8.3 0.3～300km 

Soft soil～Hard 

rock(Hard rock 

Vs=2000m/s) 

内山・翠川 

（2006）(47) 
日本周辺 

Mw,断層最短距離, 

震源深さ 
5.5～8.3 300km 以内 150≦Vs30≦750m/s 

片岡ほか 

（2006）(48) 
国内 

内陸 

海溝性 

Mw,断層最短距離, 

短周期レベル 

陸：4.9～6.9 

海：5.2～8.2 
250km 以内 

Ⅰ種，Ⅱ種，Ⅲ種地盤

および工学的基盤 

Abrahamson et 

al.(2014)(49) 
国内外 内陸 

Mw,断層最短距離,Vs30,

断層上端深さ 
3.0～8.5 0～300km 180≦Vs30≦1000m/s 

Boore et 

al.(2014)(50) 
国内外 内陸 

Mw,断層面の地表投影面

への最短距離,Vs30 

3.0～8.5（横ずれ，逆断層） 

3.0～7.0（正断層） 
0～400km 150≦Vs30≦1500m/s 

Campbell et 

al.(2014)(51) 
国内外 内陸 

Mw,断層最短距離,Vs30,

断層上端深さ 

3.3～8.5（横ずれ断層） 

3.3～8.0（逆断層） 

3.3～7.5（正断層） 

0～300km 150≦Vs30≦1500m/s 

Chiou et 

al.(2014)(52) 
国内外 内陸 

Mw,断層最短距離,Vs30,

断層上端深さ 

3.5～8.5（横ずれ断層） 

3.5～8.0（逆・正断層） 
0～300km 180≦Vs30≦1500m/s 

Idriss 

(2014)(53) 
国内外 内陸 

 
Mw,断層最短距離,Vs30 5≦MW ≦150km 450m/s≦Vs30 

第６－14 表 各距離減衰式の概要 

※Vs30=表層地盤（地表からおよそ 30m の深さまで）の平均Ｓ波速度 
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発生日※1 
北緯※1 

(°) 

東経※1 

(°) 

深さ※1 

(ｋｍ) 
Ｍ※1 

Ｍ０
※2

 

（Ｎｍ） 

走向※2 

（°） 

断層 

傾斜角※2 

（°） 

すべり角※2 

（°） 
品質※2 

1999.9.13 40.9317 141.2670 14.72 4.0 1.26E+15 194;32 66;25 83;106 91.99 

※1：気象庁カタログ(10)による。 

※2：防災科学技術研究所 F－net(79)による。 

第６－15 表 要素地震の震源パラメータ（内陸地殻内地震） 
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No. 地震名 日時 規模 

1 2008 年岩手・宮城内陸地震 2008/ 6/14, 8:43 Mw6.9 

2 2000 年鳥取県西部地震 2000/10/ 6,13:30 Mw6.6 

3 2011 年長野県北部地震 2011/ 3/12, 3:59 Mw6.2 

4 1997 年 3月鹿児島県北西部地震 1997/ 3/26,17:31 Mw6.1 

5 2003 年宮城県北部地震 2003/ 7/26, 7:13 Mw6.1 

6 1996 年宮城県北部（鬼首）地震 1996/ 8/11, 3:12 Mw6.0 

7 1997 年 5月鹿児島県北西部地震 1997/ 5/13,14:38 Mw6.0 

8 1998 年岩手県内陸北部地震 1998/ 9/ 3,16:58 Mw5.9 

9 2011 年静岡県東部地震 2011/ 3/15,22:31 Mw5.9 

10 1997 年山口県北部地震 1997/ 6/25,18:50 Mw5.8 

11 2011 年茨城県北部地震 2011/ 3/19,18:56 Mw5.8 

12 2013 年栃木県北部地震 2013/ 2/25,16:23 Mw5.8 

13 2004 年北海道留萌支庁南部地震 2004/12/14,14:56 Mw5.7 

14 2005 年福岡県西方沖地震の最大余震 2005/ 4/20, 6:11 Mw5.4 

15 2012 年茨城県北部地震 2012/ 3/10, 2:25 Mw5.2 

16 2011 年和歌山県北部地震 2011/ 7/ 5,19:18 Mw5.0 

第６－16 表 検討対象地震 
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速度 
（cm/s） 

周期(s) 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ Ｄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応答スペクトル 
コントロールポイント 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

Ｓｓ－ＡＨ 

周期(s) 0.02 0.09 0.523 5 

速度(cm/s) 2.229 22.92 100 100 

Ｓｓ－ＡＶ 
周期(s) 0.02 0.09 0.523 5 

速度(cm/s) 1.487 15.28 70 70 

第６－17 表 Ｓｓ－ＡＨ，Ｓｓ－ＡＶの設計用応答スペクトル 

のコントロールポイント 
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基準地震動 
継続時間 

(ｓ) 

振幅包絡線の経時的変化（ｓ） 

Ｔb Ｔc Ｔd 

Ｓｓ－ＡＨ 136.88 16.6 47.5 136.88 

Ｓｓ－ＡＶ 136.88 16.6 47.5 136.88 

 

 

 

 

第６－18表 設計用模擬地震波Ｓｓ－ＡＨ，Ｓｓ－ＡＶの振幅包絡線 

の経時的変化 
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基準地震動 
最大加速度 
(ｃｍ/ｓ２) 

ＳI比 
応答スペクトル比 

平均値 最小値 標準偏差 

Ｓｓ－ＡＨ 700 1.03 1.02 0.95 0.03 

Ｓｓ－ＡＶ 467 1.04 1.01 0.89 0.02 

 




5.2

1.0

5.2

1.0

)(

)(
　

　

　

　比
dtTvS

dtTSv
SI  

 
)T(Sv ：設計用模擬地震波の応答スペクトル（cm/s） 

)T(vS ：目標とする設計用応答スペクトル（cm/s） 

T  ：固有周期（s） 

 

第６－19表 設計用模擬地震波Ｓｓ－ＡＨ，Ｓｓ－ＡＶの作成結果 
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基準地震動 
ＮＳ 

方向 

ＥＷ 

方向 

ＵＤ 

方向 

Ｓｓ－Ｂ１ 

出戸西方断層による地震 

(短周期レベルの不確かさケース) 

［破壊開始点２］ 

410 487 341 

Ｓｓ－Ｂ２ 

出戸西方断層による地震 

(短周期レベルと断層傾斜角の不確かさを重畳させたケース) 

［破壊開始点１］ 

429 445 350 

Ｓｓ－Ｂ３ 

出戸西方断層による地震 

(短周期レベルと断層傾斜角の不確かさを重畳させたケース) 

［破壊開始点２］ 

443 449 406 

Ｓｓ－Ｂ４ 

出戸西方断層による地震 

(短周期レベルと断層傾斜角の不確かさを重畳させたケース) 

［破壊開始点３］ 

538 433 325 

Ｓｓ－Ｂ５ 

出戸西方断層による地震 

(短周期レベルと断層傾斜角の不確かさを重畳させたケース) 

［破壊開始点４］ 

457 482 370 

 

第６－20表 基準地震動Ｓｓ－Ｂ１～Ｂ５ 
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基準地震動 
ＮＳ 

方向 

ＥＷ 

方向 

ＵＤ 

方向 

Ｓｓ－Ｃ１ 2004 年北海道留萌支庁南部地震（Ｋ－ＮＥＴ港町） 620 320 

Ｓｓ－Ｃ２ 2008 年岩手・宮城内陸地震（栗駒ダム[右岸地山］） 450※１ 490※２ 320 

Ｓｓ－Ｃ３ 2008 年岩手・宮城内陸地震（ＫｉＫ－ｎｅｔ金ヶ崎） 430 400 300 

Ｓｓ－Ｃ４ 2008 年岩手・宮城内陸地震（ＫｉＫ－ｎｅｔ一関東） 540 500 － 

※１：ダム軸方向 
※２：上下流方向 

第６－21表 基準地震動Ｓｓ－Ｃ１～Ｃ４ 
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震源として考慮する活断層 

（出戸西方断層は除く） 

断層長さ 

(ｋｍ) 
Ｍ 

平均活動間隔 

(年) 

等価震源距離 

Xeq(ｋｍ) 

横浜断層 15 6.8 24,000 22 

上原子断層～七戸西方断層 51 7.7 83,000 42 

折爪断層 53 7.7 8,300 70 

青森湾西岸断層帯 31 7.3 4,500 63 

津軽山地西縁断層帯北部 16 7.3 2,400 62 

津軽山地西縁断層帯南部 23 7.3 3,600 60 

F-a 断層 20 7.0 3,100 60 

F-b 断層 15 6.8 2,400 60 

F-c 断層 15 6.8 2,400 41 

F-d 断層 6 6.8 2,400 15 

 

 

第６－22表 ロジックツリーに反映する活断層の諸元 

（特定震源 出戸西方断層以外の断層による地震） 
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領域震源区分※1 
地震調査委員会 

モデル 1 

地震調査委員会 

モデル 2 

①十勝根室※2 
6.9 

8.0 
7.1 

②三陸沖北部※2 
7.0 

7.9 
7.1～7.6 

③三陸～房総沖海溝寄り 8.0 8.0 

④三陸沖中部 8.0 8.2 

※1：領域震源区分は，地震調査委員会（2013）(43)による。 

※2：地震調査委員会モデル 1の上段は震源不特定，下段は繰り返し以外の特定震源の地震規
模を示す。 

 

第６－23表(１) 各領域における最大地震規模 

（領域震源 プレート間地震） 
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領域震源区分※1 
地震調査委員会 

モデル 1 

地震調査委員会 

モデル 2 

①三陸沖北部 

②三陸沖中部 

③東北陸側プレート内 

7.5 8.2 

④十勝根室 

⑤千島陸側プレート内※2 

7.5 

8.2 8.2 

7.5 

⑥三陸～房総沖海溝寄り 8.2 8.2 

※1：領域震源区分は，地震調査委員会（2013）(43)による。 

※2：地震調査委員会モデル 1の上段は震源不特定，中段はやや浅い地震，下段はやや深い地
震を示す。 

第６－23 表(２) 各領域における最大地震規模 

（領域震源 海洋プレート内地震） 
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領域震源区分※1 
地震調査委員会 

モデル 1 

地震調査委員会 

モデル 2 

①東北日本弧外帯 6.8 7.3 

②東北日本弧内帯 7.2 7.3 

③東北日本弧外帯北部※2 6.8 7.3 

④東北日本弧内帯北部※2 7.2 7.3 

⑤千島弧外帯西端部 6.8 7.3 

⑥浦河沖※3 7.1 7.3 

⑦礼文樺戸帯 6.8 7.3 

⑧日本海東縁変動帯 7.3 7.5 

※1：領域震源区分は，地震調査委員会（2013）(43)による。 

※2：東北日本弧外帯（内帯）のうち，北緯 40°～43°の範囲に限定した小領域 

※3：千島弧外帯西端部のうち，地震調査委員会(2005)(72)において，「浦河沖の震源断層を予
め特定しにくい地震」の地域区分に設定されている小領域 

第６－23 表(３) 各領域における最大地震規模 

（領域震源 内陸地殻内地震） 
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    標高 

  Ｔ．Ｍ．Ｓ．Ｌ． （ｍ） 

単位体積重量 

（kＮ/ｍ3） 

ポアソン比 

νｄ 

Ｓ波速度 

ＶＳ（ｍ/ｓ） 

Ｐ波速度 

ＶＰ（ｍ/ｓ） 

せん断弾性

係数Ｇ（×103

Ｎ/m2） 

減衰定数 h

（％） 

 

31.53 

23.0 

-18.0 

-70.0 

   
  

 

3.0 

 
15.7 0.435 580 1710 538 

 
15.3 0.407 740 1870 855 

 
17.4 0.381 890 2030 1403 

 18.1 0.370 930 2050 1601 

 

第６－24表 解放基盤表面以浅の地盤モデル 

（燃料加工建屋（東側地盤）） 

建屋底面▽ 

解放基盤表面▼ 
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第７－１表 弾性設計用地震動Ｓｄの最大加速度 

 
(単位：cm/s2) 

 

弾性設計用地震動 NS 方向 EW 方向 UD 方向 

Sd-A 364.0 242.8 

Sd-B1 205.1 243.7 170.6 

Sd-B2 214.7 222.4 175.0 

Sd-B3 221.3 224.7 202.8 

Sd-B4 269.1 216.4 162.5 

Sd-B5 228.5 241.1 185.1 

Sd-C1 310.0 160.0 

Sd-C2 225.0 245.0 160.0 

Sd-C3 215.0 200.0 150.0 

Sd-C4 270.0 250.0 － 
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第３－１図(１) 敷地周辺の被害地震の震央分布 
（敷地からの震央距離 200km 程度以内） 

地震諸元は，1884 年以前の地震については「日

本被害地震総覧(７)」による値を，1885 年以降

1922 年以前の地震については「宇津カタログ

(1982)(９)」による値を，1923 年以降の地震に

ついては「気象庁地震カタログ(10）」による値を

用いている。 

図中の数字は地震発生年（同年（同年月）の地震が複数存在する場合には年月（年月日）） 
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第３－１図(２) 敷地周辺の被害地震の震央分布 
（敷地からの震央距離 200km 程度以遠） 

2011 年 3月 11 日 

東北地方太平洋沖地震（MW9.0） 

2011 年 4 月 7 日 

宮城県沖地震（M7.2） 

1933 年 3 月 3 日 

昭和三陸地震（M8.1） 

1993 年 1 月 15 日 

釧路沖地震（M7.5） 

1994 年 10 月 4日 

北海道東方沖地震（M8.2） 

敷地 
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第３－５図 敷地周辺におけるＭ5.0 以上の中地震の震央分布 
（1923 年～2015 年７月） 

※地震諸元は気象庁地震カタログ（10）による。 
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第３－６図 敷地周辺におけるＭ5.0 以上の中地震の震源鉛直分布 
（1923 年～2015 年７月） 
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※地震諸元は気象庁地震カタログ（10）による。 
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第３－７図 深発地震面の等深線 

※長谷川ほか（1983）（60）より抜粋・一部加筆 
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第３－８図(１) 敷地周辺におけるＭ5.0 以下の小・微小地震の震央分布 

（震源深さ０～30km，2012 年～2015 年７月） 

※地震諸元は気象庁地震カタログ（10）による。 
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第３－８図(２) 敷地周辺におけるＭ5.0 以下の小・微小地震の震央分布 

（震源深さ 30～60km，2012 年～2015 年７月） 

※地震諸元は気象庁地震カタログ（10）による。 
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第３－８図(３) 敷地周辺におけるＭ5.0 以下の小・微小地震の震央分布 

（震源深さ 60～100km，2012 年～2015 年７月） 

※地震諸元は気象庁地震カタログ（10）による。 
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第３－８図(４) 敷地周辺におけるＭ5.0 以下の小・微小地震の震央分布 

（震源深さ 100km 以上，2012 年～2015 年７月） 

※地震諸元は気象庁地震カタログ（10）による。 
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第３－９図(１) 敷地周辺におけるＭ5.0 以下の小・微小地震の 

震源鉛直分布（2012 年～2015 年７月） 

※地震諸元は気象庁地震カタログ（10）による。 
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第３－９図(２) 敷地周辺におけるＭ5.0 以下の小・微小地震の 

震源鉛直分布（2012 年～2015 年７月） 

※地震諸元は気象庁地震カタログ（10）による。 
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第３－９図(３) 敷地周辺におけるＭ5.0 以下の小・微小地震の 

震源鉛直分布（2012 年～2015 年７月） 
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第３－９図(４) 敷地周辺におけるＭ5.0 以下の小・微小地震の震源

鉛直分布（2012 年～2015 年７月） 

※地震諸元は気象庁地震カタログ（10）による。 
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第３－10 図 敷地周辺における活断層分布 
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活断層分布は，事業変更許可申請書の添付書類三「ロ．地 

盤」及び「［新編］日本の活断層(18)」 
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第４－１図 活断層分布と過去の被害地震の震央分布 

活断層分布は，第３－10 図による。過去の地震の震央分布
（内陸地殻内地震）は，第３－１図（１）による。 

1766 年津軽の地震（Ｍ７ 1/4） 

1978 年青森県東岸の地震（Ｍ5.8） 
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第４－２図 活断層分布と小・微小地震の震央分布 

活断層分布は，第３－10図による。小・微小地震の震央
分布は，第３－８図(１)による。 
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第４－３図 1766 年津軽の地震の震度分布 

 

※「日本被害地震総覧」(７)による。 
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第５－10 図(１) 地震別応答スペクトル（観測深度の比較） 
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第５－10 図(２) 地震別応答スペクトル（観測深度の比較） 
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第５－10 図(３) 地震別応答スペクトル（観測深度の比較） 

（ＵＤ成分，減衰定数（ｈ）＝0.05） 
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第５－11 図 地震波の到来方向別の検討に用いた地震の分布 
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第５－12 図(１) 地盤観測点（東側）の到来方向別の応答スペクトル比 

周期(s) 周期(s) 

周期(s) 周期(s) 

周期(s) 周期(s) 

周期(s) 周期(s) 

M
OX
①
 
Ⅲ
(1
)
-0
01
2-
11
8 

G 



122 

北

周期 (秒)

応
答
ス
ペ
ク
ト
ル
比

0.01 0.1 1 10
0.1

1

10

西

周期 (秒)

応
答
ス
ペ
ク
ト
ル
比

全平均
方位平均
方位平均±σ

0.01 0.1 1 10
0.1

1

10
南

周期 (秒)

応
答
ス
ペ
ク
ト
ル
比

0.01 0.1 1 10
0.1

1

10

東

周期 (秒)

応
答
ス
ペ
ク
ト
ル
比

0.01 0.1 1 10
0.1

1

10

 

地盤観測点（東側）／代表地盤観測点（ＵＤ方向） 

 

 

 

 

第５－12 図(２) 地盤観測点（東側）の到来方向別の応答スペクトル比 
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地盤観測点（西側）／代表地盤観測点（ＮＳ方向） 
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第５－12 図(３) 地盤観測点（西側）の到来方向別の応答スペクトル比 
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第５－12 図(４) 地盤観測点（西側）の到来方向別の応答スペクトル比 
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第５－13 図 深部地盤モデルによる増幅特性とスペクトル 

インバージョン解析の増幅特性の比較 
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第５－14 図 深部地盤モデルによる増幅特性と 

経験的サイト増幅特性の比較 
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第６－３図(１) 「2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震」

の断層面の位置（三陸沖北部～宮城県沖） 
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第６－３図(２) 「2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震」

の断層面の位置（三陸沖北部～根室沖） 
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第６－４図 検討用地震の選定（Noda et al.（2002）(29)による比較） 

（海洋プレート内地震） 
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第６－６図 原子力安全基盤機構（2004）(31)による 

地震域区分毎の地震発生上下限層分布図 

（ａ）地震域区分毎のＤ10％(km)の分布 （ｂ）地震域区分毎のＤ90％(km)の分布 

東北東部 東北東部 

M
OX
①
 
Ⅲ
(1
)
-0
01
2-
13
1 

G 



135 

140.8 141.0 141.2 141.4 141.6 141.8
30

20

10

0

震源の経度(°)

5.0≦Ｍ

4.0≦Ｍ＜5.0

3.0≦Ｍ＜4.0

2.0≦Ｍ＜3.0

1.0≦Ｍ＜2.0

　Ｍ＜1.0

震
源
深
さ
（

k
m
）

 

 

 

 

 

 

 

第６－７図 敷地周辺の小・微小地震の震央分布及び震源の鉛直分布 

（1997 年 10 月～2011 年 12 月） 

（ｂ）鉛直分布 

0 0.1          0.5        0.9  1.0  

 (D90%) (D10%) 

140.8ﾟ

141.0ﾟ

141.0ﾟ

141.2ﾟ

141.2ﾟ

141.4ﾟ

141.4ﾟ

141.6ﾟ

141.6ﾟ 141.8ﾟ

40.6ﾟ 40.6ﾟ

40.8ﾟ 40.8ﾟ

41.0ﾟ 41.0ﾟ

41.2ﾟ 41.2ﾟ

10km

20km

30km

敷地

0 10 20 km

無次元頻度 

0             0.25            0.5  

累積頻度 

頻度 

累積頻度 

頻度 

（ａ）震央分布 

5.0≦Ｍ

4.0≦Ｍ＜5.0

3.0≦Ｍ＜4.0

2.0≦Ｍ＜3.0

1.0≦Ｍ＜2.0

　Ｍ＜1.0

凡 例 

M
OX
①
 
Ⅲ
(1
)
-0
01
2-
13
2 

G 



136 

第６－８図 敷地周辺における地震波トモグラフィ解析結果 
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※出戸西方断層の地震の規模は，震源断層面が地震発生層の上限から下限（厚さ 12km）まで拡がって

いることと，断層傾斜角（70°）を考慮し断層長さを求め， 以下の式
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により算定する。 
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第６－11 図 敷地に影響を与えるおそれがあると考えられる地震の 
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第６－12 図 短周期レベルと既往スケーリング則の比較 
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第６－13 図(１) 「2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震」の 

断層モデル（三陸沖北部～宮城県沖の連動，基本モデル） 
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第６－13 図(２) 「2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震」の 

断層モデル（三陸沖北部～根室沖の連動，基本モデル） 
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第６－15 図(１) 「2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震」の断層

モデル（三陸沖北部～宮城県沖の連動，SMGA 位置の不確
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第６－15 図(２) 「2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震」の断層

モデル(三陸沖北部～根室沖の連動，SMGA 位置の不確か
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第６－16 図(１) 要素地震の震央位置及び観測記録の波形 
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第６－17 図(１) 「2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震」の応答スペク

トル（断層モデルを用いた手法） 

（三陸沖北部～宮城県沖の連動，基本モデル）（水平方向） 
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第６－17 図(２) 「2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震」の応答スペ

クトル（断層モデルを用いた手法） 

（三陸沖北部～宮城県沖の連動，基本モデル）（鉛直方向） 

0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10
0.1

0.2

0.5

1

2

5

10

20

50

100

200

500

1000

50

10
0

20
0

50
0

10
00

20
00

(c
m
/s

 )2

0.01

0.1

1
10

(cm
)

周  期(s)

速
 
度
 

(cm/s)

(h=0.05)

破壊開始点１ UD 方向 

破壊開始点２ UD 方向 

破壊開始点３ UD 方向 

M
OX
①
 
Ⅲ
(1
)
-0
01
2-
14
6 

G 



150 

 

 

第６－17 図(３) 「2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震」の応

答スペクトル（断層モデルを用いた手法） 

（三陸沖北部～宮城県沖の連動，SMGA 位置の不確かさ

ケース）（水平方向） 
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第６－17 図(４) 「2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震」の応答

スペクトル（断層モデルを用いた手法） 

（三陸沖北部～宮城県沖の連動，SMGA 位置の 

不確かさケース）（鉛直方向） 
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第６－17 図(５) 「2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震」の

応答スペクトル（断層モデルを用いた手法） 

（三陸沖北部～根室沖の連動，基本モデル） 

（水平方向） 
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第６－17 図(６) 「2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震」の応

答スペクトル（断層モデルを用いた手法） 

（三陸沖北部～根室沖の連動，基本モデル） 

（鉛直方向） 
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第６－17 図(７) 「2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震」の応

答スペクトル（断層モデルを用いた手法） 

（三陸沖北部～根室沖の連動，SMGA 位置の不確かさケ

ース）（水平方向） 
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第６－17 図(８) 「2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震」の応

答スペクトル（断層モデルを用いた手法） 

（三陸沖北部～根室沖の連動，SMGA 位置の不確かさケ

ース）（鉛直方向） 
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第６－18 図 「想定海洋プレート内地震」の断層モデル 

（基本モデル・短周期レベルの不確かさケース） 
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第６－20 図(１) 「想定海洋プレート内地震」の断層モデル 

（断層位置の不確かさケース） 
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第６－20 図(２) 「想定海洋プレート内地震」の断層モデル 

（地震規模の不確かさケース） 
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第６－21 図 海洋プレート内地震の観測記録に基づく補正に関する検討 
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第６－22 図(１) 「想定海洋プレート内地震」の応答スペクトル 

（応答スペクトルに基づく手法） 

（水平方向） 

基本モデル及び短周期レベルの不確かさケース（M7.2,Xeq=85.4km） 

位置の不確かさケース（M7.2,Xeq=78.4km） 

地震規模の不確かさケース（MW7.4,Xeq=86.2km） 
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第６－22 図(２) 「想定海洋プレート内地震」の応答スペクトル 

（応答スペクトルに基づく手法） 

（鉛直方向） 

基本モデル及び短周期レベルの不確かさケース（M7.2,Xeq=85.4km） 

位置の不確かさケース（M7.2,Xeq=78.4km） 

地震規模の不確かさケース（MW7.4,Xeq=86.2km） 
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第６－23 図(１) 「想定海洋プレート内地震」の応答スペクトル 

（断層モデルを用いた手法） 

（基本モデル，水平方向） 
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第６－23 図(２) 「想定海洋プレート内地震」の応答スペクトル 

（断層モデルを用いた手法） 

（基本モデル，鉛直方向） 
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第６－23 図(３) 「想定海洋プレート内地震」の応答スペクトル 

（断層モデルを用いた手法） 

（短周期レベルの不確かさケース，水平方向） 
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第６－23 図(４) 「想定海洋プレート内地震」の応答スペクトル 

（断層モデルを用いた手法） 

（短周期レベルの不確かさケース，鉛直方向） 
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第６－23 図(５) 「想定海洋プレート内地震」の応答スペクトル 

（断層モデルを用いた手法） 

（断層位置の不確かさケース，水平方向） 
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第６－23 図(６) 「想定海洋プレート内地震」の応答スペクトル 

（断層モデルを用いた手法） 

（断層位置の不確かさケース，鉛直方向） 
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第６－23 図(７) 「想定海洋プレート内地震」の応答スペクトル 

（断層モデルを用いた手法） 

（地震規模の不確かさケース，水平方向） 
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第６－23 図(８) 「想定海洋プレート内地震」の応答スペクトル 

（断層モデルを用いた手法） 

（地震規模の不確かさケース，鉛直方向） 
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第６－24 図 「出戸西方断層による地震」の断層モデル 
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第６－26 図 「出戸西方断層による地震」の断層モデル 

（断層傾斜角の不確かさケース・断層傾斜角と 

短周期レベルの不確かさを重畳させたケース） 
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第６－27 図(１) 「出戸西方断層による地震」の応答スペクトル 

（応答スペクトルに基づく手法）（基本モデル・短周期レ

ベルの不確かさケース，水平方向） 

Kanno et al.(2006)(45)                    Abrahamson et al.(2014) (49) 

Zhao et al.(2006) (46)                     Boore et al.(2014) (50) 

内山・翠川(2006)(47)                      Campbell et al.(2014) (51) 

片岡ほか(2006) (48)基本モデル                                 Chiou et al.(2014) (52) 

片岡ほか(2006)(48)短周期レベルの不確かさケース                Idriss(2014)(53) 
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第６－27 図(２) 「出戸西方断層による地震」の応答スペクトル 

（応答スペクトルに基づく手法）（断層傾斜角の不確か

さケース・断層傾斜角と短周期レベルの不確かさを重畳

させたケース，水平方向） 

※MW＝6.7，断層最短距離＝約 3.5km 

Kanno et al.(2006)(45)                                        Abrahamson et al.(2014) (49) 

Zhao et al.(2006) (46)                                        Boore et al.(2014) (50) 

内山・翠川(2006)(47)                                         Campbell et al.(2014) (51) 

片岡ほか(2006) (48) 断層傾斜角の不確かさケース                                   Chiou et al.(2014) (52) 

片岡ほか(2006)(48) 断層傾斜角と短周期レベルの不確かさを重畳させたケース           Idriss(2014)(53) 
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第６－28 図 要素地震の震央位置及び観測記録の波形（内陸地殻内地震） 
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第６－29 図(１) 「出戸西方断層による地震」の応答スペクトル 

（断層モデルを用いた手法） 

（基本モデル，水平方向） 
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第６－29 図(２) 「出戸西方断層による地震」の応答スペクトル 

（断層モデルを用いた手法） 

（基本モデル，鉛直方向） 
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第６－29 図(３) 「出戸西方断層による地震」の応答スペクトル 

（断層モデルを用いた手法） 

（短周期レベルの不確かさケース，水平方向） 
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第６－29 図(４) 「出戸西方断層による地震」の応答スペクトル 

（断層モデルを用いた手法） 

（短周期レベルの不確かさケース，鉛直方向） 

破壊開始点１ UD 方向 
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（断層傾斜角の不確かさケース，水平方向） 
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第６－29 図(６) 「出戸西方断層による地震」の応答スペクトル 

（断層モデルを用いた手法） 

（断層傾斜角の不確かさケース，鉛直方向） 
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第６－29 図(７) 「出戸西方断層による地震」の応答スペクトル 

（断層モデルを用いた手法）（短周期レベルと断層傾斜

角の不確かさを重畳させたケース，水平方向） 
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第６－29 図(８) 「出戸西方断層による地震」の応答スペクトル 

（断層モデルを用いた手法）（短周期レベルと断層傾斜

角の不確かさを重畳させたケース，鉛直方向） 

破壊開始点１ UD 方向 

破壊開始点２ UD 方向 
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破壊開始点４ UD 方向 
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第６－30 図(１) 加藤ほか（2004）(54)による応答スペクトル 

（水平方向） 

加藤ほか(2004)(54) (Vs=0.7km/s) 

加藤ほか(2004)(54) (Vs=2.2km/s) 
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第６－30 図(２) 加藤ほか（2004）(54)による応答スペクトル 

（鉛直方向） 

加藤ほか(2004)(54)(Vp=2.0km/s) 

加藤ほか(2004)(54)(Vp=4.2km/s) 
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第６－31 図(１) 震源を特定せず策定する地震動の応答スペクトル 

（水平方向） 
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第６－31 図(２) 震源を特定せず策定する地震動の応答スペクトル 

（鉛直方向） 
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第６－32 図(１) 応答スペクトルに基づく地震動評価結果 

と基準地震動Ｓｓ－Ａの比較（水平方向） 
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第６－32 図(２) 応答スペクトルに基づく地震動評価結果 

と基準地震動Ｓｓ－Ａの比較（鉛直方向） 
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第６－33 図 継続時間及び振幅包絡線の経時的変化 
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第６－35 図 Ｓｓ－ＡＨ，Ｓｓ－ＡＶの設計用模擬地震波の 

加速度時刻歴波形 
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第６－36 図(１) 基準地震動Ｓｓ－Ｂ（Ｂ１～Ｂ５）の応答スペク

トル（ＮＳ方向） 
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基準地震動 Ss-B3 出戸西方断層による地震［短周期レベルと断層傾斜角の不確かさを重畳させたケース，破壊開始点 2］ 
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第６－36 図(２) 基準地震動Ｓｓ－Ｂ（Ｂ１～Ｂ５）の応答スペクトル

（ＥＷ方向） 
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基準地震動 Ss-B2 出戸西方断層による地震［短周期レベルと断層傾斜角の不確かさを重畳させたケース，破壊開始点 1］ 
基準地震動 Ss-B3 出戸西方断層による地震［短周期レベルと断層傾斜角の不確かさを重畳させたケース，破壊開始点 2］ 
基準地震動 Ss-B4 出戸西方断層による地震［短周期レベルと断層傾斜角の不確かさを重畳させたケース，破壊開始点 3］ 
基準地震動 Ss-B5 出戸西方断層による地震［短周期レベルと断層傾斜角の不確かさを重畳させたケース，破壊開始点 4］ 
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第６－36 図(３) 基準地震動Ｓｓ－Ｂ（Ｂ１～Ｂ５）の応答スペクトル

（ＵＤ方向） 
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基準地震動 Ss-B3 出戸西方断層による地震［短周期レベルと断層傾斜角の不確かさを重畳させたケース，破壊開始点 2］ 
基準地震動 Ss-B4 出戸西方断層による地震［短周期レベルと断層傾斜角の不確かさを重畳させたケース，破壊開始点 3］ 
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第６－37 図(１) 基準地震動Ｓｓ－Ｂ１の加速度時刻歴波形 

M
OX
①
 
Ⅲ
(1
)
-0
01
2-
19
5 

G 



199 

0 10 20 30 40 50 60
-600

-400

-200

0

200

400

600

時間(s)

加
速

度
(c

m
/
s2

)
429.5

 

 

（ａ）ＮＳ方向 

 

0 10 20 30 40 50 60
-600

-400

-200

0

200

400

600

時間(s)

加
速

度
(c

m
/
s2

)

444.7

 

 

（ｂ）ＥＷ方向 

 

0 10 20 30 40 50 60
-600

-400

-200

0

200

400

600

時間(s)

加
速

度
(c

m
/
s2

)

350.0

 

 

（ｃ）ＵＤ方向 

 

第６－37 図(２) 基準地震動Ｓｓ－Ｂ２の加速度時刻歴波形 
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第６－37 図(３) 基準地震動Ｓｓ－Ｂ３の加速度時刻歴波形 
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第６－37 図(４) 基準地震動Ｓｓ－Ｂ４の加速度時刻歴波形 
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第６－37 図(５) 基準地震動Ｓｓ－Ｂ５の加速度時刻歴波形 
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第６－38 図(１) 基準地震動Ｓｓ－Ｃ（Ｃ１～Ｃ４）の応答スペク

トル（水平方向） 
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第６－38 図(２) 基準地震動Ｓｓ－Ｃ（Ｃ１～Ｃ３）の応答スペク

トル（鉛直方向） 
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第６－39 図(１) 基準地震動Ｓｓ－Ｃ１の加速度時刻歴波形 
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第６－39 図(２) 基準地震動Ｓｓ－Ｃ２の加速度時刻歴波形 
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第６－39 図(３) 基準地震動Ｓｓ－Ｃ３の加速度時刻歴波形 
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第６－39 図(４) 基準地震動Ｓｓ－Ｃ４の加速度時刻歴波形 
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地震動評価手法：断層モデルを用いた手法による※3 

※1：想定三陸沖北部の地震の平均発生間隔は，地震調査委員会（2004）（27）を参考に 97 年とする。 

2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震の発生間隔は，地震調査委員会（2013）（43）における

確率論的評価において，三陸沖中部～茨城県沖の領域の連動型地震の平均発生間隔が 600 年とされ

ていることから，敷地前面の三陸沖北部の領域における地震の平均発生間隔である 97 年を踏まえ

て，三陸沖北部の地震活動の 6回に１回は三陸沖北部～宮城県沖あるいは三陸沖北部～根室沖が連

動した地震が発生するものとする。したがって，三陸沖北部～宮城県沖の連動，三陸沖北部～根室

沖の連動は，それぞれ約 1200 年に 1回となる。 

※2：超巨大地震（17 世紀型）の発生間隔は，地震調査委員会（2017）（87）によれば 340 年～380 年

に 1回であるが，ここでは 300 年に 1回（1200 年に 4回）とする。ただし，約 1200 年に 1回，2011

年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震として十勝・根室沖と三陸沖北部が連動して動くため，十

勝・根室沖を震源領域に含む超巨大地震（17 世紀型）の 1回として数える。このため，超巨大地震

（17 世紀型）として追加するのは，1200 年で 3回とする。 

※3：超巨大地震（17 世紀型）の地震動評価については，2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた

地震と超巨大地震（17 世紀型）を比較すると，2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震が Mw9.0

の規模を考慮した上で，敷地に最も近い三陸沖北部を震源領域に設定していること，そして，「超

巨大地震（17 世紀型）」の震源領域は千島海溝の北東側に延びて敷地から遠くなることから，十勝

沖から根室沖を震源領域とする超巨大地震（17 世紀型）よりも敷地への影響が大きいと考えられる。

よって，超巨大地震（17世紀型）の地震動評価は，2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震

（三陸沖北部～根室沖の連動）で代用する。 

第６－40 図(１)  ロジックツリー（特定震源，プレート間地震） 
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地震動評価手法：NGA 式※1（5 式の平均）による 

※1：Campbell et al.(2014)(51)，Abrahamson et al.(2014)(49)，Boore et al.(2014) (50)， 

Chiou et al.(2014) (52)，Idriss(2014)(53)による距離減衰式 

（ａ）出戸西方断層 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震動評価手法：Noda et al.(2002) (29)による 

（ｂ）出戸西方断層以外の活断層による地震 

 

 

第６－40 図(２) ロジックツリー（特定震源，内陸地殻内地震） 

(松田式)(30) 

(武村式)(73) 
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地震動評価手法：Noda et al.(2002) (29)による 

（ａ）プレート間地震 

 

 

地震動評価手法：Noda et al.(2002) (29)による 

※１：敷地に近い震源領域③でのみ考慮 

（ｂ）海洋プレート内地震 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震動評価手法：Noda et al.(2002) (29)による 

※１：敷地に近い震源領域①，②，③，④でのみ考慮 

（ｃ）内陸地殻内地震 

  

第６－40 図(３) ロジックツリー（領域震源） 
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第６－41 図(１) 基準地震動Ｓｓ－Ａ及びＳｓ－Ｂ（Ｂ１～Ｂ５）と

一様ハザードスペクトルの比較（水平方向） 
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第６－41 図(２) 基準地震動Ｓｓ－Ａ及びＳｓ－Ｂ（Ｂ１～Ｂ５）と

一様ハザードスペクトルの比較（鉛直方向） 
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第６－42 図(１) 基準地震動Ｓｓ－Ｃ（Ｃ１～Ｃ４）と一様ハザー

ドスペクトル（領域震源（内陸地殻内地震））の比

較（水平方向） 
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ドスペクトル（領域震源（内陸地殻内地震））の比

較（鉛直方向） 
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第７－１図(１) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａと弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂの 

応答スペクトル（ＮＳ方向） 
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第７－１図(２) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａと弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂの 

応答スペクトル（ＥＷ方向） 
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第７－１図(３) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａと弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂの 
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第７-２図(５) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ４の加速度時刻歴波形 
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第７-２図(６) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ５の加速度時刻歴波形 
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第７-２図(７) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ１の加速度時刻歴波形 
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第７-２図(８) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ２の加速度時刻歴波形 
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第７-２図(９) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ３の加速度時刻歴波形 
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第７-２図(10)  弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ４の加速度時刻歴波形 
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第７－４図(１) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａ及びＳｄ-Ｂと 

一様ハザードスペクトルの比較（水平方向） 
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第７－４図(２) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａ及びＳｄ-Ｂと 

 一様ハザードスペクトルの比較（鉛直方向） 
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第７－４図(３) 弾性設計用地震動Ｓｄ-Ｃと 

一様ハザードスペクトルの比較（水平方向） 
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第７－４図(４) 弾性設計用地震動Ｓｄ-Ｃと 

一様ハザードスペクトルの比較（鉛直方向） 
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第７－５図 最大入力加速度とスケルトン上の最大応答 
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Ⅲ－１－１－２ 

 地盤の支持性能に係る基本方針 

  M
O
X
①

 
Ⅲ

(
1
)
-
0
0
1
2
-2
44

 
G
 



 

ⅰ 

目    次 

1.  概要 ········································································ 1 
2.  基本方針 ···································································· 1 
3.  地盤の解析用物性値 ·························································· 1 
3.1   事業変更許可申請書に記載された解析用物性値 ································ 1 
3.2   事業変更許可申請書に記載されていない解析用物性値 ·························· 1 
4.  地盤の支持力度 ······························································ 1 
5.  地質断面図 ·································································· 2 
 

M
O
X
①

 
Ⅲ

(
1
)
-
0
0
1
2
-
2
4
5
 

H
 



 

1 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」のうち「2. 耐震設計の基本

方針｣に基づき，加工施設の耐震安全性評価を実施するにあたり，評価対象施設を設置す

る地盤の物理特性，強度特性，変形特性の地盤物性値設定及び支持性能評価で用いる地盤

諸元の基本的な考え方を示したものである。 

 

2. 基本方針 

加工施設において，耐震安全性評価対象施設を設置する地盤の物理特性，強度特性，変

形特性の解析用物性値については，事業変更許可申請書（添付書類三）に記載された値を

用いることを基本とする。事業変更許可申請書に記載されていない地盤の解析用物性値は，

新たに設定する。 

施設を設置する地盤の地震時における支持性能の評価については，加工施設の耐震重要

度分類に応じた地震力により地盤に作用する接地圧が，極限支持力度を下回ることを確認

することによって行う。 

 

3. 地盤の解析用物性値 

3.1 事業変更許可申請書に記載された解析用物性値 

事業変更許可申請書に記載されている解析用物性値一覧表を第3.-1表に，設定根拠を第

3.-2表に示す。事業変更許可申請書に記載されている解析用物性値については，主に敷地

内の地盤から採取した試料を用いて実施した試験結果を基に設定している。 

岩盤（鷹架層）の解析用物性値は，添付書類「Ⅲ－１－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾

性設計用地震動Ｓｄの概要」に記載された地盤モデルの値を設定する。 

 

3.2 事業変更許可申請書に記載されていない解析用物性値 

マンメイドロック（以下，「MMR」という。）（コンクリート）（設計基準強度=18N/mm2）

の解析用物性値については，「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説2010（（社）日本建

築学会，2010年）」及び「原子力発電所耐震設計技術指針JEAG4601-1987（（社）日本電気

協会）」に基づき設定する。 

事業変更許可申請書に記載されていない解析用物性値の一覧表を第3.-3表に，設定根拠

を第3.-4表に示す。 

 

4. 地盤の支持力度 

地盤の極限支持力度については，既設工認に係る使用前検査成績書における岩石試験結

果を用いて，「建築基礎構造設計指針（（社）日本建築学会，2001年）」に基づき設定する。

極限支持力度を第4.-1表に示す。 

なお，今回申請対象施設以外の地盤の支持力度については，当該施設の申請時において

示す。 
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5. 地質断面図 

第5.-1図に敷地内地質平面図を示す。また，第5.-1図に示す断面位置の地質断面図を第

5.-2図に示す。 

敷地内の地質は，新第三系中新統の鷹架層，新第三系鮮新統の砂子又層下部層，第四系

下部～中部更新統の六ヶ所層，第四系中部更新統の高位段丘堆積層（Ｈ５面堆積物）及び

第四系上部更新統の中位段丘堆積層（Ｍ１面堆積物及びＭ２面堆積物）並びにこれらの上

位の火山灰層，第四系完新統の沖積低地堆積層，崖錐堆積層からなる。 

加工施設の耐震安全性の評価対象施設は，設置位置の表層を掘削して岩盤である鷹架層

に設置される。 
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第3.-1表 事業変更許可申請書に記載されている解析用物性値 

 

G：動せん断弾性係数（MPa），γ：せん断ひずみ（%），p：圧密応力（MPa），D：深度（G.L.-m） 

注1 事業変更許可申請書に記載されている土質試験結果 

 

第3.-2表 事業変更許可申請書に記載されている解析用物性値の設定根拠 

 
Vs：S波速度，Vp：P波速度 

  

湿潤密度
ρt

(g/cm3)

非排水
せん断強度

s u

(MPa)

初期せん断
弾性係数

Ｇ0

(MPa)

動ポア
ソン比

νd

区 分

0.347＋0.242p

物理
特性

1.73 1.82＋2.8×10-3・Ｄ 1.63

0.115＋0.341p 0.049＋0.761p (注1)

造成盛土

fl

1.66＋3.3×10-3・Ｄ

第四系下部～中部更新統
（六ヶ所層）

埋戻し土 流動化処理土(A)

PP2

1

1＋5.91・γ
0.758

1＋12.7・γ
0.914

1＋9.63・γ
1.01

bk

380

0.41 0.39 0.42

γ
＋1.48

0.0829γ＋0.00582 0.0631γ＋0.00599 0.0798・γ＋0.0150

γ
＋1.18

γ
＋1.29

1

動的
変形
特性

303 60.7＋8.20Ｄ

減衰率
ｈ(%)～
γ(%)

γ
＋1.74

0.0438γ＋0.0150

正規化せん
断弾性係数

Ｇ/Ｇ0

～γ(%)

1

0.042＋0.436p (注1)

32.4＋4.02Ｄ

0.42

1

1＋9.27・γ
0.992

強度
特性

第四系下部～中部更新統
（六ヶ所層）

造成盛土 埋戻し土 流動化処理土(A)

物理特性 湿潤密度

強度特性 非排水せん断強度

初期せん断弾性係数

動ポアソン比

正規化せん断弾性係数及び
減衰率のひずみ依存性

繰返し三軸試験及び
繰返し単純せん断試験

動的変形特性

ＰＳ検層によるＶＳ及び湿潤密度により算出

ＰＳ検層によるＶＰ及びＶＳから算出

区分

湿潤密度試験

三軸圧縮試験

繰返し三軸試験
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第3.-3表 事業変更許可申請書に記載されていない解析用物性値 

 

 

第3.-4表 事業変更許可申請書に記載されていない解析用物性値の設定根拠 

 

注1 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説2010（（社）日本建築学会，2010年） 

注2 原子力発電所耐震設計技術指針JEAG4601-1987（（社）日本電気協会） 

  

MMR（コンクリート）

（設計基準強度18N/mm2)

物理
特性

単位体
積重量

γ t

(kN/m3)
23.0

初期せん断
弾性係数

G 0

(N/mm2)
8,582

動ポア
ソン比

νd 0.20

減衰率 h 0.05

動的
変形
特性

区分

MMR（コンクリート）

物理
特性

単位体
積重量

RC規準(注1)に基づき設計基
準強度により設定

初期せん断
弾性係数

RC規準(注1)に基づき設計基
準強度により算出

動ポア
ソン比

RC規準(注1)に基づき設定

減衰率 JEAG(注2)に基づき設定

区 分

動的
変形
特性
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第4.-1表 極限支持力度 

  

試験位置 岩盤分類名 
極限支持力度

（MPa） 

燃料加工建屋 凝灰岩 38.8 
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 重要度分類及び重大事故等対処

設備の設備分類の基本方針 
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1. 概要 

本資料は，ＭＯＸ燃料加工施設の耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処設備の設

備分類についての基本方針を示したものである。 

 
2. 耐震設計上の重要度分類 

ＭＯＸ燃料加工施設の耐震設計上の重要度を，次のように分類する。 

 

2.1  耐震重要度による分類 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその機能喪失によ

り放射性物質を外部に放散する可能性のある施設，放射性物質を外部に放散する可能性

のある事態を防止するために必要な施設及び放射性物質が外部に放散される事故発生の

際に外部に放散される放射性物質による影響を低減させるために必要となる施設であっ

て，環境への影響が大きいもの。 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラスに属する施設と比

べ小さい施設。 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設と

同等の安全性が要求される施設。 

 

2.2  クラス別施設 

耐震設計上の重要度分類によるクラス別施設を以下に示す。 

(1) Ｓクラスの施設 

a. ＭＯＸを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス等であって，そ

の破損による公衆への放射線の影響が大きい施設 

(a) 粉末調整工程のグローブボックス 

(b) ペレット加工工程のグローブボックス(排ガス処理装置グローブボックス(下部)，

ペレット立会検査装置グローブボックス及び一部のペレット保管容器搬送装置を収

納するグローブボックスを除く。) 

(c) 焼結設備のうち，以下の設備・機器 

① 焼結炉(焼結炉内部温度高による過加熱防止回路を含む。) 

② 排ガス処理装置 

(d) 貯蔵施設のグローブボックス 

(e) 小規模試験設備のグローブボックス 

(f) 小規模試験設備のうち，以下の設備・機器 

① 小規模焼結処理装置(小規模焼結処理装置内部温度高による過加熱防止回路及

び小規模焼結処理装置への冷却水流量低による加熱停止回路を含む。) 

② 小規模焼結炉排ガス処理装置  
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b. 上記a．に関連する設備・機器で放射性物質の外部への放散を抑制するための設備・

機器 

(a) グローブボックス排気設備のうち，以下の設備・機器 

① 安全上重要な施設のグローブボックスからグローブボックス排風機までの範囲

及び安全上重要な施設のグローブボックスの給気側のうち，グローブボックスの

閉じ込め機能維持に必要な範囲 

また，ＳクラスとＢクラス以下のダクトの取合いは，手動ダンパ又は弁の設置

によりＢクラス以下の排気設備の破損によってＳクラスの排気設備に影響を与え

ないように設計する。 

② グローブボックス排気フィルタ(安全上重要な施設のグローブボックスに付随

するもの。) 

③ グローブボックス排気フィルタユニット 

④ グローブボックス排風機(排気機能の維持に必要な回路を含む。) 

(b) 工程室排気設備のうち，以下の設備・機器 

① 安全上重要な施設のグローブボックス等を設置する工程室から工程室排気フィ

ルタユニットまでの範囲 

また，ＳクラスとＢクラス以下のダクトの取合いは，手動ダンパの設置により

Ｂクラス以下の排気設備の破損によってＳクラスの排気設備に影響を与えないよ

うに設計する。 

② 工程室排気フィルタユニット 

c. 上記a．及びb．の設備・機器の機能を確保するために必要な施設 

(a) 非常用所内電源設備のうち，以下の設備・機器 

① 非常用発電機(発電機能を維持するために必要な範囲) 

② 燃料油貯蔵タンク 

③ 非常用直流電源設備 

④ 非常用無停電電源装置 

⑤ 高圧母線及び低圧母線 

d. その他の施設 

(a) 火災防護設備のうち，以下の設備・機器 

① グローブボックス温度監視装置 

② グローブボックス消火装置(安全上重要な施設のグローブボックスの消火に関

する範囲) 

③ 延焼防止ダンパ(安全上重要な施設のグローブボックスの排気系に設置するも

の。) 

④ ピストンダンパ(安全上重要な施設のグローブボックスの給気系に設置するも

の。) 

(b) 水素・アルゴン混合ガス設備の混合ガス水素濃度高による混合ガス供給停止回路

及び混合ガス濃度異常遮断弁(焼結炉系，小規模焼結処理系)  
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(2) Ｂクラスの施設 

a. 核燃料物質を取り扱う設備・機器又はＭＯＸを非密封で取り扱う設備・機器を収納

するグローブボックス等であって，その破損による公衆への放射線の影響が比較的小

さいもの(ただし，核燃料物質が少ないか又は収納方式によりその破損による公衆への

放射線の影響が十分小さいものは除く。) 

(a) ＭＯＸを取り扱う設備・機器(ただし，放射性物質の環境への放散のおそれのない

装置類又は内蔵量の非常に小さい装置類を除く。) 

(b) 原料ウラン粉末を貯蔵するウラン貯蔵棚 

(c) Ｓクラスのグローブボックス以外のグローブボックス(ただし，選別・保管設備及

び燃料棒加工工程の一部のグローブボックスを除く。) 

b. 放射性物質の外部への放散を抑制するための設備・機器であってＳクラス以外の設

備・機器 

(a) グローブボックス排気設備のうち，Ｂクラスのグローブボックス等からＳクラス

のグローブボックス排気設備に接続するまでの範囲及びＢクラスのグローブボック

スの給気側のうち，フィルタまでの範囲 

(b) 窒素循環設備のうち，以下の設備・機器 

① 窒素循環ダクトのうち，窒素雰囲気型グローブボックス(窒素循環型)を循環す

る経路 

② 窒素循環ファン 

③ 窒素循環冷却機 

c. その他の施設 

(a) 燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道の主要なコンクリート遮蔽 

 

(3) Ｃクラスの施設 

上記Ｓクラス及びＢクラスに属さない施設 

 

2.3  耐震重要度分類上の留意事項 
(1) ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能は，その機能に直接的に関連するもののほか，補助的

な役割をもつもの及び支持構造物等の間接的な施設を含めた健全性が保たれて初めて維

持し得るものであることを考慮し，これらを主要設備等，補助設備，直接支持構造物，

間接支持構造物及び波及的影響を検討すべき設備に区分する。 

安全上要求される同一の機能上の分類に属する主要設備等，補助設備及び直接支持構

造物については同一の耐震重要度とするが，間接支持構造物の支持機能及び波及的影響

の評価については，それぞれ関連する設備の耐震設計に適用される地震動に対して安全

上支障がないことを確認する。 

(2) 燃料加工建屋の耐震設計について，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力の

いずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性範囲に留まるとともに，基準地震動に

よる地震力に対して構造物全体として変形能力について十分な余裕を有するように設計

する。 

(3) 一時保管ピット，原料ＭＯＸ粉末缶一時保管装置，粉末一時保管装置，ペレット一時
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保管棚，スクラップ貯蔵棚，製品ペレット貯蔵棚，燃料棒貯蔵棚及び燃料集合体貯蔵チ

ャンネルは，核燃料物質を取り扱うという観点からＢクラスとする。また，容器等が相

互に影響を与えないようにするために，基準地震動による地震力に対して過度な変形等

が生じないよう十分な構造強度を持たせる設計とする。 

(4) 上位の分類に属する設備と下位の分類に属する設備間で液体状の放射性物質を移送す

るための配管及びサンプリング配管のうち，明らかに取扱量が少ない配管は，設備のバ

ウンダリを構成している範囲を除き，下位の分類とする。 

(5) 安全上重要な施設として選定する構築物は，Ｓクラスとする。 

具体的には，原料受払室，原料受払室前室，粉末調整第 1 室，粉末調整第 2 室，粉末

調整第 3 室，粉末調整第 4 室，粉末調整第 5 室，粉末調整第 6 室，粉末調整第 7 室，粉

末調整室前室，粉末一時保管室，点検第 1 室，点検第 2 室，ペレット加工第 1 室，ペレ

ット加工第 2 室，ペレット加工第 3 室，ペレット加工第 4 室，ペレット加工室前室，ペ

レット一時保管室，ペレット・スクラップ貯蔵室，点検第 3 室，点検第 4 室，現場監視

第 1 室，現場監視第 2 室，スクラップ処理室，スクラップ処理室前室及び分析第 3 室で

構成する区域の境界の壁及び床(以下「重要区域の壁及び床」という。)をＳクラスとす

る。 

(6) 貯蔵施設を取り囲む壁，天井及びこれらと接続している柱，梁並びに地上１階以上の

外壁は，遮蔽機能を有するためＢクラスとする。 

(7) 工程室の耐震壁の開口部周辺が，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のい

ずれか大きい方の地震力に対して，弾性範囲を超える場合であっても，排気設備との組

合せで，閉じ込め機能を確保できることからこれを許容する。 

(8) 貯蔵容器搬送用洞道の主要なコンクリート遮蔽は，Ｂクラスとする。 

(9) 溢水防護設備は，地震及び地震を起因として発生する溢水によって安全機能が損なわ

れない設計とする。 

(10) 窒素循環設備のうち，Ｓクラスのグローブボックスを循環する経路については，基準

地震動による地震力に対してその機能を保持する設計とする。 

 

核燃料物質加工事業変更許可申請書(ＭＯＸ燃料加工施設）(以下「事業変更許可申請書」

という。)に基づくＭＯＸ燃料加工施設の耐震設計上の重要度分類を第2.3-1表に示す。 

なお，第2.3-1表には，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持されることを

確認する地震動(以下「検討用地震動」という。)についても併記する。 
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3. 重大事故等対処設備の設備分類 

3.1  耐震設計上の設備分類 

施設の各設備が有する重大事故等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえ

て，以下の区分に分類する。 

(1) 常設重大事故等対処設備 

重大事故等が発生した場合において，対処するために必要な機能を有する設備であっ

て常設のもの。 

a. 常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に属する設計基準事故に対処する

ための設備が有する機能を代替するもの。 

b. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，上記a.以外のもの。 

3.2  設備分類上の留意事項 

(1) 重大事故等対処設備の設計においては，重大事故等対処施設が代替する機能を有する

安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震力を適用するが，適用に当たっては以

下を考慮する。 

(2) 常設耐震重要重大事故等対処設備については，耐震重要施設に属する安全機能を有す

る施設の安全機能を代替する設備であることから，耐震重要施設の耐震設計に適用する

基準地震動による地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれ

ない設計とする。 

(3) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備については，代替す

る安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震力に対して，重大事故等に対処する

ために必要な機能が損なわれない設計とする。 

具体的には，代替する安全機能を有する施設の耐震重要度がＢクラス又はＣクラスの

施設については，それぞれの重要度に応じた地震力に対して重大事故等に対処するため

に必要な機能が損なわれない設計とする。 

 

事業変更許可申請書に基づく重大事故等対処設備の耐震設計上の設備分類を第 3.2-1

表に示す。 

なお，第 3.2-1 表には，当該設備を支持する建物・構築物の支持機能が維持されるこ

とを確認する検討用地震動についても併記する。 
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搬
送
装
置
 

Ｓ
S 

焼
結
設
備
 

 
非
常
用
所
内
電

源
設
備

＊
11
 

Ｓ
 

設
備
・
機
器
の

支
持
構
造
物
 

Ｓ
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ｓ
S 

 
 

焼
結
炉

＊
10
 

Ｓ
 

 
 

 

排
ガ
ス
処
理
装
置
 

Ｓ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

貯
蔵
施
設
 

貯
蔵
施
設
の
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

 
 

 
設
備
・
機
器
の

支
持
構
造
物
 

Ｓ
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ｓ
S 

 
 

原
料
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
缶
一
時
保
管
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｓ
 

 
 

 
原
料
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
缶
一
時
保
管

Ｓ
S 

粉
末
一
時
保
管
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｓ
 

 
 

 
 

 
 

粉
末
一
時
保
管
装
置
 

Ｓ
S 

ペ
レ
ッ
ト
一
時
保
管
棚
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｓ
 

 
 

 
 

 
 

ペ
レ
ッ
ト
一
時
保
管
棚
 

Ｓ
S 

焼
結
ボ
ー
ト
受
渡
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｓ
 

 
 

 
 

 
 

焼
結
ボ
ー
ト
受
渡
装
置
 

Ｓ
S 

ス
ク
ラ
ッ
プ
貯
蔵
棚
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｓ
 

 
 

 
 

 
 

ス
ク
ラ
ッ
プ
貯
蔵
棚
 

Ｓ
S 

ス
ク
ラ
ッ
プ
保
管
容
器
受
渡
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｓ
 

 
 

 
 

 
 

ス
ク
ラ
ッ
プ
保
管
容
器
受
渡
装
置
 

Ｓ
S 

製
品
ペ
レ
ッ
ト
貯
蔵
棚
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｓ
 

 
 

 
 

 
 

製
品
ペ
レ
ッ
ト
貯
蔵
棚
 

Ｓ
S 

ペ
レ
ッ
ト
保
管
容
器
受
渡
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｓ
 

 
 

 
 

 
 

ペ
レ
ッ
ト
保
管
容
器
受
渡
装
置
 

Ｓ
S 

  
 

MO
X①

 
Ⅲ
(1
)-
00
22
 

G 

第
2.
3-
1
表
 
ク
ラ
ス
別
施
設
（
2／

16
）
 



 

8 

 

耐
 
震
 

ク
ラ
ス
 

ク
ラ
ス
別
施
設
 

主
要
設
備
等

＊
1  

補
助
設
備

＊
2  

直
接
支
持
構
造
物

＊
3  

間
接
支
持
構
造
物

＊
4＊

5  
波
及
的
影
響
を
考
慮
す
べ
き
 

設
備

＊
6  

施
設
名
 

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

＊
7  

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動

＊
8  

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動

＊
8  

Ｓ
 

１
）
Ｍ
Ｏ
Ｘ
を
非
密
封
で

取
り
扱
う
設
備
・
機
器
を

収
納
す
る
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ

ク
ス
及
び
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ

ク
ス
と
同
等
の
閉
じ
込
め

機
能

を
必

要
と

す
る

設

備
・
機
器
で
あ
っ
て
，
そ

の
破
損
に
よ
る
公
衆
へ
の

放
射
線
の
影
響
が
大
き
い

施
設
 

（
つ
づ
き
）
 

そ
の

他
加

工
設

備
の

附
属
施
設
 

小
規
模
試
験
設
備
の
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

 
 

 
設
備
・
機
器
の

支
持
構
造
物
 

Ｓ
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ｓ
S 

 
 

小
規
模
粉
末
混
合
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｓ
 

 
 

 
小
規
模
粉
末
混
合
装
置
 

Ｓ
S 

小
規
模
プ
レ
ス
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｓ
 

 
 

 
 

 
 

小
規
模
プ
レ
ス
装
置
 

Ｓ
S 

小
規
模
焼
結
処
理
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｓ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小
規
模
焼
結
炉
排
ガ
ス
処
理
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｓ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小
規
模
研
削
検
査
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｓ
 

 
 

 
 

 
 

小
規
模
研
削
検
査
装
置
 

Ｓ
S 

資
材
保
管
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｓ
 

 
 

 
 

 
 

資
材
保
管
装
置
 

Ｓ
S 

小
規
模
試
験
設
備
 

 
非
常
用
所
内

電
源
設
備

＊
11
 

Ｓ
 

設
備
・
機
器
の

支
持
構
造
物
 

Ｓ
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ｓ
S 

 
 

小
規
模
焼
結
処
理
装
置

＊
12
 

Ｓ
 

 
 

 

小
規
模
焼
結
炉
排
ガ
ス
処
理
装
置
 

Ｓ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

２
）
上
記
１
）
に
関
連
す

る
設
備
・
機
器
か
ら
放
射

性
物
質
が
漏
え
い
し
た
場

合
に
，
そ
の
影
響
の
拡
大

を
防
止
す
る
た
め
の
施
設
 

－
 

重
要
区
域
の
壁
及
び
床
 

Ｓ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

３
）
上
記
１
）
に
関
連
す

る
設
備
・
機
器
で
放
射
性

物
質
の
外
部
へ
の
放
散
を

抑
制
す
る
た
め
の
設
備
・

機
器
 

放
射

性
廃

棄
物

の
廃

棄
施
設
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気
設
備
 

 
非
常
用
所
内

電
源
設
備

＊
11
 

Ｓ
 

設
備
・
機
器
の

支
持
構
造
物
 

Ｓ
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ｓ
S 

 
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
風
機

＊
13
 

Ｓ
 

 
 

 

工
程
室
排
気
設
備
 

 
 

 
設
備
・
機
器
の

支
持
構
造
物
 

Ｓ
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ｓ
S 

 
 

 
工
程
室
排
気
設
備
の
う
ち
，
安
全
上
重
要
な
施
設
の
グ
ロ
ー
ブ

ボ
ッ
ク
ス
等
を
設
置
す
る
工
程
室
か
ら
工
程
室
排
気
フ
ィ
ル
タ
ユ

ニ
ッ
ト
ま
で
の
範
囲
 

Ｓ
 

 
 

 

 
 

 

工
程
室
排
気
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
 

Ｓ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気
設
備
の
う
ち
，
安
全
上
重
要
な
施
設

の
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
か
ら
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
風
機
ま
で

の
範
囲
及
び
安
全
上
重
要
な
施
設
の
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
の
給

気
側
の
う
ち
，
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
の
閉
じ
込
め
機
能
維
持
に

必
要
な
範
囲
 

Ｓ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気
フ
ィ
ル
タ

＊
14
 

Ｓ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
 

Ｓ
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9 

 

耐
 
震
 

ク
ラ
ス
 

ク
ラ
ス
別
施
設
 

主
要
設
備
等

＊
1  

補
助
設
備

＊
2  

直
接
支
持
構
造
物

＊
3  

間
接
支
持
構
造
物

＊
4＊

5  
波
及
的
影
響
を
考
慮
す
べ
き
 

設
備

＊
6  

施
設
名
 

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

＊
7  

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動

＊
8  

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動

＊
8  

Ｓ
 

４
）
そ
の
他
の
施
設
 

そ
の

他
加

工
設

備
の

附
属
施
設
 

火
災
防
護
設
備
 

 
非
常
用
所
内

電
源
設
備

＊
11
 

Ｓ
 

設
備
・
機
器
の

支
持
構
造
物
 

Ｓ
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ｓ
S 

 
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
温
度
監
視
装
置
 

Ｓ
 

 
 

 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
消
火
装
置

＊
15
 

Ｓ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

延
焼
防
止
ダ
ン
パ

＊
16
 

Ｓ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ピ
ス
ト
ン
ダ
ン
パ

＊
17
 

Ｓ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

水
素
・
ア
ル
ゴ
ン
混
合
ガ
ス
設
備

＊
18
 

Ｓ
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10 

 

耐
 
震
 

ク
ラ
ス
 

ク
ラ
ス
別
施
設
 

主
要
設
備
等

＊
1  

補
助
設
備

＊
2  

直
接
支
持
構
造
物

＊
3  

間
接
支
持
構
造
物

＊
4＊

5  
波
及
的
影
響
を
考
慮
す
べ
き
 

設
備

＊
6  

施
設
名
 

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

＊
7  

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動

＊
8  

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動

＊
8  

Ｂ
 

１
）
核
燃
料
物
質
を
取
り

扱
う
設
備
・
機
器
又
は
Ｍ

Ｏ
Ｘ
を
非
密
封
で
取
り
扱

う
設
備
・
機
器
を
収
納
す

る
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
及

び
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
と

同
等
の
閉
じ
込
め
機
能
を

必
要
と
す
る
設
備
・
機
器

で
あ
っ
て
，
そ
の
破
損
に

よ
る
公
衆
へ
の
放
射
線
の

影
響
が
比
較
的
小
さ
い
も

の
（
た
だ
し
，
核
燃
料
物

質
が
少
な
い
か
又
は
収
納

方
式
に
よ
り
そ
の
破
損
に

よ
る
公
衆
へ
の
放
射
線
の

影
響
が
十
分
小
さ
い
も
の

は
除
く
。）

 

成
形
施
設
 

ペ
レ
ッ
ト
加
工
工
程
の
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

 
 

 
設
備
・
機
器
の

支
持
構
造
物
 

Ｂ
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ｓ
B 

 
 

排
ガ
ス
処
理
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
（
下
部
）
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 

ペ
レ
ッ
ト
立
会
検
査
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

ペ
レ
ッ
ト
保
管
容
器
搬
送
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス

＊
19
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

貯
蔵
容
器
受
入
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

受
渡
ピ
ッ
ト
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

受
渡
天
井
ク
レ
ー
ン
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

保
管
室
ク
レ
ー
ン
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

貯
蔵
容
器
検
査
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

貯
蔵
容
器
受
入
設
備
 

 
 

 
設
備
・
機
器
の

支
持
構
造
物
 

Ｂ
 

貯
蔵
容
器

搬
送
用
洞

道
 

Ｓ
B 

 
 

洞
道
搬
送
台
車
 

Ｂ
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11 

 

耐
 
震
 

ク
ラ
ス
 

ク
ラ
ス
別
施
設
 

主
要
設
備
等

＊
1  

補
助
設
備

＊
2  

直
接
支
持
構
造
物

＊
3  

間
接
支
持
構
造
物

＊
4＊

5  
波
及
的
影
響
を
考
慮
す
べ
き
 

設
備

＊
6  

施
設
名
 

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

＊
7  

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動

＊
8  

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動

＊
8  

Ｂ
 

１
）
核
燃
料
物
質
を
取
り

扱
う
設
備
・
機
器
又
は
Ｍ

Ｏ
Ｘ
を
非
密
封
で
取
り
扱

う
設
備
・
機
器
を
収
納
す

る
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
及

び
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
と

同
等
の
閉
じ
込
め
機
能
を

必
要
と
す
る
設
備
・
機
器

で
あ
っ
て
，
そ
の
破
損
に

よ
る
公
衆
へ
の
放
射
線
の

影
響
が
比
較
的
小
さ
い
も

の
（
た
だ
し
，
核
燃
料
物

質
が
少
な
い
か
又
は
収
納

方
式
に
よ
り
そ
の
破
損
に

よ
る
公
衆
へ
の
放
射
線
の

影
響
が
十
分
小
さ
い
も
の

は
除
く
。）

 

（
つ
づ
き
）
 

成
形
施
設
 

原
料
粉
末
受
払
設
備
 

 
 

 
設
備
・
機
器
の

支
持
構
造
物
 

Ｂ
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ｓ
B 

 
 

貯
蔵
容
器
受
払
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 

原
料
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
缶
取
出
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

原
料
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
缶
取
出
装
置

 
Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
次
混
合
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

原
料
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
秤
量
・
分
取
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ウ
ラ
ン
粉
末
・
回
収
粉
末
秤
量
・
分
取
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

予
備
混
合
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
次
混
合
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
次
混
合
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
次
混
合
粉
末
秤
量
・
分
取
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

均
一
化
混
合
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

造
粒
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

添
加
剤
混
合
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

分
析
試
料
採
取
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

原
料
Ｍ
Ｏ
Ｘ
分
析
試
料
採
取
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

分
析
試
料
採
取
・
詰
替
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ス
ク
ラ
ッ
プ
処
理
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

回
収
粉
末
処
理
・
詰
替
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

回
収
粉
末
微
粉
砕
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

回
収
粉
末
処
理
・
混
合
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

再
生
ス
ク
ラ
ッ
プ
焙
焼
処
理
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

再
生
ス
ク
ラ
ッ
プ
受
払
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

容
器
移
送
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

粉
末
調
整
工
程
搬
送
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

原
料
粉
末
搬
送
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

再
生
ス
ク
ラ
ッ
プ
搬
送
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

添
加
剤
混
合
粉
末
搬
送
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

調
整
粉
末
搬
送
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

圧
縮
成
形
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

プ
レ
ス
装
置
（
粉
末
取
扱
部
）
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

プ
レ
ス
装
置
（
プ
レ
ス
部
）

  
Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

グ
リ
ー
ン
ペ
レ
ッ
ト
積
込
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

空
焼
結
ボ
ー
ト
取
扱
装
置
 

Ｂ
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12 

 

耐
 
震
 

ク
ラ
ス
 

ク
ラ
ス
別
施
設
 

主
要
設
備
等

＊
1  

補
助
設
備

＊
2  

直
接
支
持
構
造
物

＊
3  

間
接
支
持
構
造
物

＊
4＊

5  
波
及
的
影
響
を
考
慮
す
べ
き
 

設
備

＊
6  

施
設
名
 

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

＊
7  

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動

＊
8  

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動

＊
8  

Ｂ
 

１
）
核
燃
料
物
質
を
取
り

扱
う
設
備
・
機
器
又
は
Ｍ

Ｏ
Ｘ
を
非
密
封
で
取
り
扱

う
設
備
・
機
器
を
収
納
す

る
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
及

び
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
と

同
等
の
閉
じ
込
め
機
能
を

必
要
と
す
る
設
備
・
機
器

で
あ
っ
て
，
そ
の
破
損
に

よ
る
公
衆
へ
の
放
射
線
の

影
響
が
比
較
的
小
さ
い
も

の
（
た
だ
し
，
核
燃
料
物

質
が
少
な
い
か
又
は
収
納

方
式
に
よ
り
そ
の
破
損
に

よ
る
公
衆
へ
の
放
射
線
の

影
響
が
十
分
小
さ
い
も
の

は
除
く
。）

 

（
つ
づ
き
）
 

成
形
施
設
 

焼
結
設
備
 

 
 

 
設
備
・
機
器
の

支
持
構
造
物
 

Ｂ
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ｓ
B 

 
 

焼
結
ボ
ー
ト
供
給
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 

焼
結
ボ
ー
ト
取
出
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

研
削
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

焼
結
ペ
レ
ッ
ト
供
給
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

研
削
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

研
削
粉
回
収
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ペ
レ
ッ
ト
検
査
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

外
観
検
査
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

寸
法
・
形
状
・
密
度
検
査
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

仕
上
が
り
ペ
レ
ッ
ト
収
容
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ペ
レ
ッ
ト
立
会
検
査
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ペ
レ
ッ
ト
加
工
工
程
搬
送
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

焼
結
ボ
ー
ト
搬
送
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ペ
レ
ッ
ト
保
管
容
器
搬
送
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

回
収
粉
末
容
器
搬
送
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

被
覆
施
設
 

燃
料
棒
加
工
工
程
の
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

 
 

 
設
備
・
機
器
の

支
持
構
造
物
 

Ｂ
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ｓ
B 

 
 

ス
タ
ッ
ク
編
成
設
備
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 

空
乾
燥
ボ
ー
ト
取
扱
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

乾
燥
ボ
ー
ト
供
給
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

乾
燥
ボ
ー
ト
取
出
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ス
タ
ッ
ク
供
給
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

挿
入
溶
接
装
置
（
被
覆
管
取
扱
部
）
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

挿
入
溶
接
装
置
（
ス
タ
ッ
ク
取
扱
部
）
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

挿
入
溶
接
装
置
（
燃
料
棒
溶
接
部
）
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

除
染
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

燃
料
棒
解
体
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ペ
レ
ッ
ト
保
管
容
器
搬
送
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

乾
燥
ボ
ー
ト
搬
送
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
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3-
1
表
 
ク
ラ
ス
別
施
設
（
7／

16
）
 

MO
X①

 
Ⅲ
(1
)-
00
23
-4
 

G 



 

13 

 

耐
 
震
 

ク
ラ
ス
 

ク
ラ
ス
別
施
設
 

主
要
設
備
等

＊
1  

補
助
設
備

＊
2  

直
接
支
持
構
造
物

＊
3  

間
接
支
持
構
造
物

＊
4＊

5  
波
及
的
影
響
を
考
慮
す
べ
き
 

設
備

＊
6  

施
設
名
 

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

＊
7  

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動

＊
8  

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動

＊
8  

Ｂ
 

  

１
）
核
燃
料
物
質
を
取
り

扱
う
設
備
・
機
器
又
は
Ｍ

Ｏ
Ｘ
を
非
密
封
で
取
り
扱

う
設
備
・
機
器
を
収
納
す

る
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
及

び
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
と

同
等
の
閉
じ
込
め
機
能
を

必
要
と
す
る
設
備
・
機
器

で
あ
っ
て
，
そ
の
破
損
に

よ
る
公
衆
へ
の
放
射
線
の

影
響
が
比
較
的
小
さ
い
も

の
（
た
だ
し
，
核
燃
料
物

質
が
少
な
い
か
又
は
収
納

方
式
に
よ
り
そ
の
破
損
に

よ
る
公
衆
へ
の
放
射
線
の

影
響
が
十
分
小
さ
い
も
の

は
除
く
。）

 

（
つ
づ
き
）
 

被
覆
施
設
 

ス
タ
ッ
ク
編
成
設
備
 

 
 

 
設
備
・
機
器
の

支
持
構
造
物
 

Ｂ
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ｓ
B 

 
 

波
板
ト
レ
イ
取
出
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 

ス
タ
ッ
ク
編
成
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ス
タ
ッ
ク
収
容
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

空
乾
燥
ボ
ー
ト
取
扱
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ス
タ
ッ
ク
乾
燥
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

乾
燥
ボ
ー
ト
供
給
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ス
タ
ッ
ク
乾
燥
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

乾
燥
ボ
ー
ト
取
出
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

挿
入
溶
接
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ス
タ
ッ
ク
供
給
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

挿
入
溶
接
装
置
（
被
覆
管
取
扱
部
）
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

挿
入
溶
接
装
置
（
ス
タ
ッ
ク
取
扱
部
）
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

挿
入
溶
接
装
置
（
燃
料
棒
溶
接
部
）
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

除
染
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

汚
染
検
査
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

燃
料
棒
検
査
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ヘ
リ
ウ
ム
リ
ー
ク
検
査
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ｘ
線
検
査
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ロ
ッ
ド
ス
キ
ャ
ニ
ン
グ
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

外
観
寸
法
検
査
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

燃
料
棒
移
載
装
置

＊
20
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

燃
料
棒
立
会
検
査
装
置

＊
20
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

燃
料
棒
収
容
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

燃
料
棒
収
容
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

燃
料
棒
供
給
装
置

＊
20
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

貯
蔵
マ
ガ
ジ
ン
移
載
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

燃
料
棒
解
体
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

燃
料
棒
解
体
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

燃
料
棒
加
工
工
程
搬
送
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ペ
レ
ッ
ト
保
管
容
器
搬
送
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

乾
燥
ボ
ー
ト
搬
送
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

燃
料
棒
搬
送
装
置
 

Ｂ
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ク
ラ
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別
施
設
（
8／

16
）
 

MO
X①

 
Ⅲ
(1
)-
00
23
-5
 

G 



 

14 

 

耐
 
震
 

ク
ラ
ス
 

ク
ラ
ス
別
施
設
 

主
要
設
備
等

＊
1  

補
助
設
備

＊
2  

直
接
支
持
構
造
物

＊
3  

間
接
支
持
構
造
物

＊
4＊

5  
波
及
的
影
響
を
考
慮
す
べ
き
 

設
備

＊
6  

施
設
名
 

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

＊
7  

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動

＊
8  

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動

＊
8  

Ｂ
 

１
）
核
燃
料
物
質
を
取
り

扱
う
設
備
・
機
器
又
は
Ｍ

Ｏ
Ｘ
を
非
密
封
で
取
り
扱

う
設
備
・
機
器
を
収
納
す

る
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
及

び
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
と

同
等
の
閉
じ
込
め
機
能
を

必
要
と
す
る
設
備
・
機
器

で
あ
っ
て
，
そ
の
破
損
に

よ
る
公
衆
へ
の
放
射
線
の

影
響
が
比
較
的
小
さ
い
も

の
（
た
だ
し
，
核
燃
料
物

質
が
少
な
い
か
又
は
収
納

方
式
に
よ
り
そ
の
破
損
に

よ
る
公
衆
へ
の
放
射
線
の

影
響
が
十
分
小
さ
い
も
の

は
除
く
。）

 

（
つ
づ
き
）
 

組
立
施
設
 

燃
料
集
合
体
組
立
設
備
 

 
 

 
設
備
・
機
器
の

支
持
構
造
物
 

Ｂ
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ｓ
B 

 
 

マ
ガ
ジ
ン
編
成
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 

燃
料
集
合
体
組
立
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

燃
料
集
合
体
洗
浄
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

燃
料
集
合
体
洗
浄
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

燃
料
集
合
体
検
査
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

燃
料
集
合
体
第
１
検
査
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

燃
料
集
合
体
第
２
検
査
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

燃
料
集
合
体
仮
置
台
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

燃
料
集
合
体
立
会
検
査
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

燃
料
集
合
体
組
立
工
程
搬
送
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

組
立
ク
レ
ー
ン
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

リ
フ
タ
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

梱
包
・
出
荷
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

貯
蔵
梱
包
ク
レ
ー
ン
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

燃
料
ホ
ル
ダ
取
付
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

容
器
蓋
取
付
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

梱
包
天
井
ク
レ
ー
ン
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

容
器
移
載
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

貯
蔵
施
設
 

貯
蔵
容
器
一
時
保
管
設
備
 

 
 

 
設
備
・
機
器
の

支
持
構
造
物
 

Ｂ
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ｓ
B 

 
 

一
時
保
管
ピ
ッ
ト

＊
21
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 

原
料
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
缶
一
時
保
管
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

原
料
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
缶
一
時
保
管
装
置

＊
21
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

原
料
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
缶
一
時
保
管
搬
送
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ウ
ラ
ン
貯
蔵
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ウ
ラ
ン
貯
蔵
棚
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

粉
末
一
時
保
管
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

粉
末
一
時
保
管
装
置

＊
21
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

粉
末
一
時
保
管
搬
送
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ペ
レ
ッ
ト
一
時
保
管
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ペ
レ
ッ
ト
一
時
保
管
棚

＊
21
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

焼
結
ボ
ー
ト
入
出
庫
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

焼
結
ボ
ー
ト
受
渡
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
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ク
ラ
ス
別
施
設
（
9／

16
）
 

MO
X①

 
Ⅲ
(1
)-
00
23
-6
 

G 



 

15 

 

耐
 
震
 

ク
ラ
ス
 

ク
ラ
ス
別
施
設
 

主
要
設
備
等

＊
1  

補
助
設
備

＊
2  

直
接
支
持
構
造
物

＊
3  

間
接
支
持
構
造
物

＊
4＊

5  
波
及
的
影
響
を
考
慮
す
べ
き
 

設
備

＊
6  

施
設
名
 

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

＊
7  

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動

＊
8  

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動

＊
8  

Ｂ
 

１
）
核
燃
料
物
質
を
取
り

扱
う
設
備
・
機
器
又
は
Ｍ

Ｏ
Ｘ
を
非
密
封
で
取
り
扱

う
設
備
・
機
器
を
収
納
す

る
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
及

び
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
と

同
等
の
閉
じ
込
め
機
能
を

必
要
と
す
る
設
備
・
機
器

で
あ
っ
て
，
そ
の
破
損
に

よ
る
公
衆
へ
の
放
射
線
の

影
響
が
比
較
的
小
さ
い
も

の
（
た
だ
し
，
核
燃
料
物

質
が
少
な
い
か
又
は
収
納

方
式
に
よ
り
そ
の
破
損
に

よ
る
公
衆
へ
の
放
射
線
の

影
響
が
十
分
小
さ
い
も
の

は
除
く
。）

 

（
つ
づ
き
）
 

貯
蔵
施
設
 

ス
ク
ラ
ッ
プ
貯
蔵
設
備
 

 
 

 
設
備
・
機
器
の

支
持
構
造
物
 

Ｂ
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ｓ
B 

 
 

ス
ク
ラ
ッ
プ
貯
蔵
棚

＊
21
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 

ス
ク
ラ
ッ
プ
保
管
容
器
入
出
庫
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ス
ク
ラ
ッ
プ
保
管
容
器
受
渡
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

製
品
ペ
レ
ッ
ト
貯
蔵
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

製
品
ペ
レ
ッ
ト
貯
蔵
棚

＊
21
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ペ
レ
ッ
ト
保
管
容
器
入
出
庫
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ペ
レ
ッ
ト
保
管
容
器
受
渡
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

燃
料
棒
貯
蔵
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

燃
料
棒
貯
蔵
棚

＊
21
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

貯
蔵
マ
ガ
ジ
ン
入
出
庫
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

燃
料
集
合
体
貯
蔵
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

燃
料
集
合
体
貯
蔵
チ
ャ
ン
ネ
ル

＊
21
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
の

他
加

工
設

備
の

附
属
施
設
 

分
析
設
備
の
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

 
 

 
設
備
・
機
器
の

支
持
構
造
物
 

Ｂ
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ｓ
B 

 
 

受
払
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 

分
析
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

分
析
済
液
処
理
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

分
析
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

分
析
済
液
処
理
装
置

＊
22
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小
規
模
試
験
設
備
 

 
 

 
設
備
・
機
器
の

支
持
構
造
物
 

Ｂ
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ｓ
B 

 
 

小
規
模
粉
末
混
合
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

小
規
模
プ
レ
ス
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小
規
模
研
削
検
査
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

資
材
保
管
装
置
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

第
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3-
1
表
 
ク
ラ
ス
別
施
設
（
10
／
16
）
 

MO
X①

 
Ⅲ
(1
)-
00
23
-7
 

G 



 

16 

 

耐
 
震
 

ク
ラ
ス
 

ク
ラ
ス
別
施
設
 

主
要
設
備
等

＊
1  

補
助
設
備

＊
2  

直
接
支
持
構
造
物

＊
3  

間
接
支
持
構
造
物

＊
4＊

5  
波
及
的
影
響
を
考
慮
す
べ
き
 

設
備

＊
6  

施
設
名
 

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

＊
7  

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動

＊
8  

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動

＊
8  

Ｂ
 

２
）
放
射
性
物
質
の
外
部

へ
の
放
散
を
抑
制
す
る
た

め
の
設
備
・
機
器
で
あ
っ

て
Ｓ

ク
ラ

ス
以

外
の

設

備
・
機
器
 

放
射

性
廃

棄
物

の
廃

棄
施
設
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気
設
備
 

 
 

 
設
備
・
機
器
の

支
持
構
造
物
 

Ｂ
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ｓ
B 

 
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気
設
備
の
う
ち
，
Ｂ
ク
ラ
ス
の
グ
ロ
ー

ブ
ボ
ッ
ク
ス
か
ら
Ｓ
ク
ラ
ス
の
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気
設
備

に
接
続
す
る
ま
で
の
範
囲
及
び
Ｂ
ク
ラ
ス
の
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク

ス
の
給
気
側
の
う
ち
，
フ
ィ
ル
タ
ま
で
の
範
囲
 

Ｂ
 

 
 

 

 
 

窒
素
循
環
設
備

＊
23
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

窒
素
循
環
ダ
ク
ト
の
う
ち
，
窒
素
雰
囲
気
型
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク

ス
（
窒
素
循
環
型
）
を
循
環
す
る
経
路
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

窒
素
循
環
フ
ァ
ン
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

窒
素
循
環
冷
却
機
 

Ｂ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

第
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ク
ラ
ス
別
施
設
（
11
／
16
）
 

MO
X①

 
Ⅲ
(1
)-
00
23
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G 



 

17 

 

耐
 
震
 

ク
ラ
ス
 

ク
ラ
ス
別
施
設
 

主
要
設
備
等

＊
1  

補
助
設
備

＊
2  

直
接
支
持
構
造
物

＊
3  

間
接
支
持
構
造
物

＊
4＊

5  
波
及
的
影
響
を
考
慮
す
べ
き
 

設
備

＊
6  

施
設
名
 

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

＊
7  

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動

＊
8  

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動

＊
8  

Ｃ
 

Ｓ
ク
ラ
ス
に
属
す
る
施
設

及
び
Ｂ
ク
ラ
ス
に
属
す
る

施
設
以
外
の
一
般
産
業
施

設
又
は
公
共
施
設
と
同
等

の
安
全
性
が
要
求
さ
れ
る

施
設
 

成
形
施
設
 

原
料
粉
末
受
入
工
程
の
オ
ー
プ
ン
ポ
ー
ト
ボ
ッ
ク
ス
 

 
 

 
設
備
・
機
器
の

支
持
構
造
物
 

Ｃ
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ｓ
C 

 
 

外
蓋
着
脱
装
置
オ
ー
プ
ン
ポ
ー
ト
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 

貯
蔵
容
器
受
払
装
置
オ
ー
プ
ン
ポ
ー
ト
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ウ
ラ
ン
粉
末
払
出
装
置
オ
ー
プ
ン
ポ
ー
ト
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ウ
ラ
ン
受
入
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ウ
ラ
ン
粉
末
缶
受
払
移
載
装
置
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ウ
ラ
ン
粉
末
缶
受
払
搬
送
装
置
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

原
料
粉
末
受
払
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

外
蓋
着
脱
装
置
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ウ
ラ
ン
粉
末
払
出
装
置
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
次
混
合
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ウ
ラ
ン
粉
末
秤
量
・
分
取
装
置
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
負
圧
・
温
度
監
視
設
備
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

被
覆
施
設
 

燃
料
棒
加
工
工
程
の
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

 
 

 
設
備
・
機
器
の

支
持
構
造
物
 

Ｃ
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ｓ
C 

 
 

溶
接
試
料
前
処
理
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 

燃
料
棒
加
工
工
程
の
オ
ー
プ
ン
ポ
ー
ト
ボ
ッ
ク
ス
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

被
覆
管
供
給
装
置
オ
ー
プ
ン
ポ
ー
ト
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

部
材
供
給
装
置
（
部
材
供
給
部
）
オ
ー
プ
ン
ポ
ー
ト
 

ボ
ッ
ク
ス
 

Ｃ
  

 
 

 
 

 
 

 
 

部
材
供
給
装
置
（
部
材
搬
送
部
）
オ
ー
プ
ン
ポ
ー
ト
 

ボ
ッ
ク
ス
 

Ｃ
  

 
 

 
 

 
 

 
 

汚
染
検
査
装
置
オ
ー
プ
ン
ポ
ー
ト
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

燃
料
棒
搬
入
オ
ー
プ
ン
ポ
ー
ト
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

溶
接
試
料
前
処
理
装
置
オ
ー
プ
ン
ポ
ー
ト
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

挿
入
溶
接
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

被
覆
管
乾
燥
装
置
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

被
覆
管
供
給
装
置
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

部
材
供
給
装
置
（
部
材
供
給
部
）
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

部
材
供
給
装
置
（
部
材
搬
送
部
）
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

燃
料
棒
解
体
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

溶
接
試
料
前
処
理
装
置
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
負
圧
・
温
度
監
視
設
備
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

組
立
施
設
 

燃
料
集
合
体
組
立
設
備
 

 
 

 
設
備
・
機
器
の

支
持
構
造
物
 

Ｃ
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ｓ
C 

 
 

ス
ケ
ル
ト
ン
組
立
装
置
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 

梱
包
・
出
荷
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

保
管
室
天
井
ク
レ
ー
ン
 

Ｃ
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別
施
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（
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／
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）
 

MO
X①

 
Ⅲ
(1
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00
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G 



 

18 

 

耐
 
震
 

ク
ラ
ス
 

ク
ラ
ス
別
施
設
 

主
要
設
備
等

＊
1  

補
助
設
備

＊
2  

直
接
支
持
構
造
物

＊
3  

間
接
支
持
構
造
物

＊
4＊

5  
波
及
的
影
響
を
考
慮
す
べ
き
 

設
備

＊
6  

施
設
名
 

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

＊
7  

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動

＊
8  

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動

＊
8  

Ｃ
 

Ｓ
ク
ラ
ス
に
属
す
る
施
設

及
び
Ｂ
ク
ラ
ス
に
属
す
る

施
設
以
外
の
一
般
産
業
施

設
又
は
公
共
施
設
と
同
等

の
安
全
性
が
要
求
さ
れ
る

施
設
 

（
つ
づ
き
）
 

貯
蔵
施
設
 

 

ウ
ラ
ン
貯
蔵
設
備
 

ウ
ラ
ン
粉
末
缶
入
出
庫
装
置
 

燃
料
棒
貯
蔵
設
備
 

ウ
ラ
ン
燃
料
棒
収
容
装
置
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
負
圧
・
温
度
監
視
設
備
 

 Ｃ
  Ｃ
 

Ｃ
 

 
 

設
備
・
機
器
の

支
持
構
造
物
 

Ｃ
 

燃
料
加
工

建
屋
 

 

Ｓ
C 

 
 

放
射

性
廃

棄
物

の
廃

棄
施
設
 

建
屋
排
気
設
備
 

Ｃ
 

 
 

設
備
・
機
器
の

支
持
構
造
物
 

Ｃ
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ｓ
C 

 
 

工
程
室
排
気
設
備
 

 
 

 
 

 
 

工
程
室
排
気
設
備
の
う
ち
，
Ｓ
ク
ラ
ス
以
外
の
範
囲
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気
設
備
の
う
ち
，
Ｓ
ク
ラ
ス
及
び
Ｂ
ク

ラ
ス
以
外
の
範
囲
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

窒
素
循
環
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

窒
素
循
環
ダ
ク
ト
の
う
ち
，
Ｂ
ク
ラ
ス
以
外
の
範
囲
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

給
気
設
備
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

排
気
筒

＊
24
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

低
レ
ベ
ル
廃
液
処
理
設
備
の
オ
ー
プ
ン
ポ
ー
ト
ボ
ッ
ク
ス
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ろ
過
処
理
オ
ー
プ
ン
ポ
ー
ト
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

吸
着
処
理
オ
ー
プ
ン
ポ
ー
ト
ボ
ッ
ク
ス
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

低
レ
ベ
ル
廃
液
処
理
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

検
査
槽
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

廃
液
貯
槽
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ろ
過
処
理
装
置
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

吸
着
処
理
装
置
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
負
圧
・
温
度
監
視
設
備
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

海
洋
放
出
管
理
系
 

 
 

 
設
備
・
機
器
の

支
持
構
造
物
 

Ｃ
 

 
 

 
 

放
出
前
貯
槽
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
１
放
出
前
貯
槽
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
１
海
洋
放
出
ポ
ン
プ
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

海
洋
放
出
管
 

Ｃ
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ク
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／
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19 

 

耐
 
震
 

ク
ラ
ス
 

ク
ラ
ス
別
施
設
 

主
要
設
備
等

＊
1  

補
助
設
備

＊
2  

直
接
支
持
構
造
物

＊
3  

間
接
支
持
構
造
物

＊
4＊

5  
波
及
的
影
響
を
考
慮
す
べ
き
 

設
備

＊
6  

施
設
名
 

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

＊
7  

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

適
用
範
囲
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動

＊
8  

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動

＊
8  

Ｃ
 

Ｓ
ク
ラ
ス
に
属
す
る
施
設

及
び
Ｂ
ク
ラ
ス
に
属
す
る

施
設
以
外
の
一
般
産
業
施

設
又
は
公
共
施
設
と
同
等

の
安
全
性
が
要
求
さ
れ
る

施
設
 

（
つ
づ
き
）
 

放
射

線
管

理
施
設
 

放
射
線
管
理
施
設
 

Ｃ
 

非
常
用
所
内
電
源
設
備
 

 
設
備
・
機
器
の

支
持
構
造
物
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 
第

1
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ

ル
発
電
機
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
の
他
加

工
設
備
の

附
属
施
設
 

火
災
防
護
設
備
 

 
 

 
設
備
・
機
器
の

支
持
構
造
物
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
火
災
防
護
設
備
の
う
ち
，
Ｓ
ク
ラ
ス
以
外
の
範
囲
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 

受
電
開
閉
設
備
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

通
信
連
絡
設
備
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

分
析
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
分
析
設
備
の
う
ち
，
Ｂ
ク
ラ
ス
以
外
の
範
囲
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
量
設
備
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
負
圧
・
温
度
監
視
設
備
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

溢
水
防
護
設
備

＊
25
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

冷
却
水
設
備

＊
26
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

給
排
水
衛
生
設
備

＊
27
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

空
調
用
冷
水
設
備

＊
27
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

空
調
用
蒸
気
設
備

＊
27
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

燃
料
油
供
給
設
備
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

窒
素
循
環
用
冷
却
水
設
備

＊
27
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

窒
素
ガ
ス
設
備
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

水
素
・
ア
ル
ゴ
ン
混
合
ガ
ス
設
備

＊
26
＊
28
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ア
ル
ゴ
ン
ガ
ス
設
備
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

水
素
ガ
ス
設
備
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

非
管
理
区
域
換
気
空
調
設
備
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

荷
役
設
備
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

選
別
・
保
管
設
備
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ヘ
リ
ウ
ム
ガ
ス
設
備
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

酸
素
ガ
ス
設
備
 

Ｃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

圧
縮
空
気
供
給
設
備
 

Ｃ
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 注
記
 

＊
1：

主
要
設
備
等
と
は
，
当
該
機
能
に
直
接
的
に
関
連
す
る
設
備
・
機
器
及
び
構
築
物
を
い
う
。
 

 
＊
2：

補
助
設
備
と
は
，
当
該
機
能
に
間
接
的
に
関
連
し
，
主
要
設
備
の
補
助
的
役
割
を
も
つ
設
備
を
い
う
。
 

 
＊
3：

直
接
支
持
構
造
物
と
は
，
主
要
設
備
等
，
補
助
設
備
に
直
接
取
り
付
け
ら
れ
る
支
持
構
造
物
，
又
は
こ
れ
ら
の
設
備
の
荷
重
を
直
接
的
に
受
け
る
支
持
構
造
物
を
い
う
。
 

 
＊
4：

間
接
支
持
構
造
物
と
は
，
直
接
支
持
構
造
物
か
ら
伝
達
さ
れ
る
荷
重
を
受
け
る
構
造
物
（
建
物
・
構
築
物
）
を
い
う
。
 

 
＊
5：

燃
料
加
工
建
屋
及
び
貯
蔵
容
器
搬
送
用
洞
道
の
主
要
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
遮
蔽
は
，
Ｂ
ク
ラ
ス
と
す
る
。
ま
た
，
燃
料
加
工
建
屋
は
，
弾
性
設
計
用
地
震
動
に
よ
る
地
震
力
又
は
静
的
地

震
力
の
い
ず
れ
か
大
き
い
方
の
地
震
力
に
対
し
て
お
お
む
ね
弾
性
範
囲
に
留
ま
る
と
と
も
に
，
基
準
地
震
動
に
よ
る
地
震
力
に
対
し
て
構
造
物
全
体
と
し
て
変
形
能
力
に
つ
い
て
十
分

な
余
裕
を
有
す
る
よ
う
に
設
計
す
る
。
 

 
＊
6：

波
及
的
影
響
を
考
慮
す
べ
き
設
備
と
は
，
下
位
の
耐
震
ク
ラ
ス
に
属
す
る
も
の
の
破
損
に
よ
っ
て
上
位
の
分
類
に
属
す
る
も
の
に
波
及
的
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
設
備
で
あ

り
，
主
要
設
備
等
に
適
用
さ
れ
る
地
震
力
に
よ
り
，
上
位
分
類
に
属
す
る
も
の
に
波
及
的
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
設
計
す
る
。
 

 
＊
7：

Ｓ
ク
ラ
ス
の
設
備
・
機
器
，
Ｂ
ク
ラ
ス
の
設
備
・
機
器
及
び
Ｃ
ク
ラ
ス
の
設
備
・
機
器
は
，
そ
の
機
能
上
Ｓ
ク
ラ
ス
，
Ｂ
ク
ラ
ス
又
は
Ｃ
ク
ラ
ス
に
該
当
す
る
部
分
と
す
る
。
 

 
＊
8：

Ｓ
S：

基
準
地
震
動
Ｓ
ｓ
に
よ
り
定
ま
る
地
震
力
。
 

 
Ｓ

B ：
 耐

震
Ｂ
ク
ラ
ス
施
設
に
適
用
さ
れ
る
地
震
力
。
 

 
Ｓ

C：
 耐

震
Ｃ
ク
ラ
ス
施
設
に
適
用
さ
れ
る
地
震
力
。
 

 
＊
9：

地
下
３
階
か
ら
地
下
２
階
に
搬
送
す
る
一
部
の
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
を
除
く
。
 

 
＊
10
：
焼
結
炉
内
部
温
度
高
に
よ
る
過
加
熱
防
止
回
路
を
含
む
。
焼
結
炉
に
関
連
す
る
焼
結
炉
内
部
温
度
高
に
よ
る
過
加
熱
防
止
回
路
は
，
加
熱
の
停
止
に
必
要
な
範
囲
を
Ｓ
ク
ラ
ス
と
す
る
。
 

 
＊
11
：
非
常
用
所
内
電
源
設
備
は
，
非
常
用
発
電
機
，
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
，
非
常
用
直
流
電
源
設
備
，
非
常
用
無
停
電
電
源
装
置
，
高
圧
母
線
及
び
低
圧
母
線
で
構
成
す
る
。
非
常
用
発
電

機
は
，
発
電
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
を
Ｓ
ク
ラ
ス
と
す
る
。
 

 
＊
12
：
小
規
模
焼
結
処
理
装
置
内
部
温
度
高
に
よ
る
過
加
熱
防
止
回
路
及
び
小
規
模
焼
結
処
理
装
置
へ
の
冷
却
水
流
量
低
に
よ
る
加
熱
停
止
回
路
を
含
む
。
小
規
模
焼
結
処
理
装
置
に
関
連
す

る
小
規
模
焼
結
処
理
装
置
内
部
温
度
高
に
よ
る
過
加
熱
防
止
回
路
及
び
小
規
模
焼
結
処
理
装
置
へ
の
冷
却
水
流
量
低
に
よ
る
加
熱
停
止
回
路
は
，
加
熱
の
停
止
に
必
要
な
範
囲
を
Ｓ
ク

ラ
ス
と
す
る
。
 

 
＊
13
：
排
気
機
能
の
維
持
に
必
要
な
回
路
を
含
む
。
 

 
＊
14
：
安
全
上
重
要
な
施
設
の
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
に
付
随
す
る
も
の
。
 

 
＊
15
：
安
全
上
重
要
な
施
設
の
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
の
消
火
に
関
す
る
範
囲
。
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＊
16
：
安
全
上
重
要
な
施
設
の
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
の
排
気
系
に
設
置
す
る
も
の
。
 

 
＊
17
：
安
全
上
重
要
な
施
設
の
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
の
給
気
系
に
設
置
す
る
も
の
。
 

 
＊
18
：
混
合
ガ
ス
水
素
濃
度
高
に
よ
る
混
合
ガ
ス
供
給
停
止
回
路
及
び
混
合
ガ
ス
濃
度
異
常
遮
断
弁
（
焼
結
炉
系
，
小
規
模
焼
結
処
理
系
）
。
 

 
＊
19
：
＊
9
で
除
い
た
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
。
 

 
＊
20
：
ゲ
ー
ト
を
含
む
。
 

 
＊
21
：
一
時
保
管
ピ
ッ
ト
，
原
料
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
缶
一
時
保
管
装
置
，
粉
末
一
時
保
管
装
置
，
ペ
レ
ッ
ト
一
時
保
管
棚
，
ス
ク
ラ
ッ
プ
貯
蔵
棚
，
製
品
ペ
レ
ッ
ト
貯
蔵
棚
，
燃
料
棒
貯
蔵
棚
及
び

燃
料
集
合
体
貯
蔵
チ
ャ
ン
ネ
ル
は
，
Ｂ
ク
ラ
ス
の
設
備
・
機
器
で
あ
る
が
，
基
準
地
震
動
に
よ
る
地
震
力
に
対
し
て
過
大
な
変
形
等
が
生
じ
な
い
よ
う
に
設
計
す
る
。
 

 
＊
22
：
分
析
済
液
処
理
装
置
の
う
ち
，
二
重
管
の
外
管
。
 

 
＊
23
：
窒
素
循
環
設
備
の
う
ち
，
Ｓ
ク
ラ
ス
の
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
を
循
環
す
る
経
路
に
つ
い
て
は
，
基
準
地
震
動
に
よ
る
地
震
力
に
対
し
て
そ
の
機
能
を
保
持
す
る
設
計
と
す
る
。
 

 
＊
24
：
排
気
筒
は
Ｃ
ク
ラ
ス
で
あ
る
が
，
燃
料
加
工
建
屋
へ
波
及
的
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
，
基
準
地
震
動
に
よ
る
地
震
力
に
対
し
て
耐
震
性
が
確
保
さ
れ
る
設
計
と
す
る
。
 

 
＊
25
：
溢
水
防
護
設
備
の
緊
急
遮
断
弁
に
つ
い
て
は
，
加
速
度
大
に
よ
る
緊
急
遮
断
弁
作
動
回
路
を
含
む
。
 

 
＊
26
：
燃
料
加
工
建
屋
内
の
当
該
設
備
の
配
管
は
，
基
準
地
震
動
に
よ
る
地
震
力
に
対
し
て
耐
震
性
が
確
保
さ
れ
る
設
計
と
す
る
。
 

 
＊
27
：
燃
料
加
工
建
屋
内
の
当
該
設
備
の
配
管
の
う
ち
，
緊
急
遮
断
弁
に
よ
り
保
有
水
の
流
出
を
防
止
す
る
範
囲
は
，
基
準
地
震
動
に
よ
る
地
震
力
に
対
し
て
耐
震
性
が
確
保
さ
れ
る
設
計
と

す
る
。
 

 
＊
28
：
＊
18

以
外
。
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第
3.
2-
1
表
 
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 (
主
要
設
備
)の

設
備
分
類
 

第
29

条
 
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
 

〔
（
 ）

内
は
，
設
計
基
準
対
象
の
設
備
を
兼
ね
る
設
備
 

及
び
そ
の
耐
震
重
要
度
分
類
〕
 

 

設
備
分
類
 

 

 

直
接
支
持
構
造
物
 

 

 

間
接
支
持
構
造
物
 

 

建
物
・

構
築
物
 

設
備
 

名
称
 

構
成
す
る
機
器
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

分
類
 

核
燃
料
物

質
の
飛
散

の
原
因
と

な
る
火
災

の
消
火
 

代
替
消

火
設
備
 

遠
隔
消
火
装
置
 

火
災
防
護
設
備
 
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
消
火
装
置
 

Ｓ
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ss
 

―
 

代
替
火

災
感
知

設
備
 

火
災
状
況
確
認
用
温
度
計
 

火
災
防
護
設
備
 
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
温
度
監
視
装
置
 

Ｓ
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ss
 

―
 

火
災
状
況
確
認
用
温
度
表
示
装
置
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
負
圧
・
温
度
監
視
設
備
 

Ｃ
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
加
工

建
屋
 

静
的
地
震
力
 

―
 

外
部
放

出
抑
制

設
備
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気
ダ
ク
ト
 

（
気
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
 
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ

ク
ス
排
気
設
備
）
 

（
Ｓ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ss
 

―
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
給
気
フ
ィ
ル
タ
 

（
気
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
 
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ

ク
ス
排
気
設
備
）
 

（
Ｓ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ss
 

―
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気
フ
ィ
ル
タ
 

（
気
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
 
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ

ク
ス
排
気
設
備
）
 

（
Ｓ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ss
 

―
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ

ッ
ト
 

（
気
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
 
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ

ク
ス
排
気
設
備
）
 

（
Ｓ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ss
 

―
 

工
程
室
排
気
ダ
ク
ト
 

（
気
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
 
工
程
室
排
気
設

備
）
 

（
Ｓ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ss
 

―
 

工
程
室
排
気
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
 

（
気
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
 
工
程
室
排
気
設

備
）
 

（
Ｓ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ss
 

―
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
風
機
入
口
手
動
ダ

ン
パ
 

（
気
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
 
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気
設
備
）
 

（
Ｓ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ss
 

―
 

工
程
室
排
風
機
入
口
手
動
ダ
ン
パ
 

（
気
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
 
 

工
程
室
排
気
設
備
）
 

（
Ｃ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
加
工

建
屋
 

静
的
地
震
力
 

―
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気
閉
止
ダ
ン
パ
 

（
気
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
 
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気
設
備
）
 

（
Ｓ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ss
 

―
 

工
程
室
排
気
閉
止
ダ
ン
パ
 

（
気
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
 
 

工
程
室
排
気
設
備
）
 

（
Ｃ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
加
工

建
屋
 

静
的
地
震
力
 

―
 

予
備
混
合
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

（
予
備
混
合
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
）
 

（
Ｓ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ss
 

―
 

均
一
化
混
合
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

（
均
一
化
混
合
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
）
 

造
粒
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

（
造
粒
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
）
 

回
収
粉
末
処
理
・
混
合
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス
 

（
回
収
粉
末
処
理
・
混
合
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ

ク
ス
）
 

添
加
剤
混
合
装
置
Ａ
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

（
添
加
剤
混
合
装
置
Ａ
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
）
 

プ
レ
ス
装
置
Ａ
（
プ
レ
ス
部
）
グ
ロ
ー
ブ

ボ
ッ
ク
ス
 

（
プ
レ
ス
装
置
Ａ
（
プ
レ
ス
部
）
グ
ロ
ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス
）
 

添
加
剤
混
合
装
置
Ｂ
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

（
添
加
剤
混
合
装
置
Ｂ
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
）
 

プ
レ
ス
装
置
Ｂ
（
プ
レ
ス
部
）
グ
ロ
ー
ブ

ボ
ッ
ク
ス
 

（
プ
レ
ス
装
置
Ｂ
（
プ
レ
ス
部
）
グ
ロ
ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス
）
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（
つ
づ
き
）
 

 

第
29

条
 
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
 

〔
（
 ）

内
は
，
設
計
基
準
対
象
の
設
備
を
兼
ね
る
設
備
 

及
び
そ
の
耐
震
重
要
度
分
類
〕
 

 

設
備
分
類
 

 

 

直
接
支
持
構
造
物
 

 

 

間
接
支
持
構
造
物
 

 

建
物
・

構
築
物
 

設
備
 

名
称
 

構
成
す
る
機
器
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

分
類
 

核
燃
料
物

質
の
飛
散

の
原
因
と

な
る
火
災

の
消
火
 

代
替
グ

ロ
ー
ブ

ボ
ッ
ク

ス
排
気

設
備
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気
ダ
ク
ト
 

（
気
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
 
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ

ク
ス
排
気
設
備
）
 

（
Ｓ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ss
 

―
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
給
気
フ
ィ
ル
タ
 

（
気
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
 
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ

ク
ス
排
気
設
備
）
 

（
Ｓ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ss
 

―
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気
フ
ィ
ル
タ
 

（
気
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
 
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ

ク
ス
排
気
設
備
）
 

（
Ｓ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ss
 

―
 

予
備
混
合
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

（
予
備
混
合
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
）
 

（
Ｓ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ss
 

―
 

均
一
化
混
合
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

（
均
一
化
混
合
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
）
 

造
粒
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

（
造
粒
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
）
 

回
収
粉
末
処
理
・
混
合
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス
 

（
回
収
粉
末
処
理
・
混
合
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ

ク
ス
）
 

添
加
剤
混
合
装
置
Ａ
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

（
添
加
剤
混
合
装
置
Ａ
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
）
 

プ
レ
ス
装
置
Ａ
（
プ
レ
ス
部
）
グ
ロ
ー
ブ

ボ
ッ
ク
ス
 

（
プ
レ
ス
装
置
Ａ
（
プ
レ
ス
部
）
グ
ロ
ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス
）
 

添
加
剤
混
合
装
置
Ｂ
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

（
添
加
剤
混
合
装
置
Ｂ
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
）
 

プ
レ
ス
装
置
Ｂ
（
プ
レ
ス
部
）
グ
ロ
ー
ブ

ボ
ッ
ク
ス
 

（
プ
レ
ス
装
置
Ｂ
（
プ
レ
ス
部
）
グ
ロ
ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス
）
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（
つ
づ
き
）
 

 

第
31

条
 
重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
 

〔
（
 ）

内
は
，
設
計
基
準
対
象
の
設
備
を
兼
ね
る
設
備
 

及
び
そ
の
耐
震
重
要
度
分
類
〕
 

 

設
備
分
類
 

 

 

直
接
支
持
構
造
物
 

 

 

間
接
支
持
構
造
物
 

 

建
物
・

構
築
物
 

設
備
 

名
称
 

構
成
す
る
機
器
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

分
類
 

航
空
機
衝

突
に
よ
る

航
空
機
燃

料
火
災
の

た
め
の
水

源
確
保
 

水
供
給

設
備
 

第
１
貯
水
槽
 

―
 

Ｃ
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

―
 

―
 

第
１
保
管

庫
・
貯
水

所
 

静
的
地
震
力
 

○
 

第
２
貯
水

槽
か
ら
第

１
貯
水
槽

へ
の
水
の

補
給
 

水
供
給

設
備
 

第
２
貯
水
槽
 

―
 

Ｃ
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

―
 

―
 

第
２
保
管

庫
・
貯
水

所
 

静
的
地
震
力
 

○
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（
つ
づ
き
）
 

 

第
32

条
 
電
源
設
備
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
 

〔
（
 ）

内
は
，
設
計
基
準
対
象
の
設
備
を
兼
ね
る
設
備
 

及
び
そ
の
耐
震
重
要
度
分
類
〕
 

 

設
備
分
類
 

 

 

直
接
支
持
構
造
物
 

 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・

構
築
物
 

設
備
 

名
称
 

構
成
す
る
機
器
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

分
類
 

常
設
重
大

事
故
等
対

処
設
備
に

よ
る
給
電
 

受
電
開

閉
設
備
 

受
電
開
閉
設
備
 

（
受
電
開
閉
設
備
）
 

（
Ｃ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

ユ
ー
テ
ィ

リ
テ
ィ
建

屋
 

静
的
地
震
力
 

―
 

受
電
変
圧
器
 

高
圧
母

線
 

非
常
用
電
源
建
屋
の

6.
9k
V
非
常
用
主
母

線
 

（
高
圧
母
線
）
 

(Ｃ
)＊
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

非
常
用
電

源
建
屋
 

静
的
地
震
力
 

―
 

ユ
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ
建
屋
の

6.
9k
V
常
用
主

母
線
 

（
Ｃ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

ユ
ー
テ
ィ

リ
テ
ィ
建

屋
 

静
的
地
震
力
 

―
 

ユ
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ
建
屋
の

6.
9k
V
運
転
予

備
用
主
母
線
 

第
２
ユ
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ
建
屋
の

6.
9k
V
運

転
予
備
用
主
母
線
 

第
２
ユ
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ
建
屋
の

6.
9k
V
常

用
主
母
線
 

制
御
建
屋
の

6.
9k
V
非
常
用
母
線
 

(Ｃ
)＊
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

制
御
建
屋
 

静
的
地
震
力
 

―
 

制
御
建
屋
の

6.
9k
V
運
転
予
備
用
母
線
 

（
Ｃ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

制
御
建
屋
 

静
的
地
震
力
 

―
 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施

設
の

6.
9k
V
常
用
母
線
 

（
Ｃ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

使
用
済
燃

料
受
入

れ
・
貯
蔵

建
屋
 

静
的
地
震
力
 

―
 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施

設
の

6.
9k
V
非
常
用
母
線
 

(Ｃ
)＊
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

使
用
済
燃

料
受
入

れ
・
貯
蔵

建
屋
 

静
的
地
震
力
 

―
 

低
レ
ベ
ル
廃
棄
物
処
理
建
屋
の

6.
9k
V
運

転
予
備
用
母
線
 

（
Ｃ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

低
レ
ベ
ル

廃
棄
物
処

理
建
屋
 

静
的
地
震
力
 

―
 

燃
料
加
工
建
屋
の

6.
9k
V
運
転
予
備
用
母

線
 

（
Ｃ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
加
工

建
屋
 

静
的
地
震
力
 

―
 

燃
料
加
工
建
屋
の

6.
9k
V
常
用
母
線
 

燃
料
加
工
建
屋
の

6.
9k
V
非
常
用
母
線
 

（
Ｓ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ss
 

―
 

注
記
 
＊
：
本
設
備
は
再
処
理
施
設
に
お
い
て
は
Ｓ
ク
ラ
ス
と
し
て
い
る
が
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
お
い
て
は
共
用
す
る
Ｃ
ク
ラ
ス
施
設
と
の
み
接
続
す
る
た
め
，
Ｃ
ク
ラ
ス
と
す
る
。
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（
つ
づ
き
）
 

 

第
32

条
 
電
源
設
備
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
 

〔
（
 ）

内
は
，
設
計
基
準
対
象
の
設
備
を
兼
ね
る
設
備
 

及
び
そ
の
耐
震
重
要
度
分
類
〕
 

 

設
備
分
類
 

 

 

直
接
支
持
構
造
物
 

 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・

構
築
物
 

設
備
 

名
称
 

構
成
す
る
機
器
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

分
類
 

常
設
重
大

事
故
等
対

処
設
備
に

よ
る
給
電
 

低
圧
母

線
 

制
御
建
屋
の

46
0V

非
常
用
母
線
 

（
低
圧
母
線
）
 

(Ｃ
)＊
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

制
御
建
屋
 

静
的
地
震
力
 

―
 

制
御
建
屋
の

46
0V

運
転
予
備
用
母
線
 

（
Ｃ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

制
御
建
屋
 

静
的
地
震
力
 

―
 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施

設
の

46
0V

非
常
用
母
線
 

(Ｃ
) 

＊
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

使
用
済
燃

料
受
入

れ
・
貯
蔵

建
屋
 

静
的
地
震
力
 

―
 

低
レ
ベ
ル
廃
棄
物
処
理
建
屋
の

46
0V

運
転

予
備
用
母
線
 

（
Ｃ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

低
レ
ベ
ル

廃
棄
物
処

理
建
屋
 

静
的
地
震
力
 

―
 

燃
料
加
工
建
屋
の

46
0V

非
常
用
母
線
 

（
Ｓ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ss
 

―
 

燃
料
加
工
建
屋
の

46
0V

運
転
予
備
用
母
線
 

（
Ｃ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
加
工

建
屋
 

静
的
地
震
力
 

―
 

燃
料
加
工
建
屋
の

46
0V

常
用
母
線
 

補
機
駆
動

用
燃
料
補

給
設
備
に

よ
る
給
油
 

補
機
駆

動
用
燃

料
補
給

設
備
 

第
１
軽
油
貯
槽
 

非
常
用
所
内
電
源
設
備
 
非
常
用
発
電
機
 

（
受
電
開
閉
設
備
，
高
圧
母
線
，
低
圧
母
線
）
 

Ｓ
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

―
 

―
 

基
礎
 

Ss
 

―
 

第
２
軽
油
貯
槽
 

注
記
 
＊
：
本
設
備
は
再
処
理
施
設
に
お
い
て
は
Ｓ
ク
ラ
ス
と
し
て
い
る
が
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
に
お
い
て
は
共
用
す
る
Ｃ
ク
ラ
ス
施
設
と
の
み
接
続
す
る
た
め
，
Ｃ
ク
ラ
ス
と
す
る
。
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（
つ
づ
き
）
 

 

第
33

条
 
監
視
測
定
設
備
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
 

〔
（
 ）

内
は
，
設
計
基
準
対
象
の
設
備
を
兼
ね
る
設
備
 

及
び
そ
の
耐
震
重
要
度
分
類
〕
 

 

設
備
分
類
 

 

 

直
接
支
持
構
造
物
 

 

 

間
接
支
持
構
造
物
 

 

建
物
・

構
築
物
 

設
備
 

名
称
 

構
成
す
る
機
器
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

分
類
 

放
射
性
物

質
の
濃
度

及
び
線
量

の
測
定
 

放
射
線

監
視
設

備
 

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
 

排
気
モ
ニ
タ
 

（
放
射
線
監
視
設
備
）
 

（
Ｃ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

排
気
筒
 

（
気
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
 
排
気
筒
）
 

（
Ｃ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

―
 

―
 

支
持
，
基

礎
 

静
的
地
震
力
 

―
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
排
気
ダ
ク
ト
 

（
気
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
 
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ

ク
ス
排
気
設
備
）
 

（
Ｃ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
加
工

建
屋
 

静
的
地
震
力
 

―
 

工
程
室
排
気
ダ
ク
ト
 

（
気
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
 
工
程
室
排
気
設

備
）
 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
 

（
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
）
 

（
Ｃ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
 

ダ
ス
ト
モ
ニ
タ
 

試
料
分

析
関
係

設
備
 

放
出
管
理
分
析
設
備
 

ア
ル
フ
ァ
線
用
放
射
能
測
定
装
置
 

（
試
料
分
析
関
係
設
備
）
 

（
Ｃ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
加
工

建
屋
 

静
的
地
震
力
 

―
 

放
出
管
理
分
析
設
備
 

ベ
ー
タ
線
用
放
射
能
測
定
装
置
 

環
境
試
料
測
定
設
備
 

核
種
分
析
装
置
 

分
析
建
屋
 

風
向
，
 風

速
そ
の
他

の
気
象
条

件
の
測
定
 

環
境
管

理
設
備
 

気
象
観
測
設
備
 

（
環
境
管
理
設
備
）
 

（
Ｃ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

―
 

―
 

環
境
管
理

建
屋
 

静
的
地
震
力
 

―
 

  
 

MO
X①

 
Ⅲ
(1
)-
00
23
-1
9 

G 



  

28 

 

（
つ
づ
き
）
 

 
 
 

第
34

条
 
緊
急
時
対
策
所
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
 

〔
（
 ）

内
は
，
設
計
基
準
対
象
の
設
備
を
兼
ね
る
設
備
 

及
び
そ
の
耐
震
重
要
度
分
類
〕
 

 

設
備
分
類
 

 

 

直
接
支
持
構
造
物
 

 

 

間
接
支
持
構
造
物
 

 

建
物
・

構
築
物
 

設
備
 

名
称
 

構
成
す
る
機
器
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

分
類
 

居
住
性
を

確
保
す
る

た
め
の
設

備
 

緊
急
時

対
策
建

屋
 

緊
急
時
対
策
建
屋
の
遮
蔽
設
備
 

―
 

Ｓ
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

―
 

―
 

緊
急
時
対

策
建
屋
 

Ss
 

〇
 

緊
急
時

対
策
建

屋
 

換
気
設

備
 

緊
急
時
対
策
建
屋
送
風
機
 

―
 

Ｓ
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

緊
急
時
対

策
建
屋
 

Ss
 

―
 

緊
急
時
対
策
建
屋
排
風
機
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

緊
急
時
対
策
建
屋
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

緊
急
時
対
策
建
屋
加
圧
ユ
ニ
ッ
ト
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

緊
急
時
対
策
建
屋
換
気
設
備
ダ
ク
ト
・
ダ

ン
パ
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

緊
急
時
対
策
建
屋
加
圧
ユ
ニ
ッ
ト
配
管
・

弁
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

対
策
本
部
室
差
圧
計
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

待
機
室
差
圧
計
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

監
視
制
御
盤
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

緊
急
時
対

策
建
屋
の
 

電
源
設
備
 

緊
急
時

対
策
建

屋
 

代
替
電

源
設
備
 

緊
急
時
対
策
建
屋
用
発
電
機
 

―
 

Ｃ
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の

支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

緊
急
時
対

策
建
屋
 

静
的
地
震
力
 

―
 

緊
急
時
対
策
建
屋
高
圧
系
統
 
 

6.
9k
V
緊
急
時
対
策
建
屋
用
母
線
 

緊
急
時
対
策
建
屋
低
圧
系
統
 
 

46
0V

緊
急
時
対
策
所
建
屋
母
線
 

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
 

燃
料
油
配
管
・
弁
 

重
油
貯
槽
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

―
 

―
 

基
礎
 

静
的
地
震
力
 

―
 

 

 
 

MO
X①

 
Ⅲ
(1
)-
00
23
-2
0 

G 



  

29 

 

（
つ
づ
き
）
 

 

第
35

条
 
通
信
連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
 

〔
（
 ）

内
は
，
設
計
基
準
対
象
の
設
備
を
兼
ね
る
設
備
 

及
び
そ
の
耐
震
重
要
度
分
類
〕
 

 

設
備
分
類
 

 

 

直
接
支
持
構
造
物
 

 

 

間
接
支
持
構
造
物
 

 

建
物
・

構
築
物
 

設
備
 

名
称
 

構
成
す
る
機
器
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

分
類
 

再
処
理
事

業
所
内
の

通
信
連
絡
 

所
内
通

信
連
絡

設
備
 

ペ
ー
ジ
ン
グ
装
置
 

通
信
連
絡
設
備
 

（
ペ
ー
ジ
ン
グ
装
置
，
所
内
携
帯
電
話
，
専
用

回
線
電
話
，
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
）
 

（
Ｃ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配

管
等
の
支

持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外
の
 

常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
加
工

建
屋
 

静
的
地
震
力
 

―
 

所
内
携
帯
電
話
 

低
レ
ベ
ル

廃
棄
物
処

理
建
屋
 

専
用
回
線
電
話
 

燃
料
加
工

建
屋
 

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
 

環
境
中
継
サ
ー
バ
 

緊
急
時
対

策
建
屋
 

代
替
通

信
連
絡

設
備
 

通
話
装
置
の
ケ
ー
ブ
ル
 

通
信
連
絡
設
備
 

（
ペ
ー
ジ
ン
グ
装
置
，
所
内
携
帯
電
話
，
専
用

回
線
電
話
）
 

（
Ｃ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配

管
等
の
支

持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外
の
 

常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
加
工

建
屋
 

静
的
地
震
力
 

―
 

緊
急
時

対
策
建

屋
 

情
報
把

握
設
備
 

情
報
収
集
装
置
 

―
 

Ｓ
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配

管
等
の
支

持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

緊
急
時
対

策
建
屋
 

Ss
 

―
 

情
報
表
示
装
置
 

デ
ー
タ
収
集
装
置
(燃

料
加
工
建
屋
) 

（
デ
ー
タ
収
集
装
置
(燃

料
加
工
建
屋
)）

 

（
Ｃ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配

管
等
の
支

持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外
の
 

常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
加
工

建
屋
 

静
的
地
震
力
 

―
 

デ
ー
タ
表
示
装
置
(燃

料
加
工
建
屋
) 

（
デ
ー
タ
表
示
装
置
(燃

料
加
工
建
屋
)）
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（
つ
づ
き
）
 

 

第
35

条
 
通
信
連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
 

〔
（
 ）

内
は
，
設
計
基
準
対
象
の
設
備
を
兼
ね
る
設
備
 

及
び
そ
の
耐
震
重
要
度
分
類
〕
 

 

設
備
分
類
 

 

 

直
接
支
持
構
造
物
 

 

 

間
接
支
持
構
造
物
 

 

建
物
・

構
築
物
 

設
備
 

名
称
 

構
成
す
る
機
器
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

分
類
 

再
処
理
事

業
所
内
の

通
信
連
絡
 

情
報
把

握
収
集

伝
送
設

備
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
温
度
監
視
装
置
 

（
火
災
防
護
設
備
 
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
温
度

監
視
装
置
）
 

（
Ｓ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配

管
等
の
支

持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
加
工

建
屋
 

Ss
 

―
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
負
圧
・
温
度
監
視
設

備
 

（
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
負
圧
・
温
度
監
視
設

備
）
 

（
Ｃ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配

管
等
の
支

持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外
の
 

常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
加
工

建
屋
 

静
的
地
震
力
 

―
 

燃
料
加
工
建
屋
デ
ー
タ
収
集
装
置
 

（
燃
料
加
工
建
屋
デ
ー
タ
収
集
装
置
）
 

（
Ｃ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配

管
等
の
支

持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外
の
 

常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
加
工

建
屋
 

静
的
地
震
力
 

―
 

燃
料
加
工
建
屋
情
報
把
握
計
装
設
備
用
屋

内
伝
送
系
統
 

燃
料
加
工
建
屋
デ
ー
タ
収
集
装
置
(燃

料
加
工

建
屋
設
置
)，

燃
料
加
工
建
屋
デ
ー
タ
収
集
装

置
(制

御
建
屋
設
置
)，

燃
料
加
工
建
屋
デ
ー
タ

表
示
装
置
(制

御
建
屋
設
置
) 

（
Ｃ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
配

管
等
の
支

持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外
の
 

常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

燃
料
加
工

建
屋
 

静
的
地
震
力
 

―
 

燃
料
加
工
建
屋
間
伝
送
用
無
線
装
置
 

制
御
建

屋
情
報

把
握
設

備
 

制
御
建
屋
デ
ー
タ
収
集
装
置
 

（
制
御
建
屋
デ
ー
タ
収
集
装
置
）
 

（
Ｃ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

機
器
・
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 波及的影響に係る基本方針 
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1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」に基づき耐震設計を行うに当

たり，波及的影響を考慮した設計の基本的な考え方を説明するものである。 

本資料の適用範囲は，安全機能を有する施設のうち耐震重要施設及び常設耐震重要重大

事故等対処施設(以下「上位クラス施設」という。)である。 

 
2. 基本設計 

上位クラス施設は，下位のクラスに属する施設(以下「下位クラス施設」という。)の波

及的影響によって，その安全機能を損なわないように設計する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設(以下「常設重大事故

等対処施設」という。)は，安全機能を有する施設のうち，Ｂクラス及びＣクラスに属する

施設，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備，可搬型重大事故

等対処設備の波及的影響によって，重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない

ように設計する。 

 

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針 

上位クラス施設の設計においては，「事業許可基準規則の別記3」(以下「別記3」という。)

に記載の以下の4つの観点で実施する。 

また，本方針における常設重大事故等対処施設の設計においては，別記3における「耐震

重要施設」及び「上位クラス施設」を「常設重大事故等対処施設」に，「安全機能」を「重

大事故等に対処するために必要な機能」に読み替えて適用する。 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下による影響 

(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への影響 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への影響 

また，上記(1)～(4)以外に設計の観点に含める事項がないかを確認するために原子力発

電情報公開ライブラリ(NUCIA：ニューシア)から，原子力施設の被害情報を抽出し，その要

因を整理する。地震被害の発生要因が上記(1)～(4)の検討事項に分類されない要因につい

ては，その要因も設計の観点に追加する。 

上記(1)～(4)に基づき，上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する下位クラ

ス施設の設計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」

に示す。 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下による影響 

建屋外に設置する耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設を対象に，安全機能を損

なわないように下位クラス施設の設計を行う。 

a. 建屋間の相対変位による影響 

下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，上位クラス施設の安全機能

を損なわないよう，以下のとおり設計する。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設と上位クラス施設との

相対変位を想定しても，下位クラス施設が上位クラス施設に衝突しない程度に十分な
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距離をとって配置するか，下位クラス施設と上位クラス施設との間に波及的影響を防

止するために，衝突に対する強度を有する障壁を設置する。 

下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，下位クラス施設が上位クラ

ス施設に衝突する位置にある場合には，衝突部分の接触状況の確認，建屋全体評価又

は局部評価を実施し，衝突に伴い，上位クラス施設の安全機能が損なわれるおそれの

ないよう設計する。 

以上の設計方針のうち，建屋全体評価又は局部評価を実施して設計する下位クラス

施設を「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5. 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

b. 地盤の不等沈下による影響 

下位クラス施設が設置される地盤の不等沈下により，上位クラス施設の安全機能を

損なわないよう，以下のとおり設計する。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設の不等沈下を想定して

も上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離をとって配置するか，下位クラス施

設と上位クラス施設の間に波及的影響を防止するために，衝突に対する強度を有する

障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性がある位置に設置

する場合には，不等沈下を起こさない十分な支持牲能をもつ地盤に下位クラス施設を

設置する。下位クラス施設を上位クラス施設に要求される支持性能が十分でない地盤

に設置する場合は，下位クラス施設が設置される地盤の不等沈下を想定し，上位クラ

ス施設の有する機能を保持する設計とする。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設が設置される地盤の不等沈下を想

定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する。 

以上の設計方針のうち，不等沈下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持す

るよう設計する下位クラス施設を「4． 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」

に，その設計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方

針」に示す。 

(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 

建屋内外に設置する耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設を対象に安全機能を損

なわないように下位クラス施設の設計を行う。 

上位クラス施設と下位クラス施設との接続部には，原則，Ｓクラスの隔離弁等を設置

する等により分離し，故障時等に隔離されるよう設計する。隔離されない接続部以降の

下位クラス施設については，下位クラス施設が上位クラス施設の設計に用いる地震動又

は地震力に対して，内部流体の内包機能，構造強度等を確保するよう設計する。又は，

これらが維持されなくなる可能性がある場合は，下位クラス施設の損傷と隔離によるプ

ロセス変化により，上位クラス施設の内部流体の温度，圧力に影響を与えても，支持構

造物を含めて系統としての機能が設計の想定範囲内に維持されるよう設計する。 

以上の設計方針のうち，内部流体の内包機能，機器・配管系の動的機能，構造強度を

確保するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス

施設」に，その設計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設
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計方針」に示す。 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への影響 

建屋内に設置する耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設を対象に，安全機能を損

なわないように下位クラス施設の設計を行う。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設の損傷，転倒及び落下を

想定しても上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離をとって配置するか，下位ク

ラス施設と上位クラス施設の間に波及的影響を防止するために衝突に対する強度を有す

る障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性がある位置に設置す

る場合には，下位クラス施設が上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力に対し

て，下位クラス施設が損傷，転倒及び落下に至らないよう構造強度設計を行う。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設の損傷，転倒及び落下を想定し，上

位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する。 

以上の設計方針のうち，構造強度設計を行う，又は下位クラス施設の損傷，転倒及び

落下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する下位クラス施設を

「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5. 波及的

影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への影響 

建屋外に設置する耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設を対象に，安全機能を損

なわないように下位クラス施設の設計を行う。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設の損傷，転倒及び落下を

想定しても上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離をとって配置するか，下位ク

ラス施設と上位クラス施設の間に波及的影響を防止するために衝突に対する強度を有す

る障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性がある位置に設置す

る場合には，下位クラス施設が上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力に対し

て，下位クラス施設が損傷，転倒及び落下に至らないよう構造強度設計を行う。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設の損傷，転倒及び落下を想定し，上

位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する。 

以上の設計方針のうち，構造強度設計を行う，又は下位クラス施設の損傷，転倒及び

落下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する下位クラス施設を

「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5. 波及的

影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 
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4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設 

「3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針」に基づき構造強度を確保するように設計

するものとして選定した下位クラス施設を以下に示す。 

 

4.1  相対変位又は不等沈下の観点 

(1) 建屋間相対変位による影響 

今回申請する施設については,建屋間相対変位による波及的影響の設計対象として選

定する下位クラス施設はない。 
(2) 地盤の不等沈下による影響 

今回申請する施設については,地盤の不等沈下による波及的影響の設計対象として選

定する下位クラス施設はない。 

 

4.2  接続部の観点 

今回申請する施設については, 接続部の観点による波及的影響の設計対象として選定

する下位クラス施設はない。 

 

4.3  建屋内施設の損傷，転倒及び落下の観点 

今回申請する施設については, 建屋内施設の損傷,転倒及び落下による波及的影響の

設計対象として選定する下位クラス施設はない。 

 

4.4  建屋外施設の損傷，転倒及び落下の観点 

(1) 排気筒 

下位クラス施設である排気筒は，上位クラス施設である燃料加工建屋に隣接している

ことから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う損傷により，燃料

加工建屋に衝突し，波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の

設計対象とした。 

ここで選定した波及的影響を受けるおそれのある施設を第 4.4-1 表に示す。 
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第 4.4-1 表 建屋外下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への影響 

波及的影響を受けるおそれのある上位クラ

ス施設 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施

設 

 燃料加工建屋  排気筒 
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5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針 

「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」において選定した施設の耐震設計

方針を以下に示し，以下の各項目による耐震評価方針は，後次回にて申請する添付書類「波

及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価結果」に示す。 

 

5.1  耐震評価部位 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価対象部位は，それぞれの損傷モー

ドに応じて選定する。 

具体的には，評価対象下位クラス施設の不等沈下，相対変位，接続部における相互影

響，損傷，転倒及び落下を防止するよう，主要構造部材，支持部等を評価対象として選

定する。 

また，地盤の不等沈下又は下位クラス施設の転倒を想定して設計する施設については，

上位クラス施設の機能に影響がないよう評価部位を選定する。 

各施設の耐震評価部位は，後次回にて申請する添付書類「波及的影響を及ぼすおそれ

のある下位クラス施設の耐震評価結果」に示す。 

 

5.2  地震応答解析 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計において実施する地震応答解

析については，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」に基づき，既設工認で実

績があり，かつ 新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を基本として行う。 

施設の設計に適用する地震応答解析は, 後次回にて申請する添付書類「波及的影響を

及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価結果」に示す。 

 

5.3  設計用地震動又は地震力 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設においては，上位クラス施設の設計に用

いる地震動又は地震力を適用する。 

施設の設計に適用する地震動又は地震力は，添付書類「Ⅲ－１－１－８ 機能維持の

基本方針」に示す。 

 

5.4  荷重の種類及び荷重の組合せ 

波及的影響の防止を目的とした設計において用いる荷重の種類及び荷重の組合せにつ

いては，波及的影響を受けるおそれのある上位クラス施設と同じ運転状態において下位

クラス施設に発生する荷重を組み合わせる。 

また，地盤の不等沈下又は転倒を想定し，上位クラス施設の機能に影響がないよう設

計する場合は，転倒等に伴い発生する荷重を組み合わせる。 

荷重の設定においては，実運用・実事象上定まる範囲を考慮して設定する。 

各施設の設計に適用する荷重の種類及び組み合わせは，添付書類「Ⅲ－１－１－８ 機

能維持の基本方針」に示す。 
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5.5  許容限界 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価に用いる許容限界設定の考え方を，

以下建物・構築物及び機器・配管系に分けて示す。 

 

5.5.1  建物・構築物 

建物・構築物について，離隔による防護を講じることで，下位クラス施設の相対変

位等による波及的影響を防止する場合は，下位クラス施設と上位クラス施設との距離

を基本として許容限界を設定する。 

また，施設の構造を保つことで，下位クラス施設の損傷，転倒及び落下を防止する

場合は，鉄筋コンクリート造耐震壁の 大せん断ひずみに対して JEAG4601-1987 に基

づく終局点に対応するせん断ひずみ，部材に発生する応力に対して終局耐力，部材に

発生する変形に対して終局耐力時の変形，又は「建築基準法及び同施行令」に基づく

層間変形角の評価基準値を基本として許容限界を設定する。 

 

5.5.2  機器・配管系 

機器・配管系について，施設の構造を保つことで，下位クラス施設の接続部におけ

る相互影響並びに損傷，転倒及び落下を防止する場合は，評価部位に塑性ひずみが生

じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を

有していることに相当する許容限界を設定するものとし，添付書類「Ⅲ－１－１－８ 

機能維持の基本方針」に示す基準地震動Ｓｓとの荷重の組合せに適用する許容限界を

設定する。 

配管については，設置状況に応じて配管耐震評価上影響のある下位クラス配管を上

位クラス配管に含めて構造強度設計を行う。 

また，地盤の不等沈下又は転倒を想定する場合は，下位クラス施設の転倒等に伴い

発生する荷重により，上位クラス施設の評価部位に塑性ひずみが生じる場合であって

も，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有していること，

また，転倒した下位クラス施設と上位クラス施設との距離を許容限界として設定する。 

なお，重大事故等に対処するために必要な機能が維持されることの確認に当たって

は，上記に示す方針のほか，塑性変形する場合であっても破断延性限界に至らず，そ

の施設の機能に影響を及ぼすことがないものを許容限界として設定する。 
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6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討 

工事段階においても，安全機能を有する施設の設計段階の際に検討した配置・補強等が

設計どおりに施されていることを，敷地全体を俯瞰した調査・検討を行うことで確認する。

また，仮置資材等，現場の配置状況等の確認を必要とする下位クラス施設についても合わ

せて確認する。 

工事段階における検討は，「3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針」の4つの観点の

うち，(3)及び(4)の観点，すなわち下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による影響につ

いて，現場調査により実施する。 

確認事項としては，設計段階において検討した離隔による防護の観点で行う。すなわち，

施設の損傷，転倒及び落下を想定した場合に上位クラス施設に衝突するおそれのある範囲

内に下位クラス施設がないこと，又は間に衝撃に耐えうる障壁，緩衝物等が設置されてい

ること，仮置資材等については固縛など，転倒及び落下を防止する措置が適切に講じられ

ていることを確認する。 

ただし，仮置資材等の下位クラス施設自体が，明らかに影響を及ぼさない程度の大きさ，

重量等の場合は対象としない。 

以上を踏まえて，損傷，転倒及び落下により，上位クラス施設に波及的影響を及ぼす可

能性がある下位クラス施設が抽出されれば，必要に応じて，上記の確認事項と同じ観点で

対策・検討を行う。すなわち，下位クラス施設の配置変更，下位クラス施設との間への緩

衝物等の設置，固縛等による転倒・落下防止措置等を講じることで対策・検討を行う。 

 

M
O
X
①

 
Ⅲ

(
1
)
-
0
0
2
3
-
3
3
 

G
 



 

 

 

 

 

 

Ⅲ－１－１－５ 

 地震応答解析の基本方針 
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1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」のうち「4. 設計用地震力」

に基づき，建物・構築物，機器・配管系の耐震設計を行う際の地震応答解析の基本方針を

説明するものである。 

第1.-1図，第1.-2図及び第1.-3図に建物・構築物，構築物(洞道)及び機器・配管系の地

震応答解析の手順をそれぞれ示す。 
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耐震Ｓクラス施設及び基準地震動Ｓｓ若しくは弾性設計用地震動Ｓｄ
により支持機能を確認する建物・構築物

質量・剛性評価地盤物性評価

地盤等価線形解析

基準地震動Ｓｓ若しくは
弾性設計用地震動Ｓｄ

解析モデル設定

固有値解析

減衰定数

基準地震動Ｓｓ若しくは
弾性設計用地震動Ｓｄ

地震応答解析

・応答加速度
・応答せん断力
・応答軸力
・層間変形角

・応答変位
・応答曲げモーメント
・応答せん断ひずみ

第1.-1図 建物・構築物の地震応答解析の手順 
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第 1.-2 図 構築物(洞道)の地震応答解析の手順  

構 築 物 ( 洞 道 ) 

解 析 モ デ ル 設 定 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

固 有 値 解 析 

減 衰 特 性 の 設 定 

地 震 応 答 解 析 

・応答加速度   ・応答変位 
・応答せん断力  ・応答曲げモーメント 
・応答軸力 
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解 析 モ デ ル 設 定

固 有 値 解 析

減 衰 定 数

基準地震動Ｓｓ又はそれに基づ

く 設 計 用 床 応 答 曲 線

若 し く は 時 刻 歴 応 答 波

基 準 地 震 動 Ｓ ｓ に

対 す る 地 震 応 答 解 析

耐震Sクラス施設

弾性設計用地震動Ｓｄに

対 す る 地 震 応 答 解 析

弾性設計用地震動Ｓｄ又はそれ

に基づく設計用床応答曲線

若 し く は 時 刻 歴 応 答 波

・応答加速度

・応答せん断力

・応答軸力

・応答変位

・応答曲げモーメント

・応答加速度

・応答せん断力

・応答軸力

・応答変位

・応答曲げモーメント

 

 

第1.-3図 機器・配管系の地震応答解析の手順 
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2. 地震応答解析の方針 

2.1  建物・構築物 

(1) 入力地震動 

解放基盤表面は，Ｓ波速度が0.7km/s以上であるT.M.S.L.-70mとしている。 

建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は，解放基盤表面で定義される基準

地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを基に，対象建物・構築物の地盤条件を適切に設

定した上で，解放基盤表面からの地震波の伝播特性を適切に考慮して入力地震動を設定

する。 

また，Ｂクラスの施設のうち支持構造物の振動と共振のおそれのある施設については，

弾性設計用地震動Ｓｄに２分の１を乗じたものから定める入力地震動を用いる。 

 地盤条件を考慮する場合には，地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮する。

さらに，必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の科学的，技術的知見を踏

まえ，地質・速度構造等の地盤条件を設定する。 

(2) 解析方法及び解析モデル 

a. 建物・構築物 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性及び適用限

界等を考慮の上，適切な解析法を選定するとともに，建物・構築物に応じた適切な解

析条件を設定する。また，原則として，建物・構築物の地震応答解析及び床応答曲線

の作成は，線形解析及び非線形解析に適用可能な時刻歴応答解析法による。 

地震応答解析において，主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には，

実験等の結果に基づき，該当する建物部分の構造特性に応じて，その弾塑性挙動を適

切に模擬した復元力特性を考慮した地震応答解析を行う。 

また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物の支持機能を検討するための動的解

析において，施設を支持する建物・構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を

超える場合には，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した地震応答解

析を行う。 

地震応答解析に用いる材料定数については，材料物性のばらつき等を適切に考慮す

る。また，ばらつきによる変動が建物・構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影響と

して考慮すべきばらつきの要因を選定した上で，選定された要因を考慮した動的解析

により設計用地震力を設定する。 

建物・構築物の３次元応答性状及び機器・配管系への影響については，建物・構築

物の３次元FEMモデルによる解析に基づき，施設の重要性，建屋規模，構造特性を考慮

して評価する。３次元応答性状等の評価は，周波数応答解析法等による。解析方法及

び解析モデルについては，添付書類「Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震

力の組合せに関する影響評価方針」に示す。 

また，更なる信頼性の向上を目的として設置した地震観測装置から得られた観測記

録により振動性状を把握する。動的解析に用いるモデルについては，地震観測装置に

より得られた観測記録を用い解析モデルの妥当性確認などを行う。地震観測網の概要

は，別紙「地震観測網について」に示す。 
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(a) 解析方法 

  建物・構築物の地震応答は，(1)式の多質点系の振動方程式をNewmark-β法（β＝ 

1/4）を用いた直接積分法により求める。 

𝑚 ･ 𝑥 𝑐 ･ 𝑥 𝑘 ･ 𝑥 𝑚 ･ 𝑦     (1) 

ここで， 

    𝑚  :質量マトリックス 

    𝑐  :減衰マトリックス 

    𝑘  :剛性マトリックス 

    𝑥  :時刻tの加速度ベクトル 

    𝑥  :時刻tの速度ベクトル 

    𝑥  :時刻tの変位ベクトル 

    𝑦  :時刻tの入力加速度ベクトル 

 

ここで，時刻𝑡 𝛥𝑡における解を次のようにして求める。なお，𝛥𝑡は時間メッシュを

示す。 

𝑥 ＝ 𝑥 𝑥 ･𝛥𝑡 𝛽 ･ 𝑥 𝛽･ 𝑥 ･𝛥𝑡   (2) 

𝑥 ＝ 𝑥 ･ 𝑥 𝑥 ･𝛥𝑡    (3) 

𝑥 ＝ 𝑥 𝛥𝑥       (4) 

 

(2)，(3)及び(4)式を(1)式に代入して整理すると，加速度応答増分ベクトルが次の

ように求められる。 

𝛥𝑥 ＝ 𝐴 ･ 𝐵 𝑚 ･ 𝛥𝑦     (5) 

 

ここで， 

𝐴 ＝ 𝑚 ･𝛥𝑡･ 𝑐 𝛽･𝛥𝑡 ･ 𝑘   

𝐵 ＝ 𝛥𝑡･ 𝑐 ･𝛥𝑡 ･ 𝑘 ･ 𝑥 𝛥𝑡･ 𝑘 ･ 𝑥   

𝛥𝑦 ＝ 𝑦 𝑦   

 

(5)式を(2)，(3)及び(4)式に代入することにより，時刻𝑡 𝛥𝑡の応答が時刻𝑡の応答

から求められる。 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性はそれらの形状，構造

特性，振動特性，減衰特性を十分考慮して評価し，集中質点系等に置換した解析モデ

ルを設定する。 

動的解析には，建物・構築物と地盤との相互作用及び埋込み効果を考慮するものと

し，解析モデルの地盤のばね定数は，基礎版の平面形状，基礎側面と地盤の接触状況

及び地盤の剛性等を考慮して定める。各入力地震動が接地率に与える影響を踏まえて，
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地盤ばねには必要に応じて，基礎浮上りによる非線形性又は誘発上下動を考慮できる

浮上り非線形性を考慮するものとする。また，地盤の剛性等については，必要に応じ

て地盤の非線形応答を考慮することとし，地盤のひずみに応じた地盤物性値に基づく

ものとする。 

設計用地盤定数は，原則として，弾性波試験によるものを用いる。 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地下逸散及び地震応答に

おける各部のひずみレベルを考慮して定める。 

(b) 解析モデル 

建物・構築物の解析モデルにおいて，水平方向は，地盤との相互作用を考慮し，耐

震壁等の曲げ及びせん断剛性を評価した多質点系モデルとする。鉛直方向は，地盤と

の相互作用を考慮し，耐震壁及び柱等の軸剛性を評価した多質点系モデルとする。 

b. 構築物(洞道) 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性及び適用限

界等を考慮の上，適切な解析法を選定するとともに，各構造物に応じた適切な解析条

件を設定する。地震応答解析は，構造物と地盤の相互作用を考慮できる連成系の地震

応答解析手法とし，構造物及び地盤の地震時における非線形挙動の有無や程度に応じ

て，線形，等価線形，非線形解析のいずれかにて行う。地震応答解析に用いる材料定数

については，材料物性のばらつき等による変動が構築物(洞道)の振動性状や応答性状に

及ぼす影響を検討し，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。 

なお，地震応答解析では，水平地震動と鉛直地震動の同時加振とするが，構造物の応

答特性により水平２方向の同時性を考慮する必要がある場合は，水平２方向の組合せに

ついて適切に評価する。具体的な方針については添付書類「Ⅲ－１－１－７ 水平２方

向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示す。 

また，構築物(洞道)の解析モデルについては，構造物と地盤の相互作用を考慮でき

る２次元有限要素法を用いた解析モデルを設定する。 
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2.2  機器・配管系 

(1) 入力地震動 

機器・配管系の地震応答解析の入力地震動は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動

Ｓｄに基づいた当該機器・配管系の設置床における設計用床応答曲線又は時刻歴応答波

とする。設計用床応答曲線の作成方法については，添付書類「Ⅲ－１－１－６ 設計用

床応答曲線の作成方針」に示す。なお，建屋応答解析における各入力地震動が接地率に

与える影響を踏まえ，誘発上下動を考慮するモデルを用いている場合については，鉛直

方向の加速度応答時刻歴に，以下のとおり誘発上下動を考慮することとする。 

• V+Xv 

• V+Yv 

• V-Xv 

• V-Yv 

ここで， 

V：鉛直方向地震力に対する鉛直方向の加速度応答時刻歴 

Xv:X 方向地震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴 

Yv:Y 方向地震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴 

 

また，耐震Ｂクラスの機器・配管系のうち共振のおそれのある施設の影響検討に当た

っては，設計用床応答曲線Ｓｄ又は弾性設計用地震動Ｓｄに２分の１を乗じたものから

定まる入力地震動又は入力地震力を用いる。 
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(2) 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性及び適用限界

等を考慮の上，適切な解析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき減衰定

数，剛性等の各種物性値は，適切な規格，基準，あるいは実験等の結果に基づき設定す

る。 

機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動特性を適切に

表現できるよう質点系モデル，有限要素モデル等に置換し，当該機器の設置床の設計用

床応答曲線を用いた応答スペクトル・モーダル解析法又は時刻歴応答波を用いた時刻歴

応答解析法により応答を求める。また，応答スペクトル・モーダル解析法又は時刻歴応

答解析法を用いる場合は材料物性の不確かさを適切に考慮する。 

配管系については，適切なモデルに置換し，設計用床応答曲線を用いた応答スペクト

ル・モーダル解析法（標準支持間隔法を含む）又は時刻歴応答解析法により応答を求め

る。 

応答スペクトル・モーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては，衝突・

すべり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬

する観点で，材料物性の不確かさへの配慮を考慮しつつ時刻歴応答解析法を用いる等，

解析対象とする現象，対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。 

３次元の広がりを持つ設備については，３次元的な配置を踏まえ，適切にモデル化

し，水平２方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。具体

的な方針については添付書類「Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合

せに関する影響評価方針」に示す。 

剛性の高い機器・配管系は，その機器・配管系の設置床面の最大応答加速度の1.2倍

の加速度を震度として作用させて構造強度評価に用いる地震力を算定する。 

a. 解析方法 

機器・配管系の地震応答解析は，原則として設計用床応答曲線を用いる応答スペク

トル・モーダル解析法による。応答スペクトル・モーダル解析法を採用する機器・配

管系の応答の最大値は，二乗和平方根法(SRSS)又は絶対値和法により求める。また，

当該機器・配管系の設置床における時刻歴応答波を用いる場合は，時刻歴応答解析法

による。 

b. 解析モデル 

機器・配管系の解析には，その形状及び支持方法を考慮して１質点系はり，等分布

荷重連続はり，多質点系はり，有限要素モデルを用いる。 
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3. 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，JEAG4601に記載されている減衰定数を設備の種類，

構造等により適切に選定するとともに，試験等で妥当性が確認された値も用いる。主に用

いる値を第3.-1表に示す。 

なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの材料減衰定数の設定に

ついては，既往の知見に加え，既設施設の地震観測記録等により，その妥当性を検討する。 
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第3.-1表  減衰定数 

建物・構築物 

使用材料 
減衰定数(%) 

水平 鉛直 

鉄筋コンクリート 3 3 

鉄骨 2 2 
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Ⅲ－１－１－５ 別紙 

 地震観測網 
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1．概要 

 MOX 燃料加工施設の燃料加工建屋には，実地震時の振動特性を把握するために，地震計

を設置し，継続して地震観測を行う。また，比較的規模の大きい記録が得られた場合は，

それらの測定結果に基づく解析等により施設の健全性を確認すること等に活用する。 

 

2．地震観測網の基本方針 

 MOX 燃料加工施設の燃料加工建屋については，地震時の建屋の水平及び鉛直方向の振動

特性を把握するため，建屋の基礎上や最上部等の適切な位置に地震計を配置することに

より，実地震による建屋の振動を観測する。なお，地震計は，原則として水平 2成分と鉛

直 1成分の計 3成分を観測するものとする。 

 

3．地震観測網の配置計画 

 地震計設置位置を第 3.-1 表に，燃料加工建屋における地震計の配置を第 3.-1 図～第

3.-2 図に示す。 
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第 3.-1 表 地震計設置建屋及び設置位置 

建屋 設置位置 設置数 設置方針 

燃料加工建屋 

地下３階（基礎） ４箇所 水平方向及び鉛直方

向の振動を観測する 地上１階 ４箇所 

屋上階 ５箇所 
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地下 3 階平面図（T.M.S.L. 35.0 m） 

 

凡例 

 ●：地震計 

   （観測成分は，NS 成分，EW 成分及び UD 成分の 3成分） 

 

第 3.-1 図(1) 燃料加工建屋 地震計配置図（平面図） 
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地上 1階平面図（T.M.S.L. 56.8 m） 

 

凡例 

 ●：地震計 

   （観測成分は，NS 成分，EW 成分及び UD 成分の 3成分） 

 

第 3.-1 図(2) 燃料加工建屋 地震計配置図（平面図）  
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屋上階平面図（T.M.S.L. 70.2 m） 

 

凡例 

 ●：地震計 

   （観測成分は，NS 成分，EW 成分及び UD 成分の 3成分） 

 

第 3.-1 図(3) 燃料加工建屋 地震計配置図（平面図） 
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断面図 

 

凡例 

 ●：地震計 

   （観測成分は，NS 成分，EW 成分及び UD 成分の 3成分） 

 

第 3.-2 図 燃料加工建屋 地震計配置図（断面図） 
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 設計用床応答曲線の作成方針 
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1. 概要 

耐震設計の対象となる機器・配管系の地震力を求めるために，その据付位置における床

応答曲線を作成する。 

ここでは，建物・構築物の応答解析から床応答曲線の作成に至るまでの作成方針につい

て示す。 

 

2. 建物・構築物の応答解析 

床応答曲線を作成するための各階床レベルの加速度時刻歴応答波形の算定には，次の各

項を考慮する。 

 

2.1  入力地震動 

入力地震動は，弾性設計用地震動Ｓｄ，基準地震動Ｓｓを用いるものとし，地盤条件

を適切に考慮し設定する。 

 

2.2  地盤定数 

地震応答解析に用いる地盤定数については，地盤に関する調査結果に基づき設定する。 

 

2.3  建物・構築物の解析 

建物・構築物は，添付書類「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」に基づき，

その振動性状を適切に表現するばね質点系モデル等に置換して地震応答解析を行う。 
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2.4  解析方法 

単純な 1 質点系が地震力を受けるときの運動方程式は次式となる。 

 

𝑚𝑥 𝑐𝑢 𝑘𝑢 = 0 ･･････････････････ (3.2-1) 

𝑥 = 𝑢 𝑢  を代入すれば， 

𝑚(𝑢 𝑢 ) 𝑐𝑢 𝑘𝑢 = 0 ････････････ (3.2-2) 

𝑚𝑢 𝑐𝑢 𝑘𝑢 = - 𝑚𝑢  ････････････ (3.2-3) 

となる。 

ここに， 

𝑚：質点の質量 

𝑘 ：ばね定数 

𝑢 ：地震による基礎の変位 

𝑥 ：質点の絶対変位 

𝑢 ：質点の基礎に対する相対変位 

𝑐 ：減衰定数 

 

建物・構築物の解析モデルのような多自由度系のモデルにおいては，各質点の質量，

部材定数から(3.2-3)式に相当する多元連立の運動方程式を組み立て，マトリックス表

示すると次式となる。 

𝑚 𝑢 + 𝑐 𝑢 + 𝑘 𝑢  ＝- 𝑚 𝛼 𝑢  ･････････････････････････････ (3.2-4) 

ここに， 

𝑚 ：質量マトリックス 

𝑐  ：減衰マトリックス 

𝑘  ：剛性マトリックス 

𝑢  ：変位ベクトル 

𝛼  ：入力ベクトル 

𝑢  ：入力地震動の加速度 

系の応答は(3.2-4)式を解くことによって得られる。 
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3. 床応答曲線 

3.1  作成手順 

床応答曲線は第 3.1-1 図に示す手順に従い，各階床レベルの 1 質点系加速度応答曲線

を床に設置される機器・配管系の設計用減衰定数について作成する。 

なお， 大加速度応答を算出する際の固有周期の刻みは下記のとおりとし，建物・構

築物の床応答曲線は，互いに直交する水平方向(NS，EW)及び鉛直方向(UD)について作成

する。 

 

固有周期T(秒) 固有周期の刻み 

0.050≦T≦0.100 0.002秒 

0.100＜T≦0.200 0.005秒 

0.200＜T≦0.300 0.01 秒 

0.300＜T≦0.400 0.02 秒 

0.400＜T≦0.700 0.05 秒 

0.700＜T≦1.000 0.1  秒 

 

3.2  床応答曲線の作成 

建物・構築物の時刻歴応答解析により得られた各床面での加速度時刻歴応答波を入力

として，応答曲線を作成する。 

質点系に加速度時刻歴応答波を入力した場合の振動方程式を下記に示す。 

ｘ 2ｈ𝜔ｘ 𝜔２ｘ ｙ  

ただし， ｘ：床に対する相対加速度   ｙ ：床加速度 

ｘ：床に対する相対速度    ｈ ：減衰定数 

ｘ：床に対する相対変位     𝜔  ：固有円振動数 
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第 3.1-1 図 設計用床応答曲線の作成手順 

 

 

  

建物・構築物モデル 

入力地震動 

機器・配管系の減衰定数 

周 期 方 向 の 拡 幅 

設 計 用 床 応 答 曲 線 

(Ｓｓ，Ｓｄ) 

建物・構築物の時刻歴応答解析 

各質点における加速度時刻歴応答 

減衰ごとの質点系の応答解析 

床  応  答  曲  線 

建物・構築物の地震応答解析 

設計用床応答曲線作成 
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3.3  応答スペクトル 

機器・配管系の設計用地震力を動的解析によって求める場合は，それぞれの据付位置

における応答スペクトルを使用して設計震度を定める。 
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4. 設計用床応答曲線 

(1) 振動方向に合わせて水平方向(NS，EW)及び鉛直方向の各方向の応答スペクトルを使用

する。この場合用いる応答スペクトルは，基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄに

よる地震応答解析から得られる応答波を用いて作成した応答スペクトルを用い，固有周

期の多少のずれにより応答に大幅な変化が生じないよう周期軸方向に±10%の拡幅を行

ったものとする。ただし，材料物性のばらつき等を考慮した地震応答解析の応答波を用

いて作成する応答スペクトルについては，±10％の拡幅は考慮しない。 

入力地震動(基準地震動)と設計用床応答曲線における地震波名の一覧を第 4.-1 表に

示す。 

(2) 評価対象設備の振動方向に合わせ，水平方向(NS，EW)及び鉛直方向(UD)の各方向の応

答スペクトルを使用する。 

(3) 評価に適用する設計用床応答曲線Ｓｄについては,弾性設計用地震動Ｓｄから算定し

た設計用床応答曲線を用いる。また,共振のおそれのある施設に適用する設計用床応答

曲線は,設計用床応答曲線Ｓｄを用いる。 

(4) 建屋床より自立する機器・配管系については，設置階の応答スペクトルを用い，建屋

壁より支持される機器・配管系及び建屋中間階に設置される機器・配管系については，

上下階の応答スペクトルのうち安全側のものを用いるものとする。また，建屋上下階を

貫通する配管系及び異なる建物，構築物を渡る配管系については，それぞれの据付位置

の応答スペクトルのうち安全側のものを用いるものとする。ただし，応答スペクトルの

運用において合理性が示される場合には，その方法を採用できるものとする。 
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第 4.-1 表 基準地震動と設計用床応答曲線における地震波名一覧 

基準地震動 

設計用床応

答曲線にお

ける地震波

名 

Ｓｓ-Ａ 応答スペクトルに基づく基準地震動 Ｓｓ０１ 

Ｓｓ-Ｂ１ 
出戸西方断層による地震 

[短周期レベルの不確かさケース，破壊開始点２] 
Ｓｓ０２ 

Ｓｓ-Ｂ２ 
出戸西方断層による地震 

[短周期レベルと傾斜角の不確かさ重畳ケース，破壊開始点１] 
Ｓｓ０３ 

Ｓｓ-Ｂ３ 
出戸西方断層による地震 

[短周期レベルと傾斜角の不確かさ重畳ケース，破壊開始点２] 
Ｓｓ０４ 

Ｓｓ-Ｂ４ 
出戸西方断層による地震 

[短周期レベルと傾斜角の不確かさ重畳ケース，破壊開始点３] 
Ｓｓ０５ 

Ｓｓ-Ｂ５ 
出戸西方断層による地震 

[短周期レベルと傾斜角の不確かさ重畳ケース，破壊開始点４] 
Ｓｓ０６ 

Ｓｓ-Ｃ１ 2004 年北海道留萌支庁南部地震(Ｋ―ＮＥＴ港町) Ｓｓ０７ 

Ｓｓ-Ｃ２ 2008 年岩手・宮城内陸地震(栗駒ダム[右岸地山])＊ 
Ｓｓ０８，

Ｓｓ１１ 

Ｓｓ-Ｃ３ 2008 年岩手・宮城内陸地震(ＫｉＫ―ｎｅｔ金ヶ崎)＊ 
Ｓｓ０９，

Ｓｓ１２ 

Ｓｓ-Ｃ４ 2008 年岩手・宮城内陸地震(ＫｉＫ―ｎｅｔ一関東)＊ 
Ｓｓ１０，

Ｓｓ１３ 

注記＊：Ｓｓ-Ｃ２，Ｃ３及びＣ４については，入力方向が特定されていない地震動であるた

め，NS・EW を入れ替えた設計用床応答曲線についても作成する。 
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Ⅲ－１－１－６ 別紙１ 

 加工施設の設計用床応答曲線 
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Ⅲ－１－１－６ 別紙１－１ 

 燃料加工建屋の設計用床応答曲
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1. 概要 

本資料は，燃料加工建屋の設備･機器の耐震設計に用いる設計用床応答曲線について示し

たものである。 

 
2. 設計用床応答曲線の作成 

設計用床応答曲線は，「Ⅲ-1-1-6 設計用床応答曲線の策定方針」に基づき作成する。  

なお，燃料加工建屋の断面図を第2.-1図及び第2.-2図に示す。 
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第 2.-1 図 断面図(NS 方向)(寸法単位：m) 

 

 

 

 

 

 
 

第 2.-2 図 断面図(EW 方向)(寸法単位：m)  
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3. 設計用床応答曲線  

基準地震動Ssに基づく設計用床応答曲線の図番を第3.-1表に，弾性設計用地震動Sdに基

づく設計用床応答曲線を第3.-2表に示す。  

また，基準地震動Ssに基づく最大床応答加速度の1.2倍及び静的震度を第3.-3表に示す。 
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第3.-1表 基準地震動Ssに基づく設計用床応答曲線の図番(その1) 

建物・ 
質点番号 

T.M.S.L. 減衰定数 表番号 

構築物 (m) (%) NS EW UD 

燃 

料 

加 

工 

建 
屋 

1 77.50 

0.5 第 3.-1 図 第 3.-9 図 第 3.-17 図 

1.0 第 3.-2 図 第 3.-10 図 第 3.-18 図 

1.5 第 3.-3 図 第 3.-11 図 第 3.-19 図 

2.0 第 3.-4 図 第 3.-12 図 第 3.-20 図 

2.5 第 3.-5 図 第 3.-13 図 第 3.-21 図 

3.0 第 3.-6 図 第 3.-14 図 第 3.-22 図 

4.0 第 3.-7 図 第 3.-15 図 第 3.-23 図 

5.0 第 3.-8 図 第 3.-16 図 第 3.-24 図 

2 70.20 

0.5 第 3.-25 図 第 3.-33 図 第 3.-41 図 

1.0 第 3.-26 図 第 3.-34 図 第 3.-42 図 

1.5 第 3.-27 図 第 3.-35 図 第 3.-43 図 

2.0 第 3.-28 図 第 3.-36 図 第 3.-44 図 

2.5 第 3.-29 図 第 3.-37 図 第 3.-45 図 

3.0 第 3.-30 図 第 3.-38 図 第 3.-46 図 

4.0 第 3.-31 図 第 3.-39 図 第 3.-47 図 

5.0 第 3.-32 図 第 3.-40 図 第 3.-48 図 

3 62.80 

0.5 第 3.-49 図 第 3.-57 図 第 3.-65 図 

1.0 第 3.-50 図 第 3.-58 図 第 3.-66 図 

1.5 第 3.-51 図 第 3.-59 図 第 3.-67 図 

2.0 第 3.-52 図 第 3.-60 図 第 3.-68 図 

2.5 第 3.-53 図 第 3.-61 図 第 3.-69 図 

3.0 第 3.-54 図 第 3.-62 図 第 3.-70 図 

4.0 第 3.-55 図 第 3.-63 図 第 3.-71 図 

5.0 第 3.-56 図 第 3.-64 図 第 3.-72 図 

4 56.80 

0.5 第 3.-73 図 第 3.-81 図 第 3.-89 図 

1.0 第 3.-74 図 第 3.-82 図 第 3.-90 図 

1.5 第 3.-75 図 第 3.-83 図 第 3.-91 図 

2.0 第 3.-76 図 第 3.-84 図 第 3.-92 図 

2.5 第 3.-77 図 第 3.-85 図 第 3.-93 図 

3.0 第 3.-78 図 第 3.-86 図 第 3.-94 図 

4.0 第 3.-79 図 第 3.-87 図 第 3.-95 図 

5.0 第 3.-80 図 第 3.-88 図 第 3.-96 図 
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第3.-1表 基準地震動Ssに基づく設計用床応答曲線の図番(その2) 

建物・ 
質点番号 

T.M.S.L. 減衰定数 表番号 

構築物 (m) (%) NS EW UD 

燃 

料 

加 

工 

建 

屋 

5 50.30 

0.5 第 3.-97 図 第 3.-105 図 第 3.-113 図 

1.0 第 3.-98 図 第 3.-106 図 第 3.-114 図 

1.5 第 3.-99 図 第 3.-107 図 第 3.-115 図 

2.0 第 3.-100 図 第 3.-108 図 第 3.-116 図 

2.5 第 3.-101 図 第 3.-109 図 第 3.-117 図 

3.0 第 3.-102 図 第 3.-110 図 第 3.-118 図 

4.0 第 3.-103 図 第 3.-111 図 第 3.-119 図 

5.0 第 3.-104 図 第 3.-112 図 第 3.-120 図 

6 43.20 

0.5 第 3.-121 図 第 3.-129 図 第 3.-137 図 

1.0 第 3.-122 図 第 3.-130 図 第 3.-138 図 

1.5 第 3.-123 図 第 3.-131 図 第 3.-139 図 

2.0 第 3.-124 図 第 3.-132 図 第 3.-140 図 

2.5 第 3.-125 図 第 3.-133 図 第 3.-141 図 

3.0 第 3.-126 図 第 3.-134 図 第 3.-142 図 

4.0 第 3.-127 図 第 3.-135 図 第 3.-143 図 

5.0 第 3.-128 図 第 3.-136 図 第 3.-144 図 

7 35.00 

0.5 第 3.-145 図 第 3.-153 図 第 3.-161 図 

1.0 第 3.-146 図 第 3.-154 図 第 3.-162 図 

1.5 第 3.-147 図 第 3.-155 図 第 3.-163 図 

2.0 第 3.-148 図 第 3.-156 図 第 3.-164 図 

2.5 第 3.-149 図 第 3.-157 図 第 3.-165 図 

3.0 第 3.-150 図 第 3.-158 図 第 3.-166 図 

4.0 第 3.-151 図 第 3.-159 図 第 3.-167 図 

5.0 第 3.-152 図 第 3.-160 図 第 3.-168 図 
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第3.-2表 弾性設計用地震動Sdに基づく設計用床応答曲線の図番(その1) 

建物・ 
質点番号 

T.M.S.L. 減衰定数 表番号 

構築物 (m) (%) NS EW UD 

燃 

料 

加 

工 

建 

屋 

1 77.50 

0.5 第 3.-169 図 第 3.-177 図 第 3.-185 図 

1.0 第 3.-170 図 第 3.-178 図 第 3.-186 図 

1.5 第 3.-171 図 第 3.-179 図 第 3.-187 図 

2.0 第 3.-172 図 第 3.-180 図 第 3.-188 図 

2.5 第 3.-173 図 第 3.-181 図 第 3.-189 図 

3.0 第 3.-174 図 第 3.-182 図 第 3.-190 図 

4.0 第 3.-175 図 第 3.-183 図 第 3.-191 図 

5.0 第 3.-176 図 第 3.-184 図 第 3.-192 図 

2 70.20 

0.5 第 3.-193 図 第 3.-201 図 第 3.-209 図 

1.0 第 3.-194 図 第 3.-202 図 第 3.-210 図 

1.5 第 3.-195 図 第 3.-203 図 第 3.-211 図 

2.0 第 3.-196 図 第 3.-204 図 第 3.-212 図 

2.5 第 3.-197 図 第 3.-205 図 第 3.-213 図 

3.0 第 3.-198 図 第 3.-206 図 第 3.-214 図 

4.0 第 3.-199 図 第 3.-207 図 第 3.-215 図 

5.0 第 3.-200 図 第 3.-208 図 第 3.-216 図 

3 62.80 

0.5 第 3.-217 図 第 3.-225 図 第 3.-233 図 

1.0 第 3.-218 図 第 3.-226 図 第 3.-234 図 

1.5 第 3.-219 図 第 3.-227 図 第 3.-235 図 

2.0 第 3.-220 図 第 3.-228 図 第 3.-236 図 

2.5 第 3.-221 図 第 3.-229 図 第 3.-237 図 

3.0 第 3.-222 図 第 3.-230 図 第 3.-238 図 

4.0 第 3.-223 図 第 3.-231 図 第 3.-239 図 

5.0 第 3.-224 図 第 3.-232 図 第 3.-240 図 

4 56.80 

0.5 第 3.-241 図 第 3.-249 図 第 3.-257 図 

1.0 第 3.-242 図 第 3.-250 図 第 3.-258 図 

1.5 第 3.-243 図 第 3.-251 図 第 3.-259 図 

2.0 第 3.-244 図 第 3.-252 図 第 3.-260 図 

2.5 第 3.-245 図 第 3.-253 図 第 3.-261 図 

3.0 第 3.-246 図 第 3.-254 図 第 3.-262 図 

4.0 第 3.-247 図 第 3.-255 図 第 3.-263 図 

5.0 第 3.-248 図 第 3.-256 図 第 3.-264 図 
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第3.-2表 弾性設計用地震動Sdに基づく設計用床応答曲線の図番(その2) 

建物・ 
質点番号 

T.M.S.L. 減衰定数 表番号 

構築物 (m) (%) NS EW UD 

燃 

料 

加 

工 

建 

屋 

5 50.30 

0.5 第 3.-265 図 第 3.-273 図 第 3.-281 図 

1.0 第 3.-266 図 第 3.-274 図 第 3.-282 図 

1.5 第 3.-267 図 第 3.-275 図 第 3.-283 図 

2.0 第 3.-268 図 第 3.-276 図 第 3.-284 図 

2.5 第 3.-269 図 第 3.-277 図 第 3.-285 図 

3.0 第 3.-270 図 第 3.-278 図 第 3.-286 図 

4.0 第 3.-271 図 第 3.-279 図 第 3.-287 図 

5.0 第 3.-272 図 第 3.-280 図 第 3.-288 図 

6 43.20 

0.5 第 3.-289 図 第 3.-297 図 第 3.-305 図 

1.0 第 3.-290 図 第 3.-298 図 第 3.-306 図 

1.5 第 3.-291 図 第 3.-299 図 第 3.-307 図 

2.0 第 3.-292 図 第 3.-300 図 第 3.-308 図 

2.5 第 3.-293 図 第 3.-301 図 第 3.-309 図 

3.0 第 3.-294 図 第 3.-302 図 第 3.-310 図 

4.0 第 3.-295 図 第 3.-303 図 第 3.-311 図 

5.0 第 3.-296 図 第 3.-304 図 第 3.-312 図 

7 35.00 

0.5 第 3.-313 図 第 3.-321 図 第 3.-329 図 

1.0 第 3.-314 図 第 3.-322 図 第 3.-330 図 

1.5 第 3.-315 図 第 3.-323 図 第 3.-331 図 

2.0 第 3.-316 図 第 3.-324 図 第 3.-332 図 

2.5 第 3.-317 図 第 3.-325 図 第 3.-333 図 

3.0 第 3.-318 図 第 3.-326 図 第 3.-334 図 

4.0 第 3.-319 図 第 3.-327 図 第 3.-335 図 

5.0 第 3.-320 図 第 3.-328 図 第 3.-336 図 
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： Ss

方向： NS

床レベル： 77.50 (m)

減衰定数： 0.5 (%)

第3.-1図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： Ss

方向： NS

床レベル： 77.50 (m)

減衰定数： 1.0 (%)

第3.-2図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： Ss

方向： NS

床レベル： 77.50 (m)

減衰定数： 1.5 (%)

第3.-3図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： Ss

方向： NS

床レベル： 77.50 (m)

減衰定数： 2.0 (%)

第3.-4図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： Ss

方向： NS

床レベル： 77.50 (m)

減衰定数： 2.5 (%)

第3.-5図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： Ss

方向： NS

床レベル： 77.50 (m)

減衰定数： 3.0 (%)

第3.-6図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： Ss

方向： NS

床レベル： 77.50 (m)

減衰定数： 4.0 (%)

第3.-7図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： Ss

方向： NS

床レベル： 77.50 (m)

減衰定数： 5.0 (%)

第3.-8図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： Ss

方向： EW

床レベル： 77.50 (m)

減衰定数： 0.5 (%)

第3.-9図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： Ss

方向： EW

床レベル： 77.50 (m)

減衰定数： 1.0 (%)

第3.-10図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： Ss

方向： EW

床レベル： 77.50 (m)

減衰定数： 1.5 (%)

第3.-11図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： Ss

方向： EW

床レベル： 77.50 (m)

減衰定数： 2.0 (%)

第3.-12図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： Ss

方向： EW

床レベル： 77.50 (m)

減衰定数： 2.5 (%)

第3.-13図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： Ss

方向： EW

床レベル： 77.50 (m)

減衰定数： 3.0 (%)

第3.-14図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： Ss

方向： EW

床レベル： 77.50 (m)

減衰定数： 4.0 (%)

第3.-15図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： Ss

方向： EW

床レベル： 77.50 (m)

減衰定数： 5.0 (%)

第3.-16図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： Ss

方向： UD

床レベル： 77.50 (m)

減衰定数： 0.5 (%)

第3.-17図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： Ss

方向： UD

床レベル： 77.50 (m)

減衰定数： 1.0 (%)

第3.-18図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： Ss

方向： UD

床レベル： 77.50 (m)

減衰定数： 1.5 (%)

第3.-19図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： Ss

方向： UD

床レベル： 77.50 (m)

減衰定数： 2.0 (%)

第3.-20図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： Ss

方向： UD

床レベル： 77.50 (m)

減衰定数： 2.5 (%)

第3.-21図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： Ss

方向： UD

床レベル： 77.50 (m)

減衰定数： 3.0 (%)

第3.-22図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： Ss

方向： UD

床レベル： 77.50 (m)

減衰定数： 4.0 (%)

第3.-23図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： Ss

方向： UD

床レベル： 77.50 (m)

減衰定数： 5.0 (%)

第3.-24図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： Ss

方向： NS

床レベル： 70.20 (m)

減衰定数： 0.5 (%)

第3.-25図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： Ss

方向： NS

床レベル： 70.20 (m)

減衰定数： 1.0 (%)

第3.-26図　設計用床応答曲線
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